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１ 世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例 

平成 19 年 3 月 14 日条例第 27 号 

改正平成 21 年 9 月 30 日条例第 37 号 

 

 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条- 第５条） 

第２章 基本方針（第６条- 第８条） 

第３章 ユニバーサルデザインの意識啓発等 

（第９条・第 10 条） 

第４章 ユニバーサルデザインのまちづくり 

 第１節 公共的施設の整備の基準 

（第 11 条- 第 13 条） 

 第２節 特定公共的施設の整備 

（第 13 条の２- 第 17 条） 

 第３節 住宅の整備（第 18 条- 第 21 条） 

 第４節 推進地区の指定（第 22 条） 

 第５節 情報及びサービスに係る取組（第 23 条） 

第５章 移動のユニバーサルデザイン 

（第 24 条・第 25 条） 

第６章 施策の推進（第 26 条- 第 30 条） 

第７章 調査、勧告及び公表 

（第 31 条- 第 33 条） 

第８章 雑則（第 34 条- 第 36 条） 

附則 

 

私たちのまち世田谷は、住宅都市として発展し、大

人も子どもも、若者も高齢者も、障害者も、外国人も、

すべての人が様々な夢を持ち、暮らしている。世田谷

が将来にわたって、活力ある地域社会を形成し続ける

ためには、それぞれの生活が尊重され、すべての人が

その個性及び能力を発揮することができ、自由に様々

な活動に参画し、自己実現をすることができるよう、

すべての人にとって利用しやすい生活環境を整備し

ていくユニバーサルデザインの考え方が重要である。 

世田谷区は、梅丘地区での住民参加の福祉のまちづ

くりを契機に、バリアフリーの普及及び学習のための

催し、道路、公園等及び民間建築物のバリアフリーの

推進等個性豊かで先駆的な取組を区民と協働して行

うことによりまちづくりを進めてきた。 

21 世紀に入り、私たちは経験したことのない少子高

齢社会、人口減少社会を迎えている。世田谷区でもこ

れまでの歩みをより強く確実なものにしていくこと

が求められており、年齢、性別、国籍、能力等にかか

わらず、すべての区民が可能な限り、公平に社会参加

のできる自立した生活を目指していかなければなら

ない。そのために社会における様々な障壁をなくすに

とどまらず、すべての区民の基本的人権が尊重され、

自らの意思で行動し、あらゆる分野の活動に参加する

ことができる社会を築くため、ユニバーサルデザイン

に基づく取組を推進していく必要がある。 

ここに、ユニバーサルデザインを総合的に推進する

ことにより、すべての区民が個人として尊重され、共

に支えあい、安全で安心して快適に住み続けることの

できる社会の実現を図り、将来にわたって活力に満ち

た世田谷をつくりあげていくことを決意し、この条例

を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、区、区民及び事業者の相互の理

解及び協働の下に、「どこでも、だれでも、自由に、

使いやすく」というユニバーサルデザインに基づき、

生活環境の整備を推進していくための基本的な事

項を定めることにより、区民の社会的な自立及び社

会参加の機会を確保し、もって安全で安心して快適

に住み続けることのできる地域社会の実現を図る

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) ユニバーサルデザイン 年齢、性別、国籍、

能力等にかかわらず、できるだけ多くの人が利用

しやすいように生活環境を構築する考え方をい

う。 

(２) 生活環境の整備 ユニバーサルデザインに

基づき、公共的施設及び住宅の構造、設備等並び

に情報及びサービスの提供について適切な措置

をとることをいう。 

(３) 事業者 公共的施設を所有し、若しくは管理

する者又は新設し、若しくは改修しようとする者

及び公共交通事業者をいう。 

(４) 公共的施設 官公署の事務所等の公共施設、

病院、劇場、集会場、物品販売業又はサービス業

を営む店舗、鉄道の駅、学校、道路、公園その他

の不特定又は多数の者が利用する施設で規則で

定めるものをいう。 

(５) 特定公共的施設 公共的施設のうち、特に生

活環境の整備を推進する必要があるもので規則

で定める種類及び規模のものをいう。 

(６) 集合住宅 共同住宅、長屋、寮又は宿舎をい

う。 

（区の役割） 

第３条 区は、この条例の目的を達成するため、区民

及び事業者との協働により、生活環境の整備に関す

る施策を推進するものとする。 

（区民の役割） 

第４条 区民は、ユニバーサルデザインについての理

解を深めるとともに、生活環境の整備に関する区の

施策の推進に協力するよう努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第５条 事業者は、ユニバーサルデザインについての

理解を深め、積極的に生活環境の整備に努めるとと

もに、生活環境の整備に関する区の施策の推進に協
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力するものとする。 

 

第２章 基本方針 

（総合的かつ計画的な推進） 

第６条 区長は、区民、事業者及び関係団体との連携

の下に、総合的かつ計画的に生活環境の整備に関す

る施策を推進するものとする。 

（推進計画の策定） 

第７条 区長は、生活環境の整備に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図るための基本となる計画

（以下「推進計画」という。）を策定しなければなら

ない。 

２ 推進計画は、次に掲げる事項について定めるもの

とする。 

(１) 生活環境の整備に関する目標 

(２) 生活環境の整備に関する重点施策 

(３) 前２号に掲げるもののほか、生活環境の整備

に関する重要事項 

３ 区長は、推進計画を策定するに当たっては、区民、

事業者及び関係団体の意見を反映することができ

るよう必要な措置を講ずるとともに、あらかじめ次

条に規定する世田谷区ユニバーサルデザイン環境

整備審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 区長は、推進計画を策定したときは、速やかに、

これを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、推進計画の変更について準用す

る。 

（世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会） 

第８条 区の生活環境の整備に関する施策を総合的

かつ計画的に推進する上で必要な事項を調査審議

するため、区長の附属機関として世田谷区ユニバー

サルデザイン環境整備審議会（以下「審議会」とい

う。）を置く。 

２ 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を

調査審議する。 

(１) 推進計画に関すること。 

(２) 第 11 条に規定する整備基準及び第 18 条に規

定する集合住宅整備基準に係る基本的事項に関

すること。 

(３) 第 29 条に規定する施策の評価点検に関する

こと。 

(４) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律（平成 18 年法律第 91 号）第 25 条第

１項に規定する基本構想に関すること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、生活環境の整備

に関する基本的事項 

３ 審議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱

する委員 20 人以内をもって組織する。 

(１) 学識経験者 

(２) 区民 

(３) 事業者 

４ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただ

し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運

営に関し必要な事項は、規則で定める。 

第３章 ユニバーサルデザインの意識啓発等 

（意識啓発等） 

第９条 区長は、ユニバーサルデザインに係る意識を

啓発し、すべての人が互いに理解を深めるため、交

流の機会を設けるよう努めるものとする。 

２ 区長は、区民及び事業者が生活環境の整備につい

て理解を深めるとともに、これらの者による生活環

境の整備に関する自発的な活動が促進されるよう、

生活環境の整備に関する啓発活動その他必要な措

置を講じなければならない。 

（情報の提供及び共有） 

第 10 条 区、区民及び事業者は、生活環境の整備を推

進するため、相互に情報を提供し合い、情報の共有

に努めるものとする。 

２ 区長は、区民、事業者又は関係団体が行う先導的

な取組が生活環境の整備の推進に資すると認める

ときは、その成果の普及に努めなければならない。 

 

第４章 ユニバーサルデザインのまちづくり 

第１節 公共的施設の整備の基準 

（整備基準の策定） 

第 11 条 区長は、公共的施設の生活環境の整備につ

いて、公共的施設を所有し、若しくは管理する者又

は新設し、若しくは改修しようとする者の判断の基

準となるべき事項（以下「整備基準」という。）を策

定しなければならない。 

２ 区長は、整備基準を策定したときは、速やかに、

これを公表しなければならない。 

３ 前項の規定は、整備基準の変更について準用する。 

（整備基準への適合努力義務） 

第 12 条 公共的施設を所有し、若しくは管理する者

又は新設し、若しくは改修しようとする者は、当該

公共的施設を整備基準に適合させるために必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 公共的施設を所有し、若しくは管理する者又は新

設し、若しくは改修しようとする者は、公共的施設

又は集合住宅を利用する者の安全で安心な移動を

確保することができるよう、他の公共的施設又は集

合住宅を所有し、若しくは管理する者又は新設し、

若しくは改修しようとする者と連携し、適切かつ一

体的な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（整備基準適合証の交付） 

第 13 条 区長は、公共的施設が整備基準に適合して

いると認めるときは、当該公共的施設を所有し、又

は管理する者に対し、整備基準に適合していること

を証する証票（以下「整備基準適合証」という。）を

交付するものとする。 

２ 整備基準適合証の交付を受けようとする者（第 16

条の規定による届出をした者を除く。）は、規則で定

めるところにより、区長に対し、申請をしなければ

ならない。 

３ 整備基準適合証の交付を受けた者は、規則で定め

るところにより整備基準適合証を公共的施設の適

切な場所に表示するよう努めるものとする。 
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第２節 特定公共的施設の整備 

（遵守基準への適合義務） 

第 13 条の２ 特定公共的施設を所有し、若しくは管

理する者（第 17 条第１項に規定する既存特定公共

的施設所有者等を除く。）又は新設し、若しくは改修

（建築物については、増築、改築、大規模の修繕、

大規模の模様替え又は用途変更（用途を変更して特

定公共的施設にする場合に限る。）をいう。次条第１

項において同じ。）しようとする者は、当該特定公共

的施設を遵守基準（整備基準のうち特に守るべき基

準として規則で定めるものをいう。第 32 条第２項

において同じ。）に適合させるために必要な措置を

講じなければならない。 

（届出） 

第 14 条 特定公共的施設の新設又は改修をしようと

する者（以下「特定公共的施設建築主」という。）は、

その計画について、規則で定めるところにより、工

事に着手する前に区長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出をした者は、当該届出の内

容の変更（規則で定める軽易な変更を除く。）をしよ

うとするときは、当該変更をする事項について、規

則で定めるところにより、当該事項に係る部分の当

該変更後の内容の工事に着手する前に区長に届け

出なければならない。 

（特定公共的施設建築主に対する要請） 

第 15 条 区長は、前条の規定による届出があったと

きは、整備基準に基づき審査し、その特定公共的施

設（工事中のものを含む。以下この条、次条、第 31

条第１項及び第 32 条第２項において同じ。）につい

て第 12 条及び第 13 条の２に規定する措置の的確な

実施を確保するために必要があると認めるときは、

特定公共的施設の設計及び施工に関する事項につ

いて、当該届出をした特定公共的施設建築主に対し、

必要な措置を講ずるよう要請をすることができる。 

（工事完了届、調査等） 

第 16 条 第 14 条の規定による届出をした者は、特定

公共的施設の工事を完了したときは、規則で定める

ところにより、区長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出があったときは、区長は、

職員に、当該届出をした者の同意を得て、特定公共

的施設に立ち入り、整備基準への適合状況について

調査させることができる。 

３ 区長は、前項の規定による調査の結果、特定公共

的施設が整備基準に適合していると認めるときは、

第１項の規定による届出をした者に対し、整備基準

適合証を交付するものとする。 

４ 第２項の規定により調査を行う職員は、その身分

を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったとき

は、これを提示しなければならない。 

（既存特定公共的施設の整備状況の把握等） 

第 17 条 第 13 条の２の規定の施行の際現に存する特

定公共的施設（工事中のものを含む。以下「既存特

定公共的施設」という。）を所有し、又は管理する者

（以下「既存特定公共的施設所有者等」という。）は、

当該既存特定公共的施設を整備基準に適合させる

ための措置の状況を把握するよう努めなければな

らない。 

２ 区長は、既存特定公共的施設所有者等に対し、前

項に規定する措置の状況について、報告を求めるこ

とができる。 

３ 既存特定公共的施設所有者等は、前項の規定によ

り報告を求められたときは、第１項に規定する措置

の状況について、規則で定めるところにより、区長

に報告しなければならない。 

４ 区長は、第１項に規定する措置の的確な実施を確

保するために特に必要があると認めるときは、既存

特定公共的施設所有者等に対し、必要な措置を講ず

るよう要請をすることができる。この場合において、

区長は、第 28 条に規定するユニバーサルデザイン

アドバイザーが設置されているときは、必要に応じ

てその意見を聴かなければならない。 

第３節 住宅の整備 

（集合住宅整備基準の策定） 

第 18 条 区長は、集合住宅の生活環境の整備につい

て、集合住宅を所有し、若しくは管理する者又は新

設し、若しくは改修しようとする者の判断の基準と

なるべき事項（以下「集合住宅整備基準」という。）

を策定しなければならない。 

２ 区長は、集合住宅整備基準を策定したときは、速

やかに、これを公表しなければならない。 

３ 前項の規定は、集合住宅整備基準の変更について

準用する。 

（集合住宅整備基準への適合努力義務） 

第 19 条 集合住宅を所有し、若しくは管理する者又

は新設し、若しくは改修しようとする者は、当該集

合住宅を集合住宅整備基準に適合させるために必

要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 集合住宅を所有し、若しくは管理する者又は新設

し、若しくは改修しようとする者は、集合住宅又は

公共的施設を利用する者の安全で安心な移動を確

保することができるよう、他の集合住宅又は公共的

施設を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若

しくは改修しようとする者と連携し、適切かつ一体

的な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（集合住宅遵守基準への適合義務） 

第 19 条の２ 規則で定める規模の集合住宅を所有し、

若しくは管理する者（この条の規定の施行の際現に

存する集合住宅（工事中のものを含む。）を所有し、

又は管理する者を除く。）又は新設し、若しくは改修

（増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又

は用途変更（用途を変更して集合住宅にする場合に

限る。）をいう。第 21 条第２項において同じ。）しよ

うとする者は、当該集合住宅を集合住宅遵守基準

（集合住宅整備基準のうち特に守るべき基準とし

て規則で定めるものをいう。）に適合させるために

必要な措置を講じなければならない。 

（住宅を供給する者の努力義務） 

第 20 条 住宅を供給する者は、その供給する住宅に

ついて、生活環境の整備に努めるものとする。 

（規定の準用） 

第 21 条 第 13 条の規定は、集合住宅整備基準に適合

している集合住宅について準用する。 
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２ 前節（第 13 条の２を除く。）及び第７章の規定は、

第 19 条の２に規定する規則で定める規模の集合住

宅の新設又は改修について準用する。 

第４節 推進地区の指定 

（ユニバーサルデザイン環境整備推進地区の指定） 

第 22 条 区長は、公共的施設及び集合住宅の生活環

境の整備を積極的に推進する必要があると認める

地区で、当該整備を一体的に行う必要があると認め

るものをユニバーサルデザイン環境整備推進地区

（以下「推進地区」という。）として指定することが

できる。 

２ 区長は、推進地区の指定に当たっては、あらかじ

め審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 区は、推進地区においては、自ら設置する公共的

施設及び集合住宅の生活環境の整備を特に積極的

に実施するものとする。 

４ 区長は、推進地区において区民、事業者及び関係

団体との協働により、公共的施設及び集合住宅の生

活環境の整備が促進されるよう、必要な措置を講ず

ることができる。 

５ 第２項の規定は、推進地区の指定の変更又は廃止

について準用する。 

第５節 情報及びサービスに係る取組 

（安全で快適な利用等のための情報提供等） 

第 23 条 事業者は、公共的施設を利用する者の安全

で快適な利用及び移動を確保するため、必要な情報

及びサービスの提供に努めるものとする。 

２ 事業者は、前項に規定する情報の提供に当たって

は、公共的施設を利用する者が容易に理解すること

ができるように配慮するとともに、当該情報の適切

な管理に努めるものとする。 

 

第５章 移動のユニバーサルデザイン 

（公共的施設の安全で安心な移動の確保） 

第 24 条 第 12 条第２項に定めるもののほか、事業者

は、公共的施設を利用する者の安全で安心な移動を

確保することができるよう、他の事業者と連携し、

適切かつ一体的な措置を講ずるよう努めるものと

する。 

２ 事業者及び土地の所有者等は、当該関係者の全員

の合意により、当該公共的施設又は土地について、

安全で安心な移動を確保するための整備又は管理

に関する協定を締結することができる。 

３ 区民及び事業者は、公共的施設において、物品の

放置その他の行為（以下「物品の放置等」という。）

により区民の安全で安心な移動又は利用を妨げる

ことのないよう努めるものとする。 

４ 公共的施設を管理する者は、物品の放置等その他

区民の安全で安心な移動又は利用の妨げとなる事

由を発見したときは、速やかに、当該妨げとなる事

由を排除するために必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。この場合において、公共的施設を管

理する者は、第 28 条に規定するユニバーサルデザ

インアドバイザーが設置されているときは、必要に

応じてその意見を聴くことができる。 

（移動手段の確保） 

第 25 条 区長は、区民、事業者及び関係団体と連携

し、区民の安全で安心な移動を確保するため、適切

な移動手段の確保及び整備に努めるものとする。 

２ 区長は、公共交通事業者に対し、区民の安全で安

心な移動を確保するため、必要があると認めるとき

は、その車両等の構造上及び運行上の配慮について

必要な措置を講ずるよう要請をするものとする。 

 

第６章 施策の推進 

（生活環境の整備に対する支援） 

第 26 条 区長は、生活環境の整備について自主的な

活動を行う区民及び関係団体に対し、必要な支援を

するものとする。 

２ 区長は、生活環境の整備を行おうとする者に対し、

必要があると認めるときは、技術的支援等必要な措

置を講ずることができる。 

（住宅の生活環境の整備に対する支援） 

第 27 条 区長は、区民が住宅の生活環境の整備を行

おうとするときは、必要な支援に努めるものとする。 

２ 区長は、住宅の生活環境の整備に関する適切な基

準等を、区民に提示するため、必要な情報の収集に

努めるものとする。 

（ユニバーサルデザインアドバイザー） 

第 28 条 区長は、区民及び関係団体が自主的に行う

生活環境の整備への支援、区が行う公共的施設の利

用等に関しての評価及び提案に係る助言等を行わ

せるため、ユニバーサルデザインアドバイザーを置

くことができる。 

（施策の評価点検及び区民等の意見の反映） 

第 29 条 区長は、生活環境の整備に関する施策を推

進するために、当該施策について段階的かつ継続的

に評価点検を行い、当該評価点検の結果を当該施策

に反映させなければならない。 

２ 区長は、前項の評価点検を行うに当たっては、あ

らかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 前項に定めるもののほか、区長は、区民及び事業

者の意見を生活環境の整備に関する施策に反映す

ることができるよう必要な措置を講ずるものとす

る。 

（区、国等の先導的整備） 

第 30 条 区は、生活環境の整備を積極的に推進する

ため、自ら設置する公共的施設及び集合住宅につい

て、率先して整備基準及び集合住宅整備基準への適

合を図るものとする。 

２ 区長は、国、他の地方公共団体その他規則で定め

る公共的団体（以下「国等」という。）に対し、これ

らが設置する公共的施設及び集合住宅について、整

備基準及び集合住宅整備基準への適合に率先して

努めるよう要請をするものとする。 

 

第７章 調査、勧告及び公表 

（特定公共的施設の調査） 

第 31 条 区長は、第 16 条第２項に定めるもののほか、

第 15 条、第 17 条第４項、次条及び第 33 条第１項

の規定の施行に必要な限度において、特定公共的施
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設について調査を行うことができる。 

２ 第 16 条第２項及び第４項の規定は、前項の調査

について準用する。 

（勧告） 

第 32 条 区長は、第 14 条の規定による届出を行わず

に同条に規定する工事に着手した特定公共的施設

建築主及び第 17 条第３項の規定による報告を行わ

ない既存特定公共的施設所有者等に対し、当該届出

及び報告を行うよう勧告することができる。 

２ 区長は、特定公共的施設建築主又は特定公共的施

設を所有し、若しくは管理する者（以下「特定施設

建築主等」という。）が行う生活環境の整備に関する

措置が正当な理由なく遵守基準に適合していない

と認めるとき又は整備基準に照らして著しく不十

分であると認めるときは、当該特定公共的施設建築

主等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告すること

ができる。 

（公表） 

第 33 条 区長は、前条の規定による勧告を受けた者

が、当該勧告に従わない場合において、必要がある

と認めるときは、その旨及び勧告の内容を公表する

ことができる。 

２ 区長は、前項の規定による公表を行う場合には、

前条の規定による勧告を受けた者に対し、あらかじ

め意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければ

ならない。 

 

第８章 雑則 

（国等との連携） 

第 34 条 区は、生活環境の整備を効果的に推進する

ため、国等との連携に努めるものとする。 

（国等に関する特例） 

第 35 条 国等については、第４章第２節（第 21 条第

２項において準用する場合を含む。）及び前章の規

定は、適用しない。 

２ 区長は、国等に対し、公共的施設の整備基準及び

集合住宅の集合住宅整備基準への適合状況その他

必要と認める事項について、報告を求めることがで

きる。 

（委任） 

第 36 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 19 年４月１日から施行する。 

（世田谷区福祉のいえ・まち推進条例の廃止） 

２ 世田谷区福祉のいえ・まち推進条例（平成７年 11

月世田谷区条例第 68 号）は、廃止する。 

（世田谷区福祉のいえ・まち推進条例の廃止に係る経

過措置） 

３ この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止

前の世田谷区福祉のいえ・まち推進条例（以下「廃

止条例」という。）第 30 条第１項の規定により指定

されている福祉的環境整備推進地区は、第 22 条第

１項の規定により指定されたユニバーサルデザイ

ン環境整備推進地区とみなす。 

４ 前項のほか、この条例の施行前に廃止条例の規定

によりした届出、手続その他の行為は、この条例の

相当する規定によりした届出、手続その他の行為と

みなす。 

 

附 則（平成 21 年９月 30 日条例第 37 号） 

１ この条例は、平成 21 年 10 月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の世田谷区ユニバーサル

デザイン推進条例（以下「新条例」という。）第 13

条の２及び第 19 条の２の規定（特定公共的施設又

は集合住宅を新設し、又は改修しようとする者の規

定に係る部分に限る。）は、この条例の施行の日以後

に新条例第 14 条（新条例第 21 条第２項において準

用する場合を含む。）の規定による届出をした者に

ついて適用する。 
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２ 世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則 

平成 19 年４月１日規則第 55 号 

改正：令和５年８月 31 日規則第 87 号 

 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備 

審議会（第５条―第 10 条） 

第３章 生活環境の整備（第 11 条―第 18 条） 

第４章 勧告及び公表（第 18 条の２―第 20 条） 

第５章 雑則（第 21 条―第 23 条） 

附則 

 

第一章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、世田谷区ユニバーサルデザイン

推進条例（平成 19 年３月世田谷区条例第 27 号。以

下「条例」という。）の施行について必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条

例において使用する用語の例による。 

（公共的施設） 

第３条 条例第２条第４号に規定する規則で定める

公共的施設は、別表第１の公共的施設の欄に定める

施設とする。ただし、同表１の部及び２の部に定め

る公共的施設においては、建築基準法（昭和 25 年法

律第 201 号）第３条第１項に規定する建築物及び文

化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 143 条第

１項又は第２項の伝統的建造物群保存地区内にお

ける同法第２条第１項第６号の伝統的建造物群を

構成している建築物を除く。 

（特定公共的施設） 

第４条 条例第２条第５号に規定する規則で定め

る特定公共的施設は、別表第１の特定公共的施設の欄

に定める施設とする。 

第２章 世田谷区ユニバーサルデザイン環境整

備審議会 

（世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会

の委員） 

第５条 条例第８条に規定する世田谷区ユニバーサ

ルデザイン環境整備審議会（以下「審議会」という。）

の委員は、次のとおりとする。 

(１) 学識経験者 ７人以内 

(２) 区民 ９人以内 

(３) 事業者 ４人以内 

（会長及び副会長） 

第６条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、それ

ぞれ委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、

又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

４ 会長及び副会長が共に事故があるときは、あらか

じめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。 

（招集） 

第７条 審議会は、会長が招集する。 

（会議） 

第８条 審議会は、委員の２分の１以上が出席しなけ

れば、会議を開くことができない。 

２ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって

決し、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。 

（部会） 

第９条 会長が必要があると認めたときは、審議会に

部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもっ

て充てる。 

４ 部会長は、部会を招集し、部会の事務を掌理し、

部会の調査審議の経過及び結果を審議会に報告す

る。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員の

うちから、あらかじめ部会長の指名する者がその職

務を代理する。 

６ 部会の議事の定足数及び表決数については、前条

の規定を準用する。 

（意見聴取等） 

第 10 条 審議会及び部会は、必要があると認めたと

きは、専門的事項に関し学識経験のある者その他関

係人の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は

これらの者から必要な資料の提出を求めることが

できる。 

第３章 生活環境の整備 

（整備基準及び集合住宅整備基準） 

第 11 条 条例第 11 条第１項に規定する整備基準（以

下「整備基準」という。）は、次の表の左欄に掲げる

区分に応じてそれぞれ同表中欄に掲げるものとし、

条例第 13 条の２に規定する遵守基準（以下「遵守基

準」という。）は、同表の左欄に掲げる区分に応じて

それぞれ同表右欄に掲げるものとする。 

区分 整備基準 遵守基準 

建築物 別表第２に 

定める事項 

別表第３に 

定める事項 

小規模 

建築物 

別表第２に 

定める事項 

別表第４に 

定める事項 

道路 別表第５に 

定める事項 

別表第６に 

定める事項 

特定道路 別表第６の２に 

定める事項 

別表第６の３に 

定める事項 

公園 別表第７に 

定める事項 

別表第８に 

定める事項 

公共交通 

施設 

別表第９に 

定める事項 

別表第１０に 

定める事項 
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路外 

駐車場 

別表第１１に 

定める事項 

別表第１１に 

定める事項 

 

２ 別表第２から別表第４までに掲げる整備項目の

うち、建築物の用途及び規模に応じ、条例第 14 条の

規定による届出の対象となる計画に係る整備項目

については、区長が別に定める。 

３ 条例第 18 条第１項に規定する集合住宅整備基準

（以下「集合住宅整備基準」という。）は、別表第 12

に定める事項とし、条例第 19 条の２に規定する集

合住宅遵守基準は、別表第 13 に定める事項とする。 

４ 条例第 19 条の２の規則で定める規模は、住戸の

数（改修（増築、改築、大規模の修繕、大規模の模

様替え又は用途変更（用途を変更して集合住宅にす

る場合に限る。）をいう。以下この項及び第 10 項に

おいて同じ。）の場合にあっては、改修に係る部分の

住戸の数）が 20 以上又は床面積（改修の場合にあっ

ては、改修に係る部分の床面積）の合計が 1,000 平

方メートル以上とする。 

５ 別表第 12 及び別表第 13 に掲げる整備項目のうち、

集合住宅の規模に応じ、条例第 21 条第２項におい

て準用する条例第 14 条の規定による届出の対象と

なる計画に係る整備項目については、区長が別に定

める。 

６ 特定公共的施設（建築物に限る。）又は集合住宅の

改修（増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替

え又は用途変更（用途を変更して特定公共的施設又

は集合住宅にする場合に限る。）をいう。以下この項、

第 13 条第１項第１号及び第 14 条において同じ。）

をする場合（条例第 14 条（条例第 21 条第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定による届出を行

う場合に限る。）の別表第２から別表第 13 までの規

定の適用は、次に掲げる部分に限るものとする。 

(１) 当該改修に係る部分 

(２) 道等（道又は公園、広場その他の空地をいう。

以下同じ。）から前号に掲げる部分にある利用居

室等（不特定若しくは多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する居室その他の

室をいう。以下この条において同じ。）、集合住宅

の各住戸又はホテル若しくは旅館（風俗営業等の

規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年

法律第 122 号）第２条第６項第４号に規定する営

業の用に供する施設及び旅館業法（昭和 23 年法

律第 138 号）第２条第３項に規定する簡易宿所営

業の施設を除く。別表第３の 15 の項において同

じ。）であって、その用途に供する部分の床面積が

1,000 平方メートル以上のものにおける車椅子使

用者用客室（車椅子使用者（車椅子を利用してい

る者をいう。以下同じ。）が円滑に利用できる客室

をいう。以下同じ。）以外の各客室（以下「一般客

室」という。）までの１以上の経路を構成する出入

口、廊下等（廊下その他これに類するものをいう。

以下同じ。）、階段、傾斜路、エレベーターその他

の昇降機及び敷地内の通路 

(３) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主と

して高齢者、障害者等が利用する便所 

(４) 第１号に掲げる部分にある利用居室等（当該

部分に利用居室等が設けられていないときは、道

等）から車椅子使用者用便房（車椅子使用者が円

滑に利用することができる便房をいう。以下同

じ。）（前号に掲げる便所に設けられるものに限

る。）までの１以上の経路を構成する出入口、廊下

等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機

及び敷地内の通路 

(５) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主と

して高齢者、障害者等が利用する駐車場 

(６) 車椅子使用者用駐車施設（車椅子使用者が円

滑に利用することができる駐車施設をいう。以下

同じ。）（前号に掲げる駐車場に設けられるものに

限る。）から第１号に掲げる部分にある利用居室

等（当該部分に利用居室等が設けられていないと

きは、道等）又は一般客室までの１以上の経路を

構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベ

ーターその他の昇降機及び敷地内の通路 

７ 別表第１の１の部及び２の部に定める特定公共

的施設（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律（平成 18 年法律第 91 号）第２条第 19

号に規定する特別特定建築物（高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成 18

年政令第 379 号）第５条第１号に規定する公立小学

校等を除く。）その他これに類する施設を除く。）に

ついては、前項及び別表第２中「不特定若しくは多

数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が

利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」と読

み替えて適用する。 

８ 集合住宅又はその敷地に多数の者が共同で利用

する集会室等の利用居室等、車椅子使用者用便房及

び車椅子使用者用駐車施設を設ける場合の集合住

宅については、別表第２の規定（移動等円滑化経路

等に係るものに限る。）を準用する。この場合におい

て、「不特定若しくは多数のものが利用し、又は主と

して高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多

数の者が利用する」と読み替えるものとする。 

９ 前項の場合において、別表第２の規定（移動等円

滑化経路等に係るものに限る。）の適用を受ける特

定経路等（別表第 12 の１の項第１号に規定する経

路をいう。）となるべき経路又はその一部について

は、別表第 12 の規定は適用しない。 

10 別表第１の１の部 23 の項に定める公共的施設及

び特定公共的施設のうち集合住宅を含む複合建築

物の集合住宅の用に供する部分（以下この項及び次

項において「集合住宅の用に供する部分」という。）

については、第１項の規定にかかわらず、別表第 12

及び別表第 13 の規定を適用する。ただし、集合住宅

の用に供する部分において、住戸の数（改修の場合

にあっては、改修に係る部分の住戸の数）が 20 未満

のもので、かつ、床面積（改修の場合にあっては、

改修に係る部分の床面積）の合計が 1,000 平方メー

トル未満のもの（当該集合住宅の用に供する部分が

その他の用途の部分と床又は壁で区画されている

こと等により利用者の経路が分けられているもの
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に限る。）については、この限りでない。 

11 前項前本文の場合において、別表第 12 及び別表

第 13 に掲げる整備項目のうち、集合住宅の用に供

する部分の規模に応じ、条例第 14 条の規定による

届出の対象となる計画に係る整備項目については、

区長が別に定める。 

12 第６項、別表第２から別表第６の２までの規定及

び別表第７から別表第 13 までの規定（別表第１の

４の部１の項に定める特定公共的施設のうち世田

谷区立公園の生活環境の整備に係る別表第８の規

定を除く。）は、区長が、これらの規定によることな

く整備基準及び集合住宅整備基準（以下「整備基準

等」という。）に適合させた場合と同等以上に生活環

境の整備が行われていると認めた場合又は地形若

しくは敷地の形態、建築物の構造その他やむを得な

い事情により整備基準等による生活環境の整備が

困難であると認めた場合は、適用しないことができ

る。 

（整備基準適合証） 

第 12 条 条例第 13 条第１項（条例第 21 条第１項に

おいて準用する場合を含む。以下同じ。）に規定する

整備基準適合証の交付を受けようとする場合の同

条第２項（条例第 21 条第１項において準用する場

合を含む。）の規定による申請は、整備基準適合証交

付申請書（第１号様式）及び公共的施設又は集合住

宅が整備基準等に適合していることを明らかにす

る図書を区長に提出することにより行うものとす

る。 

２ 条例第 13 条第１項及び条例第 16 条第３項（条例

第 21 条第２項において準用する場合を含む。）に規

定する整備基準適合証は、公共的施設整備基準適合

証（第２号様式）又は集合住宅整備基準適合証（第

３号様式）及びユニバーサルデザイン推進条例整備

基準適合証（第４号様式。以下これらを「基準適合

証」という。）とする。 

３ 区長は、条例第 13 条第１項に規定する整備基準

適合証の交付をしないことに決定したときは、申請

をした者に対し、その旨及びその理由を記載した書

面を交付するものとする。 

４ 条例第 13 条第３項（条例第 21 条第１項において

準用する場合を含む。）の規定による表示は、ユニバ

ーサルデザイン推進条例整備基準適合証により行

うものとし、当該公共的施設又は集合住宅の主要な

出入口に近接した場所で、道等から見やすい位置に

表示することによる。 

５ 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、

基準適合証の交付を受けた者から当該基準適合証

を返還させるものとする。 

(１) 虚偽の申請その他の不正の事実が判明した

とき。 

(２) 交付の対象となった公共的施設又は集合住

宅が、改修等により整備基準等に適合しなくなっ

たとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、返還させること

が適当であると区長が認めたとき。 

（届出） 

第 13 条 条例第 14 条（条例第 21 条第２項において

準用する場合を含む。）の規定による届出は、次の各

号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める日まで

に行うものとする。 

(１) 特定公共的施設（建築物に限る。）又は集合住

宅の新設又は改修 工事に係る次のいずれかの

行為を行おうとする日の前の日（条例第 14 条第

２項（条例第 21 条第２項において準用する場合

を含む。）の規定による届出の内容の変更後の工

事が次のいずれの行為も伴わない場合にあって

は、当該工事に着手する日の 30 日前の日） 

ア 建築基準法第６条第１項（同法第 87 条第１

項において準用する場合を含む。）に規定する

確認の申請 

イ 建築基準法第６条の２第１項（同法第 87 条

第１項において準用する場合を含む。）に規定

する確認を受けるための書類の提出 

ウ 建築基準法第 18 条第２項（同法第 87 条第１

項において準用する場合を含む。）に規定する

計画の通知 

エ 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成

７年法律第 123 号）第 17 条第１項（同法第 18

条第２項において準用する場合を含む。）に規

定する計画の認定の申請 

オ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律第 17 条第１項（同法第 18 条第２項

において準用する場合を含む。）に規定する認

定の申請（同法第 17 条第４項（同法第 18 条第

２項において準用する場合を含む。）の規定に

よる申出がある場合に限る。） 

カ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平

成 20 年法律第 87 号）第５条第１項から第５項

まで（同法第８条第２項において準用する場合

を含む。）に規定する認定の申請（同法第６条第

２項（同法第８条第２項において準用する場合

を含む。）の規定による申出がある場合に限る。） 

キ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成 24

年法律第 84 号）第 53 条第１項に規定する認定

の申請（同法第 54 条第２項の規定による申出

がある場合に限る。）又は同法第 55 条第１項に

規定する変更の認定の申請（同条第２項におい

て準用する同法第 54 条第２項の規定による申

出がある場合に限る。） 

ク 密集市街地における防災街区の整備の促進

に関する法律（平成９年法律第 49 号）第４条第

１項に規定する認定の申請又は同法第７条第

１項に規定する変更の認定の申請 

(２) 前号以外の特定公共的施設の新設又は改修 

工事に着手する日の 30 日前の日 

２ 条例第 14 条（条例第 21 条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による届出は、特定公共的施

設整備計画（変更）届出書（第５号様式）又は集合

住宅整備計画（変更）届出書（第６号様式）に別表

第 14 の区分欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表

添付書類欄に定める書類を添えて、区長に提出する
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ことにより行うものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、区が行う道路、公園、

公共交通施設又は路外駐車場の新設又は改修の工

事に係る条例第 14 条の規定による届出は、道路・公

園・公共交通施設・路外駐車場新設等整備計画報告

書（第７号様式）を区長に提出することにより行う

ものとする。 

（軽易な変更） 

第 14 条 条例第 14 条第２項（条例第 21 条第２項に

おいて準用する場合を含む。）に規定する規則で定

める軽易な変更は、特定公共的施設又は集合住宅の

新設又は改修に係る変更のうち、整備基準等の適用

の変更を伴わない変更及び工事着手予定期日又は

工事完了予定期日に係る変更とする。 

（工事完了届） 

第 15 条 条例第 16 条第１項（条例第 21 条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による届出は、

特定公共的施設整備完了届出書（第８号様式）又は

集合住宅整備完了届出書（第９号様式）に、第 13 条

に規定する届出に基づき工事が行われたことを証

する写真、図書等を添えて、区長に提出することに

より行うものとする。 

（身分証明書） 

第 16 条 条例第 16 条第４項（条例第 21 条第２項及

び第 31 条第２項において準用する場合を含む。）の

身分を示す証明書は、第 10 号様式とする。 

（整備状況の報告等） 

第 17 条 条例第 17 条第３項の規定による報告は、区

長が定める期限までに既存施設適合状況調査報告

書（第 11 号様式）に別表第 14 の区分欄に掲げる区

分に応じてそれぞれ同表添付書類欄に定める書類

を添えて、区長に提出することにより行うものとす

る。 

２ 区長は、前項の報告に係る特定公共的施設のうち

整備基準に適合していないものについて、当該特定

公共的施設を整備基準に適合させるための工事の

計画を既存施設改善計画届出書（第 12 号様式）によ

り作成し、区長が必要と認める図書を添えて、区長

に届け出るよう要請をすることができる。 

（書類等の提出部数） 

第 18 条 第 12 条第１項、第 13 条、第 15 条及び前条

の規定により提出する書類及び図書の部数は、正本

１部及び副本１部とする。 

第４章 勧告及び公表 

（勧告書） 

第 18 条の２ 条例第 32 条の規定による勧告は、勧告

書（第 13 号様式）により行うものとする。 

（公表） 

第 19 条 条例第 33 条第１項（条例第 21 条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による公表は、

次に掲げる事項について行うものとする。 

(１) 勧告を受けた者の氏名（法人にあっては、名

称及び代表者の氏名） 

(２) 勧告を受けた者の住所（法人にあっては、主

たる事務所の所在地） 

(３) 勧告に従わなかった旨及び勧告の内容 

(４) 前３号に掲げるもののほか、区長が必要があ

ると認めた事項 

（意見陳述等の機会の付与） 

第 20 条 条例第 33 条第２項（条例第 21 条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による意見の

陳述及び証拠の提示（以下「意見陳述等」という。）

は、区長が口頭によることを認めた場合を除き、意

見及び証拠の内容を記載した書面（以下「意見書」

という。）を区長に提出することにより行うものと

する。 

２ 区長は、勧告を受けた者に対し、意見書の提出期

限（口頭による意見陳述等を認めた場合は、その日

時）までに相当な期間をおいて、次に掲げる事項を

書面により通知するものとする。 

(１) 公表しようとする内容 

(２) 公表の根拠となる条例等の条項 

(３) 公表の原因となる事実 

(４) 意見書の提出先及び提出期限（口頭による意

見陳述等を認めた場合は、その旨並びに出頭すべ

き日時及び場所） 

３ 前項の規定による通知を受けた者（以下「当事者」

という。）又はその代理人は、やむを得ない事情があ

る場合には、区長に対し、意見書の提出期限の延長

又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出

ることができる。 

４ 区長は、前項の規定による申出又は職権により、

意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若

しくは場所を変更することができる。 

５ 区長は、当事者に口頭による意見陳述等を認めた

ときは、当事者又はその代理人の陳述の要旨を記載

した書面を作成するものとする。 

６ 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の

提出期限又は出頭すべき日時までに区長に提出し

なければならない。 

７ 区長は、当事者又はその代理人が正当な理由なく

意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭

による意見陳述等をしなかったときは、条例第 33 条

第１項の規定による公表をすることができる。 

第５章 雑則 

（車両等） 

第 21 条 条例第 25 条第２項に規定する車両等とは、

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律第２条第８号に規定する公共交通事業者等が

旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両

及び道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第３条に

規定する旅客自動車運送事業の用に供する自動車

をいう。 

（公共的団体） 

第 22 条 条例第 30 条第２項に規定する規則で定める

公共的団体は、法令の規定により国、都道府県又は

建築主事を置く市町村とみなされて建築基準法第

18 条の規定が準用され、又は適用される団体（独立

行政法人都市再生機構及び東京都住宅供給公社を

除く。）とする。 

（委任） 

第 23 条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長
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が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（世田谷区福祉のいえ・まち推進条例施行規則の廃

止） 

２ 世田谷区福祉のいえ・まち推進条例施行規則（平

成７年 11 月世田谷区規則第 94 号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際、現に前項の規定による廃止

前の世田谷区福祉のいえ・まち推進条例施行規則第

２号様式及び第３号様式による用紙を用いて作成

され、交付されている公共的施設整備基準適合証及

び集合住宅整備基準適合証は、それぞれこの規則第

２号様式及び第３号様式による用紙を用いて作成

され、交付されている公共的施設整備基準適合証及

び集合住宅整備基準適合証とみなす。 

附 則（平成 21 年９月 30 日規則第 80 号） 

１ この規則は、平成 21 年 10 月１日（以下「施行日」

という。）から施行する。 

２ この規則による改正後の世田谷区ユニバーサル

デザイン推進条例施行規則（以下「新規則」という。）

の規定（第７号様式及び第 10 号様式の規定を除く。）

は、施行日以後に行われる世田谷区ユニバーサルデ

ザイン推進条例（平成 19 年３月世田谷区条例第 27

号）第 14 条（同条例第 21 条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による届出（以下「条例の規

定による届出」という。）に係る同条例第２条第２号

に規定する生活環境の整備（以下「生活環境の整備」

という。）について適用し、施行日前に行われる条例

の規定による届出に係る生活環境の整備について

は、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前

の第 10 号様式による用紙を用いて作成され、交付

されている身分証明書は、新規則第 10 号様式によ

る用紙を用いて作成され、交付されている身分証明

書とみなす。 

附 則（平成 24 年 11 月 30 日規則第 100 号） 

 この規則は、平成 24 年 12 月４日から施行する。 

附 則（平成 25 年３月 29 日規則第 52 号） 

１ この規則は、平成 25 年４月１日（以下「施行日」

という。）から施行する。 

２ この規則による改正後の世田谷区ユニバーサル

デザイン推進条例施行規則の規定は、施行日以後に

行われる世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例

（平成 19 年３月世田谷区条例第 27 号）第 14 条の

規定による届出（以下「条例の規定による届出」と

いう。）に係る同条例第２条第２号に規定する生活

環境の整備（以下「生活環境の整備」という。）につ

いて適用し、施行日前に行われる条例の規定による

届出に係る生活環境の整備については、なお従前の

例による。 

附 則（平成 25 年 10 月 31 日規則第 84 号） 

  この規則は、平成 25 年 11 月１日から施行する。

ただし、第 13 条第１項第１号エの改正規定は、同月

25 日から施行する。 

附 則（平成 31 年１月 31 日規則第２号） 

１ この規則は、平成 31 年４月１日（以下「施行日」

という。）から施行する。 

２ この規則による改正後の世田谷区ユニバーサル

デザイン推進条例施行規則の規定は、施行日以後に

行われる世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例

（平成 19 年３月世田谷区条例第 27 号）第 14 条の

規定による届出（以下「条例の規定による届出」と

いう。）に係る同条例第２条第２号に規定する生活

環境の整備（以下「生活環境の整備」という。）につ

いて適用し、施行日前に行われる条例の規定による

届出に係る生活環境の整備については、なお従前の

例による。 

附 則（令和元年６月 28 日規則第 17 号） 

 この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和元年 12 月９日規則第 60 号） 

１ この規則は、公布の日（以下「施行日」という。）

から施行する。 

２ この規則による改正後の世田谷区ユニバーサル

デザイン推進条例施行規則の規定は、施行日以後に

行われる世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例

（平成 19 年３月世田谷区条例第 27 号）第 14 条の

規定による届出（以下「条例の規定による届出」と

いう。）に係る同条例第２条第２号に規定する生活

環境の整備（以下「生活環境の整備」という。）につ

いて適用し、施行日前に行われた条例の規定による

届出に係る生活環境の整備については、なお従前の

例による。 

附 則（令和３年３月 31 日規則第 70 号） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の第

１号様式、第５号様式の(１)から第９号様式まで、

第 11 号様式及び第 12 号様式の規定に基づき作成さ

れた様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、

修正して使用することができる。 

附 則（令和４年１月 31 日規則第３号） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。 

(１) 次項の規定 公布の日 

(２) 第 13 条第１項第１号カの改正規定 令和４

年２月 20 日 

２ この規則による改正後の第 13 条第１項第１号カ

に掲げる行為に係る工事の計画の届出は、前項第２

号に定める日前においても行うことができる。 

附 則（令和５年８月 31 日規則第 87 号） 

１ この規則は、令和５年 10 月１日（以下「施行日」

という。）から施行する。 

２ この規則による改正後の世田谷区ユニバーサル

デザイン推進条例施行規則の規定は、施行日以後に

行われる世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例

（平成１９年３月世田谷区条例第２７号）第１４条

の規定による届出（以下「条例の規定による届出」

という。）に係る同条例第２条第２号に規定する生

活環境の整備（以下「生活環境の整備」という。）に

ついて適用し、施行日前に行われた条例の規定によ
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る届出に係る生活環境の整備については、なお従前

の例による。 

３ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前

の第４号様式の規定により作成され、交付されてい

るユニバーサルデザイン推進条例整備基準適合証

は、この規則による改正後の第４号様式の規定によ

り作成され、交付されたユニバーサルデザイン推進

条例整備基準適合証とみなす。 
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別表第１ （第３条、第４条関係） 

１．建築物 

区分 公共的施設 特定公共的施設 

１ 医療等施設 (１) 病院又は診療所（小規模建築物に該当するも

のを除く。） 
(２) 助産所（助産所の用途に供する部分の床面積

の合計が200平方メートル以上のものに限る。） 

(３) 施術所（施術所の用途に供する部分の床面積
の合計が200平方メートル以上のものに限る。） 

(４) 薬局（医薬品の販売業を併せて行うものを除

く。）（薬局の用途に供する部分の床面積の合計
が200平方メートル以上のものに限る。） 

医療等施設の区分に該当する公共的施設の全て 

２ 公益施設 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用
する官公署 

公益施設の区分に該当する公共的施設の全て 

３ 福祉施設 (１) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これら
に類する施設 

(２) 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者

福祉センターその他これらに類する施設 

福祉施設の区分に該当する公共的施設の全て 

４ 学校等施設 (１) 学校（学校教育法（昭和22年法律第26号）第１

条に規定する学校をいう。） 
(２) 学校に類する施設（個人の経営に係る施設を

除く。） 

学校等施設の区分に該当する公共的施設の全て 

５ 車両の停車場又

は船舶若しくは

航空機の発着場
を構成する建築

物で旅客の乗降

又は待合いの用
に供するもの 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を

構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供す

るもの 

すべての施設 

６ 自動車関連施設 (１) 自動車の駐車のための施設 
 

(１) 自動車の駐車のための施設（自動車の駐車の
ための施設の用途に供する部分の床面積の合計

が250平方メートル以上で、かつ、駐車可能台数

が20台以上のものに限る。） 

(２) 自動車の停留のための施設 

 

(２) 自動車の停留のための施設（自動車の停留の

ための施設の用途に供する部分の床面積の合計
が500平方メートル以上のものに限る。） 

(３) 自動車修理工場 
 

(３) 自動車修理工場（自動車修理工場の用途に供
する部分の床面積の合計が200平方メートル以

上のものに限る。） 

(４) 自動車洗車場 

 

(４) 自動車洗車場（自動車洗車場の用途に供する

部分の床面積の合計が200平方メートル以上の

ものに限る。） 

(５) 自動車教習所 (５) 自動車教習所（自動車教習所の用途に供する

部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上
のものに限る。） 

(６) 給油取扱所（給油取扱所の用途に供する部分
の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

に限る。） 

(６) 給油取扱所（公共的施設の全て） 

７ 公衆便所 公衆便所 公衆便所の区分に該当する公共的施設の全て 

８ 集会施設 (１) 世田谷区立区民会館、世田谷区立区民センタ
ー又は世田谷区立地区会館 

(２) 公会堂 

(３) 集会場 
(４) 冠婚葬祭施設 

(５) その他これらに類する施設 

(１) 世田谷区立区民会館、世田谷区立区民センタ
ー又は世田谷区立地区会館 

(２) 公会堂 

(３) 集会場 
(４) 冠婚葬祭施設 

(５) その他これらに類する施設 

９ 物品販売業を営

む店舗等 

(１) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営

む店舗（物品販売業を営む店舗の用途に供する

部分の床面積の合計が200平方メートル以上の
ものに限る。） 

(１) 物品販売業を営む店舗（公共的施設の全て） 

(２) 卸売市場 (２) 卸売市場（卸売市場の用途に供する部分の床
面積の合計が2,000平方メートル以上のものに

限る。） 

10 飲食店 飲食店（飲食店の用途に供する部分の床面積の合

計が200平方メートル以上のものに限る。） 

飲食店の区分に該当する公共的施設の全て 

11 サービス業を営

む店舗等 

(１) 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質

屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービ
ス業を営む店舗（それぞれの用途に供する部分

の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

に限る。） 

サービス業を営む店舗等の区分に該当する公共的

施設の全て 
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(２) 一般ガス事業、一般電気事業又は電気通信事

業の用に供する営業所（それぞれの用途に供す

る部分の床面積の合計が200平方メートル以上
のものに限る。） 

(３) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類

するもの（それぞれの用途に供する部分の床面
積の合計が200平方メートル以上のものに限

る。） 

12 宿泊施設 (１) ホテル又は旅館 

(２) その他これらに類する施設 

宿泊施設の区分に該当する公共的施設（宿泊施設

の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メー

トル以上のものに限る。） 

13 興行施設 (１) 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

(２) その他これらに類する施設 

興行施設の区分に該当する公共的施設（興行施設

の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メー
トル以上のものに限る。） 

14 文化施設 (１) 博物館、美術館又は図書館 
(２) その他これらに類する施設 

文化施設の区分に該当する公共的施設の全て 

15 展示施設 展示場又はこれに類する施設 展示施設の区分に該当する公共的施設（展示施設
の用途に供する部分の床面積（住宅の展示施設にあ

っては、敷地面積）の合計が500平方メートル以上の

ものに限る。） 

16 運動施設 (１) 体育館、水泳場又はボーリング場 

(２) その他これらに類する施設 

運動施設の区分に該当する公共的施設（運動施設

の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メー
トル以上のものに限る。） 

17 遊興施設 (１) キャバレー、料理店、ナイトクラブ又はダンス
ホール 

(２) その他これらに類する施設 

遊興施設の区分に該当する公共的施設（遊興施設
の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メー

トル以上のものに限る。） 

18 公衆浴場 公衆浴場又はこれに類する施設 公衆浴場の区分に該当する公共的施設（公衆浴場

の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メー

トル以上のものに限る。） 

19 業務施設 事務所（他の施設に附属するものを除く。） 業務施設の区分に該当する公共的施設（業務施設

の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メー
トル以上のものに限る。） 

20 工業施設 工場（自動車修理工場を除く。）又はこれに類する
施設 

工業施設の区分に該当する公共的施設（工業施設
の用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メ

ートル以上のものに限る。） 

21 公共用歩廊 公共用歩廊 公共用歩廊の区分に該当する公共的施設（公共用

歩廊の用途に供する部分の床面積の合計が1,000平

方メートル以上のものに限る。） 

22 地下街 地下街又はこれに類する施設 地下街の区分に該当する公共的施設（地下街の用

途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メート
ル以上のものに限る。） 

23 複合施設 １の項から22の項まで若しくは２の部に掲げる公
共的施設又は集合住宅の複合建築物 

複合施設の区分に該当する公共的施設（複合施設
の用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メ

ートル以上のものに限る。） 

 

２．小規模建築物 

区分 公共的施設 特定公共的施設 

１ 医療等施設 (１) 診療所（患者の収容施設を有しないものであ

って、診療所の用途に供する部分の床面積の合

計が200平方メートル未満のものに限る。） 
(２) 助産所（助産所の用途に供する部分の床面積

の合計が200平方メートル未満のものに限る。） 

(３) 施術所（施術所の用途に供する部分の床面積
の合計が200平方メートル未満のものに限る。） 

(４) 薬局（医薬品の販売業を併せて行うものを除

く。）（薬局の用途に供する部分の床面積の合計
が200平方メートル未満のものに限る。） 

医療等施設の区分に該当する公共的施設の全て 

２ 自動車関連施設 給油取扱所（給油取扱所の用途に供する部分の床
面積の合計が200平方メートル未満のものに限る。） 

自動車関連施設の区分に該当する公共的施設の全
て 

３ 物品販売業を営
む店舗 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店
舗（物品販売業を営む店舗の用途に供する部分の床

面積の合計が200平方メートル未満のものに限る。） 

物品販売業を営む店舗の区分に該当する公共的施
設の全て 

４ 飲食店 飲食店（飲食店の用途に供する部分の床面積の合

計が200平方メートル未満のものに限る。） 

飲食店の区分に該当する公共的施設の全て 

５ サービス業を営

む店舗等 

(１) 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質

屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービ

ス業を営む店舗（それぞれの用途に供する部分
の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

に限る。） 

サービス業を営む店舗等の区分に該当する公共的

施設の全て 
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(２) 一般ガス事業、一般電気事業又は電気通信事

業の用に供する営業所（それぞれの用途に供す

る部分の床面積の合計が200平方メートル未満
のものに限る。） 

(３) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類

するもの（それぞれの用途に供する部分の床面
積の合計が200平方メートル未満のものに限

る。） 

 

３．道路 

区分 公共的施設 特定公共的施設 

道路 (１) 道路法（昭和27年法律第180号）第２条第１項

に規定する道路（３の２の部に掲げる公共的施

設を除く。） 
(２) 建築基準法第42条第１項第２号から第５号ま

でに規定する道路又は同条第２項に規定する道

路 
(３) 世田谷区公共物管理条例（平成14年３月世田

谷区条例第29号）第２条第２号又は第３号に規

定する水路を使用した通路で、不特定かつ多数
の者が利用するもの（世田谷区立公園条例（昭和

33年４月世田谷区条例第４号）別表第１の４の

部に規定する緑道を除く。） 
(４) 世田谷区私道整備及び私道排水設備の助成に

関する条例（昭和57年３月世田谷区条例第29号）

第３条の規定による助成の対象となる私道 

道路の区分に該当する公共的施設の全て 

 

３の２．特定道路 

区分 公共的施設 特定公共的施設 

特定道路 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律第２条第10号の特定道路 

特定道路の区分に該当する公共的施設の全て 

 

４．公園 

区分 公共的施設 特定公共的施設 

１ 公園、緑地等 (１) 都市計画法（昭和43年法律第100号）、土地区

画整理法（昭和29年法律第119号）、旧住宅地造

成事業に関する法律（昭和39年法律第160号）、
都市再開発法（昭和44年法律第38号）又は大都市

地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関

する特別措置法（昭和50年法律第67号）の規定に
よる公園 

(２) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第40条に

規定する児童遊園 
(３) 世田谷区立公園、世田谷区立身近な広場、世田

谷区立区民農園又は世田谷区立土と農の交流園 

(４) 世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に
関する条例施行規則（平成14年３月世田谷区規

則第15号）別表第４に規定する広場状空地又は

アーケード、ピロティ等であって広場状のもの
（著しく狭小なものを除く。） 

公園、緑地等の区分に該当する公共的施設の全て 

２ 庭園 庭園（寺社等に附属するもの、美術館、博物館等に
附属するもの又は冠婚葬祭施設等に附属するものを

除く。） 

庭園の区分に該当する公共的施設の全て 

３ 動物園、植物園又

は遊園地 

(１) 動物園又は植物園（大学、研究所等が学術研究

を目的として設置するものを除く。） 

(２) 遊園地 

動物園、植物園又は遊園地の区分に該当する公共

的施設の全て 

 

５．公共交通施設 

区分 公共的施設 特定公共的施設 

公共交通施設 (１) 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第８条第１

項に規定する鉄道施設又はこれに関連する施設

で、利用者の用に供するもの 
(２) 軌道法（大正10年法律第76号）第１条第１項に

規定する軌道の施設又はこれに関連する施設

で、利用者の用に供するもの 
(３) 世田谷区立自転車等駐車場、世田谷区立レン

公共交通施設の区分に該当する公共的施設の全て 
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タサイクルポート又は鉄道事業者若しくはその

関係団体が設置する自転車等駐車場若しくはレ

ンタサイクル施設 
(４) 道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗

合旅客自動車運送事業の用に供する施設又はこ

れに関連する施設で、利用者の用に供するもの 
(５) その他これらに類する施設 

 

６．路外駐車場 

区分 公共的施設 特定公共的施設 

路外駐車場 路外駐車場（駐車場法（昭和32年法律第106号）第
２条第２号に規定する路外駐車場で、建築物及び小

規模建築物に該当しないものに限る。） 

路外駐車場の区分に該当する公共的施設（自動車
の駐車の用に供する部分の面積の合計が250平方メ

ートル以上で、かつ、駐車可能台数が20台以上のもの

に限る。） 

 

備考 １の部及び２の部の床面積は、改修する場合にあっては、改修に係る部分の床面積をいう。 
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別表第２ 建築物に関する整備基準（第11条関係） 

整備項目 整備基準 

１ 移動等円滑化

経路等 

(１) 次に掲げる経路は、それぞれ１以上（エに定める経路については、その全てのもの）を高齢者、障害者等

が円滑に利用することができる経路（以下この表及び次表において「移動等円滑化経路等」という。）とす

ること。 
ア 建築物に、利用居室等（不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用す

る居室その他の室をいう。以下この表において同じ。）を設ける場合における道等から当該利用居室等

までの経路 
イ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房（17の項に規定する車椅子使用者用客室に設けられるもの

を除く。）を設ける場合における利用居室等（当該建築物に利用居室等が設けられていないときは、道

等。ウにおいて同じ。）から当該車椅子使用者用便房までの経路 
ウ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合における当該車椅子使用者用駐車施設か

ら利用居室等までの経路 

エ 建築物が公共用歩廊である場合におけるその一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その他方
の側の道等までの経路（当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限る。） 

(２) 移動等円滑化経路等上に、階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機

を併設する場合は、この限りでない。 

２ 出入口 (１) 移動等円滑化経路等を構成する出入口は、次に掲げるものとすること。 
ア 幅は、85センチメートル以上とすること（イに掲げるもの並びにエレベーターの籠（人を乗せ昇降す

る部分をいう。以下同じ。）及び昇降路の出入口に設けられるものを除く。）。 

イ 直接地上へ通ずる出入口の幅は、100センチメートル以上とすること。 
ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

(２) 直接地上へ通ずる出入口（移動等円滑化経路等を構成する出入口を除く。）のうち１以上は、次に掲げる
ものとすること。 

ア 幅は、85センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが
できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

３ 廊下等 (１) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるもの

とすること。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 
イ 階段の上端及び下端又は傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）の上端に近接す

る廊下等の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）に

は、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在を警告するために、点状ブロック等（床面等に敷設されるブ
ロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面等との色の

明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別することができるものをいう。以下同じ。）を

敷設すること。ただし、当該廊下等の部分が次に掲げるものである場合は、この限りでない。 
(ア) 勾配が20分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの 

(イ) 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近接

するもの 
ウ 階段、傾斜路等（以下「階段等」という。）の下においては、安全に歩行するために必要な高さ及び

空間を確保すること。階段等の構造上やむを得ず確保することができない場合は、主として視覚障害者

に配慮した安全な措置を講ずること。 
(２) 移動等円滑化経路等を構成する廊下等は、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものとすること。 

ア 幅は、140センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが
できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

ウ 授乳及びおむつ交換をすることができる場所を１以上設け、ベビーベッド、いす等の設備を適切に配

置するとともに、その付近に、その旨の表示を行うこと（他に授乳及びおむつ交換をすることができる
場所を設ける場合を除く。）。なお、表示は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設け、内容が容易に

識別することができるものとすること（当該内容が日本産業規格Ｚ8210に定められているときは、これ

に適合すること。）。 

４ 階段 (１) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものと
すること。 

ア 踊り場を含めて、連続して手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 
ウ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別す

ることができるものとすること。 

エ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 
オ 段がある部分の上端及び下端に近接する踊り場の部分には、視覚障害者に対し警告するために、点状

ブロック等を敷設すること。ただし、当該踊り場が250センチメートル以下の直進のものである場合は、

この限りでない。 
カ 主たる階段は、回り階段としないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが

困難である場合は、この限りでない。 

キ 踏面及びけあげの寸法は、それぞれ一定とすること。 
(２) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段のうち１以上は、前号

に掲げるもののほか、次に掲げるものとすること。 

ア 踊り場を含めて、両側に連続して手すりを設けること。 
イ けあげの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

ウ 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅（10センチメートルを限度とする。）は、

ないものとみなす。）は、120センチメートル以上とすること。 
(３) 前号の規定は、６の項に定める要件を満たすエレベーター及びその乗降ロビーを併設する場合には、適用
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しない。ただし、主として高齢者、障害者等が利用する階段については、この限りでない。 

５ 階段に代わ

り、又はこれ
に併設する傾

斜路 

(１) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路は、次に掲げるもの

とすること。 
ア 手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別するこ
とができるものとすること。 

エ 傾斜がある部分の上端に近接する踊り場の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障

害者が利用するものに限る。）には、視覚障害者に対し警告するために、点状ブロック等を敷設するこ
と。ただし、当該踊り場の部分が次に掲げるものである場合は、この限りでない。 

(ア) 勾配が20分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの 

(イ) 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近接
するもの 

(ウ) 直進で長さが250センチメートル以下の踊り場に設けるもの 

(２) 移動等円滑化経路等を構成する傾斜路は、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものとすること。 
ア 幅は、階段に代わるものにあっては140センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチ

メートル以上とすること。 

イ 勾配は、12分の１を超えないこと。 
ウ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セン

チメートル以上の踊り場を設けること。 

エ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 
オ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる水平部分を設けること。 

カ 傾斜路の折返し部分には、長さ150センチメートル以上の水平部分を設けること。 

６ エレベーター

及びその乗降

ロビー 

移動等円滑化経路等を構成するエレベーター（次項に定めるものを除く。以下この項において同じ。）及びそ

の乗降ロビーは、次に掲げるものとすること。 
ア 籠は、不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階に停止するこ

と。 

イ 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。ただし、当該エレベーターを設け
る建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超える場合にあっては、90センチメートル以上とする

こと。 

ウ 籠の内部については、次に掲げるものとすること。 
(ア) 奥行きは、135センチメートル以上とすること。 

(イ) 幅は、140センチメートル以上とし、車椅子の転回に支障がない構造とすること。ただし、構造上や

むを得ない場合において、車椅子で利用することができる機種を設置する場合は、この限りでない。 
(ウ) 当該エレベーターを設ける建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超える場合にあっては、

幅は、160センチメートル以上とすること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターで車椅子使用

者が円滑に利用することができるもの又は15人乗り寝台用エレベーターを設置する場合は、この限り
でない。 

エ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。ま

た、当該エレベーター付近に階段等を設ける場合には、利用者の安全を確保するため、乗降ロビーに転
落防止対策を講ずること。 

オ 籠の内部及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。また、次

に掲げる方法により、視覚障害者が円滑に操作することができる構造の制御装置（車椅子使用者が利用
しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに

限る。）を設けること。 

(ア) 文字等の浮き彫り 
(イ) 音による案内 

(ウ) 点字及び(ア)又は(イ)に類するもの 

カ 籠の内部に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。また、籠が到着
する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 

キ エレベーターの籠及び昇降路の出入口の戸には、籠の中を見通すことができるガラス窓を設けること。

ただし、常時勤務する者が同乗する場合、監視用カメラを設ける場合又は聴覚障害者へ情報を伝える装
置を設ける場合は、この限りでない。 

ク 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。また、籠の内部又は乗降ロビー

に、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 
ケ 乗降ロビーの制御装置に近接する部分には、点状ブロック等を敷設すること。 

コ アからケまでに掲げるもののほか、高齢者、障害者等が支障なく利用することができる構造とするこ

と。 

７ 特殊な構造又
は使用形態の

エレベーター

その他の昇降

機 

移動等円滑化経路等を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機（高齢者、障害者等の
移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降

機等を定める件（平成18年国土交通省告示第1492号。以下「平成18年国土交通省告示第1492号」という。）第１

第１号に規定するエレベーターその他の昇降機をいう。）は、次に掲げるものとすること。 

ア 特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件（平成12年建設省

告示第1413号。以下「平成12年建設省告示第1413号」という。）第１第９号に規定するものとすること。 

イ 籠の幅は、70センチメートル以上とし、かつ、奥行きは、120センチメートル以上とすること。 

ウ 車椅子使用者が籠の内部で方向を変更する必要がある場合にあっては、籠の幅及び奥行きを十分に確
保すること。 

８ 便所 (１) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、出

入口及び床面には、段差を設けないこととし、並びに床面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(２) 前号の便所のうち１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げるもの
とすること。 

ア 便所内に、次に掲げる構造等の車椅子使用者用便房を１以上設け、当該車椅子使用者用便房及び便所
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の出入口には、その旨の表示を行うこと。 

(ア) 腰掛式の大便器、手すり等を適切に配置すること。 
(イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。 

(ウ) 車椅子使用者用便房は、車椅子使用者用便房以外の便房に近接し、分かりやすく、かつ、利用しや

すい位置に設けること。 
イ 便所内に、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するオストメイト対応汚物流し等の水洗

器具を設けた便房を１以上設け、当該便房及び便所の出入口には、その旨の表示を行うこと。 

ウ 便所内に、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を１以上設け、当
該便房及び便所の出入口には、その旨の表示を行うこと。 

エ 便所内に、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を設け、当該便所の出

入口には、その旨の表示を行うこと（他におむつ交換をすることができる場所を設ける場合を除く。）。 
(３) 前号アからエまでの表示は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設け、内容が容易に識別することができ

るものとすること（当該内容が日本産業規格Ｚ8210に定められているときは、これに適合すること。）。 

(４) 第１号の便所内に車椅子使用者用便房以外の便房を設ける場合には、そのうち１以上（男子用及び女子用
の区別があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げる構造の便所とすること。 

ア 大便器は、１以上を腰掛式の大便器とすること。 

イ アの規定により設けられた大便器のある便房の１以上に、手すりを設けること。 
(５) 第１号の便所内に男子用小便器を設ける場合には、そのうち１以上は、次に掲げる構造の便所とするこ

と。 

ア 小便器は、１以上を床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが35センチメートル以下のもの
に限る。）その他これらに類する小便器とすること。 

イ アの規定により設けられた小便器の１以上の付近に、手すりを設けること。 

９ 敷地内の通路 (１) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げ

るものとすること。 
ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 段がある部分は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 手すりを設けること。 
(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別

することができるものとすること。 

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 
(エ) 段がある部分の上端及び下端には、視覚障害者に対し警告するために、点状ブロック等を敷設する

こと。点状ブロック等の敷設が利用上特に支障をきたす場合には、仕上げの色を変えるなどの代替措

置により段を識別しやすくすること。 
ウ 傾斜路は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別するこ
とができるものとすること。 

エ 階段等の下においては、安全に歩行するために必要な高さ及び空間を確保すること。階段等の構造上

やむを得ず確保することができない場合は、主として視覚障害者に配慮した安全な措置を講ずること。 
(２) 移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路は、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものとすること。 

ア 幅は、140センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが
できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

ウ 排水溝、集水ます等を設けないこと。建築物の配置上やむを得ず設ける場合は、車椅子使用者、つえ

使用者等の通行に支障のないものとすること。 
エ 傾斜路は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメ

ートル以上とすること。 
(イ) 勾配は、20分の１を超えないこと。 

(ウ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(エ) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 
(オ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セ

ンチメートル以上の踊り場を設けること。 

10 駐車場 (１) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、

当該駐車場の全駐車可能台数が200以下のときは当該駐車可能台数に50分の１を乗じて得た数（１未満の端
数が生じたときは、これを切り上げて得た数）以上、全駐車可能台数が200を超えるときは当該駐車可能台

数に100分の１を乗じて得た数（１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）に２を加えた数

以上の車椅子使用者用駐車施設を設けること。 
(２) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものとすること。 

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 

イ 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室等（当該建築物に利用居室等が設けられていないときは、
道等。次号において同じ。）までの移動等円滑化経路等の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 

(３) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場に車椅子使用者用駐

車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、当該車椅子使用者用駐車施設から
利用居室等までの移動等円滑化経路等についての誘導表示を設けること。なお、誘導表示は、高齢者、障害

者等の見やすい位置に設け、内容が容易に識別することができるものとすること（当該内容が日本産業規格

Ｚ8210に定められているときは、これに適合すること。）。 

11 標識 移動等円滑化の措置（整備基準等に基づき生活環境の整備を行うことをいう。以下同じ。）がとられたエレベ
ーターその他の昇降機、便所又は車椅子使用者用駐車施設の付近には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇

降機、便所又は車椅子使用者用駐車施設があることを表示する次に掲げる要件を満たす標識を設けること。 

ア 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 
イ 表示すべき内容が容易に識別することができるものとすること（当該内容が日本産業規格Ｚ8210に定
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められているときは、これに適合すること。）。 

12 案内設備 (１) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその

他の昇降機、便所又は車椅子使用者用駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けること。ただし、
当該エレベーターその他の昇降機、便所又は車椅子使用者用駐車施設の配置を容易に視認することができる

場合は、この限りでない。 

(２) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその
他の昇降機又は便所の配置について、次に掲げる方法により、視覚障害者に示すための設備を設けること。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 
ウ 点字及びア又はイに類するもの 

(３) 案内所を設ける場合には、前２号の規定は適用しない。 

13 案内設備まで

の経路 

(１) 道等から前項第２号に規定する設備又は同項第３号の案内所までの経路は、そのうち１以上を、視覚障害

者が円滑に利用することができる経路（以下「視覚障害者移動等円滑化経路」という。）とすること。ただ
し、建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容易

に視認することができ、かつ、道等から当該出入口までの経路が次号に定める要件を満たすものである場合

は、この限りでない。 
(２) 視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるものとすること。 

ア 視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等（床面等に敷設さ

れるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面等と
の色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別することができるものをいう。）及び点

状ブロック等（以下これらを「視覚障害者誘導用ブロック」という。）を適切に組み合わせて敷設し、

又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。 
イ 視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告

するために、点状ブロック等を敷設すること。 

(ア) 車路に近接する部分 
(イ) 段がある部分の上端及び下端に近接する部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分（次に掲げ

る部分を除く。） 

ａ 勾配が20分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近接する部分 
ｂ 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の１を超えない傾斜がある部分の上端に

近接する部分 

ｃ 段がある部分又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊り場等の部分 

14 浴室及びシャ

ワー室 

(１) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室又はシャワー室（宿泊
施設の客室に設けられるものを除く。以下この項において「浴室等」という。）を設ける場合には、床面を

粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(２) 浴室等のうち１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げるものとす
ること。 

ア 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置すること。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。 
ウ 出入口は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 幅は、85センチメートル以上とすること。 

(イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過すること
ができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

15 洗面所等 (１) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する洗面所（宿泊施設の客室に

設けられるものを除く。以下この項において同じ。）を設ける場合には、次に掲げるものとすること。 

ア 床面には、段差を設けないこと。 
イ 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ 次号に定める要件を満たす洗面器又は手洗い器を１以上設けること。 

(２) 洗面所以外の場所に不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する洗面器
又は手洗い器を設ける場合には、次に掲げるものとすること（同一の場所に複数設ける場合は、１以上を次

に掲げるものとすること。）。 

ア 下部の空間を車椅子を使用した状態で車椅子使用者のひざ及び足先を入れることができるようにする
等車椅子使用者等の利用に配慮した構造とすること。 

イ 左右にカウンター又は手すりを設けること。 

16 更衣室及び脱

衣室 

不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する更衣室及び脱衣室を設ける場合

には、次に掲げるものとすること。 
ア 床面には、段差を設けないこと。 

イ 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ 必要な場所に手すりを設けること。 

17 宿泊施設の客

室 

(１) 宿泊施設には、車椅子使用者用客室を、当該宿泊施設の全客室数が200以下の場合は当該客室数に50分の
１を乗じて得た数（１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）以上、全客室数が200を超え

る場合は当該客室数に100分の１を乗じて得た数（１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）

に２を加えた数以上設けること。 
(２) 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものとすること。 

ア 便所は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 
(イ) 便所内に、次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を設けること。 

ａ 腰掛式の大便器、手すり等を適切に配置すること。 

ｂ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。 
(ウ) 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものとすること。 

ａ 幅は、80センチメートル以上とすること。 

ｂ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過する
ことができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 
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イ 浴室、シャワー室及び洗面所は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 
(イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして次に掲げる構造とすること。 

ａ 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置すること。 

ｂ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。 
(ウ) 出入口は、アの(ウ)に掲げるものとすること。 

ウ 車椅子使用者用客室内の必要な場所に手すりを設けること。 

エ 車椅子使用者用客室内の必要な場所に車椅子を回転することができる空間を確保すること。 
オ 車椅子使用者用客室内の必要な場所に非常用押しボタンを設置すること。 

カ 高齢者、障害者等の円滑な利用のための附属設備又は装置を設置すること。 

(３) 一般客室（和室部分を除く。）は、次に掲げるものとすること。 
ア 一般客室の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 

イ 一般客室内の１以上の便所及び１以上の浴室等の出入口の幅は、75センチメートル以上（一般客室の

床面積（和室部分及び同一客室内に複数の階がある場合における当該一般客室の出入口のある階の部分
以外の部分の床面積を除く。エにおいて同じ。）が15平方メートル未満の場合にあっては、70センチメ

ートル以上）とすること。 

ウ 一般客室内（同一客室内に複数の階がある場合は、当該一般客室の出入口のある階の部分に限る。）
には、階段又は段を設けないこと。ただし、次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合に応じ、当該(ア)から

(ウ)までに定める部分を除く。 

(ア) 同一客室内に複数の階がある場合 当該一般客室の出入口のある階とその直上階又は直下階との間
の上下の移動に係る階段又は段の部分 

(イ) 勾配が12分の１を超えない傾斜路を併設する場合 当該傾斜路が併設された階段又は段の部分 

(ウ) 浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合 当該高低差の部分 
エ イの規定に該当する便所及び浴室等の出入口に接する通路その他これに類するもの（当該出入口に接

して脱衣室、洗面所その他これらに類する場所が設けられている場合にあっては、当該出入口を除く当

該場所の１以上の出入口及びこれに接する通路その他これに類するもの）の幅は、100センチメートル以
上（一般客室の床面積が15平方メートル未満の場合にあっては、80センチメートル以上）とすること。 

18 観覧席及び客

席 

不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する観覧席又は客席を設ける場合に

は、次に掲げるものとすること。 

ア 車椅子使用者等のための観覧席又は客席を出入口から容易に到達することができ、かつ、サイトライ
ン（可視線）に配慮した位置に、当該観覧席又は客席の全席数が200以下の場合は当該席数に50分の１を

乗じて得た数（１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）以上、全席数が200を超える場

合は当該席数に100分の１を乗じて得た数（１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）に
２を加えた数以上設けること。 

イ 集団補聴設備等の高齢者、障害者等の円滑な利用のための附属設備又は装置を設置すること。 

19 公共的通路 公共的通路（都市計画法、建築基準法又は世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例（平成13年

12月世田谷区条例第68号。以下「住環境条例」という。）の規定に基づき、建築物内及び当該建築物の敷地内に
設ける公共の用に供する空地のうち、専ら歩行者の通行の用に供する通路部分をいう。以下同じ。）は、次に掲

げるものとすること。 

ア 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築物外部の公共的通路に係る構造は、次に掲げるも
のとすること。 

(ア) 通路の幅は、200センチメートル以上（都市計画法、建築基準法又は住環境条例で別に定める有効幅

員がある場合は、当該有効幅員以上）とし、通行に支障がない高さ及び空間を確保すること。 
(イ) 通路面には、段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件を満たす傾斜路又は６の項若しくは７

の項に定める要件を満たすエレベーターその他の昇降機を設けている場合又は道路等の自然勾配が段

に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 
ａ 手すりを設けること。 

ｂ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別す

ることができるものとすること。 
ｃ 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90セン

チメートル以上とすること。 

ｄ 勾配は、20分の１を超えないこと。 
ｅ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150

センチメートル以上の踊り場を設けること。 

ｆ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 
ｇ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 

(ウ) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(エ) 当該公共的通路と連続する敷地外の道路、公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されて
いる場合には、連続性を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、道路の歩道に

沿って歩道状空地が設けられている場合には、当該歩道状空地に視覚障害者誘導用ブロックを敷設し

ないことができる。 
(オ) 階段を設ける場合には、次に掲げる構造とすること。 

ａ 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

ｂ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に
識別することができるものとすること。 

ｃ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

ｄ 段がある部分の上端及び下端に近接する通路の部分並びに段がある部分の上端及び下端に近接
する踊り場（250センチメートル以下の直進のものを除く。）の部分には、視覚障害者に対し警

告するために、点状ブロック等を敷設すること。 

ｅ 主たる階段は、回り階段としないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保するこ
とが困難である場合は、この限りでない。 

ｆ けあげの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 
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ｇ 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅（10センチメートルを限度とする。）

は、ないものとみなす。）は、120センチメートル以上とすること。 
イ 屋内貫通通路、アトリウム等の建築物内部の公共的通路に係る構造は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 通路部分の幅は、200センチメートル以上（都市計画法、建築基準法又は住環境条例で別に定める有

効幅員がある場合は、当該有効幅員以上）とし、当該部分の天井の高さを250センチメートル以上とす
ること。 

(イ) 通路面には、段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件を満たす傾斜路又は６の項若しくは７

の項に定める要件を満たすエレベーターその他の昇降機を設けている場合又は道路等の自然勾配が段
に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

ａ 手すりを設けること。 

ｂ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別す
ることができるものとすること。 

ｃ 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及び傾斜がある部分の上端に近接する踊り場の部

分には、視覚障害者に対し警告するために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、勾配が20
分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの、高さが16センチメートルを超えない

傾斜がある部分の上端に近接するもの又は直進で長さが250センチメートル以下の踊り場に設

けるものについては、この限りでない。 
ｄ 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90セン

チメートル以上とすること。 

ｅ 勾配は、12分の１を超えないこと。 
ｆ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150

センチメートル以上の踊り場を設けること。 

ｇ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 
ｈ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる水平部分を設けること。 

(ウ) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(エ) 当該公共的通路と連続する道路、建築物外の公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設され
ている場合には、連続性を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

(オ) 階段を設ける場合には、次に掲げる構造とすること。 

ａ 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 
ｂ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に

識別することができるものとすること。 

ｃ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 
ｄ 段がある部分の上端及び下端に近接する通路の部分並びに段がある部分の上端及び下端に近接

する踊り場（250センチメートル以下の直進のものを除く。）の部分には、視覚障害者に対し警

告するために、点状ブロック等を敷設すること。 
ｅ 主たる階段は、回り階段としないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保するこ

とが困難である場合は、この限りでない。 

ｆ けあげの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 
ｇ 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅（10センチメートルを限度とする。）

は、ないものとみなす。）は、120センチメートル以上とすること。 

20 光警報装置 便所、授乳室、宿泊施設の客室、更衣室又は貸し会議室を設ける場合には、自動火災報知機と連動した光警報

装置をこれらの部屋ごとに１以上設けること。 

 

備考 

１ この表は、不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する部分について適用する。 

２ 移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により９の項第２号の定めによることが困難である場合にお

ける１の項第１号アの規定の適用については、同号ア中「道等」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。 

  

資料編　《関連法令等》 
1 - 22



 

 

別表第３ 建築物に関する遵守基準（第11条関係） 

整備項目 遵守基準 

１ 移動等円滑化

経路等 

(１) 次に掲げる経路は、それぞれ１以上（エに定める経路については、その全てのもの）を高齢者、障害者等

が円滑に利用することができる経路（以下この表において「移動等円滑化経路等」という。）とすること。 

ア 建築物に、利用居室（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室
をいう。以下この表において同じ。）を設ける場合における道等から当該利用居室までの経路（幼稚園、

保育所及び母子生活支援施設、理髪店、クリーニング取次店、質屋及び貸衣装屋その他これらに類する

サービス業を営む店舗並びに中規模建築物（診療所（患者の収容施設を有しないものに限る。）又は別
表第１の１の部９の項公共的施設の欄第１号、１０の項及び１１の項公共的施設の欄第１号に掲げる建

築物であって、その用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ２００平方メートル以上５００平方メ

ートル未満のものをいう。以下この表において同じ。）にあっては、直接地上へ通ずる出入口のある階
（以下「地上階」という。）又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合にあっては、

当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。） 

イ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房（車椅子使用者用客室に設けられるものを除く。）を設け
る場合における利用居室（当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。ウにおいて同じ。）

から当該車椅子使用者用便房までの経路 

ウ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合における当該車椅子使用者用駐車施設か
ら利用居室までの経路 

エ 建築物が公共用歩廊である場合におけるその一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その他方

の側の道等までの経路（当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限る。） 
(２) 移動等円滑化経路等上に、階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機

を併設する場合は、この限りでない。 

２ 出入口 移動等円滑化経路等を構成する出入口は、次に掲げるものとすること。 

ア 幅は、85センチメートル以上とすること（イに掲げるもの並びにエレベーターの籠及び昇降路の出入

口に設けられるものを除く。）。 

イ 直接地上へ通ずる出入口の幅は、100センチメートル以上とすること。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

３ 廊下等 (１) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものとす

ること。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 階段の上端又は傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）の上端に近接する廊下等

の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）には、視覚
障害者に対し段差又は傾斜の存在を警告するために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、当該廊

下等の部分が次に掲げるものである場合は、この限りでない。 

(ア) 勾配が20分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの 

(イ) 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近接

するもの 

(ウ) 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けられるもの 

ウ 階段等の下においては、安全に歩行するために必要な高さ及び空間を確保すること。階段等の構造上

やむを得ず確保することができない場合は、主として視覚障害者に配慮した安全な措置を講ずること。 

(２) 移動等円滑化経路等を構成する廊下等は、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものとすること。 

ア 幅は、140センチメートル以上（中規模建築物にあっては、90センチメートル以上）とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

ウ 階段の下端に近接する廊下等の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用
するものに限る。）には、点状ブロック等を敷設すること（中規模建築物若しくは主として自動車の駐

車の用に供する施設に設ける場合又は点状ブロック等の敷設が施設の利用者に特に支障をきたす場合を

除く。）。 

エ 次に掲げる建築物で、(ア)から(ク)までについては床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの、
(ケ)については区長が別に定めるものにあっては、授乳及びおむつ交換をすることができる場所を１以

上設け、ベビーベッド、いす等の設備を適切に配置するとともに、その付近に、その旨の表示を行うこ

と（他に授乳及びおむつ交換をすることができる場所を設ける場合を除く。）。 

(ア) 病院又は診療所（患者の収容施設を有するものに限る。） 

(イ) 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 

(ウ) 公会堂、集会場、冠婚葬祭施設その他これらに類する施設 

(エ) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

(オ) ホテル、旅館その他これらに類する施設 

(カ) 劇場、観覧場、映画館、演芸場その他これらに類する施設 

(キ) 博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設 

(ク) 展示場又はこれに類する施設 

(ケ) 複合施設 

４ 階段 (１) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものとする

こと。 

ア 踊り場を除き、手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別す
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ることができるものとすること。 

エ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

オ 段がある部分の上端に近接する踊り場の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害
者が利用するものに限る。）には、視覚障害者に対し警告するために、点状ブロック等を敷設すること。

ただし、当該踊り場が主として自動車の駐車の用に供する施設に設けられるものである場合又は段があ

る部分と連続して手すりを設けているものである場合においては、この限りでない。 

カ 主たる階段は、回り階段としないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが

困難である場合は、この限りでない。 

(２) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段のうち１以上は、前号に掲

げるもの（中規模建築物にあっては、アに掲げるものに限る。）のほか、次に掲げるものとすること。 

ア 踊り場に手すりを設けること。 

イ けあげの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とし、それぞれ一定とす

ること。 

ウ 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅（10センチメートルを限度とする。）は、

ないものとみなす。）は、120センチメートル以上とすること。 

(３) 前号の規定は、６の項第１号に定める要件を満たすエレベーター及びその乗降ロビーを併設する場合に

は、適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が利用する階段については、この限りでない。 

５ 階段に代わ

り、又はこれ
に併設する傾

斜路 

(１) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路は、次に掲げるものとす

ること。 

ア 勾配が12分の１を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設ける

こと。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別するこ

とができるものとすること。 

エ 傾斜がある部分の上端に近接する踊り場の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障

害者が利用するものに限る。）には、視覚障害者に対し警告するために、点状ブロック等を敷設するこ

と。ただし、当該踊り場の部分が次に掲げるものである場合は、この限りでない。 

(ア) 勾配が20分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの 

(イ) 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近接

するもの 

(ウ) 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの 

(エ) 傾斜がある部分と連続して手すりを設けるもの 

(２) 移動等円滑化経路等を構成する傾斜路は、前号に掲げるもののほか、次に掲げるもの（中規模建築物にあ

っては、エからカまでに掲げるものを除く。）とすること。 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては140センチメートル以上、階段に併設するもの及び中規模建築物に

設けるものにあっては90センチメートル以上とすること。 

イ 勾配は、12分の１（中規模建築物にあって、傾斜路の高さが16センチメートル以下のものについては、

８分の１）を超えないこと。 

ウ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セン

チメートル以上の踊り場を設けること。 

エ 手すりを設けること（前号アに規定する手すりが設けられている場合を除く。）。 

オ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

カ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる水平部分を設けること。 

(３) 道等及び車椅子使用者用駐車施設から一般客室までの階段又は段を設けない経路（以下「宿泊者特定経

路」という。）を構成する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）は、次に掲げるもの

とすること。 

ア 勾配が12分の１を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設ける

こと。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できる

ものとすること。 

エ 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチ

メートル以上とすること。 

オ 勾配は、12分の１を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、８分の

１を超えないこと。 

カ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セン

チメートル以上の踊り場を設けること。 

キ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

ク 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 

６ エレベーター

及びその乗降

ロビー 

(１) 移動等円滑化経路等を構成するエレベーター（次項に規定するものを除く。以下この号において同じ。）

及びその乗降ロビーは、次に掲げるものとすること。 

ア 籠は、利用居室、車椅子使用者用便房（車椅子使用者用客室に設けられるものを除く。）又は車椅子

使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。 

イ 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。ただし、当該エレベーターを設け

る建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超える場合にあっては、90センチメートル以上とする

こと。 
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ウ 籠の奥行きは、135センチメートル以上とすること。 

エ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。 

オ 籠の内部及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 

カ 籠の内部に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 

キ エレベーターの籠及び昇降路の出入口の戸には、籠の中を見通すことができるガラス窓を設けること。

ただし、常時勤務する者が同乗する場合、監視用カメラを設ける場合又は聴覚障害者へ情報を伝える装

置を設ける場合は、この限りでない。 

ク 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 

ケ 不特定かつ多数の者が利用する建築物（床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物に限る。）の

移動等円滑化経路等を構成するエレベーターにあっては、アからウまで及びオからキまでに定めるもの

のほか、次に掲げるものとすること。 

(ア) 籠の幅は、140センチメートル以上とすること。 

(イ) 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。 

コ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及びその乗降ロビー

にあっては、アからケまでに定めるもののほか、次に掲げるものとすること。ただし、主として自動車

の駐車の用に供する施設に設けるものにおいては、この限りでない。 

(ア) 籠の内部に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を

設けること。 

(イ) 籠の内部及び乗降ロビーに設ける制御装置（車椅子使用者が円滑に利用することができる位置及び
その他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。）は、次

のいずれかの方法により、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。 

ａ 文字等の浮き彫り 

ｂ 音による案内 

ｃ 点字及びａ又はｂに類するもの 

(ウ) 籠の内部又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 

(２) 宿泊者特定経路を構成するエレベーター（次項に規定するものを除く。）及びその乗降ロビーは、次に掲

げるものとすること。 

ア 籠は、各一般客室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止する

こと。 

イ 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 

ウ 籠の奥行きは、115センチメートル以上とすること。 

エ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。 

オ 籠の内部及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 

カ 籠の内部に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 

キ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 

７ 特殊な構造又

は使用形態の

エレベーター
その他の昇降

機 

(１) 移動等円滑化経路等又は宿泊者特定経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇

降機（平成18年国土交通省告示第1492号第１に規定するエレベーターその他の昇降機をいう。）は、次に掲

げるものとすること。 

ア 平成12年建設省告示第1413号第１第９号に規定するものとすること。 

イ 籠の幅は、70センチメートル以上とし、かつ、奥行きは、120センチメートル以上とすること。 

ウ 車椅子使用者が籠の内部で方向を変更する必要がある場合にあっては、籠の幅及び奥行きを十分に確

保すること。 

(２) 移動等円滑化経路等を構成する特殊な構造又は使用形態のエスカレーター（平成18年国土交通省告示第
1492号第１第２号に規定するエスカレーターをいう。以下同じ。）は、通常の使用状態において人又は物が

挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにしたエスカレーターの構造及びエスカレーターの勾(こう)

配に応じた踏段の定格速度を定める件（平成12年建設省告示第1417号。以下「平成12年建設省告示第1417号」
という。）第１ただし書に規定するものとすること。 

８ 便所 (１) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、出入口

及び床面には、段差を設けないこととし、並びに床面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(２) 前号の便所のうち１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げるもの

とすること。 

ア 便所内に、次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を１以上設け、当該車椅子使用者用便房及び便所の

出入口には、その旨の表示を行うこと。 

(ア) 腰掛式の大便器、手すり等を適切に配置すること。 

(イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。 

イ 便所内に、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するオストメイト対応汚物流し等の水洗

器具を設けた便房を１以上設け、当該便房及び便所の出入口には、その旨の表示を行うこと。 

ウ 次に掲げる建築物で(ア)から(サ)までについては床面積の合計が200平方メートル以上のもの、(シ)

から(タ)までについては床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの、(チ)については床面積の合計
が2,000平方メートル以上のもの、(ツ)については区長が別に定めるものの便所内に、ベビーチェアその

他の乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を１以上設け、当該便房及び便所の出入口には、

その旨の表示を行うこと。 

(ア) 病院、診療所、助産所、施術所その他これらに類する施設 

(イ) 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 

(ウ) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類する施設 

(エ) 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類する施設 
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(オ) 学校 

(カ) 公会堂、集会場、冠婚葬祭施設その他これらに類する施設（１の集会室の床面積が200平方メートル

を超えるものに限る。） 

(キ) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

(ク) 飲食店 

(ケ) 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業

を営む店舗 

(コ) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 

(サ) 博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設 

(シ) ホテル、旅館その他これらに類する施設 

(ス) 劇場、観覧場、映画館、演芸場その他これらに類する施設 

(セ) 展示場又はこれに類する施設 

(ソ) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する施設 

(タ) 公会堂、集会場、冠婚葬祭施設その他これらに類する施設（１の集会室の床面積が200平方メートル

以下のものに限る。） 

(チ) 地下街又はこれに類する施設 

(ツ) 複合施設 

エ 前号に掲げる建築物で(ア)から(タ)までについては床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの、
(チ)については床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの、(ツ)については区長が別に定めるもの

の便所内に、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を設け、当該便所の出

入口には、その旨の表示を行うこと（他におむつ交換をすることができる場所を設ける場合を除く。）。 

(３) 第１号の便所内に車椅子使用者用便房以外の便房を設ける場合には、そのうち１以上（男子用及び女子用

の区別があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げる構造の便所とすること。 

ア 大便器は、１以上を腰掛式の大便器とすること。 

イ アの規定により設けられた大便器のある便房の１以上に、手すりを設けること。 

(４) 第１号の便所内に男子用小便器を設ける場合には、そのうち１以上は、次に掲げる構造の便所とするこ

と。 

ア 小便器は、１以上を床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが35センチメートル以下のもの

に限る。）その他これらに類する小便器とすること。 

イ アの規定により設けられた小便器の１以上の付近に、手すりを設けること。 

９ 敷地内の通路 (１) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるも

のとすること。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 段がある部分は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別

することができるものとすること。 

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 勾配が12分の１を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の１を超える傾斜

がある部分には、手すりを設けること。 

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別するこ

とができるものとすること。 

エ 階段等の下においては、安全に歩行するために必要な高さ及び空間を確保すること。階段等の構造上

やむを得ず確保することができない場合は、主として視覚障害者に配慮した安全な措置を講ずること。 

(２) 移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路は、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものとすること。 

ア 幅は、140センチメートル以上（中規模建築物にあっては、90センチメートル以上）とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

ウ 排水溝、集水ます等を設けないこと。建築物の配置上やむを得ず設ける場合は、車椅子使用者、つえ

使用者等の通行に支障のないものとすること。 

エ 傾斜路は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するもの及び中規模建築物に設

けるものにあっては90センチメートル以上とすること。 

(イ) 勾配は、20分の１（中規模建築物にあって、傾斜路の高さが１６センチメートルを超え７５センチ

メートル以下のものは１２分の１、当該高さが１６センチメートル以下のものは８分の１）を超えな

いこと。 

(ウ) 手すりを設けること。 

(エ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(オ) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。た

だし、中規模建築物にあっては、この限りでない。 

10 駐車場 (１) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、その

うち１以上に車椅子使用者用駐車施設を１以上設けること。 

(２) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものとすること。 

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 
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イ 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室（当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。

次号において同じ。）までの移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 

(３) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場に車椅子使用者用駐車施

設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、当該車椅子使用者用駐車施設から利用

居室までの移動等円滑化経路についての誘導表示を設けること。 

(４) 中規模建築物にあっては、前３号の規定は適用しない。 

11 標識 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は車椅子使用者用駐車施設の付近には、
それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は車椅子使用者用駐車施設があることを表示する次に掲げ

る要件を満たす標識を設けること。 

ア 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 

イ 表示すべき内容が容易に識別することができるものとすること（当該内容が日本産業規格Ｚ8210に定
められているときは、これに適合すること。）。 

12 案内設備 (１) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその

他の昇降機、便所又は車椅子使用者用駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けること。ただし、

当該エレベーターその他の昇降機、便所又は車椅子使用者用駐車施設の配置を容易に視認することができる

場合は、この限りでない。 

(２) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその

他の昇降機又は便所の配置について、次に掲げる方法により、視覚障害者に示すための設備を設けること。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

(３) 案内所を設ける場合には、前２号の規定は適用しない。 

13 案内設備まで

の経路 

(１) 道等から前項第２号に規定する設備又は同項第３号の案内所までの経路（不特定かつ多数のものが利用

し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）は、そのうち１以上を、視覚障害者移動等円滑化経

路とすること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

ア 建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容

易に視認することができ、かつ、道等から当該出入口までの経路が次号に定める要件を満たすものであ

る場合 

イ 道等から案内設備までの経路が主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合 

(２) 視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるものとすること。 

ア 視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、視覚障害者誘導用ブロックを適切

に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、

進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。 

イ 視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告

するために、点状ブロック等を敷設すること。 

(ア) 車路に近接する部分 

(イ) 段がある部分の上端又は傾斜がある部分の上端に近接する部分（次に掲げる部分を除く。） 

ａ 勾配が20分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近接する部分 

ｂ 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の１を超えない傾斜がある部分の上端に

近接する部分 

ｃ 段がある部分又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊り場等の部分 

14 浴室及びシャ

ワー室 

(１) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室又はシャワー室（宿泊施設
の客室に設けられるものを除く。以下この項において「浴室等」という。）を設ける場合には、床面を粗面

とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(２) 浴室等のうち１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げるものとす

ること。 

ア 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置すること。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。 

ウ 出入口は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 幅は、85センチメートル以上とすること。 

(イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過すること
ができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

15 宿泊施設の客

室 

(１) 宿泊施設には、当該宿泊施設の全客室数が50以上の場合は、車椅子使用者用客室を客室の総数に100分の

１を乗じて得た数（１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）以上設けること。 

(２) 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものとすること。 

ア 便所は、次に掲げるものとすること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が
利用する便所（車椅子使用者用便房が設けられたものに限る。）が１以上（男子用及び女子用の区別が

あるときは、それぞれ１以上）設けられている場合は、この限りでない。 

(ア) 便所内に、次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を設けること。 

ａ 腰掛式の大便器、手すり等を適切に配置すること。 

ｂ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。 

(イ) 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものとすること。 

ａ 幅は、80センチメートル以上とすること。 

ｂ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過する

ことができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

イ 浴室及びシャワー室は、次に掲げるものとすること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不
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特定かつ多数の者が利用する次に掲げる要件を満たす浴室及びシャワー室が１以上（男子用及び女子用

の区別があるときは、それぞれ１以上）設けられている場合は、この限りでない。 

(ア) 車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして次に掲げる構造とすること。 

ａ 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置すること。 

ｂ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。 

(イ) 出入口は、アの(イ)に掲げるものとすること。 

(３) 一般客室は、次に掲げるものとすること。 

ア 宿泊者特定経路を１以上確保すること。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する

場合は、この限りでない。 

イ 一般客室（和室部分を除く。ウ及びエにおいて同じ。）の出入口の幅は、80センチメートル以上とす

ること。 

ウ 一般客室内の１以上の便所及び１以上の浴室等の出入口の幅は、75センチメートル以上（一般客室の
床面積（和室部分及び同一客室内に複数の階がある場合における当該一般客室の出入口のある階の部分

以外の部分の床面積を除く。オにおいて同じ。）が15平方メートル未満の場合にあっては、70センチメ

ートル以上）とすること。 

エ 一般客室内（同一客室内に複数の階がある場合は、当該一般客室の出入口のある階の部分に限る。）

には、階段又は段を設けないこと。ただし、次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合に応じ、当該(ア)から

(ウ)までに定める部分を除く。 

(ア) 同一客室内に複数の階がある場合 当該一般客室の出入口のある階とその直上階又は直下階との間

の上下の移動に係る階段又は段の部分 

(イ) 勾配が12分の１を超えない傾斜路を併設する場合 当該傾斜路が併設された階段又は段の部分 

(ウ) 浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合 当該高低差の部分 

オ ウの規定に該当する便所及び浴室等の出入口に接する通路その他これに類するもの（当該出入口に接
して脱衣室、洗面所その他これらに類する場所が設けられている場合にあっては、当該出入口を除く当

該場所の１以上の出入口及びこれに接する通路その他これに類するもの）の幅は、100センチメートル以

上（一般客室の床面積が15平方メートル未満の場合にあっては、80センチメートル以上）とすること。 

カ その宿泊者特定経路を構成する敷地内の通路が地形の特性によりアの規定によることが困難である場
合におけるアの規定の適用については、ア中「宿泊者特定経路」とあるのは、「そのホテル又は旅館の

車寄せ及び車椅子使用者用駐車施設から一般客室までの階段又は段を設けない経路」とする。 

キ 宿泊者特定経路となるべき経路又はその一部が移動等円滑化経路等又はその一部となる場合にあって
は、当該宿泊者特定経路となるべき経路又はその一部については、ア及びカの規定は適用しない。 

16 観覧席及び客

席 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する観覧席又は客席を設ける場合には、

次に掲げるものとすること。 

ア 車椅子使用者等のための観覧席又は客席を出入口から容易に到達することができ、かつ、サイトライ

ン（可視線）に配慮した位置に１以上設けること。 

イ 集団補聴設備等の高齢者、障害者等の円滑な利用のための附属設備又は装置を設置すること。 

17 公共的通路 公共的通路の１以上は、次に掲げるものとすること。 

ア 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築物外部の公共的通路に係る構造は、次に掲げるも

のとすること。 

(ア) 通路の幅は、200センチメートル以上（都市計画法、建築基準法又は住環境条例で別に定める有効幅

員がある場合は、当該有効幅員以上）とし、通行に支障がない高さ及び空間を確保すること。 

(イ) 通路面には、段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件を満たす傾斜路又は６の項若しくは７

の項に定める要件を満たすエレベーターその他の昇降機を設けている場合又は道路等の自然勾配が段

に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

ａ 手すりを設けること。 

ｂ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別す

ることができるものとすること。 

ｃ 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90セン

チメートル以上とすること。 

ｄ 勾配は、20分の１を超えないこと。 

ｅ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150

センチメートル以上の踊り場を設けること。 

ｆ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

ｇ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 

(ウ) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(エ) 当該公共的通路と連続する敷地外の道路、公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されて

いる場合には、連続性を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、道路の歩道に
沿って歩道状空地が設けられている場合には、当該歩道状空地に視覚障害者誘導用ブロックを敷設し

ないことができる。 

(オ) 階段を設ける場合には、次に掲げる構造とすること。 

ａ 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

ｂ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に

識別することができるものとすること。 

ｃ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

ｄ 段がある部分の上端及び下端に近接する通路の部分並びに段がある部分の上端及び下端に近接

する踊り場（250センチメートル以下の直進のものを除く。）の部分には、視覚障害者に対し警
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告するために、点状ブロック等を敷設すること。 

ｅ 主たる階段は、回り階段としないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保するこ

とが困難である場合は、この限りでない。 

ｆ けあげの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

ｇ 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅（10センチメートルを限度とする。）

は、ないものとみなす。）は、120センチメートル以上とすること。 

イ 屋内貫通通路、アトリウム等の建築物内部の公共的通路に係る構造は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 通路部分の幅は、200センチメートル以上（都市計画法、建築基準法又は住環境条例で別に定める有

効幅員がある場合は、当該有効幅員以上）とし、当該部分の天井の高さを250センチメートル以上とす

ること。 

(イ) 通路面には、段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件を満たす傾斜路又は６の項若しくは７
の項に定める要件を満たすエレベーターその他の昇降機を設けている場合又は道路等の自然勾配が段

に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

ａ 手すりを設けること。 

ｂ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別す

ることができるものとすること。 

ｃ 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及び傾斜がある部分の上端に近接する踊り場の部

分には、視覚障害者に対し警告するために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、勾配が20
分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの、高さが16センチメートルを超えない

傾斜がある部分の上端に近接するもの又は直進で長さが250センチメートル以下の踊り場に設

けるものについては、この限りでない。 

ｄ 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90セン

チメートル以上とすること。 

ｅ 勾配は、12分の１を超えないこと。 

ｆ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150

センチメートル以上の踊り場を設けること。 

ｇ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

ｈ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる水平部分を設けること。 

(ウ) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(エ) 当該公共的通路と連続する道路、建築物外の公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設され

ている場合には、連続性を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

(オ) 階段を設ける場合には、次に掲げる構造とすること。 

ａ 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

ｂ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に

識別することができるものとすること。 

ｃ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

ｄ 段がある部分の上端及び下端に近接する通路の部分並びに段がある部分の上端及び下端に近接

する踊り場（250センチメートル以下の直進のものを除く。）の部分には、視覚障害者に対し警

告するために、点状ブロック等を敷設すること。 

ｅ 主たる階段は、回り階段としないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保するこ

とが困難である場合は、この限りでない。 

ｆ けあげの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

ｇ 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅（10センチメートルを限度とする。）

は、ないものとみなす。）は、120センチメートル以上とすること。 

 

備考 

１ この表は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する部分について適用する。 

２ 移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により９の項第２号の定めによることが困難である場合にお

ける１の項第１号アの規定の適用については、同号ア中「道等」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。 
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別表第４ 小規模建築物に関する遵守基準（第11条関係） 

整備項目 遵守基準 

１ 出入口 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する出入口は、次に掲げるものとするこ

と。ただし、直接地上へ通ずる出入口、利用居室（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者

等が利用する居室をいう。以下この表において同じ。）の出入口並びに便所及び便房（次項に定めるものに限る。）

の出入口に限る。 

ア 幅は、80センチメートル以上とすること。 

イ 通行の際に支障となる段差を設けないこと。ただし、敷地の状況、施設の構造その他の事情により段

差を設けないことができない場合において、当該建築物を管理する者の介助等により、高齢者、障害者

等が通行することができるときは、この限りでない。 

ウ 直接地上へ通ずる出入口と利用居室の出入口を結ぶ通行可能な経路を確保すること。ただし、上下階

の移動に係る部分は、この限りでない。 

２ 便所 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち１

以上に、車椅子使用者が利用することができる次に掲げる構造の便房を１以上設けること。 

ア 腰掛式の大便器、手すり等を適切に配置すること。 

イ 車椅子使用者が利用することができるような空間を確保すること。 

ウ 直接地上へ通ずる出入口と当該便房の出入口を結ぶ通行可能な経路を確保すること。ただし、上下階

の移動に係る部分は、この限りでない。 

３ 敷地内の通路 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路（道等から１の項に定

める要件を満たした直接地上へ通ずる出入口までのものに限る。）は、１以上を次に掲げるものとすること。 

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 

イ 通行の際に支障となる段差を設けないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでな

い。 

(ア) 傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合 

(イ) 敷地の状況、施設の構造その他の事情により段差を設けないことができない場合において、当該建

築物を管理する者の介助等により、高齢者、障害者等が通行することができるとき。 

 

備考 この表は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する部分について適用する。１の部及

び２の部の床面積は、改修する場合にあっては、改修に係る部分の床面積をいう。 
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別表第５ 道路に関する整備基準（第11条関係） 

整備項目 遵守基準 

１ 歩道等 (１) 歩車道の分離 

ア 歩道又は自転車歩行者道（以下「歩道等」という。）と車道又は車道に接続する路肩がある場合の当

該路肩（以下「車道等」という。）とは、原則として分離し、歩行者又は自転車利用者（以下「歩行者

等」という。）の安全を確保すること。 

イ 歩道等と車道等を分離する方法としては、セミフラット形式を原則とすること。 

ウ 歩道に設ける縁石の車道に対する高さは、１５センチメートル以上とすること。 

(２) 歩道等の有効幅員及び勾配 

ア 歩道の有効幅員は、原則として２００センチメートル以上とし、当該歩道の高齢者、障害者等の交通

の状況を考慮して定めること。 

イ 歩道等は、歩行者等が安心して通行することができる歩行空間を立体的かつ連続的に確保すること。 

ウ 歩道等の縦断勾配は、１００分の５以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別な理由により

やむを得ない場合は、１００分の８以下とすることができる。 

エ 歩道等（車両乗入れ部を除く。）の横断勾配は、路面排水を考慮し、かつ、１００分の１以下とする。
ただし、道路の構造、気象の状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合又は地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合は、１００分の２以下とすることができる。 

オ 単断面道路の路肩部分の横断勾配は、路面排水を考慮し、かつ、最小限とすること。 

(３) 舗装等 

ア 歩道等の舗装は、歩行者等の通行の安全性及び快適性を確保するため、平たん性、滑りにくさ、水は

けの良さ等を考慮し、舗装材料を選択すること。 

イ 歩道等の舗装は、透水性舗装とすること。ただし、道路の構造、気象の状況その他の特別の状況によ

りやむを得ない場合は、この限りでない。 

ウ 車道等の舗装は、可能な限り透水性舗装又は排水性舗装とすること。 

エ 排水溝、集水ます等には、つえ、車椅子のキャスター、靴のかかと等が落ちず、かつ、滑りにくい構

造の蓋を設けること。 

２ 路肩の確保及

び区別化 

自動車等の交通量が多く、かつ、歩道等と車道等を分離することができない道路については、必要に応じ、路

肩の幅員を十分に確保するとともに、色調の変化、仕上げの材質の変化等により、外側線を境として車道と路肩
とを視覚又は触覚により区別することができるようにすること。 

３ 歩道等と車道

等との段差 
(１) 一般的事項 

ア 車道等に接続する歩道等の部分（以下「接続部分」という。）は、車道等の部分より高くするものと

し、その段差は、２センチメートルを標準とすること。 

イ 接続部分においては、車道等との段差を縮小するため、必要に応じて傾斜を設けること。 

ウ 接続部分の勾配は、１００分の５以下（沿道の状況等からやむを得ない場合は、１００分の８以下）

とし、勾配の方向は、歩行者等の通行動線の方向と一致させること。 

エ 接続部分には、可能な限り横断待ちのための平たん部を設けること。 

(２) 交差点における切下げ 

  交差点部の横断歩道に向けての切下げは、自動車に対する歩行者等の安全、路面の排水等を考慮し、

全ての者が円滑に通行することができるような構造とすること。 

(３) 枝道等と交差する場合 

ア 自動車等の交通量の少ない枝道等と交差する場合は、本線の歩行者等の通行の安全性、利便性及び連

続性を考慮し、歩道面が連続して平たんとなるような構造とすること。 

イ 切開き形式とする場合は、視覚障害者に配慮するため、枝道等の路面と歩道等の路面とに段差を設け

ること。 

４ 沿道施設との

段差 

特定公共的施設等の出入口と接続する部分は、段差を可能な限り縮小すること。 

５ 橋の取付け部 (１) 橋の取付け部においては、可能な限り道路の高低差を縮小すること。 

(２) 橋の取付け部においては、全ての歩行者等が安全で快適に移動することができるよう勾配を緩やかにする

工夫をすること。 

(３) 橋の取付け部における勾配の方向は、歩行者等の通行動線の方向と一致させること。 

６ 車両乗入れ部 (１) 歩道等における車両乗入れ部は、歩行者等の通行の安全性及び快適性を考慮し、歩道等の路面が連続して

平たんとなるような構造とすること。 

(２) 車両乗入れ部の縁石の段差は、５センチメートルを標準とすること。 

(３) 車両乗入れ部のすり付け勾配は、１００分の１５以下（特殊縁石を用いる場合は、１００分の１０以下）
とすること。 

７ 横断歩道 (１) 歩行者の安全を確保するため、必要に応じ横断歩道を設けること。 

(２) 横断歩道には、道路標識又は信号機及び道路標示を設けること。 

８ 視覚障害者誘

導用設備 

(１) 視覚障害者が多く利用する道路の歩行者の通行部分には、視覚障害者誘導用ブロックを設けること。 

(２) 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色を原則とすること。ただし、周辺の舗装の色彩との輝度比におい

て対比効果を発揮することができない場合には、他の色を使用することができる。 

(３) 前号ただし書の場合において、輝度比が確保される措置を講ずること。 

９ 立体横断施設 立体横断施設は、全ての者に対する安全性及び移動性に配慮した構造とすること。 

10 休憩施設（ベ

ンチ等） 

全ての歩行者が歩行中に休憩又は交流をすることができるように、必要に応じベンチ等を設けること。 
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11 道路附属物及

び占用物の整

理 

道路の附属物及び占用物は、可能な限り整理し、通行することができる空間を最大限に確保することができる

ように配置すること。 

12 歩行者広場 横断歩道の手前その他の道路上の歩行者の滞留が必要な部分には、可能な限り歩行者広場を設けること。 

13 案内板等 (１) 道路の要所には、必要に応じ公共施設、病院等の案内板、説明板及び標識（以下この表、次表、別表第６

の２及び別表第６の３において「案内板等」という。）を設けること。 

(２) 案内板等の標示は、内容を容易に読み取ることができるような文字等の大きさ、色調及び明度とするこ

と。 

(３) 案内板等は分かりやすい場所に配置し、その高さは車椅子使用者等にも見やすい位置とすること。 

14 照明施設 沿道の住民への影響を考慮しながら可能な限り照明施設を設けるものとし、歩行者等の通行部分の照度を確保
すること。 

15 階段 (１) 地形の形態上やむを得ず道路上に階段を設ける場合には、転落等の危険を回避し、安全を確保するととも

に、歩行者の負担を軽減するように配慮すること。 

(２) 階段は、次に掲げる構造とすること。 

ア 踏面及びけあげの寸法は一定とし、踏面はつまずきにくい構造とすること。 

イ 直階段又は折れ曲がり階段とし、回り階段としないこと。 

ウ 幅は、１５０センチメートル以上とすること。 

エ 高低差３００センチメートル以内ごとに長さ１５０センチメートル以上の踊り場を設けること。 

オ 階段の始終点に、長さ１５０センチメートル以上の平たんな部分を設けること。 

カ 踊り場を含めて、両側に連続して手すりを設けること。 

キ 階段の始終端部には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

(３) 傾斜路を併設すること。 

16 滑止め等の交

通安全施設 
(１) 歩道等のない道路の交差部には、必要に応じ、滑止め等の交通安全施設を設けること。 

(２) 交差点には、必要に応じ、歩行者等の注意を喚起するための表示を設けること。 

17 駐車場（道路

附属物として

の自動車駐車

場） 

(１) 駐車場を設ける場合には、次に掲げる構造等の車椅子使用者用駐車施設を１以上設けること。 

ア 幅は、３５０センチメートル以上とすること。 

イ 車椅子使用者用駐車施設から駐車場の歩行者の出入口までの経路の長さができるだけ短くなるような

位置に設けること。 

ウ 車椅子使用者用駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。 

エ 傾斜部に設けないこと。 

オ 原則として透水性舗装とすること。 

(２) 駐車場の歩行者の出入口から車椅子使用者用駐車施設の位置までの経路について、案内のための表示をす

ること。 

(３) 車椅子使用者用駐車施設から駐車場の歩行者の出入口までの通路の１以上は、次に掲げる構造とするこ

と。 

ア 有効幅員は、１４０センチメートル以上とすること。 

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 

ウ 路面には、排水溝、集水ます等を設けないこと。やむを得ず設ける場合は、つえ、車椅子のキャスタ

ー、靴のかかと等が落ちず、かつ、滑りにくい構造の蓋を設けること。 

エ 原則として透水性舗装とすること。 

 

備考 この表は、不特定かつ多数の者が利用する部分について適用する。  
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別表第６ 道路に関する遵守基準（第11条関係） 

整備項目 遵守基準 

１ 歩道等 (１) 歩車道の分離 

ア 歩道等と車道等とは、原則として分離し、歩行者等の安全を確保すること。 

イ 歩道等と車道等を分離する方法としては、セミフラット形式を原則とすること。 

ウ 歩道に設ける縁石の車道に対する高さは、１５センチメートル以上とすること。 

(２) 歩道の有効幅員及び勾配 

ア 歩道の有効幅員は、原則として２００センチメートル以上とし、当該歩道の高齢者、障害者等の交通

の状況を考慮して定めること。 

イ 歩道等は、歩行者等が安心して通行することができる歩行空間を立体的かつ連続的に確保すること。 

ウ 歩道等の縦断勾配は、１００分の５以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別な理由により

やむを得ない場合は、１００分の８以下とすることができる。 

エ 歩道等（車両乗入れ部を除く。）の横断勾配は、路面排水を考慮し、かつ、１００分の１以下とする。

ただし、道路の構造、気象の状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合又は地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合は、１００分の２以下とすることができる。 

(３) 舗装等 

ア 歩道等の舗装は、歩行者等の通行の安全性及び快適性を確保するため、平たん性、滑りにくさ、水は

けの良さ等を考慮し、舗装材料を選択すること。 

イ 排水溝、集水ます等には、つえ、車椅子のキャスター、靴のかかと等が落ちず、かつ、滑りにくい構
造の蓋を設けること。 

２ 歩道等と車道

等との段差 
(１) 一般的事項 

ア 接続部分は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は、２センチメートルを標準とすること。 

イ 接続部分においては、車道等との段差を縮小するため、必要に応じて傾斜を設けること。 

ウ 接続部分の勾配は、１００分の５以下（沿道の状況等からやむを得ない場合は、１００分の８以下）

とし、勾配の方向は、歩行者等の通行動線の方向と一致させること。 

エ 接続部分には、可能な限り横断待ちのための平たん部を設けること。 

(２) 交差点における切下げ 

  交差点部の横断歩道に向けての切下げは、自動車に対する歩行者等の安全、路面の排水等を考慮し、

全ての者が円滑に通行することができるような構造とすること。 

(３) 枝道等と交差する場合 

ア 自動車等の交通量の少ない枝道等と交差する場合は、本線の歩行者等の通行の安全性、利便性及び連

続性を考慮し、歩道面が連続して平たんとなるような構造とすること。 

イ 切開き形式とする場合は、視覚障害者に配慮するため、枝道等の路面と歩道等の路面とに段差を設け

ること。 

３ 車両乗入れ部 (１) 歩道等における車両乗入れ部は、歩行者等の通行の安全性及び快適性を考慮し、歩道等の路面が連続して

平たんとなるような構造とすること。 

(２) 車両乗入れ部の縁石の段差は、５センチメートルを標準とすること。 

(３) 車両乗入れ部のすり付け勾配は、１００分の１５以下（特殊縁石を用いる場合は、１００分の１０以下）

とすること。 

４ 横断歩道 (１) 歩行者の安全を確保するため、必要に応じ横断歩道を設けること。 

(２) 横断歩道には、可能な限り道路標識又は信号機及び道路標示を設けること。 

５ 視覚障害者誘

導用設備 
(１) 視覚障害者が多く利用する道路の歩行者の通行部分には、視覚障害者誘導用ブロックを設けること。 

(２) 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色を原則とすること。ただし、周辺の舗装の色彩との輝度比におい

て対比効果を発揮することができない場合には、他の色を使用することができる。 

(３) 前号ただし書の場合において、輝度比が確保される措置を講ずること。 

６ 立体横断施設 立体横断施設は、高齢者、障害者等に対する安全性及び移動性に配慮した構造とすること。 

７ 休憩施設（ベ

ンチ等） 

高齢者、障害者等が歩行中に休憩又は交流をすることができるように、必要に応じベンチ等を設けること。 

８ 案内板等 (１) 道路の要所には、必要に応じ公共施設、病院等の案内板等を設けること。 

(２) 案内板等の標示は、内容を容易に読み取ることができるような文字等の大きさ、色調及び明度とするこ

と。 

(３) 案内板等は分かりやすい場所に配置し、その高さは車椅子使用者等にも見やすい位置とすること。 

９ 駐車場（道路

附属物として
の自動車駐車

場） 

駐車場を設ける場合には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができるよう十分な配慮をするとともに、

車椅子使用者用駐車施設を１以上設けること。 

 

備考 この表は、不特定かつ多数の者が利用する部分について適用する。 
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別表第６の２ 特定道路に関する整備基準（第11条関係） 

整備項目 遵守基準 

１ 歩道等と車道

等の分離 
(１) 歩道等と車道等とは、原則として分離し、歩行者等の安全を確保すること。 

(２) 歩道等には、車道等又は自転車道に接続して縁石線を設けること。 

(３) 歩道等（車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。）に設ける縁石の車道等に対する高さは15セ

ンチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定める

こと。 

(４) 歩行者等の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合は、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、

又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けること。 

(５) 歩道等（縁石を除く。）の車道等に対する高さは、５センチメートルを標準とすること。ただし、横断歩

道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。 

(６) 前号の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めること。 

２ 路肩の確保及

び区別化 

自動車等の交通量が多く、かつ、歩道等と車道等を分離することができない道路については、必要に応じ、路肩

の幅員を十分に確保するとともに、色調の変化、仕上げの材質の変化等により、外側線を境として車道と路
肩とを視覚又は触覚により区別することができるようにすること。 

３ 歩道の有効幅

員等 

(１) 歩道の有効幅員は、200センチメートル以上（歩行者の交通量が多い道路にあっては350センチメートル以

上）とすること。 

(２) 自転車歩行車道の有効幅員は、300センチメートル以上（歩行者の交通量が多い道路にあっては400センチ

メートル以上）とすること。 

(３) 前２号の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち17の項第１号の規定による基準を満たす部分の有効幅員

は、200センチメートル以上とすること。 

(４) 歩道等の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めること。 

(５) 歩道等は、歩行者等が安心して通行することができる空間を立体的かつ連続的に確保すること。 

４ 横断歩道 (１) 歩行者の安全を確保するため、必要に応じ横断歩道を設けること。 

(２) 横断歩道には、道路標識又は信号機及び道路標示を設けること。 

５ 道路附属物及
び占用物の整

理 

道路の附属物及び占用物は、可能な限り整理し、通行することができる空間を最大限に確保することができる
ように配置すること。 

６ 立体横断施設 (１) 全ての者の円滑な移動のために必要であると認められる箇所に、立体横断施設を設けること。 

(２) 立体横断施設には、エレベーターを設けること。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。 

(３) 前号に規定するもののほか、立体横断施設には、必要がある場合は、エスカレーターを設けること。 

(４) 立体横断施設に設けるエレベーターは、次に掲げる構造とすること。 

ア 籠の幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。 

イ アの規定にかかわらず、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降す

ることができる構造のもの（開閉する籠の出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限

る。）にあっては、幅は140センチメートル以上とし、奥行きは135センチメートル以上とすること。 

ウ 籠及び昇降路の出入口の幅は、アの規定による基準に適合するエレベーターにあっては90センチメー

トル以上とし、イの規定による基準に適合するエレベーターにあっては80センチメートル以上とするこ

と。 

エ 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただ

し、イの規定による基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。 

オ 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、籠外か

ら籠内が視覚的に確認することができる構造とすること。 

カ 籠内に手すりを設けること。 

キ 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。 

ク 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 

ケ 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設ける

こと。 

コ 籠内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作することができる位置に操作盤を設けること。 

サ 籠内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字を貼り付

けること等により視覚障害者が容易に操作することができる構造とすること。 

シ 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。 

ス 停止する階が３以上であるエレベーターの乗降口には、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる

装置を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により

知らせる装置が設けられている場合は、この限りでない。 

(５) 立体横断施設に設ける傾斜路（その踊り場を含む。以下同じ。）は、次に掲げる構造とすること。 

ア 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合は、100センチメートル以上とすることができる。 

イ 縦断勾配は、100分の５以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得

ない場合は、100分の８以下とすることができる。 

ウ 横断勾配は、設けないこと。 

エ ２段式の手すりを両側に設けること。 

オ 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 

カ 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 
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キ 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該

勾配部分を容易に識別することができるものとすること。 

ク 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁

面である場合は、この限りでない。 

ケ 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が250センチメートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必

要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。 

コ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅150セ

ンチメートル以上の踊り場を設けること。 

(６) 立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に掲げる構造とすること。 

ア 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。 

イ 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。 

ウ 昇降口において、３枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。 

エ 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別

することができるものとすること。 

オ くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別する

ことができるものとすること。 

カ エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入

の可否を示すこと。 

キ 踏み段の幅は、100センチメートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合は、60セン

チメートル以上とすることができる。 

(７) 立体横断施設に設ける通路は、次に掲げる構造とすること。 

ア 有効幅員は、200センチメートル以上とし、当該通路の通行の状況を考慮して定めること。 

イ 縦断勾配及び横断勾配は、設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の

排水のために必要な場合は、この限りでない。 

ウ ２段式の手すりを両側に設けること。 

エ 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 

オ 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 

カ 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面

である場合は、この限りでない。 

(８) 立体横断施設に設ける階段（その踊り場を含む。以下同じ。）は、次に掲げる構造とすること。 

ア 有効幅員は、150センチメートル以上とすること。 

イ ２段式の手すりを両側に設けること。 

ウ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 

エ 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限り

でない。 

オ 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 

カ 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別することができる

ものとすること。 

キ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

ク 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面

である場合は、この限りでない。 

ケ 階段の下面と歩道等の路面との間が250センチメートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要

がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。 

コ 階段の高さが300センチメートルを超える場合は、その途中に踊り場を設けること。 

サ 踊り場の踏み幅は、直階段の場合にあっては120センチメートル以上とし、その他の場合にあっては当

該階段の幅員の値以上とすること。 

７ 休憩施設（ベ

ンチ等） 

全ての歩行者が歩行中に休憩又は交流をすることができるように、必要に応じベンチ等を設けること。 

８ 歩行者広場 横断歩道の手前その他の道路上の歩行者の滞留が必要な部分には、可能な限り歩行者広場を設けること。 

９ 歩道等と車道
等 と の 段 差

（ 一 般 的 事

項） 

(１) 接続部分は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は、２センチメートルを標準とすること。 

(２) 接続部分においては、車道等との段差を縮小するため、必要に応じて傾斜を設けること。 

(３) 接続部分の勾配は、100分の５以下（沿道の状況等からやむを得ない場合は、100分の８以下）とし、勾配

の方向は、歩行者等の通行動線の方向と一致させること。 

(４) 接続部分は、可能な限り横断待ちのための平たん部を設けること。 

(５) 接続部分（横断歩道に接続する歩道等の部分に限る。）は、車椅子使用者が円滑に転回することができる
構造とすること。 

10 歩道等と車道

等 と の 段 差

（交差点にお
ける切下げ） 

交差点部の横断歩道に向けての切下げは、自動車に対する歩行者等の安全、路面の排水等を考慮し、全ての者

が円滑に通行することができるような構造とすること。 

11 歩道等と車道

等 と の 段 差

（枝道等と交
差する場合） 

自動車等の交通量の少ない枝道等と交差する場合は、本線の歩行者等の通行の安全性、利便性及び連続性を考

慮し、平たんとなるような構造とすること。切開き形式とする場合は、視覚障害者に配慮するため、枝道等の路

面と歩道等の路面とに段差を設けること。 

12 沿道施設との

段差 

特定公共的施設等の出入口と接続する部分は、段差を可能な限り縮小すること。 
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13 橋の取付け部 (１) 橋の取付け部においては、可能な限り道路の高低差を縮小すること。 

(２) 橋の取付け部においては、全ての歩行者等が安全で快適に移動することができるよう勾配を緩やかにする

工夫をすること。 

(３) 橋の取付け部における勾配の方向は、歩行者等の通行動線の方向と一致させること。 

14 車両乗入れ部 (１) 歩道等における車両乗入れ部は、歩行者等の通行の安全性及び快適性を考慮し、歩道等の路面が連続して

平たんとなるような構造とすること。 

(２) 車両乗入れ部のすり付け勾配は、100分の15以下（特殊縁石を用いる場合は、100分の10以下）とすること。 

(３) 車両乗入れ部の縁石の段差は、５センチメートルを標準とすること。 

15 舗装等 (１) 道路の歩行者の通行部分及び自転車歩行者道の舗装は、歩行者等の通行の安全性及び快適性を確保するた

め、平たん性、滑りにくさ、水はけの良さ等を考慮し、舗装材料を選択すること。 

(２) 歩道等の舗装は、透水性舗装とすること。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむ

を得ない場合は、この限りでない。 

(３) 車道等の舗装は、可能な限り透水性舗装又は排水性舗装とすること。 

(４) 排水溝、集水ます等には、つえ、車椅子のキャスター、靴のかかと等が落ちない、及び滑りにくい構造の

蓋を設けること。 

16 縦断勾配 道路の歩行者の通行部分及び自転車歩行者道の縦断勾配は、100分の５以下とすること。ただし、地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の８以下とすることができる。 

17 横断勾配 (１) 歩道等（車両乗入れ部を除く。）の横断勾配は、100分の１以下とすること。ただし、道路の構造、気象

状況、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の２以下とすることができる。 

(２) 単断面道路の路肩部分の横断勾配は、路面排水を考慮し、かつ、最小限とすること。 

18 視覚障害者誘

導用設備 
(１) 道路の歩行者の通行部分には、可能な限り視覚障害者誘導用設備を設けること。 

(２) 視覚障害者誘導用ブロックの色は、周辺の部分の色と輝度比において対比効果を発揮することができるも

のとし、原則として黄色を用い、状況に応じて適切な色を選択すること。 

19 案内板等 (１) 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、
高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施

設及びエレベーターその他の高齢者、障害者等の円滑な移動のために必要な施設の案内板等を設けること。 

(２) 案内板等の標示は、内容を容易に読み取ることができるような文字等の大きさ、色調及び明度とするこ

と。 

(３) 案内板等は、分かりやすい場所に配置し、高さは、車椅子使用者等にも見やすい位置とすること。 

(４) 案内板等には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けること。 

20 照明施設 (１) 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けること。ただし、路面の照度が十分に確保される

場合は、この限りでない。 

(２) 乗合自動車停留所、路面電車停留場及び駐車場には、高齢者、障害者等の円滑な移動のために必要である
と認められる箇所に、照明施設を設けること。ただし、路面の照度が十分に確保される場合は、この限りで

ない。 

21 滑止め等の交

通安全施設 

(１) 歩道等のない道路の交差部には、必要に応じ、滑止め等の交通安全施設を設けること。 

(２) 交差点には、必要に応じて歩行者等の注意を喚起するための表示を設けること。 

22 駐車場（道路

附属物として
の自動車駐車

場） 

(１) 駐車場を設ける場合には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができるよう十分な配慮をするととも

に、車椅子使用者用駐車施設を設けること。 

(２) 車椅子使用者用駐車施設の数は、駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の

１を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の１を乗じて得

た数に２を加えた数以上とすること。 

(３) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる構造等とすること。 

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 

イ 車椅子使用者用駐車施設から駐車場の歩行者の出入口までの経路ができるだけ短くなるような位置に

設けること。 

ウ 車椅子使用者用駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。 

エ 傾斜部に設けないこと。 

オ 原則として透水性舗装とすること。 

(４) 駐車場の歩行者の出入口から車椅子使用者用駐車施設の位置までの経路について、案内のための表示をす

ること。 

(５) 駐車場の自動車の出入口又は車椅子使用者用駐車施設を設ける階には、車椅子使用者が円滑に利用するこ
とができる停車の用に供する部分（以下「車椅子使用者用停車施設」という。）を設けること。ただし、構

造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

(６) 車椅子使用者用停車施設は、次に掲げる構造とすること。 

ア 車両への乗降の用に供する部分の幅及び奥行きは150センチメートル以上とする等、高齢者、障害者等

が安全かつ円滑に乗降することができる構造とすること。 

イ 車椅子使用者用停車施設から駐車場の歩行者の出入口までの経路ができるだけ短くなるような位置に

設けること。 

ウ 車椅子使用者用停車施設である旨を見やすい方法により表示すること。 

(７) 駐車場の歩行者の出入口は、次に掲げる構造とすること。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられ

る歩行者の出入口については、この限りでない。 

ア 幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち１以

上の出入口の幅は、120センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合は、当該戸は、幅を120センチメートル以上とする当該駐車場外へ通ずる歩行者の出入
口のうち、１以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使

用者が円滑に開閉して通過することができる構造とすること。 
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ウ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 

(８) 車椅子使用者用駐車施設から駐車場の歩行者の出入口までの通路の１以上は、次に掲げる構造とするこ

と。 

ア 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。 

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 

ウ 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。 

エ 路面には、排水溝、集水ます等を設けないこと。やむを得ず設ける場合は、つえ、車椅子のキャスタ

ー、靴のかかと等が落ちない、及び滑りにくい構造の蓋を設けること。 

オ 原則として透水性舗装とすること。 

(９) 駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階（車椅子使用者用駐車施設が設けられている階に限る。）を有

する駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない

場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。 

(10) 前号のエレベーターのうち１以上のエレベーターは、第８号に規定する出入口に近接して設けること。 

(11) 第６の項第４号アからエまでの規定は、第９号のエレベーター（前号のエレベーターを除く。）について

準用する。 

(12) 第６の項第４号の規定は、第10号のエレベーターについて準用する。 

(13) 第６の項第５号の規定は、第９号の傾斜路について準用する。 

(14) 第６の項第８号の規定は、駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の構造について準用す

る。 

(15) 屋外に設けられる駐車場の車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用者用停車施設及び第８号に規定する通路

には、屋根を設けること。 

(16) 車椅子使用者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に掲げる構造とすること。 

ア 出入口付近に、男子用及び女子用の区別（当該区別がある場合に限る。）並びに便所の構造を視覚障

害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。 

イ 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。 

ウ 男子用小便器を設ける場合は、１以上の床置式小便器、壁掛式小便器（受け口の高さが35センチメー

トル以下のものに限る。）その他これらに類する小便器を設けること。 

エ ウの規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。 

(17) 車椅子使用者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち１以上の便所は、次の各号に掲げる

構造のいずれかに適合すること。 

ア 便所（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所）内に高齢者、障害者等の円滑な利用

に適した構造を有する便房が設けられていること。 

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 

(18) 前号アの便房を設ける便所は、次に掲げる構造とすること。 

ア 第８号に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち１以上の通路は、同号アからオまでに

掲げる構造とすること。 

イ 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 

ウ 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場

合は、この限りでない。 

エ 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示

する案内標識を設けること。 

オ 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる構造とすること。 

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造とすること。 

カ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。 

(19) 第17号アの便房は、次に掲げる構造とすること。 

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示

する案内標識を設けること。 

ウ 腰掛便座及び手すりを設けること。 

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。 

(20) 第18号イ、オ及びカの規定は、前号の便房について準用する。 

(21) 第18号アからウまで、オ及びカ並びに第19号イからエまでの規定は、第17号イの便所について準用する。
この場合において、第19号イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 

23 乗合自動車停

留所 
(１) 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とすること。 

(２) 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けること。ただし、それらの機能を代替する施設が既に

存する場合は、この限りでない。 

24 路面電車停留

場等 

(１) 路面電車停留場の乗降場は、次に掲げる構造とすること。 

ア 有効幅員は、乗降場の両側を使用するものにあっては200センチメートル以上とし、片側を使用するも

のにあっては150センチメートル以上とすること。 

イ 乗降場と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らとすること。 

ウ 乗降場の縁端と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、路面電車の車両の走行に支

障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さくすること。 

エ 横断勾配は、100分の１を標準とすること。 

オ 路面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。 
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カ 乗降場は、縁石線により区画するものとし、その車道側に柵を設けること。 

キ 乗降場には、ベンチ及びその上屋を設けること。 

(２) 路面電車停留場の乗降場と車道等との高低差がある場合は、傾斜路を設けるものとし、その勾配は、次に

定めるところによること。 

ア 縦断勾配は、100分の５以下とすること。 

イ 横断勾配は、設けないこと。 

(３) 歩行者の横断の用に供する軌道の部分においては、軌条面と道路面との高低差は、できる限り小さくする
こと。 

 

備考 この表は、不特定かつ多数の者が利用する部分について適用する。 
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別表第６の３ 特定道路に関する遵守基準（第11条関係） 

整備項目 遵守基準 

１ 歩道等と車道

等の分離 
(１) 歩道等と車道等とは、原則として分離し、歩行者等の安全を確保すること。 

(２) 歩道等には、車道等又は自転車道に接続して縁石線を設けること。 

(３) 歩道等（車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。）に設ける縁石の車道等に対する高さは15セ

ンチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定める

こと。 

(４) 歩行者等の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合は、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、

又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けること。 

(５) 歩道等（縁石を除く。）の車道等に対する高さは、５センチメートルを標準とすること。ただし、横断歩

道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。 

(６) 前号の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めること。 

(７) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため、前２号の規定による基準をそのまま適用するこ

とが適当でないと認められるときは、当分の間、これらの規定による基準によらないことができる。 

２ 歩道の有効幅

員等 

(１) 歩道の有効幅員は、200センチメートル以上（歩行者の交通量が多い道路にあっては350センチメートル以

上）とすること。 

(２) 自転車歩行車道の有効幅員は、300センチメートル以上（歩行者の交通量が多い道路にあっては400センチ

メートル以上）とすること。 

(３) 前２号の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち12の項の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、200

センチメートル以上とすること。 

(４) 第１号の規定にかかわらず、一体的に高齢者、障害者等の円滑な移動を図ることが特に必要な道路の区間

について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、当分の間、当該区間における歩道

の有効幅員を150センチメートルまで縮小することができる。 

(５) 第１号及び第２号の規定にかかわらず、４の項に規定する立体横断施設に設けられるエレベーター又はエ

スカレーターが存する道路の区間について、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、当

分の間、当該区間における歩道等の有効幅員を100センチメートルまで縮小することができる。 

(６) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合における第３号の規定の適用については、当分の

間、同号中「200センチメートル」とあるのは、「100センチメートル」とする。 

(７) 歩道等の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めること。 

(８) 歩道等は、歩行者等が安心して通行することができる空間を立体的かつ連続的に確保すること。 

３ 横断歩道 (１) 歩行者の安全を確保するため、必要に応じ横断歩道を設けること。 

(２) 横断歩道には、可能な限り道路標識又は信号機及び道路標示を設けること。 

４ 立体横断施設 (１) 高齢者、障害者等の円滑な移動のために必要であると認められる箇所に、立体横断施設を設けること。 

(２) 立体横断施設には、エレベーターを設けること。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。 

(３) 前号に規定するもののほか、立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合は、

エスカレーターを設けること。 

(４) 立体横断施設に設けるエレベーターは、次に掲げる構造とすること。 

ア 籠の幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。 

イ アの規定にかかわらず、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降す

ることができる構造のもの（開閉する籠の出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限

る。）にあっては、幅は140センチメートル以上とし、奥行きは135センチメートル以上とすること。 

ウ 籠及び昇降路の出入口の幅は、アの規定による基準に適合するエレベーターにあっては90センチメー

トル以上とし、イの規定による基準に適合するエレベーターにあっては80センチメートル以上とするこ

と。 

エ 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただ

し、イの規定による基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。 

オ 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、籠外か

ら籠内が視覚的に確認することができる構造とすること。 

カ 籠内に手すりを設けること。 

キ 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。 

ク 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 

ケ 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設ける

こと。 

コ 籠内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作することができる位置に操作盤を設けること。 

サ 籠内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字を貼り付

けること等により視覚障害者が容易に操作することができる構造とすること。 

シ 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。 

ス 停止する階が３以上であるエレベーターの乗降口には、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる
装置を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により

知らせる装置が設けられている場合は、この限りでない。 

(５) 立体横断施設に設ける傾斜路（その踊り場を含む。以下同じ。）は、次に掲げる構造とすること。 

ア 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合は、100センチメートル以上とすることができる。 

イ 縦断勾配は、100分の５以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得

ない場合は、100分の８以下とすることができる。 
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ウ 横断勾配は、設けないこと。 

エ ２段式の手すりを両側に設けること。 

オ 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 

カ 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 

キ 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該

勾配部分を容易に識別することができるものとすること。 

ク 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁

面である場合は、この限りでない。 

ケ 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が250センチメートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必

要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。 

コ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅150セ

ンチメートル以上の踊り場を設けること。 

(６) 立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に掲げる構造とすること。 

ア 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。 

イ 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。 

ウ 昇降口において、３枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。 

エ 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別

することができるものとすること。 

オ くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別する

ことができるものとすること。 

カ エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入

の可否を示すこと。 

キ 踏み段の幅は、100センチメートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合は、60セン

チメートル以上とすることができる。 

(７) 立体横断施設に設ける通路は、次に掲げる構造とすること。 

ア 有効幅員は、200センチメートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定め

ること。 

イ 縦断勾配及び横断勾配は、設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の

排水のために必要な場合は、この限りでない。 

ウ ２段式の手すりを両側に設けること。 

エ 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 

オ 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 

カ 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面

である場合は、この限りでない。 

(８) 立体横断施設に設ける階段（その踊り場を含む。以下同じ。）は、次に定める構造とすること。 

ア 有効幅員は、150センチメートル以上とすること。 

イ ２段式の手すりを両側に設けること。 

ウ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 

エ 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限り

でない。 

オ 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 

カ 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別することができる

ものとすること。 

キ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

ク 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面

である場合は、この限りでない。 

ケ 階段の下面と歩道等の路面との間が250センチメートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要

がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。 

コ 階段の高さが300センチメートルを超える場合は、その途中に踊り場を設けること。 

サ 踊り場の踏み幅は、直階段の場合にあっては120センチメートル以上とし、その他の場合にあっては当

該階段の幅員の値以上とすること。 

５ 休憩施設（ベ

ンチ等） 

高齢者、障害者等が歩行中に休憩又は交流をすることができるように、必要に応じベンチ等を設けること。 

６ 歩道等と車道
等 と の 段 差

（ 一 般 的 事

項） 

(１) 接続部分は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は、２センチメートルを標準とすること。 

(２) 接続部分においては、車道等との段差を縮小するため、必要に応じて傾斜を設けること。 

(３) 接続部分の勾配は、100分の５以下（沿道の状況等からやむを得ない場合は、100分の８以下）とし、勾配

の方向は、歩行者等の通行動線の方向と一致させること。 

(４) 接続部分は、可能な限り横断待ちのための平たん部を設けること。 

(５) 接続部分（横断歩道に接続する歩道等の部分に限る。）は、車椅子使用者が円滑に転回することができる
構造とすること。 

７ 歩道等と車道

等 と の 段 差

（交差点にお

ける切下げ） 

交差点部の横断歩道に向けての切下げは、自動車に対する歩行者等の安全、路面の排水等を考慮し、全ての者

が円滑に通行することができるような構造とすること。 
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８ 歩道等と車道

等 と の 段 差
（枝道等と交

差する場合） 

自動車等の交通量の少ない枝道等と交差する場合は、本線の歩行者等の通行の安全性、利便性及び連続性を考

慮し、平たんとなるような構造とすること。切開き形式とする場合は、視覚障害者に配慮するため、枝道等の路
面と歩道等の路面とに段差を設けること。 

９ 車両乗入れ部 (１) 歩道等における車両乗入れ部は、歩行者等の通行の安全性及び快適性を考慮し、歩道等の路面が連続して

平たんとなるような構造とすること。 

(２) 車両乗入れ部のすり付け勾配は、100分の15以下（特殊縁石を用いる場合は、100分の10以下）とすること。 

(３) 車両乗入れ部の縁石の段差は、５センチメートルを標準とすること。 

10 舗装等 (１) 道路の歩行者の通行部分及び自転車歩行者道の舗装は、歩行者等の通行の安全性及び快適性を確保するた

め、平たん性、滑りにくさ、水はけの良さ等を考慮し、舗装材料を選択すること。 

(２) 歩道等の舗装は、透水性舗装とすること。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむ

を得ない場合は、この限りでない。 

(３) 排水溝、集水ます等には、つえ、車椅子のキャスター、靴のかかと等が落ちない、及び滑りにくい構造の

蓋を設けること。 

11 縦断勾配 道路の歩行者の通行部分及び自転車歩行者道の縦断勾配は、100分の５以下とすること。ただし、地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の８以下とすることができる。 

12 横断勾配 歩道等（車両乗入れ部を除く。）の横断勾配は、100分の１以下とすること。ただし、道路の構造、気象状況、
地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の２以下とすることができる。 

13 視覚障害者誘

導用設備 
(１) 視覚障害者が多く利用する道路の歩行者の通行部分には、視覚障害者誘導用設備を設けること。 

(２) 視覚障害者誘導用ブロックの色は、周辺の部分の色と輝度比において対比効果を発揮することができるも

のとし、原則として黄色を用い、状況に応じて適切な色を選択すること。 

14 案内板等 (１) 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、

高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施

設及びエレベーターその他の高齢者、障害者等の円滑な移動のために必要な施設の案内板等を設けること。 

(２) 案内板等の標示は、内容を容易に読み取ることができるような文字等の大きさ、色調及び明度とするこ

と。 

(３) 案内板等は、分かりやすい場所に配置し、高さは、車椅子使用者等にも見やすい位置とすること。 

(４) 案内板等には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けること。 

15 照明施設 (１) 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けること。ただし、路面の照度が十分に確保される

場合は、この限りでない。 

(２) 乗合自動車停留所、路面電車停留場及び駐車場には、高齢者、障害者等の円滑な移動のために必要である

と認められる箇所に、照明施設を設けること。ただし、路面の照度が十分に確保される場合は、この限りで
ない。 

16 駐車場（道路

附属物として

の自動車駐車

場） 

(１) 駐車場を設ける場合には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができるよう十分な配慮をするととも

に、車椅子使用者用駐車施設を設けること。 

(２) 車椅子使用者用駐車施設の数は、駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の
１を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の１を乗じて得

た数に２を加えた数以上とすること。 

(３) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる構造等とすること。 

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 

イ 車椅子使用者用駐車施設から駐車場の歩行者の出入口までの経路ができるだけ短くなるような位置に

設けること。 

ウ 車椅子使用者用駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。 

(４) 駐車場の自動車の出入口又は車椅子使用者用駐車施設を設ける階には、車椅子使用者用停車施設を設ける

こと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

(５) 車椅子使用者用停車施設は、次に掲げる構造とすること。 

ア 車両への乗降の用に供する部分の幅及び奥行きは150センチメートル以上とする等、高齢者、障害者等

が安全かつ円滑に乗降することができる構造とすること。 

イ 車椅子使用者用停車施設から駐車場の歩行者の出入口までの経路ができるだけ短くなるような位置に

設けること。 

ウ 車椅子使用者用停車施設である旨を見やすい方法により表示すること。 

(６) 駐車場の歩行者の出入口は、次に掲げる構造とすること。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられ

る歩行者の出入口については、この限りでない。 

ア 幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち１以

上の出入口の幅は、120センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合は、当該戸は、幅を120センチメートル以上とする当該駐車場外へ通ずる歩行者の出入

口のうち、１以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使

用者が円滑に開閉して通過することができる構造とすること。 

ウ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 

(７) 車椅子使用者用駐車施設から駐車場の歩行者の出入口までの通路の１以上は、次に掲げる構造とするこ

と。 

ア 有効幅員は、140センチメートル以上とすること。 

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 

ウ 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。 

(８) 駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階（車椅子使用者用駐車施設が設けられている階に限る。）を有

する駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない

場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。 

資料編　《関連法令等》 
1 - 41



 

 

(９) 前号のエレベーターのうち１以上のエレベーターは、第７号に規定する出入口に近接して設けること。 

(10) 第４の項第４号アからエまでの規定は、第８号のエレベーター（前号のエレベーターを除く。）について

準用する。 

(11) 第４の項第４号の規定は、第９号のエレベーターについて準用する。 

(12) 第４の項第５号の規定は、第８号の傾斜路について準用する。 

(13) 第４の項第８号の規定は、駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の構造について準用す

る。 

(14) 屋外に設けられる駐車場の車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用者用停車施設及び第７号に規定する通路

には、屋根を設けること。 

(15) 車椅子使用者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に掲げる構造とすること。 

ア 出入口付近に、男子用及び女子用の区別（当該区別がある場合に限る。）並びに便所の構造を視覚障

害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。 

イ 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。 

ウ 男子用小便器を設ける場合は、１以上の床置式小便器、壁掛式小便器（受け口の高さが35センチメー

トル以下のものに限る。）その他これらに類する小便器を設けること。 

エ ウの規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。 

(16) 車椅子使用者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち１以上の便所は、次の各号に掲げる

構造のいずれかに適合すること。 

ア 便所（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所）内に高齢者、障害者等の円滑な利用

に適した構造を有する便房が設けられていること。 

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 

(17) 前号アの便房を設ける便所は、次に掲げる構造とすること。 

ア 第７号に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち１以上の通路は、同号アからウまでに

掲げる構造とすること。 

イ 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 

ウ 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場

合は、この限りでない。 

エ 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示

する案内標識を設けること。 

オ 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる構造とすること。 

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造とすること。 

カ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。 

(18) 第16号アの便房は、次に掲げる構造とすること。 

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示

する案内標識を設けること。 

ウ 腰掛便座及び手すりを設けること。 

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。 

(19) 第17号イ、オ及びカの規定は、前号の便房について準用する。 

(20) 第17号アからウまで、オ及びカ並びに第18号イからエまでの規定は、第16号イの便所について準用する。

この場合において、第18号イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 

17 乗合自動車停

留所 

(１) 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とすること。 

(２) 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けること。ただし、それらの機能を代替する施設が既に

存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

18 路面電車停留

場等 

(１) 路面電車停留場の乗降場は、次に掲げる構造とすること。 
ア 有効幅員は、乗降場の両側を使用するものにあっては200センチメートル以上とし、片側を使用するも

のにあっては150センチメートル以上とすること。 

イ 乗降場と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らとすること。 

ウ 乗降場の縁端と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、路面電車の車両の走行に支

障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さくすること。 

エ 横断勾配は、100分の１を標準とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合は、この限りでない。 

オ 路面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。 

カ 乗降場は、縁石線により区画するものとし、その車道側に柵を設けること。 

キ 乗降場には、ベンチ及びその上屋を設けること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合は、この限りでない。 

(２) 路面電車停留場の乗降場と車道等との高低差がある場合は、傾斜路を設けるものとし、その勾配は、次に

定めるところによること。 

ア 縦断勾配は、100分の５以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない

場合は、100分の８以下とすることができる。 

イ 横断勾配は、設けないこと。 

(３) 歩行者の横断の用に供する軌道の部分においては、軌条面と道路面との高低差は、できる限り小さくする
こと。 

備考 この表は、不特定かつ多数の者が利用する部分について適用する。  
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別表第７ 公園に関する整備基準（第11条関係） 

整備項目 遵守基準 

１ 出入口 (１) 外部の道路等と接する出入口は、次に掲げる構造とすること。地形上又は構造上、３の項に定める要件を

満たす園路に接続することが困難である出入口については、整備基準に適合した出入口の位置を明示する案

内板を設けること。 

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 

イ 車止めを設ける場合は、車椅子使用者等が円滑に通行することができる構造とすること。 

ウ 路面には、段差を設けないこと。 

エ 出入口から公園内外への距離が150センチメートル以上の平たんな部分を確保すること。ただし、地形

の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

オ 点状ブロック等、舗装材の変化等により道路との境界を明示すること。また、直接車道と接する場合

には、２センチメートルを標準として段差を設けること。 

(２) 道路等から出入口までの通路に設ける歩行者用通路は、車路と分離すること。この場合において、当該歩

行者用通路の構造については、３の項に定める園路の整備基準を準用する。 

(３) 券売所及び入場口は、利用しやすい位置に設け、次に掲げる構造とすること。 

ア 入場口のうち１以上は、幅90センチメートル以上とすること。 

イ 券売所から入場口までに至る経路及び入場口の通路のうち１以上について、視覚障害者誘導用ブロッ

クを連続して敷設すること。 

２ 駐車場 (１) 駐車場を設ける場合には、そのうち１以上に、当該駐車場の全駐車可能台数が200以下の場合は当該駐車
可能台数に50分の１を乗じて得た数（１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）以上、全駐

車可能台数が200を超える場合は当該駐車可能台数に100分の１を乗じて得た数（１未満の端数が生じたとき

は、これを切り上げて得た数）に２を加えた数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けること。ただし、専ら
大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車付きのものを除く。）のための駐車場については、この

限りでない。 

(２) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものとすること。 

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 

イ 次項に定める要件を満たす園路に接続しやすい位置に設けること。 

ウ 車椅子使用者用駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。 

エ 傾斜部に設けないこと。 

(３) 駐車場の出入口から車椅子使用者用駐車施設の位置までの経路について、案内のための誘導表示をするこ

と。 

(４) 車椅子使用者用駐車施設から公園の出入口までの通路の１以上は、次に掲げる構造とすること。 

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 

イ 路面には、段差を設けないこと。 

３ 園路 高齢者、障害者等が円滑に主要な施設を利用することができる園路を、次に掲げる構造により１以上設けるこ

と。この園路は、１の項に定める要件を満たす出入口及び前項に定める要件を満たす駐車場に接続すること。ま

た、敷地境界から当該出入口に至る経路も同様とする。 

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。 

イ 縦断勾配は、100分の４以下とすること。ただし、５の項に定める要件を満たす傾斜路を設ける場合は、

この限りでない。 

ウ 100分の３以上100分の４以下の縦断勾配が50メートル以上続く場合は、途中に150センチメートル以

上の平たんな部分を設けること。 

エ 路面には、段差を設けないこと。 

オ 縁石、街きょ等により段差を生じる場合は、100分の５以下（構造上等やむを得ない場合は、100分の

８以下）の勾配ですり付けること。やむを得ず段差を残す場合は、その段差は２センチメートル以下と

すること。 

カ 横断勾配は、100分の１以下とすること。ただし、排水等に影響を与える等特別な理由がある場合は、

100分の２以下とすることができる。 

キ 園路に附帯する観覧場所、休憩場所等には、車椅子が安定して停止することができる平たんな部分を

適宜設けること。 

ク 出入口、便所等に接続する園路の部分には、視覚障害者誘導用設備を設けること。 

４ 階段 階段は、次に掲げる構造とすること。 

ア 直階段又は折れ曲がり階段とし、回り階段としないこと。 

イ 幅は、150センチメートル以上とすること。 

ウ 高さ300センチメートル以内ごとに長さ150センチメートル以上の踊り場を設けること。 

エ 階段の始終点に長さ150センチメートル以上の平たんな部分を設けること。 

オ 踊り場を含めて、両側に連続して手すりを設けること。 

カ 手すりの端部付近に、階段の通ずる場所を示す点字を貼りつけること。 

キ 両側に立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 

ク 踏面及びけあげの寸法は、一定とし、踏面は、視覚障害者等が識別しやすいものとし、かつ、つまず

きにくい構造とすること。 

ケ 前項に定める園路に階段を設ける場合には、次項に定める要件を満たす傾斜路又はエレベーターその

他の昇降機を併設すること。 

コ 階段の始終端部に近接する路面には、点状ブロック等を敷設すること。 
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５ 階段若しくは

段に代わり、
又はこれに併

設する傾斜路 

傾斜路は、次に掲げる構造とすること。 

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。 

イ 縦断勾配は、100分の５以下とすること。ただし、傾斜路の高さが75センチメートル以下の場合は、100

分の８以下とすることができる。 

ウ 傾斜路の高さ75センチメートル以内ごとに長さ150センチメートル以上の踊り場を設けること。 

エ 傾斜路の始終点及び折返し部分に長さ150センチメートル以上の平たんな部分を設けること。 

オ 横断勾配を設けないこと。 

カ 両側に連続して手すりを設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場

合は、この限りでない。 

キ 傾斜路の両側に縁石又は側壁を設けること。ただし、側面が壁面である場合には、この限りでない。 

ク 傾斜路の始終端部に近接する路面には、点状ブロック等を敷設すること。 

６ 舗装材料 (１) 公園・緑地等及び動物園・植物園・遊園地にあっては、次に掲げるものとすること。 

ア １の項に定める出入口、３の項に定める園路、４の項に定める階段及び前項に定める傾斜路の舗装材

料は、平たんでぬれても滑りにくく、水はけの良い仕上げとなるものを使用すること。 

イ ２の項に定める駐車場の舗装材料は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとなるものを使用すること。 

(２) 庭園にあっては、次に掲げるものとすること。 

ア １の項に定める出入口の舗装材料は、平たんでぬれても滑りにくく、水はけの良い仕上げとなるもの

を使用すること。 

イ ２の項に定める駐車場の舗装材料は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとなるものを使用すること。 

７ 排水溝等 園路の動線上及び広場に設ける開きょの排水溝、集水ます等には、つえ、車椅子のキャスター、靴のかかと等

が落ち込まない構造のふたを、当該園路等と段差が生じないように設けること。 

８ 転落防止設備 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者

等の転落を防止するための設備を設けること。 

９ 休憩所 休憩所を設ける場合には、そのうち１以上は、次に掲げる構造とすること。 

ア 出入口の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合は、幅は、80センチメートル以上とすることができる。 

イ 高齢者、障害者等が利用する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、５の項に定める要件を満

たす傾斜路を併設する場合は、この限りでない。 

ウ 車椅子使用者等の円滑な利用に適した広さを確保すること。 

エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる構造とすること。 

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができること。 

オ カウンターを設ける場合は、そのうち１以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすること。

ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応することができる構造である場合は、この

限りでない。 

カ 便所を設ける場合は、そのうち１以上の便所の構造については、13の項に定める便所の整備基準を準

用する。 

10 ベンチ・野外

卓 

(１) ベンチは、高齢者、障害者等の休憩及び観賞等にふさわしい場所に利用しやすい構造のものを設置するこ

と。 

(２) 野外卓は、次に掲げる構造とすること。 

ア 車椅子使用者が使用することができるように150センチメートル以上の平たんな部分を設けること。 

イ 車椅子使用者のひざが入るように、卓の下部に高さ65センチメートル以上、奥行き45センチメートル

以上の空間を設けること。 

(３) 売店又は飲食施設と一体として設ける野外卓は、前号に掲げるもののほか、いす又はベンチを可動式とす

る等車椅子使用者が利用しやすい構造とすること。 

11 水飲み・手洗

場 

水飲み・手洗場は、次に掲げる構造とすること。 

ア 飲み口は、上向きとすること。 

イ 飲み口までの高さは、70センチメートル以上80センチメートル以下とし、車椅子使用者のひざが入る

ように、下部に高さ65センチメートル以上、奥行き45センチメートル以上の空間を確保すること。 

ウ 車椅子が接近し方向転換することができるように、使用方向に長さが150センチメートル以上で、か

つ、幅が150センチメートル以上の平たんな部分を設けること。 

12 案内板等 (１) 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる施設の配置や経路を表示した案内板、説明板及び標識

（以下この表及び次表において「案内板等」という。）を設置する場合は、次に掲げるものとすること。 

ア 園内の要所に必要に応じて案内板等を設けること。 

イ 案内板には、車椅子での利用が可能な園路及び施設を表示すること。 

ウ 内容を容易に読み取ることができるような文字の大きさ、色調及び明度とすること。 

エ 平仮名、ピクトグラム（絵文字）、ローマ字等による標示を併用し、当該標示が日本産業規格Ｚ8210

に定められているときは、これに適合すること。 

オ 分かりやすい場所に配置し、高さは、車椅子使用者等にも見やすい位置とすること。 

カ 通行の支障とならないよう通路に突出しない位置に設置すること。やむを得ず突出する場合は、案内

板等の下端の位置が地上250センチメートル以上になるよう設置すること。 

(２) 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる掲示板を設置する場合は、次に掲げるものとすること。 

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。 

イ 当該掲示板に表示された内容を容易に識別することができること。 

ウ 分かりやすい場所に配置し、高さは、車椅子使用者等にも見やすい位置とすること。 
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(３) 園内の要所（園路、傾斜路及び階段を除く。）に必要に応じて視覚障害者誘導用設備を設けること。 

13 便所 (１) 便所（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所）を設ける場合には、次に掲げる構造とす

ること。 

ア 出入口の幅は、85センチメートル以上とすること。 

イ 主たる出入口に至る通路、出入口及び床面には、段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件を満

たす傾斜路を併設する場合は、この限りでない。 

(ア) 便所の出入口の前には、幅150センチメートル以上、かつ、長さ150センチメートル以上の平たんな

部分を設けること。 

(イ) 幅は、90センチメートル以上とすること。 

(ウ) 勾配は、100分の５以下とすること。ただし、高さが16センチメートル以下の場合は100分の12以下、

75センチメートル以下の場合は100分の８以下とすることができる。 

ウ 床面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するオストメイト対応汚物流し等の水洗器具を設け

た便房を１以上設け、当該便房及び便所の出入口には、その旨の表示を行うこと。 

オ 男子用小便器を設ける場合には、そのうち１以上を光感知式等の自動洗浄装置を備えた受け口の高さ

が35センチメートル以下の小便器とし、当該小便器の１以上の付近に手すりを設けること。 

(２) 前号の便所の内部又は近接した位置に次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を１以上設け、当該車椅子使

用者用便房及び便所の出入口に、その旨の表示を行うこと。 

ア 出入口の戸は、車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高

低差がないこと。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。 

ウ 腰掛式の大便器、洗浄装置、汚物入れ、手すり等を適切に配置すること。 

(３) 車椅子使用者用便房を内部に設置する第１号の便所の車椅子使用者用便房以外の部分は、次に掲げる構造

とすること。 

ア 主たる出入口の戸は、車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前

後に高低差がないこと。 

イ 車椅子使用者が円滑に通行することができるよう十分な空間を確保すること。 

ウ 大便器を設ける場合には、そのうち１以上を腰掛式の大便器とし、当該大便器のある便房の１以上に

手すりを設けること。 

エ ウの規定により設けられた便房の戸には、腰掛式の大便器である旨の表示を行うこと。 

オ 主たる出入口に車椅子使用者を含む全ての者が利用することができる旨の表示を行うこと。 

(４) 車椅子使用者用便房を内部に設置しない第１号の便所に大便器を設ける場合には、次に掲げる構造とする

こと。 

ア １以上を腰掛式の大便器とし、当該大便器のある便房の１以上に手すりを設けること。 

イ アの規定により設けられた便房の戸には、腰掛式の大便器である旨の表示を行うこと。 

(５) 便所を設ける場合には、そのうち１以上にベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換をすることができる

設備を適切な位置に設け、当該便所の出入口にはその旨の表示を行うこと。 

(６) 前各号の表示は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設け、内容が容易に識別することができるものとす
ること（当該内容が日本産業規格Ｚ8210に定められているときは、これに適合すること。）。 

14 屋根付広場 屋根付広場を設ける場合は、そのうち１以上は、次に掲げる構造とすること。 

ア 出入口の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 

イ 出入口には、段差を設けないこと。ただし、５の項に定める要件を満たす傾斜路を併設する場合は、

この限りでない。 

ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。 

15 野外劇場・野

外音楽堂 
野外劇場及び野外音楽堂を設ける場合は、次に掲げる構造とすること。 

ア 出入口の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場合は、80センチメ

ートル以上とすることができる。 

イ 出入口及び通路には、段差を設けないこと。ただし、５の項に定める要件を満たす傾斜路を併設する

場合は、この限りでない。 

ウ 車椅子使用者等が利用目的に沿って円滑に活動することができる広さを確保すること。 

エ 通路の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合は、通路の末端付近などの広さを車椅子の転回に支障がないものとした上で、幅80センチ

メートル以上とすることができる。 

オ 縦断勾配は、100分の５以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない

場合は、100分の８以下とすることができる。 

カ 横断勾配は、100分の１以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない

場合は、100分の２以下とすることができる。 

キ 路面は、平たんで、ぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

ク 便所を設ける場合は、そのうち１以上は、13の項に定める便所の整備基準を準用する。 

ケ 計画収容者数が200以下の場合は計画収容者数に50分の１を乗じて得た数（１未満の端数が生じたと
きは、これを切り上げて得た数）以上、計画収容者数が200を超える場合は計画収容者数に100分の１を

乗じて得た数（１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）に２を加えた数以上の車椅子

使用者等が円滑に利用することができる観覧スペース（以下この表及び次表において「車椅子使用者用

観覧スペース等」という。）を設けること。 

コ 車椅子使用者用観覧スペース等は、次に掲げる構造とすること。 
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(ア) 幅は90センチメートル以上とし、奥行きは120センチメートル以上とすること。 

(イ) 段差を設けないこと。 

(ウ) 車椅子使用者等が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者等の転落を防止するた

めの設備を設けること。 

(エ) 出入口から容易に到達することができ、かつ、サイトライン（可視線）に配慮した位置に設けるこ

と。 

16  公園内建築

物・屋内設備 

便所、休憩所、屋根付広場、野外劇場及び野外音楽堂以外の公園内の建築物（管理事務所等）並びに屋内設備
は、別表第２に定める建築物の整備基準を準用する。ただし、当該建築物内に便所を設置する場合には、13の項

に定める便所の整備基準を準用する。 

17 公園内運動施

設 

 

(１) 公園内運動施設の出入口の構造については、１の項に定める公園の出入口の整備基準を準用する。 

(２) 公園内運動施設には、車椅子使用者等が休憩し、又は待機することができる場所を設けること。 

18 券売機・電話

ボックス 

(１) 券売機を設ける場合の構造については、別表第９の８の項に定める駅舎等の券売機の整備基準を準用す

る。 

(２) 電話ボックスを設ける場合には、そのうち１以上を車椅子使用者が利用することができる構造のものと

し、出入口、売店付近又は主要な園路に接する平たんな位置に設けること。 

19 その他の施設

等 

利用者が視覚、聴覚、触覚、きゅう覚等により、自然環境等を感じることができるような空間、施設等を配置

すること。 

 

備考 この表は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する部分について適用する。 
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別表第８ 公園に関する遵守基準（第11条関係） 

整備項目 遵守基準 

１ 出入口 外部の道路等と接する出入口は、次に掲げる構造とすること。地形上又は構造上、３の項に定める要件を満た

す園路に接続することが困難である出入口については、遵守基準に適合した出入口の位置を明示する案内板を設

けること。 

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合は、90センチメートル以上とすることができる。 

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち１以上は、90センチメートル以上とするこ

と。 

ウ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 

エ 出入口から公園内外への距離が150センチメートル以上の平たんな部分を確保すること。ただし、地形

の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

オ 点状ブロック等、舗装材の変化等により道路との境界を明示すること。また、直接車道と接する場合
には、２センチメートルを標準として段差を設けること。 

２ 駐車場 (１) 駐車場を設ける場合には、そのうち１以上に、当該駐車場の全駐車可能台数が200以下の場合は当該駐車

可能台数に50分の１を乗じて得た数（１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）以上、全駐

車可能台数が200を超える場合は当該駐車可能台数に100分の１を乗じて得た数（１未満の端数が生じたとき
は、これを切り上げて得た数）に２を加えた数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けること。ただし、専ら

大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車付きのものを除く。）のための駐車場については、この

限りでない。 

(２) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものとすること。 

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 

イ 次項に定める要件を満たす園路に接続しやすい位置に設けること。 

ウ 車椅子使用者用駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。 

３ 園路 高齢者、障害者等が円滑に主要な施設を利用することができる園路を、次に掲げる構造により１以上設けるこ

と。この園路は、１の項に定める要件を満たす出入口及び前項に定める要件を満たす駐車場に接続すること。ま

た、敷地境界から当該出入口に至る経路も同様とする。 

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合は、通路の末端の付近及び50メートル以内ごとに、車椅子が転回することができる場所を確保し

た上で、幅120センチメートル以上とすることができる。 

イ 縦断勾配は、100分の４以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない

場合は、100分の８以下とすることができる。 

ウ 100分の３以上100分の４以下の縦断勾配が50メートル以上続く場合は、途中に150センチメートル以

上の平たんな部分を設けること。 

エ 路面には、段差を設けないこと。ただし、５の項に定める要件を満たす傾斜路を併設する場合は、こ

の限りでない。 

オ 縁石、街きょ等により段差を生じる場合は、100分の５以下（構造上等やむを得ない場合は、100分の

８以下）の勾配ですり付けること。やむを得ず段差を残す場合は、その段差は２センチメートル以下と

すること。 

カ 横断勾配は、100分の１以下とすること。ただし、排水等に影響を与える等特別な理由がある場合は、

100分の２以下とすることができる。 

キ 園路に附帯する観覧場所、休憩場所等には、車椅子が安定して停止することができる平たんな部分を

適宜設けること。 

ク 視覚障害者誘導用設備を園路の要所に設けること。 

４ 階段 階段は、次に掲げる構造とすること。 

ア 回り階段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限

りでない。 

イ 幅は、120センチメートル以上とすること。 

ウ 高さ300センチメートル以内ごとに長さ150センチメートル以上の踊り場を設けること。 

エ 階段の始終点に長さ150センチメートル以上の平たんな部分を設けること。 

オ 踊り場を含めて、両側に連続して手すりを設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合は、この限りでない。 

カ 手すりの端部付近に、階段の通ずる場所を示す点字を貼りつけること。 

キ 両側に立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 

ク 踏面は、視覚障害者等が識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。 

ケ 前項に定める園路に階段を設ける場合には、次項に定める要件を満たす傾斜路又はエレベーターその

他の昇降機を併設すること。 

コ 階段の始終端部に近接する路面には、点状ブロック等を敷設すること。 

５ 階段若しくは

段に代わり、

又はこれに併

設する傾斜路 

傾斜路は、次に掲げる構造とすること。 

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル

以上とすることができる。 

イ 縦断勾配は、原則として100分の５以下とすること。ただし、傾斜路の高さが75センチメートル以下の

場合は、100分の８以下とすることができる。 

ウ 傾斜路の高さ75センチメートル以内ごとに長さ150センチメートル以上の踊り場を設けること。 

エ 傾斜路の始終点に長さ150センチメートル以上の平たんな部分を設けること。 

オ 横断勾配を設けないこと。 
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カ 両側に連続して手すりを設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場

合は、この限りでない。 

キ 両側に立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁面である場合には、この限りでない。 

６ 舗装材料 (１) 公園・緑地等及び動物園・植物園・遊園地にあっては、１の項に定める出入口、３の項に定める園路、４

の項に定める階段及び前項に定める傾斜路の舗装材料は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとなるものを

使用すること。 

(２) 庭園にあっては、１の項に定める出入口の舗装材料は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとなるものを
使用すること。 

７ 排水溝等 園路の動線上及び広場に設ける開きょの排水溝、集水ます等には、つえ、車椅子のキャスター、靴のかかと等

が落ち込まない構造のふたを、当該園路等と段差が生じないように設けること。 

８ 転落防止設備 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者

等の転落を防止するための設備を設けること。 

９ 休憩所 休憩所を設ける場合には、そのうち１以上は、次に掲げる構造とすること。 

ア 出入口の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 

イ 高齢者、障害者等が利用する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、５の項に定める要件を満

たす傾斜路を併設する場合は、この限りでない。 

ウ 車椅子使用者等の円滑な利用に適した広さを確保すること。 

エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる構造とすること。 

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができること。 

オ カウンターを設ける場合は、そのうち１以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすること。
ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応することができる構造である場合は、この

限りでない。 

カ 便所を設ける場合は、そのうち１以上の便所の構造については、13の項に定める便所の整備基準を準

用する。 

10 ベンチ・野外

卓 

(１) ベンチは、高齢者、障害者等の休憩及び観賞等にふさわしい場所に利用しやすい構造のものを設置するこ

と。 

(２) 野外卓は、次に掲げる構造とすること。 

ア 車椅子使用者が使用することができるように150センチメートル以上の平たんな部分を設けること。 

イ 車椅子使用者のひざが入るように、卓の下部に高さ65センチメートル以上、奥行き45センチメートル
以上の空間を設けること。 

11 水飲み・手洗

場 
水飲み・手洗場は、次に掲げる構造とすること。 

ア 飲み口は、上向きとすること。 

イ 飲み口までの高さは、70センチメートル以上80センチメートル以下とし、車椅子使用者のひざが入る

ように、下部に高さ65センチメートル以上、奥行き45センチメートル以上の空間を確保すること。 

ウ 車椅子が接近し方向転換することができるように、使用方向に長さが150センチメートル以上で、か
つ、幅が150センチメートル以上の平たんな部分を設けること。 

12 案内板等 (１) 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる施設の配置や経路を表示した案内板等を設置する場合

は、次に掲げるものとすること。 

ア 園内の要所に必要に応じて案内板等を設けること。 

イ 案内板には、車椅子での利用が可能な園路及び施設を表示すること。 

ウ 内容を容易に読み取ることができるような文字の大きさ、色調及び明度とすること。 

エ 平仮名、ピクトグラム（絵文字）、ローマ字等による標示を併用し、当該標示が日本産業規格Ｚ8210

に定められているときは、これに適合すること。 

オ 分かりやすい場所に配置し、高さは、車椅子使用者等にも見やすい位置とすること。 

カ 通行の支障とならないよう通路に突出しない位置に設置すること。やむを得ず突出する場合は、案内

板等の下端の位置が地上250センチメートル以上になるよう設置すること。 

(２) 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる掲示板を設置する場合は、次に掲げるものとすること。 

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。 

イ 当該掲示板に表示された内容を容易に識別することができること。 

ウ 分かりやすい場所に配置し、高さは、車椅子使用者等にも見やすい位置とすること。 

13 便所 (１) 便所（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所）を設ける場合には、次に掲げる構造とす

ること。 

ア 出入口の幅は、85センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 

イ 主たる出入口に至る通路、出入口及び床面には、段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件を満

たす傾斜路を併設する場合は、この限りでない。 

(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。 

(イ) 勾配は、100分の５以下とすること。ただし、高さが16センチメートル以下の場合は100分の12以下、

75センチメートル以下の場合は100分の８以下とすることができる。 

ウ 床面は、ぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するオストメイト対応汚物流し等の水洗器具を設け

た便房を１以上設けること。 

オ 男子用小便器を設ける場合には、そのうち１以上を光感知式等の自動洗浄装置を備えた受け口の高さ

が35センチメートル以下の小便器とし、当該小便器の１以上の付近に手すりを設けること。 
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(２) 前号の便所の内部又は近接した位置に次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を１以上設け、当該車椅子使

用者用便房及び便所の出入口に、その旨の表示を行うこと。 

ア 出入口の戸は、車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高

低差がないこと。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。 

ウ 腰掛式の大便器、洗浄装置、汚物入れ、手すり等を適切に配置すること。 

(３) 車椅子使用者用便房を内部に設置する第１号の便所の車椅子使用者用便房以外の部分は、次に掲げる構造

とすること。 

ア 主たる出入口の戸は、車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前

後に高低差がないこと。 

イ 車椅子使用者が円滑に通行することができるよう十分な空間を確保すること。 

ウ 大便器を設ける場合には、そのうち１以上を腰掛式の大便器とし、当該大便器のある便房の１以上に

手すりを設けること。 

エ ウの規定により設けられた便房の戸には、腰掛式の大便器である旨の表示を行うこと。 

オ 主たる出入口に車椅子使用者を含む全ての者が利用することができる旨の表示を行うこと。 

(４) 車椅子使用者用便房を内部に設置しない第１号の便所に大便器を設ける場合には、次に掲げる構造とする

こと。 

ア １以上を腰掛式の大便器とし、当該大便器のある便房の１以上に手すりを設けること。 

イ アの規定により設けられた便房の戸には、腰掛式の大便器である旨の表示を行うこと。 

14 屋根付広場 屋根付広場を設ける場合は、そのうち１以上は、次に掲げる構造とすること。 

ア 出入口の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 

イ 出入口には、段差を設けないこと。ただし、５の項に定める要件を満たす傾斜路を併設する場合は、

この限りでない。 

ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。 

15 野外劇場・野

外音楽堂 

野外劇場及び野外音楽堂を設ける場合は、次に掲げる構造とすること。 

ア 出入口の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場合は、80センチメ

ートル以上とすることができる。 

イ 出入口及び通路には、段差を設けないこと。ただし、５の項に定める要件を満たす傾斜路を併設する

場合は、この限りでない。 

ウ 車椅子使用者等が利用目的に沿って円滑に活動できる広さを確保すること。 

エ 通路の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合は、通路の末端付近などの広さを車椅子の転回に支障がないものとした上で、幅80センチ

メートル以上とすることができる。 

オ 縦断勾配は、100分の５以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない

場合は、100分の８以下とすることができる。 

カ 横断勾配は、100分の１以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない

場合は、100分の２以下とすることができる。 

キ 路面は、平たんで、ぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

ク 便所を設ける場合は、そのうち１以上は、13の項に定める便所の遵守基準を準用する。 

ケ 計画収容者数が200以下の場合は計画収容者数に50分の１を乗じて得た数（１未満の端数が生じたと

きは、これを切り上げて得た数）以上、計画収容者数が200を超える場合は計画収容者数に100分の１を

乗じて得た数（１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）に２を加えた数以上の車椅子

使用者用観覧スペース等を設けること。 

コ 車椅子使用者用観覧スペース等は、次に掲げる構造とすること。 

(ア) 幅は90センチメートル以上とし、奥行きは120センチメートル以上とすること。 

(イ) 車椅子使用者等が利用する際に支障となる段差を設けないこと。 

(ウ) 車椅子使用者等が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者等の転落を防止するた

めの設備を設けること。 

(エ) 出入口から容易に到達することができ、かつ、サイトライン（可視線）に配慮した位置に設けるこ

と。 

16  公園内建築

物・屋内設備 

便所、休憩所、屋根付広場、野外劇場及び野外音楽堂以外の公園内の建築物（管理事務所等）並びに屋内設備
は、別表第３に定める建築物の遵守基準を準用する。ただし、当該建築物内に便所を設置する場合には、13の項

に定める便所の遵守基準を準用する。 

 

備考 この表は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する部分について適用する。 
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別表第９ 公共交通施設に関する整備基準（第11条関係） 

整備項目 遵守基準 

１ 道路等から駅

舎等の出入口

までの経路 

道路等から鉄道及び軌道の旅客施設（以下「駅舎等」という。）の出入口までの経路は、次に掲げる構造とす

ること。 

ア 路面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

イ 路面には、段差を設けないこと。 

ウ 路面には、排水口、集水ます等を設けないこと。やむを得ず設ける場合は、つえ、車椅子のキャスタ

ー、靴のかかと等が落ち込まない構造の蓋を設けること。 

２ 移動等円滑化

経路 

(１) 駅舎等の出入口から、通路、改札口等を経て車両の旅客用乗降口に至る経路のうち１以上を、高齢者、障

害者等が安全かつ円滑に連続して利用することができる経路（以下この表及び次表において「移動等円滑化

経路」という。）とすること。 

(２) 公共用通路と車両等の乗降口との間の経路であって主たる通行の用に供するものと当該公共用通路と当

該車両等の乗降口との間に係る移動等円滑化経路が異なる場合は、これらの経路の長さの差は、できる限り

小さくすること。 

(３) 乗降場間の旅客の乗継ぎの用に供する経路（以下この表及び次表において「乗継ぎ経路」という。）のう

ち、移動等円滑化経路を、乗降場ごとに１以上確保すること。 

(４) 主たる乗継ぎ経路と移動等円滑化経路となる乗継ぎ経路が異なる場合は、これらの経路の長さの差は、で

きる限り小さくすること。 

(５) 線路、水路等を挟んだ各側に公共用通路に直接通ずる出入口がある鉄道駅には、第１号の規定にかかわら

ず、当該各側の出入口に通ずる移動等円滑化経路をそれぞれ１以上確保すること。ただし、鉄道駅の規模、

出入口の設置状況その他の状況及び当該鉄道駅の利用の状況を勘案して、高齢者、障害者等の利便を著しく
阻害しないと地方運輸局長が認める場合は、この限りでない。 

３ 駅舎等の出入

口 
駅舎等の出入口は、次に掲げる構造とすること。 

ア 床面には、段差を設けないこと。ただし、８の項に定める要件を満たす傾斜路を併設する場合は、こ

の限りでない。 

イ 地形上又は構造上困難な駅舎等であっても、１以上の出入口については、段差を解消すること。 

ウ 床面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとし、出入口の内外の滑りにくさは、同等とすること。 

エ 幅は、９０センチメートル以上とすること。ただし、既設の駅舎等で構造上困難な場合は、８５セン

チメートル以上とすることができる。 

オ 駅舎等の出入口に車椅子使用者のための停車区画を設ける場合には、車椅子使用者のための停車区画

である旨を見やすい方法により表示すること。 

カ 駅舎等の出入口の上屋は、コンコース、通路等が雨等によりぬれない構造とすること。 

４ 駅舎等の駐車

場 

駐車場を設ける場合の位置、構造等については、別表第２に規定する整備基準を準用する。 

５ 駅舎等の通路

等 
(１) 移動等円滑化経路を構成する通路等は、次に掲げる構造とすること。 

ア 幅は、２００センチメートル以上とすること。 

イ 床面には、段差を設けないこと。ただし、８の項に定める要件を満たす傾斜路を設ける場合又は９の

項に定める要件を満たすエレベーター（地形上又は施設管理上当該エレベーターを設けることができな

い場合にあっては、１０の項に定める要件を満たすエスカレーター）を設ける場合は、この限りでない。 

ウ 壁面及び柱面の看板並びに設置物は、通路等に突出しないようにすること。やむを得ず突出する場合

は、面を取るなどの安全な措置を講ずること。 

エ 十分な明るさを確保した照明設備を設けること。 

(２) 床面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

６ 駅舎等の出

札、案内所等 

(１) 出札、案内所等のカウンターは、下部に車椅子使用者が円滑に利用することができるための空間を設ける

こと。 

(２) 出札、案内所等のカウンターに至る経路には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

(３) 案内所等（勤務する者を置かないものを除く。）には、筆談用具等を準備し、当該用具のある旨の表示を
すること。 

７ 駅舎等の階段 階段は、次に掲げる構造とすること。 

ア 主要な階段の踏面及びけあげの寸法は、一定とすること。 

イ 主要な階段は、直階段又は折れ曲がり階段とし、回り階段としないこと。 

ウ 幅は、１２０センチメートル以上とすること。 

エ 高さ３００センチメートル以内ごとに踊り場を設けること。 

オ 踏面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

カ 踏面の端部の全体は、視覚障害者等が識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。 

キ 手すりの端部付近には、階段の通ずる場所を示す点字を表記すること。 

ク 十分な明るさを確保した照明設備を設けること。 

ケ 階段下等において、視覚障害者等が安全に歩行するために必要な高さ、空間等を確保すること。やむ

を得ず確保することができない場合は、視覚障害者等に配慮した安全な措置を講ずること。 

コ 階段の両側に立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 

８ 駅舎等の傾斜

路 
(１) 移動等円滑化経路を構成する傾斜路は、次に掲げる構造とすること。 

ア 幅は、１２０センチメートル以上とすること。 

イ 勾配は、屋内にあっては１２分の１以下、屋外にあっては２０分の１以下とすること。ただし、屋内、

屋外とも高さが１６センチメートル以下の場合は８分の１以下、屋外において高さが７５センチメート

ル以下の場合は１２分の１以下とすることができる。 
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ウ 高さが７５センチメートルを超えるものにあっては、高さ７５センチメートル以内ごとに長さ１８０

センチメートル以上の踊り場を設けること。 

エ 傾斜路の折返し部分及び他の通路と出会う部分には、長さ１８０センチメートル以上の水平部分を設

けること。 

(２) 傾斜路の両側に、高さ３５センチメートル以上の立ち上がり（車椅子あたり）を設けること。ただし、側

面が壁面である場合は、この限りでない。 

(３) 床面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

(４) 傾斜路の勾配部分は、その接続する通路と容易に識別することができるものとすること。 

(５) 屋外に設ける傾斜路については、上屋を設けること。 

９ 駅舎等のエレ

ベーター 

移動等円滑化経路を構成するエレベーターは、改札口にできるだけ近い位置に設け、次に掲げる構造とするこ

と。ただし、地形上又は施設管理上エレベーターを設けることができない場合で、駅舎等に隣接する他の施設に
より移動等円滑化された経路を利用することができるとき、次項に定める要件を満たすエスカレーターを設ける

とき又は当該高低差のある部分が前項に定める要件を満たす傾斜路及び通路によって連続しているときは、この

限りでない。 

ア 籠及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ９０センチメートル以上とすること。 

イ 籠の容量は、１１人乗り以上とし、エレベーターの台数、籠の内法幅及び内法奥行きは、駅舎等にお

ける高齢者、障害者等の利用の状況を考慮して定めるものとすること。ただし、次のいずれかに該当す

る場合は、この限りでない。 

(ア) 既設の駅舎等で構造上困難な場合 

(イ) 籠の内部で車椅子を転回することなく円滑に乗降することができる機種を設置する場合 

ウ 高齢者、障害者等の円滑な利用のための附属設備、音声誘導装置等を設けること。 

エ 昇降路の出入口の前の部分に、車椅子を回転させることができる空間を確保し、制御装置側に寄せて

視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

オ 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又は籠の外部及
び籠の内部に画像を表示する設備が設置されていることにより、籠の外部にいる者と籠の内部にいる者

が互いに視覚的に確認することができる構造とすること。 

10 駅舎等のエス

カレーター 

エスカレーターを設置する場合は、次に掲げる構造等とすること。 

ア 改札口にできるだけ近い位置に設けること。 

イ 上下専用であること。 

ウ 踏面、くし板及び床面は、ぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

エ 緊急時の非常停止装置は、容易に操作することができるものとし、かつ、分かりやすい位置に設ける

こと。 

オ くし板は、できるだけ薄くし、ステップ部分と区別できるよう原則として黄色による縁取りを行うこ

と。 

カ 前項に定める要件を満たすエレベーターの設置が困難な駅舎等に設けるエスカレーターは、車椅子対

応型エスカレーターとすること。ただし、既設の駅舎等で構造上困難な場合は、この限りでない。 

キ 踏段の端部の全体が、その周囲の色と容易に識別することができるものとすること。 

ク 進入可能なエスカレーターにおいて、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向を知らせる音声案内

装置を設けること。 

ケ エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、当該エスカレーターへの進入の可

否を表示すること。 

11 駅舎等の便所 (１) 便所（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所）を設ける場合には、次に掲げる構造とす

ること。 

ア 便所への案内、誘導、男女別表示等を分かりやすく表示すること。 

イ 床面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

ウ 出入口及び床面には、段差を設けないこと。 

エ 出入口の幅は、９０センチメートル以上とすること。 

オ 大便器（車椅子使用者用便房に設けるものを除く。）を設ける場合には、そのうち１以上を腰掛式の

大便器とし、当該大便器のある便房の１以上に手すりを設けること。 

カ 男子用小便器を設ける場合には、そのうち１以上を受け口の高さが３５センチメートル以下の小便器

とし、当該小便器の１以上の付近に手すりを設けること。 

キ 洗面器（車椅子使用者用便房に設けるものを除く。）を設ける場合には、洗面器の１以上の付近に手

すりを設けること。 

ク 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するオストメイト対応汚物流し等の水洗器具を設け

た便房を１以上設けること。 

ケ ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を１以上設けること。 

コ ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を１以上設けること。 

サ クからコまでの設備を設けた便房及び便所の出入口には、その旨の表示を行うこと。なお、表示は、

高齢者、障害者等の見やすい位置に設け、内容が容易に識別することができるものとすること（当該内

容が日本産業規格Ｚ８２１０に定められているときは、これに適合すること。）。 

(２) 前号の便所の内部に次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を１以上設け、当該車椅子使用者用便房及び便

所の出入口に、その旨の表示を行うこと。 

ア 出入口の幅は、９０センチメートル以上とすること。 

イ 出入口の戸は、車椅子使用者等が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に

高低差がないこと。 

ウ 車椅子使用者等が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。 
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エ 腰掛式の大便器、洗浄装置、汚物入れ、手すり、洗面器、非常呼び出し装置等を適切な位置に設ける

こと。 

12 駅舎等の旅客
待合所及び休

憩設備（ベン

チ等） 

(１) 旅客待合所を設ける場合には、次に掲げる構造等及び設備とすること。 

ア 分かりやすく利用しやすい位置に設けること。 

イ 旅客待合所への主要な通路の幅は、１４０センチメートル以上とすること。ただし、既設の駅舎等で

構造上困難な場合は、車椅子使用者が円滑に通行することができる構造とした上で、１２０センチメー

トル以上とすることができる。 

ウ 床面には、段差を設けないこと。ただし、８の項に定める要件を満たす傾斜路を設ける場合は、この

限りでない。 

エ 床面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。 

オ 壁面及び柱面の看板並びに設置物は、旅客待合所に突出しないようにすること。やむを得ず突出する

場合は、面を取るなどの安全な措置を講ずること。 

カ 車椅子使用者等が利用することができる十分な広さを確保し、高齢者、障害者等が利用しやすい構造

のベンチ、テーブル等を適宜設けること。 

(２) 通路等又は乗降場に次に掲げる構造等の高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備（以下この項において
「休憩設備」という。）を１以上設けること。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合

は、この限りでない。 

ア 分かりやすく利用しやすい位置に配置し、通路等から休憩設備までの経路は、高齢者、障害者等が円

滑に利用することができるように配慮すること。 

イ 高齢者、障害者等が利用しやすい構造のベンチ等を適宜設けること。 

ウ イの設備に優先席を設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用することができる

者を表示する標識を設けること。 

13 駅舎等の戸 駅舎等の不特定又は多数の者が利用する施設の出入口の戸は、次に掲げる構造とすること。 

ア 幅は、９０センチメートル以上とすること。 

イ 自動的に開閉する構造又は車椅子使用者が円滑に開閉して通過することができる構造とすること。 

ウ 床面には、高齢者、障害者等の通行の支障となる段差を設けないこと。 

14 駅舎等の案内

板等 

(１) 駅舎等の出入口付近はその他の適切な場所には、移動等円滑化の措置がとられた主要な設備等の配置を表

示した案内板等を設けること。 

(２) 駅舎等の出入口付近には、周辺の施設等の案内板等を設けること。 

(３) 駅舎等の要所に駅の名称を表示し、及び路線の案内板、乗降場その他の主要な施設の案内板等を設けるこ

と。 

(４) 移動等円滑化の措置がとられた主要な設備の付近には、これらの設備があることを表示する標識を設ける

こと。 

(５) 駅舎等の案内板等は、分かりやすい場所に配置し、高さは、車椅子使用者等にも見やすい位置とすること。 

(６) 駅舎等の案内板等の表示は、高齢者、障害者等に配慮して内容を容易に読み取ることができるような文字

の大きさ、色調及び明度とすること。 

(７) 駅舎等の案内板等の表記には、平仮名、ピクトグラム（絵文字）、ローマ字等による標示を併用し、当該

標示が日本産業規格Ｚ８２１０に定められているときは、これに適合すること。 

15 駅舎等の案内

装置等 

(１) 列車の到着及び通過、行き先等を知らせるための放送設備等を設けること。 

(２) フラッシュ及び音声により聴覚障害者及び視覚障害者に緊急事態の発生を知らせるための点滅型誘導音

装置付誘導灯を設けること。 

(３) 連続した手すりの曲がり角及び手すりの端部付近には、点字又は記号により案内表示をすること。 

(４) 駅舎等の設備等の配置を点字、音その他の方法により視覚障害者に示すための設備を駅舎等の出入口付近

その他適切な場所に設けること。 

(５) 乗降場には、列車の到着、通過、行き先等を知らせるための文字による案内表示をすることができる情報

提供表示器を設置すること。 

(６) 列車の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備え

ること。ただし、代替措置がある場合は、この限りでない。 

16 駅舎等の視覚
障害者誘導用

ブロック 

(１) 駅舎等の通路等であって、移動等円滑化経路を構成するものには、視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、

又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。 

(２) 視覚障害者誘導用ブロックが敷設された通路等とエレベーター、駅舎等の設備等の配置を表示した点字案

内板及び触知案内図（以下この表及び次表において「設備等配置点字案内板等」という。）、便所の出入口、
券売機並びに出札、案内所等との間の経路を構成する通路等には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷

設すること。 

(３) 券売機から改札口までの経路及び改札口の通路の１以上に視覚障害者誘導用ブロックを連続して敷設す

ること。 

(４) 階段、傾斜路及びエスカレーターの始終端部に近接する通路の床並びにエレベーターの乗降ロビーの操作

盤、設備等配置点字案内板等、便所の出入口、券売機及び出札、案内所等の前には、点状ブロック（床面に

敷設されるブロックであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩

度の差が大きいことにより容易に識別することができるものをいう。以下同じ。）を敷設すること。 

(５) 敷設に当たっては、目的地まで安全かつ確実に到達することができるよう配慮すること。 

(６) 色は、周辺の部分の色と輝度比において対比効果を発揮することができるものとし、原則として黄色を用

い、状況に応じて適切な色を選択すること。 

(７) 形状は、視覚障害者が認識しやすいものとすること。 

(８) 材質は、十分な強度を有し、滑りにくく、耐久性及び耐磨耗性に優れ、退色又は輝度の低下が少ない素材

とすること。 
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17 駅舎等の手す

り 

(１) 一般旅客が常時利用する主要な通路においては、両側に二段手すりを設けること。 

(２) 一般旅客が常時利用する傾斜路、階段等においては、両側に連続して二段手すりを設けること。 

(３) 前２号の二段手すりは、次に掲げる構造とすること。 

ア 取付高さは、下段が床面から６５センチメートル程度、上段が床面から８５センチメートル程度とす

ること。 

イ 形状は、高齢者、障害者等が支障なく利用することができるものとすること。 

ウ 材質は、その取付場所に見合ったものとすること。 

エ 始終端部、分岐部等の要所には、行き先、方面等を点字で表示すること。 

(４) 便所、エレベーター等においては、次に掲げる構造の移乗等動作補助用手すりを設けること。 

ア 移乗等動作に応じて、水平型又は垂直型とすること。 

イ 形状は、高齢者、障害者等が支障なく利用することができるものとすること。 

ウ 材質は、その取付場所に見合ったものとすること。 

18 駅舎等の券売

機 

(１) 券売機は、金銭投入口等を車椅子使用者の手の届く高さに設け、車椅子使用者が券売機に近接することが

できるようにカウンターに切込みを入れること又は蹴(け)込み付券売機とすること。 

(２) 券売機は、運賃等を点字で表示すること。機種により表示が困難な場合は、１以上を視覚障害者が支障な

く利用することができる機種とすること。 

(３) 運賃表は、内容を容易に読み取ることができる文字の大きさとし、高齢者、障害者等に見やすい位置に設

けること。 

19 駅舎等の公衆

電話 

公衆電話を設ける場合には、そのうち１以上は、次に掲げる構造の台の上に置くこと。 

ア 高さは、７０センチメートル程度であること。 

イ 下部に高さ６５センチメートル以上、奥行き４５センチメートル程度の空間があること。 

20 駅前広場 駅前広場は、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用することができる規模及び配置とし、次に掲げるものと

すること。 

ア 歩行者用通路は、車路と分離すること。 

イ 駅舎等の出入口付近に必要に応じて歩行者が留まることができる空間及び休憩施設を設けること。 

ウ 歩行者用通路には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

エ 歩行者用通路は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。  

オ バス停留所は、運行本数及び路線数に応じて配置すること。 

カ 必要に応じて案内板、説明板、標識等（以下この表及び次表において「案内板等」という。）を設け

ること。 

キ 案内板等は、分かりやすい場所に配置し、高さは、車椅子使用者等にも見やすい位置とすること。 

ク 案内板等の表示は、高齢者、障害者等に配慮して内容を容易に読み取ることができるような文字の大

きさ、色調及び明度とすること。 

ケ 案内板等の表記は、平仮名、ピクトグラム（絵文字）、ローマ字等による標示を併用し、当該標示が
日本産業規格Ｚ８２１０に定められているときは、これに適合すること。 

21 自転車等駐車

場 
自転車等駐車場は、次に掲げる構造等とすること。 

ア 出入口は、車の通行等を考慮して安全な位置に設けること。 

イ 自転車等の入出庫は、入出が容易な構造とすること。 

ウ 自転車等の駐車方法は、平置式とすること。 

エ 照明設備を設けること。 

オ 場内の見通しがきくこと。 

カ 場内の分かりやすい位置に案内板等を設けること。 

22 こ線橋 こ線橋は、高齢者、障害者等の安全かつ円滑な移動に配慮した構造、配置等とすること。 

23 踏切 踏切は、次に掲げる構造とすること。 

ア 歩行者が安全かつ円滑に通行することができる通路部分を連続して確保すること。 

イ 踏切の手前に歩行者が安全に留まることができる空間を確保すること。 

ウ 踏切内は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

エ 歩道等の踏切道手前部に、点状ブロックによる踏切道の注意喚起を行うとともに、線状ブロックを部

分的に敷設し、注意喚起を行う点状ブロックに適切に誘導すること。 

オ 踏切道内には、視覚障害者が車道及び線路に誤って進入をすることを防ぐとともに踏切の外にいると

誤認することを回避するため、表面に凹凸のついた誘導表示等（歩道等に設置する視覚障害者誘導用ブ

ロックとは異なる形状とする。）を設けること。 

24 鉄軌道駅の改

札口 

(１) 改札口の通路のうち１以上は、幅を９０センチメートル以上とすること。 

(２) 自動改札機を設ける場合には、当該自動改札機への進入の可否を分かりやすく表示すること。 

25 鉄道駅の乗降

場 

鉄道駅の乗降場は、次に掲げる構造とすること。 

ア 床面の水勾配は、１００分の１程度とし、ぬれても滑りにくい仕上げとすること。ただし、階段、エ

スカレーター等へのすり付け部における水勾配は、この限りでない。 

イ 床面及びホーム先端のノンスリップタイルは、ぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

ウ ホーム先端のノンスリップタイルの材料を選択する場合には、ホーム縁端警告ブロックとの対比効果

が得られるように配置すること。 

エ 縁端及び両端には、車両の停止する部分にホーム縁端警告ブロック又は点状ブロック（以下これらを

「ホーム縁端警告ブロック等」という。）を連続して敷設すること。 

オ 線路側以外の端部には、転落防止のための柵等を設けること。 

カ 列車の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、乗降場と車両とのすき間及び段差は、可能な

限り小さくすること。 
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キ 乗降に係る部分については、上屋を設けること。 

ク 発着する全ての車両の旅客用乗降口の位置が一定しており、車両を自動的に一定の位置に停止させる
ことができる乗降場においては、ホームドア又はホームゲートを設けること。ただし、旅客の円滑な流

動に支障を及ぼすおそれがある場合は、ホーム縁端警告ブロック等その他の視覚障害者の転落を防止す

るための設備を設けること。 

ケ クに掲げる乗降場以外の乗降場にあっては、ホームドア、ホームゲート、ホーム縁端警告ブロック等

その他の転落防止のための設備を設けること。 

コ 列車の接近を文字等により警告するための設備及び音声により警告するための設備を設けること。た

だし、代替措置がある場合は、この限りでない。 

サ 十分な明るさを確保した照明設備を設けること。 

シ 車椅子スペースに通ずる旅客用乗降口には、乗降場に位置を表示すること。ただし、当該旅客用乗降

口の位置が一定していない場合は、この限りでない。 

26 軌道の停留所 (１) 乗降場は、車椅子を回転させることができる幅を確保すること。 

(２) 床面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

(３) 乗降場に至る経路及び乗降場には、視覚障害者誘導用ブロックを連続して敷設すること。 

(４) 乗降場の縁端及び両端には、車両の停止する部分にホーム縁端警告ブロック等を連続して敷設すること。 

(５) 壁面及び柱面の看板並びに設置物は、通路、乗降場等に突出しないようにすること。やむを得ず突出する

場合は、面を取るなどの安全な措置を講ずること。 

27 バス停留所 (１) 分かりやすい場所に停留所の位置等を示す表示をすること。 

(２) 行き先、経由地、運行予定表等を表示すること。 

(３) 駅前広場等におけるバスターミナルには、全体の運行系統、バス停留所等を表示する総合的な案内板を設

けること。 

(４) 乗降場の床面は、ぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

(５) 乗降場に視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

(６) 乗降場の縁端のうち、車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所に接する部分には、視覚障害者の進入

を防止するための設備を設けること。 

(７) 乗降場に接して停留する車両に車椅子使用者が円滑に乗降することができる構造とすること。 

28 タクシー乗り

場 
(１) タクシー乗り場である旨を表示すること。 

(２) 乗降場に視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

 

備考 この表は、不特定かつ多数の者が利用する部分について適用する。 

  

資料編　《関連法令等》 
1 - 54



 

 

別表第10 公共交通施設に関する遵守基準（第11条関係） 

整備項目 遵守基準 

１ 移動等円滑化

経路 

(１) 駅舎等の出入口から、通路、改札口等を経て車両の旅客用乗降口に至る経路のうち１以上を、移動等円滑

化経路とすること。 

(２) 公共用通路と車両等の乗降口との間の経路であって主たる通行の用に供するものと当該公共用通路と当
該車両等の乗降口との間に係る移動等円滑化経路が異なる場合は、これらの経路の長さの差は、できる限り

小さくすること。 

(３) 乗継ぎ経路のうち、移動等円滑化経路を、乗降場ごとに１以上確保すること。 

(４) 主たる乗継ぎ経路と移動等円滑化経路となる乗継ぎ経路が異なる場合は、これらの経路の長さの差は、で

きる限り小さくすること。 

(５) 線路、水路等を挟んだ各側に公共用通路に直接通ずる出入口がある鉄道駅には、第１号の規定にかかわら

ず、当該各側の出入口に通ずる移動等円滑化経路をそれぞれ１以上確保すること。ただし、鉄道駅の規模、

出入口の設置状況その他の状況及び当該鉄道駅の利用の状況を勘案して、高齢者、障害者等の利便を著しく
阻害しないと地方運輸局長が認める場合は、この限りでない。 

２ 駅舎等の出入

口 
駅舎等の出入口は、次に掲げる構造とすること。 

ア 床面には、段差を設けないこと。ただし、７の項に定める要件を満たす傾斜路を併設する場合は、こ

の限りでない。 

イ 地形上又は構造上困難な駅舎等であっても、１以上の出入口については、段差を解消すること。 

ウ 床面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

エ 幅は、９０センチメートル以上とすること。ただし、既設の駅舎等で構造上困難な場合は、８５セン

チメートル以上とすることができる。 

３ 駅舎等の駐車

場 

駐車場を設ける場合の位置、構造等については、別表第３に規定する遵守基準を準用する。 

４ 駅舎等の通路

等 

(１) 移動等円滑化経路を構成する通路等は、次に掲げる構造とすること。 

ア 幅は、１４０センチメートル以上とすること。ただし、既設の駅舎等で構造上困難な場合は、車椅子

使用者が円滑に通行することができる構造とした上で、１２０センチメートル以上とすることができる。 

イ 床面には、段差を設けないこと。ただし、７の項に定める要件を満たす傾斜路を設ける場合又は８の

項に定める要件を満たすエレベーター（地形上又は施設管理上当該エレベーターを設けることができな

い場合にあっては、９の項に定める要件を満たすエスカレーター）を設ける場合は、この限りでない。 

ウ 壁面及び柱面の看板並びに設置物は、通路等に突出しないようにすること。やむを得ず突出する場合

は、面を取るなどの安全な措置を講ずること。 

エ 十分な明るさを確保した照明設備を設けること。 

(２) 床面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

５ 駅舎等の出

札、案内所等 

(１) 出札、案内所等のカウンターは、下部に車椅子使用者が円滑に利用することができるための空間を設ける

こと。 

(２) 出札、案内所等のカウンターに至る経路には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

(３) 案内所等（勤務する者を置かないものを除く。）には、筆談用具等を準備し、当該用具のある旨の表示を

すること。 

６ 駅舎等の階段 階段は、次に掲げる構造とすること。 

ア 主要な階段は、回り階段としないこと。ただし、構造上困難な場合は、この限りでない。 

イ 幅は、１２０センチメートル以上とすること。 

ウ 高さ３００センチメートル以内ごとに踊り場を設けること。 

エ 踏面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

オ 踏面の端部の全体は、視覚障害者等が識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。 

カ 手すりの端部付近には、階段の通ずる場所を示す点字を表記すること。 

キ 十分な明るさを確保した照明設備を設けること。 

ク 階段下等において、視覚障害者等が安全に歩行するために必要な高さ、空間等を確保すること。やむ

を得ず確保することができない場合は、視覚障害者等に配慮した安全な措置を講ずること。 

ケ 階段の両側に立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 

７ 駅舎等の傾斜

路 

(１) 移動等円滑化経路を構成する傾斜路は、次に掲げる構造とすること。 

ア 幅は、１２０センチメートル以上とすること。ただし、段を併設する場合は、９０センチメートル以

上とすることができる。 

イ 勾配は、屋内にあっては１２分の１以下、屋外にあっては２０分の１以下とすること。ただし、屋内、

屋外とも高さが１６センチメートル以下の場合は８分の１以下、屋外において高さが７５センチメート

ル以下の場合は１２分の１以下とすることができる。 

ウ 高さが７５センチメートルを超えるものにあっては、高さ７５センチメートル以内ごとに長さ１５０

センチメートル以上の踊り場を設けること。 

エ 傾斜路の折返し部分及び他の通路と出会う部分には、水平部分を設けること。 

(２) 傾斜路の両側に、高さ３５センチメートル以上の立ち上がり（車椅子あたり）を設けること。ただし、側

面が壁面である場合は、この限りでない。 

(３) 床面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

(４) 傾斜路の勾配部分は、その接続する通路と容易に識別することができるものとすること。 

８ 駅舎等のエレ

ベーター 

移動等円滑化経路を構成するエレベーターは、改札口にできるだけ近い位置に設け、次に掲げる構造とするこ

と。ただし、駅舎等に隣接する他の施設により移動等円滑化された経路を利用することができる場合又は地形上

若しくは施設管理上エレベーターを設けることが著しく困難な場合は、この限りでない。 
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ア 籠及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ８０センチメートル以上とすること。 

イ 籠の容量は、１１人乗り以上とすること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

(ア) 既設の駅舎等で構造上困難な場合 

(イ) 籠の内部で車椅子を転回することなく円滑に乗降することができる機種を設置する場合 

ウ 高齢者、障害者等の円滑な利用のための附属設備を設けること。 

エ 昇降路の出入口の前の部分に、車椅子を回転させることができる空間を確保し、制御装置側に寄せて

視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

オ 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又は籠の外部及
び籠の内部に画像を表示する設備が設置されていることにより、籠の外部にいる者と籠の内部にいる者

が互いに視覚的に確認することができる構造とすること。 

９ 駅舎等のエス

カレーター 

エスカレーターを設置する場合は、次に掲げる構造等とすること。 

ア 踏面、くし板及び床面は、ぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

イ 緊急時の非常停止装置は、容易に操作することができるものとし、かつ、分かりやすい位置に設ける

こと。 

ウ くし板は、できるだけ薄くし、ステップ部分と区別できるよう原則として黄色による縁取りを行うこ

と。 

エ 前項に定める要件を満たすエレベーターの設置が困難な駅舎等に設けるエスカレーターは、車椅子対

応型エスカレーターとすること。ただし、既設の駅舎等で構造上困難な場合は、この限りでない。 

オ 踏段の端部の全体が、その周囲の色と容易に識別することができるものとすること。 

カ 進入可能なエスカレーターにおいて、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向を知らせる音声案内

装置を設けること。 

キ エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、当該エスカレーターへの進入の可

否を表示すること。ただし、上下専用でないエスカレーターについては、この限りでない。 

10 駅舎等の便所 (１) 便所（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所）を設ける場合には、次に掲げる構造とす

ること。 

ア 便所への案内、誘導、男女別表示等を分かりやすく表示すること。 

イ 床面は、ぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

ウ 出入口及び床面には、段差を設けないこと。 

エ 出入口の幅は、８５センチメートル以上とすること。 

オ 大便器（車椅子使用者用便房に設けるものを除く。）を設ける場合には、そのうち１以上を腰掛式の

大便器とし、当該大便器のある便房の１以上に手すりを設けること。 

カ 男子用小便器を設ける場合には、そのうち１以上を受け口の高さが３５センチメートル以下の小便器

とし、当該小便器の１以上の付近に手すりを設けること。 

キ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するオストメイト対応汚物流し等の水洗器具を設け

た便房を１以上設けること。 

ク ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を１以上設けること。 

ケ ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を１以上設けること。 

コ キからケまでの設備を設けた便房及び便所の出入口には、その旨の表示を行うこと。 

(２) 前号の便所の内部又は近接した分かりやすく利用しやすい位置に次に掲げる構造の車椅子使用者用便房

を１以上設け、当該車椅子使用者用便房及び便所の出入口に、その旨の表示を行うこと。 

ア 出入口の幅は、８５センチメートル以上とすること。 

イ 出入口の戸は、車椅子使用者等が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に

高低差がないこと。 

ウ 車椅子使用者等が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。 

エ 腰掛式の大便器、洗浄装置、汚物入れ、手すり、洗面器、非常呼び出し装置等を適切な位置に設ける
こと。 

11 駅舎等の旅客

待合所及び休

憩設備（ベン

チ等） 

(１) 旅客待合所を設ける場合には、次に掲げる構造等及び設備とすること。 

ア 分かりやすく利用しやすい位置に設けること。 

イ 旅客待合所への主要な通路の幅は、１４０センチメートル以上とすること。ただし、既設の駅舎等で

構造上困難な場合は、車椅子使用者が円滑に通行することができる構造とした上で、１２０センチメー

トル以上とすることができる。 

ウ 床面には、段差を設けないこと。ただし、７の項に定める要件を満たす傾斜路を設ける場合は、この

限りでない。 

エ 床面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。 

オ 壁面及び柱面の看板並びに設置物は、旅客待合所に突出しないようにすること。やむを得ず突出する

場合は、面を取るなどの安全な措置を講ずること。 

カ 車椅子使用者等が利用することができる十分な広さを確保し、高齢者、障害者等が利用しやすい構造

のベンチを適宜設けること。 

(２) 通路等又は乗降場に高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を１以上設けること。ただし、旅客の円滑

な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。 

(３) 前号の設備に優先席を設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用することができる者

を表示する標識を設けること。 

12 駅舎等の戸 駅舎等の不特定かつ多数の者が利用する施設の出入口の戸は、次に掲げる構造とすること。 

ア 幅は、８５センチメートル以上とすること。 

イ 自動的に開閉する構造又は車椅子使用者が円滑に開閉して通過することができる構造とすること。 

ウ 床面には、高齢者、障害者等の通行の支障となる段差を設けないこと。 
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13 駅舎等の案内

板等 

(１) 駅舎等の出入口付近その他の適切な場所には、移動等円滑化の措置がとられた主要な設備等の配置を表示

した案内板等を設けること。ただし、移動等円滑化の措置がとられた主要な設備の配置を容易に視認するこ

とができる場合は、この限りでない。 

(２) 移動等円滑化の措置がとられた主要な設備の付近には、これらの設備があることを表示する標識を設ける

こと。 

(３) 駅舎等の案内板等の表示は、高齢者、障害者等に配慮して内容を容易に読み取ることができるような文字

の大きさ、色調及び明度とすること。 

(４) 駅舎等の案内板等の表記には、平仮名、ピクトグラム（絵文字）、ローマ字等による標示を併用し、当該

標示が日本産業規格Ｚ８２１０に定められているときは、これに適合すること。 

14 駅舎等の案内

装置等 

(１) 駅舎等の設備等の配置を点字、音その他の方法により視覚障害者に示すための設備を駅舎等の出入口付近

その他適切な場所に設けること。ただし、駅舎等の設備等の配置が単純な場合は、この限りでない。 

(２) 列車の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備え

ること。ただし、代替措置がある場合は、この限りでない。 

15 駅舎等の視覚

障害者誘導用

ブロック 

(１) 駅舎等の通路等であって、移動等円滑化経路を構成するものには、視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、

又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、視覚障害者の誘導を行う者
が常駐する２以上の設備がある場合であって、当該２以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該

２以上の設備間の経路を構成する通路等については、この限りでない。 

(２) 視覚障害者誘導用ブロックが敷設された通路等とエレベーター、設備等配置点字案内板等、便所の出入
口、券売機並びに出札、案内所等との間の経路を構成する通路等には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロック

を敷設すること。ただし、前号ただし書の経路については、この限りでない。 

(３) 階段、傾斜路及びエスカレーターの始終端部に近接する通路の床並びにエレベーターの乗降ロビーの操作

盤、設備等配置点字案内板等、便所の出入口、券売機及び出札、案内所等の前には、点状ブロックを敷設す

ること。 

(４) 敷設に当たっては、目的地まで安全かつ確実に到達することができるよう配慮すること。 

(５) 色は、周辺の部分の色と輝度比において対比効果を発揮することができるものとし、原則として黄色を用

い、状況に応じて適切な色を選択すること。 

(６) 形状は、視覚障害者が認識しやすいものとすること。 

(７) 材質は、十分な強度を有し、滑りにくく、耐久性及び耐磨耗性に優れ、退色又は輝度の低下が少ない素材

とすること。 

16 駅舎等の手す

り 

(１) 一般旅客が常時利用する傾斜路、階段等においては、両側に連続して手すりを設けること。 

(２) 前号の手すりは、次に掲げる構造とすること。 

ア 取付高さは、一段手すりの場合は床面から８０センチメートル程度、二段手すりの場合は下段が床面

から６５センチメートル程度、上段が床面から８５センチメートル程度とすること。 

イ 形状は、高齢者、障害者等が支障なく利用することができるものとすること。 

ウ 材質は、その取付場所に見合ったものとすること。 

エ 始終端部、分岐部等の要所には、行き先、方面等を点字で表示すること。 

(３) 便所、エレベーター等においては、移乗等動作補助用手すりを設けること。 

17 駅舎等の券売

機 

(１) 券売機は、金銭投入口等を車椅子使用者の手の届く高さに設け、車椅子使用者が券売機に近接することが

できるようにカウンターに切込みを入れること又は蹴(け)込み付券売機とすること。 

(２) 券売機は、運賃等を点字で表示すること。機種により表示が困難な場合は、１以上を視覚障害者が支障な

く利用することができる機種とすること。 

18 鉄軌道駅の改

札口 

(１) 改札口の通路のうち１以上は、幅を９０センチメートル以上とすること。 

(２) 自動改札機を設ける場合には、当該自動改札機への進入の可否を分かりやすく表示すること。 

19 鉄道駅の乗降

場 

鉄道駅の乗降場は、次に掲げる構造とすること。 

ア 床面の水勾配は、１００分の１程度とし、ぬれても滑りにくい仕上げとすること。ただし、階段、エ

スカレーター等へのすり付け部における水勾配は、この限りでない。 

イ 床面及びホーム先端のノンスリップタイルは、ぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

ウ 縁端及び両端には、車両の停止する部分にホーム縁端警告ブロック等を連続して敷設すること。ただ

し、ホームドア、ホームゲート等が設置されている場合は、この限りでない。 

エ 線路側以外の端部には、転落防止のための柵等を設けること。 

オ 列車の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、乗降場と車両とのすき間及び段差は、可能な

限り小さくすること。 

カ 発着する全ての車両の旅客用乗降口の位置が一定しており、車両を自動的に一定の位置に停止させる
ことができる乗降場においては、ホームドア又はホームゲートを設けること。ただし、旅客の円滑な流

動に支障を及ぼすおそれがある場合は、ホーム縁端警告ブロック等その他の視覚障害者の転落を防止す

るための設備を設けること。 

キ カに掲げる乗降場以外の乗降場にあっては、ホームドア、ホームゲート、ホーム縁端警告ブロック等

その他の転落防止のための設備を設けること。 

ク 列車の接近を文字等により警告するための設備及び音声により警告するための設備を設けること。た

だし、代替措置がある場合は、この限りでない。 

ケ 十分な明るさを確保した照明設備を設けること。 

コ 車椅子スペースに通ずる旅客用乗降口には、乗降場に位置を表示すること。ただし、当該旅客用乗降

口の位置が一定していない場合は、この限りでない。 

20 軌道の停留所 (１) 乗降場は、車椅子を回転させることができる幅を確保すること。 

(２) 床面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

(３) 乗降場に至る経路及び乗降場には、視覚障害者誘導用ブロックを連続して敷設すること。 

(４) 乗降場の縁端及び両端には、車両の停止する部分にホーム縁端警告ブロック等を連続して敷設すること。 
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(５) 壁面及び柱面の看板並びに設置物は、通路、乗降場等に突出しないようにすること。やむを得ず突出する

場合は、面を取るなどの安全な措置を講ずること。 

21 バス停留所 (１) 乗降場の床面は、ぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

(２) 乗降場の縁端のうち、車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所に接する部分には、視覚障害者の進入

を防止するための設備を設けること。 

(３) 乗降場に接して停留する車両に車椅子使用者が円滑に乗降することができる構造のものであること。 

 

備考 この表は、不特定かつ多数の者が利用する部分について適用する。 
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別表第11 路外駐車場に関する整備基準・遵守基準（第11条関係） 

整備項目 遵守基準 

１ 路外駐車場車

椅子使用者用

駐車施設 

(１) 路外駐車場には、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設（以下「路外駐車場車椅子使用者

用駐車施設」という。）を１以上設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも

側車付きのものを除く。）のための駐車場については、この限りでない。 

(２) 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものとすること。 

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 

イ 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車椅子使用者用駐車施設である旨の

表示を行うこと。 

ウ 傾斜部に設けないこと。 

エ 次項第２号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 

２ 路外駐車場移

動等円滑化経

路 

(１) 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設から道等までの経路のうち１以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用

することができる経路（以下この表において「路外駐車場移動等円滑化経路」という。）とすること。 

(２) 路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるものとすること。 

ア 路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りで

ない。 

イ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、85センチメートル以上とすること。 

ウ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。 

(イ) 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 

(ウ) 路面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

(エ) 路面には、排水溝、集水ます等を設けないこと。やむを得ず設ける場合は、つえ、車椅子のキャス

ター、靴のかかと等が落ち込まない構造のふたを設けること。 

エ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路（段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）は、

次に掲げるものとすること。 

(ア) 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメ

ートル以上とすること。 

(イ) 勾配は、20分の１を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、８分

の１を超えないこと。 

(ウ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セ

ンチメートル以上の踊り場を設けること。 

(エ) 手すりを設けること。 

(３) 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口付近に路外駐車場車椅子使用者用駐車施設への経路につ
いて案内のための表示を行うこと。ただし、当該路外駐車場車椅子使用者用駐車施設を当該出入口から視認

することができる場合は、この限りでない。 

 

備考 この表は、不特定かつ多数の者が利用する部分について適用する。 
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別表第12 集合住宅に関する整備基準（第11条関係） 

整備項目 遵守基準 

１ 特定経路等 (１) 次に掲げる経路は、それぞれ１以上を多数の者が円滑に利用することができる経路（以下この表及び次表

において「特定経路等」という。）とすること。 

ア 道等から各住戸までの経路 

イ 集合住宅又はその敷地に車椅子使用者用便房を設ける場合における各住戸から当該車椅子使用者用便

房までの経路 

ウ 集合住宅又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合における当該車椅子使用者用駐車施設

から各住戸までの経路 

エ 集合住宅又はその敷地に当該集合住宅の居住者のみが利用する集会室等を設ける場合における各住戸

から当該集会室等までの経路 

(２) 特定経路等上に階段又は段を設けないものとすること（傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設す

る場合を除く。）。ただし、床面積の合計が2,000平方メートル未満で、階数が３で戸数が29以下の場合及
び階数が４で戸数が19以下の場合における階から階に至る階段については、この限りでない。 

２ 出入口 (１) 特定経路等を構成する出入口は、次に掲げるものとすること。 

ア 幅は、85センチメートル以上とすること（イに掲げるもの並びにエレベーターの籠及び昇降路の出入

口に設けられるものを除く。）。ただし、構造上やむを得ない場合又は床面積の合計が2,000平方メート

ル未満の場合は、80センチメートル以上とすることができる。 

イ 直接地上へ通ずる出入口の幅は、100センチメートル以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場

合又は床面積の合計が2,000平方メートル未満の場合は、85センチメートル以上とすることができる。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

エ 床面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。 

(２) 直接地上へ通ずる出入口（特定経路等を構成する出入口を除く。）のうち１以上は、次に掲げるものとす

ること。 

ア 幅は、85センチメートル以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場合又は床面積の合計が2,000

平方メートル未満の場合は、80センチメートル以上とすることができる。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

３ 廊下等 (１) 多数の者が利用する廊下等は、次に掲げるものとすること。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 階段の上端及び下端に近接する廊下等の部分には、視覚障害者に対し段差の存在を警告するために、
点状ブロック等を敷設すること。ただし、床面積の合計が2,000平方メートル未満の場合は、この限りで

ない。 

ウ 階段等の下においては、安全に歩行するために必要な高さ及び空間を確保すること。階段等の構造上

やむを得ず確保することができない場合は、主として視覚障害者に配慮した安全な措置を講ずること。 

(２) 特定経路等を構成する廊下等は、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものとすること。 

ア 幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場合又は床面積の合計が2,000

平方メートル未満の場合は、120センチメートル以上とすることができる。この場合、50メートル以内ご

とに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

ウ 連続して手すりを設けること。 

４ 階段 (１) 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとすること。 

ア 踊り場を含めて、連続して手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別す

ることができるものとすること。 

エ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

オ 段がある部分の上端及び下端に近接する踊り場の部分には、視覚障害者に対し警告するために、点状
ブロック等を敷設すること。ただし、当該踊り場が250センチメートル以下の直進のものである場合にお

いては、この限りでない。 

カ 主たる階段は、回り階段としないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが

困難である場合は、この限りでない。 

キ 踏面及びけあげの寸法は、それぞれ一定とすること。 

ク 十分な照度が得られるよう照明器具を配置すること。 

ケ 勾配は、高齢者、障害者等が昇降しやすい程度とすること。 

コ 踊り場を設けること。 

(２) 多数の者が利用する階段のうち１以上は、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものとすること。ただし、

床面積の合計が2,000平方メートル未満の場合は、この限りでない。 

ア 踊り場を含めて、両側に連続して手すりを設けること。 

イ けあげの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

ウ 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅（10センチメートルを限度とする。）は、

ないものとみなす。）は、120センチメートル以上とすること。 

(３) 前号の規定は、別表第２の６の項に定める要件を満たすエレベーター及びその乗降ロビーを併設する場合

には、適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が利用する階段については、この限りでない。 
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５ 階段に代わ

り、又はこれ
に併設する傾

斜路 

(１) 多数の者が利用する傾斜路は、次に掲げるものとすること。 

ア 手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別するこ

とができるものとすること。 

(２) 特定経路等を構成する傾斜路は、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものとすること。 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチ

メートル以上とすること。 

イ 勾配は、12分の１を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、８分の

１を超えないこと。 

ウ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セン

チメートル以上の踊り場を設けること。 

エ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

オ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる水平部分を設けること。 

６ エレベーター

及びその乗降

ロビー 

特定経路等を構成するエレベーター（次項に定めるものを除く。以下この項において同じ。）及びその乗降ロ

ビーは、床面積の合計が2,000平方メートル未満で、階数が３で戸数が30以上の場合、階数が４で戸数が20以上
の場合及び階数が５以上の場合並びに床面積の合計が2,000平方メートル以上の場合にあっては、次に掲げるも

のとすること。 

ア 籠は、多数の者が利用する階に停止すること。 

イ 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 

ウ 籠の内部については、次に掲げるものとすること。ただし、車椅子で利用することができる機種を設

置する場合は、この限りでない。 

(ア) 奥行きは、135センチメートル以上とすること。ただし、床面積の合計が2,000平方メートル未満の

場合は、車椅子を使用することができる奥行きがあること。 

(イ) 幅は、140センチメートル以上とすること。 

(ウ) 車椅子の転回に支障がない構造とすること。 

エ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。た

だし、床面積の合計が2,000平方メートル未満の場合は、車椅子を回転させることができる空間を確保す

ること。 

オ エレベーター付近に階段等を設ける場合には、利用者の安全を確保するため、乗降ロビーに転落防止

対策を講ずること。 

カ 籠の内部及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。また、次

に掲げる方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造の制御装置（車椅子使用者が利用し
やすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限

る。）を設けること。 

(ア) 文字等の浮き彫り 

(イ) 音による案内 

(ウ) 点字及び(ア)又は(イ)に類するもの 

キ 籠の内部に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。また、籠が到着

する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 

ク エレベーターの籠及び昇降路の出入口の戸には、籠の中を見通すことができるガラス窓を設けること。
ただし、常時勤務する者が同乗する場合、監視用カメラを設ける場合又は聴覚障害者へ情報を伝える装

置を設ける場合は、この限りでない。 

ケ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。また、籠の内部又は乗降ロビー

に、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 

コ アからケまでに掲げるもののほか、高齢者、障害者等が支障なく利用することができる構造とするこ

と。 

７ 特殊な構造又

は使用形態の
エレベーター

その他の昇降

機 

特定経路等を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機（平成18年国土交通省告示第

1492号第１第１号に規定するエレベーターその他の昇降機をいう。）は、次に掲げるものとすること。 

ア 平成12年建設省告示第1413号第１第９号に規定するものとすること。 

イ 籠の幅は、70センチメートル以上とし、かつ、奥行きは、120センチメートル以上とすること。 

ウ 車椅子使用者が籠の内部で方向を変更する必要がある場合にあっては、籠の幅及び奥行きが十分に確

保されていること。 

８ 便所 (１) 多数の者が利用する便所を設ける場合には、出入口及び床面には、段差を設けないこととし、並びに床面

を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(２) 前号の便所のうち１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げるもの

とすること。 

ア 便所内に、次に掲げる構造等の車椅子使用者用便房を１以上設け、当該車椅子使用者用便房及び便所

の出入口には、その旨の表示を行うこと。 

(ア) 腰掛式の大便器、手すり等を適切に配置すること。 

(イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。 

(ウ) 車椅子使用者用便房は、車椅子使用者用便房以外の便房に近接し、分かりやすく、かつ、利用しや

すい位置に設けること。 

イ 便所（床面積の合計が1,000平方メートル以上の場合に限る。）内に、高齢者、障害者等の円滑な利用
に適した構造を有するオストメイト対応汚物流し等の水洗器具を設けた便房を１以上設け、当該便房及

び便所の出入口には、その旨の表示を行うこと。 
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(３) 前号ア及びイの表示は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設け、内容が容易に識別することができるも

のとすること（当該内容が日本産業規格Ｚ8210に定められているときは、これに適合すること。）。 

(４) 第１号の便所内に、車椅子使用者用便房以外の便房を設ける場合には、そのうち１以上（男子用及び女子

用の区別があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げる構造の便所とすること。 

ア 大便器は、１以上を腰掛式の大便器とすること。 

イ アの規定により設けられた大便器のある便房の１以上に、手すりを設けること。 

(５) 第１号の便所内に男子用小便器を設ける場合には、そのうち１以上は、次に掲げる構造の便所とするこ

と。 

ア 小便器は、１以上を床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが35センチメートル以下のもの

に限る。）その他これらに類する小便器とすること。 

イ アの規定により設けられた小便器の１以上の付近に、手すりを設けること。 

９ 浴室及びシャ

ワー室 

(１) 多数の者が利用する浴室又はシャワー室（以下この項において「浴室等」という。）を設ける場合には、
床面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。ただし、床面積の合計が2,000平方メートル未満の

場合は、この限りでない。 

(２) 浴室等のうち１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げるものとす

ること。ただし、床面積の合計が2,000平方メートル未満の場合は、この限りでない。 

ア 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置すること。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。 

ウ 出入口は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 幅は、85センチメートル以上とすること。 

(イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過すること
ができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

10 敷地内の通路 (１) 多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものとすること。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 段がある部分は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別

することができるものとすること。 

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

(エ) 段がある部分の上端及び下端には、視覚障害者に対し警告するために、点状ブロック等を敷設する

こと。点状ブロック等の敷設が利用上特に支障をきたす場合には、仕上げの色を変えるなどの代替措

置により段を識別しやすくすること。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別するこ

とができるものとすること。 

エ 階段等の下においては、安全に歩行するために必要な高さ及び空間を確保すること。階段等の構造上

やむを得ず確保することができない場合は、主として視覚障害者に配慮した安全な措置を講ずること。 

(２) 特定経路等を構成する敷地内の通路は、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものとすること。 

ア 幅は、135センチメートル以上とすること。ただし、敷地の状況によりやむを得ない場合又は床面積の

合計が2,000平方メートル未満の場合は、120センチメートル以上とすることができる。 

イ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。ただし、床面積の合計が2,000平

方メートル未満の場合は、この限りでない。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

エ 排水溝、集水ます等を設けないこと。建築物の配置上やむを得ず設ける場合は、車椅子使用者、つえ

使用者等の通行に支障のないものとすること。 

オ 傾斜路は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 幅は、段に代わるものにあっては135センチメートル以上（床面積の合計が2,000平方メートル未満

の場合は、120センチメートル以上）、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。 

(イ) 勾配は、20分の１を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては８分の

１以下、高さが75センチメートル以下のもの、敷地の状況等によりやむを得ない場合又は床面積の合

計が2,000平方メートル未満の場合は12分の１以下とすることができる。 

(ウ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(エ) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。た

だし、床面積の合計が2,000平方メートル未満の場合は、この限りでない。 

(オ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セ

ンチメートル以上の踊り場を設けること。 

11 駐車場 (１) 多数の者が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち１以上に、車椅子使用者用駐車施設を１以上設け

ること。ただし、床面積の合計が1,000平方メートル未満の場合は、この限りでない。 

(２) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものとすること。 

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 

イ 車椅子使用者用駐車施設から各住戸までの特定経路等の長さができるだけ短くなる位置に設けるこ

と。 

(３) 多数の者が利用する駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合には、車椅子使用者用駐車施設又はそ
の付近に、当該車椅子使用者用駐車施設から各住戸までの特定経路等についての誘導表示を設けること。な
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お、誘導表示は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設け、内容が容易に識別することができるものとする

こと（当該内容が日本産業規格Ｚ8210に定められているときは、これに適合すること。）。 

12 標識 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は車椅子使用者用駐車施設の付近には、
それぞれ当該エレベーターその他の昇降機、便所又は車椅子使用者用駐車施設があることを表示する次に掲げる

要件を満たす標識を設けること。 

ア 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 

イ 表示すべき内容が容易に識別することができること（当該内容が日本産業規格Ｚ8210に定められてい
るときは、これに適合すること。）。 

13 案内設備 (１) 集合住宅（床面積の合計が1,000平方メートル以上の場合に限る。以下この項において同じ。）又はその

敷地には、当該集合住宅又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便

所又は車椅子使用者用駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けること。ただし、当該エレベー
ターその他の昇降機、便所又は車椅子使用者用駐車施設の配置を容易に視認することができる場合は、この

限りでない。 

(２) 集合住宅又はその敷地には、集合住宅又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその

他の昇降機又は便所の配置について、次に掲げる方法により、視覚障害者に示すための設備を設けること。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

(３) 案内所を設ける場合には、前２号の規定は適用しない。 

14 案内設備まで

の経路 

(１) 道等から前項第２号に規定する設備又は同項第３号の案内所までの経路は、そのうち１以上を視覚障害者
移動等円滑化経路とすること。ただし、集合住宅の内にある当該集合住宅を管理する者等が常時勤務する案

内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認することができ、かつ、道等から当該出入口までの経路が次

号に定める要件を満たすものである場合又は床面積の合計が2,000平方メートル未満である場合は、この限

りでない。 

(２) 視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるものとすること。 

ア 視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、視覚障害者誘導用ブロックを適切

に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。 

イ 視覚障害者誘導用ブロックの色は、周辺の部分の色と輝度比において対比効果を発揮することができ

るものとし、原則として黄色を用い、状況に応じて適切な色を選択すること。 

ウ 視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告

するために、点状ブロック等を敷設すること。 

(ア) 車路に近接する部分 

(イ) 段がある部分の上端及び下端に近接する部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分（次に掲げ

る部分を除く。） 

ａ 勾配が20分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近接する部分 

ｂ 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の１を超えない傾斜がある部分の上端に

近接する部分 

ｃ 段がある部分又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊り場等の部分 

15 公共的通路 公共的通路は、次に掲げるものとすること。 

ア 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築物外部の公共的通路に係る構造は、次に掲げるも

のとすること。 

(ア) 通路の幅は、200センチメートル以上（都市計画法、建築基準法又は住環境条例で別に定める有効幅

員がある場合は、当該有効幅員以上）とし、歩行者の通行に支障のない高さ及び空間を確保すること。 

(イ) 通路面には、段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件を満たす傾斜路又は６の項若しくは７

の項に定める要件を満たすエレベーターその他の昇降機を設けている場合又は道路等の自然勾配が段

に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

ａ 手すりを設けること。 

ｂ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別す

ることができるものとすること。 

ｃ 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90セン

チメートル以上とすること。 

ｄ 勾配は、20分の１を超えないこと。 

ｅ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150

センチメートル以上の踊り場を設けること。 

ｆ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

ｇ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 

(ウ) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(エ) 当該公共的通路と連続する敷地外の道路、公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されて

いる場合には、連続性を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、道路の歩道に
沿って歩道状空地が設けられている場合には、当該歩道状空地に視覚障害者誘導用ブロックを敷設し

ないことができる。 

(オ) 階段を設ける場合には、次に掲げる構造とすること。 

ａ 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

ｂ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に

識別することができるものとすること。 

ｃ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

ｄ 段がある部分の上端及び下端に近接する通路の部分並びに段がある部分の上端及び下端に近接

資料編　《関連法令等》 
1 - 63



 

 

する踊り場（250センチメートル以下の直進のものを除く。）の部分には、視覚障害者に対し警

告するために、点状ブロック等を敷設すること。 

ｅ 主たる階段は、回り階段としないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保するこ

とが困難であるときは、この限りでない。 

ｆ けあげの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

ｇ 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅（10センチメートルを限度とする。）

は、ないものとみなす。）は、120センチメートル以上とすること。 

イ 屋内貫通通路、アトリウム等の建築物内部の公共的通路に係る構造は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 通路部分の幅は、200センチメートル以上（都市計画法、建築基準法又は住環境条例で別に定める有

効幅員がある場合は、当該有効幅員以上）とし、当該部分の天井の高さを250センチメートル以上とす

ること。 

(イ) 通路の床面には、段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件を満たす傾斜路又は６の項若しく

は７の項に定める要件を満たすエレベーターその他の昇降機を設けている場合又は道路等の自然勾配

が段に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

ａ 手すりを設けること。 

ｂ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別す

ることができるものとすること。 

ｃ 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及び傾斜がある部分の上端に近接する踊り場の部
分には、視覚障害者に対し警告するために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、勾配が20

分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの、高さが16センチメートルを超えない

傾斜がある部分の上端に近接するもの又は直進で長さが250センチメートル以下の踊り場に設

けるものについては、この限りでない。 

ｄ 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90セン

チメートル以上とすること。 

ｅ 勾配は、12分の１を超えないこと。 

ｆ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150

センチメートル以上の踊り場を設けること。 

ｇ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

ｈ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる水平部分を設けること。 

(ウ) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(エ) 当該公共的通路と連続する道路、建築物外の公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設され

ている場合には、連続性を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

(オ) 階段を設ける場合には、次に掲げる構造とすること。 

ａ 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

ｂ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に

識別することができるものとすること。 

ｃ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

ｄ 段がある部分の上端及び下端に近接する通路の部分並びに段がある部分の上端及び下端に近接

する踊り場（250センチメートル以下の直進のものを除く。）の部分には、視覚障害者に対し警

告するために、点状ブロック等を敷設すること。 

ｅ 主たる階段は、回り階段としないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保するこ

とが困難であるときは、この限りでない。 

ｆ けあげの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

ｇ 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅（10センチメートルを限度とする。）
は、ないものとみなす。）は、120センチメートル以上とすること。 

 

備考 

１ この表は、多数の者が利用する部分について適用する。 

２ 特定経路等を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により10の項第２号の定めによることが困難である場合における１の

項第１号アの規定の適用については、同号ア中「道等」とあるのは、「当該集合住宅の車寄せ」とする。 
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別表第13 集合住宅に関する遵守基準（第11条関係） 

整備項目 遵守基準 

１ 特定経路 (１) 道等から各住戸（地上階又はその直上階若しくは直下階のみに住戸がある集合住宅にあっては、地上階に

あるものに限る。以下同じ。）までの経路のうち１以上を多数の者が円滑に利用することができる経路（以

下この表において「特定経路」という。）とすること。 

(２) 特定経路上に階段又は段を設けないこと（傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合を除

く。）。ただし、床面積の合計が2,000平方メートル未満で、階数が３で戸数が29以下の場合及び階数が４

で戸数が19以下の場合における階から階に至る階段については、この限りでない。 

２ 出入口 特定経路を構成する出入口は、次に掲げるものとすること。 

ア 幅は、80センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

ウ 床面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。 

３ 廊下等 (１) 多数の者が利用する廊下等は、次に掲げるものとすること。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 階段等の下においては、安全に歩行するために必要な高さ及び空間を確保すること。階段等の構造上

やむを得ず確保することができない場合は、主として視覚障害者に配慮した安全な措置を講ずること。 

(２) 特定経路を構成する廊下等は、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものとすること。 

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 

イ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが
できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

４ 階段 (１) 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとすること。 

ア 踊り場を除き、手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別す

ることができるものとすること。 

エ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

オ 主たる階段は、回り階段としないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが

困難である場合は、この限りでない。 

(２) 多数の者が利用する階段（床面積の合計が2,000平方メートル以上の場合に限る。）のうち１以上は前号

に掲げるもののほか、次に掲げるものとすること。 

ア 踊り場に手すりを設けること。 

イ けあげの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とし、それぞれ一定とす

ること。 

ウ 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅（10センチメートルを限度とする。）は、

ないものとみなす。）は、120センチメートル以上とすること。 

(３) 多数の者が利用する階段（床面積の合計が2,000平方メートル未満の場合に限る。）は、第１号に掲げる

もののほか、次に掲げるものとすること。 

ア 踊り場に手すりを設けること。 

イ けあげ及び踏面の寸法は、それぞれ一定とすること。 

(４) 前２号の規定は、別表第３の６の項に定める要件を満たすエレベーター及びその乗降ロビーを併設する場

合には、適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が利用する階段については、この限りでない。 

５ 階段に代わ
り、又はこれ

に併設する傾

斜路 

(１) 多数の者が利用する傾斜路は、次に掲げるものとすること。 

ア 勾配が12分の１を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設ける

こと。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別するこ

とができるものとすること。 

(２) 特定経路を構成する傾斜路は、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものとすること。 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチ

メートル以上とすること。 

イ 勾配は、12分の１を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、８分の

１を超えないこと。 

ウ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セン

チメートル以上の踊り場を設けること。 

エ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

オ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる水平部分を設けること。 

６ エレベーター
及びその乗降

ロビー 

特定経路を構成するエレベーター（次項に定めるものを除く。以下この項において同じ。）及びその乗降ロビ
ーは、床面積の合計が2,000平方メートル未満で、階数が３で戸数が30以上の場合、階数が４で戸数が20以上の

場合及び階数が５以上の場合並びに床面積の合計が2,000平方メートル以上の場合にあっては、次に掲げるもの

とすること。 

ア 籠は、各住戸、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。 

イ 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 

ウ 籠の奥行きは、115センチメートル以上とすること。ただし、床面積の合計が2,000平方メートル未満
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の場合は、車椅子を使用することができる奥行きがあること。 

エ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。た
だし、床面積の合計が2,000平方メートル未満の場合は、車椅子を回転させることができる空間を確保す

ること。 

オ 籠の内部及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 

カ 籠の内部に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 

キ エレベーターの籠及び昇降路の出入口の戸には、籠の中を見通すことができるガラス窓を設けること。
ただし、常時勤務する者が同乗する場合、監視用カメラを設ける場合又は聴覚障害者へ情報を伝える装

置を設ける場合は、この限りでない。 

ク 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 

７ 特殊な構造又
は使用形態の

エレベーター

その他の昇降

機 

(１) 特定経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機（平成18年国土交通省告示第

1492号第１第１号に規定するエレベーターその他の昇降機をいう。）は、次に掲げるものとすること。 

ア 平成12年建設省告示第1413号第１第９号に規定するものとすること。 

イ 籠の幅は、70センチメートル以上とし、かつ、奥行きは、120センチメートル以上とすること。 

ウ 車椅子使用者が籠の内部で方向を変更する必要がある場合にあっては、籠の幅及び奥行きが十分に確

保されていること。 

(２) 特定経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエスカレーターは、平成12年建設省告示第1417号第１ただ

し書に規定するものとすること。 

８ 便所 (１) 多数の者が利用する便所を設ける場合には、床面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(２) 前号の便所のうち１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げるもの

とすること。 

ア 便所内に、次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を１以上設けること。 

(ア) 腰掛式の大便器、手すり等を適切に配置すること。 

(イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。 

イ 便所（床面積の合計が1,000平方メートル以上の場合に限る。）内に、高齢者、障害者等の円滑な利用

に適した構造を有するオストメイト対応汚物流し等の水洗器具を設けた便房を１以上設け、当該便房及

び便所の出入口には、その旨の表示を行うこと。 

(３) 第１号の便所内に男子用小便器を設ける場合には、そのうち１以上は、次に掲げる構造の便所とするこ

と。 

ア 小便器は、１以上を床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが35センチメートル以下のもの
に限る。）その他これらに類する小便器とすること。 

９ 浴室及びシャ

ワー室 

(１) 多数の者が利用する浴室又はシャワー室（以下この項において「浴室等」という。）を設ける場合には、

床面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。ただし、床面積の合計が2,000平方メートル未満の

場合は、この限りでない。 

(２) 浴室等のうち１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げるものとす

ること。ただし、床面積の合計が2,000平方メートル未満の場合は、この限りでない。 

ア 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置すること。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。 

ウ 出入口は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 幅は、85センチメートル以上とすること。 

(イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができ

る構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

10 敷地内の通路 (１) 多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものとすること。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 段がある部分は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別

することができるものとすること。 

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 勾配が12分の１を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の１を超える傾斜

がある部分には、手すりを設けること。 

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別するこ

とができるものとすること。 

エ 階段等の下においては、安全に歩行するために必要な高さ及び空間を確保すること。階段等の構造上

やむを得ず確保することができない場合は、主として視覚障害者に配慮した安全な措置を講ずること。 

(２) 特定経路を構成する敷地内の通路は、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものとすること。 

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 

イ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。ただし、床面積の合計が2,000平

方メートル未満の場合は、この限りでない。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

エ 排水溝、集水ます等を設けないこと。建築物の配置上やむを得ず設ける場合は、車椅子使用者、つえ

使用者等の通行に支障のないものとすること。 

オ 傾斜路は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメ
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ートル以上とすること。 

(イ) 勾配は、12分の１を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、８分

の１を超えないこと。 

(ウ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(エ) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。た

だし、床面積の合計が2,000平方メートル未満の場合は、この限りでない。 

(オ) 高さが75センチメートルを超えるもの（勾配が20分の１を超えるものに限る。）にあっては、高さ
75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊り場を設けること。 

11 駐車場 (１) 多数の者が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち１以上に、車椅子使用者用駐車施設を１以上設け

ること。ただし、床面積の合計が1,000平方メートル未満の場合は、この限りでない。 

(２) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものとすること。 

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 

イ 車椅子使用者用駐車施設から各住戸までの特定経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 

(３) 多数の者が利用する駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合には、車椅子使用者用駐車施設又はそ

の付近に、当該車椅子使用者用駐車施設から各住戸までの特定経路についての誘導表示を設けること。 

12 標識 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は車椅子使用者用駐車施設の付近には、

それぞれ当該エレベーターその他の昇降機、便所又は車椅子使用者用駐車施設があることを表示する次に掲げる

要件を満たす標識を設けること。 

ア 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 

イ 表示すべき内容が容易に識別することができること（当該内容が日本産業規格Ｚ8210に定められてい

るときは、これに適合すること。）。 

13 案内設備 (１) 集合住宅（床面積の合計が1,000平方メートル以上の場合に限る。以下この項において同じ。）又はその
敷地には、当該集合住宅又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便

所又は車椅子使用者用駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けること。ただし、当該エレベー

ターその他の昇降機、便所又は車椅子使用者用駐車施設の配置を容易に視認することができる場合は、この

限りでない。 

(２) 集合住宅又はその敷地には、当該集合住宅又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーター

その他の昇降機又は便所の配置について、次に掲げる方法により、視覚障害者に示すための設備を設けるこ

と。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

(３) 案内所を設ける場合には、前２号の規定は適用しない。 

14 公共的通路 公共的通路の１以上は、次に掲げるものとすること。 

ア 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築物外部の公共的通路に係る構造は、次に掲げるも

のとすること。 

(ア) 通路の幅は、200センチメートル以上（都市計画法、建築基準法又は住環境条例で別に定める有効幅

員がある場合は、当該有効幅員以上）とし、通行に支障のない高さ及び空間を確保すること。 

(イ) 通路面には、段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件を満たす傾斜路又は６の項若しくは７
の項に定める要件を満たすエレベーターその他の昇降機を設けている場合又は道路等の自然勾配が段

に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

ａ 手すりを設けること。 

ｂ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別す

ることができるものとすること。 

ｃ 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90セン

チメートル以上とすること。 

ｄ 勾配は、20分の１を超えないこと。 

ｅ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150

センチメートル以上の踊り場を設けること。 

ｆ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

ｇ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 

(ウ) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(エ) 当該公共的通路と連続する敷地外の道路、公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されて

いる場合には、連続性を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、道路の歩道に

沿って歩道状空地が設けられている場合には、当該歩道状空地に視覚障害者誘導用ブロックを敷設し

ないことができる。 

(オ) 階段を設ける場合には、次に掲げる構造とすること。 

ａ 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

ｂ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に

識別することができるものとすること。 

ｃ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

ｄ 段がある部分の上端及び下端に近接する通路の部分並びに段がある部分の上端及び下端に近接

する踊り場（250センチメートル以下の直進のものを除く。）の部分には、視覚障害者に対し警

告するために、点状ブロック等を敷設すること。 

ｅ 主たる階段は、回り階段としないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保するこ

とが困難であるときは、この限りでない。 
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ｆ けあげの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

ｇ 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅（10センチメートルを限度とする。）

は、ないものとみなす。）は、120センチメートル以上とすること。 

イ 屋内貫通通路、アトリウム等の建築物内部の公共的通路に係る構造は、次に掲げるものとすること。 

(ア) 通路部分の幅は、200センチメートル以上（都市計画法、建築基準法又は住環境条例で別に定める有

効幅員がある場合は、当該有効幅員以上）とし、当該部分の天井の高さを250センチメートル以上とす

ること。 

(イ) 通路の床面には、段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件を満たす傾斜路又は６の項若しく

は７の項に定める要件を満たすエレベーターその他の昇降機を設けている場合又は道路等の自然勾配

が段に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

ａ 手すりを設けること。 

ｂ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別す

ることができるものとすること。 

ｃ 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及び傾斜がある部分の上端に近接する踊り場の部
分には、視覚障害者に対し警告するために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、勾配が20

分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの、高さが16センチメートルを超えない

傾斜がある部分の上端に近接するもの又は直進で長さが250センチメートル以下の踊り場に設

けるものについては、この限りでない。 

ｄ 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90セン

チメートル以上とすること。 

ｅ 勾配は、12分の１を超えないこと。 

ｆ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150

センチメートル以上の踊り場を設けること。 

ｇ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

ｈ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる水平部分を設けること。 

(ウ) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(エ) 当該公共的通路と連続する道路、建築物外の公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設され

ている場合には、連続性を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

(オ) 階段を設ける場合には、次に掲げる構造とすること。 

ａ 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

ｂ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に

識別することができるものとすること。 

ｃ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

ｄ 段がある部分の上端及び下端に近接する通路の部分並びに段がある部分の上端及び下端に近接

する踊り場（250センチメートル以下の直進のものを除く。）の部分には、視覚障害者に対し警

告するために、点状ブロック等を敷設すること。 

ｅ 主たる階段は、回り階段としないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保するこ

とが困難であるときは、この限りでない。 

ｆ けあげの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

ｇ 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅（10センチメートルを限度とする。）
は、ないものとみなす。）は、120センチメートル以上とすること。 

 

備考 

１ この表は、多数の者が利用する部分について適用する。 

２ 特定経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により10の項第２号の定めによることが困難である場合における１の項

第１号の規定の適用については、同号中「道等」とあるのは、「当該集合住宅の車寄せ」とする。 
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別表第14（第13条、第17条関係） 

区分 添付書類 

建築物 １ 区長が別に定める特定公共的施設整備項目表 

２ 案内図、配置図、平面図及び断面図 

３ その他区長が必要と認める書類 

道路 １ 区長が別に定める特定公共的施設整備項目表 

２ 案内図、平面図及び標準断面図 

３ その他区長が必要と認める書類 

公園 １ 区長が別に定める特定公共的施設整備項目表 

２ 案内図、平面図及び詳細図 

３ その他区長が必要と認める書類 

公共交通施設 １ 区長が別に定める特定公共的施設整備項目表 

２ 案内図、配置図、平面図及び断面図 

３ その他区長が必要と認める書類 

路外駐車場 １ 区長が別に定める特定公共的施設整備項目表 

２ 案内図及び配置図 

３ その他区長が必要と認める書類 

集合住宅 １ 区長が別に定める集合住宅整備項目表 

２ 案内図、配置図、平面図及び断面図 

３ その他区長が必要と認める書類 
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第１号様式（第１２条関係）                 

   年  月  日 

整備基準適合証交付申請書 

世田谷区長   あて 

申請者 住所                           

氏名              

 

電話番号 

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例 
第１３条第２項            

第２１条第１項において準用する同条例 
第１３条第２項の規定により、整備基準適合証の交付を下記のとおり申請します。 

記 

１  １ 所在地(住所)  世田 世田谷区 

２  ２ 名   称  

3 種   類 建築物 道路 公園 公共交通施設 路外駐車場 集合住宅 

３  ４ 主 要 用 途       

４  ５ 面   積 延べ床面積     ㎡ 

５  ６ 構造・階数        造  地上   階  地下   階  

６  ７ 工事着手年月        年  月 ７  ８ 工事完了年月        年  月 

８  ９ 代 理 人 住所 所在地及び名称  

氏  担当者              電話番号 

 

受付欄※ 年  月  日 第  号 
 

処 

理 

欄 

※ 

 

 

 

決裁欄※ 

担 当 係 長 課 長 

   

 

注意 １.この申請書は、施設又は集合住宅ごとに提出してください。 

      ２.「３ 種類」の欄は該当項目を○で囲んでください。 

      ３.※欄には、記入しないでください。 

      ４.申請書は、正副２部提出してください。 
    

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 
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第２号様式(第１２条関係) 
  年  月  日 

 
        様 

 
        世 田 谷 区 長           

 

公 共 的 施 設 整 備 基 準 適 合 証 
 

 下記の公共的施設は、調査の結果、世田谷区ユニバーサルデザイン 

推進条例公共的施設整備基準に適合していることを証します。 
 

 

記 
 

 
１．受 付 番 号     第     号 

 
２．検 査 済 年 月 日     平成  年  月  日 

 
３．公共的施設の名称      

 
４．所 在 地     世田谷区 

 
５．事 業 主      

 
住 所      

 
氏 名      
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第３号様式(第１２条関係) 
  年  月  日 

 
        様 

 
        世 田 谷 区 長           

 

集合住宅整備基準適合証 
 

 下記の集合住宅は、調査の結果、世田谷区ユニバーサルデザイン推

進条例集合住宅整備基準に適合していることを証します。 
 

 

記 
 

 
１．受 付 番 号     第     号 

 
２．検 査 済 年 月 日     平成  年  月  日 

 
３．集合住宅の名称      

 
４．所 在 地     世田谷区 

 
５．事 業 主      

 
住 所      

 
氏 名      

資料編　《関連法令等》 
1 - 72



第４号様式（第１２条関係） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注意 

   ②は、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例の整備基準に適合する設備

を表しており、該当するものについて、①の下欄スぺースに貼り付けること

とする。 

資料編　《関連法令等》 
1 - 73



第５号様式の（１）（第１３条関係） 

年  月  日 

特定公共的施設整備計画（変更）届出書 

世田谷区長   あて 

届出者 住所                           

氏名              

 

電話番号 

   

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例第１４条の規定に基づき、特定公共的施設

の工事について、下記のとおり届け出ます。 

記 

１ 所 在 地 世田  

２ 名   称  

３ 種   類 道路 公園 公共交通施設 路外駐車場 

４ 工事の種別           新設        改修 

５ 規 模 等 道路           延長     ｍ、面積        ㎡ 

公園                    敷地面積      ㎡ 

公共交通施設                面積        ㎡ 

路外駐車場      駐車可能台数   台、面積        ㎡ 

６  ６ 工事着手予定日        年  月  日 ７  ７ 工事完了予定日        年  月  日 

８  ８ 代 理 人 住所 所在地及び名称  

氏  担当者             電話番号 

 

受付     

※ 

 

 

 

受付 

   担 当 係 長 課 長 備考 
１．この届出書は、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例

施行規則（以下、「規則」という。）別表第１に定める道
路、公園、公共交通施設及び路外駐車場で同表特定公共
的施設の欄に定める施設に使用してください。 

２．種類及び工事の種別の欄は、該当事項を〇で囲んでくだ
さい。 

３．規則別表第1４に掲げる書類等を必ず添付してください。 
４．回答欄、決裁欄には、記入しないでください。 
５．届出書は、正副２部提出してください。 

   

 

 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

回
答
（
確
認
）
欄 

決 

裁 

欄 
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第５号様式の(２)（第１３条関係） 

年  月  日 

特定公共的施設整備計画（変更）届出書(建築物) 

世田谷区長  あて 

届出者 住所                            

氏名               

 

                         電話番号  

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例第１４条の規定に基づき、特定公共的施設の

工事について、下記のとおり届け出ます。      

記 

１ 所 在 地 世田谷区  

２ 名   称  

３ 主 要 用 途       

４ 工事の種別 新設 増築 改築 大規模の修繕 大規模の模様替え 用途変更 

５ 規 模 等        届出部分 
届出以外

の 部 分 
合 計 

延べ床面積 

   造・地上   階・地下   ㎡ ㎡ ㎡ 

内 

訳 

用途(           ) 

用途(           ) 

用途(           ) 

    

㎡

㎡

㎡ 

 

 

㎡

㎡

㎡ 

 

      

㎡

㎡

㎡ 

 

６ 工事着手予定日  年  月 日 ７ 工事完了予定日     年  月  日 

８ 代 理 人 所在地及び名称  

氏名             電話番号 

 

受付     

※ 

 

 

 

受付 

   担 当 係 長 課 長 備考 
１．この届出書は、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施

行規則別表第１に定める建築物で特定公共的施設の欄に定
める施設に使用してください。 

２．工事の種別の欄は、該当事項を○で囲んでください。 
３．案内図、配置図、各階の平面図及び２面以上の断面図並び

に必要に応じて詳細図を添付してください。 

４．回答欄、決裁欄には、記入しないでください。 

５．届出書は、正副２部提出してください。 

   

 

 

回
答
（
確
認
）
欄 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

決 

裁 

欄 
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第６号様式（第１３条関係）                   年  月  日 

集合住宅整備計画（変更）届出書 

世田谷区長   あて 

届出者 住所                           

氏名              

 

電話番号 

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例 
第１４条               

第２１条第２項において準用する同条例 
第１４条の規定に基づき、集合住宅の工事について、下記のとおり届け出ます。 

記 

１  １ 所在地(住所)  世田 世田谷区 

２  ２ 名   称  

３  ３ 主 要 用 途      共 同 住 宅          長 屋     寮又は宿舎 

４  ４ 工事の種別 新設 増築 改築 大規模の修繕 大規模の模様替え 用途変更 

５  ５ 規 模 等       世 世帯者用   戸（高齢者   戸 障害者   戸）       

 単 単身者用   戸（高齢者   戸 障害者   戸） 

      造 地上  階 地下  階 延べ床面積     ㎡ 

６  ６ 工事着手予定日        年  月  日 ７  ７ 工事完了予定日        年  月  日 

８  ８ 代 理 人 住所 所在地及び名称  

氏  担当者              電話番号 

 

受付     

※ 

 

 

 

受付 

   担 当 係 長 課 長 備考 
１．この届出書は、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例

施行規則第１１条第４項に定める規模の集合住宅に使用
してください。 

２．主要用途及び工事の種別の欄は、該当事項を○で囲んで
ください。 

３．案内図、配置図、各階平面図及び２面以上の断面図並
びに必要に応じて詳細図を添付してください。 

４．※欄には、記入しないでください。 

５．届出書は、正副２部提出してください。 

   

 

 

 

※
回
答
（
確
認
）
欄 

※
決 

裁 

欄 

受領日    年   月   日   

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 
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第７号様式（第１３条関係） 
第      号 

年  月  日   

道路･公園･公共交通施設･路外駐車場 

新 設 等 整 備 計 画 報 告 書 
 

世田谷区長   あて 

 

  世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則第13条第３項の規定に基づき下記の

とおり報告します。 

記 

１  工 事 件 名    

２  工 事 場 所 

３  工事の種別 新設    増築    改築    その他 

 ４ 規 模 等 道路（          ）延長    ｍ、面積      ㎡ 

公園（          ）         敷地面積    ㎡ 

公共交通施設（          ）    面積      ㎡ 

路外駐車場       駐車可能台数  台、面積      ㎡ 

  ５ 工事着手予定日        年  月  日  ６ 工事完了予定日       年  月  日 

  ７ 担 当 者 

所 所属  

 氏名              電話番号 

        

担 当 者        

        

 
注意 １．「３ 工事の種別」の欄は、該当事項を○で囲んでください。 
   ２．世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例規則別表第１４に定める図書を必ず添付

してください。 
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第８号様式（第１５条関係） 

年  月  日 

 

特定公共的施設整備完了届出書 
 

世田谷区長     あて 

 

  下記の特定公共的施設の工事が完了したので、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条

例第１６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

記 

１ 所 在 地  

２ 名   称  

３ 届 出 者 住 所  

氏 名              電話番号 

４ 届出年月日  年   月   日   

５ 届 出 番 号  第      号  

６ 完了年月日  年   月   日  

７ 代 理 人 住所及び名称 

氏 名              電話番号 

８ 備   考  

 

確認事項欄 （記入しないでください） 

確認年月日 年    月    日 

回 答 欄 

(確認欄) 

 

建築物・道路・公園・ 

公共交通施設・路外駐車場 注意 

１．整備完了写真並びに写真の撮影位置及び方

向を示した図面を添付してください。 

 ２．届出書は、正副２部提出してください。 

 
決 裁 欄 

担  当 係  長 課  長 
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第９号様式（第１５条関係） 

年  月  日 

集合住宅整備完了届出書 
 

世田谷区長     あて 

 

 下記の集合住宅の工事が完了したので、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例第２

１条第２項において準用する同条例第１６条第１項の規定により、下記のとおり届け出

ます。 

記 

１ 所 在 地  

２ 名   称  

３ 届 出 者 住 所 

氏 名              電話番号 

４ 届出年月日  年   月   日   

５ 届 出 番 号   第      号  

６ 完了年月日  年   月   日  

７ 代 理 人 住所及び名称 

氏 名              電話番号 

８ 備   考  

 

確認事項欄 （記入しないでください） 

確認年月日 年    月    日 

回 答 欄 

(確認欄) 

 

 

集合住宅 
注意 

１．整備完了写真並びに写真の撮影位置及び方向

を示した図面を添付してください。 

２．届出書は、正副２部提出してください。 

 

決 裁 欄 

 

担  当 係  長 課  長 
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第１０号様式（第１６条関係） 
 

第    号 
 

身 分 証 明 書              
 
     職  名 
     氏  名 
     生年月日 
 
  上記の者は、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例第１６条第

２項に規定する行為を行う権限を有する者であることを証明しま

す。 
 
  発行年月日    年  月  日 
  有 効 期 限         年  月  日 
 

世田谷区長名        □印   

 
 

（裏） 

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例（抜粋） 
 
 第１６条 
 ２ 前項の規定による届出があったときは、区長は、職員に、当該

届出をした者の同意を得て、特定公共的施設に立ち入り、整備基

準への適合状況について調査させることができる。 
 ４ 第２項の規定により調査を行う職員は、その身分を示す証明書

を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければ

ならない。 

第２１条 
 ２ 前節（第13条の２を除く。）及び第７章の規定は、第19条の2に

規定する規則で定める規模の集合住宅の新設又は改修について準

用する。 
 第３１条 区長は、第１６条第２項に定めるもののほか、第１５

条、第１７条第４項、次条及び第３３条第１項の規定の施行に必

要な限度において、特定公共的施設について調査を行うことがで

きる。 
 ２ 第16条第２項及び第４項の規定は、前項の調査について準用す

る。 
  

 

90ｍｍ 

55ｍｍ 
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第１１号様式（第１７条関係） 

年  月  日 

 

既 存 施 設 適 合 状 況 調 査 報 告 書                

 

世田谷区長     あて 

 

  世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例第１７条第３項の規定により、特定

公共的施設について下記のとおり報告します。 

記 

１ 所 在 地 (住 所 ) 世田谷区 

２ 特定公共的施設

の名称 
 

３ 所 有 者 又 は        

管  理  者 

住所及び名称 

 

氏名          電話番号 

４ 種     類 
建築物 道路 公園・緑地等 動物園・植物園・遊園地 

公共交通施設 路外駐車場 

５ 規  模  等 面  積 ㎡ 構 造 等  

６ 建 築 物 概 要        用途          その他の用途（       ） 

地  上 階 地  下 階 

建築面積 ㎡ 
延 べ 

床 面 積 
㎡ 

７ 工事完了年月日 年  月  日 ８ 増 改 築 年  月  日 

９ 調  査  者 

  （連 絡 先） 
住所及び名称 

氏名          電話番号 

10 そ  の  他  

 

受付欄※     年  月  日 第    号 
処

理

欄 
※ 

 

決裁欄※ 

担 当 係 長 課 長 
   

注意 １．※欄には、記入しないでください。 
   ２．世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則別表14に定める図書を

必ず添付してください。 
   ３．「４ 種類」の欄は、該当事項を○で囲んでください。 
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第１２号様式（第１７条関係） 
年  月  日 

既存施設改善計画届出書 

世田谷区長     あて 

届出者 住所            

氏名            

             

電話番号            

改善計画の作成について、下記のとおり届け出ます。 

記 

１ 所在地 世田谷区 

２ 名称  

３ 種類 集合住宅 道路 公園 公共交通施設 路外駐車場建築物 

４ 規模等 
 
 

面積     ㎡、延長   ｍ、階数 地上  階・地下  階 
 

延べ床面積    ㎡、 駐車可能台数  台 

５ 改善計画 

の概要 

整備項目 内容 整備項目 内容 

    

６ 連絡先 所在地及び名称 

担当者           電話番号 

 

受付欄※ 年  月  日 第   号   

決裁欄※ 

担 当 係 長 課 長 

   

備考 １ 種類の欄は、該当事項を〇で囲んでください。 

   ２ 案内図、配置図、平面図その他必要な図面を添付してください。 

   ３ 図面の改善計画部分に〇で表示してください。 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

※
処
理
欄 
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例特定公共的施設整備項目表　（建築物）

（遵） （整）

 移動等円滑化経路等上には、階段又は段を設けない(※2)
⇒ 傾斜路、ＥＶその他の昇降機を併設している場合は、この限りでない

 ※道等からの段は2ｃｍ以内とする

 幅85cm以上（直接地上に通じる出入口・EVの籠・昇降路の出入口を除く）

 直接地上に通じる出入口の幅は100㎝以上

 戸は自動的に開閉する構造その他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつその前後に高低差なし

 直接地上へ通ずる出入口1以上の幅　85ｃｍ以上 （移動等円滑化経路を除く。）

 戸は自動的に開閉するか、車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつ、その前後に高低差なし

 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

 （視） 階段又は傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等（※3）を敷設 1

階段の上下端に近接する部分に点状ブロック等（※3）を敷設 2

 （視） 傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等（※3）を敷設 3

 階段等の下において、安全に歩行するために必要な高さ及び空間の確保 4

 幅140cm以上　　(*遵守基準：中規模建築物は幅90㎝以上) 5

 戸は自動的に開閉する構造その他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつその前後に高低差なし

 （視）  階段の下端に近接する部分に点状ブロック等（※3）を敷設 6

 授乳及びおむつ交換のできる場所を設置（※4） 7

 踊り場を除き、手すりの設置

 踊り場を含め、連続した手すりの設置

 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

 踏面の端部とその周囲を色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別できる

 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造

 （視）  段の上端に近接する踊り場の部分に点状ブロック等（※3）を敷設　 8

 段の上下端に近接する踊り場の部分に点状ブロック等（※3）を敷設 9

 主たる階段は回り階段でないこと 10

 けあげ及び踏面の寸法は、それぞれ一定

階段のうち1以上は、次に掲げるもの　(*遵守基準：中規模建築物は①に限る)

①    踊り場に、手すりの設置 11

②    踊り場を含め、両側に連続して手すりの設置 11

③    けあげ18cm以下、踏面26cm以上 11

④    けあげ及び踏面の寸法は、それぞれ一定 11

⑤    階段の幅　120cm以上（手すりの幅は10ｃｍを限度としてないものとみなす） 11

 勾配が1/12を超え、又は高さ16cmを超えるの傾斜がある部分に手すりの設置

 手すりの設置

 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

 前後の廊下等と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別可能

 （視） 傾斜の上端に近接する踊り場に点状ブロック等（※3）を敷設 12

 幅　140cm以上　（階段に併設する場合、*遵守基準：中規模建築物は幅90cm以上） 5

 勾配は1/12を超えないこと　(*遵守基準：中規模建築物で高さ16cm以下の場合は、1/8以下)

 高さが75ｃｍを超える場合は、75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設置

 手すりの設置  (中規模建築物を除く)

 両側に側壁又は立上りの設置　(*遵守基準：中規模建築物を除く)

 始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分の設置　(*遵守基準：中規模建築物を除く)

 折り返し部分に、長さ150cm以上の水平部分を設置

　＜備　　　考＞
　　※1　読み替え規定により、多数の者が利用する建築物については「多数の者が利用するもの（移動等円滑化経路等を含む。）」となる。
　　※2　移動等円滑化経路等とは、①道等から利用居室等までの経路②利用居室等(利用居室等がない場合は道等)から車椅子使用者用便房
　　　　　までの経路③利用居室等(利用居室等がない場合は道等)から車椅子使用者用駐車施設までの経路④公共用歩廊の場合、一方の側の
　　　　　道等から当該公共用歩廊を通過し、他方の側の道までの経路
　　　　　(遵)①の経路については幼稚園、保育所及び母子生活支援施設、理髪店、クリーニング取次店、質屋及び貸衣装屋その他これらに類するサービス店舗、

　　　　　中規模建築物にあっては、地上階又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合、上下の移動に係る部分を除く。

　　※3　ブロック等で点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との明度、色相又は彩度の差が大きいことで容易に識別可能なもの
　　※4  整備基準 ⇒ すべての建築物、遵守基準 ⇒ 次に掲げる建築物で床面積の合計が5,000㎡以上のもの
　　　　　　病院又は診療所（患者の収容施設を有するものに限る。）、保健所、税務署、官公署、公会堂、集会場、冠婚葬祭施設、百貨店、マーケット

　　　　　　物品販売業を営む店舗、ホテル、旅館、劇場、観覧場、映画館、演芸場、博物館、美術館、図書館、展示場、その他これに類する店舗及び施設、複合施設

　＜緩和措置＞
　　1 　①勾配1/20以下の傾斜　②高さ16cm以下かつ勾配1/12以下の傾斜　③自動車駐車施設内
　　2　①勾配1/20以下の傾斜　②高さ16cm以下かつ勾配1/12以下の傾斜
　　3 　１①②に該当する場合
　　4 　構造上やむを得ない場合　⇒　代替措置：主として視覚障害者に配慮した安全なもの
　　5 　遵守基準：中規模建築物は９０㎝以上
　　6 　①中規模建築物　②自動車駐車施設内　③点状ブロック等の敷設が利用上特に支障になる場合　
　　7 　他に授乳及びおむつ交換のできる場所を設ける場合
　　8 　①自動車駐車施設内　②踊場に段がある部分と連続して手すりを設ける場合
　　9 　踊場が250ｃｍ以下の直進のものである場合
　　10 　回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難である場合
　　11 　主に高齢者、障害者等が利用する階段を除き、移動等円滑化経路等を構成するエレベーター及び乗降ロビーを併設の場合（整備基準：「6　エ
　　　　レベ－ター及びその乗降ロビー」の整備基準に適合するもの、遵守基準：「6　エレベーター及びその乗降ロビー」の遵守基準に適合するもの）
　　　　ただし、建築基準法施行令第25条に階段手すりの設置規定あり

　＜凡　　例＞
　　移円：移動等円滑化経路等　　
　　一般：移動等円滑化経路等を含むすべて

8

9

10

11

12

　　12　整備基準 ⇒ １①②、9いずれかに該当する場合、　遵守基準 ⇒ １①②③に該当する場合、踊り場と連続して手すりを設ける場合

傾
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(
屋
内

)

一
般

1
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5

移
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廊
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以

外
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5

審査

移
動
等

円
滑
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経
路
等

移
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1

（遵）遵守基準 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの⇒読み替えあり（※１）
（視） 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するもの
（特） 不特定かつ多数の者が利用する建築物（床面積2,000㎡以上）

（整）整備基準 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの（移動等円滑化経路等を含む）
（視） 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するもの

整備項目
経
路

チェック

整備内容

緩
和
措
置

各整備内容の措置が講じられている場合に、
空欄に○かレを記入してください。

緩和措置に該当する場合は、
数字に○を記入してください。
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例特定公共的施設整備項目表　（建築物）

（遵） （整）

 利用居室、車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用者用便房のある階、地上階に停止すること

 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階に停止

 籠・昇降路の出入口の幅
 　80cm以上（建築物の床面積が5000㎡を超える場合は90cm以上）

 籠の奥行き135cm以上

 籠の幅　140ｃｍ以上　かつ　 車椅子の転回に支障のない構造 13

 床面積5,000㎡を超える場合　籠の幅　160ｃｍ以上 14

 乗降ロビーは高低差なく、幅及び奥行き150cm以上 

 EV付近に階段を設ける場合、乗降ロビーに転落防止策

 籠及び乗降ロビーに車椅子使用者の利用しやすい位置に制御装置の設置

 籠内・乗降ロビーの制御装置（車椅子使用者対応制御装置を除く）に､
 点字等（※5）視覚障害者が円滑に操作可能な構造

 籠内に、停止予定階、籠の現在位置を表示する装置の設置

 籠内に、到着する階、籠・昇降路の出入口の戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置

 籠及び昇降路の出入口の戸に、籠の中を見通すことができるガラス窓の設置 15

 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置の設置

 籠内又は乗降ロビーに到着する籠の昇降方向を知らせる音声装置の設置

 （特）  籠の幅　140ｃｍ以上

 （特）  車椅子の転回に支障のない構造

 （視）  籠内に、到着する階、籠・昇降路の出入口の戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置 16

 （視）  籠内・乗降ロビーの制御装置（車椅子使用者対応制御装置を除く）に､
        点字等（※5）視覚障害者が円滑に操作可能な構造

16

 （視）  籠内又は乗降ロビーに到着する籠の昇降方向を知らせる音声装置の設置 16

 乗降ロビーの制御装置に近接する部分に、点状ブロック等を敷設

 その他、高齢者、障害者等が支障なく利用できる構造（※6）

 エレベーターにあっては次に掲げるもの

①    平成12年建設省告示第1413号第1第9号に規定するもの

②    籠の幅　70ｃｍ以上　かつ　奥行き　120ｃｍ以上

③    車椅子使用者が籠内で方向転換の必要ある場合は、籠の幅・奥行きを十分確保

 エスカレーターにあっては、平成12年建設省告示第1417号第1ただし書きに規定するもの

 出入口及び床面には、段差を設けない

 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

 便所のうち1以上（男女別の場合はそれぞれ）は次に掲げるもの

①    車椅子使用者用便房を1以上設置し、その旨表示

a      腰掛式の大便器、手すり等を適切に配置

b      車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間を確保

c      車椅子使用者用便房以外に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設置

②    水洗器具（オストメイト対応）が設置されている便房を1以上設置し、その旨表示

③    ベビーチェア等を設けた便房を1以上設置し、その旨表示（※7）

④    ベビーベッド等を設置し、その旨表示（※8） 17

⑤ 3-②④の表示は高齢者、障害者等が見やすい位置に設け、JIS-Z8210に定められている場合はこれに適合

 3①以外の便所を1以上設置（男女別の場合はそれぞれ）

①    大便器は腰掛式（１以上）

②    腰掛式とした大便器に手すりの設置（1以上）

 小便器を設ける場合、次に掲げる小便器を1以上設置

①    受け口の高さ35cm以下

②    5①の規定により設けられた小便器の１以上に、手すりの設置

　＜備　　　考＞
　　※5  ①文字等の浮き彫り　②音による案内　③点字及び①②に類するもの
　　※6　（社）日本エレベーター協会「JEAS-C506A　車いす兼用エレベーターに関する標準」
　　　 　　「JEAS-515D　視覚障害者兼用エレベーターに関する標準」に定める仕様に配慮
　　※7　整備基準 ⇒ すべての建築物、遵守基準 ⇒ 次に掲げる建築物
　　　　　200㎡以上の病院、診療所、助産所、施術所、保健所、税務署、官公署、老人ﾎｰﾑ、保育所、福祉ﾎｰﾑ、老人福祉ｾﾝﾀｰ、児童厚生施設、身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ、

　　　　　　学校、公会堂・集会場・冠婚葬祭施設（1の集会室の面積が200㎡を超えるものに限る）、百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、飲食店、郵便局、

　　　　　　理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行、学習塾、華道教室、囲碁教室、博物館、美術館、図書館、その他これらに類する店舗及び施設

　　　　1,000㎡以上のホテル、旅館、劇場、観覧場、映画館、演芸場、展示場、体育館、水泳場、ボーリング場、公会堂・集会場・冠婚葬祭施設（1の集会室の面積が
　　　　　　200㎡以下のものに限る）、その他これらに類する施設

　　　　　2,000㎡以上の地下街またはこれに類する施設、複合施設

　　※8　整備基準 ⇒ すべての建築物、遵守基準 ⇒ 次に掲げる建築物
　　　　1,000㎡以上の病院、診療所、助産所、施術所、保健所、税務署、官公署、老人ﾎｰﾑ、保育所、福祉ﾎｰﾑ、老人福祉ｾﾝﾀｰ､児童厚生施設、身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ、

　　　　　　学校、公会堂、集会場、冠婚葬祭施設、百貨店、ﾏｰｹｯﾄ、物品販売業を営む店舗、飲食店、郵便局、理髪店、ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ取次店、質屋、貸衣装屋、銀行、

　　　　　　学習塾、華道教室、囲碁教室、博物館、美術館、図書館、ホテル、旅館、劇場、観覧場、映画館、演芸場、展示場、体育館、水泳場、ボーリング場、

　　　　　　その他これらに類する店舗及び施設

　　　　2,000㎡以上の地下街またはこれに類する施設、複合施設

　＜緩和措置＞
　　13　構造上やむを得ない場合において、車椅子で利用できる機種を採用する場合
　　14　籠の出入口が複数あるエレベーターで車椅子使用者が円滑に利用できるもの、又は15人乗り寝台用エレベーターを設置する場合
　　15　常時勤務する者が同乗する場合、監視用カメラを設ける場合、聴覚障害者へ情報を伝える装置を設ける場合
　　16　自動車駐車施設内に設けるもの
　　17  ほかにおむつ交換をすることができる場所を設ける場合
　＜凡　　例＞
　　移円 ： 移動等円滑化経路等
　　一般 ： 移動等円滑化経路等を含むすべて
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例特定公共的施設整備項目表　（建築物）

（遵） （整）

 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

 段がある部分は次に掲げるもの

①    手すりの設置

②    踏面の端部とその周囲とを色の明度、色相又は彩度の差が大きいことで段を容易に識別可能

③    段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造

④    上下端には点状ブロック等（※3）を敷設 18

 傾斜路は次に掲げるもの

①    勾配1/12を超え又は高さ16cmを超え、かつ、勾配1/20を超える傾斜には手すりの設置

②    手すりの設置

③    前後の通路と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別可能

 階段等の下においては、安全に歩行するために必要な高さ及び空間を確保 4

 幅　140cm以上 　(*遵守基準：中規模建築物は幅90cm以上) ５

 戸は自動的に開閉するか、車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし

 排水溝、集水ます等を設けない 19

 傾斜路は次に掲げるもの

①    幅　140cm以上　（階段に併設する場合、*遵守基準：中規模建築物は幅90cm以上) ５

②    勾配　1/20以下
(*遵守基準：中規模建築物で高さ16cmを超え75cm以下の場合は1/12以下、16cm以下の場合は1/8以下)

③    手すりの設置

④    両側に側壁又は立ち上がりの設置

⑤    始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平たんな部分の設置(*遵守基準：中規模建築物を除く)

⑥    高さが75ｃｍを超える場合は、75ｃｍ以内ごとに踏幅150ｃｍ以上の踊り場を設置

 次に掲げる車椅子使用者用駐車施設を1以上設置　(*遵守基準：中規模建築物を除く)

 車椅子使用者用駐車施設を、全駐車台数が200以下の場合は1/50以上、
 200を超える場合は1/100＋2以上設置（1未満の端数は切上げ）

①    幅　350cm以上

②  　車椅子用駐車施設から利用居室等までの経路の長さができるだけ短くなる位置

 車椅子使用者用駐車施設、又は付近に利用居室等までの経路についての誘導表示を設置
（*整備基準：JIS-Z8210に定められている場合はこれに適合）

標
識

一
般

 移動等円滑化の措置がとられたＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設付近に存在を表示する
 標識（※9）を設置

 建築物又はその敷地に下記の案内設備を設置　（案内所を設ける場合を除く）

①
   移動等円滑化の措置がとられたＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設の配置を表示した
   案内板等の設置

20

②
   移動等円滑化の措置がとられたＥＶその他の昇降機、便所の配置を点字等（※5）で
   視覚障害者に示す設備の設置

（視）道等から案内設備（案内所がある場合は案内所）までの経路の1以上 21

 道等から案内設備（案内所がある場合は案内所）までの経路の1以上 22

①
   線状ブロック等（※10）､点状ブロック等（※3）を適切に敷設、又は音声装置等で視覚障害者を
   誘導する設備を設置

23

②    車路に近接する部分に点状ブロック等（※3）を敷設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③    段の上段・傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等（※3）を敷設 24

④    段の下端に近接する部分に点状ブロック等（※3）を敷設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24

 床面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

 次に掲げる基準に適合する浴室等を1以上設置（男女別の場合はそれぞれ）

①    浴槽、シャワー、手すり等を適切に設置

②    車椅子使用者等が円滑に利用できる空間の確保

③    出入口の幅　85cm以上

④  戸は自動的に開閉するか、車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし

 床面には、段差を設けない

 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

 次に掲げる基準に適合する洗面器又は手洗い器を1以上設置

①
   下部の空間を車椅子を使用した状態で車椅子使用者のひざ及び足先を入れることが
   できるようにするなど車椅子使用者等の利用に配慮した構造

②    左右にカウンター又は手すりの設置

　＜備　　　考＞
　　※3　ブロック等で点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との明度、色相又は彩度の差が大きいことで容易に識別可能なもの
　　※5  ①文字等の浮き彫り　②音による案内　③点字及び①②に類するもの
　　※9  高齢者、障害者等が見やすい位置に設置、表示すべき内容が容易に識別可能なもの（JIS　Z 8210に適合するもの）
　　※10  ブロック等で線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との明度、色相又は彩度の差が大きいことで容易に識別可能なもの
　＜緩和措置＞
　　4 　構造上やむを得ない場合　⇒　代替措置：主として視覚障害者に配慮した安全なもの
　　5 　遵守基準：中規模建築物は９０㎝以上
　　18　点状ブロック等の敷設が利用上特に支障になる場合　⇒ 代替措置：段を識別しやすくする代替措置（仕上げの色を変えるなど）
　　19　建築物の配置上やむを得ず設ける場合　⇒　代替措置：車椅子使用者、つえ使用者等の通行に支障のないもの
　　20　当該ＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設の配置を容易に視認可能な場合
　　21　常時勤務する案内所から出入口を容易に視認可能かつ道等から出入口までの経路が視覚障害者移動等円滑化経路が
　　　 　（案内設備までの経路1①～④）に適合する場合、自動車駐車施設に該当する場合
　　22  常時勤務する案内所から出入口を容易に視認可能で道等から出入口までの経路が視覚障害者移動等円滑化経路
　　　　（案内設備からの経路1①～④）に適合する場合
　　23　整備基準　⇒　緩和なし　、　遵守基準　⇒　進行方向を変更する必要がない風除室内
　　24　①勾配1/20以下の傾斜路の上端　②高さ16cm以下、かつ、勾配1/12以下の傾斜路の上端　
　　　　 ③段又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊り場等
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＜凡 例＞

移円 ： 移動等円滑化経路等

一般 ： 移動等円滑化経路等を含むすべて
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例特定公共的施設整備項目表　（建築物）

（遵） （整）

 床面には、段差を設けない

 床面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

 必要な場所に手すりの設置

 観覧席、客席を設ける場合は、次に定める構造とする

①
   車椅子使用者等のための観覧席、客席を出入口から容易に到達でき、
   かつサイトライン（可視線）に配慮した位置に1以上設置

②
   車椅子使用者等のための観覧席、客席を、出入口から容易に到達でき、かつ
 　サイトライン（可視線）に配慮した位置に、全席数が200以下の場合は1/50以上、
　 200を超える場合は1/100＋2以上設置（1未満の端数は切上げ）

③    集団補聴設備等、高齢者、障害者等の利用に配慮した設備を設置

 建築物外部の公共的通路に係る構造は次のもの 25

①    通路の有効幅200ｃｍ以上、通行に支障のない高さ及び空間を確保（※11）

②    通路面　段差を設けない 26

③    通路面　粗面又は滑りにくい仕上げ

④    敷地外の道路又は公共的通路等と連続性を確保して視覚障害者用誘導ブロックを敷設 27

⑤    階段を設ける場合は、基準に定める構造（※12）

 建築物内部の公共的通路に係る構造は次のもの 25

①    通路の有効幅200ｃｍ以上、当該部分の天井の高さ250ｃｍ以上

②    通路面　段差を設けない 27

③    通路面　粗面又は滑りにくい仕上げ

④    道路又は建築物外の公共的通路等と連続性を確保して視覚障害者用誘導ブロックを敷設

⑤    階段を設ける場合は、基準に定める構造（※12）

光
警
報

装
置

一
般

 便所、授乳室、宿泊施設の客室、更衣室又は貸し会議室を設ける場合には、
 自動火災報知機と連動した光警報装置をこれらの部屋ごとに１以上設けること。（※13）

　＜備　　　考＞
　　※3　ブロック等で点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との明度、色相又は彩度の差が大きいことで容易に識別可能なもの
　　※11　法及び条例等で別に定められた幅員がある場合はその幅員
　　※12　①踊場を含め両側に手すりの設置②踏面端部とその周辺部分との明度、色相又は彩度の差が大きいことで容易に識別可能なもの
　　　　　　③段鼻の突き出しその他つまづきの原因となるものがない④段の上下端に近接する通路部分及び段の上下端に近接する踊場
　　　　　　（250ｃｍ以下の直進のものを除く。）に点状ブロック等（※3）の敷設　⑤主たる階段は回り階段ではない
　　　　　　⑥けあげ18㎝以下、踏面26㎝以上　⑦階段の幅120㎝以上（手すりは10㎝を限度として幅に算入しない）
　　※13　整備基準 ⇒ 次に掲げる建築物　
　　　　200㎡以上の集会施設

　＜緩和措置＞
　　25　整備基準 ⇒ 緩和なし、遵守基準 ⇒ 公共的通路のうち１以上
　　26　「６ エレベーター及びその乗降ロビー」に定めるエレベーター、「７ 特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機」に定める昇降機
 　　 を設けている場合、又は道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合、
　　　又は次に掲げる要件を満たす傾斜路を設ける場合　①手すり設置　②前後の通路と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことで
　　　その存在を容易に識別可能　③幅は段に代わるもの　140cm以上、段に併設するもの90cm以上　④勾配は1/20以下　
　　　⑤高さが75cmを超えるものは高さ75cm以内ごとに踏み幅150cm以上の踊り場を設置　⑥両側に側壁又は立ち上がりを設置
　　　⑦傾斜路の始点、終点に、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分の設置　
　　27　道路の歩道に沿って歩道状空地が設けられている場合の当該歩道状空地
　　28　「６ エレベーター及びその乗降ロビー」に定めるエレベーター、「７ 特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機」に定める昇降機
  　　を設けている場合、又は道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合、
　　　又は次に掲げる要件を満たす傾斜路を設ける場合　①手すり設置　②前後の通路と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことで
　　　その存在を容易に識別可能　③傾斜の上端に近接する通路及び踊場の部分には、点状ブロック等（※２）を敷設（勾配1/20以下のもの、
　　　高さ16cm以下のもの、直進で250cm以下の踊り場を除く。）　④幅は段に代わるもの　140cm以上、段に併設するもの90cm以上　
　　　⑤勾配は1/12以下　⑥高さが75cmを超えるものは高さ75cm以内ごとに踏み幅150cm以上の踊場を設置　
　　　⑦両側に側壁又は立ち上がりを設置　⑧傾斜路の始点、終点に、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分の設置　
　＜凡　　例＞
　　移円 ： 移動等円滑化経路等
　　一般 ： 移動等円滑化経路等を含むすべて

1

　　　　2,000㎡以上の公益施設・福祉施設・物品販売業を営む店舗・飲食店・サービス店舗・宿泊施設・興行施設・文化施設・運動施設・遊興施設・前記のものを含む複合施設

観
覧
席
・
客
席

一
般

1

公
共
的
通
路

一
般

1

2
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和
措
置
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更
衣
室

及
び

脱
衣
室

一
般

1

2

3

整備項目
経
路

チェック

整備内容

一般 ： 移動等円滑化経路等を含むすべて
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例特定公共的施設整備項目表　（宿泊施設）

（遵） （整）

 全室数が50以上の場合、1/100を乗じた数以上（1未満の端数は切上げ）車椅子使用者用客室を設置

 全室数が200以下の場合は1/50以上、200を超える場合は1/100+2以上
 車椅子使用者用客室を設置（1未満の端数は切上げ）

 車椅子使用者用客室の便所は次に掲げるもの 29 

①    床面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

②    便所内に車椅子使用者用便房を設置

a      腰掛式の大便器、手すり等を適切に配置

b      車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間を確保

③    便所及び便房の出入口幅　80ｃｍ以上

④  　戸は自動的に開閉するか、車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし

 車椅子使用者用客室の浴室又はシャワー室は次に掲げるもの 30

①    床面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

②    車椅子使用者等が円滑に利用できる構造

a    　浴槽、シャワー、手すり等を適切に設置

b      車椅子使用者等が円滑に利用できる十分な空間の確保

③    出入口幅　80ｃｍ以上

④    戸は自動的に開閉するか、車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし

 車椅子使用者用客室内の必要な場所に手すりの設置

 車椅子使用者用客室内の必要な場所に車椅子を回転することができる空間を確保

 車椅子使用者用客室内の必要な場所に非常用押しボタンを設置

 高齢者、障害者等の円滑な利用のための付属設備又は装置を設置

 一般客室は、次に掲げるもの。※1 31

① 宿泊者特定経路を1以上確保（傾斜路またはEVその他の昇降機を併設する場合を除く）（※2） 32

②   出入口の幅（開放時有効）80cm以上

③   1以上の便所及び浴室等の出入口の幅（開放時有効）75cm(客室面積15㎡未満の場合は70cm)以上
④   客室内には階段又は段を設けない。⇒ただし、次に定める部分を除く。

b    勾配が、１/１２を超えない傾斜路を併設する場合　当該傾斜路が併設された階段又は段の部分
ｃ    浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合　当該高低差の部分
⑤ ③の便所及び浴室等の出入口に接する通路その他これに類するものの幅100cm（客室面積15㎡未満の場合は80cm）以上

①   勾配１/１２を超え又は高さ１６cmを超える傾斜がある部分に手すりの設置
②   表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ
③   前後の廊下等とを色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別可能
④   幅　１２０cm以上　（階段に併設する場合は９０cm以上）
⑤   勾配　１/１２以下　（高さ１６cm以下の場合は１/８以下）
⑥   高さが７５cmを超えるものは、７５cm以内ごとに踏幅１５０cm以上の踊り場を設置
⑦   両側に側壁又は立上りの設置
⑧   始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分の設置
①   各一般客室、車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車施設のある階、地上階に停止
②   籠・昇降路の出入口の幅　(開放時有効）８０cm以上
③   籠の奥行き　１１５cm以上
④   乗降ロビーは高低差なく、幅及び奥行き　１５０cm以上
⑤   籠及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置の設置
⑥   籠内に、停止予定階、籠の現在位置を表示する装置の設置
⑦   乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置の設置
①   エレベーターにあっては次に掲げるもの
a    平成１２年建設省告示第１４１３号第1第9号に規定するもの
b    籠の幅　70ｃｍ以上　かつ　奥行き　120ｃｍ以上
c    車椅子使用者が籠内で方向転換の必要ある場合は、籠の幅・奥行きが十分確保されていること
②   エスカレーターにあっては、平成１２年建設省告示第1417号第1ただし書に規定するもの

　＜緩和措置＞
　　29 　整備基準 ⇒ 緩和なし

　　30 　整備基準 ⇒ 緩和なし、遵守基準 ⇒ 不特定かつ多数の者が利用する浴室等（男女別の場合はそれぞれ）が１以上ある場合

　＜凡　　例＞
　　移円 ： 移動等円滑化経路等

　　一般 ： 移動等円滑化経路等を含むすべて

　　宿泊：宿泊者特定経路

7

（遵）遵守基準
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの
（視） 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するもの
（特） 不特定かつ多数の者が利用する建築物（床面積2,000㎡以上）

（整）整備基準
不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの（移動等円滑化経路等を含む）
（視） 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するもの

a
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   同一客室内に複数の階がある場合　当該一般客室の出入口のある階とその直上階又は直下階との間の上下
の移動に係る階段又は段の部分

階
段
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造
又
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昇
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機

宿
泊

一
般
客
室

一
般

1

　　　　遵守基準 ⇒ 同一階に不特定かつ多数の者が利用する車椅子使用者用便房が設けられた便所(男女別はそれぞれ)が１以上ある場合

　　31　和室部分はこの限りでない。
　　32 　遵守基準⇒敷地内の通路が地形の特性により宿泊者特定経路として整備できない場合は、当該ホテル又は旅館の車寄せ
　　　　　　　　　及び車椅子使用者用駐車施設から一般客室までの経路を宿泊者特定経路として整備する。
　　※1　ホテル又は旅館のうち、用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以上の施設に限る。

　　※2　ホテル又は旅館のうち、用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以上の施設に限る。
　　　　 なお、一般客室までの経路はもともと移動等円滑化経路等の整備基準かかっているため、宿泊者特定経路よりも厳しい移動等円滑化
         経路等の整備基準が優先的に適用される。
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例集合住宅整備項目表

（遵） （整）

特
定
経
路

等
特
定

 特定経路等上には、階段又は段を設けない
    ⇒ 床面積の合計が2,000㎡未満で、階数が３で戸数が29以下の場合及び階数が４で
        戸数が19以下の場合における階から階に至る階段については、この限りでない。
        ※道等からの段は2cm以内とする

 幅　80cm以上

 幅　85cm以上（直接地上へ通ずる出入口・EVのかご・昇降路の出入口を除く。） 1

 直接地上へ通ずる出入口の幅　100cm以上 2

 戸は自動的に開閉するか、車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつ、その前後に高低差なし

 床面は、平たんで滑りにくい仕上げ

 直接地上へ通ずる出入口1以上の幅　85cm以上（特定経路等を除く。） 1

 戸は自動的に開閉するか、車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつ、その前後に高低差なし

 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

 階段の上下端に近接する部分に点状ブロック等（※１）を敷設 3

 階段等の下においては、安全に歩行するために必要な高さ及び空間を確保 4

 幅　120cm以上

 幅　140ｃｍ以上 5

 50m以内ごとに車椅子の転回に支障のない場所の設置

 戸は自動的に開閉するか、車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつ、その前後に高低差なし

 連続した手すりの設置

 踊り場を除き、手すりの設置

 踊り場を含め、連続した手すりの設置

 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

 踏面の端部とその周囲とを色の明度、色相又は彩度の差が大きいことで段を容易に識別可能

 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造

 段の上下端に近接する踊り場の部分に点状ブロック等（※1）を敷設 6

 主たる階段は回り階段でないこと 7

 けあげ及び踏面の寸法は、それぞれ一定

 十分な照度が得られるよう照明器具を配置

 勾配は、高齢者、障害者等が昇降しやすい程度

 踊り場を設置

 階段の1以上は、次に掲げるもの 8

①    踊り場に、手すりの設置

②    踊り場を含め、両側に連続した手すりの設置 3

③    けあげ18cm以下、踏面26cm以上、それぞれ一定 3

④ 　 けあげ及び踏み面の寸法は、それぞれ一定

⑤    階段の幅　120cm以上（手すりの幅は10cmを限度としてないものとみなす。） 3

 勾配1/12を超え、又は高さ16cmを超える傾斜がある部分に手すりの設置

 手すりの設置

 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

 前後の廊下等とを色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別可能

 幅　120cm以上　（階段に併設する場合は90cm以上）

 勾配　1/12以下　（高さ16cm以下の場合は、1/8以下）

 高さが75cmを超えるものは、75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊り場を設置

 両側に側壁又は立ち上がりの設置

 始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる水平部分の設置

　＜備　　　考＞
　　※1　ブロック等で点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との明度、色相又は彩度の差が大きいことで容易に識別可能なもの
　＜緩和措置＞
　　1 　構造上やむを得ない場合、又は床面積の合計が 2,000㎡未満の場合 ⇒ 代替措置：80ｃｍ以上
　　2 　構造上やむを得ない場合、又は床面積の合計が 2,000㎡未満の場合 ⇒ 代替措置：85ｃｍ以上
　　3 　床面積の合計が 2,000㎡未満
　　4 　構造上やむを得ない場合 ⇒ 代替措置：主として視覚障害者に配慮した安全なもの
　　5 　構造上やむを得ない場合,又は床面積の合計が2,000㎡未満 ⇒ 代替措置：120ｃｍ以上（50ｍ以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設ける）
　　6 　踊り場が250cm以下の直進のものである場合
　　7 　回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難である場合
　　8 　主に高齢者、障害者等が利用する階段を除き、移動等円滑化経路を構成するエレベーター及び乗降ロビーを併設の場合（整備基準：「6　エレ
　　　　ベ－ター及びその乗降ロビー」の整備基準に適合するもの、遵守基準：「6　エレベーター及びその乗降ロビー」の遵守基準に適合するもの）
　　　　ただし、建築基準法施行令第25条に階段手すりの設置規定あり
　＜凡　　　例＞
　　特定 ： 特定経路等
　　一般 ： 特定経路等を含むすべて
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(遵）遵守基準
多数の者が利用するもの
特定経路等は、道等から各住戸（地上階又はその直上階若しくは直下階のみに住戸がある集合住宅にあっては、地上階にあるものに限る。）
までの経路のうち１以上

(整）整備基準

多数の者が利用するもの
特定経路等は、次に掲げる経路について、それぞれ１以上
①道等から各住戸までの経路
②集合住宅又はその敷地に車椅子使用者用便房を設ける場合における各住戸から当該車椅子使用者用便房までの経路
③集合住宅又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合における当該車椅子使用者用駐車施設から各住戸までの経路
④集合住宅又はその敷地に当該集合住宅の居住者のみが利用する集会室等を設ける場合における各住戸から当該集会室等までの経路

整備項目
経
路

チェック

整備内容

緩
和
措
置

審査
緩和措置に該当する場合
は、
数字に○を記入してくださ

各整備内容の措置が講じられている場合に、
空欄に○かレを記入してください。
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例集合住宅整備項目表

（遵） （整）

 各住戸、車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車施設のある階、地上階に停止

 多数の者が利用する階に停止

 籠・昇降路の出入口の幅　80cm以上

 籠の奥行き　115cm以上 9

 籠の奥行き　135cm以上 9，10

 籠の幅　140cm以上 10

 車椅子の転回に支障のない構造 10

 乗降ロビーは高低差なく、幅及び奥行き　150cm以上 11

 EV付近に階段を設ける場合、乗降ロビーに転落防止策

 籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者の利用しやすい位置に制御装置の設置

 籠内・乗降ロビーの制御装置（車椅子使用者対応制御装置を除く）に､
 点字等（※２）視覚障害者が円滑に操作可能な構造

 籠内に、停止予定階、籠の現在位置を表示する装置の設置

 籠内に、到着する階、籠・昇降路の出入口の戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置

 籠及び昇降路の出入口の戸に、籠の中を見通すことができるガラス窓の設置 12

 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置の設置

 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を知らせる音声装置の設置

 その他、高齢者、障害者等が支障なく利用できる構造（※３）

 エレベーターにあっては次に掲げるもの

①    平成12年建設省告示第1413号第1第9号に規定するもの

②    籠の幅　70cm以上　かつ　奥行き　120cm以上

③    車椅子使用者が籠内で方向転換の必要ある場合は、 籠の幅・奥行きを十分確保

 エスカレーターにあっては、平成12年建設省告示第1417号第1ただし書きに規定するもの

 出入口及び床面には、段差を設けない

 床面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

 便所のうち1以上（男女別の場合はそれぞれ）は次に掲げるもの

①    車椅子使用者用便房を1以上設置し、その旨表示

a      腰掛式の大便器、手すり等を適切に配置

b      車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間を確保

c      車椅子使用者用便房以外に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設置

②    水洗器具（オストメイト対応）が設置されている便房を1以上設置し、その旨表示 13

　3①②の表示は高齢者、障害者等が見やすい位置に設け、JIS-Z8210に定められている場合はこれに適合

 3①以外の便所を1以上設置（男女別の場合はそれぞれ）

①    大便器は腰掛式（1以上）

②    腰掛式とした大便器に手すりの設置（1以上）

 小便器を設ける場合、次に掲げる小便器を1以上設置

①    受け口の高さ35cm以下

②    6①の規定により設けられた小便器の1以上に、手すりの設置

 床面は粗面、又は滑りにくい仕上げ 3

 次に掲げる基準に適合する浴室等を1以上設置（男女別の場合はそれぞれ） 3

①    浴槽、シャワー、手すり等を適切に設置

②    車椅子使用者等が円滑に利用できる空間の確保

③    出入口の幅　85cm以上

④  戸は自動的に開閉するか、車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし

　＜備　　　考＞
　　※2　 ①文字等の浮き彫り　②音による案内　③点字及び①②に類するもの        
　　※3　（社）日本エレベーター協会「JEAS-C506A　車いす兼用エレベーターに関する標準」
　　　　　「JEAS-515D　視覚障害者兼用エレベーターに関する標準」に定める仕様に配慮
　＜緩和措置＞

　　3 　床面積の合計が 2,000㎡未満
　　9　 床面積の合計が 2,000㎡未満、かつ、車椅子で利用できる奥行きがあること
　　10　車椅子で利用できる機種を採用する場合
　　11　床面積の合計が 2,000㎡未満、かつ、車椅子を回転させることができる空間の場合
　　12　常時勤務する者が同乗する場合、監視用カメラを設ける場合、又は聴覚障害者へ情報を伝える装置を設ける場合
　　13　床面積の合計が1,000㎡未満
　＜凡　　　例＞
　　特定 ： 特定経路等
　　一般 ： 特定経路等を含むすべて
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例集合住宅整備項目表

（遵） （整）

 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

 段がある部分は次に掲げるもの

①    手すりの設置

②    踏面の端部とその周囲とを色の明度、色相又は彩度の差が大きいことで段を容易に識別可能

③    段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造

④    上下端には点状ブロック等（※１）を敷設 14

 傾斜路は次に掲げるもの

①    勾配1/12を超え、又は高さ16cmを超え、かつ、こう配1/20を超える傾斜には手すりの設置

②    手すりの設置

③    前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別可能

 階段等の下においては、安全に歩行するために必要な高さ及び空間を確保 4

 幅　120cm以上

 幅　135cm以上 15

 50m以内ごとに車椅子の転回に支障のない場所の設置 3

 戸は自動的に開閉するか、車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし

 排水溝、集水ます等を設けない 16

 傾斜路は次に掲げるもの

①    幅　120cm以上　（階段に併設する場合は90cm以上）

②    幅　135cm以上　（階段に併設する場合は90cm以上） 17

③    勾配　1/12以下 （高さ16cm以下の場合は、1/8以下）

④
 　勾配  1/20以下
   （高さが16cm以下のものにあっては８分の１以下、高さが75cm以下のもの、敷地の状況等
    によりやむを得ない場合、又は床面積の合計が2,000㎡未満の場合は12分の１以下）

⑤    両側に側壁又は立ち上がりの設置

⑥    始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平たんな部分の設置 3

⑦  　高さが75cmを超えるものは、75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊り場を設置 18

 車椅子使用者用駐車施設を1以上設置 13

①    幅　350cm以上

②    車椅子用駐車施設から各住戸までの経路の長さができるだけ短くなる位置

 車椅子使用者用駐車施設、又は付近に各住戸までの経路についての誘導表示を設置

① 　表示は高齢者、障害者等が見やすい位置に設け、JIS-Z8210に定められている場合はこれに適合

標
識

一
般

 移動等円滑化措置がとられたＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設付近に
 存在を表示する標識（※４）を設置

 建築物又はその敷地に下記の案内設備を設置　（案内所を設ける場合を除く） 13

①
   移動円滑化の措置がとられたＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設の配置を表示した
   案内板等の設置

19

②
   移動円滑化の措置がとられたＥＶその他の昇降機、便所の配置を点字等（※２）で視覚障害者に示
   す設備の設置

13

 道等から案内設備（案内所がある場合は案内所）までの経路の1以上 20

①
   線状ブロック等（※５）､点状ブロック等（※1）を適切に敷設、又は音声装置等で視覚障害者を
   誘導する設備を設置

②
   視覚障害者誘導用ブロックの色は、周辺の色と輝度比において対比効果を発揮できるものとし、原則
　として黄色を用い、状況に応じて適切な色を選択

③    車路に近接する部分に点状ブロック等（※１）を敷設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

④    段の上下端・傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等（※１）を敷設　 21

　＜備　　　考＞
　　※1　ブロック等で点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との明度、色相又は彩度の差が大きいことで容易に識別可能なもの
　　※2　 ①文字等の浮き彫り　②音による案内　③点字及び①②に類するもの        
　　※4  高齢者、障害者等が見やすい位置に設置、表示すべき内容が容易に識別可能なもの（JIS　Z 8210に適合するもの）
　　※5　ブロック等で線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との明度、色相又は彩度の差が大きいことで容易に識別可能なもの
　＜緩和措置＞

　　3 　床面積の合計が 2,000㎡未満
　　4 　構造上やむを得ない場合　⇒　代替措置：主として視覚障害者に配慮した安全なもの
　　13　床面積の合計が1,000㎡未満
　　14　点状ブロック等の敷設が利用上特に支障になる場合 ⇒ 代替措置：仕上げの色を変えるなど
　　15　敷地の状況によりやむを得ない場合、又は床面積の合計が2,000㎡未満の場合　⇒　代替措置：120ｃｍ以上
　　16　建築物の配置上やむを得ず設ける場合　⇒　代替措置：車椅子使用者、つえ使用者等の通行に支障のないもの
　　17　床面積の合計が2,000㎡未満の場合　⇒　代替措置：120cm以上
　　18　遵守基準　⇒　勾配が1/20以下の場合、　整備基準　⇒　緩和措置なし
　　19　床面積の合計が 2,000㎡未満、かつ当該ＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設の配置を容易に視認可能な場合
　　20　床面積の合計が 2,000㎡未満、又は集合住宅を管理する者等が常時勤務する案内所から出入口を容易に視認可能かつ道等から出入口までの
　　　　 経路が視覚障害者移動等円滑化経路（案内設備までの経路1①～④）に適合する場合

 　　　　③ 段又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊り場等
　＜凡　　　例＞
　　特定 ： 特定経路等
　　一般 ： 特定経路等を含むすべて

　　21　① 勾配1/20以下の傾斜路の上端　　② 高さ16ｃｍ以下、かつ、勾配1/12以下の傾斜路の上端
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例集合住宅整備項目表

（遵） （整）

 建築物外部の公共的通路に係る構造は次のもの 22

①    通路の有効幅200cm以上、通行に支障のない高さ空間を確保（※6）

②    通路面　段差の禁止 23

③    通路面　粗面又は滑りにくい仕上げ

④    敷地外の道路又は公共的通路等と連続性を確保して視覚障害者用誘導ブロックを敷設 24

⑤    階段を設ける場合は、基準に定める構造（※7）

 建築物内部の公共的通路に係る構造は次のもの 22

①    通路の有効幅200cm以上、当該部分の天井の高さ250cm以上（※6）

②    通路面　段差の禁止 25

③    通路面　粗面又は滑りにくい仕上げ

④    道路又は建築物外の公共的通路等と連続性を確保して視覚障害者用誘導ブロックを敷設

⑤    階段を設ける場合は、基準に定める構造（※7）

　＜備　　　考＞
　　※1　ブロック等で点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との明度、色相又は彩度の差が大きいことで容易に識別可能なもの
　　※6　法及び条例等で別に定められた幅員がある場合はその幅員
　　※7　①踊り場を含め両側に手すりの設置②踏面端部とその周辺部分との明度、色相又は彩度の差が大きいことで容易に識別可能なもの
　　　　　　③段鼻の突き出しその他つまづきの原因となるものがない④段の上下端に近接する通路部分及び段の上下端に近接する踊り場
　　　　　　（250ｃｍ以下の直進のものを除く。）に点状ブロック等（※3）の敷設　⑤主たる階段は回り階段ではない
　　　　　　⑥けあげ18㎝以下、踏面26㎝以上　⑦階段の幅120㎝以上（手すりは10㎝を限度として幅に算入しない）
　＜緩和措置＞
　　22　整備基準　⇒　緩和措置なし、　遵守基準　⇒　公共的通路のうち1以上を整備する
　　23　「６　エレベーター及びその乗降ロビー」に定めるエレベーター、「７　特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機」に   
　　　　 定める昇降機を設けている場合、又は道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合、
　　　　　又は次に掲げる要件を満たす傾斜路を設ける場合
　　　　　① 手すりの設置　
　　　　　② 前後の通路と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別可能
　　　　　③ 幅は段に代わるもの140ｃｍ以上、段に併設するもの90ｃｍ以上
　　　　　④ 勾配は1/20以下
　　　　　⑤ 高さが75ｃｍを超えるものは高さ75ｃｍ以内ごとに踏幅150ｃｍ以上の踊り場を設置
　　　　　⑥ 両側に側壁又は立ち上がりを設置　
　　　　　⑦ 傾斜路の始点、終点に、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分の設置
　　24　道路の歩道に沿って歩道状空地が設けられている場合の当該歩道状空地
　　25　「６　エレベーター及びその乗降ロビー」に定めるエレベーター、「７　特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機」に   
　　　　 定める昇降機を設ける場合、又は道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合、
　　　　　又は次に掲げる要件を満たす傾斜路を設ける場合
　　　　　① 手すりの設置　
　　　　　② 前後の通路と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別可能
　　　　　③ 傾斜の上端に近接する通路及び踊り場の部分には、点状ブロック等（※1）を敷設、
　　　　　　　（勾配 1/20以下のもの、高さ16cm以下のもの、直進で250cm以下の踊場を除く。）
　　　　　④ 幅は段に代わるもの140ｃｍ以上、段に併設するもの90ｃｍ以上
　　　　　⑤ 勾配は1/12以下
　　　　　⑥ 高さが75ｃｍを超えるものは高さ75ｃｍ以内ごとに踏幅150ｃｍ以上の踊り場を設置
　　　　　⑦ 両側に側壁又は立ち上がりを設置　
　　　　　⑧ 傾斜路の始点、終点に、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分の設置
　＜凡　　　例＞
　　特定 ： 特定経路等
　　一般 ： 特定経路等を含むすべて
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例
特定公共的施設整備項目表　（小規模建築物）

チェック

（遵）

 幅　80cm以上

 通行の際支障となる段差なし 1

 直接地上に通ずる出入口と利用居室の出入口を結ぶ通行可能な経路を確保 2

 便所のうち1以上は次に掲げるもの　（整備基準；男女別の場合はそれぞれ）

①    車椅子使用者用便房を1以上設置し、その旨表示

a      腰掛式の大便器、手すり等を適切に配置

b      車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間を確保

c      直接地上へ通ずる出入口から当該便房までの通行可能な経路を確保 2

 幅　120cm以上

 通行の際支障となる段差なし 3

＜備　　　考＞
小規模建築物の整備基準は、建築物の整備基準を参照

全ての整備（整備基準）行う場合は、建築物の整備項目表を添付すること

＜緩和措置＞

＜凡　　　例＞

移円：移動等円滑化経路、一般：移動等円滑化経路を含むすべて

（遵）遵守基準  不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの

（整）整備基準
 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの（移動等円滑化経路を含む）

 （視） 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するもの

出
入
口

移
円

１

2

3

整備項目
経
路 整備内容

緩
和
措
置

審査

移
円

1

2

敷
地

内
通

路

便
所

一
般

1

１　　敷地の状況、施設の構造その他の事情により段差を設けないことができない場合において、当該建築物を管理する者の介助等により、高齢者、

　　　障害者等が通行することができるとき

２　　上下階の移動に係る部分

3　　①傾斜路又はエレベーターその他昇降機を併設する場合　②敷地の状況、施設の構造その他の事情により段差を設けないことができない場合において、

　　　当該建築物を管理する者の介助等により、高齢者、障害者等が通行することができるとき

各整備内容の措置が講じられている場合に、空欄
に○かレを記入してください。

緩和措置に該当する場合は、
数字に○を記入してください。
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例
特定公共的施設整備項目表　（道路）

（遵） （整）

(１)

ア 歩道等と車道等は原則として分離 有 無

イ 歩道又は歩道等と車道等は原則として分離 有 無 ―

ウ  □セミフラット　　□マウントアップ　　□フラット

エ cm

(２) 歩道等の有効幅員及び勾配

ア m

イ 有 無

ウ
％

エ
％

オ
％ ―

(３) 舗装等

ア
有 無

イ
有 無 ―

ウ 有 無  □透水性舗装　　　　　□排水性舗装 ―

エ

有 無

[*1.5m以上、困難な場合1.0m以上]

 □色調の変化　　□仕上げの材質の変化 ―

(１)

ア 有 無  □街きょ（１５５SF型）　　□その他（　　　　　　　）

イ 有 無

ウ ％

エ 有 無

(２)

 □全断面切下げ　□部分すりつけ

 □平たん部を設けた部分すりつけ

 □全面すりつけ 　□その他

(３)

 □特殊街きょブロックによる切下げ

ア  □切開き形式でハンプを設置

 □全断面切下げ

イ
有 無

４ 沿道施設との段
差 cm ―

5 橋の取付け部 (１) cm ―

(２) ％ ―

(３) する しない ―

(１)  歩道等の路面が連続して平たんとなる構造 有 無  □街きょ（１５５－Ⅱ型）　　□その他（　　　　　　）

(２) cm

 

7 横断歩道 (１) 有 無

(２) 有 無

％
 特殊縁石を用いる場合は10％以下

必要に応じ横断歩道設置

道路標識又は信号機及び道路標示設置

 こう配を緩やかにする　[ *5％以下]

 こう配の方向は歩行者等の通行動線と一致

6 車両乗入れ部

 縁石の段差は5cm

(３)
 すりつけこう配は15％以下

歩道面が連続して平たんとなるような構造 有 無

切開き形式の場合は視覚障害者に配慮し、段差を
設ける【*2cm】

出入口と接続する部分の段差を可能な限り縮小
【*2cm】

 可能な限り高低差を縮小　［ *2cm］

可能な限り横断待ちのための平坦部を設置
[ *1.5m四方]

交差点における切下げ

すべての者が円滑に通行できる構造
こう配 5％以下、段差2cm、平たん部 1.5m

有 無

枝道等と交差する場合

３ 歩道等と車道等
の段差

一般的事項

車道等と歩道等の接続部分の段差は2cm

接続部分は、必要に応じて傾斜を設ける。

接続部分の勾配は5％以下
(沿道の状況等からやむを得ない場合8％以下)

m ―

 車道と路肩とを視覚又は触覚により区別 ―

歩道等は透水性舗装
(地形の状況等やむを得ない場合を除く)

車道等は可能な限り透水性舗装又は排水性舗装

排水溝、集水ます等には、つえ、キャスター等が
 落ちない滑りにくい構造の蓋の設置
 [*溝幅＝10mm]

２ 路肩の確保及び
区別化

 路肩幅員の十分な確保
路肩幅員

 有効幅員は原則として2.0m以上

 歩道等は空間を立体的かつ連続的に確保

歩道等の縦断勾配は5％以下
(地形の状況等やむを得ない場合8％以下)

歩道等の横断勾配は1％以下
(地形の状況等やむを得ない場合2％以下)

単断面道路の路肩部分の横断勾配は路面排水を
考慮し、かつ最小限

歩道等は平たん性、滑りにくさ、水はけの良さを
考慮した舗装材料を選択

１ 歩道等  歩車道の分離

 分離方法はセミフラット形式を原則 ―

歩道等に設ける縁石の車道に対する高さは15cm以上

整備項目 整備基準 整備内容等
審査欄

（遵）遵守基準 　不特定かつ多数の者が利用する部分

（整）整備基準 　不特定かつ多数の者が利用する部分

※参考数値は[*　　　]で示す
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例
特定公共的施設整備項目表　（道路）

（遵） （整）
整備項目 整備基準 整備内容等

審査欄

 □視覚障害者誘導用ブロック　□音声誘導装置

 □リーディングライン　　□その他

(２) 黄 他

(３) 有 無 措置(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

 □エレベーター　□エスカレーター　□スロープ

 □手すり　　　　　□点字表示　

 □視覚障害者誘導用ブロック

 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ベンチ　[ *座面高40～45cm] 箇所

 上屋　[ *高さ2.5m以上の空間] 箇所

11 道路付属物及び
占用物の整理 (１) 有 無

 整理箇所：（　　　　　）箇所
 整理内容：

―

12 歩行者広場 (１) 箇所 ―

(１) 有 無

(２) 有 無

(３) cm

14 照明施設
(１) 有 無  □歩行者用　　　　　　□歩車両用 ―

(１) 有 無 ―

(２) 一定 不定  □ノンスリップ ―

ア 踏面及びけあげ寸法一定、つまずきにくい構造

 けあげ　[*16cm程度] cm ―

cm ―

　　 cm ―

イ  □直階段　　　　　　□折れ曲がり階段

ウ m ―

エ 高低差3.0m以内ごと1.5m以上の踊り場の設置 有 無 ―

オ 階段の始終点に1.5m以上の平たん部の設置 有 無 ―

カ 有 無  □二段　　　　　　□一段 ―

キ 有 無 ―

(３) ％ ―

(１) 有 無  □反射鏡　□滑り止め　□イメージハンプ ―

(２) 有 無  □歩行者用　　　　　□自転車用 ―

(１) 台

ア m ―

イ 有 無 ―

ウ 有 無 ―

エ ―

オ ―

(２)
有 無 ―

(３)
―

ア ⅿ ―

イ 段差を設けない cm

ウ 有 無

エ 有 無 ―

　＜備　　　考＞

　　特定道路については、別表第６の２ 特定道路に関する整備基準 及び別表第６の３ 特定道路に関する遵守基準に適合するものとする。 

幅は1.4m以上

排水溝、集水ます等を設けない
（設ける場合はつえ等が落ちない滑りにくい
構造の蓋 [*溝幅＝10mm]）

   原則として透水性舗装

17 駐車場
（道路付属物とし
ての自動車駐車
場）

 車椅子使用者用駐車施設を1以上設置

   幅は3.5m以上

   歩行者の出入口までの経路が短くなる位置

   車椅子使用者用駐車施設の表示

   傾斜部に設けない

   原則として透水性舗装

 駐車場の歩行者の出入口から車椅子使用者用
駐車施設の位置までの経路に案内表示

歩行者の出入口までの通路の１以上は以下に掲
げる構造

 始終端部に視覚障害者誘導用ブロックの敷設

 傾斜路の併設　[ *こう配25％以下]

16 滑り止め等の
交通安全施設

 歩道のない道路の交差部に交通安全施設の設置

 交差点に注意喚起表示の設置

 照明施設を設置し、歩行者等の通行部分の照度
を確保

15 階段 やむを得ず階段を設置する場合は、安全性や歩
行者の負担軽減に配慮

階段は次に掲げる構造とする

 踏　面　[*30cm以上]

 けこみ　[*2cm以下]

 階段の形状 （回り階段としない）

 幅は1.5m以上

 踊り場を含めて両側に手すりの設置

 可能な限り道路附属物及び占用物の整理

 歩行者の滞留が必要な部分へ可能な限り設置

13 案内板等  要所に案内板等の設置

 文字の大きさ、色調、明度への配慮

 車椅子使用者にも見やすい高さ［*125cm］

有 無

10 休憩施設
 （ベンチ等） (１)

 必要に応じて
 設置

 視覚障害者誘導用ブロックの色は黄色
(ただし、周辺の舗装の色彩と輝度比を確保できな
い場合は他の色を選択可)

輝度比が確保される措置

9 立体横断施設

(１)  安全性及び移動性に配慮

8 視覚障害者誘導
用設備 (１)

視覚障害者が多く利用する歩行者通行部分に
視覚障害者誘導用ブロックの設置

有 無

※参考数値は[*　　　]で示す
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例
特定公共的施設整備項目表　（公園）

（遵） （整）

1 有 無 理由：

① cm 理由：

② 車止め柵は、車椅子使用者等が円滑に通行できる構造 良 否

*遵守基準：車止め柵相互の間隔、１以上は90cm以上

③ 路面に段差を設けない 良 否

④ cm 理由：

⑤ 有 無 □点状ブロック □舗装材の変化

⑥ 有 無

2 道路等から出入口までの歩行者用通路と、車路を分離 有 無

3 券売所及び入場口は利用しやすい位置に設置 良 否 ―

① cm ―

②
有 無 ―

台 ― ―

車椅子使用者用駐車施設を設置

200台以下の場合 ： 全数×1/50（１未満端数切り上げ）以上 台

① 車椅子使用者用駐車施設の幅は350cm以上 cm

② 車椅子使用者用駐車施設は園路に接続しやすい位置に設置 良 否

③ 良 否

④ 車椅子使用者用駐車施設は傾斜部に設けない 良 否 ―

2
有 無 ―

3 ―

① 幅は、120cm以上 cm

② 通路面に段差を設けない 良 否 ―

1 次の構造の園路を1以上設置 有 無

① １に定める出入口及び２に定める駐車場に接続 良 否

② cm 理由：

③ /100 理由：

④ 有 無

⑤ 良 否

⑥

/100 理由：

⑦ /100 理由：

⑧ 有 無

⑨ 有 無

２ 駐車場

1

*遵守基準：（５の項の傾斜路を併設する場合を除く）

３ 園路（敷地境界か
ら1に定める出入
口に至る経路も
含む）

出入口・便所に接続する園路の部分に視覚障害者誘導用設
備を設置　　*遵守基準：園路の要所に設置

 全駐車可能台数

200台を超える場合 ： 全数×1/100（１未満端数切り上げ）＋2以上

（遵）遵守基準 　不特定かつ多数の者が利用する部分

横断こう配1/100以下（特別な理由がある場合2/100以下）

園路に附帯する観覧場所、休憩場所には、車椅子が安定して
停止できる平たん部分の設置

審査欄

１

（整）整備基準 　不特定かつ多数の者が利用する部分

整備項目

出入口

縁石、街きょ等により段差を生じる場合のすりつけこう配
5/100以下（やむを得ない場合8/100以下、段差を残す場合
2cm以下）

路面に段差を設けない

縦断こう配は4/100以下
*整備基準：５の項の傾斜路を併設する場合を除く
*遵守基準：やむを得ない場合8/100以下

縦断こう配3/100以上4/100以下が50m以上続く場合、途中に
150cm以上の平たんな部分を設置

この場合の歩行者用通路の構造は、3園路の整備基準準用
―

券売所から入場口までに至る経路及び入場口の通路の1以上
に視覚障害者誘導用ブロックを連続して敷設

入場口の1以上の幅は90cm以上

整備基準 整備内容等

点状ブロック、舗装材の変化等により道路との境界を明示

直接車道と接する場合、境界部分に2cmの段差設置

幅は180cm以上　*遵守基準：やむを得ない場合、50m以内ご
とに車椅子が転回できる場所を確保した上で120cm以上

幅は120cm以上　*遵守基準：やむを得ない場合90cm以上

出入口から公園内外へ150cm以上の平たんな部分を確保
（やむを得ない場合を除く）

車椅子使用者用駐車施設である旨を見やすい方法で表示

出入口は次の構造（3に定める園路に接続困難な出入口には、整
備基準に適合した出入口の位置を明示する案内板設置）

駐車場出入口から車椅子使用者用駐車施設までの経路について
誘導表示を設置

車椅子使用者用駐車施設から公園出入口までの通路の1以上
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例
特定公共的施設整備項目表　（公園）

（遵） （整）

審査欄
整備項目 整備基準 整備内容等

1 回り階段としない　*遵守基準：やむを得ない場合を除く 良 否  □直階段　　□折れ曲がり階段

2 幅は150cm以上　　*遵守基準：120cm以上 cm

3 高さ300cm以内ごとに150cm以上の踊り場を設置 有 無

4 始終点に150cm以上の平たん部を設置 有 無

5
有 無

6 手すり端部付近に、階段の通ずる場所を点字で貼付 有 無

7 両側に立ち上がりを設置（側面が壁面の場合は不要） 有 無

8 踏面及びけあげの寸法は一定 良 否 ―

9 踏面は識別しやすく、かつ、つまづきにくい構造 良 否

10 有 無

11 始終端部に近接する路面に点状ブロックを敷設 有 無

1
cm

2 縦断こう配は5/100以下（高さ75cm以下の場合、8/100以下） /100

3 高さ75cm以内ごとに150cm以上の踊り場を設置 cm

4 始終点及び折り返し部分に150cm以上の平たん部を設置 有 無

*遵守基準：始終点に150cm以上の平たん部を設置

5 横断こう配は設けない 良 否

6 両側に連続して手すり設置　　(やむを得ない場合を除く) 有 無

7  有 無

有 無

8 始終端部に近接する路面に点状ブロックを敷設 有 無 ―

1 公園・緑地等及び動物園・植物園・遊園地は次のもの ― ー

①

良 否

良 否 ―

② ２の駐車場 ― ―

　 良 否 舗装材料（　　　　　　　　　　） ―

2 庭園は、次のもの ― ―

① １の出入口

　 良 否

　 良 否 ―

② ２の駐車場 ― ―

　平たんでぬれても滑りにくい仕上げ 良 否 舗装材料（　　　　　　　　　　） ―

1 有 無 溝幅＝　　　　mm

2 園路と段差が生じないように設置 良 否

８ 転落防止設備
柵、視覚障害者誘導用ブロック等転落防止設備の設置 有 無

□視覚障害者誘導用ブロック
□柵　　□その他（　　　　　　　）

1 休憩所を設ける場合、１以上は次のもの 箇所

① cm 理由：

② 良 否

③ 良 否

④ cm

良 否

⑤

良 否 理由：

⑥
良 否

*遵守基準：両側に立ち上がり  （側面が壁面の場合は除く）

―

―

―

出入口の幅は120cm以上（やむを得ない場合80cm以上）

舗装材料（　　　　　　　　　　）

―

舗装材料（　　　　　　　　　　）

―

―

踊り場を含め、両側に連続して手すり設置
　*遵守基準：やむを得ない場合を除く

園路に階段を設ける場合、傾斜路又はエレベーターその他の昇降
機を併設

幅は180cm以上
*遵守基準：120cm以上（階段等に併設する場合は90cm以上）

段差を設けない（５の項の傾斜路を併設する場合を除く）

車椅子使用者等の円滑な利用に適した広さを確保

戸は、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することがで
きる

戸を設ける場合、幅は80cm以上

７

６ 舗装材料

９ 休憩所
（設ける場合）

排水溝等

４ 階段

階段若しくは段に
代わり、又はこれ
に併設する傾斜
路

５

つえ、車椅子のキャスター、靴のかかと等が落ち込まない構造の
ふた　（溝幅＝9㎜程度）

*整備基準：両側に縁石又は側壁を設置  （側面が壁面の場合は除く）

平たんでぬれても滑りにくい仕上げ

水はけの良い仕上げ

平たんでぬれても滑りにくい仕上げ

１の出入口、３の園路、４の階段、５の傾斜路

平たんでぬれても滑りにくい仕上げ

水はけの良い仕上げ

カウンターを設ける場合、１以上は車椅子使用者の円滑な利
用に適した構造
（常時勤務する者が容易に対応できる構造である場合は除
く。）

便所を設ける場合、１以上の便所の構造は、13の項に定める
もの
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例
特定公共的施設整備項目表　（公園）

（遵） （整）

審査欄
整備項目 整備基準 整備内容等

1 ベンチは、休憩及び観賞等にふさわしい場所に設置 箇所

2 野外卓には150cm以上の平たん部を設置 cm

3 野外卓下部に高さ65cm以上、奥行き45cm以上の空間設置 有 無 高さ　　　cm　　奥行き　　　cm

4 売店又は飲食施設と一体の野外卓の椅子又はベンチは可動式等 有 無 □可動式　　□その他（　　　　） ―

1 飲み口は上向き 良 否

2 飲み口までの高さは70cm以上80cm以下 cm

3 下部に高さ65cm以上、奥行き45cm以上の空間設置 有 無 高さ　　　cm　　奥行き　　　cm

4 使用方向に150cm以上×150cm以上の平たん部を設置 有 無 高さ　　　cm　　奥行き　　　cm

１ 案内板等は次のもの 箇所

① 園内の要所に案内板等を設置 有 無

② 車椅子で利用可能な園路及び施設を表示 良 否

③ 文字の大きさ、色調、明度に配慮 良 否

④ 平仮名、ピクトグラム、ローマ字等による標示を併用 □平仮名　□ピクト（絵文字）

（JIS　Z8210に定められているときはこれに適合させる） □ローマ字等（　　　　　　　　　　）

⑤ 分かりやすい場所に配置し、車椅子使用者等に配慮した高さ cm ←表示板面の中心高

⑥ 通行の支障とならないよう通路に突出しない位置に設置

（突出する場合は案内板下端が地上から250cm以上）

2 掲示板は次のもの 箇所

① 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造 良 否

② 当該掲示板に表示された内容を容易に識別することができる 良 否

③ 分かりやすい場所に配置し、車椅子使用者等に配慮した高さ cm ←表示板面の中心高

3 有 無 ―

1 便所（男女別の場合はそれぞれ）は次の構造 ― ー

① cm 理由：

② 段差を設けない（設ける場合は下記の構造の傾斜路併設） 良 否

 出入口前に150cm×150cm以上の平たん部を設置 有 無 ―

 傾斜路の幅は90cm以上 cm

/100

③ 平たんな仕上げ 良 否 ―

④ ぬれても滑りにくい仕上げ　 良 否

⑤ オストメイト対応汚物流しを設置 有 無

⑥ オストメイト対応汚物流しを設置した旨を表示 有 無 ―

⑦ 有 無

2 有 無

① 良 否

② 車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間を確保 有 無

③ 有 無

3 ― ―

① 良 否

② 良 否

③ 箇所

④ 有 無

⑤ 有 無

4 ― ―

① 大便器は1以上を腰掛式とし、手すり設置 箇所

② 便房の戸に腰掛式の大便器である旨を表示 有 無

5 有 無 ―

表示は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設置
（JIS　Z8210に定められているときはこれに適合させる）

出入口幅は85cm以上　*遵守基準：やむを得ない場合80cm以上

園内の要所（園路・傾斜路・階段除く）に視覚障害者誘導用設備を
設置

同項１の便所内部又は近接した位置に車椅子使用者用便房を1以
上設け、出入口にその旨を表示

同項１の便所内部の車椅子使用者用便房以外の部分は次の構造

車椅子使用者用便房を内部に設置しない便所に大便器を設ける
場合は、次の構造

否

主たる出入口に車椅子使用者を含むすべての者が利用する
ことができる旨を表示

便房の戸に腰掛式の大便器である旨を表示

―

―

水飲み・手洗場

6

11

10 ベンチ・野外卓

13 便所

有 無

良

12 案内板等
（設ける場合）

ベビーベッドその他おむつ交換ができる設備を設置し、便所の出
入口にその旨を表示

―

舗装材料（　　　　　　　　　　）

―

有 無

 こう配は5/100以下（高さ16cm以下の場合12/100以下、
 高さ75cm以下の場合8/100以下）

小便器は1以上を光感知式等の自動洗浄装置付の受け口の
高さ35cm以下とし、その1以上の付近に手すり設置

戸は車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その
前後に高低差なし

腰掛式の大便器、洗浄装置、汚物入れ、手すり等を適切な位
置に設置

主たる出入口の戸は車椅子使用者が容易に開閉し通過可能
な構造とし、その前後に高低差なし

大便器は1以上を腰掛式とし、手すり設置

車椅子使用者が円滑に通行できる十分な空間を確保
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例
特定公共的施設整備項目表　（公園）

（遵） （整）

審査欄
整備項目 整備基準 整備内容等

1 屋根付広場を設ける場合、１以上は次のもの 箇所 ― ー

① cm 理由：

② 良 否

③ 良 否

1 野外劇場・野外音楽堂を設ける場合、次のもの ― ー

① cm 理由：

② 良 否

③ 良 否

④ cm

cm 理由：

⑤ /100 理由：

⑥ /100 理由：

⑦ 良 否 舗装材料（　　　　　　　　　　）

⑧ 良 否

⑨ 席 計画収容者数（　　　　　　席） ― ―

⑩ ― ―

cm

良 否

有 無 □柵　　□その他（　　　　　　　）

1 １に定める出入口の整備基準を準用 ― ―

① cm 理由： ―

②

③ 路面に段差を設けない 良 否 理由： ―

④ cm ―

⑤ 有 無 □点状ブロック　□舗装材の変化 ―

⑥ 有 無 ―

2 車椅子使用者等が休憩し、又は待機できる場所を設置 有 無 ―

1 券売機の金銭投入口等は車椅子使用者の手が届く高さに設置 cm ―

2 券売機カウンターに切込み又はけこみ付券売機 有 無 □切込み　　□けこみ付券売機 ―

3
有 無 ―

4
良 否 ―

5 有 無 ―

19 その他の施設等
有 無 ―

車止め柵は、車椅子使用者等が円滑に通行できる構造

出入口から公園内外へ150cm以上の平坦な部分を確保
（やむを得ない場合を除く）

券売機は、運賃等を点字で表示(機種により困難な場合は１以上を
視覚障害者が支障なく利用できる機種)

―

平たんでぬれても滑りにくい仕上げ

（やむを得ない場合、車椅子の転回に配慮した上、幅80cm以上）

横断こう配は1/100以下（やむを得ない場合、2/100以下）

14

車椅子使用者用観覧スペース等は、次のもの

 幅は90cm以上、奥行きは120cm以上

 車椅子使用者等の利用に支障となる段差を設けない

便所、休憩所、屋根付広場、野外劇場及び野外音楽堂以外の公
園内の建築物（管理事務所等）並びに屋内設備は建築物の整備
基準及び遵守基準を準用
便所を設置する場合は、13の項に定める便所の遵守基準を準用

利用者が視覚、聴覚、きゅう覚等により、自然環境等を感じること
ができるような空間、施設等を配置する

―

良 否

18 券売機・電話ボッ
クス

17 公園内運動施設

運賃表は、 内容を容易に読み取ることができるような
文字の大きさとし高齢者、障害者に見やすい位置に設置

電話ボックスは1以上を車椅子使用者が利用できる構造とし、出入
口、売店付近又は主要な園路に接する平たんな位置に設置

屋根付広場
（設ける場合）

出入口の幅は120cm以上（やむを得ない場合80cm以上）

段差を設けない（５の項の傾斜路を併設する場合を除く）

15 野外劇場
・野外音楽堂
（設ける場合）

出入口の幅は120cm以上（やむを得ない場合、80cm以上）

車椅子使用者等の円滑な利用に適した広さを確保

直接車道と接する場合、境界部分に2cmの段差設置

点状ブロック、舗装材の変化等により道路との境界を明示

幅は120cm以上

便所を設ける場合、１以上の便所の構造は、13の項に定める
もの

車椅子使用者用観覧スペース等を設置

16 公園内建築物・屋
内設備

 200席以下の場合 ： 全数×1/50（１未満端数切り上げ）以上

段差を設けない（５の項の傾斜路を併設する場合を除く）

車椅子使用者等が利用目的に沿い円滑に活動できる広さを
確保

通路の幅は120cm以上

縦断こう配は5/100以下（やむを得ない場合、8/100以下）

 200席を超える場合 ： 全数×1/100（１未満端数切り上げ）＋2以上

 出入口から容易に到達でき、かつ、サイトライン（可視線）に
 配慮した位置に設置

 柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備を設置
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例
特定公共的施設整備項目表　（公共交通施設）

（遵） （整）

1 良 否 舗装材料（　　　　　　　　） ―

2 良 否 ―

　（やむを得ず設ける場合はつえ等が落ちない構造の蓋）

1 良 否

2 有 無

3
有 無

4
有 無

5
良 否

1
良 否

2 1以上の出入口については段差解消

3 良 否 材質（　　　　　　　　）

4 cm

5
有 無 ―

6 有 無 ―

４ 1 車椅子使用者用駐車施設を1以上設置 ―

―

2 幅は350cm以上 良 否

3 駅舎等までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設置 良 否
4

有 無

1

cm

2 良 否

3 壁面及び柱面の看板及び設置物を突出させない 良 否

4 十分な明るさを確保した照明設備の設置 有 無

5 平たんでぬれても滑りにくい仕上げ 良 否 材質（　　　　　　　　）

1 有 無

2 出札、案内所等に至る経路には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設 有 無

3 有 無

1 主要な階段の踏面及びけあげの寸法は一定 良 否 ―

2 主要な階段は回り階段でないこと 良 否  □直階段　　　□折れ曲がり階段

3 幅は120cm以上 cm

4 高さ300cm以内ごとに踊り場を設置 有 無

5 踏面は平たんでぬれても滑りにくい仕上げ 良 否 材質（　　　　　　　　）

6 良 否

7 手すりの端部付近に、階段の通ずる場所を示す点字表示 有 無

8 十分な明るさを確保した照明設備の設置 有 無

9 階段下に視覚障害者等の歩行に必要な高さ、空間等の配慮 良 否

10 両側に立ち上がりの設置（側面が壁面の場合は不要） 有 無

1 cm

1/

1/

3
有 無

4
有 無

5 有 無

6 平たんで濡れても滑りにくい仕上げ 良 否 材質（　　　　　　　　）

7 こう配部分と接続する通路とを容易に識別できる 良 否

8 屋外に設ける傾斜路には、上屋を設置 有 無 ―

1 改札口にできるだけ近い位置に設置 良 否

3
人乗り 理由：

4
有 無 　□付属設備　　□音声誘導装置

有 無

有 無

6 有 無 　□ガラス窓　　□画像表示設備

整備項目

（遵）遵守基準 不特定かつ多数の者が利用する部分 （整）整備基準 不特定かつ多数の者が利用する部分 審査欄

整備内容等整備基準

―

２ 移動等円滑化経
路

駅舎等の出入口から、通路、改札口等を経て、車両の乗降口に
至る経路のうち1以上は移動等円滑化経路

主たる通路と移動等円滑化経路の長さの差はできる限り小さく

乗降場間の旅客の乗継ぎ経路に、移動等円滑経路を乗降場ご
とに1以上確保

台全駐車台数200以下の場合1/50以上、 200を超える場合1/100
＋2以上設置。（1未満の端数は切上げ）

車椅子使用者用駐車施設、又は付近に駅舎等への誘導表示を
設置（JIS-Z8210に定められている場合はこれに適合）

１ 道路等から駅舎
等の出入口まで
の経路

路面は平たんでぬれても滑りにくい仕上げ

路面に段差を設けない

3 排水溝、集水ます等を設けない
有 無 溝幅＝　　　　mm

主たる乗継ぎ経路と移動等円滑化経路となる乗継ぎ経路の長さ
の差はできる限り小さく

線路、水路等を挟んだ各側に出入口がある場合は、移動等円滑
化経路をそれぞれ1以上確保（地方運輸局が認めた場合除く）

３ 駅舎等の出入口 床面に段差を設けない
(7（遵守は8）の項の傾斜路を併設する場合はこの限りでない)

*整備基準：平たんでぬれても滑りにくい仕上げとし、内外のすべ
りにくさは同等
*遵守基準：平たんで濡れても滑りにくい床

幅は90cm以上(構造上困難な場合は85cm以上)

車椅子使用者のための停車区画を設ける場合には
その旨を見やすい方法により表示

出入口の上屋はコンコース・通路等が雨等によりぬれない構造

６ 駅舎等の出札、案
内所等

カウンター下部に車椅子使用者の利用に支障ない空間の確保

筆談用具等の準備及び当該用具のある旨を表示

７ 駅舎等の階段

視覚障害者等が踏面の端部全体を識別しやすくつまずきにくい構造

駅舎等の駐車場
（設ける場合）

５ 駅舎等の通路等 *整備基準：幅は200cm以上
*遵守基準：140cm以上（既存等で構造上困難な場合は車椅子
が円滑に通行可能な構造とした上で120㎝以上）

床面に段差を設けない

cm
　*遵守基準：80cm以上

かごの容量は11人乗り以上（既設駅舎等で構造上困難な場合、
車椅子を転回せずに円滑に乗降できる機種設置の場合除く）

高齢者、障害者等が支障なく利用できる附属設備・音声誘導装
置等の設置

5

８ 駅舎等の傾斜路 幅は120cm以上　　*遵守基準：段併設の場合90cm以上

2 こう配
屋内1/12以下（16cm以下1/8）

屋外1/20以下（16cm以下1/8、75cm以下1/12）

高さ75cm以内ごとに、180cm以上の踊り場の設置
　*遵守基準：150cm以上

折り返し部分及び他の通路と出会う部分には、180cm以上の水
平部分の設置　*遵守基準：150cm以上

両側に35cm以上の立ち上がりを設置（側面が壁面の場合不要）

乗降ロビーに車椅子が回転できる空間の確保

制御装置側に寄せて視覚障害者誘導用ブロックを敷設

かごの内外をお互いに視認できる構造

９ 駅舎等のエレベー
ター 2 かご及び昇降路の出入口の幅は90cm以上
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例
特定公共的施設整備項目表　（公共交通施設）

（遵） （整）整備項目 整備内容等整備基準
1 改札口にできるだけ近い位置に設置 良 否 ―

2 上下専用 良 否 ―

3 踏面、くし板及び床面は、ぬれても滑りにくい仕上げ 良 否

4 操作しやすい非常停止装置を分かりやすい位置に設置 良 否

5 くし板 良 否

有 無
6

有 無 理由：

7 踏段の端部全体が周囲と容易に識別できる 良 否

8 行先、昇降方向を知らせる音声案内装置の設置 有 無

9
有 無

1 有 無 ― ―

① 有 無

② 良 否 材質（　　　　　　　　）

③ 出入口及び床面には段差を設けない 良 否

④ 出入口の幅は90cm以上　*遵守：85cm以上 cm

⑤ 大便器は1以上を腰掛けとし、手すり設置 箇所

⑥ 小便器は1以上を受け口の高さ35cm以下とし、手すり設置 箇所

⑦ 洗面器は1以上に手すり設置（車椅子使用者用以外） 箇所 ―

⑧ オストメイト対応汚物流し等を設置した便房を1以上設置 箇所

⑨ ベビーチェア等を設置した便房を1以上設置 箇所

⑩ ベビーベッド等の設備を1以上設置 箇所

⑪ ⑧～⑩を設置した便所及び便所付近にその旨の表示 有 無

（*整備基準：JIS　Z8210に定められているときはこれに適合）

2 便所内に次に掲げる車椅子使用者用便房を1以上設置し、 有 無

便房及び便所の出入口その旨表示

ア 出入口の幅は90cm以上　*遵守：85cm以上 cm

イ
良 否

ウ 車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間を確保 良 否

エ
良 否

1 分かりやすく利用しやすい位置に設置 有 無

2 cm

3 良 否

4 床面は平たんで滑りにくい仕上げ 良 否 材質（　　　　　　　　）

5 壁面及び柱面の看板及び設置物を突出させない 良 否

6 車椅子使用者等が利用できる十分な広さを確保 良 否

ベンチ 箇所

テーブル 箇所 ―

8 箇所

①

良 否 ―

② 箇所 ―

③ 有 無

1 cm

2
良 否

3 良 否

1
有 無

2 出入口付近に、周辺の施設等の案内板等を設置 有 無 ―

3 駅舎等の要所に駅の名称を表示 有 無 ―

4 有 無 ―

5 有 無

6 わかりやすく車椅子使用者等に配慮した高さ cm ←表示板面の中心高 ―

7 案内板等の表示は文字の大きさ、色調、明度に配慮 有 無

8 案内板等の表記は平仮名、ピクトグラム、ローマ字等の併用 □平仮名 □ピクトグラム（絵文字）

（JIS　Z8210に定められているときはこれに適合させる） □ローマ字等（　　　　　　　　　　）

1 列車の到着及び通過、行き先を知らせる放送設備を設置 有 無 ―

2
有 無 ―

3
有 無 ―

4 出入口付近に施設の配置を視覚障害者に示す設備の設置 有 無 　□点字　□音声　□その他（　　）

5
有 無 ―

6
有 無

　□文字　□音声　□その他（　　）
理由：

11 駅舎等の便所
（設ける場合）

便所（男女別の場合はそれぞれ）は次に掲げるもの

便所への案内、誘導表示、男女別表示等を分かりやすく表示

平たんでぬれても滑りにくい仕上げ

戸は車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、
その前後に高低差なし

腰掛式の大便器、洗浄装置、汚物入れ、手すり、
洗面器、非常呼び出し装置等を適切な位置に設置

10 駅舎等のエスカ
レーター

 できるだけ薄く設置

 原則として黄色で縁取り

前項に定めるエレベーターの設置が困難な場合、車椅子対応型
エスカレーターの設置

エスカレーター上下端に近接する通路の床面に進入の可否の表
示

②の設備に優先席を設ける場合、優先的に利用することができ
る者を表示する標識設置

13 駅舎等の戸 幅は90cm以上　*遵守基準：85cm以上

自動ドア又は車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造の
戸

床面に段差を設けない

12 駅舎等の旅客待
合所及び休憩施
設　　（ベンチ等）

通路幅は140cm以上(構造上困難な場合は120cm以上)

床面に段差を設けない（8の項の傾斜路を設ける場合除く）

7 高齢者、障害者等の利用しやすいベンチ等の設置

通路等又は乗降場に休憩設備を1以上設置

分かりやすく利用しやすい位置に休憩設備を設置し、通路等から
休憩室への経路は高齢者、障害者等が円滑に利用できるもの

高齢者、障害者等が利用しやすい構造のベンチ等を設置

無

15 駅舎等の案内装
置等 フラッシュ及び音声により聴覚障害者に緊急事態の発生を知ら

せるための点滅型誘導音装置付誘導灯を設置

連続した手すりの曲がり角及び端部付近に点字又は記号による
案内表示

乗降場に、列車の到着、通過、行き先を知らせるための文字によ
る情報提供表示機を設置

列車の運行に関する情報を文字及び音声により提供するための
設備の設置（代替措置がある場合除く）

14 駅舎等の案内板
等

出入口付近に主要な設備の配置を表示した案内板の設置
（*遵守基準：主要な設備を容易に視認できる場合除く）

路線の案内板、乗降場その他の主要な施設の案内板等を設置

移動等円滑化の措置がとられた設備の付近には、その存在を表
示する標識の設置

有
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例
特定公共的施設整備項目表　（公共交通施設）

（遵） （整）整備項目 整備内容等整備基準

　□視覚障害者誘導用ブロック

　□音声誘導装置

　□遵守基準緩和

2

良 否

① 有 無

② 有 無

③ 有 無

④ 有 無

⑤ 有 無

３
有 無 ―

4 良 否

① 有 無

② 有 無

③ 有 無

④ 有 無

⑤ 有 無

⑥ 有 無

5 敷設には目的地まで安全・確実に到達できるよう配慮 良 否

6
色

7 視覚障害者が認識しやすい形状 有 無

材質は十分な強度、滑りにくく耐久性対磨耗性にすぐれたもの

退色又は輝度の低下が少ないこと

1 主要な通路の両側に二段手すりを設置 有 無 ―

2
有 無

3 良 否 ― ―

 上段 cm

 下段 cm

② 一段手すりの場合は、床面から80cm程度に設置 cm ―

③ 手すりの形状は高齢者、障害者等が支障なく利用できるもの 良 否

④ 手すりの材質は取付場所に見合ったもの 良 否 材質（　　　　　　　　　　　）

⑤ 有 無

4 便所、エレベーター等に下記の移乗等動作補助用手すりを設置 有 無

① 移乗等動作に応じて、水平型又は垂直型 良 否 　□水平型　　　□垂直型 ―

② 手すりの形状は高齢者、障害者等が支障なく利用できるもの 良 否 ―

③ 手すりの材質は取付場所に見合ったもの 良 否 材質（　　　　　　　　　　　） ―

1 金銭投入口等を車椅子使用者の手が届く高さに設置 cm

2 券売機カウンターに切込み又は蹴込み付券売機 有 無 　□切込み　□蹴込み付券売機

3
有 無

4
良 否 ―

有 無 ―

1 高さ70cm程度 cm ―

2 台下部に高さ65cm以上、奥行き45cm程度の空間 有 無 高さ　　　cm　　奥行き　　　cm ―

1 有 無 ―

2 駅舎等の出入口付近に滞留空間・休憩施設の設置 有 無 □滞留空間　　□休憩施設 ―

3 歩行者用通路に視覚障害者誘導用ブロックの敷設 有 無 ―

4 歩行者用通路は平たんでぬれても滑りにくい仕上げ 良 否 舗装材料（　　　　　　　　） ―

5 バス停留所を運行本数・路線数に応じて配置  路線数 本 停留所　　箇所・降車場　　　箇所 ―

6 案内板、説明板、標識等の設置 箇所 ―

7 案内板等はわかりやすく車椅子使用者等に配慮した高さ cm ←表示板面の中心高 ―

8 案内板等の表示は文字の大きさ、色調、明度に配慮 良 否 ―

案内板等の表記は平仮名、ピクトグラム、ローマ字等の併用 □平仮名　□ピクトグラム（絵文字）

（JIS　Z8210に定められているときはこれに適合させる） □ローマ字等（　　　　　　　　　　）

1 出入口は、車の通行等を考慮して安全な位置に設置 有 無 ―

2 自転車等の入出庫は、入出が容易な構造 有 無 ―

3 駐車方法は平置式 有 無 ―

4 有 無 ―

5 良 否 ―

6 分かりやすい位置に案内板等を設置 有 無 ―

22 こせん橋 良 否 ―

下記の間の経路を構成する通路に、視覚障害者誘導用ブロック
を敷設
（*遵守基準：16-１のただし書きの経路を除く）

視覚障害者誘導用ブロックが敷設された通路等とエレベーター

駅舎等の設備を表示した設備等配置案内板等

便所の出入口

16 視覚障害者誘導
用ブロック

1 移動等円滑化経路を構成する通路等に視覚障害者誘導用ブ
ロック又は音声等の誘導設備を設置
*遵守基準：ただし、視覚障害者を誘導する者が常駐する2以上
の設備があり、当該2以上の設備間の誘導が適切に実施される
場合はその区間の通路は除く

有 無

券売機及び出札

案内所等

券売機から改札口までの経路及び改札口の通路に視覚障害者
誘導用ブロックを1以上連続して敷設

下記の部分に点状ブロックを敷設

色は周辺の部分と輝度比において対比効果を発揮できるものと
し、原則として黄色（状況に応じて色を選択）

8
有 無 材質（　　　　　　　　　　　）

階段･傾斜路･エスカレーターの始終端部に近接する通路の床

エレベーターの乗降ロビーの操作盤の前

設備等配置点字案内板等の前

便所の出入口の前

券売機及び出札の前

案内所等の前

18 駅舎等の券売機

運賃等を点字で表示(機種により困難な場合は１以上を視覚障
害者が支障なく利用できる機種)

運賃表は、 内容を容易に読み取ることができるような
文字の大きさとし高齢者、障害者に見やすい位置に設置

19 駅舎等の公衆電
話（設ける場合）

1以上を次に掲げる構造の台の上に設置

17 駅舎等の手すり

傾斜路、階段等の両側に連続して二段手すりを設置
　*遵守基準：一段手すりにできる

手すりは、下記の構造

① 二段手すりの場合、下段が床面から65cm程度

上段が床面から85cm程度に設置

始終端部、分岐部等の要所に行き先、方面等を点字で表示

―

21 自転車等駐車場

照明設備を設置

場内の見通しがきく

安全かつ円滑な移動に配慮した構造、配置等

20 駅前広場 歩行者用通路は車路と分離

9
有 無
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例
特定公共的施設整備項目表　（公共交通施設）

（遵） （整）整備項目 整備内容等整備基準
１ 有 無 ―

2 有 無 ―

3 踏切内は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げ 良 否 材質（　　　　　　　　　　　） ―

4

有 無 ―

5

有 無 形状（　　　　　　　　　　　） ―

1 改札口通路のうち１以上の幅は90cm以上 cm

2 良 否

1 1/ 材質（　　　　　　　　）

2
良 否 材質（　　　　　　　　）

3
良 否 ―

　□警告ﾌﾞﾛｯｸ　□点状ﾌﾞﾛｯｸ

　□ホームドア　□ホームゲート

5 線路側以外の端部に、転落防止のための柵等の設置 有 無

6 良 否 すきま幅＝　　　　　　　mm

7 有 無 ―

　□ホームドア　□ホームゲート

　□転落防止設備

理由：

　□ホームドア　□ホームゲート　

　□ホーム縁端警告ﾌﾞﾛｯｸ等

　□文字　　　　□音声

　□その他（　　　　　　　　　）

理由：

11 十分な明るさを確保した照明設備の設置 有 無

12
有 無 理由：

1 乗降場は車椅子を回転させることができる幅を確保 有 無

2 平たんでぬれても滑りにくい仕上げ 良 否 材質（　　　　　　　　　　　）

3 有 無

4 有 無

5 有 無 理由：

1 分かりやすい場所に停留所の位置等を表示 有 無 ―

2 行き先、経由地、運行予定表等を表示 有 無 ―

3 有 無 ―

4 良 否 材質（　　　　　　　　　　　）

5 有 無 ―

6 有 無

7 停留する車両に車椅子使用者が円滑に乗降できる構造 有 無

１ タクシー乗り場である旨を表示 有 無 ―

2 乗降場に視覚障害者誘導用ブロックを敷設 有 無 ―

注記 １　整備内容等欄の□には、該当するものに○または∨を、その他は数値又は整備内容等を記入してください。
２　数字は算用数字を用いてください。
３　審査欄には記入しないでください。

23 踏切 歩行者が安全かつ円滑に通行できる通路部分を連続して確保

踏切の手前に歩行者が安全に留まることができる空間を確保

歩道等の踏切道手前部に点状ブロックによる注意喚起を行うとと
もに、線状ブロックを部分的に敷設し、注意喚起を行う点状ブロッ
クに適切に誘導

踏切道内には、視覚障害者が車道及び線路に誤って侵入するこ
とを防ぐとともに、踏切の外にいると誤認することを回避するた
め、表面に凹凸のついた誘導表示等(視覚障害者誘導用ブロック
とは異なる形状とする。)を設置。

24 鉄軌道駅の
改札口

自動改札機への進入の可否をわかりやすく表示

25 鉄道駅の乗降場 床面の水こう配は1/100程度とし、ぬれても滑りにくい仕上げ

床面及びホーム先端のノンスリップタイルはぬれても滑りにくい
仕上げ

ホーム先端のノンスリップタイルはホーム縁端警告ブロックと対
比するように配置

4 縁端及び両端にホーム縁端警告ブロック等を連続して敷設
（*遵守基準：ホームドア、ホームゲート等がある場合除く）

9 25-8以外の乗降場にあっては、転落防止設備の設置
有 無

有 無

乗降場と車両のすき間及び段差は最小限

乗降に係る部分に上屋を設置

8 すべての車両の乗降口及び車両を自動的に一定の位置に停止
させることができる乗降場にホームドア又はホームゲートの設置
（旅客の円滑な流動に支障がある場合：視覚障害者の転落防止
設備を設置）

有 無

有 無

車椅子スペースに通ずる旅客用乗降口には乗降場に
位置の表示(乗降口の位置が一致していない場合を除く)

26 軌道の停留所

乗降場に至る経路及び乗降場に
視覚障害者誘導用ブロックを連続して敷設

乗降場の縁端及び両端に、ホーム縁端警告ブロック等を連続し
て敷設

壁面及び柱面の看板及び設置物を突出させない

28 タクシー乗り場

27 バス停留所

バスターミナルに総合案内板（全体の運行系統、バス停留所等
を表示）を設置

乗降場の床面はぬれても滑りにくい仕上げ

乗降場に視覚障害者誘導用ブロックを敷設

車両の通行、停留、駐車の場所に接する乗降場の縁端に、視覚
障害者の進入を防止するための設備を設置

10 列車の接近を文字及び音声で警告するための設備の設置。
代替措置がある場合は除く。
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審査欄

1 理由：

有 無

良 否

良 否

1 良 否

2

良 否 理由：

有 無

良 否 材質（　　　　　　　　　）

有 無 溝幅＝           mm

幅は120cm以上（段併設の場合は90cm以上）

勾配は1/20以下（＊高さ16cm以下の場合1/8以下）

高さ75cmごとに、150cm以上の踊場の設置 有 無

手すり設箇 有 無

3 有 無

1/1

整備・遵守基準

整備項目 整備内容等

1 路外駐車場車椅
子使用者用駐車
施設

台

①　幅は350cm以上 cm

②　車椅子使用者用駐車施設かその付近にその旨表示

③　傾斜部に設けない

④　次項の経路ができるだけ短くなる位置に設置

⑥　排水溝、集水ます等を設けない
　　　（やむを得ず設ける場合は、つえ等が落ちない構造の蓋設置）

⑦傾斜路は次に掲げるもの

cm

1/

路外駐車場移動等円滑化経路は次に掲げるものとすること

出入口付近に車椅子使用者等用駐車施設への経路の案内表示
（出入口から車椅子使用者等駐車施設を視認することができる場合を除く）

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例
特定公共的施設整備項目表（路外駐車場）

不特定かつ多数の者が利用するもの

整備基準

④　50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設置

⑤　路面は平たんでぬれても滑りにくい仕上げ

2 路外駐車場移動
等円滑化経路

車椅子使用者が円滑に利用できる駐車施設を１以上設置

車椅子用駐車施設から道当までの経路のうち１以上を、高齢者、
障害者等が円滑に利用することができる経路とする

①　段差を設けない

②　出入口の幅は85cm以上 cm

③　通路の幅は120cm以上 cm
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３ 世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例 

平成 19 年３月 14 日条例第 28 号 

最終改正：令和５年６月 27 日条例第 51 号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、高齢者、障害者等が特定建築物

を安全で安心して円滑に利用しやすいように高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（平成 18 年法律第 91 号。以下「法」という。）第 14

条第３項の規定により、特別特定建築物に追加する

特定建築物その他必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法

及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行令（平成 18 年政令第 379 号。以下「令」

という。）において使用する用語の例による。 

（特別特定建築物に追加する特定建築物） 

第３条 法第 14 条第３項の条例で定める特定建築物

は、次に掲げるものとする。 

(１) 学校（令第５条第１号に規定する特定建築物

を除く。） 

(２) 共同住宅 

(３) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これ

らに類するもの（令第５条第９号に規定する特定

建築物を除く。） 

(４) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これら

に類する運動施設（令第５条第 11 号に規定する

特定建築物を除く。） 

(５) 料理店 

（特別特定建築物の建築の規模） 

第４条 法第 14 条第３項の規定により条例で定める

特別特定建築物（前条に規定する特定建築物を含む。

以下同じ。）の建築（用途の変更をして特別特定建築

物にすることを含む。以下同じ。）の規模は、別表第

１の左欄に掲げる特別特定建築物ごとに、それぞれ

同表の右欄に掲げる床面積の合計（増築若しくは改

築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若し

くは改築又は用途の変更に係る部分の床面積の合

計。以下同じ。）とする。 

２ 前項の規模に満たない特別特定建築物の建築に

ついては、当該特別特定建築物の床面積の合計と当

該特別特定建築物と同一敷地内に存する他の特別

特定建築物の床面積の合計との合計が 2,000 平方メ

ートル以上となる場合は、同項の規模を満たしてい

るものとみなす。 

（建築物移動等円滑化基準） 

第５条 特別特定建築物のうち床面積の合計が 2,000

平方メートル未満の特別特定建築物を建築しよう

とする者は、当該特別特定建築物を令第 11 条から

第 24 条までに規定する建築物移動等円滑化基準に

適合させなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別特定建築物のうち

別表第２の左欄に掲げる特別特定建築物の建築の

規模が、それぞれ同表の右欄に掲げる床面積の合計

の特別特定建築物（以下「中規模建築物」という。）

を建築しようとする者は、当該中規模建築物を令第

19 条及び第 25 条に規定する建築物移動等円滑化基

準に適合させなければならない。 

３ 前２項の規定は、当該建築をした特別特定建築物

の維持保全をする者についても、同様とする。 

第６条 法第 14 条第３項の規定により条例で定める

建築物移動等円滑化基準に付加する事項は、次の各

号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号

に掲げるものとする。 

(１) 中規模建築物 次のア及びイに定めるもの

並びに次条から第 15 条まで（第 13 条第１項第５

号ア及びイ(ｱ)を除く。）及び第 16 条に定めるも

の 

  ア 令第 11 条から第 13 条まで、第 14 条第

１項第１号及び第２項、第 16 条、第 21 条（令

第 20 条第２項の規定による案内設備又は同条

第３項の規定による案内所を設ける場合に限

る。）、第 22 条並びに第 24 条に規定する基準に

よるもの 

  イ 令第 18 条第１項第２号及び第３号に掲

げる場合における移動等円滑化経路にあって

は、同条第２項第１号（階から階に至る階段を

除く。）、第２号、第６号及び第７号（同号イ中

「百二十センチメートル」とあるのは「九十セ

ンチメートル」と、同号ニ⑴中「段に代わるも

のにあっては百二十センチメートル以上、段に

併設するものにあっては九十センチメートル」

とあるのは「九十センチメートル」と読み替え

るものとする。）並びに同条第３項に規定する

基準によるもの 

(２) 中規模建築物以外の特別特定建築物 次条

から第 16 条までに定めるもの 

（廊下等） 

第７条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用する廊下等は、階段、傾斜

路等（以下「階段等」という。）の下においては、安

全に歩行するために必要な高さ及び空間を確保し

なければならない。ただし、階段等の構造上やむを

得ず確保することができない場合は、主として視覚

障害者に配慮した安全な措置を講ずるものとする。 

（階段） 

第８条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用する階段のうち１以上は、

次に掲げるものでなければならない。 

(１) 踊場に手すりを設けること。 

(２) けあげの寸法は 18 センチメートル以下、踏

面の寸法は 26 センチメートル以上とし、それぞ

れ一定とすること。 

(３) 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、
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手すりの幅は 10 センチメートルを限度としてな

いものとみなす。）は、120 センチメートル以上と

すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、中規模建築物及び特別

特定建築物のうち床面積の合計が 1,000 平方メート

ル以上 2,000 平方メートル未満の共同住宅（以下「中

規模共同住宅」という。）における階段については、

次に掲げるものでなければならない。 

(１) 踊場に手すりを設けること。 

(２) けあげ及び踏面の寸法は、それぞれ一定とす

ること。 

３ 前２項の規定は、令第 18 条第２項第５号に規定

する基準を満たすエレベーター及びその乗降ロビ

ーを併設する場合には、適用しない。ただし、主と

して高齢者、障害者等が利用する階段については、

この限りでない。 

（便所） 

第９条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、

出入口及び床面には段を設けないこととし（共同住

宅については除く。）、並びに床の表面を粗面とし、

又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。 

２ 前項の便所のうち１以上（男子用及び女子用の区

別があるときは、それぞれ１以上）は、次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものでなけれ

ばならない。 

(１) 別表第３の左欄に掲げる特別特定建築物の

建築の規模が、それぞれ同表の右欄に掲げる床面

積の合計である場合 ベビーチェアその他の乳

幼児を座らせることができる設備を設けた便房

を１以上設け、当該便房及び便所の出入口には、

その旨の表示を行うこと。 

(２) 別表第３の左欄に掲げる特別特定建築物の

建築の規模が、床面積の合計 1,000 平方メートル

以上である場合 ベビーベッドその他の乳幼児

のおむつ交換ができる設備を設け、当該便所の出

入口には、その旨の表示を行うこと（他におむつ

交換ができる場所を設ける場合を除く。）。 

３ 第１項の便所内に車椅子使用者用便房以外の便

房を設ける場合には、そのうち１以上（男子用便所

及び女子用便所の区別があるときは、それぞれの便

所内の当該便房のうち１以上）は、次に掲げるもの

でなければならない。ただし、共同住宅については、

この限りでない。 

(１) 大便器のある便房に手すりを設けること。 

(２) 大便器は、腰掛便座とすること。 

４ 第１項の便所内に床置式の小便器、壁掛式の小便

器（受け口の高さが 35 センチメートル以下のもの

に限る。）その他これらに類する小便器を設ける場

合には、そのうち１以上は、手すりを設けなければ

ならない。ただし、共同住宅については、この限り

でない。 

（浴室等） 

第 10 条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する浴室又はシャワー室

（以下「浴室等」という。）を設ける場合には、床の

表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなけ

ればならない。 

２ 浴室等のうち１以上（男子用及び女子用の区別が

あるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げるもの

でなければならない。 

(１) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置され

ていること。 

(２) 車椅子使用者が円滑に利用することができ

るよう十分な空間が確保されていること。ただし、

中規模建築物及び中規模共同住宅については、こ

の限りでない。 

(３) 出入口は、次に掲げるものであること。ただ

し、中規模建築物及び中規模共同住宅については、

この限りでない。 

ア 幅は、85 センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造

その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過

することができる構造とし、かつ、その前後に

高低差がないこと。 

（敷地内の通路） 

第 11 条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、階

段等の下においては、安全に歩行するために必要な

高さ及び空間を確保しなければならない。ただし、

階段等の構造上やむを得ず確保することができな

い場合は、主として視覚障害者に配慮した安全な措

置を講ずるものとする。 

（駐車場） 

第 12 条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する駐車場に車椅子使用

者用駐車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者

用駐車施設又はその付近に、令第 18 条第１項第３

号に規定する経路についての誘導表示を設けなけ

ればならない。ただし、中規模建築物及び中規模共

同住宅については、この限りでない。 

（移動等円滑化経路等） 

第 13 条 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでな

ければならない。 

(１) 当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、

次に掲げるものであること。 

ア 幅は、85 センチメートル以上とすること（イ

に掲げるもの並びにエレベーターの籠及び昇

降路の出入口並びに中規模建築物に設けられ

るものを除く。）。 

イ 直接地上へ通ずる出入口の幅は、100 センチ

メートル以上（中規模建築物については、85 セ

ンチメートル以上）とすること。 

(２) 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、

次に掲げるものであること。ただし、中規模建築

物については、この限りでない。 

ア 幅は、140 センチメートル以上とすること。 

イ 階段の下端に近接する廊下等の部分（不特定

かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害

者が利用するものに限る。）には、点状ブロック

等を敷設すること（主として自動車の駐車の用

に供する施設に設ける場合又は点状ブロック
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等の敷設が施設の利用に特に支障をきたす場

合を除く。）。 

ウ 別表第４に掲げる特別特定建築物で、床面積

の合計が 5,000 平方メートル以上のものにあっ

ては、授乳及びおむつ交換のできる場所を１以

上設け、ベビーベッド、椅子等の設備を適切に

配置するとともに、その付近に、その旨の表示

を行うこと（他に授乳及びおむつ交換のできる

場所を設ける場合を除く。）。 

(３) 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路（階

段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）は、

次に掲げるものであること。ただし、中規模建築

物については、この限りでない。 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては 140 セン

チメートル以上とすること。 

イ 勾配は、12 分の１を超えないこと。 

ウ 手すりを設けること（令第 13 条第１号に規

定する手すりが設けられている場合を除く。）。 

エ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

オ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に

停止することができる平たんな部分を設ける

こと。 

(４) 当該移動等円滑化経路を構成するエレベー

ターの籠及び昇降路は、次に掲げるものであるこ

と。 

ア エレベーターの籠及び昇降路の出入口の幅

は、当該エレベーターを設ける特別特定建築物

の床面積の合計が 5,000 平方メートルを超える

場合にあっては、90 センチメートル以上とする

こと。 

イ エレベーターの籠及び昇降路の出入口の戸

は、籠の中を見通すことができるガラス窓を設

けること。ただし、常時勤務する者が同乗する

場合、監視用カメラを設ける場合又は聴覚障害

者への情報伝達に係る設備がある場合は、この

限りでない。 

(５) 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の

通路は、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、140 センチメートル以上とすること。 

イ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

(ア) 幅は、段に代わるものにあっては 140 セ

ンチメートル以上とすること。 

(イ) 勾配は、20 分の１（中規模建築物につい

ては、傾斜路の高さが 16 センチメートル

を超え 75 センチメートル以下のものに

あっては 12 分の１、16 センチメートル

以下のものにあっては８分の１）を超え

ないこと。 

(ウ) 手すりを設けること。 

(エ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けるこ

と。 

(オ) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安

全に停止することができる平たんな部

分を設けること。ただし、中規模建築物

については、この限りでない。 

ウ 排水溝、集水ます等は、設けないこと。建築

物の配置上やむを得ず設ける場合は、車椅子使

用者、つえ使用者等の通行に支障のないものと

すること。 

２ 建築物（幼稚園、保育所、母子生活支援施設及び

理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その

他これらに類するサービス業を営む店舗を除く。）

に、地上階又はその直上階若しくは直下階のみに利

用居室を設ける場合には、道等から当該利用居室ま

での経路（当該地上階とその直上階又は直下階との

間の上下の移動に係る部分に限る。）のうち１以上

を、令第 18 条第２項第１号から第６号まで及び前

項第１号から第４号までの基準に適合させなけれ

ばならない。ただし、中規模建築物については、こ

の限りでない。 

３ 前項に規定する経路又はその一部が、移動等円滑

化経路又はその一部となる場合にあっては、当該前

項に規定する経路又はその一部については、同項の

規定は適用しない。 

４ 令第 18 条第１項第１号に規定する経路を構成す

る敷地内の通路が地形の特殊性により第１項第５

号の規定によることが困難である場合において、同

項及び第２項の規定は、当該経路を建築物の車寄せ

から利用居室までの経路として適用する。 

５ 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路が地

形の特殊性により令第 18 条第２項第７号及び第１

項第５号の規定によることが困難である場合（中規

模建築物における場合に限る。）は、当該敷地内の通

路については、令第 18 条第２項第１号の規定は適

用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が中

規模建築物を円滑に利用することができる措置を

講じなければならない。 

（共同住宅） 

第 14 条 共同住宅においては、道等から各住戸（地上

階又はその直上階若しくは直下階のみに住戸があ

る共同住宅にあっては、地上階にあるものに限る。

以下同じ。）までの経路のうち１以上を、多数の者が

円滑に利用することができる経路（以下この条にお

いて「特定経路」という。）にしなければならない。 

２ 特定経路は、次に掲げるものでなければならない。 

(１) 当該特定経路上に階段又は段を設けないこ

と（傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併

設する場合を除く。）。ただし、中規模共同住宅で、

階数が３で戸数が 29 以下のもの及び階数が４で

戸数が 19 以下のものにおける階から階に至る階

段については、この限りでない。 

(２) 当該特定経路を構成する出入口は、次に掲げ

るものであること。 

ア 幅は、80 センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造

その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過

することができる構造とし、かつ、その前後に

高低差がないこと。 

ウ 床面は、平たんで滑りにくい仕上げとするこ

と。 

(３) 当該特定経路を構成する廊下等は、令第 11 条

の規定によるほか、次に掲げるものであること。 
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ア 幅は、120 センチメートル以上とすること。 

イ 50 メートル以内ごとに車椅子の転回に支障

がない場所を設けること。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造

その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過

することができる構造とし、かつ、その前後に

高低差がないこと。 

(４) 当該特定経路を構成する傾斜路（階段に代わ

り、又はこれに併設するものに限る。）は、令第 13

条の規定によるほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては 120 セン

チメートル以上、階段に併設するものにあって

は 90 センチメートル以上とすること。 

イ 勾配は、12 分の１（傾斜路の高さが 16 セン

チメートル以下のものにあっては、８分の１）

を超えないこと。 

ウ 傾斜路の高さが 75 センチメートルを超える

ものにあっては、傾斜路の高さ 75 センチメー

トル以内ごとに踏幅が 150 センチメートル以上

の踊場を設けること。 

エ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

オ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に

停止することができる平たんな部分を設ける

こと。 

(５) 当該特定経路を構成するエレベーター（次号

に規定するものを除く。以下この号において同

じ。）及びその乗降ロビーは、階数が３で戸数が 30

以上、階数が４で戸数が 20 以上及び階数が５以

上の中規模共同住宅並びに床面積の合計が 2,000

平方メートル以上の共同住宅については、次に掲

げるものであること。 

ア 籠は、各住戸、車椅子使用者用便房又は車椅

子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停

止すること。 

イ 籠及び昇降路の出入口の幅は、80 センチメー

トル以上とすること。 

ウ 籠の奥行きは、115 センチメートル以上とす

ること。ただし、中規模共同住宅については、

車椅子を使用することができる奥行きがある

こと。 

エ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その

幅及び奥行きは、150 センチメートル以上とす

ること。ただし、中規模共同住宅については、

車椅子を回転させることができる空間を確保

すること。 

オ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が円

滑に利用することができる位置に制御装置を

設けること。 

カ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在

位置を表示する装置を設けること。 

キ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示

する装置を設けること。 

ク エレベーターの籠及び昇降路の出入口の戸

は、籠の中を見通すことができるガラス窓を設

けること。ただし、常時勤務する者が同乗する

場合、監視用カメラを設ける場合又は聴覚障害

者への情報伝達に係る設備がある場合は、この

限りでない。 

(６) 当該特定経路を構成する特殊な構造又は使

用形態のエレベーターその他の昇降機は、高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

施行令の規定により特殊な構造又は使用形態の

エレベーターその他の昇降機等を定める件（平成

18 年国土交通省告示第 1492 号）に定める構造と

すること。 

(７) 当該特定経路を構成する敷地内の通路は、令

第 16 条の規定によるほか、次に掲げるものであ

ること。 

ア 幅は、120 センチメートル以上とすること。 

イ 50 メートル以内ごとに車椅子の転回に支障

がない場所を設けること。ただし、中規模共同

住宅については、この限りでない。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造

その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過

することができる構造とし、かつ、その前後に

高低差がないこと。 

エ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

(ア) 幅は、段に代わるものにあっては 120 セ

ンチメートル以上、段に併設するものに

あっては 90 センチメートル以上とする

こと。 

(イ) 勾配は、12 分の１（傾斜路の高さが 16 セ

ンチメートル以下のものにあっては、８

分の１）を超えないこと。 

(ウ) 傾斜路の高さが 75 センチメートルを超

えるもの（勾配が 20 分の１を超えるもの

に限る。）にあっては、傾斜路の高さ 75

センチメートル以内ごとに踏幅が 150 セ

ンチメートル以上の踊場を設けること。 

(エ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けるこ

と。 

(オ) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安

全に停止することができる平たんな部

分を設けること。ただし、中規模共同住

宅については、この限りでない。 

オ 排水溝、集水ます等は、設けないこと。建築

物の配置上やむを得ず設ける場合は、車椅子使

用者、つえ使用者等の通行に支障のないものと

すること。 

３ 当該特定経路を構成する敷地内の通路が地形の

特殊性により前項第７号アからオまでの規定によ

ることが困難である場合における前２項の規定の

適用については、第１項中「道等」とあるのは、「当

該共同住宅の車寄せ」とする。 

４ 特定経路となるべき経路又はその一部が移動等

円滑化経路若しくはその一部又は前条第２項に規

定する経路若しくはその一部となる場合にあって

は、当該特定経路となるべき経路又はその一部につ

いては、前３項の規定は適用しない。 

（ホテル又は旅館） 

第 14 条の２ ホテル又は旅館（風俗営業等の規制及

び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第
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122 号）第２条第６項第４号に規定する営業の用に

供する施設及び旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）

第２条第３項に規定する簡易宿所営業の施設を除

く。以下この条及び次条において同じ。）においては、

道等及び車椅子使用者用駐車施設から車椅子使用

者用客室以外の各客室（以下この条及び次条におい

て「一般客室」という。）までの経路のうち１以上を、

階段又は段を設けない経路（以下この条において

「宿泊者特定経路」という。）にしなければならない。

ただし、前条第２項第４号に規定する傾斜路、同項

第５号に規定するエレベーター又は同項第６号に

規定する昇降機を併設する場合は、この限りでない。 

２ ホテル又は旅館の一般客室は、次に掲げるもので

なければならない。ただし、和室部分については、

この限りでない。 

(１) 一般客室の出入口の幅は、80 センチメートル

以上とすること。 

(２) 一般客室内の１以上の便所及び１以上の浴

室等の出入口の幅は、75 センチメートル以上（一

般客室の床面積（和室部分及び同一客室内に複数

の階がある場合における当該一般客室の出入口

のある階の部分以外の部分の床面積を除く。第４

号において同じ。）が 15 平方メートル未満の場合

にあっては、70 センチメートル以上）とすること。 

(３) 一般客室内（同一客室内に複数の階がある場

合は、当該一般客室の出入口のある階の部分に限

る。）には、階段又は段を設けないこと。ただし、

次のアからウまでに掲げる場合に応じ、当該アか

らウまでに定める部分を除く。 

ア 同一客室内に複数の階がある場合 当該一

般客室の出入口のある階とその直上階又は直

下階との間の上下の移動に係る階段又は段の

部分 

イ 勾配が 12 分の１を超えない傾斜路を併設す

る場合 当該傾斜路が併設された階段又は段

の部分 

ウ 浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低

差を設ける場合 当該高低差の部分 

(４) 第２号の規定に該当する便所及び浴室等の

出入口に接する通路その他これに類するもの（当

該出入口に接して脱衣室、洗面所その他これらに

類する場所が設けられている場合にあっては、当

該出入口を除く当該場所の１以上の出入口及び

これに接する通路その他これに類するもの）の幅

は、100 センチメートル以上（一般客室の床面積

が 15 平方メートル未満の場合にあっては、80 セ

ンチメートル以上）とすること。 

３ 宿泊者特定経路を構成する敷地内の通路が地形

の特殊性により第１項の規定によることが困難で

ある場合における同項の規定の適用については、同

項中「道等」とあるのは、「当該ホテル又は旅館の車

寄せ」とする。 

４ 宿泊者特定経路となるべき経路又はその一部が

移動等円滑化経路若しくはその一部又は第 13 条第

２項に規定する経路若しくはその一部となる場合

にあっては、当該宿泊者特定経路となるべき経路又

はその一部については、第１項及び前項の規定は適

用しない。 

（増築等に関する適用範囲） 

第 15 条 建築物の増築又は改築（用途の変更をして

特別特定建築物にすることを含む。第１号において

「増築等」という。）をする場合には、第７条から第

13 条までの規定（共同住宅にあっては第７条から第

14 条までの規定、前条第１項に規定するホテル又は

旅館にあっては第７条から第 13 条まで及び前条の

規定）は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用す

る。 

(１) 当該増築等に係る部分 

(２) 道等から前号に掲げる部分にある利用居室、

共同住宅の各住戸又は前条第１項に規定するホ

テル若しくは旅館の一般客室までの１以上の経

路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エ

レベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 

(３) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用する便所 

(４) 第１号に掲げる部分にある利用居室（当該部

分に利用居室が設けられていないときは、道等）

から車椅子使用者用便房（前号に掲げる便所に設

けられるものに限る。）までの１以上の経路を構

成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベー

ターその他の昇降機及び敷地内の通路 

(５) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用する駐車場 

(６) 車椅子使用者用駐車施設（前号に掲げる駐車

場に設けられるものに限る。）から第１号に掲げ

る部分にある利用居室（当該部分に利用居室が設

けられていないときは、道等）又は前条第１項に

規定するホテル若しくは旅館の一般客室までの

１以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、

傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内

の通路 

（公立小学校等に関する読替え） 

第 15 条の２ 公立小学校等についての第７条から第

１３条まで及び前条の規定の適用については、これ

らの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多

数の者が利用する」と、同条中「特別特定建築物」

とあるのは「公立小学校等」とする。 

（条例で定めることにより特別特定建築物となる

ものに関する読替え） 

第 16 条 第３条の規定により特別特定建築物に追加

した特定建築物に対する第７条から第 15 条までの

規定の適用については、これらの規定中「不特定か

つ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者

等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」

とする。 

（制限の緩和） 

第 17 条 第３条から第 15 条まで（第５条については、

特別特定建築物のうち床面積の合計が５００平方

メートル未満のもの（中規模建築物を除く。）に限

る。）の規定は、法令その他別に定めがあるもののほ

か、区長がこれらの規定によることなく高齢者、障
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害者等若しくは多数の者が建築物特定施設を円滑

に利用することができると認める場合又は建築物

若しくはその敷地の形態上やむを得ないと認める

場合は、適用しないことができる。 

附 則 

１ この条例は、平成 19 年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行前に世田谷区ユニバーサルデザ

イン推進条例（平成 19 年３月世田谷区条例第 27 号）

附則第２項の規定による廃止前の世田谷区福祉の

いえ・まち推進条例（平成７年 11 月世田谷区条例第

68 号）の規定によりした処分、手続その他の行為は、

この条例の相当する規定によりした処分、手続その

他の行為とみなす。 

３ この条例の施行の際、現に建築又は修繕若しくは

模様替の工事中の特別特定建築物については、第４

条から第 15 条までの規定は適用せず、なお従前の

例による。 

４ この条例の施行の際、現に存する特別特定建築物

で、令附則第４条に規定する政令で指定する類似の

用途相互間における用途の変更をするものについ

ては、この条例の規定は適用せず、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成 19 年 10 月１日条例第 49 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年 12 月９日条例第 67 号） 

１ この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）

から施行する。 

２ この条例による改正後の第 15 条の規定は、施行

日以後に着手する増築又は改築（以下「増築等」と

いう。）について適用し、施行日前に着手した増築等

については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際、現に存する特別特定建築物

（世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用

しやすい建築物に関する条例第４条第１項に規定

する特別特定建築物をいう。）で、高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成

18 年政令第 379 号）附則第４条第５号に掲げる類似

の用途相互間における用途の変更をするものにつ

いては、この条例による改正後の第 15 条の規定は

適用しない。 

附 則（令和３年３月９日条例第 19 号） 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年６月 14 日条例第 61 号） 

１ この条例は、令和３年 10 月１日（以下「施行日」

という。）から施行する。 

２ この条例による改正後の第５条、第６条、第 13 条

及び第 17 条の規定は、施行日以後に着手する建築

（用途の変更をして特別特定建築物（世田谷区高齢

者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物

に関する条例第４条第１項に規定する特別特定建

築物をいう。以下同じ。）にすることを含む。以下こ

の項において同じ。）について適用し、施行日前に着

手した建築については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際、現に存する特別特定建築物

で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行令（平成 18 年政令第 379 号）附則第４

条第４号に掲げる類似の用途相互間における用途

の変更をするものについては、この条例による改正

後の第５条、第６条、第 13 条及び第 17 条の規定は

適用しない。 

附 則（令和５年６月 27 日条例第 51 号） 

１ この条例は、令和５年 10 月１日（以下「施行日」

という。）から施行する。 

２ この条例による改正後の世田谷区高齢者、障害者

等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する

条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、施

行日以後に着手する建築（用途の変更をして特別特

定建築物（世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心

して利用しやすい建築物に関する条例第４条第１

項に規定する特別特定建築物をいう。以下同じ。）に

することを含む。以下この項において同じ。）及び当

該建築をした特別特定建築物の維持保全について

適用し、施行日前に着手した建築及び当該建築をし

た特別特定建築物の維持保全については、なお従前

の例による。 

３ この条例の施行の際、現に存する特別特定建築物

で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行令（平成 18 年政令第 379 号）附則第４

条第５号に掲げる類似の用途相互間における用途

の変更をするものについては、改正後の条例の規定

は適用しない。 

 

別表第１（第４条関係） 

特別特定建築物 床面積の合計 

学校  

 病院又は診療所（患者の収容施

設を有するものに限る。） 

集会場（１の集会室の床面積が

200 平方メートルを超えるもの

に限る。）又は公会堂 

保健所、税務署その他不特定か

つ多数の者が利用する官公署 

老人ホーム、保育所、福祉ホーム

その他これらに類するもの 

老人福祉センター、児童厚生施

設、身体障害者福祉センターそ

の他これらに類するもの 

博物館、美術館又は図書館 

車両の停車場又は船舶若しくは

航空機の発着場を構成する建築

物で旅客の乗降又は待合いの用

に供するもの 

公衆便所 

診療所（患者の収容施設を有し

ないものに限る。） 

200 平方メート

ル以上 

 百貨店、マーケットその他の物

品販売業を営む店舗 

飲食店 

理髪店、クリーニング取次店、質

屋、貸衣装屋、銀行その他これら

に類するサービス業を営む店舗 
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自動車の停留又は駐車のための

施設（一般公共の用に供される

ものに限る。） 

500 平方メート

ル以上 

劇場、観覧場、映画館又は演芸場 1,000 平方メー

トル以上 集会場（すべての集会室の床面

積が 200 平方メートル以下のも

のに限る。） 

展示場 

ホテル又は旅館 

共同住宅 

体育館、水泳場、ボーリング場そ

の他これらに類する運動施設又

は遊技場 

備考 床面積の合計の欄に定めのない特別特定建築

物は、規模にかかわらず、建築物移動等円滑化基

準に適合させなければならないものとする。 

 

別表第２（第５条関係） 

特別特定建築物 床面積の合計 

診療所（患者の収容施設を有し

ないものに限る。） 

200 平方メート

ル以上 500 平方

メートル未満 百貨店、マーケットその他の物

品販売業を営む店舗 

飲食店 

理髪店、クリーニング取次店、質

屋、貸衣装屋、銀行その他これら

に類するサービス業を営む店舗 

 

別表第３（第９条関係） 

特別特定建築物 床面積の合計 

幼稚園 200 平方メート

ル以上 病院又は診療所（患者の収容施

設を有するものに限る。） 

集会場（１の集会室の床面積が

200 平方メートルを超えるもの

に限る。）又は公会堂 

保健所、税務署その他不特定か

つ多数の者が利用する官公署 

老人ホーム、保育所、福祉ホーム

その他これらに類するもの 

老人福祉センター、児童厚生施

設、身体障害者福祉センターそ

の他これらに類するもの 

博物館、美術館又は図書館 

診療所（患者の収容施設を有し

ないものに限る。） 

500 平方メート

ル以上 

百貨店、マーケットその他の物

品販売業を営む店舗 

飲食店 

理髪店、クリーニング取次店、質

屋、貸衣装屋、銀行その他これら

に類するサービス業を営む店舗 

劇場、観覧場、映画館又は演芸場 1,000 平方メー

集会場（すべての集会室の床面

積が 200 平方メートル以下のも

のに限る。） 

トル以上 

展示場 

ホテル又は旅館 

体育館、水泳場、ボーリング場そ

の他これらに類する運動施設又

は遊技場 

 

別表第４（第 13 条関係） 

病院又は診療所（患者の収容施設を有するものに限

る。） 

劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

集会場又は公会堂 

展示場 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

ホテル又は旅館 

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用す

る官公署 

博物館、美術館又は図書館 
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令　：バリアフリー令（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令）
条例：世田谷区バリアフリー建築条例（世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例）

廊下等 1 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

令11、条例7 2 （視）階段又は傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設 有1 ※1

3 有2

階段 1 手すりの設置（踊場を含む） 有3

令12、条例8 2 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

3 踏面の端部とその周囲を色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別できる

4 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造

5 （視）段の上端に近接する踊り場の部分に点状ブロック等を敷設 有4 ※1

6 主たる階段は回り階段でないこと 有5

7 けあげ18cm以下、踏面26cm以上、それぞれ一定とする 有3

8 階段の幅120cm以上 有3

傾斜路（屋内） 1 勾配が1/12を超え、又は高さ16cmを超えるの傾斜がある部分に手すりの設置

令13 2 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

3 傾斜路と廊下等を色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別できる

4 （視）傾斜がある部分の上端に近接する踊場に点状ブロック等を敷設 有6 ※1

便所 1 次に掲げる基準に適合する便所を一以上設置（男女別の場合はそれぞれ） ※2

令14、条例9 ① 腰掛便座、手すり等の適切な設置、車椅子使用者が利用できる空間の確保がされている便房を一以上設置 ※3

② オストメイト対応設備が設置されている便房を一以上設置

2 ※4

3 出入口及び床面には段差を設けない ※2

4 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ ※2

5 ベビーチェア等の設備を設けた便房を設置し、便所の出入口にその旨表示 ※5

6 ベビーベッド等の設備を設置し、便所の出入口にその旨表示 有7 ※5

7 車椅子使用者用便房以外の便房は次に掲げる基準に適合する便所を一以上設置（男女別の場合はそれぞれ） ※6

① 大便器のある便房に手すりの設置

② 大便器は腰掛便座

浴室等 1 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ ※7

条例10 2 次に掲げる基準に適合する浴室等を一以上設置（男女別の場合はそれぞれ） ※7

① 浴槽、シャワー、手すり等の適切な設置

② 車椅子使用者等が円滑に利用できる空間の確保

③ 出入口の幅85cm以上

④ 戸は自動的に開閉する構造その他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつその前後に高低差なし

敷地内の通路 1 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

（屋外） 2 段がある部分は次に掲げるもの

令16、条例11 ① 手すりの設置

② 踏面の端部とその周囲を色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別できる

③ 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造

3 傾斜路は次に掲げるもの

① 勾配1/12を超え、又は高さ16cmを超えかつ、勾配1/20を超える傾斜には手すりの設置

② 傾斜路とその前後を色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別できる

4 有2

駐車場 1 次に掲げる車椅子使用者用駐車施設を一以上設置 ※8

令17、条例12 ① 幅350cm以上

② 車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路をできるだけ短くし、誘導表示を設置

標識　令19 1 移動等円滑化の措置がされたEVその他の昇降機、便所、駐車施設付近に存在を表示する標識を設置　　　　　　　　 ※9

案内設備 1 有8,9

令20 2 有9 ※10

案内設備まで 1 （視）道等から案内設備等までの経路を一以上次に掲げる視覚障害者移動等円滑化経路とする 有10

の経路 ① 線状ブロック､点状ブロック等を適切に敷設又は音声装置等の設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有11 ※1

令21 ② 車路及び段・傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有12 ※1

※1　突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの

※2　不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合

※3  平成18年国土交通省告示第1496号参照（腰掛便座、手すり等を適切に配置、車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間が確保されている便房）

※4　不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合

※5　対象となる用途と規模が限定されている。詳しくは、条例第9条第2項(1)、(2)及び別表第3参照

※6　条例第9条第１項の便所内に車椅子使用者用便房以外の便房を設ける場合

※7　不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室等を設ける場合

※8　不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合

※9 平成18年国土交通省令第113号（高齢者、障害者等が見やすい位置に設置、表示すべき内容が容易に識別可能なもの（JIS　Z8210に適合するもの））

※10　平成18年国土交通省告示第1491号参照（①文字等の浮き彫り、②音による案内、点字及び①②に類するもの）

※11　対象となる用途と規模が限定されている。詳しくは、条例13条１項（2)ウ及び別表第4参照

階段等の下において、安全に歩行するために必要な高さ及び空間の確保

建築物又はその敷地に､移動等円滑化の措置がされたEVその他の昇降機、便所、駐車施設の配置を表示した案内板等の設置

　　　　　　　〃　　　　　　　　　EVその他の昇降機、便所の配置を点字等で視覚障害者に示すための設備の設置

★1　令第24条・条例第16条による読み替えにより、多数の者が利用する条例で追加した特定建築物の建築物特定施設も対象

★2　条例第13条第2項(幼稚園、保育所、母子生活支援施設及び理髪店、クリーニング取次店、質屋貸衣装屋等サービス業を営む店舗）　

小便器を設ける場合、床置き式等の小便器（受け口の高さ35cm以下）を一以上設置し、そのうち一以上に手すりの設置

階段等の下において、安全に歩行するために必要な高さ及び空間の確保

建築物特定施設
チェ
ック 建築物移動等円滑化基準（一般義務基準） 緩和

措置
備考審査

移動等円滑化基準チェックシート１（共同住宅・宿泊施設等は除く）

不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物特定施設★１（移動等円滑化経路を含む）
（視）不特定多数の者又は主として視覚障害者が利用するものに限る      （特）不特定多数の者が利用する建築物で床面積2,000㎡以上
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段差の禁止 1 移動等円滑化経路上には、階段又は段を設けないこと

令18②一 ⇒傾斜路、EVその他の昇降機を設ける場合はこの限りではない

出入口 1 幅85cm以上（直接地上に通じる出入口・EVの籠・昇降路の出入口を除く）

令18②二 2 直接地上に通じる出入口の幅は100㎝以上

条例13①(1) 3

廊下等 1 幅140cm以上

令18②三 2

条例13①(2) 3

4 （視）階段の下端に近接する部分に点状ブロック等を敷設 有13 ※1

5 授乳及びおむつ交換のできる場所を設置 有14 ※11

傾斜路（屋内） 1 幅140cm以上（階段に併設する場合は90cm以上）

令18②四 2

条例13①(3) 3

4 手すりの設置

5

6 始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分の設置

1 利用居室、車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用者用便房のある階、地上階に停止すること

2 籠・昇降路の出入口の幅80cm以上（建築物の床面積5,000㎡を超える場合は90cm以上）

令18②五 3 籠の奥行き135cm以上

条例13①(4) 4 乗降ロビーは高低差なく、幅及び奥行き150cm以上

5 籠及び乗降ロビーに車椅子使用者の利用しやすい位置に制御装置の設置

6 籠内に、停止する予定の階、籠の現在位置を表示する装置の設置

7 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置の設置

8 籠及び昇降路の出入口の戸に、籠の中を見通すことができるガラス窓を設置 有15

9（特）

10（特） 車椅子の転回に支障のない構造

11（視） 籠内に、到着する階・出入口の閉鎖を知らせる音声装置の設置 有16

12（視） 籠及び乗降ロビーの制御装置は、点字表示等視覚障害者が円滑に操作できる構造 有17

13（視） 籠又は乗降ロビーに到着する籠の昇降方向を知らせる音声装置の設置 有16

敷地内の通路（屋外） 1 幅140cm以上

令18②七 2 50m以内ごとに車椅子の転回に支障のない場所を設けること

条例13①(5) 3

　 4 傾斜路は次に掲げるもの

①

②

③ 手すりの設置

④ 両側に側壁又は立上りの設置

⑤ 始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分の設置

5 排水溝、集水ます等は設けない。設ける場合は、車椅子使用者等の通行に支障のないもの

有1　平成18年国交省告示第1497号第1(①勾配が1/20以下の傾斜②高さ16cm以下かつ勾配1/12以下の傾斜③自動車の駐車施設内）

有2　条例第7条、第11条（構造上やむを得ず確保出来ない場合は、視覚障害者に配慮した安全な措置を講ずるもの）

有3　条例第8条第3項（高齢者・障害者等利用階段を除き、移動等円滑化経路構成のＥＶ・乗降ロビー併設設置は適用外(階段の手すりは踊場のみ適用除外））

有4　平成18年国交省告示第1497号第2　（①自動車の駐車施設内②段がある部分と連続した手すりを設置）

有5　令第12条第6号(回り階段以外の空間確保が困難であるときを除く)

有6　平成18年国交省告示第1497号第3　（①勾配が1/20以下の傾斜②高さ16㎝以下かつ勾配1/12以下の傾斜③自動車の駐車施設内④傾斜がある部分と連続した手すりを設置）

有7　条例第9条第2項(2)（他におむつ交換ができる場所を設ける場合を除く）

有8　令第20条第1項（当該ＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設の配置を容易に視認可能な場合を除く）

有9　令第20条第3項（案内所を設ける場合）

有11　令第21条第2項第1号（進行方向を変更することが必要ない風除室を除く）

有12　平成18年国交省告示第1497号第5（①勾配が1/20以下の傾斜②高さ16㎝以下かつ勾配1/12以下の傾斜③段もしくは傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等）

有13　条例第13条第1項(2)イ（①自動車駐車施設内②点状ブロック等の敷設が施設の利用に特に支障をきたす場合）

有14　条例第13条第1項(2)ウ（他に授乳及びおむつ交換のできる場所を設ける場合）

有15　条例第13条第1項(4)イ（①常時勤務する者が同乗する場合②監視用カメラを設ける場合③聴覚障害者への情報伝達に係る設備がある場合）

有16　平成18年国交省告示第1494号（自動車の駐車施設内）

有17　平成18年国交省告示第1493号（①文字等の浮き彫り、②音による案内、点字及び①②に類するもの）、同告示第1494号（自動車の駐車施設内）

有10　平成18年国交省告示第1497号第4
　　　　（①自動車の駐車施設内②案内所から出入口を容易に視認可能かつ道等から出入口までの経路が視覚障害者移動等円滑化経路に適合する場合）

戸は自動的に開閉する構造その他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつその前後に高低差なし

幅140cm以上（階段に併設する場合は90cm以上）

勾配1/20以下

高さが75ｃｍを超える場合は、75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設置

両側に側壁又は立上りの設置

エレベーター及び乗
降ロビー

籠の幅140ｃｍ以上

特殊な構造又は使用
形態のEVその他の昇
降機
令18②六

1 平成18年国土交通省告示第1492号に規定する構造であること

戸は自動的に開閉する構造その他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつその前後に高低差なし

50m以内ごとに車椅子の転回に支障のない場所を設けること

戸は自動的に開閉する構造その他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつその前後に高低差なし

勾配は1/12を超えないこと

審査

令和3年10月改訂

　移動等円滑化経路とは？
令18①

　①道等から利用居室までの経路（一部の建築物（★２）は、地上階とその直上・直下階のみに利用居室がある場合は除外規定有）
　②利用居室（利用居室等がない場合は道等）から車椅子使用者用便房までの経路
　③利用居室（利用居室等がない場合は道等）から車椅子使用者用駐車施設までの経路

移動等円滑化経路を構成する建築物特定施設
（移動等円滑化経路の場合、左表に掲げる基準に加えて、以下に掲げる基準を満たさなければならない）

建築物特定施設
チェ
ック 　建築物移動等円滑化基準（移動等円滑化経路） 緩和

措置
備考
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令　：バリアフリー令（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令）

条例：世田谷区バリアフリー建築条例（世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例）

廊下等 1 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

令11、条例7 2 （視） 階段又は傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設 有1 ※1

3 有2

階段 1 手すりの設置（踊場を含む） 有3

令12、条例8 2 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

3 踏面の端部とその周囲を色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別できる

4 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造

5 （視）段がある部分の上端に近接する踊場の部分に点状ブロック等を敷設 有4 ※1

6 主たる階段は回り階段でないこと 有5

7 けあげ及び踏面の寸法は、それぞれ一定とする 有3

傾斜路（屋内） 1 勾配が1／12を超え、又は高さ16cmを超える傾斜がある部分に手すりの設置

令13 2 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

3 傾斜路と廊下等を色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別できる

4 （視） 傾斜がある部分の上端に近接する踊場に点状ブロック等を敷設 有6 ※1

便所 1 次に掲げる基準に適合する便所を一以上設置（男女別の場合はそれぞれ） ※2

令14、条例9 ① 腰掛便座、手すり等の適切な設置、車椅子使用者が利用できる空間の確保がされている便房を一以上設置 ※3

2 ※4

3 出入口及び床面には段差を設けない ※2

4 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ ※2

5 車椅子使用者用便房以外の便房は次に掲げる基準に適合する便所を一以上設置（男女別の場合はそれぞれ） ※5

① 大便器のある便房に手すりの設置

② 大便器は腰掛便座

敷地の内通路（屋外） 1 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

令16、条例11 2 段がある部分は次に掲げるもの

　 ① 手すりの設置

② 踏面の端部とその周囲を色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別できる

③ 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造

3 傾斜路は次に掲げるもの

① 勾配1/12を超え、又は、高さ16cmを超えかつ勾配1/20を超える傾斜には手すりの設置

② 傾斜路とその前後を色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別できる

4 階段等の下において、安全に歩行するために必要な高さ及び空間の確保 有2

標識　令19 1 ※6

1 （視） 道等から案内設備までの経路を一以上次に掲げる視覚障害者移動等円滑化経路とする 　 有7

① 線状ブロック、点状ブロック等を適切に敷設又は音声装置等の設置 　　　　　　　　　　　　　　 有8 ※1

② 車路及び段・傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設 　　　　　　　　　　　　　　 有9 ※1

浴室等 1 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ ※7

条例10 2 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されている浴室等を一以上設置（男女別の場合はそれぞれ） ※7

※2　不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合

※3　平成18年国土交通省告示第1496号参照（腰掛便座、手すり等を適切に配置、車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間が確保されている便房）

※4　不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合

※5　条例第9条第１項の便所内に車椅子使用者用便房以外の便房を設ける場合

※6　平成18年国土交通省令第113号参照（高齢者、障害者等が見やすい位置に設置、表示すべき内容が容易に識別可能なもの（JIS　Z8210に適合するもの））

※7　不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室等を設ける場合

※8　移動等円滑化経路②③に該当する経路の場合、階から階に至る階段を除く（条例第6条第1号イ参照）

※9　移動等円滑化経路①に該当する経路の場合（令第25条第1項参照）

案内設備までの経
路（設置した場合）
令21

★1　令第24条・条例第16条による読み替えにより、多数の者が利用する条例で追加した特定建築物の建築物特定施設も対象

※1　突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの

移動等円滑化の措置がされたEV、便所の付近にその施設があることを表示する標識を設置　　　　　　　　

階段等の下において、安全に歩行するために必要な高さ及び空間の確保

小便器を設ける場合、床置き式等の小便器（受け口の高さ35cm以下）を一以上設置し、そのうち一以上に手すりの設置

建築物特定施設
チェ
ック 建築物移動等円滑化基準（一般義務基準）

緩和
規定

備考審査

移動等円滑化基準チェックシート２（中規模建築物用（200㎡以上500㎡未満の店舗等））

不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物特定施設★１（移動等円滑化経路を含む）
（視）不特定多数の者又は主として視覚障害者が利用するものに限る
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段差の禁止 1 移動等円滑化経路上には、階段又は段を設けないこと ※8

令18②一、条例5② ⇒傾斜路、EVその他の昇降機を設ける場合はこの限りではない

出入口 1 幅80cm以上

令18②二 2 直接地上に通じる出入口の幅85cm以上

条例13①(1) 3

廊下等 1 幅90㎝以上 ※9

令18②三 2 50m以内ごとに車椅子の転回に支障のない場所を設けること ※9

3 ※9

傾斜路（屋内） 1  幅90cm以上 ※9

令18条②四 2  勾配　1/12以下（高さ16㎝以下の場合は勾配１/8以下） ※9

3  高さが75cmを超える場合は、高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設置 ※9

1 利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設のある階、地上階に停止すること ※9

2 籠・昇降路の出入口の幅80cm以上 ※9

令18②五 3 籠の奥行き135cm以上 ※9

条例13①(4) 4 乗降ロビーは高低差なく、幅及び奥行き150cm以上 ※9

5 籠及び乗降ロビーに車椅子使用者の利用しやすい位置に制御装置の設置 ※9

6 籠内に、停止する予定の階、籠の現在位置を表示する装置の設置 ※9

7 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置の設置 ※9

8 籠及び昇降路の出入口の戸に、籠の中を見通すことができるガラス窓を設置 有10 ※9

9（視） 籠内に、到着する階・出入口の閉鎖を知らせる音声装置の設置 有11 ※9

10（視） 籠及び乗降ロビーの制御装置は、点字表示等視覚障害者が円滑に操作できる構造 有12 ※9

11（視） 籠又は乗降ロビーに到着する籠の昇降方向を知らせる音声装置の設置 有11 ※9

敷地内の通路（屋外） 1 幅90cm以上

令18②七 2 50m以内ごとに車椅子の転回に支障のない場所を設けること

条例13①(5) 3

　 4 傾斜路は次に掲げるもの

① 幅90㎝以上

② 勾配1/20以下（高さ16㎝を超え高さ75cm以下の場合は勾配1/12以下、高さ16cm以下の場合は勾配1/8以下)

③ 手すりの設置

④ 両側に側壁又は立上りの設置

5

有1　平成18年国交省告示第1497号第1(①勾配が1/20以下の傾斜②高さ16cm以下かつ勾配1/12以下の傾斜③自動車の駐車施設内）

有2　条例第7条、第11条（構造上やむを得ず確保出来ない場合は、視覚障害者に配慮した安全な措置を講ずるもの）

有3　条例第8条第3項（高齢者・障害者等利用階段を除き、移動等円滑化経路構成のＥＶ・乗降ロビー併設設置は適用外(階段の手すりは踊場のみ適用除外）

有4　平成18年国交省告示第1497号第2　（①自動車の駐車施設内②段がある部分と連続した手すりを設置）

有5　令第12条第6号(回り階段以外の空間確保が困難であるときを除く)

有8　令第21条第2項第1号（進行方向を変更することが必要ない風除室を除く）

有10　条例第13条第1項（4）ｲ（①常時勤務する者が同乗する場合②監視用カメラを設ける場合③聴覚障害者への情報伝達に係る設備がある場合）

有11　平成18年国交省告示第1494号（自動車の駐車施設内）

有12　平成18年国交省告示第1493号（①文字等の浮き彫り、②音による案内、点字及び①②に類するもの）、同告示第1494号（自動車の駐車施設内）

有7　平成18年国交省告示第1497号第4
　　　（①自動車の駐車施設内②案内所から出入口を容易に視認可能かつ道等から出入口までの経路が視覚障害者移動等円滑化経路に適合する場合）

有6　平成18年国交省告示第1497号第3
　　　（①勾配が1/20以下の傾斜②高さ16㎝以下かつ勾配1/12以下の傾斜③自動車の駐車施設内④傾斜がある部分と連続した手すりを設置）

有9　平成18年国交省告示第1497号第5
　　　（①勾配が1/20以下の傾斜②高さ16㎝以下かつ勾配1/12以下の傾斜③段もしくは傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等）

排水溝、集水ます等は設けない。設ける場合は、車椅子使用者等の通行に支障のないもの

緩和
規定

備考

戸は自動的に開閉する構造その他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつその前後に高低差なし

戸は自動的に開閉する構造その他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつその前後に高低差なし

戸は自動的に開閉する構造その他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつその前後に高低差なし

建築物特定施設
チェ
ック

エレベーター及び
乗降ロビー

特殊な構造又は使
用形態のEVその他
の昇降機
令18②六

平成18年国土交通省告示第1492号に規定する構造であること1

審査　　　建築物移動等円滑化基準（移動等円滑化経路）

令和3年10月改訂

移動等円滑化経路等を構成する建築物特定施設
（移動等円滑化経路等の場合、左表に掲げる基準の他に、以下に掲げる基準を満たさなければならない）

①道等から利用居室までの経路（地上階またはその直上階もしくはその直下階のみ利用居室がある場合にあっては、当該地上階とその
　直上階または直下階との間の階段を除く）
②利用居室（利用居室等がない場合は道等）から車椅子使用者用便房までの経路
③利用居室（利用居室等がない場合は道等）から車椅子使用者用駐車施設までの経路

　移動等円滑化経路とは？
令25①

条例6-イ
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令　：バリアフリー令（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令）

条例：世田谷区バリアフリー建築条例（世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例）

廊下等 1 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

令11、条例7 2 階段等の下において、安全に歩行するために必要な高さ及び空間の確保 有1

階段 1 手すりの設置（踊場を含む） 有2

令12、条例8 2 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

3 踏面の端部とその周囲を色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別できる

4 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造

5 主たる階段は回り階段でないこと 有3

6 けあげ18cm以下、踏面26cm以上、それぞれ一定とする 有2

7 階段の幅120cm以上 有2

傾斜路（屋内） 1 勾配1/12を超え、又は高さ16cmを超える傾斜がある部分に手すりの設置

令13 2 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

3 傾斜路と廊下等を色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別できる

便所 1 次に掲げる基準に適合する便所を一以上設置（男女別の場合はそれぞれ） ※1

令14、条例9 ① 腰掛便座、手すり等の適切な設置、車椅子使用者が利用できる空間の確保がされている便房を一以上設置 ※2

② オストメイト対応設備が設置されている便房を一以上設置

2 小便器を設ける場合、床置き式等の小便器（受け口の高さ35㎝以下）を一以上設置 ※3

3 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ ※1

敷地内の通路（屋外） 1 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

令16、条例11 2 段がある部分は次に掲げるもの

　 ① 手すりの設置

② 踏面の端部とその周囲を色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別できる

③ 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造

3 傾斜路は次に掲げるもの

① 勾配1/12を超え、又は高さ16cmを超え、かつ勾配1/20を超える傾斜には手すりの設置

② 傾斜路とその前後を色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別できる

4 有1

駐車場 1 次に掲げる車椅子使用者用駐車施設を一以上設置 ※4

令17、条例12 ① 幅350cm以上

② 車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路をできるだけ短くし、誘導表示を設置

標識　令19 1 ※5

案内設備 1

令20 ① 移動等円滑化の措置がされたＥＶその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板等の設置 有4・5

② 移動等円滑化の措置がされたＥＶその他の昇降機、便所の配置を点字等で視覚障害者に示す設備の設置 有5 ※6

※1　多数の者が利用する便所を設ける場合

※3　多数の者が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合

※4　多数の者が利用する駐車場を設ける場合

多数の者（令第24条・条例第16条による読み替えにより）が利用する建築物特定施設（移動等円滑化経路・特定経路を含む）

移動等円滑化基準チェックシート3（共同住宅用（2,000㎡以上））

建築物特定施設

チ

ェ
ッ
ク

　建築物移動等円滑化基準(一般義務基準） 緩和
規定

備考 審査

階段等の下において、安全に歩行するために必要な高さ及び空間の確保

移動等円滑化の措置がされたＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設付近に存在を表示する標識を設置　　　　　　　　

 建築物又はその敷地に下記の案内設備を設置

不特定多数の者又は主として高齢者障害者等が利用する次の建築物特定施設を設ける場合
移動等円滑化経路のチェックが必要(チェックシート１を添付する)

※2　平成18年国土交通省告示第1496号参照（腰掛便座、手すり等を適切に配置、車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間が確保されている便房）

※5　平成18年国土交通省令第113号参照（高齢者、障害者等が見やすい位置に設置、表示すべき内容が容易に識別可能なもの（JIS　Z8210に適合するもの））

※6　平成18年国土交通省告示第1491号参照（①文字等の浮き彫り、②音による案内、点字及び①②に類するもの）

※7　条例14条第2項(5)(対象が限定：階数3で戸数30以上、階数4で戸数20以上、階数5以上の場合)

便所、集会室、駐車場
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段差の禁止 1 特定経路上には、階段又は段を設けないこと

条例14②(1) ⇒傾斜路、ＥＶその他の昇降機を設ける場合はこの限りではない

出入口 1 幅80cm以上

条例14②(2) 2

3 床面は、平坦で滑りにくい仕上げ

廊下等 1 幅120cm以上

条例14②(3) 2

3

傾斜路（屋内） 1 幅120cm以上（階段に併設する場合は90cm以上）

条例14②(4) 2 勾配は1/12を超えないこと(高さ16cm以下のものは、1/8を超えないこと）

4 高さ75cmを超える場合は、75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設置

5 両側に側壁又は立上りの設置

6 始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分の設置

1 各住戸、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設のある階、地上階に停止すること ※7

2 籠・昇降路の出入口の幅80cm以上 ※7

条例14②(5) 3 籠の奥行き115㎝以上 ※7

4 乗降ロビーは高低差なく、幅及び奥行き150cm以上 ※7

5 籠及び乗降ロビーに車椅子使用者の利用することができる位置に制御装置の設置 ※7

6 籠内に、停止する予定の階、籠の現在位置を表示する装置の設置 ※7

7 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置の設置 ※7

8 籠及び昇降路の出入口の戸に、籠の中を見通すことができるガラス窓を設置 有6 ※7

敷地内の通路（屋外） 1 幅120cm以上

条例14②(7) 2 50m以内ごとに車椅子の転回に支障のない場所を設けること

3

4 傾斜路は次に掲げるもの

① 幅120cm以上（階段に併設する場合は90cm以上）

② 勾配は1/12を超えないこと(高さ16cm以下のものは、1/8を超えないこと）

③ 高さ75cmを超える場合（勾配1／20を超える場合に限る）は、傾斜路の高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設置

④ 両側に側壁又は立上りの設置

⑤ 始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分の設置

5

有3　令第12条第6号(回り階段以外の空間確保が困難であるときを除く)　

有4　令第20条第1項（当該ＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設の配置を容易に視認可能な場合を除く）

有5　令第20条第3項（案内所を設ける場合）

有6　条例第14条第2項(5)ク（①常時勤務する者が同乗する場合②監視用カメラを設ける場合③聴覚障害者への情報伝達に係る設備がある場合）

有1　条例第7条、第11条（構造上やむを得ず確保出来ない場合は、視覚障害者に配慮した安全な措置を講ずるもの）

有2　条例第8条第3項　（高齢者・障害者等利用階段を除き、移動等円滑化経路構成のＥＶ・乗降ロビー併設設置は適用外(階段の手すりは踊場のみ適用除外）

戸は自動的に開閉する構造その他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつその前後に高低差なし

排水溝、集水ます等は設けない。設ける場合は、車椅子使用者等の通行に支障のないもの

特殊な構造又は使用形
態のEVその他の昇降機
条例１４②（6）

1 平成18年国土交通省告示第1492号に規定する構造であること

建築物特定施設

チ

ェ
ッ
ク

建築物移動等円滑化基準　(特定経路）

戸は自動的に開閉する構造その他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつその前後に高低差なし

50m以内ごとに車椅子の転回に支障のない場所を設けること

戸は自動的に開閉する構造その他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつその前後に高低差なし

エレベーター及び
乗降ロビー

緩和
規定

備考審査

特定経路を構成する建築物特定施設　（特定経路に追加される基準）

令和3年10月改訂

　特定経路とは？

(条例14①）

　道等から各住戸までの一以上の多数の者が円滑に利用できる経路
　

（地上階又は、その直上階もしくは直下階のみに住戸がある場合は、地上階にある住戸までの経路）
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令　：バリアフリー令（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令）

条例：世田谷区バリアフリー建築条例（世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例）

廊下等 1 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

令11、条例7 2 階段等の下において、安全に歩行するために必要な高さ及び空間の確保 有1

階段 1 手すりの設置（踊場を含む） 有2

令12、条例8 2 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

3 踏面の端部とその周囲を色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別できる

4 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造

5 主たる階段は回り階段でないこと 有3

6 けあげ及び踏面の寸法は、それぞれ一定とする 有2

傾斜路（屋内） 1 勾配1/12を超え、又は高さ16cmを超える傾斜がある部分に手すりの設置

令13 2 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

3 傾斜路と廊下等を色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別できる

便所 1 次に掲げる基準に適合する便所を一以上設置（男女別の場合はそれぞれ） ※1

令14、条例9 ① 腰掛便座、手すり等の適切な設置、車椅子使用者が利用できる空間の確保がされている便房を一以上設置 ※2

② オストメイト対応設備が設置されている便房を一以上設置

2 小便器を設ける場合、床置き式等の小便器（受け口の高さ35㎝以下）を一以上設置 ※3

3 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ ※1

敷地内の通路（屋外） 1 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

令16、条例11 2 段がある部分は次に掲げるもの

　 ① 手すりの設置

② 踏面の端部とその周囲を色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別できる

③ 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造

3 傾斜路は次に掲げるもの

① 勾配1/12を超え、又は高さ16cmを超え、かつ勾配1/20を超える傾斜には手すりの設置

② 傾斜路とその前後を色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別できる

4 有1

駐車場 1 次に掲げる車椅子使用者用駐車施設を一以上設置 ※4
令17 ① 幅350cm以上

② 車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路をできるだけ短くなる位置に設置

標識　令19 1 ※5

案内設備 1

令20 ① 移動等円滑化の措置がされたＥＶその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板等の設置 有4・5

② 移動等円滑化の措置がされたＥＶその他の昇降機、便所の配置を点字等で視覚障害者に示す設備の設置 有5 ※6

※1　多数の者が利用する便所を設ける場合

※3　多数の者が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合

※4　多数の者が利用する駐車場を設ける場合

多数の者（令第24条・条例第16条による読み替えにより）が利用する建築物特定施設（移動等円滑化経路・特定経路を含む）

移動等円滑化基準チェックシート4（共同住宅用（1,000㎡以上2,000㎡未満））

建築物特定施設

チ

ェ
ッ
ク

　建築物移動等円滑化基準(一般義務基準） 緩和
規定

備考 審査

階段等の下において、必要な高さ及び空間の確保

 建築物又はその敷地に下記の案内設備を設置

移動等円滑化の措置がされたＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設付近に存在を表示する標識を設置　　　　　　　　

※2　平成18年国土交通省告示第1496号参照（腰掛便座、手すり等を適切に配置、車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間が確保されている便房）

※5　平成18年国土交通省令第113号参照（高齢者、障害者等が見やすい位置に設置、表示すべき内容が容易に識別可能なもの（JIS　Z8210に適合するもの））

不特定多数の者又は主として高齢者障害者等が利用する次の建築物特定施設を設ける場合
移動等円滑化経路のチェックが必要(チェックシート１を添付する)

※6　平成18年国土交通省告示第1491号参照（①文字等の浮き彫り、②音による案内、点字及び①②に類するもの）

※7　条例14条第2項(5)(対象が限定：階数3で戸数30以上、階数4で戸数20以上、階数5以上の場合)

便所、集会室、駐車場
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段差の禁止 1 特定経路上には、階段又は段を設けないこと

条例14②(1)

出入口 1 幅80cm以上

条例14②(2) 2

3 床面は、平坦で滑りにくい仕上げ

廊下等 1 幅120cm以上

条例14②(3) 2

3

傾斜路（屋内） 1 幅120cm以上（階段に併設する場合は90cm以上）

条例14②(4) 2 勾配は1/12を超えないこと(高さ16cm以下のものは、1/8を超えないこと）

4 高さ75cmを超える場合は、75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設置

5 両側に側壁又は立上りの設置

6 始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分の設置

1 各住戸、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設のある階、地上階に停止すること ※7

2 籠・昇降路の出入口の幅80cm以上 ※7

条例14②(5) 3 籠の奥行きは、車椅子を使用することができる奥行きを確保 ※7

4 乗降ロビーは、車椅子を回転させることができる空間を確保 ※7

5 籠及び乗降ロビーに車椅子使用者の利用することができる位置に制御装置の設置 ※7

6 籠内に、停止する予定の階、籠の現在位置を表示する装置の設置 ※7

7 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置の設置 ※7

8 籠及び昇降路の出入口の戸に、籠の中を見通すことができるガラス窓を設置 有6 ※7

敷地内の通路（屋外） 1 幅120cm以上

条例14②(7) 2

3 傾斜路は次に掲げるもの

① 幅120cm以上（階段に併設する場合は90cm以上）

② 勾配は1/12を超えないこと(高さ16cm以下のものは、1/8を超えないこと）

③ 高さ75cmを超える場合（勾配1/20を超える場合に限る）は、傾斜路の高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設置

④ 両側に側壁又は立上りの設置

4

有3　令第12条第6号(回り階段以外の空間確保が困難であるときを除く)　

有4　令第20条第1項（当該ＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設の配置を容易に視認可能な場合を除く）

有5　令第20条第3項（案内所を設ける場合）

有6　条例第14条第2項(5)ク（①常時勤務する者が同乗する場合②監視用カメラを設ける場合③聴覚障害者への情報伝達に係る設備がある場合）

有1　条例第7条、第11条（構造上やむを得ず確保出来ない場合は、視覚障害者に配慮した安全な措置を講ずるもの）

排水溝、集水ます等は設けない。設ける場合は、車椅子使用者等の通行に支障のないもの

有2　条例第8条第3項　（高齢者・障害者等利用階段を除き、移動等円滑化経路構成のＥＶ・乗降ロビー併設設置は適用外(階段の手すりは踊場のみ適用除外）

⇒傾斜路、昇降機を設ける場合、又は中規模共同住宅で、階数が3で戸数が29以下のもの
　及び階数が4で戸数が19以下のものにおける階から階に至る階段についてはこの限りではない

50m以内ごとに車椅子の転回に支障のない場所を設けること

エレベーター及び
乗降ロビー

特殊な構造又は使用形
態のEVその他の昇降機
条例１４②(6)

1 平成18年国土交通省告示第1492号に規定する構造であること

戸は自動的に開閉する構造その他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつその前後に高低差なし

戸は自動的に開閉する構造その他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつその前後に高低差なし

戸は自動的に開閉する構造その他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつその前後に高低差なし

建築物移動等円滑化基準　(特定経路） 緩和
規定

備考審査建築物特定施設

チ

ェ
ッ
ク

特定経路を構成する建築物特定施設　（特定経路に追加される基準）

令和3年10月改訂

　特定経路とは？

(条例14①）

　道等から各住戸までの一以上の多数の者が円滑に利用できる経路
　

（地上階又は、その直上階もしくは直下階のみに住戸がある場合は、地上階にある住戸までの経路）
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☆☆ バリアフリー条例第13条第２項(幼稚園、保育所、母子生活支援施設及び理髪店、クリーニング取次店、質屋貸衣装屋等サービス業を営む店舗）　

●車椅子使用者用客室は、利用居室であり、当該客室までの経路は移動等円滑化経路
・車椅子使用者用客室までの経路（移動等円滑化経路）⇒チェックシート１「建築物移動等円滑化基準（移動等円滑化経路）」表

・車椅子使用者用客室⇒チェックシート５「車椅子使用者用客室」表

チ

ェ
ッ
ク

緩和
措置

審査

 ホテル､旅館で客室の総数が５０以上の場合、車椅子使用者用客室を客室総数の1/100以上設置

 客室の出入口の幅　(開放時有効）85㎝以上　(※客室の出入口は移動等円滑化経路に該当し、条例10条第１項第一号イが適用）

令15  車椅子使用者用客室の便所は次に掲げるもの 1

条例13①一 ①  便所内に車椅子使用者用便房を設置(※１)

②  車椅子使用者用便房及び当該便房が設置されている便所の出入口幅　(開放時有効）８０ｃｍ以上

③  戸は自動的に開閉する他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし

 車椅子使用者用客室の浴室又はシャワー室は次に掲げるもの 2

①  車椅子使用者等が円滑に利用できる構造(※２)

②  出入口幅　(開放時有効）８０ｃｍ以上

③  戸は自動的に開閉する他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし

※１ 国交省告示第1496号（腰掛便座、手すり等を適切に配置、車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間が確保されている便房）

※２ 国交省告示第1495号（浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置、車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間が確保されている構造）

【緩和措置】

１　バリアフリー令第15条２項１号　(同一階に不特定かつ多数者が利用する便所(男女別の場合はそれぞれ）が一以上ある場合）

２　バリアフリー令第15条２項２号　(不特定かつ多数者が利用する車椅子使用者用浴室等(男女別の場合はそれぞれ）が一以上ある場合）

●一般客室※３は、利用居室ではないため、当該客室までの経路は宿泊者特定経路

・一般客室までの経路（宿泊者特定経路）⇒チェックシート３「建築物移動等円滑化基準（宿泊者特定経路）」表

・一般客室⇒チェックシート３「一般客室」表

整備項目
チ

ェ
ッ
ク

緩和
措置

審査

段差の禁止  宿泊者特定経路上には、階段又は段を設けない

条例14の2① 　⇒ 傾斜路、ＥＶその他の昇降機を併設する場合を除く

傾斜路（屋内）  幅　120cm以上　（階段に併設する場合は９０cm以上）

条例14の2①  勾配　1/12以下　（高さ16cm以下の場合は、1/8以下）

（条例14②四）  高さが75cmを超えるものは、75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設置

 両側に側壁又は立上りの設置

 始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分の設置

 各住戸、車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車施設のある階、地上階に停止すること

 かご・昇降路の出入口の幅　(開放時有効）80cm以上

条例14の2①  かごの奥行き　115cm以上

（条例14②五）  乗降ロビーは高低差なく、幅及び奥行き　150cm以上

 かご及び乗降ロビーに、車椅子使用者が円滑に利用可能な位置に制御装置の設置

 かご内に、停止予定階、かごの現在位置を表示する装置の設置

 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置の設置

整備項目
チ

ェ

ッ
ク

緩和
措置

審査

一般客室  客室の出入口の幅　(開放時有効）80㎝以上

条例14条の2②  15㎡以上の客室内の一以上の便所及び一以上の浴室等の出入口の幅　(開放時有効）75㎝以上 3

（和室部分を除く）  15㎡未満の客室内の一以上の便所及び一以上の浴室等の出入口の幅　(開放時有効）70㎝以上 3

 客室内には、階段又は段を設けない。ただし、次に掲げる部分は除く。

①  メゾネット型客室で、廊下から客室に入る階以外の階の部分及び当該階への移動に係る階段又は段の部分

②  勾配１/１２以下の傾斜路を併設された階段又は段の部分

③  浴室等の内側で防水上必要な最低限の高低差

 15㎡以上の客室内の便所及び浴室等の出入口に接する通路等の幅100㎝以上 3

 15㎡未満の客室内の便所及び浴室等の出入口に接する通路等の幅80㎝以上 3

●全ての客室までの経路は、不特定多数の者が利用するため一般義務基準適合
・全ての客室までの経路⇒チェックシート１「建築物移動等円滑化基準（一般義務基準）」表

車椅子使用者
用客室

1

2

建築物移動等円滑化基準チェックシート５　（宿泊施設用）
令和5年10月改訂

令：バリアフリー令（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令　）
条例：世田谷区バリアフリー建築条例（世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例 ）

移動等円滑化
経路とは？

(令第18条第１項）
(条例第13条第２項）

 1 道等から利用居室までの経路(一部の建築物(☆☆）を除き、地上階とその直上・直下階のみ利用居室がある場合の移動経路も対象）

 2 利用居室（利用居室等がない場合は道等）から車椅子使用者用便房までの経路
 3 車椅子使用者用駐車施設から利用居室（利用居室等がない場合は道等）までの経路
 4 一方の側の道等から公共用歩廊を通過し、他方の側の道等までの経路(当該公共歩廊又は敷地にある部分のみ）

宿泊者特定経路とは？
(条例第11条の２第1項)

 1 道等から一般客室までの経路
 2 車椅子使用者用駐車施設から一般客室までの経路
 ※　移動等円滑化経路と重なる部分は、移動等円滑化経路が優先される

【車椅子使用者用客室】

建築物特定施設
条：条例付加規定

建築物移動等円滑化基準(一般義務基準）

3

4

宿泊者特定経路を構成する建築物特定施設　（宿泊者特定経路に追加される基準）

1

特殊な構造又は使
用形態の昇降機
条例14の2①

1

1

2

3

4

5

エレベーター
及び昇降ロビー

1

2

3

4

5

6

7

 平成18年国土交通省告示第1492号に規定する構造であること

整備内容

1

2

【緩和措置】　3　和室部分および同一客室内に複数の階がある場合における当該一般客室の出入口のある階の部分以外の部分の床面積を除く

3

4
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４ 世田谷区高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則 

平成 10 年９月 30 日規則第 100 号 

最終改正：令和３年３月 31 日規則第 71 号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号。

以下「法」という。）の施行について、高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令

（平成 18 年政令第 379 号。以下「令」という。）及

び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律施行規則（平成 18 年国土交通省令第 110 号。

以下「省令」という。）に定めるもののほか必要な事

項を定めるとともに、世田谷区高齢者、障害者等が

安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例

（平成 19 年３月世田谷区条例第 28 号。以下「区条

例」という。）及び特別区における東京都の事務処理

の特例に関する条例（平成 11 年東京都条例第 106

号）に基づき、区が処理することとされた高齢者、

障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条

例（平成 15 年東京都条例第 155 号。以下「都条例」

という。）に規定する特別特定建築物に係る制限の

緩和の認定事務に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項

に関する報告） 

第２条 令第 30 条第１項の規定による特別特定建築

物の建築物移動等円滑化基準（法第 14 条第３項の

規定による条例で付加した事項を含む。次項におい

て同じ。）への適合に関する事項に関する報告は、特

別特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合

に関する報告書（第１号様式）に区長が必要と認め

る書類及び図面を添えて、区長に行うものとする。 

２ 令第 30 条第２項の規定による建築物特定事業が

実施されるべき特定建築物の建築物移動等円滑化

基準への適合に関する事項に関する報告は、建築物

特定事業が実施されるべき特定建築物の建築物移

動等円滑化基準への適合に関する報告書（第１号の

２様式）に区長が必要と認める書類及び図面を添え

て、区長に行うものとする。 

（建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計

算適合性判定及び特定建築基準適合審査） 

第２条の２ 法第 17 条第３項の規定による計画の認

定（以下「特定建築物の計画の認定」という。）又は

法第 18 条第１項の規定による計画の変更の認定（法

第 22 条の２第５項において準用する場合を除く。

以下「特定建築物の計画の変更認定」という。）を受

けようとする者は、法第 17 条第４項（法第 18 条第

２項において準用する場合を含む。次項において同

じ。）の規定による申出をする場合で、当該申出に係

る特定建築物の建築等の計画が、建築基準法（昭和

25 年法律第 201 号）第６条第１項の規定による確認

の申請をする場合に、同法第６条の３第１項の特定

構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合

するかどうかの確認審査を要するものであるとき

は、区長が特定建築物の計画の認定又は特定建築物

の計画の変更認定をするまでの間に、同項の構造計

算適合性判定を受けるとともに、同条第７項の適合

判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則（昭

和 25 年建設省令第 40 号）第３条の７第１項第１号

ロ(１)及び(２)に定める図書及び書類を添えて、区

長に提出しなければならない。 

２ 特定建築物の計画の認定又は特定建築物の計画

の変更認定を受けようとする者は、法第 17 条第４

項の規定による申出に併せて、建築基準法第６条の

３第１項ただし書の構造計算に関する高度の専門

的知識及び技術を有する者として国土交通省令で

定める要件を備える者である建築主事が、建築基準

法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第９条の３の特

定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適

合するかどうかの審査をするよう申出をすること

ができる。この場合において、当該審査をする部分

については、前項の規定は、適用しない。 

（計画の通知） 

第３条 法第 17 条第５項（法第 18 条第２項において

準用する場合を含む。）の規定による通知は、計画通

知書（第２号様式）に建築基準法第６条第１項（同

法第 87 条第１項において準用する場合を含む。）に

規定する確認の申請書（以下「建築確認申請書」と

いう。）を添えて、建築主事に行うものとする。 

（計画の変更） 

第４条 特定建築物の計画の変更認定又は法第 22 条

の２第５項において準用する法第 18 条第１項に規

定する計画の変更の認定（以下「協定建築物の計画

の変更認定」という。）を受けようとする者は、変更

認定申請書（第３号様式）の正本及び副本（法第 18

条第２項において準用する法第 17 条第４項の規定

により適合通知を受けるよう申し出る場合にあっ

ては、変更認定申請書の正本及び副本並びに建築確

認申請書の正本及び副本）に省令第 10 条第２項に

規定する通知書（以下「認定通知書」という。）並び

に当該計画の変更に係る書類及び図面を添えて、区

長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項に規定する申請について認定をした

ときは、変更認定通知書（第４号様式）に変更認定

申請書の副本（法第 18 条第２項において準用する

法第 17 条第７項の規定により適合通知を受けて計

画の変更認定をした場合にあっては、変更認定申請

書の副本及び当該適合通知に係る書類に添えられ

た建築確認申請書の副本）を添えて、申請をした者

に通知するものとする。 

（建築主等の変更） 

第５条 特定建築物の計画の認定を受けた計画（特定

建築物の計画の変更認定を受けた場合にあっては、
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その変更後のもの）に係る特定建築物（以下「認定

特定建築物」という。）又は法第 22 条の２第４項の

規定による計画の認定（以下「協定建築物の計画の

認定」という。）を受けた計画（協定建築物の計画の

変更認定があったときは、その変更後のもの）に係

る協定建築物（以下「認定協定建築物」という。）の

工事が完了する前に特定建築物の計画の認定を受

けた者（以下「認定建築主等」という。）又は協定建

築物の計画の認定を受けた者（以下「認定協定建築

主等」という。）を変更しようとするときは、認定建

築主等又は認定協定建築主等は、新たに認定建築主

等又は認定協定建築主等になろうとする者と連署

して、建築主等の変更届（第５号様式）の正本及び

副本に認定通知書（特定建築物の計画の変更認定又

は協定建築物の計画の変更認定を受けた場合にあ

っては、認定通知書及び変更認定通知書。以下同じ。）

を添えて、区長に届け出なければならない。 

２ 建築主等の変更届の副本及び認定通知書は、変更

後の認定建築主等に返還するものとする。 

（認定特定建築物又は認定協定建築物の建築等又

は維持保全の状況に関する報告） 

第６条 法第 53 条第４項の規定による報告又は同条

第５項の規定による報告は、認定特定建築物又は認

定協定建築物の工事の完了時その他特に区長が必

要と認める場合に、認定特定建築物又は認定協定建

築物の建築等又は維持保全に関する報告書（第６号

様式）に区長が必要と認める書類及び図面を添えて、

区長に行わなければならない。 

（申請の取下げ） 

第７条 特定建築物の計画の認定若しくは協定建築

物の計画の認定又は特定建築物の計画の変更認定

若しくは協定建築物の計画の変更認定を申請した

者は、区長が当該特定建築物の計画の認定若しくは

協定建築物の計画の認定又は特定建築物の計画の

変更認定若しくは協定建築物の計画の変更認定を

する前に、当該申請を取り下げようとするときは、

取下げ届（第７号様式）の正本及び副本により区長

に届け出なければならない。 

２ 区長は、第３条の通知を行った場合において取下

げ届の提出があったときは、取下げ通知書（第８号

様式）により建築主事に通知しなければならない。 

３ 取下げ届の副本は、申請をした者に返還するもの

とする。 

（認定特定建築物又は認定協定建築物の建築の取

りやめ） 

第８条 認定建築主等又は認定協定建築主等は、認定

特定建築物又は認定協定建築物の工事を取りやめ

ようとするときは、取りやめ届（第９号様式）の正

本及び副本に認定通知書を添えて、区長に届け出な

ければならない。 

２ 取りやめ届の副本及び認定通知書は、認定建築主

等又は認定協定建築主等に返還するものとする。 

（建築基準法の特例の認定） 

第９条 法第 23 条第１項の規定による既存の特定建

築物に設けるエレベーターについての建築基準法

の特例の認定を受けようとする者は、特例認定申請

書（第 10 号様式）の正本及び副本に区長が必要と認

める書類及び図面を添えて、区長に申請しなければ

ならない。 

２ 区長は、前項の規定による申請について認定をし

たときは、特例認定通知書（第 11 号様式）に特例認

定申請書の副本を添えて、申請をした者に通知する

ものとする。 

（制限の緩和の認定） 

第 10 条 特別区における東京都の事務処理の特例に

関する条例に基づき区が処理することとされた都

条例第 14 条又は区条例第 17 条の規定による高齢者、

障害者等若しくは多数の者が建築物特定施設を円

滑に利用できること又は建築物若しくはその敷地

の形態上やむを得ないことについての認定を受け

ようとする者は、認定申請書（第 12 号様式）の正本

及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書その他必

要な資料を添えて、区長に申請しなければならない。 

図書の種類 明示すべき事項 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内にお

ける建築物の位置、申請に係る建築物

と他の建築物との別、擁壁の位置並び

に敷地の接する道路の位置及び幅員 

各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに

壁及び開口部の位置 

２面以上の

立面図 

縮尺及び開口部の位置 

２面以上の

断面図 

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒

及びひさしの出、軒の高さ並びに建築

物の高さ 

 

２ 区長は、前項の規定による申請について認定をし

たときは、認定通知書（第 13 号様式）に同項の認定

申請書の副本及び添付図書を添えて、申請をした者

に通知するものとする。 

（特別特定建築物に係る是正命令） 

第 11 条 法第 15 条第１項の規定による是正命令は、

特別特定建築物に係る是正命令書（第 14 号様式）に

より行うものとする。 

附 則 

この規則は、平成 10 年 10 月１日から施行する。 

附 則（平成 12 年３月 31 日規則第 86 号） 

この規則は、平成 12 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 15 年３月 31 日規則第 55 号） 

１ この規則は、平成 15 年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の世

田谷区高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特

定建築物の建築の促進に関する法律施行細則の規

定に基づき作成された様式の用紙で現に残存する

ものは、当分の間、修正して使用することができる。 

附 則（平成 16 年６月 30 日規則第 58 号） 

この規則は、平成 16 年７月１日から施行する。 

附 則（平成 18 年 12 月 20 日規則第 124 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 19 年３月 30 日規則第 30 号） 
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この規則は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 31 年２月 28 日規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月 31 日規則第 71 号） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の第

１号様式、第１号の２様式、第３号様式、第５号様

式から第７号様式まで、第９号様式、第 10 号様式及

び第 12 号様式の規定に基づき作成された様式の用

紙で現に残存するものは、当分の間、修正して使用

することができる。 
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５ 世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則に関する関係告示 

 

 

○世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則第 11 条第２項の規定による建築物の用途及び規模に応じ届

出の対象となる計画に係る整備項目 

平成 31 年４月 16 日告示第 386 号 

最終改正：令和５年９月 28 日告示第 672 号 

 

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則第 11 条第２項の規定による建築物の用途及び規模に応じ届

出の対象となる計画に係る整備項目 

平成 25 年 11 月１日告示第 642 号の全部を次のように改正する。 

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則（平成 19 年４月世田谷区規則第 55 号。以下「規則」という。）

第 11 条第２項の規定による建築物の用途及び規模に応じ届出の対象となる計画に係る整備項目は、別表第１のと

おりとする。ただし、別表第１の 23 の項に規定する複合施設において、別表第２の左欄に掲げる複合施設内の用

途が同表の右欄に掲げる複合施設内の用途の規模である場合には、当該用途に供する部分に係る規則第 11 条第２

項の規定による建築物の用途及び規模に応じ届出の対象となる計画に係る整備項目は、観覧席及び客席に係る事

項とする。 

附 則（令和５年９月 28 日告示第 672 号） 

この告示は、令和５年 10 月１日から施行する。 

 

別表第１ 

特定公共的施設 

の区分 
建築物の用途及び規模 届出の対象となる計画に係る整備項目 

１ 医療等施設 (１) 患者の収容施設を有しない診

療所、助産所、施術所及び薬局（医薬

品の販売業を併せて行うものを除

く。以下同じ。）の用途に供する部分

の床面積の合計が 200 平方メートル

未満のもの 

規則別表第４に掲げる整備項目 

規則別表第２に掲げる整備項目（整備基準に適合す

る医療等施設に係るものに限る。） 

(２) 患者の収容施設を有しない診

療所の用途に供する部分の床面積の

合計が 200 平方メートル以上 500 平

方メートル未満のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、標識、

案内設備、案内設備までの経路、浴室及びシャワー

室、洗面所等、公共的通路 

(３) 助産所、施術所及び薬局の用

途に供する部分の床面積の合計が

200 平方メートル以上 500 平方メー

トル未満のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、便所、敷地内の

通路、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及

びシャワー室、洗面所等、公共的通路 

(４) 患者の収容施設を有しない診

療所、助産所、施術所及び薬局の用途

に供する部分の床面積の合計が 500

平方メートル以上のもの又は病院若

しくは患者の収容施設を有する診療

所 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、公共的通路 

２ 公益施設 (１) 用途に供する部分の床面積の

合計が 2,000 平方メートル未満のも

の 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、公共的通路 

(２) 用途に供する部分の床面積の

合計が 2,000 平方メートル以上のも

の 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ
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ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、公共的通路、光警報装置 

３ 福祉施設 (１) 用途に供する部分の床面積の

合計が 2,000 平方メートル未満のも

の 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、公共的通路 

(２) 用途に供する部分の床面積の

合計が 2,000 平方メートル以上のも

の 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、更衣室及び脱衣所、宿泊施設

の客室、公共的通路、光警報装置 

４ 学校等施設 すべてのもの 移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、更衣室及び脱衣所、観覧席及

び客席、公共的通路 

５ 車両の停車 

場又は船舶若しく

は航空機の発着場

を構成する建築物

で旅客の乗降又は

待合いの用に供す

るもの 

すべてのもの 移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、更衣室及び脱衣所、公共的通

路 

６ 自動車関連

施設 

(１) 自動車の駐車のための施設の

用途に供する部分の床面積の合計が

250 平方メートル以上で、かつ、駐車

可能台数が 20台以上のもの又は自動

車の停留のための施設の用途に供す

る部分の床面積の合計が 500 平方メ

ートル以上のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、公共的通路 

(２) 自動車修理工場の用途に供す

る部分の床面積の合計が 200 平方メ

ートル以上のもの又は自動車洗車場

の用途に供する部分の床面積の合計

が 200 平方メートル以上のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、階段に代わり、又はこ

れに併設する傾斜路、便所、敷地内の通路、駐車場、

標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及びシャ

ワー室、洗面所等、公共的通路 

(３) 自動車教習所の用途に供する

部分の床面積の合計が 1,000 平方メ

ートル以上のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、公共的通路 

(４) 給油取扱所の用途に供する部

分の床面積の合計が 200 平方メート

ル未満のもの 

規則別表第４に掲げる整備項目 

規則別表第２に掲げる整備項目（整備基準に適合す

る自動車関連施設に係るものに限る。） 

(５) 給油取扱所の用途に供する部

分の床面積の合計が 200 平方メート

ル以上のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、階段に代わり、又はこ

れに併設する傾斜路、便所、敷地内の通路、駐車場、

標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及びシャ

ワー室、洗面所等、公共的通路 
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７ 公衆便所 すべてのもの 移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、公共的通路 

８ 集会施設 (１) 用途に供する部分の床面積の

合計が 200 平方メートル未満のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、観覧席及び客席、公共的通路 

(２) 用途に供する部分の床面積の

合計が 200 平方メートル以上のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、更衣室及び脱衣所、観覧席及

び客席、公共的通路、光警報装置 

９ 物品販売業

を営む店舗等 

(１) 用途に供する部分の床面積の

合計が 200 平方メートル未満のもの 

規則別表第４に掲げる整備項目 

規則別表第２に掲げる整備項目（整備基準に適合す

る物品販売業を営む店舗等に係るものに限る。） 

(２) 用途に供する部分の床面積の

合計が 200 平方メートル以上 500 平

方メートル未満のもの（卸売市場に

係るものを除く。） 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、標識、

案内設備、案内設備までの経路、浴室及びシャワー

室、公共的通路 

(３) 用途に供する部分の床面積の

合計が 500 平方メートル以上 1,000

平方メートル未満のもの（卸売市場

に係るものを除く。） 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、公共的通路 

(４) 用途に供する部分の床面積の

合計が 1,000 平方メートル以上

2,000 平方メートル未満のもの（卸売

市場に係るものを除く。） 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、公共的通路 

(５) 用途に供する部分の床面積の

合計が 2,000 平方メートル以上のも

の 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、公共的通路、光警報装置 

10 飲食店 (１) 用途に供する部分の床面積の

合計が 200 平方メートル未満のもの 

規則別表第４に掲げる整備項目 

規則別表第２に掲げる整備項目（整備基準に適合す

る飲食店に係るものに限る。） 

(２) 用途に供する部分の床面積の

合計が 200 平方メートル以上 500 平

方メートル未満のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、標識、

案内設備、案内設備までの経路、浴室及びシャワー

室、公共的通路 
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(３) 用途に供する部分の床面積の

合計が 500 平方メートル以上 1,000

平方メートル未満のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、公共的通路 

(４) 用途に供する部分の床面積の

合計が 1,000 平方メートル以上

2,000 平方メートル未満のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、公共的通路 

(５) 用途に供する部分の床面積の

合計が 2,000 平方メートル以上のも

の 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、公共的通路、光警報装置 

11 サービス業

を営む店舗等 

(１) 用途に供する部分の床面積の

合計が 200 平方メートル未満のもの 

規則別表第４に掲げる整備項目 

規則別表第２に掲げる整備項目（整備基準に適合す

るサービス業を営む店舗等に係るものに限る。） 

(２) 用途に供する部分の床面積の

合計が 200 平方メートル以上 500 平

方メートル未満のもの（次項に該当

するものを除く。） 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、便所、敷地内の

通路、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及

びシャワー室、公共的通路 

(３) 中規模建築物であって、用途

に供する部分の床面積の合計が 200

平方メートル以上 500 平方メートル

未満のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、標識、

案内設備、案内設備までの経路、浴室及びシャワー

室、公共的通路 

(４) 用途に供する部分の床面積の

合計が 500 平方メートル以上 1,000

平方メートル未満のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、公共的通路 

(５) 用途に供する部分の床面積の

合計が 1,000 平方メートル以上

2,000 平方メートル未満のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、公共的通路 

(６) 用途に供する部分の床面積の

合計が 2,000 平方メートル以上のも

の 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、公共的通路、光警報装置 

12 宿泊施設 (１) 用途に供する部分の床面積の

合計が 500 平方メートル以上 2,000

平方メートル未満のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、更衣室及び脱衣所、宿泊施設
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の客室、観覧席及び客席、公共的通路 

(２) 用途に供する部分の床面積の

合計が 2,000 平方メートル以上のも

の 

移動等円滑化経路、出入口、廊下、階段、傾斜路、エ

レベーターその他の昇降機及び乗降ロビー、便所、敷

地内の通路、駐車場、標識、案内設備、案内設備まで

の経路、浴室及びシャワー室、洗面所等、更衣室及び

脱衣所、宿泊施設の客室、観覧席及び客席、公共的通

路、光警報装置 

13 興行施設 (１) 用途に供する部分の床面積の

合計が 500 平方メートル以上 1,000

平方メートル未満のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、便所、敷地内の

通路、駐車場、標識、案内設備、案内設備までの経路、

浴室及びシャワー室、観覧席及び客席、公共的通路 

(２) 用途に供する部分の床面積の

合計が 1,000 平方メートル以上

2,000 平方メートル未満のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、観覧席及び客席、公共的通路 

(３) 用途に供する部分の床面積の

合計が 2,000 平方メートル以上のも

の 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、観覧席及び客席、公共的通路、

光警報装置 

14 文化施設 (１) 用途に供する部分の床面積の

合計が 2,000 平方メートル未満のも

の 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、観覧席及び客席、公共的通路 

(２) 用途に供する部分の床面積の

合計が 2,000 平方メートル以上のも

の 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、観覧席及び客席、公共的通路、

光警報装置 

15 展示施設 (１) 用途に供する部分の床面積

（住宅の展示施設は敷地面積）の合

計が 500 平方メートル以上 1,000 平

方メートル未満のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、便所、敷地内の

通路、駐車場、標識、案内設備、案内設備までの経路、

浴室及びシャワー室、公共的通路 

(２) 用途に供する部分の床面積

（住宅の展示施設は敷地面積）の合

計が 1,000 平方メートル以上のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、観覧席及び客席、公共的通路 

16 運動施設 (１) 用途に供する部分の床面積の

合計が 500 平方メートル以上 1,000

平方メートル未満のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、便所、敷地内の

通路、駐車場、標識、案内設備、案内設備までの経路、

浴室及びシャワー室、洗面所等、更衣室及び脱衣所、

公共的通路 

(２) 用途に供する部分の床面積の

合計が 1,000 平方メートル以上

2,000 平方メートル未満のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ
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ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、更衣室及び脱衣所、観覧席及

び客席、公共的通路 

(３) 用途に供する部分の床面積の

合計が 2,000 平方メートル以上のも

の 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、更衣室及び脱衣所、観覧席及

び客席、公共的通路、光警報装置 

17 遊興施設 (１) 用途に供する部分の床面積の

合計が 500 平方メートル以上 1,000

平方メートル未満のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、便所、敷地内の

通路、駐車場、標識、案内設備、案内設備までの経路、

浴室及びシャワー室、公共的通路 

(２) 用途に供する部分の床面積の

合計が 1,000 平方メートル以上

2,000 平方メートル未満のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、公共的通路 

(３) 用途に供する部分の床面積の

合計が 2,000 平方メートル以上のも

の 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、公共的通路、光警報装置 

18 公衆浴場 (１) 用途に供する部分の床面積の

合計が 200 平方メートル以上 500 平

方メートル未満のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、階段に代わり、又はこ

れに併設する傾斜路、便所、敷地内の通路、標識、案

内設備、案内設備までの経路、浴室及びシャワー室、

洗面所等、更衣室及び脱衣所、公共的通路 

(２) 用途に供する部分の床面積の

合計が 500 平方メートル以上 1,000

平方メートル未満のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、便所、敷地内の

通路、駐車場、標識、案内設備、案内設備までの経路、

浴室及びシャワー室、洗面所等、更衣室及び脱衣所、

公共的通路 

(３) 用途に供する部分の床面積の

合計が 1,000 平方メートル以上のも

の 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、更衣室及び脱衣所、観覧席及

び客席、公共的通路 

19 業務施設 (１) 用途に供する部分の床面積の

合計が 500 平方メートル以上 1,000

平方メートル未満のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、便所、敷地内の

通路、駐車場、標識、案内設備、案内設備までの経路、

浴室及びシャワー室、公共的通路 

(２) 用途に供する部分の床面積の

合計が 1,000 平方メートル以上のも

の 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、公共的通路 

20 工業施設 用途に供する部分の床面積の合計が

2,000 平方メートル以上のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及
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びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、公共的通路 

21 公共用歩廊 用途に供する部分の床面積の合計が

1,000 平方メートル以上のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、公共的通路 

22 地下街 用途に供する部分の床面積の合計が

1,000 平方メートル以上のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、公共的通路 

23 複合施設 用途に供する部分の床面積の合計が

1,000 平方メートル以上のもの 

移動等円滑化経路等、出入口、廊下等、階段、階段に

代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及

びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車

場、標識、案内設備、案内設備までの経路、浴室及び

シャワー室、洗面所等、更衣室及び脱衣所、宿泊施設

の客室、公共的通路、光警報装置 

 

別表第２ 

複合施設内の用途 複合施設内の用途の規模 

学校等施設 すべてのもの 

集会施設 すべてのもの 

宿泊施設 すべてのもの 

興行施設 用途に供する部分の床面積の合計が 500 平方メートル以上のもの 

文化施設 すべてのもの 

展示施設 用途に供する部分の床面積の合計が 1,000 平方メートル以上のもの 

運動施設 用途に供する部分の床面積の合計が 1,000 平方メートル以上のもの 

公衆浴場 用途に供する部分の床面積の合計が 1,000 平方メートル以上のもの 

 

 

○世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則別表第３建築物に関する遵守基準について、同表の３の項第

２号エ並びに同表の８の項第２号ウ及びエに規定する区長が定める複合施設 

平成 25 年 11 月 1 日告示第 645 号 

令和 5 年 12 月 13 日告示第 802 号 

 

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則別表第３建築物に関する遵守基準について、同表の３の項第

２号エ並びに同表の８の項第２号ウ及びエに規定する区長が定める複合施設 

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則別表第３建築物に関する遵守基準について、同表の３の項第

２号エ並びに同表の８の項第２号ウ及びエに規定する区長が定める複合施設 (平成 25 年 11 月 告示第 645 号)の

一部を次のように改正する。 

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則（平成 19 年４月世田谷区規則第 55 号。以下「規則」という。）

別表第３建築物に関する遵守基準について、同表の３の項第２号エ並びに同表の８の項第２号ウ及びエに規定す

る区長が定める複合施設を別紙のとおり定める。 

附則 

この告示による改正後の世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則別表第３建築物に関する遵守基準に

ついて、同表の３の項第２号エ並びに同表の８の項第２号ウ及びエに規定する区長が定める複合施設の規定は、

令和５年１０月１日から適用する。 

別紙 

１ 規則別表第３の３の項第２号エに規定する区長が定める複合施設は、別表第１に掲げる複合施設内の各用途
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の床面積の合計が、それぞれ 5,000 平方メートル以上であるものとする。 

２ 規則別表第３の８の項第２号ウに規定する区長が定める複合施設は、別表第２の左欄に掲げる複合施設内の

各用途の床面積の合計が、それぞれ同表の右欄に掲げる床面積の合計以上であるものとする。 

３ 規則別表第３の８の項第２号エに規定する区長が定める複合施設は、別表第２の左欄に掲げる複合施設内の

各用途の床面積の合計が、それぞれ 1,000 平方メートル以上であるものとする。 

別表第１ 

複合施設内の用途 

病院又は診療所（患者の収容施設を有するものに限る。） 

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 

公会堂、集会場、冠婚葬祭施設その他これらに類する施設 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

ホテル、旅館その他これらに類する施設 

博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設 

展示場又はこれに類する施設 

別表第２ 

複合施設内の用途 床面積の合計 

病院又は診療所（患者の収容施設を有するものに限る。）、助産所、施術所、薬局 200 平方メートル以上 

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類する施設 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類す

る施設 

学校 

公会堂、集会場、冠婚葬祭施設その他これらに類する施設 

博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設 

地下街又はこれに類する施設 

診療所（患者の収容施設を有しないものに限る。） 500 平方メートル以上 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

飲食店 

郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに

類するサービス業を営む店舗 

一般ガス事業、一般電気事業又は電気電信事業の用に供する営業所 

学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 

ホテル、旅館その他これらに類する施設 1,000 平方メートル以上 

展示場又はこれに類する施設 

体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する施設 

 

 

○世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則第 11 条第５項の規定による集合住宅の規模に応じ届出の対

象となる計画に係る整備項目 

令和５年９月 28 日告示第 673 号 

 

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則第 11 条第５項の規定による集合住宅の規模に応じ届出の対

象となる計画に係る整備項目 

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則第 11 条第５項の規定による集合住宅の規模に応じ届出の対

象となる計画に係る整備項目（平成 25 年 11 月１日世田谷区告示第 643 号）の全部を次のように改正する。 

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則（平成 19 年４月世田谷区規則第 55 号）第 11 条第５項の規定

による集合住宅の規模に応じ届出の対象となる計画に係る整備項目は、別紙のとおりとする。 

附 則 

この告示は、令和５年１０月１日から施行する。 

別紙 

集合住宅の規模 届出の対象となる計画に係る整備項目 

１ 集合住宅の用途に供する部分の床面積の合計が

1,000 平方メートル未満かつ住戸の数が 20 以上の

もの 

特定経路等、出入口、廊下等、階段、階段に代わり、

又はこれに併設する傾斜路、敷地内の通路 
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２ 集合住宅の用途に供する部分の床面積の合計が

1,000 平方メートル以上 2,000 平方メートル未満の

もの（次項に該当するものを除く。） 

特定経路等、出入口、廊下等、階段、階段に代わり、

又はこれに併設する傾斜路、便所、敷地内の通路、駐

車場、標識、案内設備 

３ 集合住宅の用途に供する部分の床面積の合計が

1,000 平方メートル以上 2,000 平方メートル未満の

ものであって、階数が３でかつ住戸の数が 30 以上

のもの、階数が４でかつ住戸の数が 20 以上のもの

又は階数が５以上のもの 

特定経路等、出入口、廊下等、階段、階段に代わり、

又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及びその乗

降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレベーターそ

の他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車場、標識、

案内設備 

４ 集合住宅の用途に供する部分の床面積の合計が

2,000 平方メートル以上のもの 

特定経路等、出入口、廊下等、階段、階段に代わり、

又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及びその乗

降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレベーターそ

の他の昇降機、便所、浴室及びシャワー室、敷地内の

通路、駐車場、標識、案内設備、案内設備までの経路、

公共的通路 

 

 

○世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則第 11 条第 11 項の規定による集合住宅の用に供する部分の規

模に応じ届出の対象となる計画に係る整備項目 

令和５年９月 28 日告示第 674 号 

 

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則第 11 条第 11 項の規定による集合住宅の用に供する部分の規

模に応じ届出の対象となる計画に係る整備項目 

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則第 11 条第９項の規定による集合住宅の用に供する部分の規

模に応じ届出の対象となる計画に係る整備項目（平成 25 年 11 月１日世田谷区告示第 644 号）の全部を次のよう

に改正する。 

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則（平成 19 年４月世田谷区規則第 55 号）第 11 条第 11 項の規

定による集合住宅の用に供する部分の規模に応じ届出の対象となる計画に係る整備項目は、別紙のとおりとする。 

附 則 

この告示は、令和５年 10 月１日から施行する。 

別紙 

規模 整備項目 

１ 集合住宅の用に供する部分の床面積の合計が

1,000平方メートル未満のものでかつ住戸の数が

20 未満のものであって、当該集合住宅の用に供

する部分とそれ以外の用途に供する部分との床

面積の合計が 1,000 平方メートル以上のもの 

特定経路等、出入口、廊下等、階段、階段に代わり、又は

これに併設する傾斜路、敷地内の通路 

２ 集合住宅の用に供する部分の床面積の合計が

1,000 平方メートル未満かつ住戸、住室の数が 20

以上のものであって、当該集合住宅の用に供する

部分とそれ以外の用途に供する部分との床面積

の合計が 1,000 平方メートル以上のもの 

特定経路等、出入口、廊下等、階段、階段に代わり、又は

これに併設する傾斜路、敷地内の通路 

３ 集合住宅の用に供する部分の床面積の合計が

1,000 平方メートル以上のもの（次項に該当する

ものを除く。） 

特定経路等、出入口、廊下等、階段、階段に代わり、又は

これに併設する傾斜路、便所、敷地内の通路、駐車場、標

識、案内設備 

４ 集合住宅の用に供する部分の床面積の合計が

1,000 平方メートル以上のものであって、階数が

３でかつ住戸の数が 30 以上のもの、階数が４で

かつ住戸の数が 20 以上のもの又は階数が５以上

のもの 

特定経路等、出入口、廊下等、階段、階段に代わり、又は

これに併設する傾斜路、エレベーター及びその乗降ロビ

ー、特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇

降機、便所、敷地内の通路、駐車場、標識、案内設備 

５ 集合住宅の用に供する部分の床面積の合計が

2,000 平方メートル未満のものであって、当該集

合住宅の用に供する部分とそれ以外の用途に供

する部分との床面積の合計が 2,000 平方メート

ル以上のもの又は集合住宅の用に供する部分の

床面積の合計が 2,000 平方メートル以上のもの 

特定経路等、出入口、廊下等、階段、階段に代わり、又は

これに併設する傾斜路、エレベーター及びその乗降ロビ

ー、特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇

降機、便所、浴室及びシャワー室、敷地内の通路、駐車場、

標識、案内設備、案内設備までの経路、公共的通路 

資料編　《関連法令等》 
1 - 132



 

 

６ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

平成 18 年 6 月 21 日法律第 91 号 

改正令和 2 年 6 月 10 日法律第 42 号 

 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第二条） 

第二章 基本方針等（第三条―第七条） 

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が

講ずべき措置（第八条―第二十四条） 

第三章の二 移動等円滑化促進地区における移動

等円滑化の促進に関する措置（第二十四条

の二―第二十四条の八） 

第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係

る事業の重点的かつ一体的な実施（第二十

五条―第四十条の二） 

第五章 移動等円滑化経路協定（第四十一条―第五

十一条） 

第五章の二 移動等円滑化施設協定（第五十一条の

二） 

第六章 雑則（第五十二条―第五十八条） 

第七章 罰則（第五十九条―第六十六条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、高齢者、障害者等の自立した日

常生活及び社会生活を確保することの重要性に鑑

み、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路

外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を

改善するための措置、一定の地区における旅客施設、

建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅

前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進す

るための措置、移動等円滑化に関する国民の理解の

増進及び協力の確保を図るための措置その他の措

置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上

及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促

進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを

目的とする。 

（基本理念） 

第一条の二 この法律に基づく措置は、高齢者、障害

者等にとって日常生活又は社会生活を営む上で障

壁となるような社会における事物、制度、慣行、観

念その他一切のものの除去に資すること及び全て

の国民が年齢、障害の有無その他の事情によって分

け隔てられることなく共生する社会の実現に資す

ることを旨として、行われなければならない。 

（定義） 

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生

活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける

ものその他日常生活又は社会生活に身体の機能

上の制限を受ける者をいう。 

二 移動等円滑化 高齢者、障害者等の移動又は施

設の利用に係る身体の負担を軽減することによ

り、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安

全性を向上することをいう。 

三 施設設置管理者 公共交通事業者等、道路管理

者、路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築

主等をいう。 

四 高齢者障害者等用施設等 高齢者、障害者等が

円滑に利用することができる施設又は設備であ

って、主としてこれらの者の利用のために設けら

れたものであることその他の理由により、これら

の者の円滑な利用が確保されるために適正な配

慮が必要となるものとして主務省令で定めるも

のをいう。 

五 公共交通事業者等 次に掲げる者をいう。 

イ 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）

による鉄道事業者（旅客の運送を行うもの及び

旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲

渡し、又は使用させるものに限る。） 

ロ 軌道法（大正十年法律第七十六号）による軌

道経営者（旅客の運送を行うものに限る。第二

十六号ハにおいて同じ。） 

ハ 道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）

による一般乗合旅客自動車運送事業者（路線を

定めて定期に運行する自動車により乗合旅客

の運送を行うものに限る。以下この条において

同じ。）、一般貸切旅客自動車運送事業者及び一

般乗用旅客自動車運送事業者 

ニ 自動車ターミナル法（昭和三十四年法律第百

三十六号）によるバスターミナル事業を営む者 

ホ 海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）

による一般旅客定期航路事業（日本の国籍を有

する者及び日本の法令により設立された法人

その他の団体以外の者が営む同法による対外

旅客定期航路事業を除く。次号ニにおいて同

じ。）を営む者及び旅客不定期航路事業者 

ヘ 航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）

による本邦航空運送事業者（旅客の運送を行う

ものに限る。） 

ト イからヘまでに掲げる者以外の者で次号イ、

ニ又はホに掲げる旅客施設を設置し、又は管理

するもの 

六 旅客施設 次に掲げる施設であって、公共交通

機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に

供するものをいう。 

イ 鉄道事業法による鉄道施設 

ロ 軌道法による軌道施設 

ハ 自動車ターミナル法によるバスターミナル 

ニ 海上運送法による輸送施設（船舶を除き、同

法による一般旅客定期航路事業又は旅客不定

期航路事業の用に供するものに限る。） 
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ホ 航空旅客ターミナル施設 

七 特定旅客施設 旅客施設のうち、利用者が相当

数であること又は相当数であると見込まれるこ

とその他の政令で定める要件に該当するものを

いう。 

八 車両等 公共交通事業者等が旅客の運送を行

うためその事業の用に供する車両、自動車（一般

乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行う

ためその事業の用に供する自動車にあっては道

路運送法第五条第一項第三号に規定する路線定

期運行の用に供するもの、一般貸切旅客自動車運

送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者が

旅客の運送を行うためこれらの事業の用に供す

る自動車にあっては高齢者、障害者等が移動のた

めの車椅子その他の用具を使用したまま車内に

乗り込むことが可能なものその他主務省令で定

めるものに限る。）、船舶及び航空機をいう。 

九 道路管理者 道路法（昭和二十七年法律第百八

十号）第十八条第一項に規定する道路管理者をい

う。 

十 特定道路 移動等円滑化が特に必要なものと

して政令で定める道路法による道路をいう。 

十一 路外駐車場管理者等 駐車場法（昭和三十二

年法律第百六号）第十二条に規定する路外駐車場

管理者又は都市計画法（昭和四十三年法律第百号）

第四条第二項の都市計画区域外において特定路

外駐車場を設置する者をいう。 

十二 旅客特定車両停留施設 道路法第二条第二

項第八号に規定する特定車両停留施設であって、

公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその

他の用に供するものをいう。 

十三 特定路外駐車場 駐車場法第二条第二号に

規定する路外駐車場（道路法第二条第二項第七号

に規定する自動車駐車場、都市公園法（昭和三十

一年法律第七十九号）第二条第二項に規定する公

園施設（以下「公園施設」という。）、建築物又は

建築物特定施設であるものを除く。）であって、自

動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方

メートル以上であるものであり、かつ、その利用

について駐車料金を徴収するものをいう。 

十四 公園管理者等 都市公園法第五条第一項に

規定する公園管理者（以下「公園管理者」という。）

又は同項の規定による許可を受けて公園施設（特

定公園施設に限る。）を設け若しくは管理し、若し

くは設け若しくは管理しようとする者をいう。 

十五 特定公園施設 移動等円滑化が特に必要な

ものとして政令で定める公園施設をいう。 

十六 建築主等 建築物の建築をしようとする者

又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をい

う。 

十七 建築物 建築基準法（昭和二十五年法律第二

百一号）第二条第一号に規定する建築物をいう。 

十八 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集

会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住

宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令

で定める建築物又はその部分をいい、これらに附

属する建築物特定施設を含むものとする。 

十九 特別特定建築物 不特定かつ多数の者が利

用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する

特定建築物その他の特定建築物であって、移動等

円滑化が特に必要なものとして政令で定めるも

のをいう。 

二十 建築物特定施設 出入口、廊下、階段、エレ

ベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の

建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で

定めるものをいう。 

二十一 建築 建築物を新築し、増築し、又は改築

することをいう。 

二十二 所管行政庁 建築主事を置く市町村又は

特別区の区域については当該市町村又は特別区

の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域に

ついては都道府県知事をいう。ただし、建築基準

法第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第

一項の規定により建築主事を置く市町村又は特

別区の区域内の政令で定める建築物については、

都道府県知事とする。 

二十三 移動等円滑化促進地区 次に掲げる要件

に該当する地区をいう。 

イ 生活関連施設（高齢者、障害者等が日常生活

又は社会生活において利用する旅客施設、官公

庁施設、福祉施設その他の施設をいう。以下同

じ。）の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互

間の移動が通常徒歩で行われる地区であるこ

と。 

ロ 生活関連施設及び生活関連経路（生活関連施

設相互間の経路をいう。以下同じ。）を構成する

一般交通用施設（道路、駅前広場、通路その他

の一般交通の用に供する施設をいう。以下同

じ。）について移動等円滑化を促進することが

特に必要であると認められる地区であること。 

ハ 当該地区において移動等円滑化を促進する

ことが、総合的な都市機能の増進を図る上で有

効かつ適切であると認められる地区であるこ

と。 

二十四 重点整備地区 次に掲げる要件に該当す

る地区をいう。 

イ 前号イに掲げる要件 

ロ 生活関連施設及び生活関連経路を構成する

一般交通用施設について移動等円滑化のため

の事業が実施されることが特に必要であると

認められる地区であること。 

ハ 当該地区において移動等円滑化のための事

業を重点的かつ一体的に実施することが、総合

的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切

であると認められる地区であること。 

二十五 特定事業 公共交通特定事業、道路特定

事業、路外駐車場特定事業、都市公園特定事業、

建築物特定事業、交通安全特定事業及び教育啓

発特定事業をいう。 

二十六 公共交通特定事業 次に掲げる事業をい

う。 

イ 特定旅客施設内において実施するエレベー
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ター、エスカレーターその他の移動等円滑化の

ために必要な設備の整備に関する事業 

ロ イに掲げる事業に伴う特定旅客施設の構造

の変更に関する事業 

ハ 特定車両（軌道経営者、一般乗合旅客自動車

運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者又

は一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運

送を行うために使用する車両等をいう。以下同

じ。）を床面の低いものとすることその他の特

定車両に関する移動等円滑化のために必要な

事業 

二十七 道路特定事業 次に掲げる道路法による

道路の新設又は改築に関する事業（これと併せて

実施する必要がある移動等円滑化のための施設

又は設備の整備に関する事業を含む。）をいう。 

イ 歩道、道路用エレベーター、通行経路の案内

標識その他の移動等円滑化のために必要な施

設又は工作物の設置に関する事業 

ロ 歩道の拡幅又は路面の構造の改善その他の

移動等円滑化のために必要な道路の構造の改

良に関する事業 

二十八 路外駐車場特定事業 特定路外駐車場に

おいて実施する車椅子を使用している者が円滑

に利用することができる駐車施設その他の移動

等円滑化のために必要な施設の整備に関する事

業をいう。 

二十九 都市公園特定事業 都市公園の移動等円

滑化のために必要な特定公園施設の整備に関す

る事業をいう。 

三十 建築物特定事業 次に掲げる事業をいう。 

イ 特別特定建築物（第十四条第三項の条例で定

める特定建築物を含む。ロにおいて同じ。）の移

動等円滑化のために必要な建築物特定施設の

整備に関する事業 

ロ 特定建築物（特別特定建築物を除き、その全

部又は一部が生活関連経路であるものに限る。）

における生活関連経路の移動等円滑化のため

に必要な建築物特定施設の整備に関する事業 

三十一 交通安全特定事業 次に掲げる事業をい

う。 

イ 高齢者、障害者等による道路の横断の安全を

確保するための機能を付加した信号機、道路交

通法（昭和三十五年法律第百五号）第九条の歩

行者用道路であることを表示する道路標識、横

断歩道であることを表示する道路標示その他

の移動等円滑化のために必要な信号機、道路標

識又は道路標示（第三十六条第二項において

「信号機等」という。）の同法第四条第一項の規

定による設置に関する事業 

ロ 違法駐車行為（道路交通法第五十一条の四第

一項の違法駐車行為をいう。以下この号におい

て同じ。）に係る車両の取締りの強化、違法駐車

行為の防止についての広報活動及び啓発活動

その他の移動等円滑化のために必要な生活関

連経路を構成する道路における違法駐車行為

の防止のための事業 

三十二 教育啓発特定事業 市町村又は施設設置

管理者（第三十六条の二において「市町村等」と

いう。）が実施する次に掲げる事業をいう。 

イ 移動等円滑化の促進に関する児童、生徒又は

学生の理解を深めるために学校と連携して行

う教育活動の実施に関する事業 

ロ 移動等円滑化の促進に関する住民その他の

関係者の理解の増進又は移動等円滑化の実施

に関するこれらの者の協力の確保のために必

要な啓発活動の実施に関する事業（イに掲げる

事業を除く。） 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第三条 主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計画

的に推進するため、移動等円滑化の促進に関する基

本方針（以下「基本方針」という。）を定めるものと

する。 

２ 基本方針には、次に掲げる事項について定めるも

のとする。 

一 移動等円滑化の意義及び目標に関する事項 

二 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ず

べき措置に関する基本的な事項 

三 第二十四条の二第一項の移動等円滑化促進方

針の指針となるべき次に掲げる事項 

イ 移動等円滑化促進地区における移動等円滑

化の促進の意義に関する事項 

ロ 移動等円滑化促進地区の位置及び区域に関

する基本的な事項 

ハ 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれ

らにおける移動等円滑化の促進に関する基本

的な事項 

ニ 移動等円滑化の促進に関する住民その他の

関係者の理解の増進及び移動等円滑化の実施

に関するこれらの者の協力の確保に関する基

本的な事項 

ホ イからニまでに掲げるもののほか、移動等円

滑化促進地区における移動等円滑化の促進の

ために必要な事項 

四 第二十五条第一項の基本構想の指針となるべ

き次に掲げる事項 

イ 重点整備地区における移動等円滑化の意義

に関する事項 

ロ 重点整備地区の位置及び区域に関する基本

的な事項 

ハ 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれ

らにおける移動等円滑化に関する基本的な事

項 

ニ 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を

構成する一般交通用施設について移動等円滑

化のために実施すべき特定事業その他の事業

に関する基本的な事項 

ホ ニに規定する事業と併せて実施する土地区

画整理事業（土地区画整理法（昭和二十九年法

律第百十九号）による土地区画整理事業をいう。

以下同じ。）、市街地再開発事業（都市再開発法

（昭和四十四年法律第三十八号）による市街地
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再開発事業をいう。以下同じ。）その他の市街地

開発事業（都市計画法第四条第七項に規定する

市街地開発事業をいう。以下同じ。）に関し移動

等円滑化のために考慮すべき基本的な事項、自

転車その他の車両の駐車のための施設の整備

に関する事項その他の重点整備地区における

移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関

する基本的な事項その他重点整備地区におけ

る移動等円滑化のために必要な事項 

五 移動等円滑化の促進に関する国民の理解の増

進及び移動等円滑化の実施に関する国民の協力

の確保に関する基本的な事項 

六 移動等円滑化に関する情報提供に関する基本

的な事項 

七 移動等円滑化の促進のための施策に関する基

本的な事項その他移動等円滑化の促進に関する

事項 

３ 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたとき

は、基本方針を変更するものとする。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

（国の責務） 

第四条 国は、高齢者、障害者等、地方公共団体、施

設設置管理者その他の関係者と協力して、基本方針

及びこれに基づく施設設置管理者の講ずべき措置

の内容その他の移動等円滑化の促進のための施策

の内容について、移動等円滑化の進展の状況等を勘

案しつつ、関係行政機関及びこれらの者で構成する

会議における定期的な評価その他これらの者の意

見を反映させるために必要な措置を講じた上で、適

時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結

果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

２ 国は、教育活動、広報活動等を通じて、移動等円

滑化の促進に関する国民の理解を深めるとともに、

高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動す

るために必要となる支援その他の移動等円滑化の

実施に関する国民の協力を求めるよう努めなけれ

ばならない。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、国の施策に準じて、移動等

円滑化を促進するために必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。 

（施設設置管理者等の責務） 

第六条 施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が

日常生活又は社会生活において利用する施設を設

置し、又は管理する者は、移動等円滑化のために必

要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（国民の責務） 

第七条 国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生

活及び社会生活を確保することの重要性について

理解を深めるとともに、これらの者が公共交通機関

を利用して移動するために必要となる支援、これら

の者の高齢者障害者等用施設等の円滑な利用を確

保する上で必要となる適正な配慮その他のこれら

の者の円滑な移動及び施設の利用を確保するため

に必要な協力をするよう努めなければならない。 

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者

が講ずべき措置 

（公共交通事業者等の基準適合義務等） 

第八条 公共交通事業者等は、旅客施設を新たに建設

し、若しくは旅客施設について主務省令で定める大

規模な改良を行うとき又は車両等を新たにその事

業の用に供するときは、当該旅客施設又は車両等

（以下「新設旅客施設等」という。）を、移動等円滑

化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び

設備に関する主務省令で定める基準（以下「公共交

通移動等円滑化基準」という。）に適合させなければ

ならない。 

２ 公共交通事業者等は、その事業の用に供する新設

旅客施設等を公共交通移動等円滑化基準に適合す

るように維持するとともに、当該新設旅客施設等を

使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化の

ために必要なものとして主務省令で定める基準を

遵守しなければならない。 

３ 公共交通事業者等は、その事業の用に供する旅客

施設及び車両等（新設旅客施設等を除く。）について、

公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必

要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該旅客施

設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し

移動等円滑化のために必要なものとして主務省令

で定める基準を遵守するよう努めなければならな

い。 

４ 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対し、

これらの者が公共交通機関を利用して移動するた

めに必要となる乗降についての介助、旅客施設にお

ける誘導その他の支援を適切に行うよう努めなけ

ればならない。 

５ 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対し、

これらの者が公共交通機関を利用して移動するた

めに必要となる情報を適切に提供するよう努めな

ければならない。 

６ 公共交通事業者等は、その職員に対し、移動等円

滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努め

なければならない。 

７ 公共交通事業者等は、その事業の用に供する新設

旅客施設等の利用者に対し、高齢者、障害者等が当

該新設旅客施設等における高齢者障害者等用施設

等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮

についての広報活動及び啓発活動を行うよう努め

なければならない。 

８ 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等である旅

客の乗継ぎを円滑に行うため、他の公共交通事業者

等その他の関係者と相互に協力して、前各項の措置

を講ずるよう努めなければならない。 

９ 公共交通事業者等又は道路管理者（旅客特定車両

停留施設を管理する道路管理者に限る。第十条第十

項において同じ。）が他の公共交通事業者等に対し

前項又は同条第九項の措置に関する協議を求めた

ときは、当該他の公共交通事業者等は、当該措置に

より旅客施設の有する機能に著しい支障を及ぼす
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おそれがあるときその他の正当な理由がある場合

を除き、これに応じなければならない。 

（旅客施設及び車両等に係る基準適合性審査等） 

第九条 主務大臣は、新設旅客施設等について鉄道事

業法その他の法令の規定で政令で定めるものによ

る許可、認可その他の処分の申請があった場合には、

当該処分に係る法令に定める基準のほか、公共交通

移動等円滑化基準に適合するかどうかを審査しな

ければならない。 

  この場合において、主務大臣は、当該新設旅客施

設等が公共交通移動等円滑化基準に適合しないと

認めるときは、これらの規定による許可、認可その

他の処分をしてはならない。 

２ 公共交通事業者等は、前項の申請又は鉄道事業法

その他の法令の規定で政令で定めるものによる届

出をしなければならない場合を除くほか、旅客施設

の建設又は前条第一項の主務省令で定める大規模

な改良を行おうとするときは、あらかじめ、主務省

令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け

出なければならない。その届け出た事項を変更しよ

うとするときも、同様とする。 

３ 主務大臣は、新設旅客施設等のうち車両等（第一

項の規定により審査を行うものを除く。）若しくは

前項の政令で定める法令の規定若しくは同項の規

定による届出に係る旅客施設について前条第一項

の規定に違反している事実があり、又は新設旅客施

設等若しくは当該新設旅客施設等を使用した役務

の提供の方法について同条第二項の規定に違反し

ている事実があると認めるときは、公共交通事業者

等に対し、当該違反を是正するために必要な措置を

とるべきことを命ずることができる。 

（公共交通事業者等の判断の基準となるべき事項） 

第九条の二 主務大臣は、旅客施設及び車両等の移動

等円滑化を促進するため、次に掲げる事項並びに移

動等円滑化のために公共交通事業者等が講ずる措

置によって達成すべき目標及び当該目標を達成す

るために当該事項と併せて講ずべき措置に関し、公

共交通事業者等の判断の基準となるべき事項を定

め、これを公表するものとする。 

一 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化

基準に適合させるために必要な措置 

二 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の

方法に関し第八条第二項及び第三項の主務省令

で定める基準を遵守するために必要な措置 

三 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移

動するために必要となる乗降についての介助、旅

客施設における誘導その他の支援 

四 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移

動するために必要となる情報の提供 

五 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練 

六 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を

円滑に利用するために必要となる適正な配慮に

ついての旅客施設及び車両等の利用者に対する

広報活動及び啓発活動 

２ 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、移

動等円滑化の進展の状況、旅客施設及び車両等の移

動等円滑化に関する技術水準その他の事情を勘案

して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて

必要な改定をするものとする。 

（指導及び助言） 

第九条の三 主務大臣は、旅客施設及び車両等の移動

等円滑化を促進するため必要があると認めるとき

は、公共交通事業者等に対し、前条第一項に規定す

る判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号

に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言

をすることができる。 

（計画の作成） 

第九条の四 公共交通事業者等（旅客が相当数である

ことその他の主務省令で定める要件に該当する者

に限る。次条から第九条の七までにおいて同じ。）は、

毎年度、主務省令で定めるところにより、第九条の

二第一項に規定する判断の基準となるべき事項に

おいて定められた同項の目標に関し、その達成のた

めの計画を作成し、主務大臣に提出しなければなら

ない。 

（定期の報告） 

第九条の五 公共交通事業者等は、毎年度、主務省令

で定めるところにより、前条の計画に基づく措置の

実施の状況その他主務省令で定める事項を主務大

臣に報告しなければならない。 

（公表） 

第九条の六 公共交通事業者等は、毎年度、主務省令

で定めるところにより、第九条の四の計画の内容、

当該計画に基づく措置の実施の状況その他主務省

令で定める移動等円滑化に関する情報を公表しな

ければならない。 

（勧告等） 

第九条の七 主務大臣は、公共交通事業者等の事業の

用に供する旅客施設及び車両等の移動等円滑化の

状況が第九条の二第一項に規定する判断の基準と

なるべき事項に照らして著しく不十分であると認

めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該旅

客施設及び車両等の移動等円滑化に関する技術水

準その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、

当該旅客施設及び車両等に係る移動等円滑化に関

し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることがで

きる。 

２ 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた公共交

通事業者等がその勧告に従わなかったときは、その

旨を公表することができる。 

（道路管理者の基準適合義務等） 

第十条 道路管理者は、特定道路又は旅客特定車両停

留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路

（以下この条において「新設特定道路」という。）又

は当該旅客特定車両停留施設（第三項において「新

設旅客特定車両停留施設」という。）を、移動等円滑

化のために必要な道路の構造に関する条例（国道

（道路法第三条第二号の一般国道をいう。以下同

じ。）にあっては、主務省令）で定める基準（以下こ

の条において「道路移動等円滑化基準」という。）に

適合させなければならない。 

２ 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基
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準を参酌して定めるものとする。 

３ 道路管理者は、その管理する新設特定道路及び新

設旅客特定車両停留施設（以下この条において「新

設特定道路等」という。）を道路移動等円滑化基準に

適合するように維持するとともに、当該新設旅客特

定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関

し移動等円滑化のために必要なものとして主務省

令で定める基準を遵守しなければならない。 

４ 道路管理者は、その管理する道路（新設特定道路

等を除く。）について、道路移動等円滑化基準に適合

させるために必要な措置を講ずるよう努めるとと

もに、当該道路のうち旅客特定車両停留施設を使用

した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のため

に必要なものとして主務省令で定める基準を遵守

するよう努めなければならない。 

５ 道路管理者は、高齢者、障害者等に対し、その管

理する旅客特定車両停留施設における誘導その他

の支援を適切に行うよう努めなければならない。 

６ 道路管理者は、高齢者、障害者等に対し、その管

理する新設特定道路についてこれらの者が当該新

設特定道路を円滑に利用するために必要となる情

報を、その管理する旅客特定車両停留施設について

これらの者が公共交通機関を利用して移動するた

めに必要となる情報を、それぞれ適切に提供するよ

う努めなければならない。 

７ 道路管理者は、その職員に対し、その管理する旅

客特定車両停留施設における移動等円滑化を図る

ために必要な教育訓練を行うよう努めなければな

らない。 

８ 道路管理者は、その管理する新設特定道路等の利

用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設特定道路

等における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用

するために必要となる適正な配慮についての広報

活動及び啓発活動を行うよう努めなければならな

い。 

９ 道路管理者は、その管理する旅客特定車両停留施

設に係る高齢者、障害者等である旅客の乗継ぎを円

滑に行うため、公共交通事業者等その他の関係者と

相互に協力して、前各項（第二項を除く。）の措置を

講ずるよう努めなければならない。 

１０ 公共交通事業者等又は道路管理者が他の道路

管理者に対し第八条第八項又は前項の措置に関す

る協議を求めたときは、当該他の道路管理者は、当

該措置により旅客特定車両停留施設の有する機能

に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の

正当な理由がある場合を除き、これに応じなければ

ならない。 

１１ 新設特定道路等についての道路法第三十三条

第一項及び第三十六条第二項の規定の適用につい

ては、これらの規定中「政令で定める基準」とある

のは「政令で定める基準及び高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律

第九十一号）第二条第二号に規定する移動等円滑化

のために必要なものとして国土交通省令で定める

基準」と、同法第三十三条第一項中「同条第一項」

とあるのは「前条第一項」とする。 

（路外駐車場管理者等の基準適合義務等） 

第十一条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を

設置するときは、当該特定路外駐車場（以下この条

において「新設特定路外駐車場」という。）を、移動

等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及

び設備に関する主務省令で定める基準（以下「路外

駐車場移動等円滑化基準」という。）に適合させなけ

ればならない。 

２ 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路

外駐車場を路外駐車場移動等円滑化基準に適合す

るように維持しなければならない。 

３ 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の

特殊性により、前二項の規定のみによっては、高齢

者、障害者等が特定路外駐車場を円滑に利用できる

ようにする目的を十分に達成することができない

と認める場合においては、路外駐車場移動等円滑化

基準に条例で必要な事項を付加することができる。 

４ 路外駐車場管理者等は、その管理する特定路外駐

車場（新設特定路外駐車場を除く。）を路外駐車場移

動等円滑化基準（前項の条例で付加した事項を含む。

第五十三条第二項において同じ。）に適合させるた

めに必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

５ 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路

外駐車場について、高齢者、障害者等に対し、これ

らの者が当該新設特定路外駐車場を円滑に利用す

るために必要となる情報を適切に提供するよう努

めなければならない。 

６ 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路

外駐車場の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該

新設特定路外駐車場における高齢者障害者等用施

設等を円滑に利用するために必要となる適正な配

慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努

めなければならない。 

（特定路外駐車場に係る基準適合命令等） 

第十二条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を

設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めると

ころにより、その旨を都道府県知事（市の区域内に

あっては、当該市の長。以下「知事等」という。）に

届け出なければならない。ただし、駐車場法第十二

条の規定による届出をしなければならない場合に

あっては、同条の規定により知事等に提出すべき届

出書に主務省令で定める書面を添付して届け出た

ときは、この限りでない。 

２ 前項本文の規定により届け出た事項を変更しよ

うとするときも、同項と同様とする。 

３ 知事等は、前条第一項から第三項までの規定に違

反している事実があると認めるときは、路外駐車場

管理者等に対し、当該違反を是正するために必要な

措置をとるべきことを命ずることができる。 

（公園管理者等の基準適合義務等） 

第十三条 公園管理者等は、特定公園施設の新設、増

設又は改築を行うときは、当該特定公園施設（以下

この条において「新設特定公園施設」という。）を、

移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置

に関する条例（国の設置に係る都市公園にあっては、
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主務省令）で定める基準（以下この条において「都

市公園移動等円滑化基準」という。）に適合させなけ

ればならない。 

２ 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基

準を参酌して定めるものとする。 

３ 公園管理者は、新設特定公園施設について都市公

園法第五条第一項の規定による許可の申請があっ

た場合には、同法第四条に定める基準のほか、都市

公園移動等円滑化基準に適合するかどうかを審査

しなければならない。この場合において、公園管理

者は、当該新設特定公園施設が都市公園移動等円滑

化基準に適合しないと認めるときは、同項の規定に

よる許可をしてはならない。 

４ 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設

を都市公園移動等円滑化基準に適合するように維

持しなければならない。 

５ 公園管理者等は、その管理する特定公園施設（新

設特定公園施設を除く。）を都市公園移動等円滑化

基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。 

６ 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設

について、高齢者、障害者等に対し、これらの者が

当該新設特定公園施設を円滑に利用するために必

要となる情報を適切に提供するよう努めなければ

ならない。 

７ 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設

の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設特定

公園施設における高齢者障害者等用施設等を円滑

に利用するために必要となる適正な配慮について

の広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければ

ならない。 

（特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等） 

第十四条 建築主等は、特別特定建築物の政令で定め

る規模以上の建築（用途の変更をして特別特定建築

物にすることを含む。以下この条において同じ。）を

しようとするときは、当該特別特定建築物（以下こ

の条において「新築特別特定建築物」という。）を、

移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構

造及び配置に関する政令で定める基準（以下「建築

物移動等円滑化基準」という。）に適合させなければ

ならない。 

２ 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する

新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に

適合するように維持しなければならない。 

３ 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の

特殊性により、前二項の規定のみによっては、高齢

者、障害者等が特定建築物を円滑に利用できるよう

にする目的を十分に達成することができないと認

める場合においては、特別特定建築物に条例で定め

る特定建築物を追加し、第一項の建築の規模を条例

で同項の政令で定める規模未満で別に定め、又は建

築物移動等円滑化基準に条例で必要な事項を付加

することができる。 

４ 前三項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定

する建築基準関係規定とみなす。 

５ 建築主等（第一項から第三項までの規定が適用さ

れる者を除く。）は、その建築をしようとし、又は所

有し、管理し、若しくは占有する特別特定建築物（同

項の条例で定める特定建築物を含む。以下同じ。）を

建築物移動等円滑化基準（同項の条例で付加した事

項を含む。第十七条第三項第一号を除き、以下同じ。）

に適合させるために必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。 

６ 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する

新築特別特定建築物について、高齢者、障害者等に

対し、これらの者が当該新築特別特定建築物を円滑

に利用するために必要となる情報を適切に提供す

るよう努めなければならない。 

７ 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する

新築特別特定建築物の利用者に対し、高齢者、障害

者等が当該新築特別特定建築物における高齢者障

害者等用施設等を円滑に利用するために必要とな

る適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を

行うよう努めなければならない。 

（特別特定建築物に係る基準適合命令等） 

第十五条 所管行政庁は、前条第一項から第三項まで

の規定に違反している事実があると認めるときは、

建築主等に対し、当該違反を是正するために必要な

措置をとるべきことを命ずることができる。 

２ 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特

定建築物については、前項の規定は、適用しない。

この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又

は建築主事を置く市町村の特別特定建築物が前条

第一項から第三項までの規定に違反している事実

があると認めるときは、直ちに、その旨を当該特別

特定建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規

定する措置をとるべきことを要請しなければなら

ない。 

３ 所管行政庁は、前条第五項に規定する措置の適確

な実施を確保するため必要があると認めるときは、

建築主等に対し、建築物移動等円滑化基準を勘案し

て、特別特定建築物の設計及び施工に係る事項その

他の移動等円滑化に係る事項について必要な指導

及び助言をすることができる。 

（特定建築物の建築主等の努力義務等） 

第十六条 建築主等は、特定建築物（特別特定建築物

を除く。以下この条において同じ。）の建築（用途の

変更をして特定建築物にすることを含む。次条第一

項において同じ。）をしようとするときは、当該特定

建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるた

めに必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

２ 建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の修繕

又は模様替をしようとするときは、当該建築物特定

施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるため

に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 所管行政庁は、特定建築物について前二項に規定

する措置の適確な実施を確保するため必要がある

と認めるときは、建築主等に対し、建築物移動等円

滑化基準を勘案して、特定建築物又はその建築物特

定施設の設計及び施工に係る事項について必要な

指導及び助言をすることができる。 
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（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定） 

第十七条 建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は

模様替（修繕又は模様替にあっては、建築物特定施

設に係るものに限る。以下「建築等」という。）をし

ようとするときは、主務省令で定めるところにより、

特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、

所管行政庁の認定を申請することができる。 

２ 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなけれ

ばならない。 

一 特定建築物の位置 

二 特定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並び

に敷地面積 

三 計画に係る建築物特定施設の構造及び配置並

びに維持保全に関する事項 

四 特定建築物の建築等の事業に関する資金計画 

五 その他主務省令で定める事項 

３ 所管行政庁は、第一項の申請があった場合におい

て、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保

全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めると

きは、認定をすることができる。 

一 前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等円滑

化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に

利用できるようにするために誘導すべき主務省

令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関

する基準に適合すること。 

二 前項第四号に掲げる資金計画が、特定建築物の

建築等の事業を確実に遂行するため適切なもの

であること。 

４ 前項の認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、

当該申請に併せて、建築基準法第六条第一項（同法

第八十七条第一項において準用する場合を含む。第

七項において同じ。）の規定による確認の申請書を

提出して、当該申請に係る特定建築物の建築等の計

画が同法第六条第一項の建築基準関係規定に適合

する旨の建築主事の通知（以下この条において「適

合通知」という。）を受けるよう申し出ることができ

る。 

５ 前項の申出を受けた所管行政庁は、速やかに当該

申出に係る特定建築物の建築等の計画を建築主事

に通知しなければならない。 

６ 建築基準法第十八条第三項及び第十四項の規定

は、建築主事が前項の通知を受けた場合について準

用する。この場合においては、建築主事は、申請に

係る特定建築物の建築等の計画が第十四条第一項

の規定に適合するかどうかを審査することを要し

ないものとする。 

７ 所管行政庁が、適合通知を受けて第三項の認定を

したときは、当該認定に係る特定建築物の建築等の

計画は、建築基準法第六条第一項の規定による確認

済証の交付があったものとみなす。 

８ 建築基準法第十二条第八項、第九十三条及び第九

十三条の二の規定は、建築主事が適合通知をする場

合について準用する。 

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更） 

第十八条 前条第三項の認定を受けた者（以下「認定

建築主等」という。）は、当該認定を受けた計画の変

更（主務省令で定める軽微な変更を除く。）をしよう

とするときは、所管行政庁の認定を受けなければな

らない。 

２ 前条の規定は、前項の場合について準用する。 

（認定特定建築物の容積率の特例） 

第十九条 建築基準法第五十二条第一項、第二項、第

七項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三

項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一

項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第

一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条

の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五（第

二号イを除く。）、第六十八条の五の二（第二号イを

除く。）、第六十八条の五の三第一項（第一号ロを除

く。）、第六十八条の五の四（第一号ロを除く。）、第

六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、

第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四

項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条

の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定す

る建築物の容積率（同法第五十九条第一項、第六十

条の二第一項及び第六十八条の九第一項に規定す

るものについては、これらの規定に規定する建築物

の容積率の最高限度に係る場合に限る。）の算定の

基礎となる延べ面積には、同法第五十二条第三項及

び第六項に定めるもののほか、第十七条第三項の認

定を受けた計画（前条第一項の規定による変更の認

定があったときは、その変更後のもの。第二十一条

において同じ。）に係る特定建築物（以下「認定特定

建築物」という。）の建築物特定施設の床面積のうち、

移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築

物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における政令で定める床面積は、算入しないも

のとする。 

（認定特定建築物の表示等） 

第二十条 認定建築主等は、認定特定建築物の建築等

をしたときは、当該認定特定建築物、その敷地又は

その利用に関する広告その他の主務省令で定める

もの（次項において「広告等」という。）に、主務省

令で定めるところにより、当該認定特定建築物が第

十七条第三項の認定を受けている旨の表示を付す

ることができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築

物、その敷地又はその利用に関する広告等に、同項

の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはなら

ない。 

（認定建築主等に対する改善命令） 

第二十一条 所管行政庁は、認定建築主等が第十七条

第三項の認定を受けた計画に従って認定特定建築

物の建築等又は維持保全を行っていないと認める

ときは、当該認定建築主等に対し、その改善に必要

な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定

の取消し） 

第二十二条 所管行政庁は、認定建築主等が前条の規

定による処分に違反したときは、第十七条第三項の

認定を取り消すことができる。 

（協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定
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等） 

第二十二条の二 建築主等は、次の各号のいずれかに

該当する建築物特定施設（以下この条において「協

定建築物特定施設」という。）と一体的に利用に供し

なければ公共交通移動等円滑化基準に適合させる

ことが構造上その他の理由により著しく困難であ

ると主務省令で定めるところにより主務大臣が認

める旅客施設（次の各号の公共交通事業者等の事業

の用に供するものに限る。次項において「移動等円

滑化困難旅客施設」という。）の敷地に隣接し、又は

近接する土地において協定建築物特定施設を有す

る建築物（以下「協定建築物」という。）の建築等を

しようとするときは、主務省令で定めるところによ

り、協定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成

し、所管行政庁の認定を申請することができる。 

一 建築主等が公共交通事業者等と締結する第四

十一条第一項に規定する移動等円滑化経路協定

の目的となる経路を構成する建築物特定施設 

二 建築主等が公共交通事業者等と締結する第五

十一条の二第一項に規定する移動等円滑化施設

協定の目的となる建築物特定施設 

２ 前項の申請に係る協定建築物特定施設（協定建築

物特定施設と移動等円滑化困難旅客施設との間に

同項第一号の経路がある場合にあっては、協定建築

物特定施設及び当該経路を構成する一般交通用施

設（以下この項において「特定経路施設」という。））

は、協定建築物特定施設等維持保全基準（移動等円

滑化困難旅客施設の公共交通移動等円滑化基準へ

の継続的な適合の確保のために必要な協定建築物

特定施設及び特定経路施設の維持保全に関する主

務省令で定める基準をいう。）に適合するものとし

て、主務省令で定めるところにより主務大臣の認定

を受けたものでなければならない。 

３ 第一項の計画には、次に掲げる事項を記載しなけ

ればならない。 

一 協定建築物の位置 

二 協定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並び

に敷地面積 

三 計画に係る協定建築物特定施設の構造及び配

置並びに維持保全に関する事項 

四 協定建築物の建築等の事業に関する資金計画 

五 その他主務省令で定める事項 

４ 所管行政庁は、第一項の申請があった場合におい

て、当該申請に係る協定建築物の建築等及び維持保

全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めると

きは、認定をすることができる。 

一 前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等円滑

化基準を超え、かつ、第十七条第三項第一号に規

定する主務省令で定める建築物特定施設の構造

及び配置に関する基準に適合すること。 

二 前項第四号に掲げる資金計画が、協定建築物の

建築等の事業を確実に遂行するため適切なもの

であること。 

５ 第十八条、第十九条、第二十一条及び前条の規定

は、前項の認定を受けた者（第五十三条第五項にお

いて「認定協定建築主等」という。）に係る当該認定

を受けた計画について準用する。この場合において、

第十八条第二項中「前条」とあるのは「第二十二条

の二第一項から第四項まで」と、第十九条中「特定

建築物（以下「認定特定建築物」という。）の建築物

特定施設」とあるのは「第二十二条の二第一項に規

定する協定建築物（第二十一条において「認定協定

建築物」という。）の同項に規定する協定建築物特定

施設」と、第二十一条中「認定特定建築物」とある

のは「認定協定建築物」と読み替えるものとする。 

（既存の特定建築物に設けるエレベーターについ

ての建築基準法の特例） 

第二十三条 この法律の施行の際現に存する特定建

築物に専ら車椅子を使用している者の利用に供す

るエレベーターを設置する場合において、当該エレ

ベーターが次に掲げる基準に適合し、所管行政庁が

防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該

特定建築物に対する建築基準法第二十七条第二項

の規定の適用については、当該エレベーターの構造

は耐火構造（同法第二条第七号に規定する耐火構造

をいう。）とみなす。 

一 エレベーター及び当該エレベーターの設置に

係る特定建築物の主要構造部の部分の構造が主

務省令で定める安全上及び防火上の基準に適合

していること。 

二 エレベーターの制御方法及びその作動状態の

監視方法が主務省令で定める安全上の基準に適

合していること。 

２ 建築基準法第九十三条第一項本文及び第二項の

規定は、前項の規定により所管行政庁が防火上及び

避難上支障がないと認める場合について準用する。 

（高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の容

積率の特例） 

第二十四条 建築物特定施設（建築基準法第五十二条

第六項第一号に規定する昇降機並びに同項第二号

に規定する共同住宅及び老人ホーム等の共用の廊

下及び階段を除く。）の床面積が高齢者、障害者等の

円滑な利用を確保するため通常の床面積よりも著

しく大きい建築物で、主務大臣が高齢者、障害者等

の円滑な利用を確保する上で有効と認めて定める

基準に適合するものについては、当該建築物を同条

第十四項第一号に規定する建築物とみなして、同項

の規定を適用する。 

第三章の二 移動等円滑化促進地区における移動等

円滑化の促進に関する措置 

（移動等円滑化促進方針） 

第二十四条の二 市町村は、基本方針に基づき、単独

で又は共同して、当該市町村の区域内の移動等円滑

化促進地区について、移動等円滑化の促進に関する

方針（以下「移動等円滑化促進方針」という。）を作

成するよう努めるものとする。 

２ 移動等円滑化促進方針には、次に掲げる事項につ

いて定めるものとする。 

一 移動等円滑化促進地区の位置及び区域 

二 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれら

における移動等円滑化の促進に関する事項 

三 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関
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係者の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関

するこれらの者の協力の確保に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、移動等円滑化促進

地区における移動等円滑化の促進のために必要

な事項 

３ 前項各号に掲げるもののほか、移動等円滑化促進

方針には、移動等円滑化促進地区における移動等円

滑化の促進に関する基本的な方針について定める

よう努めるものとする。 

４ 移動等円滑化促進方針には、市町村が行う移動等

円滑化促進地区に所在する旅客施設の構造及び配

置その他の移動等円滑化に関する情報の収集、整理

及び提供に関する事項を定めることができる。 

５ 移動等円滑化促進方針は、都市計画、都市計画法

第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的

な方針及び地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律（平成十九年法律第五十九号）第五条第一項

に規定する地域公共交通計画との調和が保たれた

ものでなければならない。 

６ 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成しようと

するときは、あらかじめ、住民、生活関連施設を利

用する高齢者、障害者等その他利害関係者、関係す

る施設設置管理者及び都道府県公安委員会（以下

「公安委員会」という。）の意見を反映させるために

必要な措置を講ずるものとする。 

７ 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成したとき

は、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、

都道府県並びに関係する施設設置管理者及び公安

委員会に送付しなければならない。 

８ 主務大臣は、前項の規定により移動等円滑化促進

方針の送付を受けたときは、市町村に対し、必要な

助言をすることができる。 

９ 都道府県は、市町村に対し、その求めに応じ、移

動等円滑化促進方針の作成及びその円滑かつ確実

な実施に関し、各市町村の区域を超えた広域的な見

地から、必要な助言その他の援助を行うよう努めな

ければならない。 

１０ 第六項から前項までの規定は、移動等円滑化促

進方針の変更について準用する。 

（移動等円滑化促進方針の評価等） 

第二十四条の三 市町村は、移動等円滑化促進方針を

作成した場合においては、おおむね五年ごとに、当

該移動等円滑化促進方針において定められた移動

等円滑化促進地区における移動等円滑化に関する

措置の実施の状況についての調査、分析及び評価を

行うよう努めるとともに、必要があると認めるとき

は、移動等円滑化促進方針を変更するものとする。 

（協議会） 

第二十四条の四 移動等円滑化促進方針を作成しよ

うとする市町村は、移動等円滑化促進方針の作成に

関する協議及び移動等円滑化促進方針の実施（実施

の状況についての調査、分析及び評価を含む。）に係

る連絡調整を行うための協議会（以下この条におい

て「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

一 移動等円滑化促進方針を作成しようとする市

町村 

二 関係する施設設置管理者、公安委員会その他移

動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促

進に関し密接な関係を有する者 

三 高齢者、障害者等、学識経験者その他の当該市

町村が必要と認める者 

３ 第一項の規定により協議会を組織する市町村は、

同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げ

る者に通知するものとする。 

４ 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由

がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなけ

ればならない。 

５ 協議会において協議が調った事項については、協

議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければ

ならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し

必要な事項は、協議会が定める。 

（移動等円滑化促進方針の作成等の提案） 

第二十四条の五 次に掲げる者は、市町村に対して、

移動等円滑化促進方針の作成又は変更をすること

を提案することができる。この場合においては、基

本方針に即して、当該提案に係る移動等円滑化促進

方針の素案を作成して、これを提示しなければなら

ない。 

一 施設設置管理者その他の生活関連施設又は生

活関連経路を構成する一般交通用施設の管理者 

二 高齢者、障害者等その他の生活関連施設又は生

活関連経路を構成する一般交通用施設の利用に

関し利害関係を有する者 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提

案に基づき移動等円滑化促進方針の作成又は変更

をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした

者に通知しなければならない。この場合において、

移動等円滑化促進方針の作成又は変更をしないこ

ととするときは、その理由を明らかにしなければな

らない。 

（行為の届出等） 

第二十四条の六 移動等円滑化促進方針において定

められた移動等円滑化促進地区の区域において、旅

客施設の建設、道路の新設その他の行為であって当

該区域における移動等円滑化の促進に支障を及ぼ

すおそれのあるものとして政令で定めるものをし

ようとする公共交通事業者等又は道路管理者は、当

該行為に着手する日の三十日前までに、主務省令で

定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は

施行方法、着手予定日その他主務省令で定める事項

を市町村に届け出なければならない。ただし、非常

災害のため必要な応急措置として行う行為につい

ては、この限りでない。 

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出に係

る事項のうち主務省令で定める事項を変更しよう

とするときは、当該事項の変更に係る行為に着手す

る日の三十日前までに、主務省令で定めるところに

より、その旨を市町村に届け出なければならない。 

３ 市町村は、前二項の規定による届出があった場合

において、その届出に係る行為が移動等円滑化促進
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地区における移動等円滑化の促進を図る上で支障

があると認めるときは、その届出をした者に対し、

その届出に係る行為に関し旅客施設又は道路の構

造の変更その他の必要な措置の実施を要請するこ

とができる。 

４ 市町村は、前項の規定による要請を受けた者が当

該要請に応じないときは、その旨を主務大臣に通知

することができる。 

５ 主務大臣は、前項の規定による通知があった場合

において、第三項の規定による要請を受けた者が正

当な理由がなくて同項の措置を実施していないと

認めるときは、当該要請を受けた者に対し、当該措

置を実施すべきことを勧告することができる。 

（市町村による情報の収集、整理及び提供） 

第二十四条の七 第二十四条の二第四項の規定によ

り移動等円滑化促進方針において市町村が行う移

動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関

する事項が定められたときは、市町村は、当該移動

等円滑化促進方針に基づき移動等円滑化に関する

事項についての情報の収集、整理及び提供を行うも

のとする。 

（施設設置管理者による市町村に対する情報の提

供） 

第二十四条の八 公共交通事業者等及び道路管理者

は、前条の規定により情報の収集、整理及び提供を

行う市町村の求めがあったときは、主務省令で定め

るところにより、高齢者、障害者等が旅客施設及び

特定道路を利用するために必要となる情報を当該

市町村に提供しなければならない。 

２ 路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等

は、前条の規定により情報の収集、整理及び提供を

行う市町村の求めがあったときは、主務省令で定め

るところにより、高齢者、障害者等が特定路外駐車

場、特定公園施設及び特別特定建築物を利用するた

めに必要となる情報を当該市町村に提供するよう

努めなければならない。 

第四章 重点整備地区における移動等円滑化に

係る事業の重点的かつ一体的な実施 

（移動等円滑化基本構想） 

第二十五条 市町村は、基本方針（移動等円滑化促進

方針が作成されているときは、基本方針及び移動等

円滑化促進方針。以下同じ。）に基づき、単独で又は

共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区につ

いて、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的

な推進に関する基本的な構想（以下「基本構想」と

いう。）を作成するよう努めるものとする。 

２ 基本構想には、次に掲げる事項について定めるも

のとする。 

一 重点整備地区の位置及び区域 

二 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれら

における移動等円滑化に関する事項 

三 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構

成する一般交通用施設について移動等円滑化の

ために実施すべき特定事業その他の事業に関す

る事項（旅客施設の所在地を含まない重点整備地

区にあっては、当該重点整備地区と同一の市町村

の区域内に所在する特定旅客施設との間の円滑

な移動のために実施すべき特定事業その他の事

業に関する事項を含む。） 

四 前号に掲げる事業と併せて実施する土地区画

整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発

事業に関し移動等円滑化のために考慮すべき事

項、自転車その他の車両の駐車のための施設の整

備に関する事項その他の重点整備地区における

移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関す

る事項その他重点整備地区における移動等円滑

化のために必要な事項 

３ 前項各号に掲げるもののほか、基本構想には、重

点整備地区における移動等円滑化に関する基本的

な方針について定めるよう努めるものとする。 

４ 市町村は、特定旅客施設の所在地を含む重点整備

地区について基本構想を作成する場合には、当該基

本構想に当該特定旅客施設を第二項第二号及び第

三号の生活関連施設として定めなければならない。 

５ 基本構想には、道路法第十二条ただし書及び第十

五条並びに道路法の一部を改正する法律（昭和三十

九年法律第百六十三号。以下「昭和三十九年道路法

改正法」という。）附則第三項の規定にかかわらず、

国道又は都道府県道（道路法第三条第三号の都道府

県道をいう。第三十二条第一項において同じ。）（道

路法第十二条ただし書及び第十五条並びに昭和三

十九年道路法改正法附則第三項の規定により都道

府県が新設又は改築を行うこととされているもの

（道路法第十七条第一項から第四項までの規定に

より同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外

の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以

外の市町村が行うこととされているものを除く。）

に限る。以下同じ。）に係る道路特定事業を実施する

者として、市町村（他の市町村又は道路管理者と共

同して実施する場合にあっては、市町村及び他の市

町村又は道路管理者。第三十二条において同じ。）を

定めることができる。 

６ 市町村は、基本構想を作成しようとするときは、

あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する高齢者、

障害者等その他利害関係者の意見を反映させるた

めに必要な措置を講ずるものとする。 

７ 市町村は、基本構想を作成しようとする場合にお

いて、第二十六条第一項の協議会が組織されていな

いときは、これに定めようとする特定事業に関する

事項について、関係する施設設置管理者及び公安委

員会と協議をしなければならない。 

８ 市町村は、第二十六条第一項の協議会が組織され

ていない場合には、基本構想を作成するに当たり、

あらかじめ、関係する施設設置管理者及び公安委員

会に対し、特定事業に関する事項について基本構想

の案を作成し、当該市町村に提出するよう求めるこ

とができる。 

９ 前項の案の提出を受けた市町村は、基本構想を作

成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映さ

れるよう努めるものとする。 

１０ 第二十四条の二第四項、第五項及び第七項から

第九項までの規定は、基本構想の作成について準用
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する。この場合において、同条第四項中「移動等円

滑化促進地区」とあるのは、「重点整備地区」と読み

替えるものとする。 

１１ 第二十四条の二第七項から第九項まで及びこ

の条第六項から第九項までの規定は、基本構想の変

更について準用する。 

（基本構想の評価等） 

第二十五条の二 市町村は、基本構想を作成した場合

においては、おおむね五年ごとに、当該基本構想に

おいて定められた重点整備地区における特定事業

その他の事業の実施の状況についての調査、分析及

び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認

めるときは、基本構想を変更するものとする。 

（協議会） 

第二十六条 基本構想を作成しようとする市町村は、

基本構想の作成に関する協議及び基本構想の実施

（実施の状況についての調査、分析及び評価を含

む。）に係る連絡調整を行うための協議会（以下この

条において「協議会」という。）を組織することがで

きる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

一 基本構想を作成しようとする市町村 

二 関係する施設設置管理者、公安委員会その他基

本構想に定めようとする特定事業その他の事業

を実施すると見込まれる者 

三 高齢者、障害者等、学識経験者その他の当該市

町村が必要と認める者 

３ 第一項の規定により協議会を組織する市町村は、

同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げ

る者に通知するものとする。 

４ 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由

がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなけ

ればならない。 

５ 協議会において協議が調った事項については、協

議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければ

ならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し

必要な事項は、協議会が定める。 

（基本構想の作成等の提案） 

第二十七条 次に掲げる者は、市町村に対して、基本

構想の作成又は変更をすることを提案することが

できる。この場合においては、基本方針に即して、

当該提案に係る基本構想の素案を作成して、これを

提示しなければならない。 

一 施設設置管理者、公安委員会その他基本構想に

定めようとする特定事業その他の事業を実施し

ようとする者 

二 高齢者、障害者等その他の生活関連施設又は生

活関連経路を構成する一般交通用施設の利用に

関し利害関係を有する者 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提

案に基づき基本構想の作成又は変更をするか否か

について、遅滞なく、当該提案をした者に通知しな

ければならない。この場合において、基本構想の作

成又は変更をしないこととするときは、その理由を

明らかにしなければならない。 

（公共交通特定事業の実施） 

第二十八条 第二十五条第一項の規定により基本構

想が作成されたときは、関係する公共交通事業者等

は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して公

共交通特定事業を実施するための計画（以下「公共

交通特定事業計画」という。）を作成し、これに基づ

き、当該公共交通特定事業を実施するものとする。 

２ 公共交通特定事業計画においては、実施しようと

する公共交通特定事業について次に掲げる事項を

定めるものとする。 

一 公共交通特定事業を実施する特定旅客施設又

は特定車両 

二 公共交通特定事業の内容 

三 公共交通特定事業の実施予定期間並びにその

実施に必要な資金の額及びその調達方法 

四 その他公共交通特定事業の実施に際し配慮す

べき重要事項 

３ 公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画を定

めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村

及び施設設置管理者の意見を聴かなければならな

い。 

４ 公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画を定

めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び

施設設置管理者に送付しなければならない。 

５ 前二項の規定は、公共交通特定事業計画の変更に

ついて準用する。 

（公共交通特定事業計画の認定） 

第二十九条 公共交通事業者等は、主務省令で定める

ところにより、主務大臣に対し、公共交通特定事業

計画が重点整備地区における移動等円滑化を適切

かつ確実に推進するために適当なものである旨の

認定を申請することができる。 

２ 主務大臣は、前項の規定による認定の申請があっ

た場合において、前条第二項第二号に掲げる事項が

基本方針及び公共交通移動等円滑化基準に照らし

て適切なものであり、かつ、同号及び同項第三号に

掲げる事項が当該公共交通特定事業を確実に遂行

するために技術上及び資金上適切なものであると

認めるときは、その認定をするものとする。 

３ 前項の認定を受けた者は、当該認定に係る公共交

通特定事業計画を変更しようとするときは、主務大

臣の認定を受けなければならない。 

４ 第二項の規定は、前項の認定について準用する。 

５ 主務大臣は、第二項の認定を受けた者が当該認定

に係る公共交通特定事業計画（第三項の規定による

変更の認定があったときは、その変更後のもの。次

条において同じ。）に従って公共交通特定事業を実

施していないと認めるときは、その認定を取り消す

ことができる。 

（公共交通特定事業計画に係る地方債の特例） 

第三十条 地方公共団体が、前条第二項の認定に係る

公共交通特定事業計画に基づく公共交通特定事業

で主務省令で定めるものに関する助成を行おうと

する場合においては、当該助成に要する経費であっ

て地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）第五条

各号に規定する経費のいずれにも該当しないもの
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は、同条第五号に規定する経費とみなす。 

（道路特定事業の実施） 

第三十一条 第二十五条第一項の規定により基本構

想が作成されたときは、関係する道路管理者は、単

独で又は共同して、当該基本構想に即して道路特定

事業を実施するための計画（以下「道路特定事業計

画」という。）を作成し、これに基づき、当該道路特

定事業を実施するものとする。 

２ 道路特定事業計画においては、基本構想において

定められた道路特定事業について定めるほか、当該

重点整備地区内の道路において実施するその他の

道路特定事業について定めることができる。 

３ 道路特定事業計画においては、実施しようとする

道路特定事業について次に掲げる事項を定めるも

のとする。 

一 道路特定事業を実施する道路の区間 

二 前号の道路の区間ごとに実施すべき道路特定

事業の内容及び実施予定期間 

三 その他道路特定事業の実施に際し配慮すべき

重要事項 

４ 道路管理者は、道路特定事業計画を定めようとす

るときは、あらかじめ、関係する市町村、施設設置

管理者及び公安委員会の意見を聴かなければなら

ない。 

５ 道路管理者は、道路特定事業計画において、道路

法第二十条第一項に規定する他の工作物について

実施し、又は同法第二十三条第一項の規定に基づき

実施する道路特定事業について定めるときは、あら

かじめ、当該道路特定事業を実施する工作物又は施

設の管理者と協議しなければならない。この場合に

おいて、当該道路特定事業の費用の負担を当該工作

物又は施設の管理者に求めるときは、当該道路特定

事業計画に当該道路特定事業の実施に要する費用

の概算及び道路管理者と当該工作物又は施設の管

理者との分担割合を定めるものとする。 

６ 道路管理者は、道路特定事業計画を定めたときは、

遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関

係する市町村、施設設置管理者及び公安委員会並び

に前項に規定する工作物又は施設の管理者に送付

しなければならない。 

７ 前三項の規定は、道路特定事業計画の変更につい

て準用する。 

（市町村による国道等に係る道路特定事業の実施） 

第三十二条 第二十五条第五項の規定により基本構

想において道路特定事業を実施する者として市町

村（道路法第十七条第一項の指定市を除く。以下こ

の条及び第五十五条から第五十七条までにおいて

同じ。）が定められたときは、前条第一項、同法第十

二条ただし書及び第十五条並びに昭和三十九年道

路法改正法附則第三項の規定にかかわらず、市町村

は、単独で又は他の市町村若しくは道路管理者と共

同して、国道又は都道府県道に係る道路特定事業計

画を作成し、これに基づき、当該道路特定事業を実

施するものとする。 

２ 前条第二項から第七項までの規定は、前項の場合

について準用する。この場合において、同条第四項

から第六項までの規定中「道路管理者」とあるのは、

「次条第一項の規定により道路特定事業を実施す

る市町村（他の市町村又は道路管理者と共同して実

施する場合にあっては、市町村及び他の市町村又は

道路管理者）」と読み替えるものとする。 

３ 市町村は、第一項の規定により国道に係る道路特

定事業を実施しようとする場合においては、主務省

令で定めるところにより、主務大臣に協議し、その

同意を得なければならない。ただし、主務省令で定

める軽易なものについては、この限りでない。 

４ 市町村は、第一項の規定により道路特定事業に関

する工事を行おうとするとき、及び当該道路特定事

業に関する工事の全部又は一部を完了したときは、

主務省令で定めるところにより、その旨を公示しな

ければならない。 

５ 市町村は、第一項の規定により道路特定事業を実

施する場合においては、政令で定めるところにより、

当該道路の道路管理者に代わってその権限を行う

ものとする。 

６ 市町村が第一項の規定により道路特定事業を実

施する場合には、その実施に要する費用の負担並び

にその費用に関する国の補助及び交付金の交付に

ついては、都道府県が自ら当該道路特定事業を実施

するものとみなす。 

７ 前項の規定により国が当該都道府県に対し交付

すべき負担金、補助金及び交付金は、市町村に交付

するものとする。 

８ 前項の場合には、市町村は、補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百

七十九号）の規定の適用については、同法第二条第

三項に規定する補助事業者等とみなす。 

（路外駐車場特定事業の実施） 

第三十三条 第二十五条第一項の規定により基本構

想が作成されたときは、関係する路外駐車場管理者

等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して

路外駐車場特定事業を実施するための計画（以下こ

の条において「路外駐車場特定事業計画」という。）

を作成し、これに基づき、当該路外駐車場特定事業

を実施するものとする。 

２ 路外駐車場特定事業計画においては、実施しよう

とする路外駐車場特定事業について次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一 路外駐車場特定事業を実施する特定路外駐車

場 

二 路外駐車場特定事業の内容及び実施予定期間 

三 その他路外駐車場特定事業の実施に際し配慮

すべき重要事項 

３ 路外駐車場管理者等は、路外駐車場特定事業計画

を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市

町村及び施設設置管理者の意見を聴かなければな

らない。 

４ 路外駐車場管理者等は、路外駐車場特定事業計画

を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村

及び施設設置管理者に送付しなければならない。 

５ 前二項の規定は、路外駐車場特定事業計画の変更

について準用する。 
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（都市公園特定事業の実施） 

第三十四条 第二十五条第一項の規定により基本構

想が作成されたときは、関係する公園管理者等は、

単独で又は共同して、当該基本構想に即して都市公

園特定事業を実施するための計画（以下この条にお

いて「都市公園特定事業計画」という。）を作成し、

これに基づき、当該都市公園特定事業を実施するも

のとする。ただし、都市公園法第五条第一項の規定

による許可を受けて公園施設（特定公園施設に限

る。）を設け若しくは管理し、又は設け若しくは管理

しようとする者が都市公園特定事業計画を作成す

る場合にあっては、公園管理者と共同して作成する

ものとする。 

２ 都市公園特定事業計画においては、実施しようと

する都市公園特定事業について次に掲げる事項を

定めるものとする。 

一 都市公園特定事業を実施する都市公園 

二 都市公園特定事業の内容及び実施予定期間 

三 その他都市公園特定事業の実施に際し配慮す

べき重要事項 

３ 公園管理者等は、都市公園特定事業計画を定めよ

うとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び

施設設置管理者の意見を聴かなければならない。 

４ 公園管理者は、都市公園特定事業計画において、

都市公園法第五条の十第一項に規定する他の工作

物について実施する都市公園特定事業について定

めるときは、あらかじめ、当該他の工作物の管理者

と協議しなければならない。この場合において、当

該都市公園特定事業の費用の負担を当該他の工作

物の管理者に求めるときは、当該都市公園特定事業

計画に当該都市公園特定事業の実施に要する費用

の概算及び公園管理者と当該他の工作物の管理者

との分担割合を定めるものとする。 

５ 公園管理者等は、都市公園特定事業計画を定めた

ときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとと

もに、関係する市町村及び施設設置管理者並びに前

項に規定する他の工作物の管理者に送付しなけれ

ばならない。 

６ 前三項の規定は、都市公園特定事業計画の変更に

ついて準用する。 

（建築物特定事業の実施） 

第三十五条 第二十五条第一項の規定により基本構

想が作成されたときは、関係する建築主等は、単独

で又は共同して、当該基本構想に即して建築物特定

事業を実施するための計画（以下この条において

「建築物特定事業計画」という。）を作成し、これに

基づき、当該建築物特定事業を実施するものとする。 

２ 建築物特定事業計画においては、実施しようとす

る建築物特定事業について次に掲げる事項を定め

るものとする。 

一 建築物特定事業を実施する特定建築物 

二 建築物特定事業の内容 

三 建築物特定事業の実施予定期間並びにその実

施に必要な資金の額及びその調達方法 

四 その他建築物特定事業の実施に際し配慮すべ

き重要事項 

３ 建築主等は、建築物特定事業計画を定めようとす

るときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設

置管理者の意見を聴かなければならない。 

４ 建築主等は、建築物特定事業計画を定めたときは、

遅滞なく、これを関係する市町村及び施設設置管理

者に送付しなければならない。 

５ 前二項の規定は、建築物特定事業計画の変更につ

いて準用する。 

（交通安全特定事業の実施） 

第三十六条 第二十五条第一項の規定により基本構

想が作成されたときは、関係する公安委員会は、単

独で又は共同して、当該基本構想に即して交通安全

特定事業を実施するための計画（以下「交通安全特

定事業計画」という。）を作成し、これに基づき、当

該交通安全特定事業を実施するものとする。 

２ 前項の交通安全特定事業（第二条第三十一号イに

掲げる事業に限る。）は、当該交通安全特定事業によ

り設置される信号機等が、重点整備地区における移

動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務

省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定

める基準に適合するよう実施されなければならな

い。 

３ 交通安全特定事業計画においては、実施しようと

する交通安全特定事業について次に掲げる事項を

定めるものとする。 

一 交通安全特定事業を実施する道路の区間 

二 前号の道路の区間ごとに実施すべき交通安全

特定事業の内容及び実施予定期間 

三 その他交通安全特定事業の実施に際し配慮す

べき重要事項 

４ 公安委員会は、交通安全特定事業計画を定めよう

とするときは、あらかじめ、関係する市町村及び道

路管理者の意見を聴かなければならない。 

５ 公安委員会は、交通安全特定事業計画を定めたと

きは、遅滞なく、これを公表するよう努めるととも

に、関係する市町村及び道路管理者に送付しなけれ

ばならない。 

６ 前二項の規定は、交通安全特定事業計画の変更に

ついて準用する。 

（教育啓発特定事業の実施） 

第三十六条の二 第二十五条第一項の規定により基

本構想が作成されたときは、関係する市町村等は、

単独で又は共同して、当該基本構想に即して教育啓

発特定事業を実施するための計画（以下この条にお

いて「教育啓発特定事業計画」という。）を作成し、

これに基づき、当該教育啓発特定事業を実施するも

のとする。 

２ 教育啓発特定事業計画においては、実施しようと

する教育啓発特定事業について次に掲げる事項を

定めるものとする。 

一 教育啓発特定事業の内容及び実施予定期間 

二 その他教育啓発特定事業の実施に際し配慮す

べき重要事項 

３ 市町村等は、教育啓発特定事業計画を定めようと

するときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設

設置管理者（第二条第三十二号イに掲げる事業につ
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いて定めようとする場合にあっては、関係する市町

村、施設設置管理者及び学校）の意見を聴かなけれ

ばならない。 

４ 市町村等は、教育啓発特定事業計画を定めたとき

は、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設設置

管理者（第二条第三十二号イに掲げる事業について

定めた場合にあっては、関係する市町村、施設設置

管理者及び学校）に送付しなければならない。 

５ 前二項の規定は、教育啓発特定事業計画の変更に

ついて準用する。 

（生活関連施設又は一般交通用施設の整備等） 

第三十七条 国及び地方公共団体は、基本構想におい

て定められた生活関連施設又は一般交通用施設の

整備、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他

の市街地開発事業の施行その他の必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 

２ 基本構想において定められた生活関連施設又は

一般交通用施設の管理者（国又は地方公共団体を除

く。）は、当該基本構想の達成に資するよう、その管

理する施設について移動等円滑化のための事業の

実施に努めなければならない。 

（基本構想に基づく事業の実施に係る命令等） 

第三十八条 市町村は、第二十八条第一項の公共交通

特定事業、第三十三条第一項の路外駐車場特定事業、

第三十四条第一項の都市公園特定事業（公園管理者

が実施すべきものを除く。）又は第三十五条第一項

の建築物特定事業若しくは第三十六条の二第一項

の教育啓発特定事業（いずれも国又は地方公共団体

が実施すべきものを除く。）（以下この条において

「公共交通特定事業等」と総称する。）が実施されて

いないと認めるときは、当該公共交通特定事業等を

実施すべき者に対し、その実施を要請することがで

きる。 

２ 市町村は、前項の規定による要請を受けた者が当

該要請に応じないときは、その旨を主務大臣等（公

共交通特定事業又は教育啓発特定事業にあっては

主務大臣、路外駐車場特定事業にあっては知事等、

都市公園特定事業にあっては公園管理者、建築物特

定事業にあっては所管行政庁。以下この条において

同じ。）に通知することができる。 

３ 主務大臣等は、前項の規定による通知があった場

合において、第一項の規定による要請を受けた者が

正当な理由がなくて公共交通特定事業等を実施し

ていないと認めるときは、当該要請を受けた者に対

し、当該公共交通特定事業等を実施すべきことを勧

告することができる。 

４ 主務大臣等は、前項の規定による勧告を受けた者

が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じ

ない場合において、当該勧告を受けた者の事業につ

いて移動等円滑化を阻害している事実があると認

めるときは、第九条第三項、第十二条第三項及び第

十五条第一項の規定により違反を是正するために

必要な措置をとるべきことを命ずることができる

場合を除くほか、当該勧告を受けた者に対し、移動

等円滑化のために必要な措置をとるべきことを命

ずることができる。 

（土地区画整理事業の換地計画において定める保

留地の特例） 

第三十九条 基本構想において定められた土地区画

整理事業であって土地区画整理法第三条第四項、第

三条の二又は第三条の三の規定により施行するも

のの換地計画（基本構想において定められた重点整

備地区の区域内の宅地について定められたものに

限る。）においては、重点整備地区の区域内の住民そ

の他の者の共同の福祉又は利便のために必要な生

活関連施設又は一般交通用施設で国、地方公共団体、

公共交通事業者等その他政令で定める者が設置す

るもの（同法第二条第五項に規定する公共施設を除

き、基本構想において第二十五条第二項第四号に掲

げる事項として土地区画整理事業の実施に関しそ

の整備を考慮すべきものと定められたものに限る。）

の用に供するため、一定の土地を換地として定めな

いで、その土地を保留地として定めることができる。

この場合においては、当該保留地の地積について、

当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の

宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権そ

の他の宅地を使用し、又は収益することができる権

利を有する全ての者の同意を得なければならない。 

２ 土地区画整理法第百四条第十一項及び第百八条

第一項の規定は、前項の規定により換地計画におい

て定められた保留地について準用する。この場合に

おいて、同条第一項中「第三条第四項若しくは第五

項」とあるのは、「第三条第四項」と読み替えるもの

とする。 

３ 施行者は、第一項の規定により換地計画において

定められた保留地を処分したときは、土地区画整理

法第百三条第四項の規定による公告があった日に

おける従前の宅地について所有権、地上権、永小作

権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益するこ

とができる権利を有する者に対して、政令で定める

基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交

付しなければならない。同法第百九条第二項の規定

は、この場合について準用する。 

４ 土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、この

条の規定による処分及び決定について準用する。 

５ 第一項に規定する土地区画整理事業に関する土

地区画整理法第百二十三条、第百二十六条、第百二

十七条の二及び第百二十九条の規定の適用につい

ては、同項から第三項までの規定は、同法の規定と

みなす。 

（地方債についての配慮） 

第四十条 地方公共団体が、基本構想を達成するため

に行う事業に要する経費に充てるために起こす地

方債については、法令の範囲内において、資金事情

及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別

の配慮をするものとする。 

（市町村による情報の収集、整理及び提供等） 

第四十条の二 第二十五条第十項において読み替え

て準用する第二十四条の二第四項の規定により基

本構想において市町村が行う移動等円滑化に関す

る情報の収集、整理及び提供に関する事項が定めら

れたときは、市町村は、当該基本構想に基づき移動
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等円滑化に関する事項についての情報の収集、整理

及び提供を行うものとする。 

２ 第二十四条の八の規定は、前項の規定により情報

の収集、整理及び提供を行う市町村の求めがあった

場合について準用する。 

第五章 移動等円滑化経路協定 

（移動等円滑化経路協定の締結等） 

第四十一条 移動等円滑化促進地区内又は重点整備

地区内の一団の土地の所有者及び建築物その他の

工作物の所有を目的とする借地権その他の当該土

地を使用する権利（臨時設備その他一時使用のため

設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地

権等」という。）を有する者（土地区画整理法第九十

八条第一項（大都市地域における住宅及び住宅地の

供給の促進に関する特別措置法（昭和五十年法律第

六十七号。第四十五条第二項において「大都市住宅

等供給法」という。）第八十三条において準用する場

合を含む。以下同じ。）の規定により仮換地として指

定された土地にあっては、当該土地に対応する従前

の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下「土

地所有者等」と総称する。）は、その全員の合意によ

り、当該土地の区域における移動等円滑化のための

経路の整備又は管理に関する協定（以下「移動等円

滑化経路協定」という。）を締結することができる。

ただし、当該土地（土地区画整理法第九十八条第一

項の規定により仮換地として指定された土地にあ

っては、当該土地に対応する従前の土地）の区域内

に借地権等の目的となっている土地がある場合（当

該借地権等が地下又は空間について上下の範囲を

定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当該

土地を使用している場合を除く。）においては、当該

借地権等の目的となっている土地の所有者の合意

を要しない。 

２ 移動等円滑化経路協定においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一 移動等円滑化経路協定の目的となる土地の区

域（以下「移動等円滑化経路協定区域」という。）

及び経路の位置 

二 次に掲げる移動等円滑化のための経路の整備

又は管理に関する事項のうち、必要なもの 

イ 前号の経路における移動等円滑化に関する

基準 

ロ 前号の経路を構成する施設（エレベーター、

エスカレーターその他の移動等円滑化のため

に必要な設備を含む。）の整備又は管理に関す

る事項 

ハ その他移動等円滑化のための経路の整備又

は管理に関する事項 

三 移動等円滑化経路協定の有効期間 

四 移動等円滑化経路協定に違反した場合の措置 

３ 移動等円滑化経路協定は、市町村長の認可を受け

なければならない。 

（認可の申請に係る移動等円滑化経路協定の縦覧

等） 

第四十二条 市町村長は、前条第三項の認可の申請が

あったときは、主務省令で定めるところにより、そ

の旨を公告し、当該移動等円滑化経路協定を公告の

日から二週間関係人の縦覧に供さなければならな

い。 

２ 前項の規定による公告があったときは、関係人は、

同項の縦覧期間満了の日までに、当該移動等円滑化

経路協定について、市町村長に意見書を提出するこ

とができる。 

（移動等円滑化経路協定の認可） 

第四十三条 市町村長は、第四十一条第三項の認可の

申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項

の認可をしなければならない。 

一 申請手続が法令に違反しないこと。 

二 土地又は建築物その他の工作物の利用を不当

に制限するものでないこと。 

三 第四十一条第二項各号に掲げる事項について

主務省令で定める基準に適合するものであるこ

と。 

２ 市町村長は、第四十一条第三項の認可をしたとき

は、主務省令で定めるところにより、その旨を公告

し、かつ、当該移動等円滑化経路協定を当該市町村

の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、移

動等円滑化経路協定区域である旨を当該移動等円

滑化経路協定区域内に明示しなければならない。 

（移動等円滑化経路協定の変更） 

第四十四条 移動等円滑化経路協定区域内における

土地所有者等（当該移動等円滑化経路協定の効力が

及ばない者を除く。）は、移動等円滑化経路協定にお

いて定めた事項を変更しようとする場合において

は、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村

長の認可を受けなければならない。 

２ 前二条の規定は、前項の変更の認可について準用

する。 

（移動等円滑化経路協定区域からの除外） 

第四十五条 移動等円滑化経路協定区域内の土地（土

地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換

地として指定された土地にあっては、当該土地に対

応する従前の土地）で当該移動等円滑化経路協定の

効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部

について借地権等が消滅した場合においては、当該

借地権等の目的となっていた土地（同項の規定によ

り仮換地として指定された土地に対応する従前の

土地にあっては、当該土地についての仮換地として

指定された土地）は、当該移動等円滑化経路協定区

域から除外されるものとする。 

２ 移動等円滑化経路協定区域内の土地で土地区画

整理法第九十八条第一項の規定により仮換地とし

て指定されたものが、同法第八十六条第一項の換地

計画又は大都市住宅等供給法第七十二条第一項の

換地計画において当該土地に対応する従前の土地

についての換地として定められず、かつ、土地区画

整理法第九十一条第三項（大都市住宅等供給法第八

十二条第一項において準用する場合を含む。）の規

定により当該土地に対応する従前の土地の所有者

に対してその共有持分を与えるように定められた

土地としても定められなかったときは、当該地は、

土地区画整理法第百三条第四項（大都市住宅等供給
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法第八十三条において準用する場合を含む。）の公

告があった日が終了した時において当該移動等円

滑化経路協定区域から除外されるものとする。 

３ 前二項の規定により移動等円滑化経路協定区域

内の土地が当該移動等円滑化経路協定区域から除

外された場合においては、当該借地権等を有してい

た者又は当該仮換地として指定されていた土地に

対応する従前の土地に係る土地所有者等（当該移動

等円滑化経路協定の効力が及ばない者を除く。）は、

遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければなら

ない。 

４ 第四十三条第二項の規定は、前項の規定による届

出があった場合その他市町村長が第一項又は第二

項の規定により移動等円滑化経路協定区域内の土

地が当該移動等円滑化経路協定区域から除外され

たことを知った場合について準用する。 

（移動等円滑化経路協定の効力） 

第四十六条 第四十三条第二項（第四十四条第二項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による認可の

公告のあった移動等円滑化経路協定は、その公告の

あった後において当該移動等円滑化経路協定区域

内の土地所有者等となった者（当該移動等円滑化経

路協定について第四十一条第一項又は第四十四条

第一項の規定による合意をしなかった者の有する

土地の所有権を承継した者を除く。）に対しても、そ

の効力があるものとする。 

（移動等円滑化経路協定の認可の公告のあった後

移動等円滑化経路協定に加わる手続等） 

第四十七条 移動等円滑化経路協定区域内の土地の

所有者（土地区画整理法第九十八条第一項の規定に

より仮換地として指定された土地にあっては、当該

土地に対応する従前の土地の所有者）で当該移動等

円滑化経路協定の効力が及ばないものは、第四十三

条第二項（第四十四条第二項において準用する場合

を含む。）の規定による認可の公告があった後いつ

でも、市町村長に対して書面でその意思を表示する

ことによって、当該移動等円滑化経路協定に加わる

ことができる。 

２ 第四十三条第二項の規定は、前項の規定による意

思の表示があった場合について準用する。 

３ 移動等円滑化経路協定は、第一項の規定により当

該移動等円滑化経路協定に加わった者がその時に

おいて所有し、又は借地権等を有していた当該移動

等円滑化経路協定区域内の土地（土地区画整理法第

九十八条第一項の規定により仮換地として指定さ

れた土地にあっては、当該土地に対応する従前の土

地）について、前項において準用する第四十三条第

二項の規定による公告のあった後において土地所

有者等となった者（前条の規定の適用がある者を除

く。）に対しても、その効力があるものとする。 

（移動等円滑化経路協定の廃止） 

第四十八条 移動等円滑化経路協定区域内の土地所

有者等（当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばな

い者を除く。）は、第四十一条第三項又は第四十四条

第一項の認可を受けた移動等円滑化経路協定を廃

止しようとする場合においては、その過半数の合意

をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなけ

ればならない。 

２ 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を

公告しなければならない。 

（土地の共有者等の取扱い） 

第四十九条 土地又は借地権等が数人の共有に属す

るときは、第四十一条第一項、第四十四条第一項、

第四十七条第一項及び前条第一項の規定の適用に

ついては、合わせて一の所有者又は借地権等を有す

る者とみなす。 

（一の所有者による移動等円滑化経路協定の設定） 

第五十条 移動等円滑化促進地区内又は重点整備地

区内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者

等が存しないものの所有者は、移動等円滑化のため

必要があると認めるときは、市町村長の認可を受け

て、当該土地の区域を移動等円滑化経路協定区域と

する移動等円滑化経路協定を定めることができる。 

２ 市町村長は、前項の認可の申請が第四十三条第一

項各号のいずれにも該当し、かつ、当該移動等円滑

化経路協定が移動等円滑化のため必要であると認

める場合に限り、前項の認可をするものとする。 

３ 第四十三条第二項の規定は、第一項の認可につい

て準用する。 

４ 第一項の認可を受けた移動等円滑化経路協定は、

認可の日から起算して三年以内において当該移動

等円滑化経路協定区域内の土地に二以上の土地所

有者等が存することになった時から、第四十三条第

二項の規定による認可の公告のあった移動等円滑

化経路協定と同一の効力を有する移動等円滑化経

路協定となる。 

（借主の地位） 

第五十一条 移動等円滑化経路協定に定める事項が

建築物その他の工作物の借主の権限に係る場合に

おいては、その移動等円滑化経路協定については、

当該建築物その他の工作物の借主を土地所有者等

とみなして、この章の規定を適用する。 

第五章の二 移動等円滑化施設協定 

第五十一条の二 移動等円滑化促進地区内又は重点

整備地区内の一団の土地の土地所有者等は、その全

員の合意により、高齢者、障害者等が円滑に利用す

ることができる案内所その他の当該土地の区域に

おける移動等円滑化に資する施設（移動等円滑化経

路協定の目的となる経路を構成するものを除き、高

齢者、障害者等の利用に供しない施設であって移動

等円滑化のための事業の実施に伴い移転が必要と

なるのを含む。次項において同じ。）の整備又は管理

に関する協定（以下この条において「移動等円滑化

施設協定」という。）を締結することができる。ただ

し、当該土地（土地区画整理法第九十八条第一項の

規定により仮換地として指定された土地にあって

は、当該土地に対応する従前の土地）の区域内に借

地権等の目的となっている土地がある場合（当該借

地権等が地下又は空間について上下の範囲を定め

て設定されたもので、当該土地の所有者が当該土地

を使用している場合を除く。）においては、当該借地

権等の目的となっている土地の所有者の合意を要
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しない。 

２ 移動等円滑化施設協定においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一 移動等円滑化施設協定の目的となる土地の区

域及び施設の位置 

二 次に掲げる移動等円滑化に資する施設の整備

又は管理に関する事項のうち、必要なもの 

イ 前号の施設の移動等円滑化に関する基準 

ロ 前号の施設の整備又は管理に関する事項 

三 移動等円滑化施設協定の有効期間 

四 移動等円滑化施設協定に違反した場合の措置 

３ 前章（第四十一条第一項及び第二項を除く。）の規

定は、移動等円滑化施設協定について準用する。こ

の場合において、第四十三条第一項第三号中「第四

十一条第二項各号」とあるのは「第五十一条の二第

二項各号」と、同条第二項中「、移動等円滑化経路

協定区域」とるのは「、第五十一条の二第二項第一

号の区域（以下この章において「移動等円滑化施設

協定区域」という。）」と、「移動等円滑化経路協定区

域内」とあるのは「移動等円滑化施設協定区域内」

と、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条、

第四十七条第一項及び第三項、第四十八条第一項並

びに第五十条第一項及び第四項中「移動等円滑化経

路協定区域」とあるのは「移動等円滑化施設協定区

域」と、第四十六条及び第四十九条中「第四十一条

第一項」とあるのは「第五十一条の二第一項」と読

み替えるものとする。 

第六章 雑則 

（国の援助） 

第五十二条 国は、地方公共団体が移動等円滑化の促

進に関する施策を円滑に実施することができるよ

う、地方公共団体に対し、助言、指導その他の必要

な援助を行うよう努めなければならない。 

（資金の確保等） 

第五十二条の二 国は、移動等円滑化を促進するため

に必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努

めなければならない。 

２ 国は、移動等円滑化に関する研究開発の推進及び

その成果の普及に努めなければならない。 

（情報提供の確保） 

第五十二条の三 国は、移動等円滑化に関する情報提

供の確保に努めなければならない。 

２ 国は、前項の情報提供の確保を行うに当たっては、

生活の本拠の周辺地域以外の場所における移動等

円滑化が高齢者、障害者等の自立した日常生活及び

社会生活を確保する上で重要な役割を果たすこと

に鑑み、これらの者による観光施設その他の施設の

円滑な利用のために必要と認める用具の備付けそ

の他のこれらの施設における移動等円滑化に関す

る措置に係る情報が適切に提供されるよう、必要な

措置を講ずるものとする。 

（移動等円滑化の進展の状況に関する評価） 

第五十二条の四 国は、移動等円滑化を促進するため、

関係行政機関及び高齢者、障害者等、地方公共団体、

施設設置管理者その他の関係者で構成する会議を

設け、定期的に、移動等円滑化の進展の状況を把握

し、及び評価するよう努めなければならない。 

（報告及び立入検査） 

第五十三条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限

度において、主務省令で定めるところにより、公共

交通事業者等に対し、移動等円滑化のための事業に

関し報告をさせ、又はその職員に、公共交通事業者

等の事務所その他の事業場若しくは車両等に立ち

入り、旅客施設、車両等若しくは帳簿、書類その他

の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させるこ

とができる。 

２ 知事等は、この法律の施行に必要な限度において、

路外駐車場管理者等に対し、特定路外駐車場の路外

駐車場移動等円滑化基準への適合に関する事項に

関し報告をさせ、又はその職員に、特定路外駐車場

若しくはその業務に関係のある場所に立ち入り、特

定路外駐車場の施設若しくは業務に関し検査させ、

若しくは関係者に質問させることができる。 

３ 所管行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお

いて、政令で定めるところにより、建築主等に対し、

特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に

関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、特

定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、特定建

築物、建築設備、書類その他の物件を検査させ、若

しくは関係者に質問させることができる。 

４ 所管行政庁は、認定建築主等に対し、認定特定建

築物の建築等又は維持保全の状況について報告を

させることができる。 

５ 所管行政庁は、認定協定建築主等に対し、第二十

二条の二第四項の認定を受けた計画（同条第五項に

おいて準用する第十八条第一項の規定による変更

の認定があったときは、その変更後のもの）に係る

協定建築物の建築等又は維持保全の状況について

報告をさせることができる。 

６ 第一項から第三項までの規定により立入検査を

する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者の請求があったときは、これを提示しなければな

らない。 

７ 第一項から第三項までの規定による立入検査の

権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。 

（主務大臣等） 

第五十四条 第三条第一項、第三項及び第四項におけ

る主務大臣は、同条第二項第二号に掲げる事項につ

いては国土交通大臣とし、その他の事項については

国土交通大臣、国家公安委員会、総務大臣及び文部

科学大臣とする。 

２ 第九条、第九条の二第一項、第九条の三から第九

条の五まで、第九条の七、第二十二条の二第一項及

び第二項（これらの規定を同条第五項において読み

替えて準用する第十八条第二項において準用する

場合を含む。）、第二十四条、第二十四条の六第四項

及び第五項、第二十九条第一項、第二項（同条第四

項において準用する場合を含む。）、第三項及び第五

項、第三十二条第三項、第三十八条第二項、前条第

一項並びに次条における主務大臣は国土交通大臣

とし、第二十四条の二第七項及び第八項（これらの
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規定を同条第十項並びに第二十五条第十項及び第

十一項において準用する場合を含む。）における主

務大臣は国土交通大臣、国家公安委員会、総務大臣

及び文部科学大臣とする。 

３ この法律における主務省令は、国土交通省令とす

る。ただし、第三十条における主務省令は、総務省

令とし、第三十六条第二項における主務省令は、国

家公安委員会規則とする。 

４ この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通

省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委

任することができる。 

（不服申立て） 

第五十五条 市町村が第三十二条第五項の規定によ

り道路管理者に代わってした処分に不服がある者

は、当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁

決に不服がある者は、主務大臣に対して再審査請求

をすることができる。 

（事務の区分） 

第五十六条 第三十二条の規定により国道に関して

市町村が処理することとされている事務（費用の負

担及び徴収に関するものを除く。）は、地方自治法

（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一

号に規定する第一号法定受託事務とする。 

（道路法の適用） 

第五十七条 第三十二条第五項の規定により道路管

理者に代わってその権限を行う市町村は、道路法第

八章の規定の適用については、道路管理者とみなす。 

（経過措置） 

第五十八条 この法律に基づき命令を制定し、又は改

廃する場合においては、その命令で、その制定又は

改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内にお

いて、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含

む。）を定めることができる。 

第七章 罰則 

第五十九条 第九条第三項、第十二条第三項又は第十

五条第一項の規定による命令に違反した者は、三百

万円以下の罰金に処する。 

第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万

円以下の罰金に処する。 

一 第九条第二項の規定に違反して、届出をせず、

又は虚偽の届出をした者 

二 第三十八条第四項の規定による命令に違反し

た者 

三 第五十三条第一項の規定による報告をせず、若

しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問

に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした

者 

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五

十万円以下の罰金に処する。 

一 第九条の四の規定による提出をしなかった者 

二 第九条の五の規定による報告をせず、又は虚偽

の報告をした者 

三 第十二条第一項又は第二項の規定に違反して、

届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三

十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十条第二項の規定に違反して、表示を付し

た者 

二 第二十四条の六第一項又は第二項の規定に違

反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、同

条第一項本文又は第二項に規定する行為をした

者 

三 第五十三条第三項の規定による報告をせず、若

しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問

に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした

者 

第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二

十万円以下の罰金に処する。 

一 第五十三条第二項の規定による報告をせず、若

しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問

に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした

者 

二 第五十三条第四項又は第五項の規定による報

告をせず、又は虚偽の報告をした者 

第六十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代

理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関し、第五十九条から前条までの違反行為を

したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人

に対しても各本条の刑を科する。 

第六十五条 第九条の六の規定による公表をせず、又

は虚偽の公表をした者は、五十万円以下の過料に処

する。 

第六十六条 第二十四条の八第一項（第四十条の二第

二項において準用する場合を含む。）の規定による

情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

は、二十万円以下の過料に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超

えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定

建築物の建築の促進に関する法律及び高齢者、身体

障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化

の促進に関する法律の廃止） 

第二条 次に掲げる法律は、廃止する。 

一 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定

建築物の建築の促進に関する法律（平成六年法律

第四十四号） 

二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用し

た移動の円滑化の促進に関する法律（平成十二年

法律第六十八号） 

（道路管理者、路外駐車場管理者等及び公園管理者

等の基準適合義務に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行の際現に工事中の特定道路

の新設又は改築、特定路外駐車場の設置及び特定公

園施設の新設、増設又は改築については、それぞれ

第十条第一項、第十一条第一項及び第十三条第一項

の規定は、適用しない。 

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建
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築物の建築の促進に関する法律の廃止に伴う経

過措置） 

第四条 附則第二条第一号の規定による廃止前の高

齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物

の建築の促進に関する法律（これに基づく命令を含

む。）の規定によりした処分、手続その他の行為は、

この法律（これに基づく命令を含む。）中の相当規定

によりしたものとみなす。 

２ この法律の施行の際現に工事中の特別特定建築

物の建築又は修繕若しくは模様替については、第十

四条第一項から第三項までの規定は適用せず、なお

従前の例による。 

３ この法律の施行の際現に存する特別特定建築物

で、政令で指定する類似の用途相互間における用途

の変更をするものについては、第十四条第一項の規

定は適用せず、なお従前の例による。 

４ 第十五条の規定は、この法律の施行後（第二項に

規定する特別特定建築物については、同項に規定す

る工事が完了した後）に建築（用途の変更をして特

別特定建築物にすることを含む。以下この項におい

て同じ。）をした特別特定建築物について適用し、こ

の法律の施行前に建築をした特別特定建築物につ

いては、なお従前の例による。 

（高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した

移動の円滑化の促進に関する法律の廃止に伴う

経過措置） 

第五条 附則第二条第二号の規定による廃止前の高

齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動

の円滑化の促進に関する法律（以下この条において

「旧移動円滑化法」という。）第六条第一項の規定に

より作成された基本構想、旧移動円滑化法第七条第

一項の規定により作成された公共交通特定事業計

画、旧移動円滑化法第十条第一項の規定により作成

された道路特定事業計画及び旧移動円滑化法第十

一条第一項の規定により作成された交通安全特定

事業計画は、それぞれ第二十五条第一項の規定によ

り作成された基本構想、第二十八条第一項の規定に

より作成された公共交通特定事業計画、第三十一条

第一項の規定により作成された道路特定事業計画

及び第三十六条第一項の規定により作成された交

通安全特定事業計画とみなす。 

２ 旧移動円滑化法（これに基づく命令を含む。）の規

定によりした処分、手続その他の行為は、この法律

（これに基づく命令を含む。）中の相当規定により

したものとみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則

の適用については、なお従前の例による。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場

合において、この法律の施行の状況について検討を

加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの

とする。 

附 則 （平成一八年六月二一日法律第九二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超

えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

附 則 （平成一九年三月三一日法律第一九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超

えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

附 則 （平成二三年五月二日法律第三五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超

えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

附 則 （平成二三年六月二二日法律第七〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行

する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第

十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高める

ための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律（平成二十三年法律第百五号）の公布の

日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から

施行する。 

附 則 （平成二三年八月三〇日法律第一〇五号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。 

一 第十条（構造改革特別区域法第十八条の改正規

定を除く。）、第十二条、第十四条（地方自治法別

表第一公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三

号）の項及び道路法（昭和二十七年法律第百八十

号）の項の改正規定に限る。）、第十六条（地方公

共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び

第十三条の改正規定を除く。）、第五十九条、第六

十五条（農地法第五十七条の改正規定に限る。）、

第七十六条、第七十九条（特定農山村地域におけ

る農林業等の活性化のための基盤整備の促進に

関する法律第十四条の改正規定に限る。）、第九十

八条（公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項

の改正規定を除く。）、第九十九条（道路法第十七

条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十

八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七

条の改正規定に限る。）、第百二条（道路整備特別

措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二

条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。）、

第百四条、第百十条（共同溝の整備等に関する特

別措置法第二十六条の改正規定に限る。）、第百十

四条、第百二十一条（都市再開発法第百三十三条

の改正規定に限る。）、第百二十五条（公有地の拡

大の推進に関する法律第九条の改正規定に限

る。）、第百三十一条（大都市地域における住宅及

び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百

条の改正規定に限る。）、第百三十三条、第百四十

一条、第百四十七条（電線共同溝の整備等に関す

る特別措置法第二十七条の改正規定に限る。）、第

百四十九条（密集市街地における防災街区の整備
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の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、

第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十

五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限

る。）、第百五十三条、第百五十五条（都市再生特

別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十

一条第一項の改正規定に限る。）、第百五十六条

（マンションの建替えの円滑化等に関る法律第

百二条の改正規定に限る。）、第百五十九条、第百

六十条（地域における多様な需要に応じた公的賃

貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第

二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規

定（「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改

める部分に限る。）並びに同条第六項及び第七項

の改正規定に限る。）、第百六十二条（高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第

二十五条の改正規定（同条第七項中「ときは」を

「場合において、次条第一項の協議会が組織され

ていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が

組織されている場合には協議会における協議を、

同項の協議会が組織されていない場合には」を削

る部分を除く。）並びに同法第三十二条、第三十九

条及び第五十四条の改正規定に限る。）、第百六十

三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一

条（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の

五第二項第五号の改正規定に限る。）、第百七十五

条及び第百八十六条（ポリ塩化ビフェニル廃棄物

の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条

第二項第三号の改正規定に限る。）の規定並びに

附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、

第七十三条、第八十七条（地方税法（昭和二十五

年法律第二百二十六号）第五百八十七条の二及び

附則第十一条の改正規定に限る。）、第九十一条

（租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）

第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第

六十四条の改正規定に限る。）、第九十二条（高速

自動車国道法（昭和三十二年法律第七十九号）第

二十五条の改正規定を除く。）、第九十三条、第九

十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及

び第百十八条の規定 公布の日から起算して三

月を経過した日 

二 第二条、第十条（構造改革特別区域法第十八条

の改正規定に限る。）、第十四条（地方自治法第二

百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一

騒音規制法（昭和四十三年法律第九十八号）の項、

都市計画法（昭和四十三年法律第百号）の項、都

市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）の項、

環境基本法（平成五年法律第九十一号）の項及び

密集市街地における防災街区の整備の促進に関

する法律（平成九年法律第四十九号）の項並びに

別表第二都市再開発法（昭和四十四年法律第三十

八号）の項、公有地の拡大の推進に関する法律（昭

和四十七年法律第六十六号）の項、大都市地域に

おける住宅及び住宅地の供給の促進に関する特

別措置法（昭和五十年法律第六十七号）の項、密

集市街地における防災街区の整備の促進に関す

る法律（平成九年法律第四十九号）の項及びマン

ションの建替えの円滑化等に関する法律（平成十

四年法律第七十八号）の項の改正規定に限る。）、

第十七条から第十九条まで、第二十二条（児童福

祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、

第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二

十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四

条の三十六の改正規定に限る。）、第二十三条から

第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、

第三十四条（社会福祉法第六十二条、第六十五条

及び第七十一条の改正規定に限る。）、第三十五条、

第三十七条、第三十八条（水道法第四十六条、第

四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正

規定を除く。）、第三十九条、第四十三条（職業能

力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条

及び第三十条の二の改正規定に限る。）、第五十一

条（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律第六十四条の改正規定に限る。）、第

五十四条（障害者自立支援法第八十八条及び第八

十九条の改正規定を除く。）、第六十五条（農地法

第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十

七条の改正規定を除く。）、第八十七条から第九十

二条まで、第九十九条（道路法第二十四条の三及

び第四十八条の三の改正規定に限る。）、第百一条

（土地区画整理法第七十六条の改正規定に限

る。）、第百二条（道路整備特別措置法第十八条か

ら第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び

第五十条の改正規定に限る。）、第百三条、第百五

条（駐車場法第四条の改正規定を除く。）、第百七

条、第百八条、第百十五条（首都圏近郊緑地保全

法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。）、第

百十六条（流通業務市街地の整備に関する法律第

三条の二の改正規定を除く。）、第百十八条（近畿

圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び

第十八条の改正規定に限る。）、第百二十条（都市

計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条

の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十

二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、

第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改

正規定を除く。）、第百二十一条（都市再開発法第

七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六

十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九

条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及

び第百四十二条の改正規定に限る。）、第百二十五

条（公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改

正規定を除く。）、第百二十八条（都市緑地法第二

十条及び第三十九条の改正規定を除く。）、第百三

十一条（大都市地域における住宅及び住宅地の供

給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、

第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条

の二の改正規定に限る。）、第百四十二条（地方拠

点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の

促進に関する法律第十八条及び第二十一条から

第二十三条までの改正規定に限る。）、第百四十五

条、第百四十六条（被災市街地復興特別措置法第

五条及び第七条第三項の改正規定を除く。）、第百

四十九条（密集市街地における防災街区の整備の
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促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九

十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三

十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三

百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。）、

第百五十五条（都市再生特別措置法第五十一条第

四項の改正規定に限る。）、第百五十六条（マンシ

ョンの建替えの円滑化等に関する法律第百二条

の改正規定を除く。）、第百五十七条、第百五十八

条（景観法第五十七条の改正規定に限る。）、第百

六十条（地域における多様な需要に応じた公的賃

貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第

五項の改正規定（「第二項第二号イ」を「第二項第

一号イ」に改める部分を除く。）並びに同法第十一

条及び第十三条の改正規定に限る。）、第百六十二

条（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十

六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。）、

第百六十五条（地域における歴史的風致の維持及

び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条

の改正規定に限る。）、第百六十九条、第百七十一

条（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一

条の改正規定に限る。）、第百七十四条、第百七十

八条、第百八十二条（環境基本法第十六条及び第

四十条の二の改正規定に限る。）及び第百八十七

条（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第

十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正

規定（「第四条第三項」を「第四条第四項」に改め

る部分を除く。）、同法第二十九条第四項の改正規

定（「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める

部分を除く。）並びに同法第三十四条及び第三十

五条の改正規定に限る。）の規定並びに附則第十

三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条

第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三

項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八

条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、

第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から

第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五

十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十

一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十

四条から第七十六条まで、第七十八条、八十条第

一項及び第三項、第八十三条、第八十七条（地方

税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改

正規定を除く。）、第八十九条、第九十条、第九十

二条（高速自動車国道法第二十五条の改正規定に

限る。）、第百一条、第百二条、第百五条から第百

七条まで、第百十二条、第百十七条（地域におけ

る多様な主体の連携による生物の多様性の保全

のための活動の促進等に関する法律（平成二十二

年法律第七十二号）第四条第八項の改正規定に限

る。）、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百

二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日 

（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律の一部改正に伴う経過措置） 

第七十二条 第百六十二条の規定（高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十

二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条

の改正規定に限る。以下この項から第三項までにお

いて同じ。）の施行の日から起算して一年を超えな

い期間内におい、第百六十二条の規定による改正後

の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律（以下この項から第三項までにおいて「新高

齢者移動等円滑化法」という。）第十条第一項、第十

三条第一項又は第三十六条第二項の規定に基づく

条例が制定施行されるまでの間は、新高齢者移動等

円滑化法第十条第二項の主務省令で定める基準は

同条第一項の条例で定める基準と、新高齢者移動等

円滑化法第十三条第二項の主務省令で定める基準

は同条第一項の条例で定める基準と、新高齢者移動

等円滑化法第三十六条第二項の主務省令で定める

基準は同項の条例で定める基準とみなす。 

２ 第百六十二条の規定の施行前に第百六十二条の

規定による改正前の高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（以下この項及び次項にお

いて「旧高齢者移動等円滑化法」という。）第十二条

第三項若しくは第五十三条第二項の規定により都

道府県知事が行った命令その他の行為又は旧高齢

者移動等円滑化法第十二条第一項若しくは第二項

の規定により都道府県知事に対して行った届出で、

新高齢者移動等円滑化法第十二条又は第五十三条

第二項の規定により市長が行うこととなる事務に

係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長

が行った命令その他の行為又は当該市長に対して

行った届出とみなす。 

３ 第百六十二条の規定の施行前に旧高齢者移動等

円滑化法第十二条第一項又は第二項の規定により

都道府県知事に対し届出をしなければならないと

されている事項のうち新高齢者移動等円滑化法第

十二条第一項又は第二項の規定により市長に対し

て届出をしなければならないこととなるもので、第

百六十二条の規定の施行前にその手続がされてい

ないものについては、第百六十二条の規定の施行後

は、これを、これらの規定により市長に対して届出

をしなければならないとされた事項についてその

手続がされていないものとみなして、これらの規定

を適用する。 

４ 第百六十二条の規定（高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規

定（同条第七項中「ときは」を「場合において、次

条第一項の協議会が組織されていないときは」に改

め、「次条第一項の協議会が組織されている場合に

は協議会における協議を、同項の協議会が組織され

ていない場合には」を削る部分を除く。）並びに同法

第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定

に限る。以下この項において同じ。）の施行前に第百

六十二条の規定による改正前の高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律第三十二条第

三項の規定によりされた認可又は第百六十二条の

規定の施行の際現に同項の規定によりされている

認可の申請は、それぞれ第百六十二条の規定による

改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律第三十二条第三項の規定によりされ

た同意又は協議の申出とみなす。 
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（罰則に関する経過措置） 

第八十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定

にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）

の施行前にした行為及びこの附則の規定によりな

お従前の例によることとされる場合におけるこの

法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法

律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過

措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二三年一二月一四日法律第一二二号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超

えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規

定 公布の日 

附 則 （平成二五年六月一四日法律第四四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 

第十条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあ

っては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰

則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律

の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措

置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二六年六月四日法律第五四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超

えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 略 

二 第五十二条第三項の改正規定（「部分（」の下に

「第六項の政令で定める昇降機の昇降路の部分

又は」を加える部分及び「又は」を「若しくは」

に改める部分に限る。）及び同条第六項の改正規

定並びに次条の規定及び附則第十三条の規定（高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律（平成十八年法律第九十一号）第二十四条の

改正規定に限る。） 公布の日から起算して六月

を超えない範囲内において政令で定める日 

附 則 （平成二六年六月一三日法律第六九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年

法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

（経過措置の原則） 

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為につ

いての不服申立てであってこの法律の施行前にさ

れた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施

行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るも

のについては、この附則に特別の定めがある場合を

除き、なお従前の例による。 

（訴訟に関する経過措置） 

第六条 この法律による改正前の法律の規定により

不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行

為を経た後でなければ訴えを提起できないことと

される事項であって、当該不服申立てを提起しない

でこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経

過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対

する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でな

ければ提起できないとされる場合にあっては、当該

他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前

にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）

の訴えの提起については、なお従前の例による。 

２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条

の規定によりなお従前の例によることとされる場

合を含む。）により異議申立てが提起された処分そ

の他の行為であって、この法律の規定による改正後

の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た

後でなければ取消しの訴えを提起することができ

ないこととされるものの取消しの訴えの提起につ

いては、なお従前の例による。 

３ 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の

行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に

提起されたものについては、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第

五条及び前二条の規定によりなお従前の例による

こととされる場合におけるこの法律の施行後にし

た行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほ

か、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に

関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二九年五月一二日法律第二六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超

えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

附 則 （平成三〇年五月二五日法律第三二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超

えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、第二条及び次条の規定は、平成三十一

年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 第二条の規定の施行の際現に工事中の海上

運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）による輸

送施設（船舶を除き、同法による旅客不定期航路事

業の用に供するものに限る。）の新たな建設又は同

条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律第八条第一項の主務

省令で定める大規模な改良については、同項の規定

は、適用しない。 
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（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に

関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場

合において、この法律による改正後の高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行

の状況について検討を加え、必要があると認めると

きは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの

とする。 

附 則 （平成三〇年六月二七日法律第六七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超

えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 略 

二 第一条の規定並びに次条並びに附則第三条、第

九条及び第十五条（高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九

十一号）第二十四条の改正規定に限る。）の規定 

公布の日から起算して三月を超えない範囲内に

おいて政令で定める日 

附 則 （令和二年五月二〇日法律第二八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。

ただし、第一条並びに次条第一項及び附則第三条の

規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲

内において政令で定める日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 第一条の規定の施行の際現に同条の規定に

よる改正前の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律第二十四条の二第一項の規定に

より定められている移動等円滑化促進方針には、当

該移動等円滑化促進方針が第一条の規定の施行後

最初に変更されるまでの間は、同条の規定による改

正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律第二十四条の二第二項の規定にかかわ

らず、同項第三号に掲げる事項を定めないことがで

きる。 

２ この法律の施行の際現に新設又は改築の工事中

の旅客特定車両停留施設については、第二条の規定

による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律第十条第一項、第三項及び第十

一項の規定は、適用しない。この場合においては、

当該旅客特定車両停留施設を新設旅客特定車両停

留施設以外の旅客特定車両停留施設とみなして、同

条第四項の規定を適用する。 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に

関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場

合において、この法律による改正後の高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行

の状況について検討を加え、必要があると認めると

きは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの

とする。 

附 則 （令和二年五月二七日法律第三一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超

えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

附 則 （令和二年六月三日法律第三六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超

えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

附 則 （令和二年六月一〇日法律第四二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超

えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 略 

二 第二条第三項第二号の改正規定、第十七条第三

項の改正規定、第四十四条の改正規定、第四十五

条の二第一項及び第四十六条の改正規定、第四十

九条の三第一項の改正規定、第四十九条の六の改

正規定、第五十条の二の改正規定、第五十一条の

前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規

定、同条の改正規定、第五十一条の二を削る改正

規定、第五十一条の二の二の改正規定、同条を第

五十一条の二とする改正規定、第五十一条の四第

一項の改正規定、第六十三条の三の改正規定、第

七十一条第五号の四の改正規定、第七十一条の五

第二項の改正規定、第七十二条の二第三項の改正

規定、第七十五条第一項第七号の改正規定、第七

十五条の八第二項の改正規定、第百八条の三の三

の付記の改正規定、第百八条の七の付記、第百八

条の十八の付記及び第百八条の三十一の付記の

改正規定、第百十条の二第五項の改正規定、第百

十七条の五の改正規定、第百十九条の二第一項第

一号及び第百十九条の三第一項第一号の改正規

定、第百二十一条第一項第九号の改正規定並びに

別表第一の改正規定並びに次条並びに附則第六

条、第七条、第十二条及び第十三条の規定 公布

の日から起算して六月を超えない範囲内におい

て政令で定める日 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超

えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一及び二 略 

三 第一条（建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正

規定（「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規

格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型

規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに

建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規
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格住宅及び請負型規格共同住宅等」に改める部分

を除く。）、同法第一条の改正規定、同法第三条の

改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条の

改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第

七条の改正規定、同法第三章の次に一章を加える

改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規

定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条

の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第

七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、

同法第七十七条の改正規定及び同法第七十八条

の改正規定を除く。）及び第三条の規定並びに附

則第十一条の規定 公布の日から起算して一年

を超えない範囲内において政令で定める日 

附 則 （令和五年五月一二日法律第二四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超

えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一から三まで 略 

四 第三条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）

並びに附則第六条、第七条、第十三条、第十四条

及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十

九条の規定（外国人観光旅客の来訪の促進等によ

る国際観光の振興に関する法律（平成九年法律第

九十一号）第六条第二項の改正規定（「第二十三条」

を「第二十一条の五」に改める部分に限る。）を除

く。）、附則第二十条の規定（中心市街地の活性化

に関する法律（平成十年法律第九十二号）第四十

条第二項の改正規定（「第二十三条」を「第二十一

条の五」に改める部分に限る。）を除く。）、附則第

二十一条の規定、附則第二十二条の規定（流通業

務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平成

十七年法律第八十五号）第十二条第二項の改正規

定を除く。）、附則第二十三条の規定、附則第二十

四条の規定（地域公共交通の活性化及び再生に関

する法律（平成十九年法律第五十九号）第二十七

条の五第二項の改正規定（「第十五条第一項」を

「第十六条第一項」に改める部分に限る。）、同法

第二十七条の十九の改正規定（「第十五条」を「第

十六条」に改める部分に限る。）及び同法第三十五

条第二項の改正規定（「第十五条第一項」を「第十

六条第一項」に改める部分に限る。）を除く。）、附

則第二十五条の規定（観光圏の整備による観光旅

客の来訪及び滞在の促進に関する法律（平成二十

年法律第三十九号）第十三条第二項の改正規定

（「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部

分に限る。）を除く。）、附則第二十六条の規定（総

合特別区域法（平成二十三年法律第八十一号）第

十九条の三の改正規定（「第八条第一項」を「第六

条」に改める部分に限る。）を除く。）、附則第二十

七条及び第二十八条の規定、附則第二十九条の規

定（文化観光拠点施設を中核とした地域における

文化観光の推進に関する法律（令和二年法律第十

八号）第八条第二項の改正規定（「第二十三条」を

「第二十一条の五」に改める部分に限る。）を除

く。）並びに附則第三十条及び第三十一条の規定 

公布の日から起算して二年を超えない範囲内に

おいて政令で定める日 

附 則 （令和五年六月一六日法律第五八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。 

一及び二 略 

三 第七条の規定並びに附則第四条、第六条、第八

条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで

及び第二十一条から第二十三条までの規定 公

布の日から起算して一年を超えない範囲内にお

いて政令で定める日 
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７ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 

平成 18 年 12 月 8 日政令第 379 号 

改正令和 4 年 3 月 25 日政令第 84 号 

 

 

（特定旅客施設の要件） 

第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律（以下「法」という。）第二条第七号の政

令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する

こととする。 

一 当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者

の人数（当該旅客施設が新たに建設される場合に

あっては、当該旅客施設の一日当たりの平均的な

利用者の人数の見込み）が五千人以上であること。 

二 次のいずれかに該当することにより当該旅客

施設を利用する高齢者又は障害者の人数（当該旅

客施設が新たに建設される場合にあっては、当該

旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数の

見込み）が前号の要件に該当する旅客施設を利用

する高齢者又は障害者の人数と同程度以上であ

ると認められること。 

イ 当該旅客施設が所在する市町村の区域にお

ける人口及び高齢者の人数を基準として国土

交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところ

により算定した当該旅客施設を利用する高齢

者の人数が、全国の区域における人口及び高齢

者の人数を基準として国土交通省令・内閣府

令・総務省令の定めるところにより算定した前

号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢

者の人数以上であること。 

ロ 当該旅客施設が所在する市町村の区域にお

ける人口及び障害者の人数を基準として国土

交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところ

により算定した当該旅客施設を利用する障害

者の人数が、全国の区域における人口及び障害

者の人数を基準として国土交通省令・内閣府

令・総務省令の定めるところにより算定した前

号の要件に該当する旅客施設を利用する障害

者の人数以上であること。 

三 前二号に掲げるもののほか、当該旅客施設及び

その周辺に所在する官公庁施設、福祉施設その他

の施設の利用の状況並びに当該旅客施設の周辺

における移動等円滑化の状況からみて、当該旅客

施設について移動等円滑化のための事業を優先

的に実施する必要性が特に高いと認められるも

のであること。 

（特定道路） 

第二条 法第二条第十号の政令で定める道路は、生活

関連経路を構成する道路法（昭和二十七年法律第百

八十号）による道路のうち多数の高齢者、障害者等

の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交

通大臣がその路線及び区間を指定したものとする。 

（特定公園施設） 

第三条 法第二条第十五号の政令で定める公園施設

は、公園施設のうち次に掲げるもの（法令又は条例

の定める現状変更の規制及び保存のための措置が

とられていることその他の事由により法第十三条

の都市公園移動等円滑化基準に適合させることが

困難なものとして国土交通省令で定めるものを除

く。）とする。 

一 都市公園の出入口と次号から第十二号までに

掲げる公園施設その他国土交通省令で定める主

要な公園施設（以下この号において「屋根付広場

等」という。）との間の経路及び第六号に掲げる駐

車場と屋根付広場等（当該駐車場を除く。）との間

の経路を構成する園路及び広場 

二 屋根付広場 

三 休憩所 

四 野外劇場 

五 野外音楽堂 

六 駐車場 

七 便所 

八 水飲場 

九 手洗場 

十 管理事務所 

十一 掲示板 

十二 標識 

（特定建築物） 

第四条 法第二条第十八号の政令で定める建築物は、

次に掲げるもの（建築基準法（昭和二十五年法律第

二百一号）第三条第一項に規定する建築物及び文化

財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百四

十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地

区内における同法第二条第一項第六号の伝統的建

造物群を構成している建築物を除く。）とする。 

一 学校 

二 病院又は診療所 

三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

四 集会場又は公会堂 

五 展示場 

六 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品

販売業を営む店舗 

七 ホテル又は旅館 

八 事務所 

九 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

十 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これら

に類するもの 

十一 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害

者福祉センターその他これらに類するもの 

十二 体育館、水泳場、ボーリング場その他これら

に類する運動施設又は遊技場 

十三 博物館、美術館又は図書館 

十四 公衆浴場 

十五 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラ

ブ、ダンスホールその他これらに類するもの 

資料編　《関連法令等》 
1 - 158



 

 

十六 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装

屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む

店舗 

十七 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教

室その他これらに類するもの 

十八 工場 

十九 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発

着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合い

の用に供するもの 

二十 自動車の停留又は駐車のための施設 

二十一 公衆便所 

二十二 公共用歩廊 

（特別特定建築物） 

第五条 法第二条第十九号の政令で定める特定建築

物は、次に掲げるものとする。 

一 小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教

育学校（前期課程に係るものに限る。）で公立のも

の（第二十三条及び第二十五条第三項第一号にお

いて「公立小学校等」という。）又は特別支援学校 

二 病院又は診療所 

三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

四 集会場又は公会堂 

五 展示場 

六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む

店舗 

七 ホテル又は旅館 

八 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利

用する官公署 

九 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類する

もの（主として高齢者、障害者等が利用するもの

に限る。） 

十 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者

福祉センターその他これらに類するもの 

十一 体育館（一般公共の用に供されるものに限

る。）、水泳場（一般公共の用に供されるものに限

る。）若しくはボーリング場又は遊技場 

十二 博物館、美術館又は図書館 

十三 公衆浴場 

十四 飲食店 

十五 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装

屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む

店舗 

十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発

着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合い

の用に供するもの 

十七 自動車の停留又は駐車のための施設（一般公

共の用に供されるものに限る。） 

十八 公衆便所 

十九 公共用歩廊 

（建築物特定施設） 

第六条 法第二条第二十号の政令で定める施設は、次

に掲げるものとする。 

一 出入口 

二 廊下その他これに類するもの（以下「廊下等」

という。） 

三 階段（その踊場を含む。以下同じ。） 

四 傾斜路（その踊場を含む。以下同じ。） 

五 エレベーターその他の昇降機 

六 便所 

七 ホテル又は旅館の客室 

八 敷地内の通路 

九 駐車場 

十 その他国土交通省令で定める施設 

（都道府県知事が所管行政庁となる建築物） 

第七条 法第二条第二十二号ただし書の政令で定め

る建築物のうち建築基準法第九十七条の二第一項

の規定により建築主事を置く市町村の区域内のも

のは、同法第六条第一項第四号に掲げる建築物（そ

の新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、

法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定によ

り都道府県知事の許可を必要とするものを除く。）

以外の建築物とする。 

２ 法第二条第二十二号ただし書の政令で定める建

築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項の規

定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、

次に掲げる建築物（第二号に掲げる建築物にあって

は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第

二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号

に規定する処分に関する事務を特別区が処理する

こととされた場合における当該建築物を除く。）と

する。 

一 延べ面積（建築基準法施行令（昭和二十五年政

令第三百三十八号）第二条第一項第四号の延べ面

積をいう。第二十六条において同じ。）が一万平方

メートルを超える建築物 

二 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に

関して、建築基準法第五十一条（同法第八十七条

第二項及び第三項において準用する場合を含み、

市町村都市計画審議会が置かれている特別区に

あっては、卸売市場に係る部分に限る。）の規定又

は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若

しくは条例の規定により都知事の許可を必要と

する建築物 

（基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処

分に係る法令の規定等） 

第八条 法第九条第一項の法令の規定で政令で定め

るものは、次に掲げる規定とする。 

一 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第

八条第一項、第九条第一項（同法第十二条第四項

において準用する場合を含む。）、第十条第一項、

第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一

項及び第二項並びに全国新幹線鉄道整備法（昭和

四十五年法律第七十一号）第九条第一項 

二 軌道法（大正十年法律第七十六号）第五条第一

項及び第十条 

三 自動車ターミナル法（昭和三十四年法律第百三

十六号）第三条及び第十一条第一項 

２ 法第九条第二項の法令の規定で政令で定めるも

のは、次に掲げる規定とする。 

一 鉄道事業法第九条第三項（同法第十二条第四項

において準用する場合を含む。）及び第十二条第

二項 
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二 軌道法施行令（昭和二十八年政令第二百五十八

号）第六条第二項及び軌道法に規定する国土交通

大臣の権限に属する事務で都道府県が処理する

もの等を定める政令（昭和二十八年政令第二百五

十七号）第一条第十項 

三 自動車ターミナル法第十一条第三項 

（基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規

模） 

第九条 法第十四条第一項の政令で定める規模は、床

面積（増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあ

っては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係

る部分の床面積。次条第二項において同じ。）の合計

二千平方メートル（第五条第十八号に掲げる公衆便

所（次条第二項において「公衆便所」という。）にあ

っては、五十平方メートル）とする。 

（建築物移動等円滑化基準） 

第十条 法第十四条第一項の政令で定める建築物特

定施設の構造及び配置に関する基準（次項に規定す

る特別特定建築物に係るものを除く。）は、次条から

第二十四条までに定めるところによる。 

２ 法第十四条第三項の規定により地方公共団体が

条例で同条第一項の建築の規模を床面積の合計五

百平方メートル未満で定めた場合における床面積

の合計が五百平方メートル未満の当該建築に係る

特別特定建築物（公衆便所を除き、同条第三項の条

例で定める特定建築物を含む。第二十五条において

「条例対象小規模特別特定建築物」という。）につい

ての法第十四条第一項の政令で定める建築物特定

施設の構造及び配置に関する基準は、第十九条及び

第二十五条に定めるところによる。 

（廊下等） 

第十一条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げ

るものでなければならない。 

一 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上

げること。 

二 階段又は傾斜路（階段に代わり、又はこれに併

設するものに限る。）の上端に近接する廊下等の

部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て視覚障害者が利用するものに限る。）には、視覚

障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行う

ために、点状ブロック等（床面に敷設されるブロ

ックその他これに類するものであって、点状の突

起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の

明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易

に識別できるものをいう。以下同じ。）を敷設する

こと。ただし、視覚障害者の利用上支障がないも

のとして国土交通大臣が定める場合は、この限り

でない。 

（階段） 

第十二条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げる

ものでなければならない。 

一 踊場を除き、手すりを設けること。 

二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上

げること。 

三 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色

相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に

識別できるものとすること。 

四 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因とな

るものを設けない構造とすること。 

五 段がある部分の上端に近接する踊場の部分（不

特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障

害者が利用するものに限る。）には、視覚障害者に

対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設す

ること。ただし、視覚障害者の利用上支障がない

ものとして国土交通大臣が定める場合は、この限

りでない。 

六 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、

回り階段以外の階段を設ける空間を確保するこ

とが困難であるときは、この限りでない。 

（階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路） 

第十三条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する傾斜路（階段に代わ

り、又はこれに併設するものに限る。）は、次に掲げ

るものでなければならない。 

一 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六セン

チメートルを超える傾斜がある部分には、手すり

を設けること。 

二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上

げること。 

三 その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度

の差が大きいことによりその存在を容易に識別

できるものとすること。 

四 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分

（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視

覚障害者が利用するものに限る。）には、視覚障害

者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷

設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障が

ないものとして国土交通大臣が定める場合は、こ

の限りでない。 

（便所） 

第十四条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合に

は、そのうち一以上（男子用及び女子用の区別があ

るときは、それぞれ一以上）は、次に掲げるもので

なければならない。 

一 便所内に、車椅子を使用している者（以下「車

椅子使用者」という。）が円滑に利用することがで

きるものとして国土交通大臣が定める構造の便

房（以下「車椅子使用者用便房」という。）を一以

上設けること。 

二 便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用する

ことができる構造の水洗器具を設けた便房を一

以上設けること。 

２ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢

者、障害者等が利用する男子用小便器のある便所を

設ける場合には、そのうち一以上に、床置式の小便

器、壁掛式の小便器（受け口の高さが三十五センチ

メートル以下のものに限る。）その他これらに類す

る小便器を一以上設けなければならない。 
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（ホテル又は旅館の客室） 

第十五条 ホテル又は旅館には、客室の総数が五十以

上の場合は、車椅子使用者が円滑に利用できる客室

（以下「車椅子使用者用客室」という。）を客室の総

数に百分の一を乗じて得た数（その数に一未満の端

数があるときは、その端数を切り上げた数）以上設

けなければならない。 

２ 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなけれ

ばならない。 

一 便所は、次に掲げるものであること。ただし、

当該客室が設けられている階に不特定かつ多数

の者が利用する便所（車椅子使用者用便房が設け

られたものに限る。）が一以上（男子用及び女子用

の区別があるときは、それぞれ一以上）設けられ

ている場合は、この限りでない。 

イ 便所内に車椅子使用者用便房を設けること。 

ロ 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けら

れている便所の出入口は、次に掲げるものであ

ること。 

（１） 幅は、八十センチメートル以上とする

こと。 

（２） 戸を設ける場合には、自動的に開閉す

る構造その他の車椅子使用者が容易に

開閉して通過できる構造とし、かつ、そ

の前後に高低差がないこと。 

二 浴室又はシャワー室（以下この号において「浴

室等」という。）は、次に掲げるものであること。

ただし、当該客室が設けられている建築物に不特

定かつ多数の者が利用する浴室等（次に掲げるも

のに限る。）が一以上（男子用及び女子用の区別が

あるときは、それぞれ一以上）設けられている場

合は、この限りでない。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができ

るものとして国土交通大臣が定める構造であ

ること。 

ロ 出入口は、前号ロに掲げるものであること。 

（敷地内の通路） 

第十六条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次

に掲げるものでなければならない。 

一 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上

げること。 

二 段がある部分は、次に掲げるものであること。 

イ 手すりを設けること。 

ロ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、

色相又は彩度の差が大きいことにより段を容

易に識別できるものとすること。 

ハ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因と

なるものを設けない構造とすること。 

三 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

イ 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六セ

ンチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一

を超える傾斜がある部分には、手すりを設ける

こと。 

ロ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度

の差が大きいことによりその存在を容易に識

別できるものとすること。 

（駐車場） 

第十七条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合

には、そのうち一以上に、車椅子使用者が円滑に利

用することができる駐車施設（以下「車椅子使用者

用駐車施設」という。）を一以上設けなければならな

い。 

２ 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでな

ければならない。 

一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。 

二 次条第一項第三号に定める経路の長さができ

るだけ短くなる位置に設けること。 

（移動等円滑化経路） 

第十八条 次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に

定める経路のうち一以上（第四号に掲げる場合にあ

っては、その全て）を、高齢者、障害者等が円滑に

利用できる経路（以下この条及び第二十五条第一項

において「移動等円滑化経路」という。）にしなけれ

ばならない。 

一 建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は

主として高齢者、障害者等が利用する居室（以下

「利用居室」という。）を設ける場合 道又は公園、

広場その他の空地（以下「道等」という。）から当

該利用居室までの経路（直接地上へ通ずる出入口

のある階（以下この条において「地上階」という。）

又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室

を設ける場合にあっては、当該地上階とその直上

階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を

除く。） 

二 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房（車

椅子使用者用客室に設けられるものを除く。以下

同じ。）を設ける場合 利用居室（当該建築物に利

用居室が設けられていないときは、道等。次号に

おいて同じ。）から当該車椅子使用者用便房まで

の経路 

三 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施

設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設

から利用居室までの経路 

四 建築物が公共用歩廊である場合 その一方の

側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その他方

の側の道等までの経路（当該公共用歩廊又はその

敷地にある部分に限る。） 

２ 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければ

ならない。 

一 当該移動等円滑化経路上に階段又は段を設け

ないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその

他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。 

二 当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、次

に掲げるものであること。 

イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。 

ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造

その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がな

いこと。 

三 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、第
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十一条の規定によるほか、次に掲げるものである

こと。 

イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 

ロ 五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支

障がない場所を設けること。 

ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造

その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がな

いこと。 

四 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路（階段

に代わり、又はこれに併設するものに限る。）は、

第十三条の規定によるほか、次に掲げるものであ

ること。 

イ 幅は、階段に代わるものにあっては百二十セ

ンチメートル以上、階段に併設するものにあっ

ては九十センチメートル以上とすること。 

ロ 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、

高さが十六センチメートル以下のものにあっ

ては、八分の一を超えないこと。 

ハ 高さが七十五センチメートルを超えるもの

にあっては、高さ七十五センチメートル以内ご

とに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場

を設けること。 

五 当該移動等円滑化経路を構成するエレベータ

ー（次号に規定するものを除く。以下この号にお

いて同じ。）及びその乗降ロビーは、次に掲げるも

のであること。 

イ 籠（人を乗せ昇降する部分をいう。以下この

号において同じ。）は、利用居室、車椅子使用者

用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階

及び地上階に停止すること。 

ロ 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメ

ートル以上とすること。 

ハ 籠の奥行きは、百三十五センチメートル以上

とすること。 

ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その

幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上と

すること。 

ホ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利

用しやすい位置に制御装置を設けること。 

ヘ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在

位置を表示する装置を設けること。 

ト 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示

する装置を設けること。 

チ 不特定かつ多数の者が利用する建築物（床面

積の合計が二千平方メートル以上の建築物に

限る。）の移動等円滑化経路を構成するエレベ

ーターにあっては、イからハまで、ホ及びヘに

定めるもののほか、次に掲げるものであること。 

（１） 籠の幅は、百四十センチメートル以上

とすること。 

（２） 籠は、車椅子の転回に支障がない構造

とすること。 

リ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降

ロビーにあっては、イからチまでに定めるもの

のほか、次に掲げるものであること。ただし、

視覚障害者の利用上支障がないものとして国

土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 

（１） 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び

昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声によ

り知らせる装置を設けること。 

（２） 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置

（車椅子使用者が利用しやすい位置及

びその他の位置に制御装置を設ける場

合にあっては、当該その他の位置に設け

るものに限る。）は、点字その他国土交通

大臣が定める方法により視覚障害者が

円滑に操作することができる構造とす

ること。 

（３） 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の

昇降方向を音声により知らせる装置を

設けること。 

六 当該移動等円滑化経路を構成する国土交通大

臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベー

ターその他の昇降機は、車椅子使用者が円滑に利

用することができるものとして国土交通大臣が

定める構造とすること。 

七 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通

路は、第十六条の規定によるほか、次に掲げるも

のであること。 

イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 

ロ 五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支

障がない場所を設けること。 

ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造

その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がな

いこと。 

ニ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（１） 幅は、段に代わるものにあっては百二

十センチメートル以上、段に併設するも

のにあっては九十センチメートル以上

とすること。 

（２） 勾配は、十二分の一を超えないこと。

ただし、高さが十六センチメートル以下

のものにあっては、八分の一を超えない

こと。 

（３） 高さが七十五センチメートルを超える

もの（勾配が二十分の一を超えるものに

限る。）にあっては、高さ七十五センチメ

ートル以内ごとに踏幅が百五十センチ

メートル以上の踊場を設けること。 

３ 第一項第一号に定める経路を構成する敷地内の

通路が地形の特殊性により前項第七号の規定によ

ることが困難である場合における前二項の規定の

適用については、第一項第一号中「道又は公園、広

場その他の空地（以下「道等」という。）」とあるの

は、「当該建築物の車寄せ」とする。 

（標識） 

第十九条 移動等円滑化の措置がとられたエレベー

ターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、

国土交通省令で定めるところにより、それぞれ、当
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該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設

があることを表示する標識を設けなければならな

い。 

（案内設備） 

第二十条 建築物又はその敷地には、当該建築物又は

その敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレ

ベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置

を表示した案内板その他の設備を設けなければな

らない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、

便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合

は、この限りでない。 

２ 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷

地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベータ

ーその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国

土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示す

ための設備を設けなければならない。 

３ 案内所を設ける場合には、前二項の規定は適用し

ない。 

（案内設備までの経路） 

第二十一条 道等から前条第二項の規定による設備

又は同条第三項の規定による案内所までの経路（不

特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害

者が利用するものに限る。）は、そのうち一以上を、

視覚障害者が円滑に利用できる経路（以下この条に

おいて「視覚障害者移動等円滑化経路」という。）に

しなければならない。ただし、視覚障害者の利用上

支障がないものとして国土交通大臣が定める場合

は、この限りでない。 

２ 視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるもの

でなければならない。 

一 当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害

者の誘導を行うために、線状ブロック等（床面に

敷設されるブロックその他これに類するもので

あって、線状の突起が設けられており、かつ、周

囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大き

いことにより容易に識別できるものをいう。）及

び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、

又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導

する設備を設けること。ただし、進行方向を変更

する必要がない風除室内においては、この限りで

ない。 

二 当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する

敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者

に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設

すること。 

イ 車路に近接する部分 

ロ 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に

近接する部分（視覚障害者の利用上支障がない

ものとして国土交通大臣が定める部分を除く。） 

（増築等に関する適用範囲） 

第二十二条 建築物の増築又は改築（用途の変更をし

て特別特定建築物にすることを含む。第一号におい

て「増築等」という。）をする場合には、第十一条か

ら前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分に限

り、適用する。 

一 当該増築等に係る部分 

二 道等から前号に掲げる部分にある利用居室ま

での一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階

段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷

地内の通路 

三 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高

齢者、障害者等が利用する便所 

四 第一号に掲げる部分にある利用居室（当該部分

に利用居室が設けられていないときは、道等）か

ら車椅子使用者用便房（前号に掲げる便所に設け

られるものに限る。）までの一以上の経路を構成

する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベータ

ーその他の昇降機及び敷地内の通路 

五 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高

齢者、障害者等が利用する駐車場 

六 車椅子使用者用駐車施設（前号に掲げる駐車場

に設けられるものに限る。）から第一号に掲げる

部分にある利用居室（当該部分に利用居室が設け

られていないときは、道等）までの一以上の経路

を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレ

ベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 

（公立小学校等に関する読替え） 

第二十三条 公立小学校等についての第十一条から

第十四条まで、第十六条、第十七条第一項、第十八

条第一項及び前条の規定（次条において「読替え対

象規定」という。）の適用については、これらの規定

中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高

齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者

が利用する」と、前条中「特別特定建築物」とある

のは「第五条第一号に規定する公立小学校等」とす

る。 

（条例で定める特定建築物に関する読替え） 

第二十四条 法第十四条第三項の規定により特別特

定建築物に条例で定める特定建築物を追加した場

合における読替え対象規定の適用については、読替

え対象規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は

主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは

「多数の者が利用する」と、第二十二条中「特別特

定建築物」とあるのは「法第十四条第三項の条例で

定める特定建築物」とする。 

（条例対象小規模特別特定建築物の建築物移動等

円滑化基準） 

第二十五条 条例対象小規模特別特定建築物の移動

等円滑化経路については、第十八条の規定を準用す

る。この場合において、同条第一項中「次に」とあ

るのは「第一号又は第四号に」と、同条第二項第三

号中「第十一条の規定によるほか、」とあるのは「第

十一条各号及び」と、同号イ及び第七号イ中「百二

十センチメートル」とあり、同項第四号イ中「階段

に代わるものにあっては百二十センチメートル以

上、階段に併設するものにあっては九十センチメー

トル」とあり、並びに同項第七号ニ（１）中「段に

代わるものにあっては百二十センチメートル以上、

段に併設するものにあっては九十センチメートル」

とあるのは「九十センチメートル」と、同項第四号

中「第十三条の規定によるほか、」とあるのは「第十

三条各号及び」と、同項第七号中「第十六条の規定
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によるほか、」とあるのは「第十六条各号及び」と読

み替えるものとする。 

２ 建築物の増築又は改築（用途の変更をして条例対

象小規模特別特定建築物にすることを含む。以下こ

の項において「増築等」という。）をする場合には、

第十九条及び前項の規定は、当該増築等に係る部分

（当該部分に道等に接する出入口がある場合に限

る。）に限り、適用する。 

３ 条例対象小規模特別特定建築物のうち次に掲げ

るものについての第一項において読み替えて準用

する第十八条の規定の適用については、同条第一項

第一号中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主と

して高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多

数の者が利用する」とする。 

一 公立小学校等 

二 法第十四条第三項の条例で定める特定建築物 

（認定特定建築物等の容積率の特例） 

第二十六条 法第十九条（法第二十二条の二第五項に

おいて準用する場合を含む。）の政令で定める床面

積は、認定特定建築物又は認定協定建築物の延べ面

積の十分の一を限度として、当該認定特定建築物の

建築物特定施設又は当該認定協定建築物の協定建

築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築

物特定施設の床面積を超えることとなるものとし

て国土交通大臣が定めるものとする。 

（移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのあ

る行為） 

第二十七条 法第二十四条の六第一項の政令で定め

る行為は、次に掲げるもの（法第二十八条第一項の

公共交通特定事業又は法第三十一条第一項の道路

特定事業の施行として行うものを除く。）とする。 

一 生活関連施設である旅客施設（以下この条にお

いて「生活関連旅客施設」という。）の建設又は改

良であって、当該生活関連旅客施設における車両

等の乗降口と次のイ若しくはロに掲げる施設で

当該生活関連旅客施設に隣接するものとの間の

経路又は高齢者、障害者等の円滑な利用に適する

ものとして国土交通省令で定める経路を構成す

る出入口の新設又は構造若しくは配置の変更を

伴うもの 

イ 他の生活関連旅客施設 

ロ 生活関連経路を構成する一般交通用施設（移

動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘

案して国土交通省令で定めるものに限る。） 

二 生活関連経路を構成する道路法による道路の

うち、次のイ又はロに掲げる施設で当該道路に接

するものの高齢者、障害者等による円滑な利用を

確保するため必要があると認めて市町村が国土

交通省令で定めるところにより指定する部分の

新設、改築又は修繕 

イ 生活関連旅客施設 

ロ 生活関連経路を構成する一般交通用施設（移

動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘

案して国土交通省令で定めるものに限る。） 

（道路管理者の権限の代行） 

第二十八条 法第三十二条第五項の規定により市町

村が道路管理者に代わって行う権限（第四項におい

て「市町村が代行する権限」という。）は、道路法施

行令（昭和二十七年政令第四百七十九号）第四条第

一項第四号、第二十号、第二十一号（道路法第四十

六条第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定によ

る通行の禁止又は制限に係る部分に限る。第三項に

おいて同じ。）、第三十八号、第三十九号、第四十一

号、第四十二号及び第四十七号（道路法第九十五条

の二第一項の規定による意見の聴取又は通知に係

る部分に限る。）に掲げるもののうち、市町村が道路

管理者と協議して定めるものとする。 

２ 市町村は、前項の規定による協議が成立したとき

は、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。 

３ 市町村は、法第三十二条第五項の規定により道路

管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第二

十号又は第二十一号に掲げる権限を行った場合に

は、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなけれ

ばならない。 

４ 市町村が代行する権限は、法第三十二条第四項の

規定に基づき公示された工事の開始の日から同項

の規定に基づき公示された当該工事の完了の日ま

での間に限り行うことができるものとする。ただし、

道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十

二号に掲げる権限については、当該完了の日後にお

いても行うことができる。 

（保留地において生活関連施設等を設置する者） 

第二十九条 法第三十九条第一項の政令で定める者

は、国（国の全額出資に係る法人を含む。）又は地方

公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるも

のの二分の一以上を出資している法人とする。 

（生活関連施設等の用地として処分された保留地

の対価に相当する金額の交付基準） 

第三十条 法第三十九条第三項の規定により交付す

べき額は、処分された保留地の対価に相当する金額

を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額

で除して得た数値を土地区画整理法（昭和二十九年

法律第百十九号）第百三条第四項の規定による公告

があった日における従前の宅地又はその宅地につ

いて存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地

を使用し、若しくは収益することができる権利の土

地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額と

する。 

（報告及び立入検査） 

第三十一条 所管行政庁は、法第五十三条第三項の規

定により、法第十四条第一項の政令で定める規模

（同条第三項の条例で別に定める規模があるとき

は、当該別に定める規模。以下この項において同じ。）

以上の特別特定建築物（同条第三項の条例で定める

特定建築物を含む。以下この項において同じ。）の建

築（用途の変更をして特別特定建築物にすることを

含む。）若しくは維持保全をする建築主等に対し、当

該特別特定建築物につき、当該特別特定建築物の建

築物移動等円滑化基準（同条第三項の条例で付加し

た事項を含む。次項において同じ。）への適合に関す

る事項に関し報告をさせ、又はその職員に、同条第

一項の政令で定める規模以上の特別特定建築物若
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しくはその工事現場に立ち入り、当該特別特定建築

物の建築物特定施設及びこれに使用する建築材料

並びに設計図書その他の関係書類を検査させ、若し

くは関係者に質問させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第五十三条第三項の規定により、

法第三十五条第一項の規定に基づき建築物特定事

業を実施すべき建築主等に対し、当該建築物特定事

業が実施されるべき特定建築物につき、当該特定建

築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する

事項に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定

建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該特定

建築物の建築物特定施設及びこれに使用する建築

材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させ、

若しくは関係者に質問させることができる。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、法の施行の日（平成十八年十二

月二十日）から施行する。 

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建

築物の建築の促進に関する法律施行令及び高齢

者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動

の円滑化の促進に関する法律施行令の廃止） 

第二条 次に掲げる政令は、廃止する。 

一 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定

建築物の建築の促進に関する法律施行令（平成六

年政令第三百十一号） 

二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用し

た移動の円滑化の促進に関する法律施行令（平成

十二年政令第四百四十三号） 

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建

築物の建築の促進に関する法律施行令の廃止に

伴う経過措置） 

第三条 この政令の施行の日から起算して六月を経

過する日までの間は、第五条第十九号、第九条、第

十四条、第十五条、第十八条第一項第四号及び第十

九条から第二十一条までの規定は適用せず、なお従

前の例による。 

（類似の用途） 

第四条 法附則第四条第三項の政令で指定する類似

の用途は、当該特別特定建築物が次の各号のいずれ

かに掲げる用途である場合において、それぞれ当該

各号に掲げる他の用途とする。 

一 病院又は診療所（患者の収容施設があるものに

限る。） 

二 劇場、映画館又は演芸場 

三 集会場又は公会堂 

四 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む

店舗 

五 ホテル又は旅館 

六 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類する

もの（主として高齢者、障害者等が利用するもの

に限る。） 

七 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者

福祉センターその他これらに類するもの 

八 博物館、美術館又は図書館 

附 則 （平成一九年三月二二日政令第五五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行す

る。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則

の適用については、なお従前の例による。 

附 則 （平成一九年八月三日政令第二三五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行す

る。 

（罰則に関する経過措置） 

第四十一条 この政令の施行前にした行為に対する

罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則 （平成一九年九月二〇日政令第二九二号） 

この政令は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成一九年九月二五日政令第三〇四号） 

（施行期日） 

１ この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正

する法律の施行の日（平成十九年九月二十八日）か

ら施行する。 

（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律施行令の一部改正に伴う経過措置） 

２ この政令の施行前に高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十

一号）第三十二条第二項において読み替えて準用す

る同法第三十一条第六項の規定により公表された

道路特定事業計画に基づき市町村（道路法（昭和二

十七年法律第百八十号）第十七条第一項の指定市を

除く。）が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律第二条第二十七号に規定する道路特

定事業（以下この項において単に「道路特定事業」

という。）を実施する場合における同法第三十二条

第五項の規定による権限の行使については、高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施

行令第二十八条の規定にかかわらず、当該道路特定

事業計画に定められた道路特定事業の実施予定期

間内に限り、なお従前の例による。 

附 則 （平成二六年五月二八日政令第一八七号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平

成二十六年五月三十日）から施行する。 

附 則 （平成二七年一月二三日政令第二一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平

成二十七年四月一日）から施行する。 

附 則 （平成二八年三月三一日政令第一八二号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行

する。 

附 則 （平成三〇年九月二八日政令第二八〇号） 

抄 
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（施行期日） 

第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律

の施行の日（平成三十年九月三十日）から施行する。 

附 則 （平成三〇年一〇月一九日政令第二九八号） 

抄 

（施行期日） 

１ この政令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成三

十年法律第三十二号）の施行の日（平成三十年十一

月一日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第二十四条（見出しを含む。）の改正規定及び附則

第三項の規定 平成三十一年四月一日 

二 第十五条の改正規定（同条第一項中「一以上」を

「客室の総数に百分の一を乗じて得た数（その数に

一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた

数）以上」に改める部分に限る。）及び次項の規定 

平成三十一年九月一日 

（経過措置） 

２ この政令による改正後の高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律施行令第十五条第

一項の規定は、前項第二号に掲げる規定の施行後に

着手する建築（用途の変更をして特別特定建築物に

することを含む。以下この項において同じ。）及び当

該建築をした特別特定建築物の維持について適用

し、同号に掲げる規定の施行前に着手した建築及び

当該建築をした特別特定建築物の維持については、

なお従前の例による。 

附 則 （令和二年一〇月二日政令第三〇二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この政令の施行の際現に工事中の公立小学

校等（この政令による改正後の高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第五条

第一号に規定する公立小学校等をいい、この政令の

施行の日の前日において高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律第十四条第三項の条

例で定める特定建築物であったものを除く。）の建

築又は修繕若しくは模様替及び当該建築又は修繕

若しくは模様替をした当該公立小学校等の維持に

ついては、同条第一項から第三項までの規定は、適

用しない。 

附 則 （令和二年一一月二〇日政令第三二九号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律

の施行の日（令和二年十一月二十五日）から施行す

る。 

附 則 （令和二年一二月九日政令第三四五号） 抄 

（施行期日） 

１ この政令は、令和三年十月一日から施行する。 

附 則 （令和三年九月二四日政令第二六一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改

正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行

の日（令和三年九月二十五日）から施行する。 

附 則 （令和四年三月二五日政令第八四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。 

附 則 （令和五年九月二九日政令第二九三号） 

  この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の

日（令和六年四月一日）から施行する。 
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８ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 

平成 18 年 12 月 15 日国土交通省令第 110 号 

改正令和 4 年 3 月 31 日国土交通省令第 30 号 

 

 

（法第二条第四号の主務省令で定める施設又は設

備） 

第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律（以下「法」という。）第二条第四号の主

務省令で定める施設又は設備は、次のとおりとする。 

一 次に掲げる便所又は便房であって、移動等円滑

化の措置がとられたもの 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができ

る構造の便所又は便房 

ロ 高齢者、障害者等が円滑に利用することがで

きる構造の水洗器具を設けた便所又は便房 

二 次に掲げる駐車施設又は停車施設であって、移

動等円滑化の措置がとられたもの 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができ

る駐車施設 

ロ 車椅子使用者が円滑に利用することができ

る停車施設 

三 次に掲げるエレベーター 

イ 移動等円滑化された経路（移動等円滑化のた

めに必要な旅客施設又は車両等の構造及び設

備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務

の提供の方法に関する基準を定める省令（平成

十八年国土交通省令第百十一号。以下「公共交

通移動等円滑化基準省令」という。）第四条第一

項に規定する移動等円滑化された経路をいう。

以下同じ。）又は乗継ぎ経路（同条第十一項に規

定する乗継ぎ経路をいう。）を構成するエレベ

ーター 

ロ 移動等円滑化された通路（移動等円滑化のた

めに必要な道路の構造及び旅客特定車両停留

施設を使用した役務の提供の方法に関する基

準を定める省令（平成十八年国土交通省令第百

十六号。ハにおいて「道路移動等円滑化基準省

令」という。）第三十三条第二項に規定する移動

等円滑化された通路をいう。）に設けられるエ

レベーター 

ハ 旅客施設又は旅客特定車両停留施設に隣接

しており、かつ、旅客施設又は旅客特定車両停

留施設と一体的に利用される他の施設のエレ

ベーター（公共交通移動等円滑化基準省令第四

条第三項前段又は道路移動等円滑化基準省令

第三十三条第三項前段の規定が適用される場

合に限る。） 

四 次に掲げる車椅子スペース（公共交通移動等円

滑化基準省令第二条第一項第五号に規定する車

椅子スペースをいう。以下この号において同じ。） 

イ 鉄道車両（公共交通移動等円滑化基準省令第

二条第一項第十一号に規定する鉄道車両をい

う。以下同じ。）又は軌道車両（同項第十二号に

規定する軌道車両をいう。以下同じ。）の客室に

設けられた車椅子スペース 

ロ 乗合バス車両（公共交通移動等円滑化基準省

令第二条第一項第十三号に規定する乗合バス

車両をいう。以下同じ。）又は貸切バス車両（同

項第十三号の二に規定する貸切バス車両をい

う。以下同じ。）に設けられた車椅子スペース 

ハ 船舶（公共交通移動等円滑化基準省令第二条

第一項第十五号に規定する船舶をいう。以下同

じ。）に設けられた車椅子スペース 

五 次に掲げる優先席（主として高齢者、障害者等

の優先的な利用のために設けられる座席をいう。

以下この号において同じ。）又は基準適合客席（公

共交通移動等円滑化基準省令第五十一条第一項

に規定する基準適合客席をいう。ニにおいて同

じ。） 

イ 旅客施設又は旅客特定車両停留施設の高齢

者、障害者等の休憩の用に供する設備に設けら

れた優先席 

ロ 鉄道車両又は軌道車両の客室に設けられた

優先席 

ハ 乗合バス車両に設けられた優先席 

ニ 船舶に設けられた基準適合客席 

（法第二条第八号の主務省令で定める自動車） 

第一条の二 法第二条第八号の主務省令で定める自

動車は、座席が回転することにより高齢者、障害者

等が円滑に車内に乗り込むことが可能なものとす

る。 

（特定公園施設） 

第二条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律施行令（以下「令」という。）第三条の国

土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 

一 工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変

更その他の行為についての禁止又は制限に関す

る文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四

号）、古都における歴史的風土の保存に関する特

別措置法（昭和四十一年法律第一号）、都市計画法

（昭和四十三年法律第百号）その他の法令又は条

例の規定の適用があるもの 

二 山地丘陵地、崖その他の著しく傾斜している土

地に設けるもの 

三 自然環境を保全することが必要な場所又は動

植物の生息地若しくは生育地として適正に保全

する必要がある場所に設けるもの 

２ 令第三条第一号の国土交通省令で定める主要な

公園施設は、修景施設、休養施設、遊戯施設、運動

施設、教養施設、便益施設その他の公園施設のうち、

当該公園施設の設置の目的を踏まえ、重要と認めら

れるものとする。 

（建築物特定施設） 

第三条 令第六条第十号の国土交通省令で定める施
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設は、次に掲げるものとする。 

一 劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又は公

会堂（以下「劇場等」という。）の客席 

二 浴室又はシャワー室（以下「浴室等」という。） 

（旅客施設の大規模な改良） 

第四条 法第八条第一項の主務省令で定める旅客施

設の大規模な改良は、次に掲げる旅客施設の区分に

応じ、それぞれ次に定める改良とする。 

一 法第二条第六号イ及びロに掲げる施設 全て

の本線の高架式構造又は地下式構造への変更に

伴う旅客施設の改良、旅客施設の移設その他の全

面的な改良 

二 法第二条第六号ハからホまでに掲げる施設 

旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設の構

造の変更であって、当該変更に係る部分の敷地面

積（建築物に該当する部分にあっては、床面積）

の合計が当該施設の延べ面積の二分の一以上で

あるもの 

（旅客施設の建設又は大規模な改良の届出） 

第五条 法第九条第二項前段の規定により旅客施設

の建設又は大規模な改良の届出をしようとする者

は、当該建設又は大規模な改良の工事の開始の日の

三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書

を国土交通大臣に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名 

二 当該旅客施設の法第二条第六号イからホまで

に掲げる施設の区分 

三 当該旅客施設の名称及び位置 

四 工事計画 

五 工事着手予定時期及び工事完成予定時期 

２ 前項の届出書には、当該旅客施設が法第八条第一

項の公共交通移動等円滑化基準に適合することと

なることを示す当該旅客施設の構造及び設備に関

する書類及び図面を添付しなければならない。 

（変更の届出） 

第六条 法第九条第二項後段の規定により変更の届

出をしようとする者は、当該変更の届出に係る工事

の開始の日の三十日前までに（工事を要しない場合

にあっては、あらかじめ）、次に掲げる事項を記載し

た届出書を国土交通大臣に提出しなければならな

い。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名 

二 当該旅客施設の名称及び位置 

三 変更しようとする事項（新旧の書類又は図面を

明示すること。） 

四 変更を必要とする理由 

２ 前項の届出書には、前条第二項の書類又は図面の

うち届け出た事項の変更に伴いその内容が変更さ

れるものであって、その変更後のものを添付しなけ

ればならない。 

（法第九条の四の主務省令で定める要件） 

第六条の二 法第九条の四の主務省令で定める要件

は、当該年度の前々年度までの過去三年度における

公共交通事業者等の一年度当たりの輸送人員の平

均及び当該公共交通事業者等が設置又は管理する

旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数そ

の他の事情を勘案して国土交通大臣が定めるもの

とする。 

（移動等円滑化取組計画書） 

第六条の三 公共交通事業者等（前条の要件に該当す

る者に限る。）は、毎年六月三十日までに、次の表の

上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表

の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方支分部局の

長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円滑

化取組計画書を提出しなければならない。 

一 法第二条第五号イからニま

でに掲げる者 

当該公共交通事業者等

の主たる事務所を管轄

する地方運輸局長 

二 法第二条第五号ホに掲げる

者 

当該公共交通事業者等

の主たる事務所を管轄

する地方運輸局長（運

輸監理部長を含む。） 

三 法第二条第五号ヘに掲げる

者（特定本邦航空運送事業者（航

空法施行規則（昭和二十七年運

輸省令第五十六号）第二百四十

条第一項第二号に規定する特定

本邦航空運送事業者をいう。以

下同じ。）に限る。） 

国土交通大臣 

四 法第二条第五号ヘに掲げる

者（前号に掲げる者を除く。）又

は同号トに掲げる者のうち同条

第六号ホに掲げる施設を設置

し、又は管理するもの 

当該公共交通事業者等

の主たる事務所を管轄

する地方航空局長 

五 法第二条第五号トに掲げる

者のうち同条第六号ニに掲げる

施設を設置し、又は管理するも

の 

当該公共交通事業者等

の主たる事務所を管轄

する地方整備局長又は

北海道開発局長 

 

（移動等円滑化取組報告書） 

第六条の四 前条の移動等円滑化取組計画書を提出

した公共交通事業者等は、当該計画を提出した年度

の翌年度の六月三十日までに、前条の表の上欄に掲

げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に

掲げる国土交通大臣又は地方支分部局の長に、国土

交通大臣が定める様式による移動等円滑化取組報

告書を提出しなければならない。 

（法第九条の五の主務省令で定める事項） 

第六条の五 法第九条の五の主務省令で定める事項

は、次のとおりとする。 

一 前年度における移動等円滑化の達成状況 

二 第六条の二の要件に関する事項 

（公表） 

第六条の六 公共交通事業者等は、法第九条の四の規

定による提出又は法第九条の五の規定による報告

をしたときは、遅滞なく、インターネットの利用そ

の他の適切な方法により公表しなければならない。 

（法第九条の六の主務省令で定める情報） 

第六条の七 法第九条の六の主務省令で定める移動
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等円滑化に関する情報は、前年度における移動等円

滑化の達成状況とする。 

（特定路外駐車場の設置等の届出） 

第七条 法第十二条第一項本文の規定による届出は、

第一号様式により作成した届出書に次に掲げる図

面を添え、これを提出して行うものとする。ただし、

変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事

項に係る図面をもって足りる。 

一 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺一万分

の一以上の地形図 

二 次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以

上の平面図 

イ 特定路外駐車場の区域 

ロ 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設（移動等

円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造

及び設備に関する基準を定める省令（平成十八

年国土交通省令第百十二号）第二条第一項に規

定する路外駐車場車椅子使用者用駐車施設を

いう。次項において同じ。）、路外駐車場移動等

円滑化経路（同令第三条第一項に規定する路外

駐車場移動等円滑化経路をいう。次項において

同じ。）その他の主要な施設 

２ 法第十二条第一項ただし書の主務省令で定める

書面は、第二号様式により作成した届出書及び路外

駐車場車椅子使用者用駐車施設、路外駐車場移動等

円滑化経路その他の主要な施設を表示した縮尺二

百分の一以上の平面図とする。ただし、変更の届出

書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図

面をもって足りる。 

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定

の申請） 

第八条 法第十七条第一項の規定により認定の申請

をしようとする者は、第三号様式による申請書の正

本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添え

て、これらを所管行政庁に提出するものとする。 

図書の種類 明示すべき事項 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、

敷地の接する道等の位置、特定建築物及び

その出入口の位置、特殊な構造又は使用形

態のエレベーターその他の昇降機の位置、

敷地内の通路の位置及び幅（当該通路が段

又は傾斜路若しくはその踊場を有する場

合にあっては、それらの位置及び幅を含

む。）、敷地内の通路に設けられる手すり並

びに令第十一条第二号に規定する点状ブ

ロック等（以下単に「点状ブロック等」と

いう。）及び令第二十一条第二項第一号に

規定する線状ブロック等（以下単に「線状

ブロック等」という。）の位置、敷地内の車

路及び車寄せの位置、駐車場の位置、車椅

子使用者用駐車施設の位置及び幅並びに

案内設備の位置 

各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、

特定建築物の出入口及び各室の出入口の

位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉

の方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設

けられる点状ブロック等及び線状ブロッ

ク等、高齢者、障害者等の休憩の用に供す

る設備並びに突出物の位置、階段の位置、

幅及び形状（当該階段が踊場を有する場合

にあっては、踊場の位置及び幅を含む。）、

階段に設けられる手すり及び点状ブロッ

ク等の位置、傾斜路の位置及び幅（当該傾

斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場

の位置及び幅を含む。）、傾斜路に設けられ

る手すり及び点状ブロック等の位置、エレ

ベーターその他の昇降機の位置、車椅子使

用者用便房のある便所、令第十四条第一項

第二号に規定する便房のある便所、腰掛便

座及び手すりの設けられた便房（車椅子使

用者用便房を除く。以下この条において同

じ。）のある便所、床置式の小便器、壁掛式

の小便器（受け口の高さが三十五センチメ

ートル以下のものに限る。）その他これら

に類する小便器のある便所並びにこれら

以外の便所の位置、車椅子使用者用客室の

位置、駐車場の位置、車椅子使用者用駐車

施設の位置及び幅、劇場等の客席の位置、

車椅子使用者用客席（高齢者、障害者等が

円滑に利用できるようにするために誘導

すべき建築物特定施設の構造及び配置に

関する基準を定める省令（平成十八年国土

交通省令第百十四号）第十二条の二第一項

に規定する車椅子使用者用客席をいう。以

下この条において同じ。）の位置、幅及び奥

行き、車椅子使用者用客席に隣接して設け

られる同伴者用の客席又はスペースの位

置、車椅子使用者用浴室等（同令第十三条

第一号に規定する車椅子使用者用浴室等

をいう。以下この条において同じ。）の位置

並びに案内設備の位置 

縦断

面図 

階段又

は段 

縮尺並びに蹴上げ及び踏面の構造及び寸

法 

傾斜路 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅 

客席 車椅子使用者用客席から舞台等まで引い

た可視線 

構造

詳細

図 

エレベ

ーター

その他

の昇降

機 

縮尺並びにかご（人を乗せ昇降する部分を

いう。以下同じ。）、昇降路及び乗降ロビー

の構造（かご内に設けられるかごの停止す

る予定の階を表示する装置、かごの現在位

置を表示する装置及び乗降ロビーに設け

られる到着するかごの昇降方向を表示す

る装置の位置並びにかご内及び乗降ロビ

ーに設けられる制御装置の位置及び構造

を含む。） 

便所 縮尺、車椅子使用者用便房のある便所の構

造、車椅子使用者用便房、令第十四条第一

項第二号に規定する便房並びに腰掛便座

及び手すりの設けられた便房の構造並び
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に床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け

口の高さが三十五センチメートル以下の

ものに限る。）その他これらに類する小便

器の構造 

浴室等 縮尺及び車椅子使用者用浴室等の構造 

 

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載

事項） 

第九条 法第十七条第二項第五号の主務省令で定め

る事項は、特定建築物の建築等の事業の実施時期と

する。 

（認定通知書の様式） 

第十条 所管行政庁は、法第十七条第三項の認定をし

たときは、速やかに、その旨を申請者に通知するも

のとする。 

２ 前項の通知は、第四号様式による通知書に第八条

の申請書の副本（法第十七条第七項の規定により適

合通知を受けて同条第三項の認定をした場合にあ

っては、第八条の申請書の副本及び当該適合通知に

添えられた建築基準法施行規則（昭和二十五年建設

省令第四十号）第一条の三第一項の申請書の副本）

及びその添付図書を添えて行うものとする。 

（法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変

更） 

第十一条 法第十八条第一項の主務省令で定める軽

微な変更は、特定建築物の建築等の事業の実施時期

の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の

三月以内の変更とする。 

（表示等） 

第十二条 法第二十条第一項の主務省令で定めるも

のは、次のとおりとする。 

一 広告 

二 契約に係る書類 

三 その他国土交通大臣が定めるもの 

２ 法第二十条第一項の規定による表示は、第五号様

式により行うものとする。 

（移動等円滑化困難旅客施設の認定の申請等） 

第十二条の二 法第二十二条の二第一項の規定によ

り移動等円滑化困難旅客施設の認定を受けようと

する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土

交通大臣に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名 

二 当該旅客施設の法第二条第六号イからホまで

に掲げる施設の区分 

三 当該旅客施設の名称及び位置 

四 当該旅客施設が協定建築物特定施設と一体的

に利用に供しなければ公共交通移動等円滑化基

準に適合させることが構造上その他の理由によ

り著しく困難であると認められる理由 

２ 前項の申請書には、同項第四号に係る事項として

申請書に記載された内容の根拠となる当該旅客施

設の構造及び設備に関する書類及び図面を添付し

なければならない。 

３ 国土交通大臣は、法第二十二条の二第一項の移動

等円滑化困難旅客施設の認定をしたときは、速やか

に、その旨を申請者に通知するものとする。 

（協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定

の申請） 

第十二条の三 法第二十二条の二第一項の規定によ

り認定の申請をしようとする者は、第五号の四様式

による申請書の正本及び副本に、それぞれ協定建築

物特定施設に係る協定の写し、前条第三項及び第十

二条の五第三項の規定による通知の写し並びに次

の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に

提出するものとする。 

図書の種類 明示すべき事項 

付近見取図 方位、道路、目標となる地物及び移動等円

滑化困難旅客施設 

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、

敷地の接する道等の位置、協定建築物及び

その出入口の位置、特殊な構造又は使用形

態のエレベーターその他の昇降機の位置、

敷地内の通路の位置及び幅（当該通路が段

又は傾斜路若しくはその踊場を有する場

合にあっては、それらの位置及び幅を含

む。）、敷地内の通路に設けられる手すり並

びに点状ブロック等及び線状ブロック等

の位置並びに案内設備の位置 

各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、

協定建築物の出入口及び各室の出入口の

位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉

の方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設

けられる点状ブロック等及び線状ブロッ

ク等、高齢者、障害者等の休憩の用に供す

る設備並びに突出物の位置、階段の位置、

幅及び形状（当該階段が踊場を有する場合

にあっては、踊場の位置及び幅を含む。）、

階段に設けられる手すり及び点状ブロッ

ク等の位置、傾斜路の位置及び幅（当該傾

斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場

の位置及び幅を含む。）、傾斜路に設けられ

る手すり及び点状ブロック等の位置、エレ

ベーターその他の昇降機の位置、車椅子使

用者用便房のある便所、令第十四条第一項

第二号に規定する便房のある便所、床置式

の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さ

が三十五センチメートル以下のものに限

る。）その他これらに類する小便器のある

便所並びにこれら以外の便所の位置並び

に案内設備の位置 

縦断

面図 

階段又

は段 

縮尺並びに蹴上げ及び踏面の構造及び寸

法 

傾斜路 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅 

構造

詳細

図 

エレベ

ーター

その他

の昇降

機 

縮尺並びに籠、昇降路及び乗降ロビーの構

造（籠内に設けられる籠の停止する予定の

階を表示する装置、籠の現在位置を表示す

る装置及び乗降ロビーに設けられる到着

する籠の昇降方向を表示する装置の位置

並びに籠内及び乗降ロビーに設けられる
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制御装置の位置及び構造を含む。） 

便所 縮尺、車椅子使用者用便房のある便所の構

造、車椅子使用者用便房及び令第十四条第

一項第二号に規定する便房の構造並びに

床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口

の高さが三十五センチメートル以下のも

のに限る。）その他これらに類する小便器

の構造 

 

２ 前項の規定にかかわらず、所管行政庁は、前項の

表に掲げる図書の添付の必要がないと認めるとき

は、これを省略させることができる。 

（法第二十二条の二第二項の主務省令で定める協

定建築物特定施設等維持保全基準） 

第十二条の四 法第二十二条の二第二項の主務省令

で定める基準は、次のとおりとする。 

一 隣接する移動等円滑化困難旅客施設が、協定建

築物特定施設等（協定建築物特定施設及び特定経

路施設をいう。以下同じ。）と一体的に利用に供す

ることにより公共交通移動等円滑化基準に適合

することが移動等円滑化経路協定において定め

る法第四十一条第二項第二号イに掲げる事項又

は移動等円滑化施設協定において定める法第五

十一条の二第二項第二号イに掲げる事項として

定められ、かつ、公共交通移動等円滑化基準に適

合すること。 

二 移動等円滑化経路協定において定める法第四

十一条第二項第二号ロに掲げる事項又は移動等

円滑化施設協定において定める法第五十一条の

二第二項第二号ロに掲げる事項として、協定建築

物特定施設等が隣接する移動等円滑化困難旅客

施設の営業時間内において当該協定建築物特定

施設等が常時利用できる旨が定められているこ

と。 

（協定建築物特定施設等維持保全基準適合の認定

の申請等） 

第十二条の五 法第二十二条の二第二項の規定によ

り認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記

載した申請書を国土交通大臣に提出しなければな

らない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名 

二 令第六条各号に掲げる建築物特定施設の区分

及び特定経路施設にあっては、道路、駅前広場、

通路その他の一般交通の用に供する施設の別 

三 当該協定建築物特定施設等の名称及び位置 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添

付しなければならない。 

一 法第四十三条第一項（法第五十一条の二第三項

において準用する場合を含む。）の認可を受けた

協定の写し及びその認可を証する書類 

二 当該協定建築物特定施設等の構造及び設備に

関する書類及び図面 

３ 国土交通大臣は、法第二十二条の二第二項の認定

をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知す

るものとする。 

（協定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載

事項） 

第十二条の六 法第二十二条の二第三項第五号の主

務省令で定める事項は、協定建築物の建築等の事業

の実施時期とする。 

（認定通知書の様式） 

第十二条の七 所管行政庁は、法第二十二条の二第四

項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者

に通知するものとする。 

２ 前項の通知は、第五号の五様式による通知書に第

十二条の三第一項の申請書の副本及びその添付図

書を添えて行うものとする。 

（法第二十二条の二第五項において準用する法第

十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更） 

第十二条の八 法第二十二条の二第五項において準

用する法第十八条第一項の主務省令で定める軽微

な変更は、協定建築物の建築等の事業の実施時期の

変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三

月以内の変更とする。 

（法第二十三条第一項第一号の主務省令で定める

安全上及び防火上の基準） 

第十三条 法第二十三条第一項第一号の主務省令で

定める安全上及び防火上の基準は、次のとおりとす

る。 

一 専ら車椅子使用者の利用に供するエレベータ

ーの設置に係る特定建築物の壁、柱、床及びはり

は、当該エレベーターの設置後において構造耐力

上安全な構造であること。 

二 当該エレベーターの昇降路は、出入口の戸が自

動的に閉鎖する構造のものであり、かつ、壁、柱

及びはり（当該特定建築物の主要構造部に該当す

る部分に限る。）が不燃材料で造られたものであ

ること。 

（法第二十三条第一項第二号の主務省令で定める

安全上の基準） 

第十四条 法第二十三条第一項第二号の主務省令で

定める安全上の基準は、次のとおりとする。 

一 エレベーターのかご内及び乗降ロビーには、そ

れぞれ、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御

装置を設けること。この場合において、乗降ロビ

ーに設ける制御装置は、施錠装置を有する覆いを

設ける等当該制御装置の利用を停止することが

できる構造とすること。 

二 エレベーターは、当該エレベーターのかご及び

昇降路のすべての出入口の戸に網入ガラス入り

のはめごろし戸を設ける等により乗降ロビーか

らかご内の車椅子使用者を容易に覚知できる構

造とし、かつ、かご内と常時特定建築物を管理す

る者が勤務する場所との間を連絡することがで

きる装置が設けられたものとすること。 

（令第二十七条第一号の国土交通省令で定める経

路） 

第十四条の二 令第二十七条第一号の国土交通省令

で定める経路は、移動等円滑化された経路（令第二

十七条第一号に規定する生活関連旅客施設に隣接
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するものとの間の経路を除く。）とする。 

（令第二十七条第一号ロ及び第二号ロの国土交通

省令で定める一般交通用施設） 

第十四条の三 令第二十七条第一号ロの国土交通省

令で定める生活関連経路を構成する一般交通用施

設は、次の各号に掲げる施設とする。 

一 生活関連経路を構成する道路法（昭和二十七年

法律第百八十号）による道路 

二 前号に掲げるもののほか、生活関連経路を構成

する道路法による道路に接し、かつ、令第二十七

条第一号に規定する生活関連旅客施設の出入口

に接する一般交通用施設のうち、移動等円滑化の

措置がとられ、又はとられると見込まれるものと

認めて、市町村が移動等円滑化促進方針において

指定するもの 

２ 令第二十七条第二号ロの国土交通省令で定める

生活関連経路を構成する一般交通用施設は、同号の

生活関連経路を構成する道路法による道路に接し、

かつ、生活関連旅客施設の出入口に接する一般交通

用施設（道路法による道路を除く。）のうち、移動等

円滑化の措置がとられ、又はとられると見込まれる

ものと認めて、市町村が移動等円滑化促進方針にお

いて指定するものとする。 

（令第二十七条第二号の規定により市町村が行う

指定） 

第十四条の四 令第二十七条第二号の規定により市

町村が行う指定は、同号イに掲げる施設の出入口又

は同号ロに掲げる施設の出入口その他の通行の用

に供する部分に接する部分であって、生活関連旅客

施設を利用する高齢者、障害者等が通常利用する部

分について、移動等円滑化促進方針において行わな

ければならない。 

（行為の届出） 

第十四条の五 法第二十四条の六第一項の規定によ

る届出は、第五号の二様式により作成した届出書に

次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次に定める

書類又は図面を提出して行うものとする。 

一 令第二十七条第一号に掲げる行為 行為の内

容を示す旅客施設の構造及び設備に関する書類

及び図面 

二 令第二十七条第二号に掲げる行為 平面図、縦

断図、横断定規図その他必要な図面 

第十四条の六 法第二十四条の六第一項の主務省令

で定める事項は、行為をしようとする者の氏名又は

名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名並びに行為の完了予定日とする。 

（変更の届出） 

第十四条の七 法第二十四条の六第二項の国土交通

省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、そ

の変更により同条第一項の届出に係る行為が令第

二十七条各号に掲げる行為に該当しなくなるもの

以外のもの（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に支障を及ぼすおそれのない意匠の変更その

他の軽微な変更を除く。）とする。 

第十四条の八 法第二十四条の六第二項の規定によ

る届出は、第五号の三様式による変更届出書を提出

して行うものとする。 

２ 第十四条の五の規定は、前項の届出について準用

する。 

（施設設置管理者による市町村に対する情報の提

供） 

第十四条の九 公共交通事業者等及び道路管理者は、

法第二十四条の八第一項の規定による市町村の求

めがあったときは、旅客施設及び特定道路に関し、

移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその

他の昇降機、便所又は駐車施設その他の移動等円滑

化のために必要な設備の有無及びその設置箇所そ

の他の高齢者、障害者等が旅客施設及び特定道路を

利用するために必要となる情報を当該市町村に提

供しなければならない。 

２ 市町村は、前項の提供を求めるときは、提供の対

象となる旅客施設及び特定道路の範囲、提供すべき

事項、提供の様式、提供の期限その他必要な事項を

明示するものとする。 

第十四条の十 路外駐車場管理者等、公園管理者等及

び建築主等は、法第二十四条の八第二項の規定によ

る市町村の求めがあったときは、特定路外駐車場、

特定公園施設及び特別特定建築物に関し、移動等円

滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降

機、便所又は駐車施設その他の移動等円滑化のため

に必要な設備の有無及びその設置箇所その他の高

齢者、障害者等が特定路外駐車場、特定公園施設及

び特別特定建築物を利用するために必要となる情

報を当該市町村に提供するよう努めなければなら

ない。 

２ 市町村は、前項の提供を求めるときは、提供の対

象となる特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特

定建築物の範囲、提供すべき事項、提供の様式、提

供の期限その他必要な事項を明示するものとする。 

（公共交通特定事業計画の認定申請） 

第十五条 法第二十九条第一項の規定により公共交

通特定事業計画の認定を受けようとする者は、次に

掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提

出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名 

二 公共交通特定事業を実施する特定旅客施設の

法第二条第六号イからホまでに規定する区分並

びに名称及び位置又は公共交通特定事業を実施

する特定車両の車種、台数及び運行を予定する路

線 

三 公共交通特定事業の内容 

四 当該認定を受けようとする者がそれ以外の者

から公共交通特定事業を実施する特定旅客施設

の一部又は全部の貸付けを受ける場合にあって

は、当該貸付けを行う者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

五 公共交通特定事業の実施予定期間並びにその

実施に必要な資金の額及びその調達方法 

六 その他公共交通特定事業の実施に際し配慮す

べき重要事項 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添
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付しなければならない。 

一 公共交通特定事業の内容を示す特定旅客施設

又は特定車両の構造及び設備に関する書類及び

図面 

二 当該認定を受けようとする者がそれ以外の者

から特定旅客施設の一部又は全部の貸付けを受

ける場合にあっては、当該貸付契約に係る契約書

の写し 

（公共交通特定事業計画の変更の認定申請） 

第十六条 法第二十九条第三項の規定により公共交

通特定事業計画の変更の認定を受けようとする者

は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大

臣に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名 

二 変更しようとする事項 

三 変更を必要とする理由 

２ 前項の申請書には、前条第二項に掲げる書類及び

図面のうち公共交通特定事業計画の変更に伴いそ

の内容が変更されるものであって、その変更後のも

のを添付しなければならない。 

（道路特定事業の協議の申出） 

第十七条 法第三十二条第三項の協議の申出は、第六

号様式による協議書を地方整備局長又は北海道開

発局長に提出して行うものとする。 

２ 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなけ

ればならない。 

一 工事計画書 

二 工事費及び財源調書 

三 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面 

（同意を要しない軽易な道路特定事業） 

第十八条 法第三十二条第三項ただし書の主務省令

で定める軽易な道路特定事業は、道路の附属物の新

設又は改築のみに関する工事とする。 

２ 市町村は、前項の工事を行った場合においては、

その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告

しなければならない。 

（道路特定事業に関する工事の公示） 

第十九条 市町村は、法第三十二条第四項の規定によ

り道路特定事業に関する工事を行おうとするとき、

及び当該道路特定事業に関する工事の全部又は一

部を完了したときは、道路の種類、路線名、工事の

区間、工事の種類及び工事の開始の日（当該道路特

定事業に関する工事の全部又は一部を完了したと

きにあっては、工事の完了の日）を公示するものと

する。 

（移動等円滑化経路協定の認可等の申請の公告） 

第二十条 法第四十二条第一項（法第四十四条第二項

において準用する場合を含む。）の規定による公告

は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の

方法で行うものとする。 

一 移動等円滑化経路協定の名称 

二 移動等円滑化経路協定区域 

三 移動等円滑化経路協定の縦覧場所 

（移動等円滑化経路協定の認可の基準） 

第二十一条 法第四十三条第一項第三号（法第四十四

条第二項において準用する場合を含む。）の主務省

令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 移動等円滑化経路協定区域は、その境界が明確

に定められていなければならない。 

二 法第四十一条第二項第二号の移動等円滑化の

ための経路の整備又は管理に関する事項は、法第

二十四条の二第三項の移動等円滑化促進地区に

おける移動等円滑化の促進に関する基本的な方

針又は法第二十五条第三項の重点整備地区にお

ける移動等円滑化に関する基本的な方針が定め

られているときは、これらの基本的な方針に適合

していなければならない。 

三 移動等円滑化経路協定に違反した場合の措置

は、違反した者に対して不当に重い負担を課する

ものであってはならない。 

（移動等円滑化経路協定の認可等の公告） 

第二十二条 第二十条の規定は、法第四十三条第二項

（法第四十四条第二項、第四十五条第四項、第四十

七条第二項又は第五十条第三項において準用する

場合を含む。）の規定による公告について準用する。 

（移動等円滑化施設協定に関する準用） 

第二十二条の二 前三条の規定は、法第五十一条の二

第一項に規定する移動等円滑化施設協定について

準用する。この場合において、第二十条第二号及び

第二十一条第一号中「移動等円滑化経路協定区域」

とあるのは「移動等円滑化施設協定区域」と読み替

えるものとする。 

（移動等円滑化実績等報告書） 

第二十三条 公共交通事業者等は、毎年六月三十日ま

でに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区

分に応じ、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に、

国土交通大臣が定める様式による移動等円滑化実

績等報告書を提出しなければならない。ただし、第

六条の三の移動等円滑化取組計画書及び第六条の

四の移動等円滑化取組報告書を提出した場合にあ

っては、この限りでない。 

一 法第二条第五号イか

らニまでに掲げる者又は

同号トに掲げる者のうち

同条第六号イに掲げる施

設を設置し、又は管理する

もの 

当該公共交通事業者等の主

たる事務所を管轄する地方

運輸局長 

二 法第二条第五号ホに

掲げる者 

当該公共交通事業者等の主

たる事務所を管轄する地方

運輸局長（運輸監理部長を含

む。） 

三 法第二条第五号ヘに

掲げる者又は同号トに掲

げる者のうち同条第六号

ホに掲げる施設を設置し、

又は管理するもの 

当該公共交通事業者等の主

たる事務所を管轄する地方

航空局長 

四 法第二条第五号トに

掲げる者のうち同条第六

号ニに掲げる施設を設置

し、又は管理するもの 

当該公共交通事業者等の主

たる事務所を管轄する地方

整備局長又は北海道開発局

長 
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（臨時の報告） 

第二十四条 公共交通事業者等は、前条に定める移動

等円滑化実績等報告書のほか、国土交通大臣、地方

整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長（運輸監

理部長を含む。）又は地方航空局長から、移動等円滑

化のための事業に関し報告を求められたときは、報

告書を提出しなければならない。 

２ 国土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、

地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）又は地方航空

局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、

報告書の提出期限その他必要な事項を明示するも

のとする。 

（立入検査の証明書） 

第二十五条 法第五十三条第六項の立入検査をする

職員の身分を示す証明書は、第七号様式によるもの

とする。 

（権限の委任） 

第二十六条 法に規定する国土交通大臣の権限のう

ち、次の表の権限の欄に掲げるものは、それぞれ同

表の地方支分部局の長の欄に掲げる地方支分部局

の長に委任する。 

権限 地方支分部局の

長 

一  法

第 九 条

第 二 項

の 規 定

に よ る

届 出 の

受理 

イ 法第二条第六号ハに掲

げる施設のうち専用バスタ

ーミナル（自動車ターミナ

ル法（昭和三十四年法律第

百三十六号）第二条第七項

に規定する専用バスターミ

ナルをいう。以下同じ。）に

係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方運輸局長 

ロ 法第二条第六号ニに掲

げる施設（当該施設を設置

し、又は管理する者が一般

旅客定期航路事業者又は旅

客不定期航路事業者である

ものに限る。）に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方運輸局長（運

輸監理部長を含

む。） 

ハ 法第二条第六号ニに掲

げる施設（当該施設を設置

し、又は管理する者が一般

旅客定期航路事業者又は旅

客不定期航路事業者である

ものを除く。）に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方整備局長又は

北海道開発局長 

ニ 法第二条第六号ホに掲

げる施設に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方航空局長 

二  法

第 九 条

第 三 項

の 規 定

に よ る

命令 

イ 法第二条第六号ハに掲

げる施設のうち専用バスタ

ーミナルに係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方運輸局長 

ロ 乗合バス車両、貸切バ

ス車両又は福祉タクシー車

両（公共交通移動等円滑化

基準省令第二条第一項第十

四号に規定する福祉タクシ

当該乗合バス車

両、貸切バス車

両又は福祉タク

シー車両の使用

の本拠を管轄す

ー車両をいう。以下同じ。）

に係るもの 

る地方運輸局長 

ハ 法第二条第六号ニに掲

げる施設（当該施設を設置

し、又は管理する者が一般

旅客定期航路事業者又は旅

客不定期航路事業者である

ものに限る。）に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方運輸局長（運

輸監理部長を含

む。） 

ニ 法第二条第六号ニに掲

げる施設（当該施設を設置

し、又は管理する者が一般

旅客定期航路事業者又は旅

客不定期航路事業者である

ものを除く。）に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方整備局長又は

北海道開発局長 

ホ 船舶に係るもの 当該船舶の航路

の拠点を管轄す

る地方運輸局長

（運輸監理部長

を含む。） 

ヘ 法第二条第六号ホに掲

げる施設に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方航空局長 

三  法

第 九 条

の 三 の

指 導 及

び 助 言

並 び に

法 第 九

条 の 七

第 一 項

の 勧 告

及 び 同

条 第 二

項 の 規

定 に よ

る公表 

イ 法第二条第六号イに掲

げる施設のうち鉄道事業法

（昭和六十一年法律第九十

二号）第八条第一項の認可

に係るもの以外のもの又は

同号ハに掲げる施設のうち

専用バスターミナルに係る

もの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方運輸局長 

ロ 鉄道車両のうち鉄道事

業法第十三条第一項の確認

（鉄道事業法施行規則（昭

和六十二年運輸省令第六

号）第二十条第二項及び第

三項に規定するものに限

る。）に係るもの、乗合バス

車両に係るもの、貸切バス

車両に係るもの又は福祉タ

クシー車両に係るもの 

当該鉄道車両、

乗合バス車両、

貸切バス車両又

は福祉タクシー

車両の使用の本

拠を管轄する地

方運輸局長 

ハ 法第二条第六号ニに掲

げる施設（当該施設を設置

し、又は管理する者が一般

旅客定期航路事業者又は旅

客不定期航路事業者である

ものに限る。）に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方運輸局長（運

輸監理部長を含

む。） 

ニ 法第二条第六号ニに掲

げる施設（当該施設を設置

し、又は管理する者が一般

旅客定期航路事業者又は旅

客不定期航路事業者である

ものを除く。）に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方整備局長又は

北海道開発局長 

ホ 船舶に係るもの 当該船舶の航路

の拠点を管轄す

る地方運輸局長
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（運輸監理部長

を含む。） 

ヘ 法第二条第六号ホに掲

げる施設に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方航空局長 

ト 特定本邦航空運送事業

者の使用航空機以外の航空

機（公共交通移動等円滑化

基準省令第二条第一項第十

六号に規定する航空機をい

う。）に係るもの 

当該航空機を使

用する本邦航空

運送事業者の主

たる事務所を管

轄する地方航空

局長 

四  法

第 二 十

二 条 の

二 第 一

項 の 移

動 等 円

滑 化 困

難 旅 客

施 設 の

認 定 並

び に 同

条 第 二

項 の 認

定 及 び

同 条 第

五 項 に

お い て

準 用 す

る 第 十

八 条 第

二 項 の

変 更 の

認定 

イ 法第二条第六号イに掲

げる施設のうち鉄道事業法

第八条第一項の認可に係る

もの以外のもの又は同号ハ

に掲げる施設のうち専用バ

スターミナルに係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方運輸局長 

ロ 法第二条第六号ニに掲

げる施設（当該施設を設置

し、又は管理する者が一般

旅客定期航路事業者又は旅

客不定期航路事業者である

ものに限る。）に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方運輸局長（運

輸監理部長を含

む。） 

ハ 法第二条第六号ニに掲

げる施設（当該施設を設置

し、又は管理する者が一般

旅客定期航路事業者又は旅

客不定期航路事業者である

ものを除く。）に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方整備局長又は

北海道開発局長 

ニ 法第二条第六号ホに掲

げる施設に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方航空局長 

五  法

第 二 十

四 条 の

六 第 五

項 の 規

定 に よ

る勧告 

イ 法第二条第六号イに掲

げる施設のうち鉄道事業法

第八条第一項の認可に係る

もの以外のもの又は同号ハ

に掲げる施設のうち専用バ

スターミナルに係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方運輸局長 

ロ 法第二条第六号ニに掲

げる施設（当該施設を設置

し、又は管理する者が一般

旅客定期航路事業者又は旅

客不定期航路事業者である

ものに限る。）に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方運輸局長（運

輸監理部長を含

む。） 

ハ 法第二条第六号ニに掲

げる施設（当該施設を設置

し、又は管理する者が一般

旅客定期航路事業者又は旅

客不定期航路事業者である

ものを除く。）に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方整備局長又は

北海道開発局長 

ニ 法第二条第六号ホに掲

げる施設に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方航空局長 

六  法

第 二 十

九 条 第

一 項 の

規 定 に

よ る 申

請 の 受

理、同条

第 二 項

の認定、

同 条 第

三 項 の

規 定 に

よ る 変

更 の 認

定 及 び

同 条 第

五 項 の

規 定 に

よ る 認

定 の 取

消し 

イ 法第二条第六号イに掲

げる施設のうち鉄道事業法

第八条第一項の認可に係る

もの以外のもの又は同号ハ

に掲げる施設のうち専用バ

スターミナルに係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方運輸局長 

ロ 乗合バス車両、貸切バ

ス車両又は福祉タクシー車

両に係るもの 

当該乗合バス車

両、貸切バス車

両又は福祉タク

シー車両の使用

の本拠を管轄す

る地方運輸局長 

ハ 法第二条第六号ニに掲

げる施設（当該施設を設置

し、又は管理する者が一般

旅客定期航路事業者又は旅

客不定期航路事業者である

ものに限る。）に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方運輸局長（運

輸監理部長を含

む。） 

ニ 法第二条第六号ニに掲

げる施設（当該施設を設置

し、又は管理する者が一般

旅客定期航路事業者又は旅

客不定期航路事業者である

ものを除く。）に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方整備局長又は

北海道開発局長 

ホ 法第二条第六号ホに掲

げる施設に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方航空局長 

七 法第三十二条第三項の規定によ

る協議及び同意 

 

八  法

第 三 十

八 条 第

二 項 の

規 定 に

よ る 通

知 の 受

理 及 び

同 条 第

三 項 の

規 定 に

よ る 勧

告 

イ 法第二条第六号イに掲

げる施設のうち鉄道事業法

第八条第一項の認可に係る

もの以外のもの又は同号ハ

に掲げる施設のうち専用バ

スターミナルに係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方運輸局長 

ロ 乗合バス車両、貸切バ

ス車両又は福祉タクシー車

両に係るもの 

当該乗合バス車

両、貸切バス車

両又は福祉タク

シー車両の使用

の本拠を管轄す

る地方運輸局長 

ハ 法第二条第六号ニに掲

げる施設（当該施設を設置

し、又は管理する者が一般

旅客定期航路事業者又は旅

客不定期航路事業者である

ものに限る。）に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方運輸局長（運

輸監理部長を含

む。） 

ニ 法第二条第六号ニに掲

げる施設（当該施設を設置

し、又は管理する者が一般

旅客定期航路事業者又は旅

客不定期航路事業者である

ものを除く。）に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方整備局長又は

北海道開発局長 

ホ 法第二条第六号ホに掲

げる施設に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地
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方航空局長 

九  法

第 三 十

八 条 第

四 項 の

規 定 に

よ る 命

令 

イ 法第二条第六号ハに掲

げる施設のうち専用バスタ

ーミナルに係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方運輸局長 

ロ 乗合バス車両、貸切バ

ス車両又は福祉タクシー車

両に係るもの 

当該乗合バス車

両、貸切バス車

両又は福祉タク

シー車両の使用

の本拠を管轄す

る地方運輸局長 

ハ 法第二条第六号ニに掲

げる施設（当該施設を設置

し、又は管理する者が一般

旅客定期航路事業者又は旅

客不定期航路事業者である

ものに限る。）に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方運輸局長（運

輸監理部長を含

む。） 

ニ 法第二条第六号ニに掲

げる施設（当該施設を設置

し、又は管理する者が一般

旅客定期航路事業者又は旅

客不定期航路事業者である

ものを除く。）に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方整備局長又は

北海道開発局長 

ホ 法第二条第六号ホに掲

げる施設に係るもの 

当該施設の所在

地を管轄する地

方航空局長 

 

２ 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第二

十四条の二第八項の助言（法第二十五条第十項にお

いて準用する場合を含む。）に係るもの並びに法第

五十三条第一項の規定による報告、立入検査及び質

問に係るものは、地方整備局長、北海道開発局長、

地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）、地方航空局

長、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができ

る。 

３ 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第二

十四条の六第五項の勧告に係るもの（道路管理者に

係るものに限る。）は、地方整備局長及び北海道開発

局長も行うことができる。 

４ 法に規定する道路管理者及び公園管理者である

国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開

発局長に委任する。 

（書類の経由） 

第二十七条 第十五条第一項及び第十六条第一項の

規定により国土交通大臣に提出すべき申請書のう

ち、法第二条第六号イに掲げる施設のうち鉄道事業

法第八条第一項の認可に係るもの、同号ロに掲げる

施設及び同号ハに掲げる施設のうち一般バスター

ミナルに係るものは、当該施設の所在地を管轄する

地方運輸局長を経由して提出しなければならない。 

２ この省令の規定により地方運輸局長に提出すべ

き申請書のうち、乗合バス車両、貸切バス車両又は

福祉タクシー車両に係るものは、当該乗合バス車両、

貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠

を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由し

て提出しなければならない。 

３ この省令の規定により地方運輸局長に提出すべ

き移動等円滑化実績等報告書のうち、乗合バス車両、

貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るものは、

法第二条第五号ハに掲げる者の主たる事務所を管

轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提

出しなければならない。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、法の施行の日（平成十八年十二

月二十日）から施行する。 

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建

築物の建築の促進に関する法律施行規則及び高

齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移

動の円滑化の促進に関する法律施行規則の廃止） 

第二条 次に掲げる省令は、廃止する。 

一 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定

建築物の建築の促進に関する法律施行規則（平成

六年建設省令第二十六号） 

二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用し

た移動の円滑化の促進に関する法律施行規則（平

成十二年／運輸省／建設省／令第九号） 

附 則 （平成二三年八月三〇日国土交通省令第六七

号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成二三年一一月三〇日国土交通省令第八

五号） 

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平

成二十三年十一月三十日）から施行する。 

附 則 （平成三〇年一〇月一九日国土交通省令第八

一号） 

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日

（平成三十年十一月一日）から施行する。 

附 則 （平成三一年三月八日国土交通省令第七号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律附

則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成

三十一年四月一日。以下「施行日」という。）から施

行する。 

（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 平成三十一年度においては、第一条の規定に

よる改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行規則第六条の三の規定の適

用については、同条中「六月三十日」とあるのは、

「十二月三十一日」とする。 

附 則 （令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号） 

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律

の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。 

附 則 （令和二年一二月二三日国土交通省令第九八

号） 
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（施行期日） 

１ この省令は、令和三年一月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令の施行の際現にあるこの省令による改

正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕

って使用することができる。 

附 則 （令和三年一月二〇日国土交通省令第一号） 

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日

（令和三年四月一日）から施行する。 

附 則 （令和三年三月三〇日国土交通省令第一二号） 

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律の一部を改正する法律（令和二年法

律第二十八号）の施行の日（令和三年四月一日）か

ら施行する。 

附 則 （令和三年一〇月一日国土交通省令第六二号） 

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施

行の日（令和三年十月一日）から施行する。 

附 則 （令和四年三月三一日国土交通省令第三〇号） 

（施行期日） 

第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この省令の施行の日前にされた高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十

八年法律第九十一号。以下「法」という。）第十七条

第三項の認定（法第十八条第一項の規定による変更

の認定を含む。以下この項において同じ。）の申請で

あって、この省令の施行の際、まだその認定をする

かどうかの処分がされていないものについての認

定の処分については、なお従前の例による。 

２ この省令の施行の際現に工事中の特定建築物で、

認定を受けた計画又は前項の規定によりなお従前

の例によることとされる認定を受ける計画に係る

ものについての法第十八条第一項の規定による変

更の認定に関する認定の基準については、当該工事

が完了するまでの間に限り、なお従前の例による。 
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９ 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき

建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 

平成 18 年 12 月 15 日国土交通省令第 114 号 

改正令和 4 年 3 月 31 日国土交通省令第 30 号 

 

 

（建築物移動等円滑化誘導基準） 

第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律（以下「法」という。）第十七条第三項第

一号の主務省令で定める建築物特定施設の構造及

び配置に関する基準は、この省令の定めるところに

よる。 

（出入口） 

第二条 多数の者が利用する出入口（次項に規定する

もの並びに籠、昇降路、便所及び浴室等に設けられ

るものを除き、かつ、二以上の出入口を併設する場

合には、そのうち一以上のものに限る。）は、次に掲

げるものでなければならない。 

一 幅は、九十センチメートル以上とすること。 

二 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造そ

の他の車椅子使用者が容易に開閉して通過でき

る構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

２ 多数の者が利用する直接地上へ通ずる出入口の

うち一以上のものは、次に掲げるものでなければな

らない。 

一 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 

二 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造と

し、かつ、その前後に高低差がないこと。 

（廊下等） 

第三条 多数の者が利用する廊下等は、次に掲げるも

のでなければならない。 

一 幅は、百八十センチメートル以上とすること。

ただし、五十メートル以内ごとに車椅子のすれ違

いに支障がない場所を設ける場合にあっては、百

四十センチメートル以上とすることができる。 

二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上

げること。 

三 階段又は傾斜路（階段に代わり、又はこれに併

設するものに限る。）の上端に近接する廊下等の

部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て視覚障害者が利用するものに限る。）には、点状

ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者

の利用上支障がないものとして国土交通大臣が

定める場合は、この限りでない。 

四 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造そ

の他の車椅子使用者が容易に開閉して通過でき

る構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

五 側面に廊下等に向かって開く戸を設ける場合

には、当該戸の開閉により高齢者、障害者等の通

行の安全上支障がないよう必要な措置を講ずる

こと。 

六 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視

覚障害者が利用する廊下等に突出物を設けない

こと。ただし、視覚障害者の通行の安全上支障が

生じないよう必要な措置を講じた場合は、この限

りでない。 

七 高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を適

切な位置に設けること。 

２ 前項第一号及び第四号の規定は、車椅子使用者の

利用上支障がないものとして国土交通大臣が定め

る廊下等の部分には、適用しない。 

（階段） 

第四条 多数の者が利用する階段は、次に掲げるもの

としなければならない。 

一 幅は、百四十センチメートル以上とすること。

ただし、手すりが設けられた場合にあっては、手

すりの幅が十センチメートルを限度として、ない

ものとみなして算定することができる。 

二 蹴上げの寸法は、十六センチメートル以下とす

ること。 

三 踏面の寸法は、三十センチメートル以上とする

こと。 

四 踊場を除き、両側に手すりを設けること。 

五 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上

げること。 

六 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色

相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に

識別できるものとすること。 

七 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因とな

るものを設けない構造とすること。 

八 段がある部分の上端に近接する踊場の部分（不

特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障

害者が利用するものに限る。）には、点状ブロック

等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上

支障がないものとして国土交通大臣が定める場

合は、この限りでない。 

九 主たる階段は、回り階段でないこと。 

（傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置） 

第五条 多数の者が利用する階段を設ける場合には、

階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレ

ベーターその他の昇降機（二以上の階にわたるとき

には、第七条に定めるものに限る。）を設けなければ

ならない。ただし、車椅子使用者の利用上支障がな

いものとして国土交通大臣が定める場合は、この限

りでない。 

（階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路） 

第六条 多数の者が利用する傾斜路（階段に代わり、

又はこれに併設するものに限る。）は、次に掲げるも

のでなければならない。 

一 幅は、階段に代わるものにあっては百五十セン

チメートル以上、階段に併設するものにあっては

百二十センチメートル以上とすること。 
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二 勾(こう)配は、十二分の一を超えないこと。 

三 高さが七十五センチメートルを超えるものに

あっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに

踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設け

ること。 

四 高さが十六センチメートルを超える傾斜があ

る部分には、両側に手すりを設けること。 

五 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上

げること。 

六 その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度

の差が大きいことによりその存在を容易に識別

できるものとすること。 

七 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分

（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視

覚障害者が利用するものに限る。）には、点状ブロ

ック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利

用上支障がないものとして国土交通大臣が定め

る場合は、この限りでない。 

２ 前項第一号から第三号までの規定は、車椅子使用

者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が

定める傾斜路の部分には、適用しない。この場合に

おいて、勾配が十二分の一を超える傾斜がある部分

には、両側に手すりを設けなければならない。 

（エレベーター） 

第七条 多数の者が利用するエレベーター（次条に規

定するものを除く。以下この条において同じ。）を設

ける場合には、第一号及び第二号に規定する階に停

止する籠を備えたエレベーターを、第一号に規定す

る階ごとに一以上設けなければならない。 

一 多数の者が利用する居室、車椅子使用者用便房、

車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用者用客室、

第十二条の二第一項に規定する車椅子使用者用

客席又は第十三条第一号に規定する車椅子使用

者用浴室等がある階 

二 直接地上へ通ずる出入口のある階 

２ 多数の者が利用するエレベーター及びその乗降

ロビーは、次に掲げるものでなければならない。 

一 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメー

トル以上とすること。 

二 籠の奥行きは、百三十五センチメートル以上と

すること。 

三 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅

及び奥行きは、百五十センチメートル以上とする

こと。 

四 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位

置を表示する装置を設けること。 

五 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示す

る装置を設けること。 

３ 第一項の規定により設けられた多数の者が利用

するエレベーター及びその乗降ロビーは、前項に定

めるもののほか、次に掲げるものでなければならな

い。 

一 籠の幅は、百四十センチメートル以上とするこ

と。 

二 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とするこ

と。 

三 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用

しやすい位置に制御装置を設けること。 

４ 不特定かつ多数の者が利用するエレベーターは、

第二項第一号、第二号及び第四号並びに前項第一号

及び第二号に定めるものでなければならない。 

５ 第一項の規定により設けられた不特定かつ多数

の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビー

は、第二項第二号、第四号及び第五号並びに第三項

第二号及び第三号に定めるもののほか、次に掲げる

ものでなければならない。 

一 籠の幅は、百六十センチメートル以上とするこ

と。 

二 籠及び昇降路の出入口の幅は、九十センチメー

トル以上とすること。 

三 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅

及び奥行きは、百八十センチメートル以上とする

こと。 

６ 第一項の規定により設けられた不特定かつ多数

の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する

エレベーター及びその乗降ロビーは、第三項又は前

項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければ

ならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がない

ものとして国土交通大臣が定める場合は、この限り

でない。 

一 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の

出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を

設けること。 

二 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置（車椅子

使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に

制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の

位置に設けるものに限る。）は、点字その他国土交

通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に

操作することができる構造とすること。 

三 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向

を音声により知らせる装置を設けること。 

（特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他

の昇降機） 

第八条 階段又は段に代わり、又はこれに併設する国

土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエ

レベーターその他の昇降機は、車椅子使用者が円滑

に利用できるものとして国土交通大臣が定める構

造としなければならない。 

（便所） 

第九条 多数の者が利用する便所は、次に掲げるもの

でなければならない。 

一 多数の者が利用する便所（男子用及び女子用の

区別があるときは、それぞれの便所）が設けられ

ている階ごとに、当該便所のうち一以上に、車椅

子使用者用便房及び高齢者、障害者等が円滑に利

用することができる構造の水洗器具を設けた便

房を設けること。 

二 多数の者が利用する便所が設けられている階

の車椅子使用者用便房の数は、当該階の便房（多

数の者が利用するものに限る。以下この号におい

て同じ。）の総数が二百以下の場合は当該便房の

総数に五十分の一を乗じて得た数以上とし、当該

資料編　《関連法令等》 
1 - 179



 

 

階の便房の総数が二百を超える場合は当該便房

の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた

数以上とすること。 

三 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられ

ている便所の出入口は、次に掲げるものであるこ

と。 

イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。 

ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造

その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がな

いこと。 

四 多数の者が利用する便所に車椅子使用者用便

房が設けられておらず、かつ、当該便所に近接す

る位置に車椅子使用者用便房が設けられている

便所が設けられていない場合には、当該便所内に

腰掛便座及び手すりの設けられた便房を一以上

設けること。 

２ 多数の者が利用する男子用小便器のある便所が

設けられている階ごとに、当該便所のうち一以上に、

床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが

三十五センチメートル以下のものに限る。）その他

これらに類する小便器を一以上設けなければなら

ない。 

（ホテル又は旅館の客室） 

第十条 ホテル又は旅館には、客室の総数が二百以下

の場合は当該客室の総数に五十分の一を乗じて得

た数以上、客室の総数が二百を超える場合は当該客

室の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた

数以上の車椅子使用者用客室を設けなければなら

ない。 

２ 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなけれ

ばならない。 

一 出入口は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。 

ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造

その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がな

いこと。 

二 便所は、次に掲げるものであること。ただし、

当該客室が設けられている階に不特定かつ多数

の者が利用する便所が一以上（男子用及び女子用

の区別があるときは、それぞれ一以上）設けられ

ている場合は、この限りでない。 

イ 便所内に車椅子使用者用便房を設けること。 

ロ 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けら

れている便所の出入口は、前条第一項第三号イ

及びロに掲げるものであること。 

三 浴室等は、次に掲げるものであること。ただし、

当該客室が設けられている建築物に不特定かつ

多数の者が利用する浴室等が一以上（男子用及び

女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）設

けられている場合は、この限りでない。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができ

るものとして国土交通大臣が定める構造の浴

室等（以下「車椅子使用者用浴室等」という。）

であること。 

ロ 出入口は、次に掲げるものであること。 

（１） 幅は、八十センチメートル以上とする

こと。 

（２） 戸を設ける場合には、自動的に開閉す

る構造その他の車椅子使用者が容易に

開閉して通過できる構造とし、かつ、そ

の前後に高低差がないこと。 

（敷地内の通路） 

第十一条 多数の者が利用する敷地内の通路は、次に

掲げるものでなければならない。 

一 段がある部分及び傾斜路を除き、幅は、百八十

センチメートル以上とすること。 

二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上

げること。 

三 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造そ

の他の車椅子使用者が容易に開閉して通過でき

る構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

四 段がある部分は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、百四十センチメートル以上とすること。

ただし、手すりが設けられた場合にあっては、

手すりの幅が十センチメートルを限度として、

ないものとみなして算定することができる。 

ロ 蹴上げの寸法は、十六センチメートル以下と

すること。 

ハ 踏面の寸法は、三十センチメートル以上とす

ること。 

ニ 両側に手すりを設けること。 

ホ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、

色相又は彩度の差が大きいことにより段を容

易に識別できるものとすること。 

ヘ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因と

なるものを設けない構造とすること。 

五 段を設ける場合には、段に代わり、又はこれに

併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降

機を設けなければならない。 

六 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、段に代わるものにあっては百五十セン

チメートル以上、段に併設するものにあっては

百二十センチメートル以上とすること。 

ロ 勾配は、十五分の一を超えないこと。 

ハ 高さが七十五センチメートルを超えるもの

（勾配が二十分の一を超えるものに限る。）に

あっては、高さ七十五センチメートル以内ごと

に踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を

設けること。 

ニ 高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾

配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、

両側に手すりを設けること。 

ホ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度

の差が大きいことによりその存在を容易に識

別できるものとすること。 

２ 多数の者が利用する敷地内の通路（道等から直接

地上へ通ずる出入口までの経路を構成するものに

限る。）が地形の特殊性により前項の規定によるこ

とが困難である場合においては、同項第一号、第三

号、第五号及び第六号イからハまでの規定は、当該
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敷地内の通路が設けられた建築物の車寄せから直

接地上へ通ずる出入口までの敷地内の通路の部分

に限り、適用する。 

３ 第一項第一号、第三号、第五号及び第六号イから

ハまでの規定は、車椅子使用者の利用上支障がない

ものとして国土交通大臣が定める敷地内の通路の

部分には、適用しない。この場合において、勾配が

十二分の一を超える傾斜がある部分には、両側に手

すりを設けなければならない。 

（駐車場） 

第十二条 多数の者が利用する駐車場には、当該駐車

場の全駐車台数が二百以下の場合は当該駐車台数

に五十分の一を乗じて得た数以上、全駐車台数が二

百を超える場合は当該駐車台数に百分の一を乗じ

て得た数に二を加えた数以上の車椅子使用者用駐

車施設を設けなければならない。 

（劇場等の客席） 

第十二条の二 劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会

場又は公会堂（以下「劇場等」という。）に客席を設

ける場合には、客席の総数が二百以下のときは当該

客席の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客席

の総数が二百を超え二千以下のときは当該客席の

総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以

上、客席の総数が二千を超えるときは当該客席の総

数に一万分の七十五を乗じて得た数に七を加えた

数以上の車椅子使用者用客席（車椅子使用者が円滑

に利用できる客席をいう。以下この条において同

じ。）を設けなければならない。 

２ 車椅子使用者用客席は、次に掲げるものでなけれ

ばならない。 

一 幅は、九十センチメートル以上とすること。 

二 奥行きは、百二十センチメートル以上とするこ

と。 

三 床は、平らとすること。 

四 車椅子使用者が舞台等を容易に視認できる構

造とすること。 

五 同伴者用の客席又はスペースを当該車椅子使

用者用客席に隣接して設けること。 

３ 客席の総数が二百を超える場合には、第一項の規

定による車椅子使用者用客席を二箇所以上に分散

して設けなければならない。 

（浴室等） 

第十三条 多数の者が利用する浴室等を設ける場合

には、そのうち一以上（男子用及び女子用の区別が

あるときは、それぞれ一以上）は、次に掲げるもの

でなければならない。 

一 車椅子使用者用浴室等であること。 

二 出入口は、第十条第二項第三号ロに掲げるもの

であること。 

（標識） 

第十四条 移動等円滑化の措置がとられたエレベー

ターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、

それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所

又は駐車施設があることを表示する標識を、高齢者、

障害者等の見やすい位置に設けなければならない。 

２ 前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容易

に識別できるもの（当該内容が日本産業規格Ｚ八二

一〇に定められているときは、これに適合するもの）

でなければならない。 

（案内設備） 

第十五条 建築物又はその敷地には、当該建築物又は

その敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレ

ベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置

を表示した案内板その他の設備を設けなければな

らない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、

便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合

は、この限りでない。 

２ 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷

地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベータ

ーその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国

土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示す

ための設備を設けなければならない。 

３ 案内所を設ける場合には、前二項の規定は適用し

ない。 

（案内設備までの経路） 

第十六条 道等から前条第二項の規定による設備又

は同条第三項の規定による案内所までの主たる経

路（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視

覚障害者が利用するものに限る。）は、視覚障害者移

動等円滑化経路にしなければならない。ただし、視

覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通

大臣が定める場合は、この限りでない。 

（増築等又は修繕等に関する適用範囲） 

第十七条 建築物の増築若しくは改築（用途の変更を

して特定建築物にすることを含む。以下「増築等」

という。）又は建築物の修繕若しくは模様替（建築物

特定施設に係るものに限る。以下「修繕等」という。）

をする場合には、第二条から前条までの規定は、次

に掲げる建築物の部分に限り、適用する。 

一 当該増築等又は修繕等に係る部分 

二 道等から前号に掲げる部分までの一以上の経

路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エ

レベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 

三 多数の者が利用する便所のうち一以上のもの 

四 第一号に掲げる部分から車椅子使用者用便房

（前号に掲げる便所に設けられるものに限る。）

までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、

階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び

敷地内の通路 

五 ホテル又は旅館の客室のうち一以上のもの 

六 第一号に掲げる部分から前号に掲げる客室ま

での一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階

段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷

地内の通路 

七 多数の者が利用する駐車場のうち一以上のも

の 

八 車椅子使用者用駐車施設（前号に掲げる駐車場

に設けられるものに限る。）から第一号に掲げる

部分までの一以上の経路を構成する出入口、廊下

等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機

及び敷地内の通路 

九 劇場等の客席のうち一以上のもの 
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十 第一号に掲げる部分から前号に掲げる客席ま

での一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階

段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷

地内の通路 

十一 多数の者が利用する浴室等 

十二 第一号に掲げる部分から車椅子使用者用浴

室等（前号に掲げるものに限る。）までの一以上の

経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、

エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 

２ 前項第三号に掲げる建築物の部分について第九

条の規定を適用する場合には、同条第一項第一号中

「便所（男子用及び女子用の区別があるときは、そ

れぞれの便所）が設けられている階ごとに、当該便

所のうち一以上に、」とあるのは「便所（男子用及び

女子用の区別があるときは、それぞれの便所）に、」

と、同項第二号中「便所が設けられている階の」と

あるのは「便所の」と、「当該階の」とあるのは「当

該便所の」と、同条第二項中「便所が設けられてい

る階ごとに、当該便所のうち」とあるのは「便所を

設ける場合には、そのうち」とする。 

３ 第一項第五号に掲げる建築物の部分について第

十条の規定を適用する場合には、同条中「客室の総

数が二百以下の場合は当該客室の総数に五十分の

一を乗じて得た数以上、客室の総数が二百を超える

場合は当該客室の総数に百分の一を乗じて得た数

に二を加えた数以上」とあるのは「一以上」とする。 

４ 第一項第七号に掲げる建築物の部分について第

十二条の規定を適用する場合には、同条中「当該駐

車場の全駐車台数が二百以下の場合は当該駐車台

数に五十分の一を乗じて得た数以上、全駐車台数が

二百を超える場合は当該駐車台数に百分の一を乗

じて得た数に二を加えた数以上」とあるのは「一以

上」とする。 

５ 第一項第九号に掲げる建築物の部分について第

十二条の二の規定を適用する場合には、同条第一項

中「客席の総数が二百以下のときは当該客席の総数

に五十分の一を乗じて得た数以上、客席の総数が二

百を超え二千以下のときは当該客席の総数に百分

の一を乗じて得た数に二を加えた数以上、客席の総

数が二千を超えるときは当該客席の総数に一万分

の七十五を乗じて得た数に七を加えた数以上」とあ

るのは、「一以上」とする。 

（特別特定建築物に関する読替え） 

第十八条 法第十七条第一項の申請に係る特別特定

建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律施行令（平成十八年政令第三百七十九

号）第五条第一号に規定する公立小学校等を除く。）

における第二条から前条まで（第三条第一項第三号

及び第六号、第四条第八号、第六条第一項第七号、

第七条第四項から第六項まで、第十条第二項並びに

第十六条を除く。）の規定の適用については、これら

の規定（第二条第一項及び第七条第三項を除く。）中

「多数の者が利用する」とあるのは「不特定かつ多

数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が

利用する」と、第二条第一項中「多数の者が利用す

る出入口（次項に規定するもの並びに籠、昇降路、

便所」とあるのは「不特定かつ多数の者が利用し、

又は主として高齢者、障害者等が利用する出入口

（次項に規定するもの並びに籠、昇降路、便所、車

椅子使用者用客室」と、第七条第三項中「多数の者

が利用する」とあるのは「主として高齢者、障害者

等が利用する」と、前条中「特定建築物」とあるの

は「特別特定建築物」とする。 

（協定建築物に関する読替え） 

第十九条 法第二十二条の二第一項の申請に係る協

定建築物における第二条から第十七条まで（第七条

第二項から第五項まで、第九条第一項第二号及び第

四号、第十条、第十一条第二項、第十二条から第十

三条まで並びに第十七条第一項各号列記の部分及

び第二項から第四項までを除く。）の規定の適用に

ついては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句

とし、第七条第二項から第五項まで、第九条第一項

第二号及び第四号、第十条、第十一条第二項、第十

二条から第十三条まで並びに第十七条第一項各号

列記の部分及び第二項から第四項までの規定は適

用しない。 

第二条第一項、

第三条第一項、

第四条、第五条、

第六条第一項、

第十一条第一項 

多数の者が利用する 協定建築物特定

施設である 

第二条第一項 除き、かつ、二以上

の出入口を併設する

場合には、そのうち

一以上のものに限る 

除く 

第二条第二項 多数の者が利用する

直接地上 

協定建築物特定

施設であって直

接移動等円滑化

困難旅客施設又

は当該移動等円

滑化困難旅客施

設への経路 

第七条第一項 多数の者が利用する

エレベーター 

協定建築物特定

施設であるエレ

ベーター 

第七条第一項第

一号 

多数の者が利用する

居室、車椅子使用者

用便房、車椅子使用

者用駐車施設、車椅

子使用者用客室又は

第十三条第一号に規

定する車椅子使用者

用浴室等 

協定建築物特定

施設である便所 

第七条第一項第

二号 

地上 移動等円滑化困

難旅客施設又は

当該移動等円滑

化困難旅客施設

への経路 

第七条第六項 

 

不特定かつ多数の者

が利用し、又は主と

協定建築物特定

施設である 
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して視覚障害者が利

用する 

乗降ロビー 乗降ロビー（同項

各号に規定する

階にあるものに

限る。以下この項

において同じ。） 

第三項又は前項 前項 

第八条 昇降機 昇降機（協定建築

物特定施設であ

るものに限る。） 

第九条第一項 多数の者が利用する

便所は 

協定建築物特定

施設である便所

は 

第九条第一項第

一号 

  

多数の者が利用する

便所（男子用及び女

子用の区別があると

きは、それぞれの便

所）が設けられてい

る階ごとに、当該便

所のうち一以上に、

車椅子使用者用便房 

車椅子使用者用

便房 

便房を 便房を一以上 

第九条第一項第

三号 

便房が設けられてい

る便所 

便所 

第九条第二項 多数の者が利用する

男子用小便器のある

便所が設けられてい

る階ごとに、当該便

所のうち一以上に 

協定建築物特定

施設である男子

用小便器のある

便所には 

第 十 四 条 第 一

項、第十五条第

一項 

、便所又は駐車施設 又は便所 

第十六条 道等 協定建築物特定

施設 

第十七条第一項 

  

増築若しくは改築

（用途の変更をして

特定建築物にするこ

とを含む。以下「増

築等」という。）又は

建築物の修繕若しく

は模様替（建築物特

定施設に係るものに

限る。以下「修繕等」

という。） 

増築、改築、修繕

又は模様替（協定

建築物特定施設

に係るものに限

る。以下「増築等」

という。） 

次に掲げる建築物の 当該増築等に係

る 

 

附 則 

この省令は、法の施行の日（平成十八年十二月二十日）

から施行する。 

附 則 （平成三一年三月八日国土交通省令第七号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律附

則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成

三十一年四月一日。以下「施行日」という。）から施

行する。 

附 則 （令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号） 

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律

の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。 

附 則 （令和三年一月二〇日国土交通省令第一号） 

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日

（令和三年四月一日）から施行する。 

附 則 （令和四年三月三一日国土交通省令第三〇号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。 
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10 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律関係告示 

 

 

〇 国土交通省告示第 1492 号 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律施行令の規定により特殊な構造又は使用形態の

エレベーターその他の昇降機等を定める件 

平成 18 年 12 月 15 日 

平成 18 年国土交通省令第 112 号 

 

第１ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行令（以下「令」という。）第 18 条第２

項第六号に規定する国土交通大臣が定める特殊な

構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機

は、次に掲げるものとする。 

一 昇降行程が４ｍ以下のエレベーター又は階段

の部分、傾斜路の部分その他これらに類する部分

に沿って昇降するエレベーターで、かごの定格速

度が 15ｍ毎分以下で、かつ、その床面積が 2.25 

㎡以下のもの 

二 車いすに座ったまま車いす使用者を昇降させ

る場合に２枚以上の踏段を同一の面に保ちなが

ら昇降を行うエスカレーターで、当該運転時にお

いて、踏段の定格速度を 30ｍ毎分以下とし、かつ、

２枚以上の踏段を同一の面とした部分の先端に

車止めを設けたもの 

第２ 令第 18 条第２項第六号に規定する車いす使用

者が円滑に利用することができるものとして国土

交通大臣が定める構造は、次に掲げるものとする。 

一 第１第一号に掲げるエレベーターにあっては、

次に掲げるものであること。 

イ 平成 12 年建設省告示第 1413 号第１第九号に

規定するものとすること。 

ロ かごの幅は 70cm 以上とし、かつ、奥行きは

120cm 以上とすること。 

ハ 車いす使用者がかご内で方向を変更する必

要がある場合にあっては、かごの幅及び奥行き

が十分に確保されていること。 

二 第１第二号に掲げるエスカレーターにあっ

ては、平成 12 年建設省告示第 1417 号第１ただ

し書に規定するものであること。 

附則 

１ この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号）の施

行の日（平成 18 年 12 月 20 日）から施行する。 

２ 平成 15 年国土交通省告示第 178 号は、廃止する。 

 

 

〇 建設省告示第 1413 号 

特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエス

カレーターの構造方法 

平成 12 年５月 31 日 建設省告示第 1413 号 

改正平成 28年 4月 25日 国土交通省告示第707号 

 

建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第 129

条の３第２項第一号及び第二号の規定に基づき、特殊

な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレー

ターの構造方法を次のように定める。 

特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカ

レーターの構造方法を定める件 

 

第１ 建築基準法施行令（以下「令」という。）第 129

条の３第２項第一号に掲げる規定を適用しない特

殊な構造又は使用形態のエレベーターは、次の各号

に掲げるエレベーターの種類に応じ、それぞれ当該

各号に定める構造方法を用いるものとする。ただし、

第七号から第十号までに掲げるエレベーターにあ

っては第一号から第六号までの規定、非常用エレベ

ーターにあっては第一号、第二号及び第四号から第

十号までの規定は、それぞれ適用しない。 

一～八 省略 

九 車いすに座ったまま使用するエレベーターで、

かごの定格速度が 15ｍ以下で、かつ、その床面積

が 2.25 ㎡以下のものであって、昇降行程が４ｍ

以下のもの又は階段及び傾斜路に沿って昇降す

るもの 令第 129 条の７第五号の規定によるほか、

次に定める構造とすること。 

イ かごは、次に定める構造とすること。ただし、

昇降行程が１ｍ以下のエレベーターで手すり

を設けたものにあっては、この限りでない。 

（１）次に掲げるエレベーターの種類に応じ、

それぞれ次に定めるものとすること。 

（ⅰ）かごの昇降の操作をかご内の人が行う

ことができない一人乗りのエレベーター

出入口の部分を除き、高さ 65cm 以上の丈夫

な壁又は囲いを設けていること。ただし、

昇降路の側壁その他のものに挟まれるお

それのない部分に面するかごの部分で、か

ごの床から７cm（出入口の幅が 80cm 以下の

場合にあっては、６cm）以上の立ち上がり

を設け、かつ、高さ 65cm 以上の丈夫な手す

りを設けた部分にあっては、この限りでな

い。 

（ⅱ）（ⅰ）以外のエレベーター 出入口の部

分を除き、高さ１ｍ以上の丈夫な壁又は囲

いを設けていること。ただし、昇降路の側

壁その他のものに挟まれるおそれのない

部分に面するかごの部分で、かごの床から

高さ 15cm 以上の立ち上がりを設け、かつ、

高さ１ｍ以上の丈夫な手すりを設けた部
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分にあっては、この限りでない。 

（２）出入口には、戸又は可動式の手すりを設

けること。 

（３）用途、積載量（kg で表した重量とする。）

及び最大定員（積載荷重を平成 12 年建設

省告示第 1415 号第５号に定める数値と

し、重力加速度を 9.8ｍ毎秒毎秒とし、

一人当たりの体重を 65kg、車いすの重さ

を 110kg として計算した定員をいう。）並

びに一人乗りのエレベーターにあって

は車いすに座ったまま使用する一人乗

りのものであることを明示した標識を

かご内の見やすい場所に掲示すること。 

ロ 昇降路は、次に定める構造とすること。 

（１）高さ 1.8ｍ以上の丈夫な壁又は囲い及び

出入口の戸又は可動式の手すりを設け

ること。ただし、かごの底と当該壁若し

くは囲い又は床との間に人又は物が挟

まれるおそれがある場合において、かご

の下にスカートガードその他これに類

するものを設けるか、又は強く挟まれた

場合にかごの昇降を停止する装置を設

けた場合にあっては、この限りでない。 

（２）出入口の床先とかごの床先との水平距離

は、４cm 以下とすること。 

（３）釣合おもりを設ける場合にあっては、人

又は物が釣合おもりに触れないよう壁

又は囲いを設けること。 

（４）かご内の人又は物が挟まれ、又は障害物

に衝突しないものとすること。 

ハ 制御器は、昇降行程が 1.0ｍを超えるものに

あっては、かご及び昇降路のすべての戸又は可

動式の手すりが閉じていなければかごを昇降

させることができないものとすること。 

ニ 次に掲げる安全装置を設けること。 

（１）かごが折りたたみ式のもので動力を使用

してかごを開閉するものにあっては、次

に掲げる装置 

（ⅰ）鍵を用いなければかごの開閉ができな

い装置 

（ⅱ）開閉中のかごに人又は物が挟まれた場

合にかごの開閉を制止する装置 

（ⅲ）かごの上に人がいる場合又は物がある

場合にかごを折りたたむことができない

装置 

（２）かごが着脱式のものにあっては、かごと

レールが確実に取りつけられていなけ

ればかごを昇降させることができない

装置 

（３）住戸内のみを昇降するもの以外のものに

あっては、積載荷重を著しく超えた場合

において警報を発し、かつ、かごを昇降

させることができない装置又は鍵を用

いなければ、かごの昇降ができない装置 

十 省略 

第２ 省略  

〇 建設省告示第 1417 号 

通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障

害物に衝突することがないようにしたエスカレータ

ーの構造及びエスカレーターの勾配に応じた踏段の

定格速度を定める件 

平成 12 年５月 31 日 建設省告示第 1417 号 

 

第１ 建築基準法施行令（以下「令」という。）第 129

条の 12 第１項第一号に規定する人又は物が挟まれ、

又は障害物に衝突することがないようにしたエス

カレーターの構造は、次のとおりとする。ただし、

車いすに座ったまま車いす使用者を昇降させる場

合に２枚以上の踏段を同一の面に保ちながら昇降

を行うエスカレーターで、当該運転時において、踏

段の定格速度を 30ｍ以下とし、かつ、２枚以上の踏

段を同一の面とした部分の先端に車止めを設けた

ものにあっては、第一号及び第二号の規定は適用し

ない。 

一 踏段側部とスカートガードのすき間は、 ５mm

以下とすること。 

二 踏段と踏段のすき間は、５mm 以下とすること。 

三 エスカレーターの手すりの上端部の外側とこ

れに近接して交差する建築物の天井、はりその他

これに類する部分又は他のエスカレーターの下

面（以下「交差部」という。）の水平距離が 50cm

以下の部分にあっては、保護板を次のように設け

ること。 

イ 交差部の下面に設けること。 

ロ 端は厚さ６mm 以上の角がないものとし、エス

カレーターの手すりの上端部から鉛直に 20cm

以下の高さまで届く長さの構造とすること。 

ハ 交差部のエスカレーターに面した側と段差

が生じないこと。 

第２ 令第 129 条の 12 第１項第五号に規定するエス

カレーターの勾配に応じた踏段の定格速度は、次の

各号に掲げる勾配の区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める速度とする。 

一 勾配が８度以下のもの 50ｍ 

二 勾配が８度を超え 30 度（踏段が水平でないも

のにあっては 15 度）以下のもの 45ｍ 

附 則 

この告示は、平成 12 年６月１日から施行する。 
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11 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令  

第十九条に規定する標識に関する省令 

平成 18 年国土交通省令第 113 号 

 

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律施行令（平成十八年政令第三百七十九号）第十九

条の規定に基づき、高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律施行令第十九条に規定する標

識に関する省令を次のように定める。 

 

 

１ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律施行令第十九条に規定する標識は、高齢者、

障害者等の見やすい位置に設けなければならない。 

２ 前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容易

に識別できるもの（当該内容が日本工業規格Ｚ八二

一〇に定められているときは、これに適合するもの）

でなければならない。 

附 則 

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）の施

行の日（平成十八年十二月二十日）から施行する。 
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12 移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設

を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 

平成 18 年 12 月 19 日国土交通省令第 116 号 

改正令和 3 年 3 月 30 日国土交通省令第 12 号 

 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第二条の二） 

第二章 歩道等及び自転車歩行者専用道路等の構

造（第三条―第十条） 

第三章 立体横断施設の構造（第十一条―第十六条） 

第四章 乗合自動車停留所の構造（第十七条・第十

八条） 

第五章 路面電車停留場等の構造（第十九条―第二

十一条） 

第六章 自動車駐車場の構造（第二十二条―第三十

二条） 

第七章 旅客特定車両停留施設の構造（第三十三条

―第四十三条） 

第八章 移動等円滑化のために必要なその他の施

設等（第四十四条―第四十八条） 

第九章 旅客特定車両停留施設を使用した役務の

提供の方法（第四十九条―第五十八条） 

附則 

 

第１章 総則 

第一章 総則 

（趣旨） 

第一条 この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（以下「法」という。）第十

条第一項に規定する道路移動等円滑化基準を条例

で定めるに当たって参酌すべき基準（道路法（昭和

二十七年法律第百八十号）第三条第二号の一般国道

にあっては法第十条第一項に規定する道路移動等

円滑化基準）並びに同条第三項及び第四項の主務省

令で定める基準を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第二条 この省令における用語の意義は、法第二条、

道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第二条（第

四号及び第十三号に限る。）及び道路構造令（昭和四

十五年政令第三百二十号）第二条に定めるもののほ

か、次に定めるところによる。 

一 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行

者専用道路、歩行者専用道路、立体横断施設（横

断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等

を横断するための立体的な施設をいう。以下同

じ。）に設ける傾斜路、通路若しくは階段、路面電

車停留場の乗降場又は自動車駐車場若しくは旅

客特定車両停留施設の通路の幅員から、縁石、手

すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な

通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは

施設を設置するために必要な幅員又は除雪のた

めに必要な幅員又は道路構造令第四十一条第一

項の歩行者の滞留の用に供する部分の幅員を除

いた幅員をいう。 

二 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの用に

供される歩道又は自転車歩行者道の部分をいう。 

三 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対

する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意

喚起を行うために路面に敷設されるブロックを

いう。 

（災害等の場合の適用除外） 

第二条の二 災害等のため一時使用する旅客特定車

両停留施設の構造及び設備、当該旅客特定車両停留

施設を使用した役務の提供の方法並びに災害等の

ためこの省令に規定する設備が使用できない場合

における役務の提供の方法については、この省令の

規定によらないことができる。 

第二章 歩道等及び自転車歩行者専用道路等の

構造 

（歩道） 

第三条 道路（自転車歩行者道を設ける道路、自転車

歩行者専用道路及び歩行者専用道路を除く。）には、

歩道を設けるものとする。 

（有効幅員） 

第四条 歩道の有効幅員は、道路構造令第十一条第三

項に規定する幅員の値以上とするものとする。 

２ 自転車歩行者道の有効幅員は、道路構造令第十条

の二第二項に規定する幅員の値以上とするものと

する。 

３ 自転車歩行者専用道路の有効幅員は、道路構造令

第三十九条第一項に規定する幅員の値以上とする

ものとする。 

４ 歩行者専用道路の有効幅員は、道路構造令第四十

条第一項に規定する幅員の値以上とするものとす

る。 

５ 歩道若しくは自転車歩行者道（以下「歩道等」と

いう。）又は自転車歩行者専用道路若しくは歩行者

専用道路（以下「自転車歩行者専用道路等」という。）

の有効幅員は、当該歩道等又は自転車歩行者専用道

路等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定

めるものとする。 

（舗装） 

第五条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装

は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構

造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状

況その他の特別の状況によりやむを得ない場合に

おいては、この限りでない。 

２ 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装は、平

たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げと

するものとする。 
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（勾配） 

第六条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の縦断

勾配は、五パーセント以下とするものとする。ただ

し、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得

ない場合においては、八パーセント以下とすること

ができる。 

２ 歩道等（車両乗入れ部を除く。）又は自転車歩行者

専用道路等の横断勾配は、一パーセント以下とする

ものとする。ただし、前条第一項ただし書に規定す

る場合又は地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合においては、二パーセント以下と

することができる。 

（歩道等と車道等の分離） 

第七条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路

肩がある場合の当該路肩（以下「車道等」という。）

又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとす

る。 

２ 歩道等（車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部

分を除く。）に設ける縁石の車道等に対する高さは

十五センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及

び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考

慮して定めるものとする。 

３ 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必

要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植

樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは

柵を設けるものとする。 

（高さ） 

第八条 歩道等（縁石を除く。）の車道等に対する高さ

は、五センチメートルを標準とするものとする。た

だし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、

この限りでない。 

２ 前項の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ

部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。 

（横断歩道に接続する歩道等の部分） 

第九条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、

車道等の部分より高くするものとし、その段差は二

センチメートルを標準とするものとする。 

２ 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車椅子を

使用している者（以下「車椅子使用者」という。）が

円滑に転回できる構造とするものとする。 

（車両乗入れ部） 

第十条 第四条の規定にかかわらず、車両乗入れ部の

うち第六条第二項の規定による基準を満たす部分

の有効幅員は、二メートル以上とするものとする。 

第三章 立体横断施設の構造 

（立体横断施設） 

第十一条 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑

化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、

障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体

横断施設（以下「移動等円滑化された立体横断施設」

という。）を設けるものとする。 

２ 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベー

ターを設けるものとする。ただし、昇降の高さが低

い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場

合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設

けることができる。 

３ 前項に規定するもののほか、移動等円滑化された

立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況

により必要がある場合においては、エスカレーター

を設けるものとする。 

（エレベーター） 

第十二条 移動等円滑化された立体横断施設に設け

るエレベーターは、次に定める構造とするものとす

る。 

一 籠の内法幅は一・五メートル以上とし、内法奥

行きは一・五メートル以上とすること。 

二 前号の規定にかかわらず、籠の出入口が複数あ

るエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に

乗降できる構造のもの（開閉する籠の出入口を音

声により知らせる設備が設けられているものに

限る。）にあっては、内法幅は一・四メートル以上

とし、内法奥行きは一・三五メートル以上とする

こと。 

三 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、第一号の規

定による基準に適合するエレベーターにあって

は九十センチメートル以上とし、前号の規定によ

る基準に適合するエレベーターにあっては八十

センチメートル以上とすること。 

四 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇

降路の出入口を確認するための鏡を設けること。

ただし、第二号の規定による基準に適合するエレ

ベーターにあっては、この限りでない。 

五 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他こ

れに類するものがはめ込まれていること又は籠

外及び籠内に画像を表示する設備が設置されて

いることにより、籠外にいる者と籠内にいる者が

互いに視覚的に確認できる構造とすること。 

六 籠内に手すりを設けること。 

七 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長

する機能を設けること。 

八 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位

置を表示する設備を設けること。 

九 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の

出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備を

設けること。 

十 籠内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操

作できる位置に操作盤を設けること。 

十一 籠内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操

作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字

をはり付けること等により視覚障害者が容易に

操作できる構造とすること。 

十二 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の

有効幅は一・五メートル以上とし、有効奥行きは

一・五メートル以上とすること。 

十三 停止する階が三以上であるエレベーターの

乗降口には、到着する籠の昇降方向を音声により

知らせる設備を設けること。ただし、籠内に籠及

び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方

向を音声により知らせる設備が設けられている

場合においては、この限りでない。 

（傾斜路） 

第十三条 移動等円滑化された立体横断施設に設け
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る傾斜路（その踊場を含む。以下この条において同

じ。）は、次に定める構造とするものとする。 

一 有効幅員は、二メートル以上とすること。ただ

し、設置場所の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合においては、一メートル以上とす

ることができる。 

二 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。た

だし、設置場所の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合においては、八パーセント以下

とすることができる。 

三 横断勾配は、設けないこと。 

四 二段式の手すりを両側に設けること。 

五 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を

示す点字をはり付けること。 

六 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけ

の良い仕上げとすること。 

七 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は

通路の部分との色の輝度比が大きいこと等によ

り当該勾配部分を容易に識別できるものとする

こと。 

八 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他

これに類する工作物を設けること。ただし、側面

が壁面である場合においては、この限りでない。 

九 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が二・五メ

ートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため

必要がある場合においては、柵その他これに類す

る工作物を設けること。 

十 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路

にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごと

に踏み幅一・五メートル以上の踊場を設けること。 

（エスカレーター） 

第十四条 移動等円滑化された立体横断施設に設け

るエスカレーターは、次に定める構造とするものと

する。 

一 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ

設置すること。 

二 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げ

とすること。 

三 昇降口において、三枚以上の踏み段が同一平面

上にある構造とすること。 

四 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度

比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容

易に識別できるものとすること。 

五 くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大きい

こと等によりくし板と踏み段との境界を容易に

識別できるものとすること。 

六 エスカレーターの上端及び下端に近接する歩

道等及び通路の路面において、エスカレーターへ

の進入の可否を示すこと。 

七 踏み段の有効幅は、一メートル以上とすること。

ただし、歩行者の交通量が少ない場合においては、

六十センチメートル以上とすることができる。 

（通路） 

第十五条 移動等円滑化された立体横断施設に設け

る通路は、次に定める構造とするものとする。 

一 有効幅員は、二メートル以上とし、当該通路の

高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定める

こと。 

二 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、

構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面

の排水のために必要な場合においては、この限り

でない。 

三 二段式の手すりを両側に設けること。 

四 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を

示す点字をはり付けること。 

五 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけ

の良い仕上げとすること。 

六 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他こ

れに類する工作物を設けること。ただし、側面が

壁面である場合においては、この限りでない。 

（階段） 

第十六条 移動等円滑化された立体横断施設に設け

る階段（その踊場を含む。以下同じ。）は、次に定め

る構造とするものとする。 

一 有効幅員は、一・五メートル以上とすること。 

二 二段式の手すりを両側に設けること。 

三 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を

示す点字をはり付けること。 

四 回り段としないこと。ただし、地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合におい

ては、この限りでない。 

五 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけ

の良い仕上げとすること。 

六 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比

が大きいこと等により段を容易に識別できるも

のとすること。 

七 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因とな

るものを設けない構造とすること。 

八 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他こ

れに類する工作物を設けること。ただし、側面が

壁面である場合においては、この限りでない。 

九 階段の下面と歩道等の路面との間が二・五メー

トル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必

要がある場合においては、柵その他これに類する

工作物を設けること。 

十 階段の高さが三メートルを超える場合におい

ては、その途中に踊場を設けること。 

十一 踊場の踏み幅は、直階段の場合にあっては

一・二メートル以上とし、その他の場合にあって

は当該階段の幅員の値以上とすること。 

第四章 乗合自動車停留所の構造 

（高さ） 

第十七条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分

の車道等に対する高さは、十五センチメートルを標

準とするものとする。 

（ベンチ及び上屋） 

第十八条 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上

屋を設けるものとする。ただし、それらの機能を代

替する施設が既に存する場合又は地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合において

は、この限りでない。 
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第五章 路面電車停留場等の構造 

（乗降場） 

第十九条 路面電車停留場の乗降場は、次に定める構

造とするものとする。 

一 有効幅員は、乗降場の両側を使用するものにあ

っては二メートル以上とし、片側を使用するもの

にあっては一・五メートル以上とすること。 

二 乗降場と路面電車の車両の旅客用乗降口の床

面とは、できる限り平らとすること。 

三 乗降場の縁端と路面電車の車両の旅客用乗降

口の床面の縁端との間隔は、路面電車の車両の走

行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、で

きる限り小さくすること。 

四 横断勾配は、一パーセントを標準とすること。

ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合においては、この限りでない。 

五 路面は、平たんで、滑りにくい仕上げとするこ

と。 

六 乗降場は、縁石線により区画するものとし、そ

の車道側に柵を設けること。 

七 乗降場には、ベンチ及びその上屋を設けること。

ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合においては、この限りでない。 

（傾斜路の勾配） 

第二十条 路面電車停留所の乗降場と車道等との高

低差がある場合においては、傾斜路を設けるものと

し、その勾配は、次に定めるところによるものとす

る。 

一 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。た

だし、地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合においては、八パーセント以下とす

ることができる。 

二 横断勾配は、設けないこと。 

（歩行者の横断の用に供する軌道の部分） 

第二十一条 歩行者の横断の用に供する軌道の部分

においては、軌条面と道路面との高低差は、できる

限り小さくするものとする。 

第六章 自動車駐車場の構造 

（障害者用駐車施設） 

第二十二条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用

できる駐車の用に供する部分（以下「障害者用駐車

施設」という。）を設けるものとする。 

２ 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車

台数が二百以下の場合にあっては当該駐車台数に

五十分の一を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が

二百を超える場合にあっては当該駐車台数に百分

の一を乗じて得た数に二を加えた数以上とするも

のとする。 

３ 障害者用駐車施設は、次に定める構造とするもの

とする。 

一 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入

口からの距離ができるだけ短くなる位置に設け

ること。 

二 有効幅は、三・五メートル以上とすること。 

三 障害者用である旨を見やすい方法により表示

すること。 

（障害者用停車施設） 

第二十三条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障

害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利

用できる停車の用に供する部分（以下「障害者用停

車施設」という。）を設けるものとする。ただし、構

造上の理由によりやむを得ない場合においては、こ

の限りでない。 

２ 障害者用停車施設は、次に定める構造とするもの

とする。 

一 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入

口からの距離ができるだけ短くなる位置に設け

ること。 

二 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は一・

五メートル以上とし、有効奥行きは一・五メート

ル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降で

きる構造とすること。 

三 障害者用である旨を見やすい方法により表示

すること。 

（出入口） 

第二十四条 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に

定める構造とするものとする。ただし、当該出入口

に近接した位置に設けられる歩行者の出入口につ

いては、この限りでない。 

一 有効幅は、九十センチメートル以上とすること。

ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出

入口のうち一以上の出入口の有効幅は、一・二メ

ートル以上とすること。 

二 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を一・二

メートル以上とする当該自動車駐車場外へ通ず

る歩行者の出入口のうち、一以上の出入口にあっ

ては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口

にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過

できる構造とすること。 

三 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差

を設けないこと。 

（通路） 

第二十五条 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出

入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち

一以上の通路は、次に定める構造とするものとする。 

一 有効幅員は、二メートル以上とすること。 

二 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差

を設けないこと。 

三 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げと

すること。 

（エレベーター） 

第二十六条 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入

口がない階（障害者用駐車施設が設けられている階

に限る。）を有する自動車駐車場には、当該階に停止

するエレベーターを設けるものとする。ただし、構

造上の理由によりやむを得ない場合においては、エ

レベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。 

２ 前項のエレベーターのうち一以上のエレベータ

ーは、前条に規定する出入口に近接して設けるもの

とする。 

３ 第十二条第一号から第四号までの規定は、第一項

のエレベーター（前項のエレベーターを除く。）につ
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いて準用する。 

４ 第十二条の規定は、第二項のエレベーターについ

て準用する。 

（傾斜路） 

第二十七条 第十三条の規定は、前条第一項の傾斜路

について準用する。 

（階段） 

第二十八条 第十六条の規定は、自動車駐車場外へ通

ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の構造

について準用する。 

（屋根） 

第二十九条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害

者用駐車施設、障害者用停車施設及び第二十五条に

規定する通路には、屋根を設けるものとする。 

（便所） 

第三十条 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設

ける場合は、当該便所は、次に定める構造とするも

のとする。 

一 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別

（当該区別がある場合に限る。）並びに便所の構

造を視覚障害者に示すための点字による案内板

その他の設備を設けること。 

二 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。 

三 男子用小便器を設ける場合においては、一以上

の床置式小便器、壁掛式小便器（受け口の高さが

三十五センチメートル以下のものに限る。）その

他これらに類する小便器を設けること。 

四 前号の規定により設けられる小便器には、手す

りを設けること。 

２ 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場

合は、そのうち一以上の便所は、次の各号に掲げる

基準のいずれかに適合するものとする。 

一 便所（男子用及び女子用の区別があるときは、

それぞれの便所）内に高齢者、障害者等の円滑な

利用に適した構造を有する便房が設けられてい

ること。 

二 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を

有する便所であること。 

第三十一条 前条第二項第一号の便房を設ける便所

は、次に定める構造とするものとする。 

一 第二十五条に規定する通路と便所との間の経

路における通路のうち一以上の通路は、同条各号

に定める構造とすること。 

二 出入口の有効幅は、八十センチメートル以上と

すること。 

三 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障

となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設け

る場合においては、この限りでない。 

四 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に

適した構造を有する便房が設けられていること

を表示する案内標識を設けること。 

五 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、

次に定める構造とすること。 

イ 有効幅は、八十センチメートル以上とするこ

と。 

ロ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過でき

る構造とすること。 

六 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確

保すること。 

２ 前条第二項第一号の便房は、次に定める構造とす

るものとする。 

一 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障

となる段を設けないこと。 

二 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円

滑な利用に適した構造を有するものであること

を表示する案内標識を設けること。 

三 腰掛便座及び手すりを設けること。 

四 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を

有する水洗器具を設けること。 

３ 第一項第二号、第五号及び第六号の規定は、前項

の便房について準用する。 

第三十二条 前条第一項第一号から第三号まで、第五

号及び第六号並びに第二項第二号から第四号まで

の規定は、第三十条第二項第二号の便所について準

用する。この場合において、前条第二項第二号中「当

該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるもの

とする。 

第七章 旅客特定車両停留施設の構造 

（通路） 

第三十三条 公共用通路（旅客特定車両停留施設に旅

客特定車両（道路法施行規則（昭和二十七年建設省

令第二十五号）第一条第一号から第三号までに掲げ

る自動車をいう。以下同じ。）が停留することができ

る時間内において常時一般交通の用に供されてい

る一般交通用施設であって、旅客特定車両停留施設

の外部にあるものをいう。以下同じ。）から旅客特定

車両の乗降口に至る通路のうち、乗降場ごとに一以

上の通路は、次に定める構造とするものとする。 

一 有効幅員は、一・四メートル以上とすること。

ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合に

おいては、通路の末端の付近の広さを車椅子の転

回に支障のないものとし、かつ、五十メートル以

内ごとに車椅子が転回することができる広さの

場所を設けた上で、有効幅員を一・二メートル以

上とすることができる。 

二 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造

とすること。 

イ 有効幅は、九十センチメートル以上とするこ

と。ただし、構造上の理由によりやむを得ない

場合においては、八十センチメートル以上とす

ることができる。 

ロ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等

が容易に開閉して通過できる構造とすること。 

三 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差

を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合に

おいては、この限りでない。 

２ 第一項の一以上の通路（以下「移動等円滑化され

た通路」という。）において床面に高低差がある場合

は、エレベーター又は傾斜路を設けるものとする。

ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合にお

いては、エスカレーター（構造上の理由によりエス

カレーターを設置することが困難である場合は、エ
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スカレーター以外の昇降機であって車椅子使用者

の円滑な利用に適した構造のもの）をもってこれに

代えることができる。 

３ 旅客特定車両停留施設に隣接しており、かつ、旅

客特定車両停留施設と一体的に利用される他の施

設のエレベーター（第三十五条の基準に適合するも

のに限る。）又は傾斜路（第三十六条の基準に適合す

るものに限る。）を利用することにより高齢者、障害

者等が旅客特定車両停留施設に旅客特定車両が停

留することができる時間内において常時公共用通

路と旅客特定車両の乗降口との間の移動を円滑に

行うことができる場合は、前項の規定によらないこ

とができる。管理上の理由により昇降機を設置する

ことが困難である場合も、また同様とする。 

４ 旅客特定車両停留施設の通路は、次に定める構造

とするものとする。 

一 床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとす

ること。 

二 段差を設ける場合は、当該段差は、次に定める

構造とすること。 

イ 踏面の端部の全体とその周囲の部分との色

の輝度比が大きいこと等により段差を容易に

識別できるものとすること。 

ロ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因と

なるものを設けない構造とすること。 

（出入口） 

第三十四条 移動等円滑化された通路と公共用通路

の出入口は、次に定める構造とするものとする。 

一 有効幅は、九十センチメートル以上とすること。

ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合に

おいては、八十センチメートル以上とすることが

できる。 

二 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造

とすること。 

イ 有効幅は、九十センチメートル以上とするこ

と。ただし、構造上の理由によりやむを得ない

場合においては、八十センチメートル以上とす

ることができる。 

ロ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等

が容易に開閉して通過できる構造とすること。 

三 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差

を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合に

おいては、この限りでない。 

（エレベーター） 

第三十五条 移動等円滑化された通路に設けるエレ

ベーターは、次に定める構造とするものとする。 

一 籠の内法幅は一・四メートル以上とし、内法奥

行きは一・三五メートル以上とすること。ただし、

籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車

椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの（開閉

する籠の出入口を音声により知らせる設備が設

けられているものに限る。）にあっては、この限り

でない。 

二 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、八十センチ

メートル以上とすること。 

三 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇

降路の出入口を確認するための鏡を設けること。

ただし、第一号ただし書の構造のエレベーターに

あっては、この限りでない。 

２ 第十二条第五号から第十三号までの規定は、移動

等円滑化された通路に設けるエレベーターについ

て準用する。 

３ 移動等円滑化された通路に設けるエレベーター

の台数、籠の内法幅及び内法奥行きは、旅客特定車

両停留施設の高齢者、障害者等の利用の状況を考慮

して定めるものとする。 

（傾斜路） 

第三十六条 移動等円滑化された通路に設ける傾斜

路（その踊場を含む。以下この条において同じ。）は、

次に定める構造とするものとする。ただし、構造上

の理由によりやむを得ない場合においては、この限

りでない。 

一 有効幅員は、一・二メートル以上とすること。

ただし、階段に併設する場合においては、九十セ

ンチメートル以上とすることができる。 

二 縦断勾配は、八パーセント以下とすること。た

だし、傾斜路の高さが十六センチメートル以下の

場合は、十二パーセント以下とすることができる。 

三 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路

にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごと

に踏み幅一・五メートル以上の踊場を設けること。 

２ 移動等円滑化された通路に設ける傾斜路の床の

表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。 

３ 第十三条第三号から第五号まで、第七号、第八号

及び第十号の規定は、移動等円滑化された通路に設

ける傾斜路について準用する。 

（エスカレーター） 

第三十七条 移動等円滑化された通路に設けるエス

カレーターは、次に定める構造とするものとする。

ただし、第三号及び第四号については、複数のエス

カレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そ

のうち一のみが適合していれば足りるものとする。 

一 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ

設置すること。ただし、旅客が同時に双方向に移

動することがない場合においては、この限りでな

い。 

二 エスカレーターの上端及び下端に近接する通

路の床面等において、当該エスカレーターへの進

入の可否を示すこと。ただし、上り専用又は下り

専用でないエスカレーターにおいては、この限り

でない。 

三 踏み段の有効幅は、八十センチメートル以上と

すること。 

四 踏み段の面を車椅子使用者が円滑に昇降する

ために必要な広さとすることができる構造であ

り、かつ、車止めが設けられていること。 

２ 第十四条第二号から第五号までの規定は、移動等

円滑化された通路に設けるエスカレーターについ

て準用する。 

３ 移動等円滑化された通路に設けるエスカレータ

ーには、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向

を音声により知らせる設備を設けるものとする。 
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（階段） 

第三十八条 第十六条第二号から第八号まで、第十号

及び第十一号の規定は、移動等円滑化された通路に

設ける階段について準用する。 

（乗降場） 

第三十九条 旅客特定車両停留施設の乗降場は、次に

定める構造とするものとする。 

一 床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとす

ること。 

二 旅客特定車両の通行方向に平行する方向の縦

断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得

ない場合においては、八パーセント以下とするこ

とができる。 

三 横断勾配は、一パーセント以下とすること。た

だし、誘導車路の構造、気象状況又は地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合に

おいては、二パーセント以下とすることができる。 

四 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他の旅客特

定車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所

（以下この号において「旅客特定車両用場所」と

いう。）に接する部分には、柵、視覚障害者誘導用

ブロックその他の視覚障害者の旅客特定車両用

場所への進入を防止するための設備が設けられ

ていること。 

五 当該乗降場に接して停留する旅客特定車両に

車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもので

あること。 

（運行情報提供設備） 

第四十条 旅客特定車両の運行に関する情報を文字

等により表示するための設備及び音声により提供

するための設備を設けるものとする。ただし、電気

設備がない場合その他技術上の理由によりやむを

得ない場合は、この限りでない。 

（便所） 

第四十一条 第三十条から第三十二条までの規定は、

旅客特定車両停留施設に便所を設ける場合につい

て準用する。この場合において、第三十一条第一項

第一号中「第二十五条に規定する通路」とあるのは

「移動等円滑化された通路」と、「同条各号」とある

のは「第二十五条各号」と読み替えるものとする。 

（乗車券等販売所、待合所及び案内所） 

第四十二条 乗車券等販売所を設ける場合は、そのう

ち一以上は、次に定める構造とするものとする。 

一 移動等円滑化された通路と乗車券等販売所と

の間の通路は、第三十三条第一項各号に掲げる基

準に適合するものであること。 

二 出入口を設ける場合は、そのうち一以上は、次

に定める構造とすること。 

イ 有効幅は、八十センチメートル以上とするこ

と。 

ロ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構

造とするものとする。 

（１） 有効幅は、八十センチメートル以上と

すること。 

（２） 高齢者、障害者等が容易に開閉して通

過できる構造とすること。 

ハ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段

差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場

合においては、この限りでない。 

三 カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、

車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のもの

であること。ただし、常時勤務する者が容易にカ

ウンターの前に出て対応できる構造である場合

は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、待合所及び案内所を設ける場合に

ついて準用する。 

３ 乗車券等販売所又は案内所（勤務する者を置かな

いものを除く。）は、聴覚障害者が文字により意思疎

通を図るための設備を設けるものとする。この場合

においては、当該設備を保有している旨を当該乗車

券等販売所又は案内所に表示するものとする。 

（券売機） 

第四十三条 乗車券等販売所に券売機を設ける場合

は、そのうち一以上は、高齢者、障害者等の円滑な

利用に適した構造とするものとする。ただし、乗車

券等の販売を行う者が常時対応する窓口が設置さ

れている場合は、この限りでない。 

第八章 移動等円滑化のために必要なその他の

施設等 

（案内標識） 

第四十四条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を

示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見や

すい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会

生活において利用すると認められる官公庁施設、福

祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移

動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設け

るものとする。 

２ 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法に

より視覚障害者を案内する設備を設けるものとす

る。 

３ 旅客特定車両停留施設のエレベーターその他の

昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、

案内所若しくは休憩設備（第五項において「移動等

円滑化のための主要な設備」という。）又は同項に規

定する案内板その他の設備の付近には、これらの設

備があることを表示する案内標識を設けるものと

する。 

４ 前項の案内標識は、日本産業規格Ｚ八二一〇に適

合するものとする。 

５ 公共用通路に直接通ずる出入口の付近には、移動

等円滑化のための主要な設備（第三十三条第三項前

段の規定により昇降機を設けない場合にあっては、

同項前段に規定する他の施設のエレベーターを含

む。以下この条において同じ。）の配置を表示した案

内板その他の設備を設けるものとする。ただし、移

動等円滑化のための主要な設備の配置を容易に視

認できる場合は、この限りでない。 

６ 公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の

適切な場所に、旅客特定車両停留施設の構造及び主

要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚

障害者に示すための設備を設けるものとする。 
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（視覚障害者誘導用ブロック） 

第四十五条 歩道等、自転車歩行者専用道路等、立体

横断施設の通路、乗合自動車停留所、路面電車停留

場の乗降場並びに自動車駐車場及び旅客特定車両

停留施設の通路には、視覚障害者の移動等円滑化の

ために必要であると認められる箇所に、視覚障害者

誘導用ブロックを敷設するものとする。 

２ 前項の規定により視覚障害者誘導用ブロックが

敷設された旅客特定車両停留施設の通路と第十二

条第十一号の基準に適合する乗降口に設ける操作

盤、前条第六項の規定により設けられる設備（音に

よるものを除く。）、便所の出入口及び第四十二条の

基準に適合する乗車券等販売所との間の経路を構

成する通路には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロッ

クを敷設するものとする。ただし、視覚障害者の誘

導を行う者が常駐する二以上の設備がある場合で

あって、当該二以上の設備間の誘導が適切に実施さ

れるときは、当該二以上の設備間の経路を構成する

通路については、この限りでない。 

３ 旅客特定車両停留施設の階段、傾斜路及びエスカ

レーターの上端及び下端に近接する通路には、視覚

障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。 

４ 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の

周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該

ブロック部分を容易に識別できる色とするものと

する。 

５ 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移

動等円滑化のために必要であると認められる箇所

に、音声により視覚障害者を案内する設備を設ける

ものとする。 

（休憩施設） 

第四十六条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等に

は、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるもの

とする。ただし、これらの機能を代替するための施

設が既に存する場合その他の特別の理由によりや

むを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 旅客特定車両停留施設には、高齢者、障害者等の

休憩の用に供する設備を一以上設けるものとする。

ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれの

ある場合は、この限りでない。 

３ 前項の施設に優先席（主として、高齢者、障害者

等の優先的な利用のために設けられる座席をいう。

以下この項において同じ。）を設ける場合は、その付

近に、当該優先席における優先的に利用することが

できる者を表示する案内標識を設けるものとする。 

（照明施設） 

第四十七条 歩道等、自転車歩行者専用道路等及び立

体横断施設には、照明施設を連続して設けるものと

する。ただし、夜間における当該歩道等、自転車歩

行者専用道路等及び立体横断施設の路面の照度が

十分に確保される場合においては、この限りでない。 

２ 乗合自動車停留所、路面電車停留場、自動車駐車

場及び旅客特定車両停留施設には、高齢者、障害者

等の移動等円滑化のために必要であると認められ

る箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、

夜間における当該乗合自動車停留所、路面電車停留

場、自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設の路面

又は床面の照度が十分に確保される場合において

は、この限りでない。 

（防雪施設） 

第四十八条 歩道等、自転車歩行者専用道路等及び立

体横断施設において、積雪又は凍結により、高齢者、

障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及

ぼすおそれのある箇所には、融雪施設、流雪溝又は

雪覆工を設けるものとする。 

第九章 旅客特定車両停留施設を使用した役務

の提供の方法 

（通路） 

第四十九条 移動等円滑化された通路に設けるエレ

ベーターについては、次に掲げる基準を遵守するも

のとする。 

一 籠内については、第三十五条第一号ただし書の

設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、

開閉する籠の出入口が音声により知らされるよ

うにすること。 

二 籠内については、第十二条第九号の設備が設け

られた場合には、当該設備を使用して、籠が到着

する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖

が音声により知らされるようにすること。 

三 乗降ロビーについては、第十二条第十三号本文

の設備が設けられた場合には、当該設備を使用し

て、到着する籠の昇降方向が音声により知らされ

るようにすること。 

四 籠内については、第十二条第十三号ただし書の

設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、

籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇

降方向が音声により知らされるようにすること。 

２ 移動等円滑化された通路に設けるエスカレータ

ーその他の昇降機（エレベーターを除く。）であって

車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものに

ついては、車椅子使用者が当該昇降機を円滑に利用

するために必要となる役務を提供するものとする。

ただし、当該昇降機を使用しなくても円滑に昇降で

きる場合は、この限りでない。 

３ 移動等円滑化された通路については、照明施設が

設けられた場合には、当該照明施設を使用して、適

切な照度を確保するものとする。ただし、日照等に

よって当該照度が確保されているときは、この限り

でない。 

（エスカレーター） 

第五十条 旅客特定車両停留施設のエスカレーター

については、第三十七条第三項の設備が設けられた

場合には、当該設備を使用して、当該エスカレータ

ーの行き先及び昇降方向が音声により知らされる

ようにするものとする。 

（階段） 

第五十一条 旅客特定車両停留施設の階段について

は、照明施設が設けられた場合には、当該照明施設

を使用して、適切な照度を確保するものとする。た

だし、日照等によって当該照度が確保されていると

きは、この限りでない。 
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（乗降場） 

第五十二条 旅客特定車両停留施設の乗降場につい

ては、スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に乗

降するための設備が備えられた場合には、当該設備

を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために

必要となる役務を提供するものとする。ただし、当

該設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、

この限りでない。 

（運行情報提供設備） 

第五十三条 旅客特定車両の運行に関する情報を文

字等により表示するための設備が備えられた場合

には、当該設備を使用して、当該情報が文字等によ

り適切に表示されるようにするものとする。ただし、

文字等による表示が困難な場合は、この限りでない。 

２ 旅客特定車両の運行に関する情報を音声により

提供するための設備が備えられた場合には、当該設

備を使用して、当該情報が音声により提供されるよ

うにするものとする。ただし、音声による提供が困

難な場合は、この限りでない。 

（便所） 

第五十四条 便所の出入口付近については、第三十条

第一項第一号の設備（音によるものに限る。）が設け

られた場合には、当該設備を使用して、男子用及び

女子用の区別（当該区別がある場合に限る。）並びに

便所の構造が音により視覚障害者に示されるよう

にするものとする。 

２ 移動等円滑化された通路と第三十条第二項第一

号の便房が設けられた便所又は同項第二号の便所

との間の経路における通路については、照明施設が

設けられた場合には、当該照明施設を使用して、適

切な照度を確保するものとする。ただし、日照等に

よって当該照度が確保されているときは、この限り

でない。 

（乗車券等販売所、待合所及び案内所） 

第五十五条 乗車券等販売所については、次に掲げる

基準を遵守するものとする。 

一 移動等円滑化された通路と乗車券等販売所と

の間の経路における通路については、照明施設が

設けられた場合には、当該照明施設を使用して、

適切な照度を確保すること。ただし、日照等によ

って当該照度が確保されているときは、この限り

でない。 

二 第四十二条第一項第三号ただし書の規定が適

用される場合には、車椅子使用者からの求めに応

じ、常時勤務する者がカウンターの前に出て対応

すること。 

２ 前項の規定は、待合所及び案内所について準用す

る。この場合において、前項第二号中「第四十二条

第一項第三号ただし書」とあるのは、「第四十二条第

二項の規定により準用される同条第一項第三号た

だし書」と読み替えるものとする。 

３ 乗車券等販売所又は案内所（勤務する者を置かな

いものを除く。）については、第四十二条第三項の設

備が備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに

応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を

図るものとする。 

（券売機） 

第五十六条 第四十三条ただし書の規定が適用され

る場合には、同条ただし書の窓口については、高齢

者、障害者等からの求めに応じ、乗車券等の販売を

行うものとする。 

（旅客特定車両停留施設の構造及び主要な設備の

配置の案内） 

第五十七条 公共用通路に直接通ずる出入口の付近

その他の適切な場所については、第四十四条第六項

の設備（音によるものに限る。）が設けられた場合に

は、当該設備を使用して、旅客特定車両停留施設の

構造及び主要な設備の配置が音により視覚障害者

に示されるようにするものとする。 

（視覚障害者を誘導する設備等） 

第五十八条 第四十五条第一項の通路については、同

条第五項の設備が設けられた場合には、当該設備を

使用して、音声により視覚障害者を誘導するものと

する。 

２ 第四十五条第二項ただし書の規定が適用される

場合には、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する二

以上の設備間の誘導を適切に実施するものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この省令は、法の施行の日（平成十八年十二月二

十日）から施行する。 

（経過措置） 

２ 第三条の規定により歩道を設けるものとされる

道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図るこ

とが特に必要な道路の区間について、市街化の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合にお

いては、第三条の規定にかかわらず、当分の間、歩

道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面に

おける凸部、車道における狭窄部又は屈曲部その他

の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な

通行を確保するための道路の部分を設けることが

できる。 

３ 第三条の規定により歩道を設けるものとされる

道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図るこ

とが特に必要な道路の区間について、市街化の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合にお

いては、第四条の規定にかかわらず、当分の間、当

該区間における歩道の有効幅員を一・五メートルま

で縮小することができる。 

４ 移動等円滑化された立体横断施設に設けられる

エレベーター又はエスカレーターが存する道路の

区間について、地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合においては、第四条の規定にか

かわらず、当分の間、当該区間における歩道等の有

効幅員を一メートルまで縮小することができる。 

５ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得

ないため、第八条の規定による基準をそのまま適用

することが適当でないと認められるときは、当分の

間、この規定による基準によらないことができる。 

６ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得

ない場合においては、第十条の規定の適用について

は、当分の間、同条中「二メートル」とあるのは、
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「一メートル」とする。 

附 則 （平成二四年三月一日国土交通省令第一〇号） 

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平

成二十四年四月一日）から施行する。 

附 則 （令和三年三月三〇日国土交通省令第一二号） 

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律の一部を改正する法律（令和二年法

律第二十八号）の施行の日（令和三年四月一日）か

ら施行する。 
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13 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定

める省令 

平成 18 年 12 月 19 日国土交通省令第 115 号 

改正平成 24 年 3 月 1 日国土交通省令第 10 号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律第 13 条第１項に規定する

都市公園移動等円滑化基準を条例で定めるに当た

って参酌すべき基準（国の設置に係る都市公園にあ

っては同項に規定する都市公園移動等円滑化基準）

を定めるものとする。 

（一時使用目的の特定公園施設） 

第２条 災害等のため一時使用する特定公園施設の

設置については、この省令の規定によらないことが

できる。 

（園路及び広場） 

第３条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成 18 年

政令第 379 号。以下「令」という。）第３条第一号に

規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち１

以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければ

ならない。 

一 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであ

ること。 

イ 幅は、120 センチメートル以上とすること。

ただし、地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合は、90 センチメートル以上と

することができる。 

ロ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間

の間隔のうち１以上は、90 センチメートル以上

とすること。 

ハ 出入口からの水平距離が 150 センチメートル

以上の水平面を確保すること。ただし、地形の

状況その他の特別の理由によりやむを得ない

場合は、この限りでない。 

ニ ホに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過

する際に支障となる段がないこと。 

ホ 地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ず段を設ける場合は、傾斜路（その踊場を

含む。以下同じ。）を併設すること。 

二 通路は、次に掲げる基準に適合するものである

こと。 

イ 幅は、180 センチメートル以上とすること。

ただし、地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さ

を車いすの転回に支障のないものとし、かつ、

50 メートル以内ごとに車いすが転回すること

ができる広さの場所を設けた上で、幅を 120 セ

ンチメートル以上とすることができる。 

ロ ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過

する際に支障となる段がないこと。 

ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設するこ

と。 

ニ 縦断勾配は、５パーセント以下とすること。

ただし、地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合は、８パーセント以下とする

ことができる。 

ホ 横断勾配は、１パーセント以下とすること。

ただし、地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合は、２パーセント以下とする

ことができる。 

ヘ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたもので

あること。 

三 階段（その踊場を含む。以下同じ。）は、次に掲

げる基準に適合するものであること。 

イ 手すりが両側に設けられていること。ただし、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを

得ない場合は、この限りでない。 

ロ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所

を示す点字をはり付けること。 

ハ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合は、こ

の限りでない。 

ニ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたもので

あること。 

ホ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因と

なるものが設けられていない構造のものであ

ること。 

ヘ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられて

いること。ただし、側面が壁面である場合は、

この限りでない。 

四 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければ

ならない。ただし、地形の状況その他の特別の理

由により傾斜路を設けることが困難である場合

は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降

機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適し

た構造のものをもってこれに代えることができ

る。 

五 傾斜路（階段又は段に代わり、又はこれに併設

するものに限る。）は、次に掲げる基準に適合する

ものであること。 

イ 幅は、120 センチメートル以上とすること。

ただし、階段又は段に併設する場合は、90 セン

チメートル以上とすることができる。 

ロ 縦断勾配は、８パーセント以下とすること。 

ハ 横断勾配は、設けないこと。 

ニ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたもので

あること。 
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ホ 高さが 75 センチメートルを超える傾斜路に

あっては、高さ 75 センチメートル以内ごとに

踏幅 150 センチメートル以上の踊場が設けられ

ていること。 

ヘ 手すりが両側に設けられていること。ただし、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを

得ない場合は、この限りでない。 

ト 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられ

ていること。ただし、側面が壁面である場合は、

この限りでない。 

六 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所

には、さく、令第 11 条第二号に規定する点状ブロ

ック等及び令第 21 条第２項第一号に規定する線

状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設

したもの（以下「視覚障害者誘導用ブロック」と

いう。）その他の高齢者、障害者等の転落を防止す

るための設備が設けられていること。 

七 次条から第 11 条までの規定により設けられた

特定公園施設のうちそれぞれ１以上及び高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

施行規則（平成 18 年国土交通省令第 110 号）第２

条第二項の主要な公園施設に接続していること。 

（屋根付広場） 

第４条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場

合は、そのうち１以上は、次に掲げる基準に適合す

るものでなければならない。 

一 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであ

ること。 

イ 幅は、120 センチメートル以上とすること。

ただし、地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合は、80 センチメートル以上と

することができる。 

ロ ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過

する際に支障となる段がないこと。 

ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設するこ

と。 

二 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが

確保されていること。 

（休憩所及び管理事務所） 

第５条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、

そのうち１以上は、次に掲げる基準に適合するもの

でなければならない。 

一 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであ

ること。 

イ 幅は、120 センチメートル以上とすること。

ただし、地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合は、80 センチメートル以上と

することができる。 

ロ ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過

する際に支障となる段がないこと。 

ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設するこ

と。 

ニ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基

準に適合するものであること。 

（１） 幅は、80 センチメートル以上とす る

こと。 

（２） 高齢者、障害者等が容易に開閉して通

過できる構造のものであること。 

二 カウンターを設ける場合は、そのうち１以上は、

車いす使用者の円滑な利用に適した構造のもの

であること。ただし、常時勤務する者が容易にカ

ウンターの前に出て対応できる構造である場合

は、この限りでない。 

三 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確

保されていること。 

四 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高

齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、

そのうち１以上は、第８条第２項、第９条及び第

10 条の基準に適合するものであること。 

２ 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又

は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所

について準用する。この場合において、同項中「休

憩所を設ける場合は、そのうち１以上は」とあるの

は、「管理事務所は」と読み替えるものとする。 

（野外劇場及び野外音楽堂） 

第６条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げ

る基準に適合するものでなければならない。 

一 出入口は、第４条第１項第一号の基準に適合す

るものであること。 

二 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース

及び第四号の便所との間の経路を構成する通路

は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 幅は、120 センチメートル以上とすること。

ただし、地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さ

を車いすの転回に支障のないものとした上で、

幅を 80 センチメートル以上とすることができ

る。 

ロ ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過

する際に支障となる段がないこと。 

ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設するこ

と。 

ニ 縦断勾配は、５パーセント以下とすること。

ただし、地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合は、８パーセント以下とする

ことができる。 

ホ 横断勾配は、１パーセント以下とすること。

ただし、地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合は、２パーセント以下とする

ことができる。 

ヘ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたもので

あること。 

ト 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場

所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその

他の高齢者、障害者等の転落を防止するための

設備が設けられていること。 
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三 当該野外劇場の収容定員が 200 以下の場合は当

該収容定員に 50 分の１を乗じて得た数以上、収

容定員が 200 を超える場合は当該収容定員に 100

分の１を乗じて得た数に２を加えた数以上の車

いす使用者が円滑に利用することができる観覧

スペース（以下「車いす使用者用観覧スペース」

という。）を設けること。 

四 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高

齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、

そのうち１以上は、第８条第二項、第９条及び第

10 条の基準に適合するものであること。 

２ 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準

に適合するものでなければならない。 

一 幅は 90 センチメートル以上であり、奥行きは

120 センチメートル以上であること。 

二 車いす使用者が利用する際に支障となる段が

ないこと。 

三 車いす使用者が転落するおそれのある場所に

は、さくその他の車いす使用者の転落を防止する

ための設備が設けられていること。 

３ 前２項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、

又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽

堂について準用する。 

（駐車場） 

第７条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、

そのうち１以上に、当該駐車場の全駐車台数が 200

以下の場合は当該駐車台数に 50 分の１を乗じて得

た数以上、全駐車台数が 200 を超える場合は当該駐

車台数に 100 分の１を乗じて得た数に二を加えた数

以上の車いす使用者が円滑に利用することができ

る駐車施設（以下「車いす使用者用駐車施設」とい

う。）を設けなければならない。ただし、専ら大型自

動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車付きの

ものを除く。）の駐車のための駐車場については、こ

の限りでない。 

２ 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適

合するものでなければならない。 

一 幅は、350 センチメートル以上とすること。 

二 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車い

す使用者用駐車施設の表示をすること。 

（便所） 

第８条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基

準に適合するものでなければならない。 

一 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたもの

であること。 

二 男子用小便器を設ける場合は、１以上の床置式

小便器、壁掛式小便器（受け口の高さが 35 センチ

メートル以下のものに限る。）その他これらに類

する小便器が設けられていること。 

三 前号の規定により設けられる小便器には、手す

りが設けられていること。 

２ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢

者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、その

うち１以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げ

る基準のいずれかに適合するものでなければなら

ない。 

一 便所（男子用及び女子用の区別があるときは、

それぞれの便所）内に高齢者、障害者等の円滑な

利用に適した構造を有する便房が設けられてい

ること。 

二 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を

有する便所であること。 

第９条 前条第２項第一号の便房が設けられた便所

は、次に掲げる基準に適合するものでなければなら

ない。 

一 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであ

ること。 

イ 幅は、80 センチメートル以上とすること。 

ロ ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過

する際に支障となる段がないこと。 

ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設するこ

と。 

ニ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造

を有する便房が設けられていることを表示す

る標識が設けられていること。 

ホ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基

準に適合するものであること。 

（１） 幅は、80 センチメートル以上とするこ

と。 

（２） 高齢者、障害者等が容易に開閉して通

過できる構造のものであること。 

二 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確

保されていること。 

２ 前条第２項第一号の便房は、次に掲げる基準に適

合するものでなければならない。 

一 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障

となる段がないこと。 

二 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円

滑な利用に適した構造のものであることを表示

する標識が設けられていること。 

三 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 

四 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を

有する水洗器具が設けられていること。 

３ 第１項第一号イ及びホ並びに第二号の規定は、前

項の便房について準用する。 

第 10 条 前条第１項第一号イからハまで及びホ並び

に第二号並びに第２項第二号から第四号までの規

定は、第 8 条第２項第二号の便所について準用する。

この場合において、前条第２項第二号中「当該便房」

とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 

（水飲場及び手洗場） 

第 11 条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合

は、そのうち１以上は、高齢者、障害者等の円滑な

利用に適した構造のものでなければならない。 

２ 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又

は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場につ

いて準用する。 
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（掲示板及び標識） 

第 12 条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げ

る基準に適合するものでなければならない。 

一 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造の

ものであること。 

二 当該掲示板に表示された内容が容易に識別で

きるものであること。 

２ 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又

は主として高齢者、障害者等が利用する標識につい

て準用する。 

第 13 条 第３条から前条までの規定により設けられ

た特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場

合は、そのうち１以上は、第３条の規定により設け

られた園路及び広場の出入口の付近に設けなけれ

ばならない。 

 

附 則  

（施行期日） 

第１条 この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律の施行の日（平成 18 年 12

月 20 日）から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この省令の施行の日から起算して６月を経

過する日までの間は、第３条から第 11 条まで及び

第 13 条の規定は適用しない。 

附 則（平成 24 年 3 月 1 日国土交通省令第 10 号） 

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律附則第１条第二号に掲げる規定の施行の日（平成

24 年４月１日）から施行する。 
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14 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並

びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準

を定める省令 

平成 18 年 12 月 19 日国土交通省令第 111 号 

改正令和 4 年 3 月 31 日国土交通省令第 37 号 
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附則 

 

第一章 総則 

（定義） 

第１条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律（以下「法」という。）第八条第一項に規

定する公共交通移動等円滑化基準並びに同条第二

項の新設旅客施設等を使用した役務の提供の方法

に関し移動等円滑化のために必要なものとして主

務省令で定める基準並びに同条第三項の旅客施設

及び車両等（新設旅客施設等を除く。）を使用した役

務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要

なものとして主務省令で定める基準は、この省令の

定めるところによる。 

（定義） 

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 視覚障害者誘導用ブロック 線状ブロック及

び点状ブロックを適切に組み合わせて床面に敷

設したものをいう。 

二 線状ブロック 床面に敷設されるブロックで

あって、線状の突起が設けられており、かつ、周

囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大き

いことにより容易に識別できるもの（日本産業規

格Ｔ九二五一に適合するものに限る。）をいう。 

三 点状ブロック 床面に敷設されるブロックで

あって、点状の突起が設けられており、かつ、周

囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大き

いことにより容易に識別できるもの（日本産業規

格Ｔ九二五一に適合するものに限る。）をいう。 

四 内方線付き点状ブロック 点状ブロックとプ

ラットホームの内側を示す線状の突起とを組み

合わせて配列したブロックであって、周囲の床面

との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことに

より容易に識別できるもの（日本産業規格Ｔ九二

五一に適合するものに限る。）をいう。 

五 車椅子スペース 車椅子を使用している者（以

下「車椅子使用者」という。）の用に供するため車

両等に設けられる場所をいう。 

五の二 優先席 主として高齢者、障害者等の優先

的な利用のために設けられる座席をいう。 

六 鉄道駅 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十

二号）による鉄道施設であって、旅客の乗降、待

合いその他の用に供するものをいう。 

七 軌道停留場 軌道法（大正十年法律第七十六号）
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による軌道施設であって、旅客の乗降、待合いそ

の他の用に供するものをいう。 

八 バスターミナル 自動車ターミナル法（昭和三

十四年法律第百三十六号）によるバスターミナル

であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供す

るものをいう。 

九 旅客船ターミナル 海上運送法（昭和二十四年

法律第百八十七号）による輸送施設（船舶を除き、

同法による一般旅客定期航路事業又は旅客不定

期航路事業の用に供するものに限る。）であって、

旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをい

う。 

十 航空旅客ターミナル施設 航空旅客ターミナ

ル施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用

に供するものをいう。 

十一 鉄道車両 鉄道事業法による鉄道事業者が

旅客の運送を行うためその事業の用に供する車

両をいう。 

十二 軌道車両 軌道法による軌道経営者が旅客

の運送を行うためその事業の用に供する車両を

いう。 

十三 乗合バス車両 道路運送法（昭和二十六年法

律第百八十三号）による一般乗合旅客自動車運送

事業者（路線を定めて定期に運行する自動車によ

り乗合旅客の運送を行うものに限る。）が旅客の

運送を行うためその事業の用に供する自動車（同

法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行

の用に供するものに限る。）をいう。 

十三の二 貸切バス車両 道路運送法による一般

貸切旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行う

ためその事業の用に供する自動車（高齢者、障害

者等が移動のための車椅子その他の用具を使用

したまま車内に乗り込むことが可能なものに限

る。）をいう。 

十四 福祉タクシー車両 道路運送法による一般

乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行う

ためその事業の用に供する自動車（高齢者、障害

者等が移動のための車椅子その他の用具を使用

したまま車内に乗り込むことが可能なもの及び

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律施行規則（平成十八年国土交通省令第百十

号）第一条の二に規定するものに限る。）をいう。 

十五 船舶 海上運送法による一般旅客定期航路

事業（日本の国籍を有する者及び日本の法令によ

り設立された法人その他の団体以外の者が営む

同法による対外旅客定期航路事業を除く。）又は

旅客不定期航路事業を営む者が旅客の運送を行

うためその事業の用に供する船舶をいう。 

十六 航空機 航空法（昭和二十七年法律第二百三

十一号）による本邦航空運送事業者が旅客の運送

を行うためその事業の用に供する航空機をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この省令において使

用する用語は、法において使用する用語の例による。 

（災害等の場合の適用除外） 

第二条の二 災害等のため一時使用する旅客施設又

は車両等の構造及び設備、当該旅客施設又は車両等

を使用した役務の提供の方法並びに災害等のため

この省令に規定する設備が使用できない場合にお

ける役務の提供の方法については、この省令の規定

によらないことができる。 

第二章 旅客施設の構造及び設備 

第一節 総則 

（適用範囲） 

第三条 旅客施設の構造及び設備については、この章

の定めるところによる。 

第二節 共通事項 

第一款 移動等円滑化された経路 

（移動等円滑化された経路） 

第四条 公共用通路（旅客施設の営業時間内において

常時一般交通の用に供されている一般交通用施設

であって、旅客施設の外部にあるものをいう。以下

同じ。）と車両等の乗降口との間の経路であって、高

齢者、障害者等の円滑な通行に適するもの（以下「移

動等円滑化された経路」という。）を、乗降場ごとに

一以上設けなければならない。 

２ 移動等円滑化された経路において床面に高低差

がある場合は、傾斜路又はエレベーターを設けなけ

ればならない。ただし、構造上の理由により傾斜路

又はエレベーターを設置することが困難である場

合は、エスカレーター（構造上の理由によりエスカ

レーターを設置することが困難である場合は、エス

カレーター以外の昇降機であって車椅子使用者の

円滑な利用に適した構造のもの）をもってこれに代

えることができる。 

３ 旅客施設に隣接しており、かつ、旅客施設と一体

的に利用される他の施設の傾斜路（第六項の基準に

適合するものに限る。）又はエレベーター（第七項の

基準に適合するものに限る。）を利用することによ

り高齢者、障害者等が旅客施設の営業時間内におい

て常時公共用通路と車両等の乗降口との間の移動

を円滑に行うことができる場合は、前項の規定によ

らないことができる。管理上の理由により昇降機を

設置することが困難である場合も、また同様とする。 

４ 移動等円滑化された経路と公共用通路の出入口

は、次に掲げる基準に適合するものでなければなら

ない。 

一 幅は、九十センチメートル以上であること。た

だし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、

八十センチメートル以上とすることができる。 

二 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準

に適合するものであること。 

イ 幅は、九十センチメートル以上であること。

ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合

は、八十センチメートル以上とすることができ

る。 

ロ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等

が容易に開閉して通過できる構造のものであ

ること。 

三 次号に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過

する際に支障となる段がないこと。 

四 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場

合は、傾斜路を併設すること。 
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５ 移動等円滑化された経路を構成する通路は、次に

掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 幅は、百四十センチメートル以上であること。

ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、

通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障

のないものとし、かつ、五十メートル以内ごとに

車椅子が転回することができる広さの場所を設

けた上で、幅を百二十センチメートル以上とする

ことができる。 

二 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準

に適合するものであること。 

イ 幅は、九十センチメートル以上であること。

ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合

は、八十センチメートル以上とすることができ

る。 

ロ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等

が容易に開閉して通過できる構造のものであ

ること。 

三 次号に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過

する際に支障となる段がないこと。 

四 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場

合は、傾斜路を併設すること。 

五 照明設備が設けられていること。 

６ 移動等円滑化された経路を構成する傾斜路は、次

に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、

この限りでない。 

一 幅は、百二十センチメートル以上であること。

ただし、段に併設する場合は、九十センチメート

ル以上とすることができる。 

二 勾配は、十二分の一以下であること。ただし、

傾斜路の高さが十六センチメートル以下の場合

は、八分の一以下とすることができる。 

三 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路

にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごと

に踏幅百五十センチメートル以上の踊り場が設

けられていること。 

７ 移動等円滑化された経路を構成するエレベータ

ーは、次に掲げる基準に適合するものでなければな

らない。 

一 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメー

トル以上であること。 

二 籠の内法幅は百四十センチメートル以上であ

り、内法奥行きは百三十五センチメートル以上で

あること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベ

ーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降でき

る構造のもの（開閉する籠の出入口を音声により

知らせる設備が設けられているものに限る。）に

ついては、この限りでない。 

三 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇

降路の出入口を確認するための鏡が設けられて

いること。ただし、前号ただし書に規定する場合

は、この限りでない。 

四 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他こ

れに類するものがはめ込まれていること又は籠

外及び籠内に画像を表示する設備が設置されて

いることにより、籠外にいる者と籠内にいる者が

互いに視覚的に確認できる構造であること。 

五 籠内に手すり（握り手その他これに類する設備

を含む。以下同じ。）が設けられていること。 

六 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長

する機能を有したものであること。 

七 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位

置を表示する設備が設けられていること。 

八 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の

出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備が

設けられていること。 

九 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が円滑

に操作できる位置に操作盤が設けられているこ

と。 

十 籠内に設ける操作盤及び乗降ロビーに設ける

操作盤のうちそれぞれ一以上は、点字がはり付け

られていること等により視覚障害者が容易に操

作できる構造となっていること。 

十一 乗降ロビーの幅は百五十センチメートル以

上であり、奥行きは百五十センチメートル以上で

あること。 

十二 乗降ロビーには、到着する籠の昇降方向を音

声により知らせる設備が設けられていること。た

だし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた

時に籠の昇降方向を音声により知らせる設備が

設けられている場合又は当該エレベーターの停

止する階が二のみである場合は、この限りでない。 

８ 移動等円滑化された経路を構成するエレベータ

ーの台数、籠の内法幅及び内法奥行きは、旅客施設

の高齢者、障害者等の利用の状況を考慮して定める

ものとする。 

９ 移動等円滑化された経路を構成するエスカレー

ターは、次に掲げる基準に適合するものでなければ

ならない。ただし、第七号及び第八号については、

複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられ

る場合は、そのうち一のみが適合していれば足りる

ものとする。 

一 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ

設置すること。ただし、旅客が同時に双方向に移

動することがない場合については、この限りでな

い。 

二 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げ

がなされたものであること。 

三 昇降口において、三枚以上の踏み段が同一平面

上にあること。 

四 踏み段の端部の全体がその周囲の部分と色の

明度、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み

段相互の境界を容易に識別できるものであるこ

と。 

五 くし板の端部と踏み段の色の明度、色相又は彩

度の差が大きいことによりくし板と踏み段との

境界を容易に識別できるものであること。 

六 エスカレーターの上端及び下端に近接する通

路の床面等において、当該エスカレーターへの進

入の可否が示されていること。ただし、上り専用

又は下り専用でないエスカレーターについては、
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この限りでない。 

七 幅は、八十センチメートル以上であること。 

八 踏み段の面を車椅子使用者が円滑に昇降する

ために必要な広さとすることができる構造であ

り、かつ、車止めが設けられていること。 

１０ 公共用通路と車両等の乗降口との間の経路で

あって主たる通行の用に供するものと当該公共用

通路と当該車両等の乗降口との間に係る移動等円

滑化された経路が異なる場合は、これらの経路の長

さの差は、できる限り小さくしなければならない。 

１１ 乗降場間の旅客の乗継ぎの用に供する経路（次

項及び第七十条第四項において「乗継ぎ経路」とい

う。）のうち、第二項から第九項までの基準に適合す

るものを、乗降場ごとに一以上設けなければならな

い。 

１２ 主たる乗継ぎ経路と前項の基準に適合する乗

継ぎ経路が異なる場合は、これらの経路の長さの差

は、できる限り小さくしなければならない。 

第二款 通路等 

（通路） 

第五条 通路は、次に掲げる基準に適合するものでな

ければならない。 

一 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたもの

であること。 

二 段を設ける場合は、当該段は、次に掲げる基準

に適合するものであること。 

イ 踏面の端部の全体がその周囲の部分と色の

明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段

を容易に識別できるものであること。 

ロ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因と

なるものが設けられていない構造のものであ

ること。 

（傾斜路） 

第六条 傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設する

ものに限る。以下この条において同じ。）は、次に掲

げる基準に適合するものでなければならない。 

一 手すりが両側に設けられていること。ただし、

構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限

りでない。 

二 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたもの

であること。 

三 傾斜路の勾配部分は、その接続する通路との色

の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりそ

の存在を容易に識別できるものであること。 

四 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられて

いること。ただし、側面が壁面である場合は、こ

の限りでない。 

（エスカレーター） 

第七条 エスカレーターには、当該エスカレーターの

行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を

設けなければならない。 

（階段） 

第八条 階段（踊り場を含む。以下同じ。）は、次に掲

げる基準に適合するものでなければならない。 

一 手すりが両側に設けられていること。ただし、

構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限

りでない。 

二 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を

示す点字をはり付けること。 

三 回り段がないこと。ただし、構造上の理由によ

りやむを得ない場合は、この限りでない。 

四 踏面の表面は、滑りにくい仕上げがなされたも

のであること。 

五 踏面の端部の全体がその周囲の部分と色の明

度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容

易に識別できるものであること。 

六 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因とな

るものが設けられていない構造のものであるこ

と。 

七 階段の両側には、立ち上がり部が設けられてい

ること。ただし、側面が壁面である場合は、この

限りでない。 

八 照明設備が設けられていること。 

（視覚障害者誘導用ブロック等） 

第九条 通路その他これに類するもの（以下「通路等」

という。）であって公共用通路と車両等の乗降口と

の間の経路を構成するものには、視覚障害者誘導用

ブロックを敷設し、又は音声その他の方法により視

覚障害者を誘導する設備を設けなければならない。

ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する二以

上の設備がある場合であって、当該二以上の設備間

の誘導が適切に実施されるときは、当該二以上の設

備間の経路を構成する通路等については、この限り

でない。 

２ 前項の規定により視覚障害者誘導用ブロックが

敷設された通路等と第四条第七項第十号の基準に

適合する乗降ロビーに設ける操作盤、第十二条第二

項の規定により設けられる設備（音によるものを除

く。）、便所の出入口及び第十六条の基準に適合する

乗車券等販売所との間の経路を構成する通路等に

は、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設しな

ければならない。ただし、前項ただし書に規定する

場合は、この限りでない。 

３ 階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端

に近接する通路等には、点状ブロックを敷設しなけ

ればならない。 

第三款 案内設備 

（運行情報提供設備） 

第十条 車両等の運行（運航を含む。第七十四条にお

いて同じ。）に関する情報を文字等により表示する

ための設備及び音声により提供するための設備を

備えなければならない。ただし、電気設備がない場

合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、

この限りでない。 

（標識） 

第十一条 エレベーターその他の昇降機、傾斜路、便

所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩

設備（次条において「移動等円滑化のための主要な

設備」という。）又は次条第一項に規定する案内板そ

の他の設備の付近には、これらの設備があることを

表示する標識を設けなければならない。 

２ 前項の標識は、日本産業規格Ｚ八二一〇に適合す
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るものでなければならない。 

（移動等円滑化のための主要な設備の配置等の案

内） 

第十二条 公共用通路に直接通ずる出入口（鉄道駅及

び軌道停留場にあっては、当該出入口又は改札口。

次項及び第七十五条において同じ。）の付近には、移

動等円滑化のための主要な設備（第四条第三項前段

の規定により昇降機を設けない場合にあっては、同

項前段に規定する他の施設のエレベーターを含む。

以下この条において同じ。）の配置を表示した案内

板その他の設備を備えなければならない。ただし、

移動等円滑化のための主要な設備の配置を容易に

視認できる場合は、この限りでない。 

２ 公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の

適切な場所に、旅客施設の構造及び主要な設備の配

置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示す

ための設備を設けなければならない。 

第四款 便所 

（便所） 

第十三条 便所を設ける場合は、当該便所は、次に掲

げる基準に適合するものでなければならない。 

一 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別

（当該区別がある場合に限る。）並びに便所の構

造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示

すための設備が設けられていること。 

二 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたもの

であること。 

三 男子用小便器を設ける場合は、一以上の床置式

小便器、壁掛式小便器（受け口の高さが三十五セ

ンチメートル以下のものに限る。）その他これら

に類する小便器が設けられていること。 

四 前号の規定により設けられる小便器には、手す

りが設けられていること。 

２ 便所を設ける場合は、そのうち一以上は、前項に

掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適

合するものでなければならない。 

一 便所内に車椅子使用者が円滑に利用すること

ができる構造の便房（次条において「車椅子使用

者用便房」という。）及び高齢者、障害者等が円滑

に利用することができる構造の水洗器具を設け

た便房がそれぞれ又は同一の便房として一以上

（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞ

れ一以上）設けられていること。 

二 高齢者、障害者等が円滑に利用することができ

る構造の便所であること。 

第十四条 前条第二項第一号の便房が設けられた便

所は、次に掲げる基準に適合するものでなければな

らない。 

一 移動等円滑化された経路と便所との間の経路

における通路のうち一以上は、第四条第五項各号

に掲げる基準に適合するものであること。 

二 出入口の幅は、八十センチメートル以上である

こと。 

三 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障

となる段がないこと。ただし、傾斜路を設ける場

合は、この限りでない。 

四 出入口には、車椅子使用者用便房及び高齢者、

障害者等が円滑に利用することができる構造の

水洗器具を設けた便房が設けられていることを

表示する標識が設けられていること。 

五 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲

げる基準に適合するものであること。 

イ 幅は、八十センチメートル以上であること。 

ロ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過でき

る構造のものであること。 

六 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確

保されていること。 

２ 前条第二項第一号の車椅子使用者用便房は、次に

掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障

となる段がないこと。 

二 出入口には、当該便房が車椅子使用者用便房で

あることを表示する標識が設けられていること。 

三 腰掛便座、手すりその他の車椅子使用者の円滑

な利用に適した設備が設けられていること。 

３ 第一項第二号、第五号及び第六号の規定は、前項

の便房について準用する。 

４ 前条第二項第一号の高齢者、障害者等が円滑に利

用することができる構造の水洗器具を設けた便房

には、出入口に当該便房が高齢者、障害者等が円滑

に利用することができる構造の水洗器具を設けた

ものであることを表示する標識を設けなければな

らない。 

第十五条 第十三条第二項第二号の便所には、高齢者、

障害者等が円滑に利用することができる構造の水

洗器具を設けなければならない。 

２ 前条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第

六号並びに同条第二項第二号及び第三号の規定は、

第十三条第二項第二号の便所について準用する。こ

の場合において、前条第二項第二号中「当該便房が

車椅子使用者用便房」とあるのは「当該便所が高齢

者、障害者等が円滑に利用することができる構造の

もの」と読み替えるものとする。 

第五款 その他の旅客用設備 

（乗車券等販売所、待合所及び案内所） 

第十六条 乗車券等販売所を設ける場合は、そのうち

一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなけれ

ばならない。 

一 移動等円滑化された経路と乗車券等販売所と

の間の経路における通路のうち一以上は、第四条

第五項各号に掲げる基準に適合するものである

こと。 

二 出入口を設ける場合は、そのうち一以上は、次

に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 幅は、八十センチメートル以上であること。 

ロ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基

準に適合するものであること。 

（１） 幅は、八十センチメートル以上である

こと。 

（２） 高齢者、障害者等が容易に開閉して通

過できる構造のものであること。 

ハ ニに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過
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する際に支障となる段がないこと。 

ニ 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場

合は、傾斜路を併設すること。 

三 カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、

車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のもの

であること。ただし、常時勤務する者が容易にカ

ウンターの前に出て対応できる構造である場合

は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、待合所及び案内所を設ける場合に

ついて準用する。 

３ 乗車券等販売所又は案内所（勤務する者を置かな

いものを除く。）は、聴覚障害者が文字により意思疎

通を図るための設備を備えなければならない。この

場合においては、当該設備を保有している旨を当該

乗車券等販売所又は案内所に表示するものとする。 

（券売機） 

第十七条 乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、

そのうち一以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用

に適した構造のものでなければならない。ただし、

乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓口が設

置されている場合は、この限りでない。 

（休憩設備） 

第十八条 高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備

を一以上設けなければならない。ただし、旅客の円

滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この

限りでない。 

２ 前項の設備に優先席を設ける場合は、その付近に、

当該優先席における優先的に利用することができ

る者を表示する標識を設けなければならない。 

第三節 鉄道駅 

（移動等円滑化された経路） 

第十八条の二 線路、水路等を挟んだ各側に公共用通

路に直接通ずる出入口がある鉄道駅には、第四条第

一項の規定にかかわらず、当該各側の出入口に通ず

る移動等円滑化された経路をそれぞれ一以上設け

なければならない。ただし、鉄道駅の規模、出入口

の設置状況その他の状況及び当該鉄道駅の利用の

状況を勘案して、高齢者、障害者等の利便を著しく

阻害しないと地方運輸局長が認める場合は、この限

りでない。 

（改札口） 

第十九条 鉄道駅において移動等円滑化された経路

に改札口を設ける場合は、そのうち一以上は、幅が

八十センチメートル以上でなければならない。 

２ 鉄道駅において自動改札機を設ける場合は、当該

自動改札機又はその付近に、当該自動改札機への進

入の可否を、容易に識別することができる方法で表

示しなければならない。 

（プラットホーム） 

第二十条 鉄道駅のプラットホームは、次に掲げる基

準に適合するものでなければならない。 

一 プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗

降口の床面の縁端との間隔は、鉄道車両の走行に

支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる

限り小さいものであること。この場合において、

構造上の理由により当該間隔が大きいときは、旅

客に対しこれを警告するための設備を設けるこ

と。 

二 プラットホームと鉄道車両の旅客用乗降口の

床面とは、できる限り平らであること。 

三 プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗

降口の床面との隙間又は段差により車椅子使用

者の円滑な乗降に支障がある場合は、車椅子使用

者の円滑な乗降のために十分な長さ、幅及び強度

を有する設備が一以上備えられていること。ただ

し、構造上の理由によりやむを得ない場合は、こ

の限りでない。 

四 排水のための横断勾配は、一パーセントが標準

であること。ただし、構造上の理由によりやむを

得ない場合は、この限りでない。 

五 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたもの

であること。 

六 発着するすべての鉄道車両の旅客用乗降口の

位置が一定しており、鉄道車両を自動的に一定の

位置に停止させることができるプラットホーム

（鋼索鉄道に係るものを除く。）にあっては、ホー

ムドア又は可動式ホーム柵（旅客の円滑な流動に

支障を及ぼすおそれがある場合にあっては、内方

線付き点状ブロックその他の視覚障害者の転落

を防止するための設備）が設けられていること。 

七 前号に掲げるプラットホーム以外のプラット

ホームにあっては、ホームドア、可動式ホーム柵、

内方線付き点状ブロックその他の視覚障害者の

転落を防止するための設備が設けられているこ

と。 

八 プラットホームの線路側以外の端部には、旅客

の転落を防止するための柵が設けられているこ

と。ただし、当該端部に階段が設置されている場

合その他旅客が転落するおそれのない場合は、こ

の限りでない。 

九 列車の接近を文字等により警告するための設

備及び音声により警告するための設備が設けら

れていること。ただし、電気設備がない場合その

他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この

限りでない。 

十 照明設備が設けられていること。 

２ 前項第四号及び第九号の規定は、ホームドア又は

可動式ホーム柵が設けられたプラットホームにつ

いては適用しない。 

（車椅子使用者用乗降口の案内） 

第二十一条 鉄道駅の適切な場所において、第三十二

条第一項又は第二項の規定により列車に設けられ

る車椅子スペースに通ずる第三十一条第三号の基

準に適合した旅客用乗降口が停止するプラットホ

ーム上の位置を表示しなければならない。ただし、

当該プラットホーム上の位置が一定していない場

合は、この限りでない。 

第四節 軌道停留場 

（準用） 

第二十二条 前節の規定は、軌道停留場について準用

する。 
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第五節 バスターミナル 

（乗降場） 

第二十三条 バスターミナルの乗降場は、次に掲げる

基準に適合するものでなければならない。 

一 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたもの

であること。 

二 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他の乗合バ

ス車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所

（以下この号において「乗合バス車両用場所」と

いう。）に接する部分には、柵、点状ブロックその

他の視覚障害者の乗合バス車両用場所への進入

を防止するための設備が設けられていること。 

三 当該乗降場に接して停留する乗合バス車両に

車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもので

あること。 

第六節 旅客船ターミナル 

（乗降用設備） 

第二十四条 旅客船ターミナルにおいて船舶に乗降

するためのタラップその他の設備（以下この節及び

第八十二条において「乗降用設備」という。）を設置

する場合は、当該乗降用設備は、次に掲げる基準に

適合するものでなければならない。 

一 車椅子使用者が持ち上げられることなく乗降

できる構造のものであること。ただし、構造上の

理由によりやむを得ない場合には、この限りでな

い。 

二 幅は、九十センチメートル以上であること。 

三 手すりが設けられていること。 

四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたもの

であること。 

（視覚障害者誘導用ブロックの設置の例外） 

第二十五条 旅客船ターミナルにおいては、乗降用設

備その他波浪による影響により旅客が転倒するお

それがある場所については、第九条の規定にかかわ

らず、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないこと

ができる。 

（転落防止設備） 

第二十六条 視覚障害者が水面に転落するおそれの

ある場所には、柵、点状ブロックその他の視覚障害

者の水面への転落を防止するための設備を設けな

ければならない。 

第七節 航空旅客ターミナル施設 

（保安検査場の通路） 

第二十七条 航空旅客ターミナル施設の保安検査場

（航空機の客室内への銃砲刀剣類等の持込みを防

止するため、旅客の身体及びその手荷物の検査を行

う場所をいう。以下同じ。）において門型の金属探知

機を設置して検査を行う場合は、当該保安検査場内

に、車椅子使用者その他の門型の金属探知機による

検査を受けることのできない者が通行するための

通路を別に設けなければならない。 

２ 前項の通路の幅は、九十センチメートル以上でな

ければならない。 

３ 保安検査場の通路に設けられる戸については、第

四条第五項第二号ロの規定は適用しない。 

４ 保安検査場には、聴覚障害者が文字により意思疎

通を図るための設備を備えなければならない。この

場合においては、当該設備を保有している旨を当該

保安検査場に表示するものとする。 

（旅客搭乗橋） 

第二十八条 航空旅客ターミナル施設の旅客搭乗橋

（航空旅客ターミナル施設と航空機の乗降口との

間に設けられる設備であって、当該乗降口に接続し

て旅客を航空旅客ターミナル施設から直接航空機

に乗降させるためのものをいう。以下同じ。）は、次

に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ただし、第三号及び第四号については、構造上の理

由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

一 幅は、九十センチメートル以上であること。 

二 旅客搭乗橋の縁端と航空機の乗降口の床面と

の隙間又は段差により車椅子使用者の円滑な乗

降に支障がある場合は、車椅子使用者の円滑な乗

降のために十分な長さ、幅及び強度を有する設備

が一以上備えられていること。 

三 勾配は、十二分の一以下であること。 

四 手すりが設けられていること。 

五 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたもの

であること。 

２ 旅客搭乗橋については、第九条の規定にかかわら

ず、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことが

できる。 

（改札口） 

第二十九条 各航空機の乗降口に通ずる改札口のう

ち一以上は、幅が八十センチメートル以上でなけれ

ばならない。 

第三章 車両等の構造及び設備 

第一節 鉄道車両 

（適用範囲） 

第三十条 鉄道車両の構造及び設備については、この

節の定めるところによる。 

（旅客用乗降口） 

第三十一条 旅客用乗降口は、次に掲げる基準に適合

するものでなければならない。 

一 旅客用乗降口の床面の縁端とプラットホーム

の縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼ

すおそれのない範囲において、できる限り小さい

ものであること。 

二 旅客用乗降口の床面とプラットホームとは、で

きる限り平らであること。 

三 旅客用乗降口のうち一列車ごとに一以上は、幅

が八十センチメートル以上であること。ただし、

構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限

りでない。 

四 旅客用乗降口の床面は、滑りにくい仕上げがな

されたものであること。 

五 旅客用乗降口の戸の開閉する側を音声により

知らせる設備が設けられていること。 

六 車内の段の端部の全体がその周囲の部分と色

の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、

車内の段を容易に識別できるものであること。 

（客室） 

第三十二条 客室（特別急行料金等（鉄道事業法施行
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規則（昭和六十二年運輸省令第六号）第三十二条第

一項に規定する特別急行料金等をいう。次項におい

て同じ。）を適用する車両のものを除く。）には、次

に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一列車

ごとに二以上（三両以下の車両で組成する列車にあ

っては、一以上）、特別車両以外の車両の座席の近傍

に設けなければならない。ただし、構造上の理由に

よりやむを得ない場合は、この限りでない。 

一 車椅子使用者が円滑に利用するために十分な

広さが確保されていること。 

二 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手す

りが設けられていること。 

三 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたもの

であること。 

四 車椅子使用者が利用する際に支障となる段が

ないこと。 

五 車椅子スペースである旨が表示されているこ

と。 

２ 特別急行料金等を適用する車両の客室には、前項

各号（新幹線鉄道（全国新幹線鉄道整備法（昭和四

十五年法律第七十一号）第二条に規定する新幹線鉄

道をいう。第二号において同じ。）の用に供する車両

の客室にあっては、同項第二号を除く。）の基準に適

合する車椅子スペースを一列車ごとに三以上（座席

定員五百人以上の列車にあっては四以上、座席定員

千一人以上の列車にあっては六以上）、次に掲げる

基準に適合するように設けなければならない。ただ

し、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この

限りでない。 

一 特別車両以外の車両の座席の近傍に設けられ

ていること。 

二 当該車椅子スペースのうち二以上（座席定員五

百人未満の列車（新幹線鉄道の用に供するものを

除く。）にあっては、一以上）は、窓に隣接してい

ること。 

三 当該車椅子スペースのうち二以上（座席定員五

百人未満の列車にあっては、一以上）は、座席に

隣接していること。 

四 背当の角度を調整することができる車椅子を

利用している二人以上の者が円滑に利用するた

めに十分な広さが確保されていること。 

３ 客室に優先席を設ける場合は、その付近に、当該

優先席における優先的に利用することができる者

を表示する標識を設けなければならない。 

４ 通路及び客室内には、手すりを設けなければなら

ない。 

５ 便所を設ける場合は、そのうち一列車ごとに一以

上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のも

のでなければならない。ただし、構造上の理由によ

りやむを得ない場合は、この限りでない。 

６ 前条第三号の基準に適合する旅客用乗降口と第

一項又は第二項の規定により設けられる車椅子ス

ペースとの間の通路のうち一以上及び一以上の車

椅子スペースと前項の基準に適合する便所との間

の通路のうち一以上の幅は、それぞれ八十センチメ

ートル以上でなければならない。ただし、構造上の

理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

７ 客室には、次に停車する鉄道駅の駅名その他の当

該鉄道車両の運行に関する情報を文字等により表

示するための設備及び音声により提供するための

設備を備えなければならない。 

８ 客室内の旅客用乗降口の戸又はその付近には、当

該列車における当該鉄道車両の位置その他の位置

に関する情報を文字及び点字により表示しなけれ

ばならない。ただし、鉄道車両の編成が一定してい

ない等の理由によりやむを得ない場合は、この限り

でない。 

（車体） 

第三十三条 鉄道車両の連結部（常時連結している部

分に限る。）には、プラットホーム上の旅客の転落を

防止するための設備を設けなければならない。ただ

し、プラットホームの設備等により旅客が転落する

おそれのない場合は、この限りでない。 

２ 車体の側面に、鉄道車両の行き先及び種別を見や

すいように表示しなければならない。ただし、行き

先又は種別が明らかな場合は、この限りでない。 

第二節 軌道車両 

（準用） 

第三十四条 前節の規定は、軌道車両（次条に規定す

る低床式軌道車両を除く。）について準用する。この

場合において、第三十二条第一項中「鉄道事業法施

行規則（昭和六十二年運輸省令第六号）第三十二条

第一項に規定する特別急行料金等」とあるのは、「軌

道法施行規則（大正十二年／内務／鉄道／省令）第

二十一条第二項第二号に規定する料金」と読み替え

るものとする。 

（低床式軌道車両） 

第三十五条 前節（第三十一条第三号ただし書並びに

第三十二条第一項ただし書、第五項ただし書及び第

六項ただし書を除く。）の規定は、低床式軌道車両

（旅客用乗降口の床面の軌条面からの高さが四十

センチメートル以下の軌道車両であって、旅客用乗

降口から客室の主要部分までの通路の床面に段が

ないものをいう。）について準用する。この場合にお

いて、第三十二条第一項中「鉄道事業法施行規則（昭

和六十二年運輸省令第六号）第三十二条第一項に規

定する特別急行料金等」とあるのは、「軌道法施行規

則（大正十二年／内務／鉄道／省令）第二十一条第

二項第二号に規定する料金」と読み替えるものとす

る。 

第三節 乗合バス車両 

（適用範囲） 

第三十六条 乗合バス車両の構造及び設備について

は、この節の定めるところによる。 

（乗降口） 

第三十七条 乗降口の踏み段の端部の全体がその周

囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいこ

とにより踏み段を容易に識別できるものでなけれ

ばならない。 

２ 乗降口のうち一以上は、次に掲げる基準に適合す

るものでなければならない。 

一 幅は、八十センチメートル以上であること。 
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二 スロープ板その他の車椅子使用者の乗降を円

滑にする設備（国土交通大臣の定める基準に適合

しているものに限る。）が備えられていること。 

（床面） 

第三十八条 国土交通大臣の定める方法により測定

した床面の地上面からの高さは、六十五センチメー

トル以下でなければならない。 

２ 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたもので

なければならない。 

（車椅子スペース） 

第三十九条 乗合バス車両には、次に掲げる基準に適

合する車椅子スペースを一以上設けなければなら

ない。 

一 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手す

りが設けられていること。 

二 車椅子使用者が利用する際に支障となる段が

ないこと。 

三 車椅子を固定することができる設備が備えら

れていること。 

四 車椅子スペースに座席を設ける場合は、当該座

席は容易に折り畳むことができるものであるこ

と。 

五 他の法令の規定により旅客が降車しようとす

るときに容易にその旨を運転者に通報するため

のブザーその他の装置を備えることとされてい

る乗合バス車両である場合は、車椅子使用者が利

用できる位置に、当該ブザーその他の装置が備え

られていること。 

六 車椅子スペースである旨が表示されているこ

と。 

七 前各号に掲げるもののほか、長さ、幅等につい

て国土交通大臣の定める基準に適合するもので

あること。 

（優先席） 

第三十九条の二 乗合バス車両に優先席を設ける場

合は、その付近に、当該優先席における優先的に利

用することができる者を表示する標識を設けなけ

ればならない。 

（通路） 

第四十条 第三十七条第二項の基準に適合する乗降

口と車椅子スペースとの間の通路の幅（容易に折り

畳むことができる座席が設けられている場合は、当

該座席を折り畳んだときの幅）は、八十センチメー

トル以上でなければならない。 

２ 通路には、国土交通大臣が定める間隔で手すりを

設けなければならない。 

（運行情報提供設備等） 

第四十一条 乗合バス車両内には、次に停車する停留

所の名称その他の当該乗合バス車両の運行に関す

る情報を文字等により表示するための設備及び音

声により提供するための設備を備えなければなら

ない。 

２ 乗合バス車両には、車外用放送設備を設けなけれ

ばならない。 

３ 乗合バス車両の前面、左側面及び後面に、乗合バ

ス車両の行き先を見やすいように表示しなければ

ならない。 

（意思疎通を図るための設備） 

第四十二条 乗合バス車両内には、聴覚障害者が文字

により意思疎通を図るための設備を備えなければ

ならない。この場合においては、当該設備を保有し

ている旨を当該乗合バス車両内に表示するものと

する。 

（基準の適用除外） 

第四十三条 地方運輸局長が、その構造により又はそ

の運行の態様によりこの省令の規定により難い特

別の事由があると認定した乗合バス車両について

は、第三十七条から前条まで（第三十七条第一項、

第三十八条第二項及び前条を除く。）に掲げる規定

のうちから当該地方運輸局長が当該乗合バス車両

ごとに指定したものは、適用しない。 

２ 前項の認定は、条件又は期限を付して行うことが

できる。 

３ 第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる

事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しな

ければならない。 

一 氏名又は名称及び住所 

二 車名及び型式 

三 車台番号 

四 使用の本拠の位置 

五 認定により適用を除外する規定 

六 認定を必要とする理由 

４ 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する

場合には、第一項の認定を取り消すことができる。 

一 認定の取消しを求める申請があったとき。 

二 第二項の規定による条件に違反したとき。 

第三節の二 貸切バス車両 

（準用） 

第四十三条の二 前節（第三十八条第一項、第三十九

条第五号及び第六号、第三十九条の二、第四十条第

二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三

条を除く。）の規定は貸切バス車両について準用す

る。この場合において、第四十一条第一項中「次に

停車する停留所の名称」とあるのは「目的地」と、

「文字等により表示するための設備及び音声によ

り提供するための設備」とあるのは「音声により提

供するための設備」と読み替えるものとする。 

第四節 福祉タクシー車両 

（適用範囲） 

第四十四条 福祉タクシー車両の構造及び設備につ

いては、この節の定めるところによる。 

（福祉タクシー車両） 

第四十五条 車椅子等対応車（福祉タクシー車両のう

ち、高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他

の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能

なものをいう。第九十六条第一項において同じ。）は、

次に掲げる基準に適合するものでなければならな

い。 

一 スロープ板、リフト、寝台等（寝台及び担架を

いう。以下この項及び第九十六条第一項において

同じ。）その他の車椅子使用者又は寝台等を使用

している者の乗降を円滑にする設備が備えられ
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ていること。 

二 車椅子又は寝台等の用具を備えておくスペー

スが一以上設けられていること。 

三 車椅子又は寝台等の用具を固定することがで

きる設備が備えられていること。 

四 事業者名、車両番号、運賃、料金その他の情報

を音又は点字により視覚障害者に示すための設

備が設けられていること。ただし、これらの情報

を提供できる者が乗務している場合は、この限り

でない。 

五 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るため

の設備が備えられていること。 

２ 回転シート車（福祉タクシー車両のうち、高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施

行規則第一条の二に規定する設備を備えたものを

いう。第九十六条第二項において同じ。）は、次に掲

げる基準に適合するものでなければならない。 

一 折り畳んだ車椅子を備えておくスペースが一

以上設けられていること。 

二 事業者名、車両番号、運賃、料金その他の情報

を音又は点字により視覚障害者に示すための設

備が設けられていること。ただし、これらの情報

を提供できる者が乗務している場合は、この限り

でない。 

三 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るため

の設備が備えられていること。 

第五節 船舶 

（適用範囲） 

第四十六条 船舶の構造及び設備については、この節

の定めるところによる。 

（乗降用設備） 

第四十七条 船舶に乗降するためのタラップその他

の設備を備える場合は、そのうち一以上は、次に掲

げる基準に適合するものでなければならない。 

一 車椅子使用者が持ち上げられることなく乗降

できる構造のものであること。 

二 幅は、八十センチメートル以上であること。 

三 手すりが設けられていること。 

四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたもの

であること。 

（出入口） 

第四十八条 旅客が乗降するための出入口（舷門又は

甲板室の出入口をいう。第九十九条第一項において

同じ。）のうち一以上は、次に掲げる基準に適合する

ものでなければならない。 

一 幅は、八十センチメートル以上であること。 

二 スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通

過できるための設備が備えられていること。 

２ 車両区域の出入口のうち一以上は、次に掲げる基

準に適合するものでなければならない。 

一 幅は、八十センチメートル以上であること。 

二 スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通

過できるための設備が備えられていること。 

三 高齢者、障害者等が車両から乗降するための場

所であって、次に掲げる基準に適合するもの（以

下この号において「乗降場所」という。）が設けら

れていること。 

イ 幅は、三百五十センチメートル以上であるこ

と。 

ロ 車両区域の出入口に隣接して設けられてい

ること。ただし、乗降場所と車両区域の出入口

との間に幅が八十センチメートル以上である

通路を一以上設ける場合は、この限りでない。 

ハ 乗降場所であることを示す表示が設けられ

ていること。 

（客席） 

第四十九条 航行予定時間が八時間未満の船舶の客

席のうち旅客定員二十五人ごとに一以上は、次に掲

げる基準に適合するものでなければならない。 

一 椅子席、座席又は寝台であること。 

二 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造の

ものであること。 

三 手すりが設けられていること。 

四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたもの

であること。 

２ 航行予定時間が八時間以上の船舶の客席のうち

旅客定員二十五人ごとに一以上は、次に掲げる基準

に適合するものでなければならない。 

一 椅子席、座席又は寝台であること。 

二 椅子席が設けられる場合は、その収容数二十五

人ごとに一以上は、前項第二号から第四号までに

掲げる基準に適合するものであること。 

三 座席又は寝台が設けられる場合は、その収容数

二十五人ごとに一以上は、前項第二号から第四号

までに掲げる基準に適合するものであること。 

（車椅子スペース） 

第五十条 旅客定員百人ごとに一以上の割合で、次に

掲げる基準に適合する車椅子スペースを車椅子使

用者が円滑に利用できる場所に設けなければなら

ない。ただし、航行予定時間が八時間以上であり、

かつ、客席として座席又は寝台のみが設けられてい

る船舶については、この限りでない。 

一 車椅子使用者が円滑に利用するために十分な

広さが確保されていること。 

二 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手す

りが設けられていること。 

三 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたもの

であること。 

四 車椅子使用者が利用する際に支障となる段が

ないこと。 

五 車椅子を固定することができる設備が設けら

れていること。 

六 車椅子スペースである旨が表示されているこ

と。 

（通路） 

第五十一条 第四十八条第一項の基準に適合する出

入口及び同条第二項の基準に適合する車両区域の

出入口と第四十九条第一項又は第二項の基準に適

合する客席（以下「基準適合客席」という。）及び前

条の規定により設けられた車椅子スペース（以下

「船内車椅子スペース」という。）との間の通路のう

ちそれぞれ一以上は、次に掲げる基準に適合するも
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のでなければならない。 

一 幅は、八十センチメートル以上であること。 

二 手すりが設けられていること。 

三 手すりの端部の付近には、当該通路の通ずる場

所を示す点字を貼り付けること。 

四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたもの

であること。 

五 スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通

過できるための設備が備えられていること。 

六 当該通路の末端の付近の広さは、車椅子の転回

に支障のないものであること。 

２ 前項の規定は、基準適合客席及び船内車椅子スペ

ースと船内旅客用設備（便所（第五十四条第三項の

規定により準用される第十三条第二項の基準に適

合する便所に限る。）、第五十五条の基準に適合する

食堂、第五十六条の基準に適合する売店及び総トン

数二十トン以上の船舶の遊歩甲板（通常の航行時に

おいて旅客が使用する暴露甲板（通路と兼用のもの

は除く。）であって、基準適合客席と同一の甲板上に

あるものをいう。第五十七条において同じ。）をいう。

以下同じ。）との間の通路のうちそれぞれ一以上に

ついて準用する。この場合において、前項第一号中

「八十センチメートル」とあるのは「百二十センチ

メートル」と、同項第六号中「支障のないものであ

ること」とあるのは「支障のないものであり、かつ、

五十メートル以内ごとに車椅子が転回し及び車椅

子使用者同士がすれ違うことができる広さの場所

が設けられていること」と読み替えるものとする。 

３ 前二項の通路に戸（暴露されたものを除く。）を設

ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合する

ものであること。 

一 幅は、八十センチメートル以上であること。 

二 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が

容易に開閉して通過できる構造のものであるこ

と。 

（階段） 

第五十二条 第八条（同条第一号ただし書、第三号た

だし書及び第八号を除く。）の規定は、前条第一項及

び第二項の通路に設置される階段について準用す

る。この場合において、第八条第一号中「手すりが

両側に」とあるのは、「手すりが」と読み替えるもの

とする。 

（昇降機） 

第五十三条 第四十八条第一項の基準に適合する出

入口及び同条第二項の基準に適合する車両区域の

出入口と基準適合客席又は船内車椅子スペースが

別甲板にある場合には、第五十一条第一項の基準に

適合する通路に、エレベーター、エスカレーターそ

の他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利

用に適した構造のものを一以上設けなければなら

ない。 

２ 前項の規定により設けられるエレベーターは、次

に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 籠の広さは、車椅子使用者が乗り込むのに十分

なものであること。 

二 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたもの

であること。 

３ 第四条第七項第一号、第五号、第七号及び第十一

号の規定は、第一項の規定により設けられるエレベ

ーターについて準用する。この場合において、同号

中「幅は百五十センチメートル以上」とあるのは「幅

は百四十センチメートル以上」と、「奥行きは百五十

センチメートル以上」とあるのは「奥行きは百三十

五センチメートル以上」と読み替えるものとする。 

４ 第一項の規定により設けられるエスカレーター

は、次に掲げる基準に適合するものでなければなら

ない。 

一 エスカレーターが一のみ設けられる場合にあ

っては、昇降切換装置が設けられていること。 

二 勤務する者を呼び出すための装置が設けられ

ていること。 

５ 第四条第九項（同項第一号及び第六号を除く。）の

規定は、第一項の規定により設けられるエスカレー

ターについて準用する。 

６ 基準適合客席又は船内車椅子スペースと船内旅

客用設備が別甲板にある場合には、第五十一条第二

項において準用する同条第一項の基準に適合する

通路にエレベーターを一以上設けなければならな

い。 

７ 第四条第七項（同項第四号を除く。）及び第二項第

二号の規定は、前項の規定により設けられるエレベ

ーターについて準用する。 

（便所） 

第五十四条 便所を設ける場合は、腰掛便座及び手す

りが設けられた便房を一以上設けなければならな

い。 

２ 第十三条第一項の規定は、船舶に便所を設ける場

合について準用する。 

３ 第十三条第二項、第十四条（同条第一項第一号、

第三号ただし書並びに第四項を除く。）及び第十五

条第二項の規定は、他の法令の規定により便所を設

けることとされている船舶の便所について準用す

る。この場合において、第十三条第二項第一号中「及

び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる

構造の水洗器具を設けた便房がそれぞれ又は同一

の便房として一以上」とあるのは「が一以上」と、

第十四条第一項第四号中「車椅子使用者用便房及び

高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構

造の水洗器具を設けた便房」とあるのは「車椅子使

用者用便房」と、同条第二項第三号中「腰掛便座、

手すりその他の車椅子使用者の円滑な利用に適し

た設備」とあるのは「手を洗うための水洗器具」と、

第十五条第二項中「前条第一項第一号から第三号ま

で」とあるのは「前条第一項第二号、第三号（ただ

し書を除く。）」と、「高齢者、障害者等が円滑に利用

することができる構造のもの」とあるのは「車椅子

使用者が円滑に利用することができる構造のもの」

と、同項第三号中「腰掛便座、手すりその他の車椅

子使用者の円滑な利用に適した設備」とあるのは

「手を洗うための水洗器具」と読み替えるものとす

る。 
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（食堂） 

第五十五条 専ら旅客の食事の用に供する食堂を設

ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に

適合するものでなければならない。 

一 出入口の幅は、八十センチメートル以上である

こと。 

二 出入口には段がないこと。 

三 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたもの

であること。 

四 椅子の収容数百人ごとに一以上の割合で、車椅

子使用者の円滑な利用に適した構造を有するテ

ーブルを配置すること。 

五 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るため

の設備が備えられていること。この場合において

は、当該設備を保有している旨を当該食堂に表示

すること。 

（売店） 

第五十六条 一以上の売店（専ら人手により物品の販

売を行うための設備に限る。第百五条において同

じ。）には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図る

ための設備を備えなければならない。この場合にお

いては、当該設備を保有している旨を当該売店に表

示するものとする。 

（遊歩甲板） 

第五十七条 総トン数二十トン以上の船舶の遊歩甲

板は、次に掲げる基準に適合するものでなければな

らない。 

一 出入口の幅は、八十センチメートル以上である

こと。 

二 段を設ける場合は、スロープ板その他の車椅子

使用者が円滑に通過できるための設備が備えら

れていること。 

三 戸（遊歩甲板の出入口の戸を除く。）を設ける場

合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するもの

であること。 

イ 幅は、八十センチメートル以上であること。 

ロ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等

が容易に開閉して通過できる構造のものであ

ること。 

四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたもの

であること。 

五 手すりが設けられていること。 

（点状ブロック） 

第五十八条 階段及びエスカレーターの上端及び下

端並びにエレベーターの操作盤に近接する通路に

は、点状ブロックを敷設しなければならない。 

（運航情報提供設備） 

第五十九条 目的港の港名その他の当該船舶の運航

に関する情報を文字等により表示するための設備

及び音声により提供するための設備を備えなけれ

ばならない。 

（基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船

内旅客用設備及び非常口の配置の案内） 

第六十条 基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降

機、船内旅客用設備及び非常口の配置を表示した案

内板その他の設備を設けなければならない。 

２ 基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船

内旅客用設備及び非常口の配置を音、点字その他の

方法により視覚障害者に示すための設備を設けな

ければならない。 

（基準の適用除外） 

第六十一条 一般定期航路事業の用に供する総トン

数五トン未満の船舶及び旅客不定期航路事業の用

に供する総トン数二百トン未満の船舶については、

この省令の規定によらないことができる。 

２ 地方運輸局長（運輸監理部長を含む。以下この項

において同じ。）が、その構造又は航行の態様により

この省令の規定により難い特別の事由があると認

定した船舶については、第四十七条から前条までに

掲げる規定のうちから当該地方運輸局長が当該船

舶ごとに指定したものは、適用しない。 

３ 第四十三条第二項から第四項まで（同条第三項第

二号を除く。）の規定は、前項の認定について準用す

る。この場合において、同条第三項第三号中「車台

番号」とあるのは「船名及び船舶番号又は船舶検査

済票の番号」と、同項第四号中「使用の本拠の位置」

とあるのは「就航航路」と読み替えるものとする。 

４ 前項の規定により準用される第四十三条第三項

の申請書は、運輸支局長又は海事事務所長を経由し

て提出することができる。 

第六節 航空機 

（適用範囲） 

第六十二条 航空機の構造及び設備については、この

節の定めるところによる。 

（乗降用設備） 

第六十二条の二 旅客搭乗橋が設けられていないこ

とその他の理由により旅客搭乗橋を使用できない

場合に備えて航空機に乗降するためのタラップそ

の他の設備（以下この条及び第百十条において「乗

降用設備」という。）を備えるときは、そのうち一以

上は、次の各号のいずれかに掲げるものでなければ

ならない。ただし、高齢者、障害者等の円滑な乗降

のために十分な強度を有する器具が一以上備えら

れている場合又は航空機の形状上の理由により当

該乗降用設備及び当該器具のいずれも使用できな

い場合は、この限りでない。 

一 リフトを設けることにより高齢者、障害者等が

円滑に航空機に乗降することが可能な乗降用設

備 

二 傾斜路を設けることにより高齢者、障害者等が

移動のための車椅子その他の用具を使用したま

ま航空機に乗降することが可能なタラップ 

２ 前項第一号に規定する乗降用設備は、次に掲げる

基準に適合するものでなければならない。 

一 リフトの出入口の幅及び広さは、第六十五条の

規定により備え付けられる車椅子を使用する者

が乗り込むのに十分なものであること。 

二 リフト内に手すりが設けられていること。 

三 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたもの

であること。 

３ 第一項第二号に規定するタラップは、次に掲げる

基準に適合するものでなければならない。 
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一 車椅子使用者が持ち上げられることなく乗降

できる構造のものであること。 

二 幅は、第六十五条の規定により備え付けられる

車椅子を使用する者が円滑に通行することがで

きるものであること。 

三 当該タラップの縁端と航空機の乗降口の床面

との隙間又は段差により車椅子使用者の円滑な

乗降に支障がある場合は、車椅子使用者の円滑な

乗降のために十分な長さ、幅及び強度を有する設

備が一以上備えられていること。 

四 手すりが設けられていること。 

五 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたもの

であること。 

（通路） 

第六十三条 客席数が六十以上の航空機の通路は、第

六十五条の規定により備え付けられる車椅子を使

用する者が円滑に通行することができる構造でな

ければならない。 

（可動式のひじ掛け） 

第六十四条 客席数が三十以上の航空機には、通路に

面する客席（構造上の理由によりひじ掛けを可動式

とできないものを除く。）の半数以上について、通路

側に可動式のひじ掛けを設けなければならない。 

（車椅子の備付け） 

第六十五条 客席数が六十以上の航空機には、当該航

空機内において利用できる車椅子を備えなければ

ならない。 

（運航情報提供設備） 

第六十六条 客席数が三十以上の航空機には、当該航

空機の運航に関する情報を文字等により表示する

ための設備及び音声により提供するための設備を

備えなければならない。 

（便所） 

第六十七条 通路が二以上の航空機には、車椅子使用

者が円滑に利用することができる構造の便所を一

以上設けなければならない。 

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の

提供の方法 

第一節 総則 

（旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方

法に関する基準の遵守に係る体制の確保） 

第六十八条 公共交通事業者等は、この章に定める旅

客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に

関する基準を遵守するため、人員の配置その他の必

要な体制の確保を図らなければならない。 

第二節 旅客施設 

第一款 総則 

（適用範囲） 

第六十九条 旅客施設を使用した役務の提供の方法

については、この節の定めるところによる。 

第二款 共通事項 

（移動等円滑化された経路） 

第七十条 移動等円滑化された経路を構成するエレ

ベーターについては、次に掲げる基準を遵守しなけ

ればならない。 

一 籠内については、第四条第七項第二号ただし書

の設備が設けられた場合には、当該設備を使用し

て、開閉する籠の出入口が音声により知らされる

ようにすること。 

二 籠内については、第四条第七項第八号の設備が

設けられた場合には、当該設備を使用して、籠が

到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の

閉鎖が音声により知らされるようにすること。 

三 乗降ロビーについては、第四条第七項第十二号

本文の設備が設けられた場合には、当該設備を使

用して、到着する籠の昇降方向が音声により知ら

されるようにすること。 

四 籠内については、第四条第七項第十二号ただし

書の設備が設けられた場合には、当該設備を使用

して、籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠

の昇降方向が音声により知らされるようにする

こと。 

２ 移動等円滑化された経路を構成するエスカレー

ターその他の昇降機（エレベーターを除く。）であっ

て車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のもの

については、車椅子使用者が当該昇降機を円滑に利

用するために必要となる役務を提供しなければな

らない。ただし、当該昇降機を使用しなくても円滑

に昇降できる場合は、この限りでない。 

３ 移動等円滑化された経路を構成する通路につい

ては、照明設備が設けられた場合には、当該照明設

備を使用して、適切な照度を確保しなければならな

い。ただし、日照等によって当該照度が確保されて

いるときは、この限りでない。 

４ 前各項の規定は、乗継ぎ経路について準用する。 

（エスカレーター） 

第七十一条 エスカレーターについては、第七条の設

備が設けられた場合には、当該設備を使用して、当

該エスカレーターの行き先及び昇降方向が音声に

より知らされるようにしなければならない。 

（階段） 

第七十二条 階段については、照明設備が設けられた

場合には、当該照明設備を使用して、適切な照度を

確保しなければならない。ただし、日照等によって

当該照度が確保されているときは、この限りでない。 

（視覚障害者を誘導する設備等） 

第七十三条 通路等であって公共用通路と車両等の

乗降口との間の経路を構成するものについては、第

九条第一項本文の設備が設けられた場合には、当該

設備を使用して、音声その他の方法により視覚障害

者を誘導しなければならない。 

２ 第九条第一項ただし書又は第二項ただし書の規

定が適用される場合には、視覚障害者の誘導を行う

者が常駐する二以上の設備間の誘導を適切に実施

しなければならない。 

（運行情報提供設備） 

第七十四条 車両等の運行に関する情報を文字等に

より表示するための設備が備えられた場合には、当

該設備を使用して、当該情報が文字等により適切に

表示されるようにしなければならない。ただし、文

字等による表示が困難な場合は、この限りでない。 

２ 車両等の運行に関する情報を音声により提供す
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るための設備が備えられた場合には、当該設備を使

用して、当該情報が音声により提供されるようにし

なければならない。ただし、音声による提供が困難

な場合は、この限りでない。 

（旅客施設の構造及び主要な設備の配置の案内） 

第七十五条 公共用通路に直接通ずる出入口の付近

その他の適切な場所については、第十二条第二項の

設備（音によるものに限る。）が設けられた場合には、

当該設備を使用して、旅客施設の構造及び主要な設

備の配置が音により視覚障害者に示されるように

しなければならない。 

（便所） 

第七十六条 便所の出入口付近については、第十三条

第一項第一号の設備（音によるものに限る。）が設け

られた場合には、当該設備を使用して、男子用及び

女子用の区別（当該区別がある場合に限る。）並びに

便所の構造が音により視覚障害者に示されるよう

にしなければならない。 

２ 移動等円滑化された経路と第十三条第二項第一

号の便房が設けられた便所又は同項第二号の便所

との間の経路における通路については、照明設備が

設けられた場合には、当該照明設備を使用して、適

切な照度を確保しなければならない。ただし、日照

等によって当該照度が確保されているときは、この

限りでない。 

（乗車券等販売所、待合所及び案内所） 

第七十七条 乗車券等販売所については、次に掲げる

基準を遵守しなければならない。 

一 移動等円滑化された経路と乗車券等販売所と

の間の経路における通路については、照明設備が

設けられた場合には、当該照明設備を使用して、

適切な照度を確保すること。ただし、日照等によ

って当該照度が確保されているときは、この限り

でない。 

二 第十六条第一項第三号ただし書の規定が適用

される場合には、車椅子使用者からの求めに応じ、

常時勤務する者がカウンターの前に出て対応す

ること。 

２ 前項の規定は、待合所及び案内所について準用す

る。この場合において、前項第二号中「第十六条第

一項第三号ただし書」とあるのは、「第十六条第二項

の規定により準用される同条第一項第三号ただし

書」と読み替えるものとする。 

３ 乗車券等販売所又は案内所（勤務する者を置かな

いものを除く。）については、第十六条第三項の設備

が備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに応

じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を図

らなければならない。 

（券売機） 

第七十八条 第十七条ただし書の規定が適用される

場合には、同条ただし書の窓口については、高齢者、

障害者等からの求めに応じ、乗車券等の販売を行わ

なければならない。 

第三款 鉄道駅 

（プラットホーム） 

第七十九条 鉄道駅のプラットホームについては、次

に掲げる基準を遵守しなければならない。 

一 第二十条第一項第三号の設備が備えられた場

合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円

滑に乗降するために必要となる役務を提供する

こと。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に

乗降できる場合は、この限りでない。 

二 列車の接近を文字等により警告するための設

備が設けられた場合には、当該設備を使用して、

当該接近について文字等により警告が受けられ

るようにすること。 

三 列車の接近を音声により警告するための設備

が設けられた場合には、当該設備を使用して、当

該接近について音声により警告が受けられるよ

うにすること。 

四 照明設備が設けられた場合には、当該照明設備

を使用して、適切な照度を確保すること。ただし、

日照等によって当該照度が確保されているとき

は、この限りでない。 

第四款 軌道停留場 

（準用） 

  事業者名、車両番号、運賃、料金その他の情報が

音により視覚障害者に示されるようにすること。た

だし、同号ただし書の規定が適用される場合には、

同号ただし書の者がこれらの情報を提供すること。 

四 第四十五条第一項第五号の設備が備えられた

場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設

備を使用して、文字により意思疎通を図ること。 

２ 回転シート車については、次に掲げる基準を遵守

しなければならない。 

一 第四十五条第二項第二号の設備（音によるもの

に限る。）が設けられた場合には、当該設備を使用

して、事業者名、車両番号、運賃、料金その他の

情報が音により視覚障害者に示されるようにす

ること。ただし、同号ただし書の規定が適用され

る場合には、同号ただし書の者がこれらの情報を

提供すること。 

二 第四十五条第二項第三号の設備が備えられた

場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設

備を使用して、文字により意思疎通を図ること。 

第六款 船舶 

（適用範囲） 

第九十七条 船舶を使用した役務の提供の方法につ

いては、この款の定めるところによる。 

（乗降用設備） 

第九十八条 船舶に乗降するためのタラップその他

の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、

車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる

役務を提供しなければならない。ただし、当該設備

を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限

りでない。 

（出入口） 

第九十九条 旅客が乗降するための出入口について

は、第四十八条第一項第二号の設備が備えられた場

合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑

に通過するために必要となる役務を提供しなけれ

ばならない。ただし、当該設備を使用しなくても円
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滑に通過できる場合は、この限りでない。 

２ 車両区域の出入口については、第四十八条第二項

第二号の設備が備えられた場合には、当該設備を使

用して、車椅子使用者が円滑に通過するために必要

となる役務を提供しなければならない。ただし、当

該設備を使用しなくても円滑に通過できる場合は、

この限りでない。 

（車椅子スペース） 

第百条 船内車椅子スペースについては、第五十条第

五号の設備が設けられた場合には、当該設備を使用

して、車椅子を固定するために必要となる役務を提

供しなければならない。ただし、当該設備を使用し

なくても車椅子を固定できる場合又は車椅子の構

造上の理由により車椅子の固定が困難な場合は、こ

の限りでない。 

（通路） 

第百一条 第五十一条第一項の通路については、同項

第五号の設備が備えられた場合には、当該設備を使

用して、車椅子使用者が円滑に通過するために必要

となる役務を提供しなければならない。ただし、当

該設備を使用しなくても円滑に通過できる場合は、

この限りでない。 

２ 前項の規定は、第五十一条第二項の通路について

準用する。この場合において、前項中「同項第五号」

とあるのは、「同条第二項の規定により準用される

同条第一項第五号」と読み替えるものとする。 

（昇降機） 

第百二条 第五十一条第二項において準用する同条

第一項の基準に適合する通路に設けられたエレベ

ーターについては、次に掲げる基準を遵守しなけれ

ばならない。 

一 籠内については、第五十三条第七項の規定によ

り準用される第四条第七項第二号ただし書の設

備が設けられた場合には、当該設備を使用して、

開閉する籠の出入口が音声により知らされるよ

うにすること。 

二 籠内については、第五十三条第七項の規定によ

り準用される第四条第七項第八号の設備が設け

られた場合には、当該設備を使用して、籠が到着

する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖

が音声により知らされるようにすること。 

三 乗降ロビーについては、第五十三条第七項の規

定により準用される第四条第七項第十二号本文

の設備が設けられた場合には、当該設備を使用し

て、到着する籠の昇降方向が音声により知らされ

るようにすること。 

四 籠内については、第五十三条第七項の規定によ

り準用される第四条第七項第十二号ただし書の

設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、

籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇

降方向が音声により知らされるようにすること。 

２ 第五十一条第一項の基準に適合する通路に設け

られたエスカレーターその他の昇降機（エレベータ

ーを除く。）であって高齢者、障害者等の円滑な利用

に適した構造のものについては、車椅子使用者が当

該昇降機を円滑に利用するために必要となる役務

を提供しなければならない。ただし、当該昇降機を

使用しなくても円滑に昇降できる場合は、この限り

でない。 

（便所） 

第百三条 便所の出入口付近については、第五十四条

第二項の規定により準用される第十三条第一項第

一号の設備（音によるものに限る。）が設けられた場

合には、当該設備を使用して、男子用及び女子用の

区別（当該区別がある場合に限る。）並びに便所の構

造が音により視覚障害者に示されるようにしなけ

ればならない。 

（食堂） 

第百四条 専ら旅客の食事の用に供する食堂につい

ては、第五十五条第五号の設備が備えられた場合に

は、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備を使用

して、文字により意思疎通を図らなければならない。 

（売店） 

第百五条 売店については、第五十六条の設備が備え

られた場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当

該設備を使用して、文字により意思疎通を図らなけ

ればならない。 

（遊歩甲板） 

第百六条 総トン数二十トン以上の船舶の遊歩甲板

については、第五十七条第二号の設備が備えられた

場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円

滑に通過するために必要となる役務を提供しなけ

ればならない。ただし、当該設備を使用しなくても

円滑に通過できる場合は、この限りでない。 

（運航情報提供設備） 

第百七条 目的港の港名その他の当該船舶の運航に

関する情報を文字等により表示するための設備が

備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情

報が文字等により適切に表示されるようにしなけ

ればならない。ただし、文字等による表示が困難な

場合は、この限りでない。 

２ 目的港の港名その他の当該船舶の運航に関する

情報を音声により提供するための設備が備えられ

た場合には、当該設備を使用して、当該情報が音声

により提供されるようにしなければならない。ただ

し、音声による提供が困難な場合は、この限りでな

い。 

（基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船

内旅客用設備及び非常口の配置の案内） 

第百八条 第六十条第二項の設備（音によるものに限

る。）が設けられた場合には、当該設備を使用して、

基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船内

旅客用設備及び非常口の配置が音により視覚障害

者に示されるようにしなければならない。 

第七款 航空機 

（適用範囲） 

第百九条 航空機を使用した役務の提供の方法につ

いては、この款の定めるところによる。 

（乗降用設備） 

第百十条 乗降用設備又は第六十二条の二第一項た

だし書の器具が備えられた場合には、当該乗降用設

備又は器具を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降
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するために必要となる役務を提供しなければなら

ない。ただし、当該乗降用設備又は器具を使用しな

くても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。 

（運航情報提供設備） 

第百十一条 客席数が三十以上の航空機については、

当該航空機の運航に関する情報を文字等により表

示するための設備が備えられた場合第八十条 前

款の規定は、軌道停留場について準用する。この場

合において、前条第一号中「第二十条第一項第三号」

とあるのは、「第二十二条の規定により準用される

第二十条第一項第三号」と読み替えるものとする。 

第五款 バスターミナル 

（乗降場） 

第八十一条 バスターミナルの乗降場については、ス

ロープ板その他の車椅子使用者が円滑に乗降する

ための設備が備えられた場合には、当該設備を使用

して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要と

なる役務を提供しなければならない。ただし、当該

設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、こ

の限りでない。 

第六款 旅客船ターミナル 

（乗降用設備） 

第八十二条 旅客船ターミナルについては、乗降用設

備が設置された場合には、当該乗降用設備を使用し

て、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要とな

る役務を提供しなければならない。ただし、当該乗

降用設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合

は、この限りでない。 

第七款 航空旅客ターミナル施設 

（保安検査場） 

第八十三条 航空旅客ターミナル施設の保安検査場

については、第二十七条第四項の設備が備えられた

場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備

を使用して、文字により意思疎通を図らなければな

らない。 

（旅客搭乗橋） 

第八十四条 航空旅客ターミナル施設の旅客搭乗橋

については、第二十八条第一項第二号の設備が備え

られた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用

者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供

しなければならない。ただし、当該設備を使用しな

くても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。 

第三節 車両等 

第一款 鉄道車両 

（適用範囲） 

第八十五条 鉄道車両を使用した役務の提供の方法

については、この款の定めるところによる。 

（旅客用乗降口） 

第八十六条 旅客用乗降口については、第三十一条第

五号の設備が設けられた場合には、当該設備を使用

して、旅客用乗降口の戸の開閉する側が音声により

知らされるようにしなければならない。 

（客室） 

第八十七条 客室については、次に停車する鉄道駅の

駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報を

文字等により表示するための設備が備えられた場

合には、当該設備を使用して、当該情報が文字等に

より適切に表示されるようにしなければならない。

ただし、文字等による表示が困難な場合は、この限

りでない。 

２ 客室については、次に停車する鉄道駅の駅名その

他の当該鉄道車両の運行に関する情報を音声によ

り提供するための設備が備えられた場合には、当該

設備を使用して、当該情報が音声により提供される

ようにしなければならない。ただし、音声による提

供が困難な場合は、この限りでない。 

第二款 軌道車両 

（準用） 

第八十八条 前款の規定は、軌道車両について準用す

る。この場合において、第八十六条中「第三十一条

第五号」とあるのは、「第三十四条又は第三十五条の

規定により準用される第三十一条第五号」と読み替

えるものとする。 

第三款 乗合バス車両 

（適用範囲） 

第八十九条 乗合バス車両を使用した役務の提供の

方法については、この款の定めるところによる。 

（乗降口） 

第九十条 乗降口については、第三十七条第二項第二

号の設備が備えられた場合には、当該設備を使用し

て、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要とな

る役務を提供しなければならない。ただし、当該設

備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この

限りでない。 

（車椅子スペース） 

第九十一条 車椅子スペースについては、第三十九条

第三号の設備が備えられた場合には、当該設備を使

用して、車椅子を固定するために必要となる役務を

提供しなければならない。ただし、当該設備を使用

しなくても車椅子を固定できる場合又は車椅子の

構造上の理由により車椅子の固定が困難な場合は、

この限りでない。 

（運行情報提供設備等） 

第九十二条 乗合バス車両内については、次に停車す

る停留所の名称その他の当該乗合バス車両の運行

に関する情報を文字等により表示するための設備

が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該

情報が文字等により適切に表示されるようにしな

ければならない。ただし、文字等による表示が困難

な場合は、この限りでない。 

２ 乗合バス車両内については、次に停車する停留所

の名称その他の当該乗合バス車両の運行に関する

情報を音声により提供するための設備が備えられ

た場合には、当該設備を使用して、当該情報が音声

により提供されるようにしなければならない。ただ

し、音声による提供が困難な場合は、この限りでな

い。 

３ 乗合バス車両については、車外用放送設備が設け

られた場合には、当該車外用放送設備を使用して、

行き先その他の当該乗合バス車両の運行に関する

情報が音声により適時に提供されるようにしなけ

ればならない。 
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（意思疎通を図るための設備） 

第九十三条 乗合バス車両内については、第四十二条

の設備が備えられた場合には、聴覚障害者からの求

めに応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎

通を図らなければならない。 

第四款 貸切バス車両 

（準用） 

第九十四条 前款（第九十二条第一項及び第三項を除

く。）の規定は、貸切バス車両について準用する。こ

の場合において、第九十条中「第三十七条第二項第

二号」とあるのは「第四十三条の二の規定により準

用される第三十七条第二項第二号」と、第九十一条

中「第三十九条第三号」とあるのは「第四十三条の

二の規定により準用される第三十九条第三号」と、

第九十二条第二項中「次に停車する停留所の名称」

とあるのは「目的地」と、第九十三条中「第四十二

条」とあるのは「第四十三条の二の規定により準用

される第四十二条」と読み替えるものとする。 

第五款 福祉タクシー車両 

（適用範囲） 

第九十五条 福祉タクシー車両を使用した役務の提

供の方法については、この款の定めるところによる。 

（福祉タクシー車両） 

第九十六条 車椅子等対応車については、次に掲げる

基準を遵守しなければならない。 

一 第四十五条第一項第一号の設備が備えられた

場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者又

は寝台等を使用している者が円滑に乗降するた

めに必要となる役務を提供すること。ただし、当

該設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合

は、この限りでない。 

二 第四十五条第一項第三号の設備が備えられた

場合には、当該設備を使用して、車椅子又は寝台

等の用具を固定するために必要となる役務を提

供すること。ただし、当該設備を使用しなくても

車椅子若しくは当該用具を固定できる場合又は

車椅子若しくは当該用具の構造上の理由により

車椅子若しくは当該用具の固定が困難な場合は、

この限りでない。 

三 第四十五条第一項第四号の設備（音によるもの

に限る。）が設けられた場合には、当該設備を使用

して、には、当該設備を使用して、当該情報が文

字等により適切に表示されるようにしなければ

ならない。ただし、文字等による表示が困難な場

合は、この限りでない。 

２ 客席数が三十以上の航空機については、当該航空

機の運航に関する情報を音声により提供するため

の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、

当該情報が音声により提供されるようにしなけれ

ばならない。ただし、音声による提供が困難な場合

は、この限りでない。 

 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この省令は、法の施行の日（平成十八年十二

月二十日）から施行する。 

（移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等

の構造及び設備に関する基準の廃止） 

第二条 移動円滑化のために必要な旅客施設及び車

両等の構造及び設備に関する基準（平成十二年運輸

省・建設省令第十号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条 この省令の施行前に法附則第二条第二号に

よる廃止前の高齢者、身体障害者等の公共交通機関

を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（平成

十二年法律第六十八号）第五条第二項の規定による

届出をした旅客施設の建設又は改良については、第

四条第五項第五号、第六条第三号、第七条、第八条

第八号、第十一条、第十九条第二項並びに第二十条

第一項第六号及び第十号の規定は適用せず、なお従

前の例による。 

２ この省令の施行の日から起算して六月を経過す

る日までの間に公共交通事業者等が新たにその事

業の用に供する鉄道車両又は軌道車両については、

第三十二条第八項（第三十四条及び第三十五条にお

いて準用する場合を含む。）の規定は適用せず、なお

従前の例による。 

３ 平成十四年五月十五日前に製造された鉄道車両

であって、公共交通事業者等がこの省令の施行後に

新たにその事業の用に供するもののうち、地方運輸

局長が認定したものについては、この省令の規定の

うちから当該地方運輸局長が当該鉄道車両ごとに

指定したものは、適用しない。 

４ 前項の認定は、条件又は期限を付して行うことが

できる。 

５ 第三項の認定を受けようとする者は、次に掲げる

事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しな

ければならない。 

一 氏名又は名称及び住所 

二 車種及び記号番号 

三 車両番号 

四 使用区間 

五 製造年月日 

六 認定により適用を除外する規定 

七 認定を必要とする理由 

６ 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する

場合には、第三項の認定を取り消すことができる。 

一 認定の取消しを求める申請があったとき。 

二 第四項の規定による条件に違反したとき。 

７ 第三項から前項までの規定は、平成十四年五月十

五日前に製造された軌道車両であって、公共交通事

業者等がこの省令の施行後に新たにその事業の用

に供するものについて準用する。この場合において、

第三項、第五項及び前項中「地方運輸局長」とある

のは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。 

８ 第三項から第六項までの規定は、平成十二年十一

月十五日前に道路運送車両法（昭和二十六年法律第

百八十五号）第五十八条第一項に規定する自動車検

査証の交付を受けたバス車両であって、公共交通事

業者等がこの省令の施行後に新たにその事業の用

に供するものについて準用する。この場合において、

第五項第二号中「車種及び記号番号」とあるのは「車
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名及び型式」と、同項第三号中「車両番号」とある

のは「車台番号」と、同項第四号中「使用区間」と

あるのは「使用の本拠の位置」と、同項第五号中「製

造年月日」とあるのは「自動車検査証の交付を受け

た年月日」と読み替えるものとする。 

９ 第三項から第六項まで（第五項第二号を除く。）の

規定は、平成十四年五月十五日前に船舶安全法（昭

和八年法律第十一号）第九条第一項に規定する船舶

検査証書の交付を受けた船舶であって、公共交通事

業者等がこの省令の施行後に新たにその事業の用

に供するものについて準用する。この場合において、

第三項及び第五項各号列記以外の部分中「地方運輸

局長」とあるのは「地方運輸局長（運輸監理部長を

含む。）」と、同項第三号中「車両番号」とあるのは

「船名及び船舶番号又は船舶検査済票の番号」と、

同項第四号中「使用区間」とあるのは「就航航路」

と、同項第五号中「製造年月日」とあるのは「船舶

検査証書の交付を受けた年月日」と、第六項中「地

方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長（運輸監理

部長を含む。）」と読み替えるものとする。 

１０ 前項の規定により準用される第五項の申請書

は、運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出す

ることができる。 

１１ 第三項から第六項まで（第五項第四号を除く。）

の規定は、平成十四年五月十五日前に航空法第十条

第一項に規定する耐空証明又は国際民間航空条約

の締約国たる外国による耐空証明を受けた航空機

その他これに準ずるものとして国土交通大臣が認

める航空機であって、公共交通事業者等がこの省令

の施行後に新たにその事業の用に供するものにつ

いて準用する。この場合において、第三項及び第五

項各号列記以外の部分中「地方運輸局長」とあるの

は「国土交通大臣」と、同項第二号中「車種及び記

号番号」とあるのは「種類及び型式」と、同項第三

号中「車両番号」とあるのは「国籍記号及び登録記

号」と、同項第五号中「製造年月日」とあるのは「耐

空証明を受けた年月日（これに準ずるものとして国

土交通大臣が認める航空機にあっては、その準ずる

事由及び当該準ずる事由が生じた年月日）」と、第六

項中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」

と読み替えるものとする。 

 

附 則 （平成三〇年三月三〇日国土交通省令第一三

号） 

（施行期日） 

１ この省令は、平成三十年十月一日から施行する。

ただし、第三章第一節及び第二節の改正規定は、平

成三十二年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令の施行前に高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律第九条第一項の申請又

は同条第二項の政令で定める法令の規定若しくは

同項の規定による届出をした旅客施設の建設又は

改良については、この省令による改正後の移動等円

滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及

び設備に関する基準を定める省令第四条第八項及

び第十項から第十二項まで、第十三条から第十五条

まで、第十八条の二並びに第二十条第一項第六号及

び第七号の規定は適用せず、なお従前の例による。 

附 則 （平成三〇年九月二〇日国土交通省令第七一

号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成三十年十月一日から施行す

る。 

附 則 （平成三一年三月八日国土交通省令第七号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律附

則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成

三十一年四月一日。以下「施行日」という。）から施

行する。 

（移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両

等の構造及び設備に関する基準を定める省令の

一部改正に伴う経過措置） 

第三条 施行日前に建造契約が結ばれた船舶（建造契

約がない船舶にあっては、平成三十一年十月一日前

に建造に着手されたもの）であって、平成三十五年

四月一日前に船舶所有者に引き渡されたもの（旅客

不定期航路事業者が施行後に新たにその事業の用

に供するもののうち、地方運輸局長（運輸監理部長

を含む。以下同じ。）が認定したものに限る。）につ

いては、この省令の規定のうちから当該地方運輸局

長が当該船舶ごとに指定したものは、適用しない。 

２ 前項の認定は、条件又は期限を付して行うことが

できる。 

３ 第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる

事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しな

ければならない。 

一 氏名又は名称及び住所 

二 船名及び船舶番号 

三 就航航路 

四 建造契約が結ばれた年月日（建造契約がない船

舶にあっては、建造に着手した年月日）及び船舶

所有者に引き渡された年月日 

五 認定により適用を除外する規定 

六 認定を必要とする理由 

４ 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する

場合には、第一項の認定を取り消すことができる。 

一 認定の取消しを求める申請があったとき。 

二 第二項の規定による条件に違反したとき。 

５ 第三項の申請書は、運輸支局長又は海事事務所長

を経由して提出することができる。 

附 則 （令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号） 

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律

の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。 

附 則 （令和二年一〇月三〇日国土交通省令第八五

号） 

（施行期日） 

第一条 この省令は、令和三年七月一日から施行する。

ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。 
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（経過措置） 

第二条 この省令の施行前に製造に係る契約が結ば

れた新幹線鉄道の用に供する鉄道車両であって、令

和四年一月三十一日前に鉄道事業者に引き渡され

たもの（当該鉄道事業者がこの省令の施行後に新た

にその事業の用に供するもののうち、当該鉄道事業

者の申請によりやむを得ない理由があると地方運

輸局長が認定したものに限る。）については、第二条

の規定による改正後の移動等円滑化のために必要

な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客

施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関

する基準を定める省令第三十二条第二項の規定の

うちから当該地方運輸局長が当該鉄道車両ごとに

指定したものは、適用しない。 

２ 前項の認定は、条件又は期限を付して行うことが

できる。 

３ 第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる

事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しな

ければならない。 

一 氏名又は名称及び住所 

二 車種及び記号番号 

三 車両番号 

四 使用区間 

五 製造に係る契約が結ばれた年月日及び鉄道事

業者に引き渡された年月日 

六 認定により適用を除外する規定 

七 認定を必要とする理由 

４ 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する

場合には、第一項の認定を取り消すことができる。 

一 認定の取消しを求める申請があったとき。 

二 第二項の規定による条件に違反したとき。 

附 則 （令和三年一月二〇日国土交通省令第一号） 

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日

（令和三年四月一日）から施行する。 

附 則 （令和四年三月三一日国土交通省令第三七号） 

（施行期日） 

第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 鉄道事業者は、この省令による改正後の移動

等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構

造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した

役務の提供の方法に関する基準を定める省令（第三

項及び第五項において「新令」という。）第三十二条

第二項の規定が適用される鉄道車両（同項に規定す

る新幹線鉄道の用に供するものを除く。）であって、

次の各号のいずれにも該当するものについて、地方

運輸局長に同項の規定の全部又は一部の適用の除

外を申請することができる。 

一 この省令の施行前に製造に係る契約が結ばれ

たものであること。 

二 令和五年六月三十日前に当該鉄道事業者に引

き渡されるものであること。 

三 当該鉄道事業者がこの省令の施行後に新たに

その事業の用に供するものであること。 

２ 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項

を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなけれ

ばならない。 

一 氏名又は名称及び住所 

二 車種及び記号番号 

三 車両番号 

四 使用区間 

五 製造に係る契約が結ばれた年月日及び鉄道事

業者に引き渡される年月日 

六 認定により適用を除外する規定 

七 認定を必要とする理由 

３ 地方運輸局長は、第一項の規定による申請があっ

た場合において、鉄道事業の円滑な実施に著しい支

障を及ぼすおそれがあることその他の新令第三十

二条第二項の規定の全部又は一部を適用しないこ

とについて相当な理由があると認めるときは、同項

の規定のうち適用しないこととするものを指定し

て、その認定をするものとする。 

４ 前項の認定は、条件又は期限を付して行うことが

できる。 

５ 第三項の認定を受けた鉄道車両については、新令

第三十二条第二項の規定の全部又は一部（第三項の

規定により指定されたものに限る。）は、適用しない。 

６ 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する

場合には、第三項の認定を取り消すことができる。 

一 認定の取消しを求める申請があったとき。 

二 第四項の規定による条件に違反したとき。 

７ 前各項の規定は、軌道車両について準用する。こ

の場合において、第一項、第三項及び第五項中「第

三十二条第二項」とあるのは「第三十四条又は第三

十五条において準用する第三十二条第二項」と、第

一項から第三項まで及び前項中「地方運輸局長」と

あるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。 
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15 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関す

る基準を定める省令 

平成 18 年 12 月 5 日国土交通省令第 112 号 

 

 

（趣旨） 

第１条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律第 11 条第１項の規定に基づく移動等円

滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設

備に関する基準は、駐車場法（昭和 32 年法律第 106

号）、駐車場法施行令（昭和 32 年政令第 340 号）及

び駐車場法施行規則（平成 12 年／運輸省／建設省

／令第 12 号）に定めるもののほか、この省令の定め

るところによる。 

（路外駐車場車いす使用者用駐車施設） 

第２条 特定路外駐車場には、車いすを使用している

者が円滑に利用することができる駐車施設（以下

「路外駐車場車いす使用者用駐車施設」という。）を

１以上設けなければならない。ただし、専ら大型自

動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車付きの

ものを除く。）の駐車のための駐車場については、こ

の限りでない。 

２ 路外駐車場車いす使用者用駐車施設は、次に掲げ

るものでなければならない。 

一 幅は、350 センチメートル以上とすること。 

二 路外駐車場車いす使用者用駐車施設又はその

付近に、路外駐車場車いす使用者用駐車施設の表

示をすること。 

三 次条第１項に定める経路の長さができるだけ

短くなる位置に設けること。 

（路外駐車場移動等円滑化経路） 

第３条 路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道

又は公園、広場その他の空地までの経路のうち１以

上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路（以

下「路外駐車場移動等円滑化経路」という。）にしな

ければならない。 

２ 路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるもの

でなければならない。 

一 当該路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設

けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、

この限りでない。 

二 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する

出入口の幅は、80 センチメートル以上とすること。 

三 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する

通路は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、120 センチメートル以上とすること。 

ロ 50 メートル以内ごとに車いすの転回に支障

がない場所を設けること。 

四 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する

傾斜路（段に代わり、又はこれに併設するものに

限る。）は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、段に代わるものにあっては 120 センチ

メートル以上、段に併設するものにあっては 90

センチメートル以上とすること。 

ロ 勾配は、12 分の１を超えないこと。ただし、

高さが 16 センチメートル以下のものにあって

は、８分の１を超えないこと。 

ハ 高さが 75 センチメートルを超えるもの（勾

配が 20 分の１を超えるものに限る。）にあって

は、高さ 75 センチメートル以内ごとに踏幅が

150 センチメートル以上の踊場を設けること。 

ニ 勾配が 12 分の１を超え、又は高さが 16 セン

チメートルを超え、かつ、勾配が 20 分の１を超

える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 

（特殊の装置） 

第４条 前２条の規定は、その予想しない特殊の装置

を用いる特定路外駐車場については、国土交通大臣

がその装置が前２条の規定による構造又は設備と

同等以上の効力があると認める場合においては、適

用しない。 

 

附 則 

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律の施行の日（平成 18 年 12 月 20 日）

から施行する。 
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16 世田谷区高齢者、障害者等の移動等の円滑化に係る特定道路の構造

の基準に関する条例 

平成 25 年３月５日条例第 28 号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号。

以下「法」という。）第 10 条第１項の規定に基づく

移動等円滑化のために必要な特定道路の構造の基

準を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において「特定道路」とは、生活関

連経路を構成する道路法（昭和 27 年法律第 180 号）

による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が

通常徒歩で行われるものであって、国土交通大臣が

その路線及び区間を指定したものをいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例において使用

する用語の意義は、法、高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行令（平成 18 年政

令第 379 号）及び移動等円滑化のために必要な道路

の構造に関する基準を定める省令（平成 18 年国土

交通省令第 116 号）で使用する用語の例による。 

 

（歩道等に係る基準） 

第３条 道路には、歩道又は自転車歩行者道（以下「歩

道等」という。）を設けるものとする。ただし、道路

の敷地の形状により設けることが困難な場合は、こ

の限りでない。 

２ 歩道等は、規則で定める基準の細目に適合するも

のでなければならない。 

 

（立体横断施設に係る基準） 

第４条 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化

のために必要であると認められる箇所に、高齢者、

障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体

横断施設を設けるものとする。ただし、道路の敷地

の形状により設けることが困難な場合は、この限り

でない。 

２ 立体横断施設は、規則で定める基準の細目に適合

するものでなければならない。 

 

（乗合自動車停留所に係る基準） 

第５条 乗合自動車停留所を設ける場合は、規則で定

める基準の細目に適合するものでなければならな

い。 

 

（路面電車停留場に係る基準） 

第６条 路面電車停留場を設ける場合は、規則で定め

る基準の細目に適合するものでなければならない。 

 

（自動車駐車場に係る基準） 

第７条 自動車駐車場を設ける場合は、規則で定める

基準の細目に適合するものでなければならない。 

 

（移動等円滑化のために必要なその他の施設等に

係る基準） 

第８条 第３条及び第４条に規定するもののほか、道

路には、移動等円滑化のために必要な次に掲げる施

設等を設けるものとする。 

(１) 案内標識 

(２) 視覚障害者誘導用設備 

(３) 休憩施設 

(４) 照明施設 

２ 前項各号に掲げる施設等は、規則で定める基準の

細目に適合するものでなければならない。 

 

附 則 

この条例は、平成 25 年４月１日から施行する。 
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17 世田谷区高齢者、障害者等の移動等の円滑化に係る特定道路の構造

の基準に関する条例施行規則 

平成 25 年３月 29 日規則第 59 号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、世田谷区高齢者、障害者等の移

動等の円滑化に係る特定道路の構造の基準に関す

る条例（平成 25 年３月世田谷区条例第 28 号。以下

「条例」という。）の施行について必要な事項を定め

るものとする。 

 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条

例で使用する用語の例による。 

 

（歩道等に係る基準の細目） 

第３条 条例第３条第２項の規則で定める基準の細

目は、次の各号に掲げる項目に応じ、当該各号に定

めるものとする。 

(１) 歩道等と車道等の分離 世田谷区ユニバー

サルデザイン推進条例施行規則（平成 19 年４月

世田谷区規則第 55 号。以下「ユニバーサルデザイ

ン規則」という。）別表第６の３の１の項遵守基準

の欄に定める基準 

(２) 有効幅員等 ユニバーサルデザイン規則別

表第６の３の２の項遵守基準の欄に定める基準 

(３) 横断歩道 ユニバーサルデザイン規則別表

第６の３の３の項遵守基準の欄に定める基準 

(４) 歩道等と車道等との段差 ユニバーサルデ

ザイン規則別表第６の３の６の項遵守基準の欄、

７の項遵守基準の欄及び８の項遵守基準の欄に

定める基準 

(５) 車両乗入れ部 ユニバーサルデザイン規則

別表第６の３の９の項遵守基準の欄に定める基

準 

(６) 舗装等 ユニバーサルデザイン規則別表第

６の３の 10 の項遵守基準の欄に定める基準 

(７) 縦断勾配 ユニバーサルデザイン規則別表

第６の３の 11 の項遵守基準の欄に定める基準 

(８) 横断勾配 ユニバーサルデザイン規則別表

第６の３の 12 の項遵守基準の欄に定める基準 

 

（立体横断施設に係る基準の細目） 

第４条 条例第４条第２項の規則で定める基準の細

目は、ユニバーサルデザイン規則別表第６の３の４

の項遵守基準の欄に定める基準とする。 

 

（乗合自動車停留所に係る基準の細目） 

第５条 条例第５条の規則で定める基準の細目は、ユ

ニバーサルデザイン規則別表第６の３の 17 の項遵

守基準の欄に定める基準とする。 

 

（路面電車停留場に係る基準の細目） 

第６条 条例第６条の規則で定める基準の細目は、ユ

ニバーサルデザイン規則別表第６の３の 18 の項遵

守基準の欄に定める基準とする。 

 

（自動車駐車場に係る基準の細目） 

第７条 条例第７条の規則で定める基準の細目は、ユ

ニバーサルデザイン規則別表第６の３の 16 の項遵

守基準の欄に定める基準とする。 

 

（移動等円滑化のために必要なその他の施設等に

係る基準の細目） 

第８条 条例第８条第２項の規則で定める基準の細

目は、次の各号に掲げる施設等に応じ、当該各号に

定めるものとする。 

(１) 案内標識 ユニバーサルデザイン規則別表

第６の３の 14 の項遵守基準の欄に定める基準 

(２) 視覚障害者誘導用設備 ユニバーサルデザ

イン規則別表第６の３の 13 の項遵守基準の欄に

定める基準 

(３) 休憩施設 ユニバーサルデザイン規則別表

第６の３の５の項遵守基準の欄に定める基準 

(４) 照明施設 ユニバーサルデザイン規則別表

第６の３の 15 の項遵守基準の欄に定める基準 

 

（委任） 

第９条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が

定める。 

 

附 則 

この規則は、平成 25 年４月１日から施行する。 
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18 世田谷区高齢者、障害者等の移動等の円滑化に係る特定公園施設の

設置の基準等に関する条例 

平成 25 年３月 5 日条例第 23 号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号。

以下「法」という。）第 13 条第１項の規定に基づく

移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置

の基準等を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法

及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行令（平成 18 年政令第 379 号。以下「令」

という。）において使用する用語の例による。 

 

（一時使用目的の特定公園施設） 

第３条 災害等のため一時使用する特定公園施設の

設置については、この条例の規定によらないことが

できる。 

 

（園路及び広場に係る基準） 

第４条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用する令第３条第１号に規定

する園路及び広場は、規則で定める基準の細目に適

合するものでなければならない。 

 

（屋根付広場に係る基準） 

第５条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用する屋根付広場は、規則で

定める基準の細目に適合するものでなければなら

ない。 

 

（休憩所に係る基準） 

第６条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用する休憩所は、規則で定め

る基準の細目に適合するものでなければならない。 

 

（野外劇場及び野外音楽堂に係る基準） 

第７条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用する野外劇場及び野外音楽

堂は、規則で定める基準の細目に適合するものでな

ければならない。 

 

（駐車場に係る基準） 

第８条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用する駐車場は、規則で定め

る基準の細目に適合するものでなければならない。 

 

（便所に係る基準） 

第９条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用する便所は、規則 

 

で定める基準の細目に適合するものでなければなら

ない。 

 

（水飲場及び手洗場に係る基準） 

第 10 条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する水飲場及び手洗場は、

規則で定める基準の細目に適合するものでなけれ

ばならない。 

 

（管理事務所に係る基準） 

第 11 条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する管理事務所は、規則

で定める基準の細目に適合するものでなければな

らない。 

 

（掲示板及び標識に係る基準） 

第 12 条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する掲示板及び標識は、

規則で定める基準の細目に適合するものでなけれ

ばならない。 

 

（特定公園施設以外の公園施設に係る基準） 

第 13 条 区長は、第４条から前条までに定める特定

公園施設のほか、移動等円滑化が必要と認められる

公園施設を規則で定めることができる。 

２ 前項の規定により公園施設を規則で定めた場合

において、当該公園施設の新設、増設又は改築を行

うときは、規則で定める基準の細目に適合させなけ

ればならない。 

 

（身近な広場施設への準用） 

第 14 条 第３条から第 12 条まで及び前条第２項の規

定は、世田谷区立身近な広場条例（平成７年３月世

田谷区条例第 19 号）第２条に規定する身近な広場

施設の新設、増設又は改築について準用する。 

 

附 則 

この条例は、平成 25 年４月１日から施行する。 
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19 世田谷区高齢者、障害者等の移動等の円滑化に係る特定公園施設の

設置の基準等に関する条例施行規則 

平成 25 年３月 29 日規則第 56 号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、世田谷区高齢者、障害者等の移

動等の円滑化に係る特定公園施設の設置の基準等

に関する条例（平成 25 年３月世田谷区条例第 23 号。

以下「条例」という。）の施行について必要な事項を

定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、移

動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に

関する基準を定める省令（平成 18 年国土交通省令

第 115 号）及び条例において使用する用語の例によ

る。 

 

（園路及び広場に係る基準の細目） 

第３条 条例第４条の規則で定める基準の細目は、次

の各号に掲げる項目に応じ、当該各号に定めるもの

とする。 

(１) 出入口 世田谷区ユニバーサルデザイン推

進条例施行規則（平成 19 年４月世田谷区規則第

55 号。以下「ユニバーサルデザイン規則」という。）

別表第８の１の項遵守基準の欄に定める基準 

(２) 通路 ユニバーサルデザイン規則別表第８

の３の項遵守基準の欄に定める基準 

(３) 階段 ユニバーサルデザイン規則別表第８

の４の項遵守基準の欄に定める基準 

(４) 階段若しくは段に代わり、又はこれに併設す

る傾斜路 ユニバーサルデザイン規則別表第８

の５の項遵守基準の欄に定める基準 

(５) 舗装材料 ユニバーサルデザイン規則別表

第８の６の項遵守基準の欄に定める基準 

(６) 排水溝等 ユニバーサルデザイン規則別表

第８の７の項遵守基準の欄に定める基準 

(７) 転落防止設備 ユニバーサルデザイン規則

別表第８の８の項遵守基準の欄に定める基準 

 

（屋根付広場に係る基準の細目） 

第４条 条例第５条の規則で定める基準の細目は、ユ

ニバーサルデザイン規則別表第８の 14 の項遵守基

準の欄に定める基準とする。 

 

（休憩所に係る基準の細目） 

第５条 条例第６条の規則で定める基準の細目は、ユ

ニバーサルデザイン規則別表第８の９の項遵守基

準の欄に定める基準とする。 

 

（野外劇場及び野外音楽堂に係る基準の細目） 

第６条 条例第７条の規則で定める基準の細目は、ユ

ニバーサルデザイン規則別表第８の 15 の項遵守基

準の欄に定める基準とする。 

 

（駐車場に係る基準の細目） 

第７条 条例第８条の規則で定める基準の細目は、ユ

ニバーサルデザイン規則別表第８の２の項遵守基

準の欄に定める基準とする。 

 

（便所に係る基準の細目） 

第８条 条例第９条の規則で定める基準の細目は、ユ

ニバーサルデザイン規則別表第８の 13 の項遵守基

準の欄に定める基準とする。 

 

（水飲場及び手洗場に係る基準の細目） 

第９条 条例第 10 条の規則で定める基準の細目は、

ユニバーサルデザイン規則別表第８の 11 の項遵守

基準の欄に定める基準とする。 

 

（管理事務所に係る基準の細目） 

第 10 条 条例第 11 条の規則で定める基準の細目は、

ユニバーサルデザイン規則別表第８の 16 の項遵守

基準の欄に定める基準とする。 

 

（掲示板及び標識に係る基準の細目） 

第 11 条 条例第 12 条の規則で定める基準の細目は、

ユニバーサルデザイン規則別表第８の 12 の項遵守

基準の欄に定める基準とする。 

 

（特定公園施設以外の公園施設に係る基準の細目） 

第 12 条 条例第 13 条第１項に規定する公園施設は次

の各号に掲げるものとし、当該公園施設の新設、増

設又は改築を行う場合における基準の細目は当該

各号に定めるものとする。 

(１) ベンチ及び野外卓 ユニバーサルデザイン

規則別表第８の 10 の項遵守基準の欄に定める基

準 

(２) 特定公園施設以外の公園内の建築物及び屋

内設備 ユニバーサルデザイン規則別表第８の

16 の項遵守基準の欄に定める基準 

 

（委任） 

第 13 条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長

が定める。 

 

附 則 

この規則は、平成 25 年４月１日から施行する。 
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１ 標識、設備及び機器への点字の適用方法 

（JIS T 0921：2017 抜粋） 

 

１ 点字の仕様 

  JIS T 0921 を参照のこと。 

 

２ 標識、設備及び機器への点字の適用 

2.1 全般 

標識、設備及び機器への点字は、次による。 

a）点字の表示及びレイアウトは、点字をいずれの場所に表示する場合でも、左から右に触読できるように

配置する。点字表示の表記方法は、正しく行う。 

追記 日本点字の表記方法は、日本点字委員会が発行する“日本点字表記法”によるのがよい。 

b）点字表示をする場合、製品の企画又は設計時には、点字の表示場所をあらかじめ考慮することが望まし

い。 

c）製品には、点字と誤認する形状の突起物などを設けないようにすることが望ましい。 

d）点字に使用する材料は、次による。 

－ 触読性が良好なものとする。 

－ 手指を傷付けない表面及び先端形状を形成できるものとする。 

－ 耐久性のあるものとする。 

－ 通常の使用で損傷しないものとする。 

－ 外的熱環境、温度及び液体によって、不利な影響を受けないものとする。 

－ 紫外線硬化樹脂インキによって製作する場合には、JIS T 9253 に規定する品質を満たす材料とする。 

e）点字と墨字とを併用する場合は、一方の様式による可読性によって他方の可読性が損なわれてはならな

い。 

f）点字は、例えば、熱源、鈍い先端などから遠い場所で、触って安全なところに表示しなければならない。 

g）墨字で表示している情報内容を変更する場合は、点字の情報も早急に訂正しなければならない。 

 

2.2 標識の点字 

2.2.1 全般 

標識の点字は、次による。 

a）点字の付いた標識は、指で触りやすい適切な位置に配置されなければならない（附属書 JA 参照） 

b）１行のマスの数は、次による。 

－ １行に点字による説明等を一つだけ表示する場合は、マス数が 40 を超えてはならない。 

－ １行に複数の点字の項目を表示する場合は、一つの項目のマス数が 40 を超えず、１行のマスの総数

が 80 を超えてはならない。 

c）１行の中に、点字のまとまりを幾つか並べて表記している場合は、それぞれのまとまりの間には、３マ

ス以上のスペースを空けることが望ましい。  

JIS 規格は一部を抜粋し掲載しているため、詳細については JIS 規格を参照のこと。 
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2.2.2 手すり 

点字表示の代表的な利用方法の一つが、手すりへの適用であり、次による（図省略）。 

a）点字は、手すりの長手方向と平行に表示する。 

b）点字は、最も簡単に触読できる場所に表示しなければならず、手で手すりをつか（掴）んだときに、触

って安全に読めなければならない。その場所は、手すりの形状、太さ及び周囲、並びに手すりなどを固

定している方法を考慮して、選択しなければならない。 

c）階段に設置する手すりでは、階段手前に歩行面への視覚障害者指導用ブロックの警告ブロックがある場

合は、その延長線上の手すりの末端部に表示することが望ましい。 

d）点字の付いた手すりは、安全に点字を解読できるように手すり付階段の両端に少なくとも 300mm の

延長部をつけることが望ましい。 

e）部屋のドアの両側に手すりがある場合は、点字の標識はドアが開く所（突き出る側）の手すりに配置し

なければならない。ドア又は開口部（ドアのない入口、廊下の交差する場所などを含む。）の方向を表示

するためには、点字の標識は、手すりの両側に配置することが望ましい。その方向は、矢印を表す点字

又は触知出来る矢印のような記号の組合せによって表示する（図省略）。 

 

2.3 設備及び機器の操作部の点字 

2.3.1 全般 

設備及び操作部の点字は、次による。 

a）操作部の点字の表示位置は、通常、操作ボタンの左側又は上側とする 

b）操作部の点字は、操作部のある面と同じ面に表示する。 

c）点字は、斜めには表示しない。点字は、斜め方向又は扇のように湾曲させた表示はしない。さらに、上

下を逆に配置して表示しない。 

d）点字の一マス又は複数のマスの周囲には空白スペースを置かなければならない。 

注記 高く盛り上がっている操作ボタン及び同種の突起物に点字を近付け過ぎると、点字解読時の指の

動きに支障を与える場合がある（図省略）。 

e）互いに関係のない独立した操作部が隣接している場合に、同じ行に点字を表示するときは、誤読を避け

るために２マス以上のスペースを空けることが望ましい。表示スペースに限界がある場合でも、1.5 マ

スのスペースを空けなければならない。（図省略） 

 

2.3.2 ボタン 

ボタンは、次による。 

a）点字は、ボタン上には表示しないことが望ましい。 

b）点字が水平に表示できる場合を除き、点字をボタンの周りに丸く配置してはならない。 

c）ボタンに触れてもボタンを認知できない場合、ボタンの周囲に点字のスペースがない場合、又は点字を

読むことで意図しない操作をする可能性がない場合は、ボタンの上に点字を表示することができる。 

d）ボタンが水平に配置されている場合は、点字は該当するボタンの上側に隣接して表示する。 

e）ボタンが垂直に配置されている場合は、点字は該当するボタンの左側に隣接して表示する。 

 

2.3.3 ダイアル 

点字は、ダイアル上又はダイアルの周囲に、墨字と同じ方向で表示する。 
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２ 触知案内図の情報内容及び形状並びにその表示方法 

（JIS T 0922：2007 抜粋） 

 

１ 触知案内図上に表示する情報内容 

1.1 触知案内図の構成 

触知案内図の構成は、次による。 

a）表題 

b）解説文 冊子形では、別掲することができる。触知案内図の内容解説を必要としない触知案内図の場合

には、省略することができる。 

c）凡例 触知記号が説明を必要としないものだけの触知案内図の場合及び／又は点字の略字を使わなかっ

た触知案内図の場合には、省略することができる。 

d）触知図形 

 

1.2 情報項目の原則 

情報項目の原則は、次による。 

a）触知案内図に表示する情報は、触読性を考慮し、視覚障害者に安全で円滑な移動を支援する情報項目を

優先して表示することが望ましい。 

b）同一範囲を表示した視覚によって見る案内図がある場合には、相互の表示内容に関連性をもたせなけれ

ばならない。 

c）触知案内図には、墨字を併記することができる。 

d）製造年月日及び問合せ先を記載することが望ましい。 

 

1.3 触知案内図に表示する情報項目 

触知案内図に表示する情報項目の例は、付属書Ａを参照。 

 

２ 触知案内図の形状 

2.1 大きさ 

一つの触知案内図全体の寸法は、横幅 1000ｍｍ以内、縦幅 600ｍｍ以内とすること（図１参照）が望

ましい。 

なお、冊子形の場合で、サイズの大きな触知案内図を折りたたむ場合には、折り線が触読の邪魔にならな

いよう配慮しなければならない。 

 

2.2 設置位置（設置形の場合） 

床と垂直な壁面とに取り付ける触知案内図の設置高は、触擦範囲の中心が床から 1400ｍｍ程度となる位

置にする（図１参照）。ただし、床と水平、又はそれに近い角度となる傾斜面に取り付ける触知案内図の場

合には、この限りではない（図 1 参照）。いずれの場合も設置のときは、触読性を妨げないよう配慮しなけ

ればならない。 

 

2.3 触知案内図の向き 

触知案内図の向きは、次による。 

a）設置形の場合、利用者が触知案内図に向き合って触読するときの正面方向が、触知図形では上側になる

ように表示する。 
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b）１階及び２階など、上下に重なった関係にある案内図及び一つの大きな場所を複数に分割して表示する

案内図は、縮尺及び向きを統一する。各階などに設置する場合は、各案内図が上下階で統一した設置位

置・方向にあることが望ましい。 

c）冊子形の場合には、出入口の関係などを考慮して、理解しやすい向きを選ぶことができる。 

 

 

単位 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－設置形触知案内図の形状例 

 

３ 表示方法に関する要求事項 

3.1 表題 

表題は、通常触知案内図の左上又は中央に表示する。 

 

3.2 解説文 

解説文は、表題又は凡例の付近にあって、続けて読める位置に表示することが望ましい。 

 

3.3 凡例 

凡例は、次による。 

a）凡例の位置は、一般に触知図形の左側又は上部の表題下付近に配置する。この位置から著しく離れた場

所に表示せざるを得ない場合は、解説文などで説明しなければならない。冊子形の場合、解説文･凡例を

別頁にまとめて掲載することもできる。 

b）凡例の表示は、“触知記号”、“点字の略字”の順序とする。触知記号の表示順序は、重要度の高い項目か

ら順に表示する。点字の略字の表示順序は、五十音順を原則とする。 

なお、設置形の場合、現在地の触知記号を最初に挙げることが望ましい。 

c）凡例に表示した触知記号の大きさと、触知図形で表示した触知記号との大きさ又は触感が異なってはな

らない。 

d）点字の略字とその説明文との間には、点字表記における“棒線”記号などを挿入することが望ましい。

ただし、触知記号とその説明文との間には、この“棒線”記号などを挿入しない。 

 

3.4 現在地及び目的地の説明 

現在地及び目的地の説明は、次による。 

a）設置形の場合には、触知図形の中の現在地の概要を解説文又は凡例で説明しなければならない。 

b）触知図形の中の現在地及び目的地の位置は、“上･中央･下、左･中央･右”の組み合わせなどの組合せ、又

は座標を用いる（図２参照）などして説明する。  

1000 以内

床

6
00

以
内

1
4
0
0
程
度
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注記１ 触知図形の縦横がそれぞれ３等分されているものとして、図の上１段目を左から左上、上、右

上、２段目を左、中央、右、３段目を左下、下、右下としたとき、“現在地は図の右下”又は“現

在地（図の右下）”のように表示する。 

注記２ 触知図形の外枠に区切りをつけ、数字又はアルファベットで表示し、“目的地は c2”又は“目

的地（c2）”のように表示する。 

 

図２－現在地などの説明方法 
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３ 点字の読み方 
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４ 視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状･寸法及びその配列 

（JIS T 9251：2014 抜粋） 

 

１ 適用範囲 

この規格は、視覚障害者誘導用ブロック等（以下、ブロック等という。）の突起の形状、寸法及びその配

列について規定する。 

 

２ 要求事項 

2.1 一般原則 

ブロック等は、次のような点を考慮して設計、製造することが望ましい。 

a）ブロック等を構成する点状突起及び線状突起は、歩行に困難のある人も含めた他の歩行者に対しても、

つまずきの可能性を減少させ、安全と通行しやすさとを確保するため、縁に斜角又は丸みをもたせる（図

１のＡ部参照）。 

b）ブロック等は、想定される使用場所などを考慮し、滑りにくさ、耐久性、識別性を十分に維持できるよ

うな素材、製造方法などを用いる。 

c）ブロック等を構成する点状突起及び線状突起は、靴底を通して及び白状を用いることによって容易に検

知できるような素材、製造方法などを用いる。 

 

2.2 形状、配列及び寸法 

ブロック等の大きさは、目地込みで 300.0mm 四方以上とする。 

 

2.2.1 点状ブロック等 

 

2.2.1.1 点状突起の形状 

点状ブロック等を構成する点状突起は、その断面が図１に示すハーフドーム型とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－ハーフドーム型の突起の断面 

  

資料編　《各種規格等》 
2 - 8



 

2.2.1.2 点状突起の配列及び寸法 

点状ブロック等を構成する点状突起は、想定する主な歩行方法に対して平行に配列する（図２参照）。点

状突起の数は、25（5×5）点を下限とし、点状突起を配列するブロック等の大きさに応じて増やす。 

なお、ブロック最外縁の点状突起の中心とブロック端部との距離は、s/2 寸法より、5.0mm を超えない

範囲で大きくしてもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位 mm 

記号 寸法 許容差 

ｄ1 12.0 

＋1.5 

0 
ｄ2 ｄ1 ＋10.0 

ｓ 55.0～60.0＊ 

ｈ 5.0 ＋1.0 

 

1 想定する主な歩行方向 

ｄ1 点状突起の上面直径   ｄ2 点状突起の基底部の直径 

ｓ 隣接する点状突起の中心間の距離  ｈ 点状突起の高さ 

ｂ 有効幅     ｐ 有効奥行 

＊ブロック等の大きさに応じて、この範囲内の寸法を一つ選定して製造する。 

 

図２－点状突起の配列及び寸法  
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2.2.2 線状ブロック等 

 

2.2.2.1 線状突起の形状 

線状ブロック等を構成する線状突起は、その断面が図１に示すハーフドーム型とする。 

 

2.2.2.2 線状突起の配列及び寸法 

線状ブロック等を構成する線状突起は、示そうとする歩行方向に向けて配列する（図３参照）。線状突起

の本数は、4 本を下限とし、線状突起を配列するブロック等の大きさに応じて増やす。 

線状突起の間に滞水の恐れがある場合は、30.0mm 以下の排水用の隙間（隣接する線状突起の上面端の

間隔）を設ける 2）。 

注 2） 視覚に障害のある歩行者にとって、線状突起はなるべく途切れず継続したものがたど（辿）りや

すい。また、排水用の隙間は、どの列も同じ間隔で設けることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位 mm 

記号 寸法 許容差 

ｂ1 17.0 
＋1.50 

0 
ｂ2 ｂ1 ＋10.0 

ｓ 75.0 

ｈ 5.0 ＋1.0 

ｌ1 270.0 以上 

ｌ2 ｌ1 ＋10.0 

 

1 示そうとする歩行方向   2 排水用の隙間（線状突起の上面間） 

ｂ1 線状突起の上面幅 

ｂ2 線状突起の基底部の幅   ｂ3 有効幅 

ｓ 隣接する線状突起の中心間の距離  ｈ 線状突起の高さ 

ｌ1 線状突起の上面の長さ   ｌ2 線状突起の基底部の長さ 

 

図３－線状突起の配列及び寸法  
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2.2.3 ホーム縁端警告ブロック 

 

2.2.3.1 突起の形状 

ホーム縁端警告ブロックを構成する点状突起及び線状突起は、その断面が図１に示すハーフドーム型とす

る。 

 

2.2.3.2 突起の配列及び寸法 

ホーム縁端警告ブロックを構成する点状突起及び線状突起の配列は、図４に、点状突起の寸法は、図２に、

線状突起の寸法は、図３による。点状突起の数は 25（5×5）点を下限とする。内方線である線状突起は１

本とし、近接する点状突起との中心間距離（s2）は 90.0mm±5.0mm とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 車両乗降時の主な歩行方向（この図では、左がホーム縁端側、右が内方側を示す。） 

ｓ1 隣接する点状突起の中心間の距離  ｓ2 点状突起と線状突起との中心間の距離 

ｄ1 点状突起の上面直径   ｄ2 点状突起の基底部の直径 

ｈ1 点状突起高さ    ｈ2 内方線の高さ 

ｂ1 内方線の上面幅    ｂ2 内方線の基底部の幅 

ｌ1 内方線の上面の長さ   ｌ2 内方線の基底部の長さ 

 

図４－ホーム縁端警告ブロックの突起の配列及び寸法  
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５ エレベーターについて 

 

■適用機種表 

表 JIS 規格の車椅子と JIS A 4301 で定める籠サイズとの関係（単位：mm） 

項目 
（ａ）の条件 

（手動、電動車椅子） 

（ｂ）（ｃ）の条件 

（手動、電動車椅子） 

使い方 籠内で車椅子の向きを変える 乗り込んだ状態でそのまま出る 

籠寸法 

間口（Ｗ）×奥行（Ｄ） 
1500Ｗ×1350Ｄ 1000Ｗ×1350Ｄ 

車椅子寸法 

全幅×全長 
700 以下×1200 以下 700 以下×1200 以下 

最小出入口幅 800 800 

 

Ｐ

型 

Ｐ－6 － － 

Ｐ－9 － － 

Ｐ－11 － ○ 

Ｐ－13 ○ ○ 

Ｐ－15 ○ ○ 

Ｒ

型 

Ｒ－6 － － 

Ｒ－9 － ○ 

Ｂ

型 

Ｂ－750 － ○ 

Ｂ－1000 ○ ○ 

 

（ａ）手動車椅子が籠内で 180°転回できる仕様は、車椅子使用者が前進で乗り込み、籠内でその方向を替

えて前進で降りることと、車椅子使用者の他に何人かの人が同時に乗り合わせることができる条件とし

た。 

（ｂ）手動車椅子が籠内で転回できない仕様は、車椅子使用者が前進（又は後進）で乗り込み、その向きを

変えず後進（又は前進）で出ることとし、添乗者または車椅子使用者の他に利用者が少なくとも一人同

乗できる条件とした。 

（ｃ）電動車椅子の場合は、車椅子使用者が前進（又は後進）で乗り込み、その向きを変えず後進（又は前

進）で降りることとし、添乗者又は利用者が同乗しなくても電動車椅子の操作及びエレベーターの操作

が単独で行える車椅子使用者を前提条件とした。 

 

■車椅子兼用エレベーターに関する標準 JEAS-C506A（標改 04-04） 

1 適用範囲及び趣旨 

本標準は、乗用（入荷共用、非常用エレベーターを含む）及び寝台用エレベーターにおいて、車椅子使用

者が利用することが可能な籠、出入り口の寸法、及び車椅子使用者が利用する際の必要な装置、機能につい

て定めたものである。 

この車椅子兼用エレベーターは、健常者はもとより、単独で外出できる行動能力を有する車椅子利用者を

対象としている。 

エレベーターの操作方式が群乗合方式、又は群管理方式の場合は、予め定めたグループ中の特定のエレベ

ーター1 台、又は隣接する 2 台のエレベーターを車椅子兼用エレベーターとする。 

なお、本標準に定める車椅子使用者用の装置、機能を部分的に付加したエレベーターは車椅子兼用エレベ

ーターとは呼ばない。 

2 内容 

2.1 籠寸法は、車椅子兼用として使用するのに必要な寸法とする。 

適
用
機
種 

（JIS 

A4301
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（1）手動車椅子で、車椅子の寸法が全幅 650mm 以下、全長 1100mm 以下の場合 

1）車椅子が籠内で、180°転回できる仕様の場合、籠の内のり最小寸法は、間口 1400mm×奥

行 1350mm とする。 

2）車椅子が籠内で転回できない仕様の場合、籠の内のり最小寸法は、間口 1000mm×奥行

1100mm とする。 

（2）手動車椅子で、車椅子の寸法が全幅 700mm 以下、全長 1200mm 以下の場合 

1）車椅子が籠内で、180°転回できる仕様の場合、籠の内のり最小寸法は、間口 1500mmx 奥行

1350mm とする。 

2）車椅子が籠内で転回できない仕様の場合、籠の内のり最小寸法は、間口 1000mm×奥行

1350mm とする。 

（3）電動車椅子の場合 

車椅子が籠内で転回しないことを前提に、籠の内のり最小寸法は、間口 1000mm×奥行

1350mm とする。 

2.2 エレベーターの出入り口の有効幅は 800mm 以上とする。 

2.3 付加仕様 

（1）専用乗車ボタン 

各階乗場の出入口には車椅子使用者が利用しやすい適当な位置に専用ボタンを設ける。専用ボタンの

呼びにより籠が着床したときは、戸の開放時間を延長する。 

（2）籠内専用操作盤 

籠内左右の 2 面の側板には車椅子使用者が利用しやすい適当な位置に操作盤を設ける。各操作盤には

行先ボタンを設け、又操作盤のうち少なくとも、一面には呼びボタン付きインターホンを取付ける。専

用操作盤の行先階ボタンの呼びに応答して籠が着床したときは、戸の開放時間を延長する。 

（3）籠内鏡 

籠向背面の側板にガラス製、又は金属製の平面鏡を設ける。 

（4）乗降者検出装置 

籠の出入口には通常セーフティシューの他、光電式、静電式又は超音波式等で、乗降者を検出し、戸

閉を制御する装置を設ける。光電式の場合は光電ビームを 2 条以上設ける。 

（5）籠内専用位置表示器 

籠内の専用操作盤又は籠の背面側壁のいずれかに籠内専用位置表示器を一面設ける。 

（6）障害者施設用シンボルマーク 

車椅子兼用エレベーターの専用乗場ボタン、及び籠内専用操作盤の近傍に障害者用施設を表すシンボ

ルマークを設ける。 

 

■視覚障害者兼用エレベーターに関する標準 JEAS-515E（標改 12-12） 

1 適用範囲及び趣旨 

本標準は、乗用（人荷共用、非常用エレベーターを含む）及び寝台用エレベーターにおいて、視覚障害者

が利用する際の必要な装置、機能について定めたものである。 

この視覚障害者兼用エレベーターは、健常者はもとより、単独で外出できる行動能力を有する視覚障害者

を対象としている。 

エレベーターの操作方式が、群乗合方式または群管理方式の場合は、予め定めたグループの中の特定のエ

レベーター1 台、または隣接する 2 台のエレベーターを視覚障害者兼用エレベーターとする。 

なお、本標準に定める視覚障害者用の装置、機能を部分的に付加したエレベーターは視覚障害者兼用エレ

ベーターとは呼ばない。  
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2 内容 

2.1 乗場設備 

（1）注意銘板 

乗場にはエレベーターを使用する際の注意事項を点字で記載した注意銘板を設置する。 

（2）乗場ボタン 

単独設置のエレベーターの場合は、一般乗場ボタンと兼用する。群乗合方式または群管理方式のエレ

ベーターの場合は、一般乗場ボタンとは別に専用ボタンを設ける。 

乗場ボタンは押しボタンとする。静電式タッチボタン等ストロークのないボタンの使用は不可とす

る。なお、車椅子兼用エレベーターと視覚障害者兼用エレベーターを併用する場合、車椅子専用ボタン

と視覚障害者用ボタンの兼用は不可とする。 

（3）運転方向及び階床名の標示 

運転方向及び階床名を示す点字標示を乗場ボタンに近接し、かつ容易に認識できる位置に設ける。た

だし、ボタンが上下を示す形状のものである場合は運転方向を示す点字標示は設けなくてもよい。 

2.2 籠内設備 

（1）籠内操作盤 

一般乗客用の操作盤と兼用し、行先、戸閉、戸開、インターホン呼びの各ボタンに近接して、それぞ

れの点字標示を設ける。なお、各ボタンは押しボタンとし、静電式タッチボタン等ストロークのないボ

タンの使用は不可とする。なお、階床ボタンの階床名を浮き彫りにする等、触覚で階床がわかるように

した場合は点字表示を設けなくてもよい。また、ボタンを押し、呼びが登録されたとき音を発する発音

ボタンとすることが望ましい。 

（2）乗降者検出装置 

籠の出入口部には機械式セーフティシューを設ける他に、乗客の安全を図るために、光電式、静電式

または超音波式等のいずれかの戸閉を制御する装置を設ける。 

2.3 待客・乗客への報知 

（1）乗場の待客への報知 

エレベーターが到着したときに待客へ運転方向を音声で知らせる。 

（2）籠内乗客への報知 

1）戸閉の警告 

戸が閉まり始める前に、音声により戸が閉まることを知らせる。 

ただし、戸閉ボタンを操作したときは音声による案内を省略することができる。 

2）到着階床名の報知 

エレベーターが到着する前に、その階床名を音声により知らせる。 

2.4 管制運転の報知 

地震時管制運転、火災時管制運転、停電時管制運転等を備えたエレベーターではそれぞれの管制運転が開

始されたとき、乗客に対し音声によりその旨を報知する。エレベーターが最寄り階あるいは避難階に着床し

た後は速やかにエレベーターより降りる旨の案内をする。 

2.5 建築側の配慮 

建物内において視覚障害者を視覚障害者兼用エレベーターの乗場ボタン側へ誘導するため、各階の床に誘

導・警告ブロック等を設けるなどの配慮が望ましい。 
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６ 公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置 

（JIS S 0026：2007 抜粋） 

 

１ 適用範囲 

この規格は、鉄道駅、公園、集会場、病院、百貨店、事務所などに設置される不特定多数の人が利用する

公共トイレ（一般便房及び多機能便房）の腰掛便器の横壁面に、便器洗浄ボタン及び呼出しボタンの両方又

はいずれか一つを設置する場合の、操作部（便器洗浄ボタン及び呼出しボタン）の形状、色、並びに操作部

及び紙巻器の配置について規定する。 

 

２ 操作部の形状 

便器洗浄ボタンの形状は、丸形（○）とする。呼出しボタンの形状は、便器洗浄ボタンと区別しやすい形

状［例えば、四角形（□）又は三角形（△）］とする。操作部は、指だけでなく手のひら又は甲でも押しやす

い大きさとし、その一例を図１及び図２に示す。 

 

単位 mm                   単位 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 a) ボタンの高さは、目の不自由な人が触覚で認知しやすいように、ボタン部を周辺面より突

起させることが望ましい。 

図１－便器洗浄ボタンの例          図２－呼出しボタンの例 

 

 

３ 操作部の色及びコントラスト 

操作部の色及びその周辺色とのコントラストは、次による。 

注記 ここでいう周辺とは、操作部が取り付いている壁面ではなく、器具のボタン部以外をいう。 

a）ボタンの色 操作部の色は、相互に識別しやすい色の組合せとする。JIS S 0033 に規定する“非常に

識別性の高い色の組合せ”から選定することが望ましい。例えば、便器洗浄ボタンの色を無彩色又は寒

色系とし、呼出しボタンの色を暖色系とすることが望ましい。 

b）ボタン色と周辺色とのコントラスト 操作部は、ボタンの色と周辺色とのコントラストを確保する。ま

た、弱視の人及び加齢による黄色変化視界の高齢者も判別しやすいよう、JIS S 0031 を参照し、明度

差及び輝度比にも留意する。 

  

約 25 ～ 50

h
a
)

h
a
)

約 25 ～ 50

約
2
5
～

50
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４ 操作部及び紙巻器の配置 

操作部及び紙巻器の配置は、次による。 

a）操作部及び紙巻器は、便器座位、立位などの姿勢の違いを含めて多くの利用者が操作可能で、かつ、視

覚障害者にも認知しやすい配置とする。 

b）操作部及び紙巻器は、腰掛便器の左右どちらかの壁面にまとめて設置する。 

c）便器洗浄ボタンは、紙巻器の上方に設置し、呼出しボタンは、便器洗浄ボタンと同じ高さで腰掛便器後

方に設置する。 

d）操作部及び紙巻器は、表１の条件を満たす位置に設置する。 

e）操作部及び紙巻器と同一壁面上に手すり、温水洗浄便座リモコン、手洗器などの器具を併設する場合に

は、各器具の使用･操作を相互に妨げないようには位置する。 

f）操作部及び紙巻器と同一壁面上に、手すり、温水洗浄便座リモコン、手洗器などの器具を併設又は紙巻

器、腰掛便器横壁面の形状などによって、表１の配置及び設置寸法によらない場合であっても、c）の位

置関係は、満たすものとする。 

g）呼出しボタンは、利用者が転倒した姿勢で容易に操作できる位置にも設置することが望ましい。 

 

表１－操作部及び紙巻器の配置及び設置寸法 

単位 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

器具の種類 
便座上面先端（基点） 

からの水平距離 

便座上面先端（基点） 

からの垂直距離 
二つの器具間距離 

紙巻器 

Ｘ1:便器前方へ 

約 0～100 

Ｙ1:便器上方へ 

約 150～400 
― 

便器洗浄 

ボタン 
Ｙ2:便器上方へ 

約 400～550 

Ｙ3:約 100～200 

（紙巻器との垂直距離） 

呼出し 

ボタン 

Ｘ2:便器後方へ 

約 100～200 

Ｘ3:約 200～300 

（便器洗浄ボタンとの水平距離） 

  

呼出しボタン

便器洗浄ボタン

紙巻器

腰掛便器

基点(便座上面先端)

Ｘ1Ｘ2

Ｘ3

Ｙ
2

Ｙ
1

Ｙ
3
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７ 案内用図記号（JIS Z 8210：2019 抜粋） 

  

案内
Information

案内所
Question & answer

女性
Women

男性
Men

警察
Police

お手洗
Toilets

オストメイト用設備 / オス
トメイト
Facilities for Ostomy /
 Ostomate

障害のある人が使える設備
Accessible facility

スロープ
Slope

コインロッカー
Coin lockers

チェックイン / 受付
Check-in / Reception

忘れ物取扱所
Lost and found

きっぷうりば / 精算所
Tickets / Fare adjustment

エレベーター
Elevator

エスカレーター
Escalator

階段
Stairs

高齢者優先設備
Priority facilities for
elderly people

障害のある人・けが人
優先設備

Priority facilities for
injured people

内部障害のある人
優先設備

Priority facilities for
people with internal
disabilities,heart pacer,etc.

乳幼児連れ優先設備
Priority facilities for
people accompanied
with small children

妊産婦優先設備
Priority facilities for
expecting mothers

救護所
First aid

男女共用お手洗

All gender toilet

カームダウン・クールダウン
Calm down, cool down

こどもお手洗い
Children’s toilet

ベビーチェア
Baby chair

着替え台
Changing board

介助用ベッド
Care bed
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広域避難場所
Safety evacuation area

くず入れ
Trash box

航空機 / 空港
Aircraft / Airport

鉄道 / 鉄道駅
Railway / Railway station

バス / バスのりば
Bus / Bus stop

タクシー / タクシーのりば
Taxi / Taxi stop

船舶 / フェリー / 港
Ship / Ferry / Port

駐車場
Parking

喫茶・軽食
Coffee shop

レストラン
Restaurant

会計
Cashier
（通貨記号差し替え 可）

コミュニケーション
Communication in the
specified language

高齢者優先席
Priority seats for
elderly people

障害のある人・けが人
優先席

Priority seats for
injured people

内部障害のある人
優先席

Priority seats for people
with internal disabilities,
heart pacer,etc.

乳幼児連れ優先席
Priority seats for people
accompanied with small
children

妊産婦優先席
Priority seats for
expecting mothers

ベビーカー
Prams / Strollers

ベビーケアルーム
Baby care room

おむつ交換台
Diaper changing
table

授乳室（女性用）
Baby feeding room
(for women)

授乳室（男女共用）
Baby feeding room
(for men and women)

Water fountain
水飲み場

駅事務室 / 駅係員
Station office / Station staff

難場所（建物）
Safety evacuation shelter
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消火器
Fire extinguisher

非常電話 非常ボタン
Emergency telephone Emergency call button

自転車乗り入れ禁止 走るな / かけ込み禁止
No bicycles Do not rush

禁煙
No smoking No open flame

火気厳禁

携帯電話使用禁止
Do not use mobile phones

ヘルプマーク
Help mark

ベビーカー使用禁止
Do not use prams / Strollers
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盲人のための国際シンボルマーク

 世界盲人連合で制定された世界共通のマークで、視覚障害者の安全や

バリアフリーに考慮された建物・設備・機器等につけられる。

ほじょ犬マーク

 身体障害者補助犬法で定められた補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）を

を受け入れる店の入口などに掲示される。

耳マーク

 聴覚に障害があることを示し、コミュニケーション方法に配慮を求め

る場合等に使用される。受付カウンター等に掲示される。

ハート・プラスマーク

 心臓疾患などの内部障害・内部疾患は外見からは分かりにくいため、

そのような方の存在を視覚的に示し、理解と協力を広げるためのマーク。

駐車施設等の案内標識等に掲示される。

マタニティマーク

 妊産婦の存在を視覚的に示し、理解と協力を広げるためのマーク。

駐車施設等の案内標識等に掲示される。

身体障害者標識（身体障害者マーク）

 肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付された方が車に

表示するマーク。

聴覚障害者標識（聴覚障害者マーク）

 政令で定める程度の聴覚障害であることを理由に運転免許に条件を

付された方が車に表示するマーク。

手話マーク

 ろう者等自身がコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、

手話対応できるところで提示される。

コミュニケーション：筆談対応

簡易型オストメイト用設備

 パウチ洗いの水洗設備が付属する便器設備を表示。

「白杖ＳＯＳシグナル」普及啓発シンボルマーク

 視覚障害者が外出の際、周囲の助力を求める必要がある場合に、白杖

を頭上50cm程度に掲げることで助けを求める意思表示を行い、周りの

人から手助けをしてもらうための手段である「白杖シグナル運動」の

普及啓発シンボルマーク。

簡易型

８ 案内用図記号（JIS Z 8210：2019）以外の図記号 
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９ 色弱者の特性と色の選び方 

 

1 色弱者の割合 

日本人の場合、色弱者は男性の 20 人に 1 人、女性の 500 人に 1 人くらいの割合で存在する。よって、

小中学校の 40 人学級(男子 20 人)の各クラスに 1 人、男女 100 人の講演会場では 2～3 人、色覚障害の

方がいるという計算になる。 

 

2 色弱者の色の見え方（色覚のタイプによる色の見え方のシミュレーション） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 見分けづらい色 

ア 緑から赤までの範囲の見分けが困難（ほとんどの色弱者） 

主に赤を感じる錐体に変異のある人（Ｐ型（１型）色覚※1）と主に緑を感じる錐体に変異のある人

（Ｄ型（２型）色覚）は、実線の右側の緑から赤までの範囲の色の見分けが難しくなります。特に、

点線を中心に左右の対象の色がほぼ同じに見えています。 

イ 紫から青までの範囲がほぼ同じような色に見える（ほとんどの色弱者）。 

Ｐ型色覚の人とＤ型色覚の人は、実践の左側の紫から青までがほぼ同じような色に見えてしまいま

す。そのため、青と紫の区別が難しくなります。 

ウ 濃い赤は黒に見える（約２５％の色弱者）。 

Ｐ型色覚の人はアに加えて、濃い赤はほとんど黒と同じように見えています（楕円で囲んだ部分を

参照）。 

 

4 見分けやすい色 

「紫～青」の範囲の色（実線の左側の色）と「緑～赤」の範囲の色（実線の右側の色）との対象は区別し

やすいです。 

  

一般色覚

緑 赤

Ｐ型色覚

Ｄ型色覚

Ｔ型色覚 Ｓ（青）錐体の異変
（生まれつきはごく少数）

Ｍ（緑）錐体の異変
（色弱の約75％）

色弱者
（日本人男性の約５％
　　　　女性の約0.2％）

Ｌ（赤）錐体の異変
（色弱の約25％）

色の見分けが困難な領域
（色の差が小さくなる）

この実線を中心に選べば、
条件にもよるが、

おおよそ見分けやすいと言える

この点線を中心に左右の色が
ほぼ対象（同様に）の色に見える。

資料編　《各種規格等》 
2 - 21



 

5 具体的な例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ型色覚、Ｄ型色覚の方が特に区別の困難な色の組合せ 

 

5.1 区別しにくい例 

・色弱者の大半を占める P 型色覚・D 型色覚の方にとっては、上記の色が区別しにくくなります。例え

ば、「水色とピンク」、「灰色と水色」、「赤と緑」のような色の組合せでは、区別がしにくくなります。 

・彩度の高い色（白や黒を含まない色）に比べて彩度の低い色（白や黒を含む色）は識別が困難になりま

す。 

例えば、「水色とピンク」、「灰色と水色」「灰色とピンク」が同じように見えます。 

・鮮やかな蛍光色の見分けも、明るさの差がなくなってしまうため困難で、「黄色と黄緑の蛍光ペン」、「ピ

ンクと水色の蛍光ペン」は、それぞれ同じような色に見えます。 

 

5.2 区別しやすい例 

・明るさの差をつけると区別しやすくなります。 

・複数の色を区別させるときは、その一例として“カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット”があり

ます。（Ｐ７参照） 

出典：東京都カラーユニバーサルデザインガイドライン 平成 23（2011）年 3 月 
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6 色の組み合わせ 

6.1 見分けやすい色の組み合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 見分けにくい色の組み合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 図記号－安全色及び安全標識－安全色の色度座標の範囲及び測定方法 

 （JIS Z 9103：2018 抜粋） 

 

色 マンセル参考値 意味 

赤 
 

8.75R 5/12 防火、禁止、停止、危険 

黄赤  5YR 6.5/14 注意警告、明示 

黄 
 

7.5Y 8/12 注意警告、明示 

緑 
 

5G 5.5/10 安全状態、進行 

青 
 

2.5PB 4.5/10 指示、誘導 

赤紫 
 

10P 4/10 放射能、極度の危険 

  

白色と黄色 赤色と黒色 赤色と緑色

赤色と紫色 緑色と茶色 濃い青色と黒色

せたがや せたがや せたがや せたがや せたがや せたがや

せたがや せたがや せたがや せたがや せたがやせたがや

白色と青色 白色と緑色 白色と赤色

黄色と青色 黄色と黒色 緑の明暗

せたがや せたがや せたがや せたがや せたがや せたがや

せたがや せたがや せたがや せたがや せたがや せたがや
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10 書体について 

 

１ 書体例 

1.1 角ゴシック体 

日本字及びアルファベットの角ゴシック体には、次の例などがあります。 

 

←太いウェイトの書体                        細いウェイトの書体→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上に示した書体は一例です。近年では読みやすさ、見分けやすさを工夫した書体が開発されており、現場

の状況に応じて適切なものを選択することが望まれます。 

また、内照式で、白背景に墨ノセ文字とする場合、光の影響により、書体の線が印刷物と比較すると細く

見える傾向があることに留意します。 

出典：公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン 令和 4 年 3 月 

 

1-2 ユニバーサルデザインフォント 

障害の有無、年齢などに関わらず、誰もが読みやすい字体を意識してデザインされたフォントを「ユニバー

サルデザインフォント」と呼びます。書体は基本的に「ユニバーサルデザインフォント」のゴシック体を使

用します。また、英語については大文字の高さで日本語の 3/4 程度とします。 

遠くから見るサインは太めの書体を用い、色彩は高齢者やロービジョン（弱視等）の人への見やすさを考

慮し、文字や図と地の色の明度差は 5 程度以上を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：世田谷区情報のユニバーサルデザインガイドライン改訂版 
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２ 文字の大きさの選択の目安 

・遠くから視認する吊下型等の誘導サインや位置サインなどは 20ｍ以上、近くから視認する自立型や壁

付型等の案内サインなどは４～５ｍ以下、案内サインの見出しなどは 10ｍ程度に視距離を設定すること

が一般的である。 

・下表は、前記の想定のもとに各々の視距離から判読できるために通常有効な文字の大きさを示したもの

である。 

・過度に長体化した文字は視認性が下がるため、それには適用できない（過度な長体化は避けるべきであ

る）。 

・可変式情報表示装置を用いる場合にも、以下の表を参考として過度な長体化は避ける。 

 

視距離 和文 文字高 英文 文字高 

30ｍの場合 120mm 以上 90mm 以上 

20ｍの場合 80mm 以上 60mm 以上 

10ｍの場合 40mm 以上 30mm 以上 

４～５ｍの場合 20mm 以上 15mm 以上 

１～２ｍの場合 9mm 以上 7mm 以上 

 

注）ここでいう視距離は、案内上必要な視対象・視認者間の距離を指し、サインの配置間隔を示すもので

はない。 

出典：公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン 令和 4 年 3 月 
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11 基本寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

120cm

【図１】手動車椅子の寸法

　　　　（JIS T 9201 - 2016）

【図３】車椅子使用者の動作寸法

■車椅子使用者が通過できる最低限 ■車椅子使用者が通行できる最低限

■車椅子使用者と横向きの人が

　　すれ違える最低限

【図２】電動車椅子の寸法

　　　　　（JIS T 9203 - 2016）

全高
 120cm 以下

全高最大
 120cm

全幅
 70cm 以下

5cm 以下

全長 120cm 以下

90cm
80cm 85cm

全幅最大
 70cm

全長最大 120cm

140cm

■車椅子使用者と人が

　　すれ違える最低限

180cm

■車椅子使用者同士が

　　　すれ違える最低限
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120cm

【図４】手動車椅子使用者の転回（180度方向転換）できる広 さ

【図５】車椅子使用者が

　　　　回転（360度）できる広さ

【図７】松葉杖使用者が円滑に通行できる幅

【図６】車椅子使用者が

　　　　　回転（360度）しやすい広さ

150cm

150cm

170cm

180cm

180cm

140cm
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12 区の取り組み 

 

■情報のユニバーサルデザインガイドライン 

世田谷区では、区民や来訪者へ向けてわかりやすい情報を提供できるように、平成４年に「やさしいまち

づくりデザインノート 建築編」、平成 18年に「世田谷区視覚障害者のユニバーサルデザインガイドライン」

を作成してきました。 

その後、情報技術の進展や多様化、障害者差別解消法の施行等を踏まえ、平成 28 年４月に「世田谷区情

報のユニバーサルデザインガイドライン」を作成しましたが、さらに分かりやすいデザインと考え方につい

て、より一層の普及に向けて、令和３年３月に改訂しました。 

このガイドラインは、印刷物やサイン等を作成する区職員向けに作成していますが、区民や事業者の方々

がユニバーサルデザインによる情報発信のための参考資料としても活用できるように、１章から４章は主に

考え方をまとめ、具体的な仕様などは５章に「視覚障害者の案内・誘導」、６章に「聴覚障害者の情報のユ

ニバーサルデザイン対応」、７章に「実践するにあたって」としてまとめています。 

解説ページでは、触知案内板の優良事例や手すりへの点字設置方法などについて詳しく解説されており、

施設整備の際にお役立てください。 

内容は世田谷区のホームページで閲覧することが可能です。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報のユニバーサルデザインガイドライン表紙             解説ページ  

世田谷区 情報のユニバーサルデザインガイドライン 検索 
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■座れる場づくりガイドライン 

世田谷区では、公共建築物の外構や公園、緑道、道路などの公共空間にベンチ等を設置する場合の具体的

な手引きとして、平成 30 年３月に「座れる場づくりガイドライン」を作成しました。 

高齢化の進展等によって要介護者が増加するとともに、長期・連続的な歩行が困難になる「ロコモティブ

シンドローム」という症状を持つ人も増加しています。また、歩行や移動に障害がある人、妊婦や子どもを

かかえた人など長時間連続して歩くことが困難な人もおり、外出中に“ひと休み”できる場がいろいろな所

にあることで、多くの人が安心してまちを移動することができます。 

このガイドラインでは、歩行空間やそこに近接する空間におけるベンチ等の設置に関する基本的な考え方

やアイデアをまとめています。 

また、公共空間にベンチ等が設置されても、座られていないことがあります。日々のメンテナンスに加え、

ベンチ等の設置時のしつらえや周辺環境の工夫によって、座った際の快適さや座ろうとする意識も向上しま

す。そのため、座れる空間の質を高める方法について、ベンチ等の周辺に日陰や木陰を配置することや手す

り付きのベンチにするなども紹介しており、整備の際にお役立てください。 

また、世田谷区では令和３年に世田谷区路上ベンチ等設置指針を策定しました。 

内容は世田谷区のホームページで閲覧することが可能です。 

●ガイドライン 

●設置指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座れる場づくりガイドライン表紙              解説ページ 

世田谷区 座れる場づくりガイドライン 検索 

世田谷区 世田谷区路上ベンチ等設置指針 検索 
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例 

施設整備マニュアル 

（資料編） 
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